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― 風水害対策編 ― 

第１章 総則 
第１節 計画作成の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-1-1～ 

第２節 防災の基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-1-2～ 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱・・・・・・・・H-1-3～ 

第４節 茅野市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-1-4～ 

第５節 防災アセスメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-1-5～ 

 

第２章 災害予防計画 
第１節 風水害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-1～ 

第２節 災害発生直前対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-2～ 

第３節 情報の収集連絡体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-3～ 

第４節 活動体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-4～ 

第５節 広域相互応援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-5～ 

第６節 救助・救急・医療計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-6～ 

第７節 消防・水防活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-7～ 

第８節 要配慮者支援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-8～ 

第９節 緊急輸送計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-9～ 

第10節 障害物の処理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-10～ 

第11節 避難の受入活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-11～ 

第12節 孤立防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-12～ 

第13節 食料品等の備蓄・調達計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-13～ 

第14節 給水計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-14～ 

第15節 生活必需品の備蓄・調達計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-15～ 

第16節 危険物施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-16～ 

第17節 電気施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-17～ 

第18節 都市ガス施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-18～ 

第19節 上水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-19～ 

第20節 下水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-20～ 

第21節 通信・放送施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-21～ 

第22節 鉄道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-22～ 

第23節 災害広報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-23～ 

第24節 土砂災害等の災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-24～ 

第25節 防災都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-25～ 

第26節 建築物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-26～ 

第27節 道路及び橋梁災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-27～ 

第28節 河川施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-28～ 

第29節 ため池災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-29～ 

第30節 農林水産物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-30～ 

第31節 二次災害の予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-31～ 

第32節 防災知識普及計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-32～ 



第33節 防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-33～ 

第34節 災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-34～ 

第35節 自主防災組織等の育成に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-35～ 

第36節 企業防災に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-36～ 

第37節 ボランティア活動の環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-37～ 

第38節 災害対策基金等積立及び運用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-38～ 

第39節 風水害対策に関する調査研究及び観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-39～ 

第40節 観光地の災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-2-40～ 

第41節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・H-2-41～ 

 

第３章 災害応急対策計画 
第１節 災害直前活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-1～ 

第２節 災害情報の収集連絡活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-2～ 

第３節 非常参集職員の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-3～ 

第４節 広域相互応援活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-4～ 

第５節 ヘリコプターの運用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-5～ 

第６節 自衛隊の災害派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-6～ 

第７節 救助・救急・医療活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-7～ 

第８節 消防・水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-8～ 

第９節 要配慮者に対する応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-9～ 

第10節 緊急輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-10～ 

第11節 障害物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-11～ 

第12節 避難受入れ及び情報提供活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-12～ 

第13節 孤立地域対策活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-13～ 

第14節 食料品等の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-14～ 

第15節 飲料水の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-15～ 

第16節 生活必需品の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-16～ 

第17節 保健衛生、感染症予防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-17～ 

第18節 遺体の捜索及び処置等の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-18～ 

第19節 廃棄物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-19～ 

第20節 社会秩序の維持、物価安定に関する活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-20～ 

第21節 危険物施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-21～ 

第22節 電気施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-22～ 

第23節 都市ガス施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-23～ 

第24節 上水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-24～ 

第25節 下水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-25～ 

第26節 通信・放送施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-26～ 

第27節 鉄道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-27～ 

第28節 災害広報活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-28～ 

第29節 土砂災害等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-29～ 

第30節 建築物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-30～ 

第31節 道路及び橋梁応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-31～ 

第32節 河川施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-32～ 

第33節 災害の拡大防止と二次災害防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-33～ 



第34節 ため池災害活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-34～ 

第35節 農林水産物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-35～ 

第36節 文教活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-36～ 

第37節 飼養動物の保護対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-37～ 

第38節 ボランティア活動の受入れ体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-38～ 

第39節 義援物資及び義援金の受入れ体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-39～ 

第40節 災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-40～ 

第41節 観光地の災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-3-41～ 

 

第４章 災害復旧計画 
第１節 復旧・復興の基本方針の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-4-1～ 

第２節 迅速な現状復旧の進め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-4-2～ 

第３節 計画的な復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-4-3～ 

第４節 資金計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-4-4～ 

第５節 被災者に対する生活再建等支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-4-5～ 

第６節 被災中小企業等の復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H-4-6～ 



― 震災対策編 ― 

第１章 総則 
第１節 計画作成の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-1-1～ 

第２節 防災の基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-1-2～ 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱・・・・・・・・J-1-3～ 

第４節 茅野市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-1-4～ 

第５節 被害想定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-1-5～ 

 

第２章 災害予防計画 
第１節 風水害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-1～ 

第２節 情報の収集連絡体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-3～ 

第３節 活動体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-4～ 

第４節 広域相互応援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-5～ 

第５節 救助・救急・医療計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-6～ 

第６節 消防・水防活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-7～ 

第７節 要配慮者支援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-8～ 

第８節 緊急輸送計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-9～ 

第９節 障害物の処理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-9～ 

第10節 避難の受入活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-10～ 

第11節 孤立防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-12～ 

第12節 食料品等の備蓄・調達計画・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-13～ 

第13節 給水計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-14～ 

第14節 生活必需品の備蓄・調達計画・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-15～ 

第15節 危険物施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-16～ 

第16節 電気施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-17～ 

第17節 都市ガス施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-18～ 

第18節 上水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-19～ 

第19節 下水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-19～ 

第20節 通信・放送施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-20～ 

第21節 鉄道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-22～ 

第22節 災害広報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-23～ 

第23節 土砂災害等の災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-23～ 

第24節 防災都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-25～ 

第25節 建築物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-25～ 

第26節 道路及び橋梁災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-26～ 

第27節 河川施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-27～ 

第28節 ため池災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-28～ 

第29節 農林水産物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-29～ 

第30節 積雪期の地震災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-30～ 

第31節 二次災害の予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-31～ 

第32節 防災知識普及計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-32～ 



第33節 防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-33～ 

第34節 災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-34～ 

第35節 自主防災組織等の育成に関する計画・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-35～ 

第36節 企業防災に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-36～ 

第37節 ボランティア活動の環境整備・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-37～ 

第38節 災害対策基金等積立及び運用計画・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-38～ 

第39節 震災対策に関する調査研究及び観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-2-39～ 

第40節 観光地の災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-40～ 

第41節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進・・・・・・・【風水害対策編】H-2-41～ 

 

第３章 災害応急対策計画 
第１節 災害情報の収集・連絡活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-3-1～ 

第２節 非常参集職員の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-3～ 

第３節 広域相互応援活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-3-3～ 

第４節 ヘリコプターの運用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-5～ 

第５節 自衛隊の災害派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-6～ 

第６節 救助・救急・医療活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-7～ 

第７節 消防・水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-8～ 

第８節 要配慮者に対する応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-9～ 

第９節 緊急輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-10～ 

第10節 障害物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-11～ 

第11節 避難受入れ及び情報提供活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-3-11～ 

第12節 孤立地域対策活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-13～ 

第13節 食料品等の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-14～ 

第14節 飲料水の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-15～ 

第15節 生活必需品の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-16～ 

第16節 保健衛生、感染症予防活動・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-17～ 

第17節 遺体の捜索及び処置等の活動・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-18～ 

第18節 廃棄物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-19～ 

第19節 社会秩序の維持、物価安定に関する活動・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-20～ 

第20節 危険物施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-21～ 

第21節 電気施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-22～ 

第22節 都市ガス施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-23～ 

第23節 上水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-24～ 

第24節 下水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-25～ 

第25節 通信・放送施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-26～ 

第26節 鉄道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-27～ 

第27節 災害広報活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-28～ 

第28節 土砂災害等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-29～ 

第29節 建築物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-3-29～ 

第30節 道路及び橋梁応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-31～ 

第31節 河川施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-32～ 

第32節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-3-32～ 

第33節 ため池災害活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-3-33～ 



第34節 農林水産物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-35～ 

第35節 文教活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-36～ 

第36節 飼養動物の保護対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-37～ 

第37節 ボランティア活動の受入れ体制・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-38～ 

第38節 義援物資及び義援金の受入れ体制・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-39～ 

第39節 災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-40～ 

第40節 観光地の災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-41～ 

 

第４章 災害復旧計画 
第１節 復旧・復興の基本方針の決定・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-4-1～ 

第２節 迅速な現状復旧の進め方・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-4-2～ 

第３節 計画的な復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-4-3～ 

第４節 資金計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-4-4～ 

第５節 被災者に対する生活再建等支援・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-4-5～ 

第６節 被災中小企業等の復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-4-6～ 

 

第５章 東海地震に関する事前対策活動 
第１節 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-1～ 

第２節 東海地震に関する情報及び警戒宣言発令時の活動体制・・・・・・・・・・・・J-5-2～ 

第３節 情報収集伝達計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-3～ 

第４節 広報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-4～ 

第５節 避難活動等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-5～ 

第６節 食料、生活必需品、飲料水の確保計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-6～ 

第７節 医療救護及び保健衛生活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-7～ 

第８節 児童生徒等の保護活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-8～ 

第９節 消防・救急救助等対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-9～ 

第10節 警備対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-10～ 

第11節 防災関係機関の講ずる措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-11～ 

第12節 売り惜しみ・買い占め等の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-12～ 

第13節 交通対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-13～ 

第14節 緊急輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-14～ 

第15節 他機関に対する応援の要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-15～ 

第16節 事業所等対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-5-16～ 

 

第６章 事前対策活動【南海トラフ地震防災対策推進計画】 

第１節 南海トラフ地震臨時情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-1～ 

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-2～ 

第３節 情報の収集伝達計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-3～ 

第４節 広報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-4～ 

第５節 災害応急対策をとるべき期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-5～ 

第６節 避難対策等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-6～ 

第７節 住民の防災対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-7～ 



第８節 企業等対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-8～ 

第９節 防災関係機関のとるべき措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-9～ 

第10節 関係機関との連携協力の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-10～ 

第11節 地震防災上必要な教育及び広報活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・J-6-11～ 



― 原子力災害対策編 ― 

第１章 総則 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・N-1～ 

 

第２章 災害に対する備え 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・N-2～ 

 

第３章 災害応急対策 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・N-3～ 

 

第４章 災害からの復旧・復興 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・N-4～ 

 

第５章 核燃料物質等輸送事故災害への対応 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・N-5～ 



― 火山災害対策編 ― 

第１章 総則 
第１節 計画作成の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-1-1～ 

第２節 災害発生直前対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-1-2～ 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱・・・・・・・・P-1-3～ 

 

第２章 災害予防計画 
第１節 風水害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2-1～ 

第２節 災害発生直前対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2-2～ 

第３節 情報の収集連絡体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2-3～ 

第４節 活動体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2-4～ 

第５節 広域相互応援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-5～ 

第６節 救助・救急・医療計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-6～ 

第７節 消防・水防活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-7～ 

第８節 要配慮者支援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-8～ 

第９節 緊急輸送計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-9～ 

第10節 障害物の処理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-10～ 

第11節 避難の受入活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2-11～ 

第12節 孤立防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-12～ 

第13節 食料品等の備蓄・調達計画・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-13～ 

第14節 給水計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-14～ 

第15節 生活必需品の備蓄・調達計画・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-15～ 

第16節 危険物施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-16～ 

第17節 電気施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-17～ 

第18節 都市ガス施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-18～ 

第19節 上水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-19～ 

第20節 下水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-20～ 

第21節 通信・放送施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-21～ 

第22節 鉄道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-22～ 

第23節 災害広報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-23～ 

第24節 土砂災害等の災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-24～ 

第25節 防災都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-25～ 

第26節 建築物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-26～ 

第27節 道路及び橋梁災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-27～ 

第28節 河川施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-28～ 

第29節 ため池災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-29～ 

第30節 農林水産物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-30～ 

第31節 二次災害の予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-31～ 

第32節 防災知識普及計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2-32～ 

第33節 防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-33～ 

第34節 災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-34～ 



第35節 自主防災組織等の育成に関する計画・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-35～ 

第36節 企業防災に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-36～ 

第37節 ボランティア活動の環境整備・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-37～ 

第38節 災害対策基金等積立及び運用計画・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-2-38～ 

第39節 火山災害対策に関する調査研究及び観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2-39～ 

第40節 観光地の災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-2-40～ 

第41節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進・・・・・・・【風水害対策編】H-2-41～ 

 

第３章 災害応急対策計画 
第１節 火山災害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-3-1～ 

第２節 災害情報の収集・連絡活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-3-2～ 

第３節 非常参集職員の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-3～ 

第４節 広域相互応援活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-4～ 

第５節 ヘリコプターの運用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-5～ 

第６節 自衛隊の災害派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-6～ 

第７節 救助・救急・医療活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-7～ 

第８節 消防・水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-8～ 

第９節 要配慮者に対する応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-9～ 

第10節 緊急輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-10～ 

第11節 障害物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-11～ 

第12節 避難受入れ及び情報提供活動・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-12～ 

第13節 孤立地域対策活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-13～ 

第14節 食料品等の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-14～ 

第15節 飲料水の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-15～ 

第16節 生活必需品の調達・供給活動・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-16～ 

第17節 保健衛生、感染症予防活動・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-17～ 

第18節 遺体の捜索及び処置等の活動・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-18～ 

第19節 廃棄物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-19～ 

第20節 社会秩序の維持、物価安定に関する活動・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-20～ 

第21節 危険物施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-21～ 

第22節 電気施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-22～ 

第23節 都市ガス施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-23～ 

第24節 上水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-24～ 

第25節 下水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-25～ 

第26節 通信・放送施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-26～ 

第27節 鉄道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-27～ 

第28節 災害広報活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-28～ 

第29節 土砂災害等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P-3-29～ 

第30節 建築物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-30～ 

第31節 道路及び橋梁応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-31～ 

第32節 河川施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-32～ 

第33節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-33～ 

第34節 ため池災害活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-34～ 

第35節 農林水産物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-35～ 



第36節 文教活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-36～ 

第37節 飼養動物の保護対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-37～ 

第38節 ボランティア活動の受入れ体制・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-38～ 

第39節 義援物資及び義援金の受入れ体制・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-39～ 

第40節 災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-40～ 

第 41 節 観光地の災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・【風水害対策編】H-3-41～



― その他災害対策編 ― 

－ 雪害対策編 － 
第１章災害予防計画 
第１節 雪害に強い地域づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・S-1-1 

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・S-1-12 

第３節 観測・予測体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・S-1-14 

 

第２章災害応急対策計画 
第１節 災害直前活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・S-2-1 

第２節 除雪等の実施と雪崩災害の防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・S-2-3 

第３節 避難受入活動にあたっての雪崩災害等に対する配慮・・・・・・・・・・・S-2-9 

 

－ 航空災害対策編 －  
第１章 災害予防計画  
第１節 情報の収集・連絡体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A-1-1 

第２節 災害応急体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A-1-2 

 

第２章 災害応急対策計画  
第１節 情報の収集・連絡・通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A-2-1 

第２節 活動体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A-2-2 

第３節 捜索、救助・救急及び消火活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A-2-3 

第４節 関係者等への情報伝達活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A-2-5 

 

－ 道路災害対策編 －  
第１章 災害予防計画  
第１節 道路交通の安全のための情報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・D-1-1 

第２節 道路（橋梁等を含む）の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・D-1-2 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え・・・・・・・・・・・・D-1-3 

 

第２章 災害応急対策計画  
第１節 発災直後の情報の収集・提供・連絡及び通信の確保・・・・・・・・・・・D-2-1 

第２節 救急・救助・消火活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・D-2-2 



第３節 災害応急対策の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・D-2-2 

第４節 関係者への情報伝達活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・D-2-4 

第５節 道路（橋梁等を含む）の応急復旧活動・・・・・・・・・・・・・・・・・D-2-5 

 

－ 鉄道災害対策編 － 
第１章災害予防計画 
第１節 鉄道交通の安全のための情報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-1-1 

第２節 鉄道施設・設備の整備・充実等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-1-1 

第３節 鉄道車両の安全性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-1-4 

第４節 鉄道交通に携わる人材の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-1-5 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え・・・・・・・・・・・・T-1-6 

第６節 再発防止対策の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-1-9 

 

第２章災害応急対策計画 
第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保・・・・・・・・・・・・・・T-2-1 

第２節 活動体制及び応援体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-2 

第３節 救助・救急・消火活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-4 

第４節 緊急交通路及び代替交通手段の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-5 

第５節 関係者等への情報伝達活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-6 

 

－ 危険物等災害対策編 － 
第１章災害予防計画 
第１節 危険物等関係施設の安全性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・K-1-1 

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え・・・・・・・・・・・・K-1-4 

 

第２章災害応急対策計画 
第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保・・・・・・・・・・・・・・K-2-1 

第２節 災害の拡大防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・K-2-2 

第３節 危険物等の大量流出に対する応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・K-2-6 

 

－ 大規模な火事災害対策編 － 
第１章災害予防計画 
第１節 災害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F-1-1 

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・F-1-3 



第２章災害応急対策計画 
第１節 消火活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F-2-1 

第２節 避難誘導活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F-2-2 

 

第３章災害復旧・復興計画 
第１節 計画的復興の進め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F-3-1 

 

－ 林野火災対策編 －  
第１章 災害予防計画  
第１節 林野火災に強い地域づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-1-1 

第２節 林野火災防止のための情報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-1-3 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・T-1-4 

 

第２章 災害応急対策計画  
第１節 林野火災の警戒活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-1 

第２節 発災直後の情報の収集・連絡体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-2 

第３節 活動体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-2 

第４節 消火活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-4 

第５節 二次災害の防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-2-5 

 

第３章 災害復旧計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・T-3-1 

 



 



 
茅野市地域防災計画 

風水害対策編 
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第１節 計画作成の趣旨 

 

第１ 計画の目的 

この計画は、市民生活に甚大な被害を及ぼすおそれのある大規模な風水害に対処するた

め、過去の梅雨前線豪雨、台風などの大規模な災害の経験を教訓に、近年の社会構造の変

化を踏まえ、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、事業者及び

市民等が総合的かつ計画的な防災対策を推進することにより、かけがえのない市民の生命、

身体及び財産を風水害から保護することを目的とする。 

 

第２ 計画の性格 

この計画は、災害対策基本法第４２条に基づき、茅野市防災会議が作成する「茅野市地

域防災計画」の「風水害対策編」として、大規模な風水害に対処すべき事項を中心に定め

る。 

 

第３ 計画の推進及び修正 

この計画は、防災に係る基本的事項を定めるものであり、各機関はこれに基づき実践的

細部計画等を定め、その具体的推進に努める。 

また、防災に関する学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ、そ

の時々における防災上の重要課題を把握し、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、毎

年検討を加え、必要に応じて修正を加え、本計画に的確に反映させていくものとする。 
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第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

 

茅野市は、日本でも有数の活断層、急峻な地形を有し、南海トラフ地震対策推進地域及

び東海地震防災対策強化地域に指定されている。このような自然的条件と近年の都市化、

高齢化、情報化等社会構造の変化に対応した防災対策を講じる必要がある。 

 

１ 本市は、広大な市域を抱え、多くの急傾斜地、急勾配の河川、点在する集落など複雑

な地形を有しており、過去から繰り返し豪雨、洪水、土砂、豪雪等の災害に見舞われて

きた。また、市内には、内陸型地震を引き起こす活断層が多数存在するとともに、海溝

型地震による影響も危惧される。 

激甚災害が発生した場合には、その被害をできる限り減らすことが必要である。その

ために、市が市の責務として市民の生命、身体、財産を守るため、防災に向けた対策を

実施することはもちろん、市民一人ひとりが、自分のことは自分で守る、自分たちの地

域は自分たちで守るという意識を持ち、自発的かつ積極的に防災に向けた役割を果たす

ことが求められる。また、同時期に広範囲にわたって被害が発生する災害が起きたとき

には、市が果たせる役割は限られる。そのようなとき、何よりも頼りになるのが、人と

人との支え合い、地域コミュニティの絆（きずな）である。 

このため、市では、市民と市が連携し、一体となって防災に向けた取組を実施するこ

とにより、地域において人と人とが支え合う、安全で安心な災害に強いまちづくりを推

進するため、「茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例」を制定した。この条例の

主旨を、本市における防災対策の基本理念とする。 

 

２ 防災対策を行うに当たっては、次の事項を基本とし、県、市町村、指定地方行政機関、

指定公共機関、指定地方公共機関、その他関係機関及び県民がそれぞれの役割を認識し

つつ、一体となって最善の対策をとるものとする。特に、災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合（以下「災害時」という。）の被害を最小化し、被害の迅速な回復を

図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われな

いことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組

み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめるよう、対策

の一層の充実を図る。 

(1) 周到かつ十分な災害予防 

ア 災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 

(ｱ) 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソ

フト施策を可能な限りすすめハード・ソフトを組み合わせて一体的な災害対策を推進する。 

(ｲ) 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害 

を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策 

の改善を図ることとする。 
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イ 災害予防段階における施策の概要は以下のとおりである。 

(ｱ) 災害に強いまちづくりを実現するための、主要交通・通信機能の強化、避難路の整備等地

震に強い都市構造の形成、学校、医療施設等の公共施設や住宅等の建築物の安全化、代替施

設の整備等によるライフライン施設等の機能の確保策を講じる。 

(ｲ) 事故災害を予防するため、事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築、施設・

設備の保守・整備等安全対策の充実を図る。 

(ｳ) 市民の防災活動を促進するため、防災教育等による住民への防災思想・防災知識

の普及、防災訓練の実施等を行う。併せて、自主防災組織等の育成強化、防災ボ

ランティア活動の環境整備、事業継続体制の構築等企業防災の促進、災害教訓の

伝承により市民の防災活動の環境を整備する。なお、防災ボランティアについて

は、自主性に基づきその支援力を向上し、県、市町村、住民、他の支援団体と連

携・協働して活動できる環境の整備が必要である。 

(ｴ) 防災に関する研究及び観測等を推進するため、防災に関する基本的なデータの集積、工学

的、社会学的分野の研究を含めた防災に関する研究の推進、予測、観測の充実・強化を図る。 

また、これらの成果の情報提供及び防災施策への活用を図る。 

(ｵ) 災害時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、

災害応急活動体制や情報伝達体制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実を

図るとともに、必要とされる食料・飲料水等を備蓄する。また、関係機関が連携

し、過去の災害対応の教訓の共有を図るなど、実践的な訓練や計画的かつ継続的

な研修を実施する。 

(ｶ) 効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ・ＩоＴ、クラウドコンピューテ

ィング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化を促進する必要があ

る。デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システ

ムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図る必要がある。 

(ｷ) 過去の災害の教訓を踏まえ、全ての県民が災害から自らの命を守るためには、

県民一人一人が確実に避難できるようになることが必要である。このため、地域

の関係者の連携の下、居住地、職場、学校等において、地域の災害リスクや自分

は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）等の必要な知識を学べる実

践的な防災教育や避難訓練を実施する必要がある。 

 

(2) 迅速かつ円滑な災害応急対策 

ア 災害応急段階における基本理念は以下のとおりである。 

(ｱ) 災害が発生するおそれがある場合は災害の危険性の予測を、発災直後は、被害

規模の把握を、それぞれ早期に行うとともに、正確な情報収集に努め、収集した

情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応

急対策に必要な資源を適切に配分する。 

(ｲ) 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障がい者、児童、
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傷病者、外国籍県民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、妊産婦など特に配慮を要

する者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障

がいの有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

イ 災害応急段階における施策の概要は以下のとおりである。なお、災害応急段階に

おいては、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分

配慮するものとする。 

(ｱ) 災害が発生するおそれがある場合には、警報等の伝達、住民の避難誘導及び 

所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動を行う。 

(ｲ) 災害が発生するおそれがある場合は災害の危険性の予測を、発災直後は、被害

規模の把握を、それぞれ早期に行うとともに、災害情報の迅速な収集及び伝達、

通信手段の確保、災害応急対策を総合的、効果的に行うための関係機関等の活動

体制及び大規模災害時における広域的な応援体制を確立する。 

(ｳ) 被災者に対する救助・救急活動、負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動、消

火活動を行う。 

(ｴ) 円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急物資を供給

するため、交通規制、施設の応急復旧、障害物除去等により交通を確保し、優先

度を考慮した緊急輸送を行う。 

(ｵ) 被災状況に応じ、指定避難所の開設、応急仮設住宅等の提供、広域的避難収容

活動を行う。 

(ｶ) 被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達するとともに、相

談窓口の設置等により住民等からの問い合わせに対応する。 

(ｷ) 被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等を調達し、被災地の

ニーズに応じて供給する。 

(ｸ) 指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必要な活動を行う

とともに、仮設トイレの設置等被災地域の保健衛生活動、防疫活動を行う。また、

迅速な遺体対策を行う。 

(ｹ) 新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症

対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症

を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。 

(ｺ) 防犯活動等による社会秩序の維持のための施策の実施を行うとともに、物価の

安定・物資の安定供給のための監視・指導等を行う。  

(ｻ) 応急対策を実施するための通信施設の応急復旧、二次災害を防止するための土砂災害等の

危険のある箇所の応急工事、被災者の生活確保のためのライフライン等の施設・設備の応

急復旧を行う。二次災害の防止策については、危険性の見極め、必要に応じた住民の避難

及び応急対策を行う。 

(ｼ) ボランティア、義援物資・義援金を適切に受け入れる。 
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(3) 適切かつ速やかな災害復旧・復興  

ア 災害復旧・復興段階における基本理念は以下のとおりである。 

(ｱ) 発災後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより被災地の

復興を図る。 

イ 災害復旧・復興段階における施策の概要は以下のとおりである。 

(ｱ) 被災の状況や被災地域の特性等を勘案し、被災地域の復旧・復興の基本方向を早急に決定

し、事業を計画的に推進する。 

(ｲ) 物資、資材の調達計画等を活用して、迅速かつ円滑に被災施設の復旧を行う。 

(ｳ) 災害廃棄物の広域処理を含めた処分方法の確立と、計画的な収集、運搬及び処理により、

迅速かつ適切な廃棄物処理を行う。 

(ｴ)  再度災害の防止により快適な都市環境を目指して、防災まちづくりを実施する。 

(ｵ) 被災者に対する資金援助、住宅確保、雇用確保等による自立的生活再建を支援する。 

(ｶ) 被災中小企業の復興等、地域の自立的発展に向けて経済復興を支援する。 

ウ 市、県、防災関係機関は、互いに連携をとりつつ、これら災害対策の基本的事項について推

進を図るとともに、防災機関間、住民等の間、住民等と行政の間で防災情報が共有できるよう

に必要な措置を講ずるものとする。 

 

３ 市、県、防災関係機関は、緊密な連携のもとに、人命の安全を第一に、次の事項を基本とし、必

要な措置を講じるものとする。 

(1) 要配慮者を含めた多くの住民の地域防災活動への参画 

(2) 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向

上を図るため、防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むなど、防災

に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障がい者などの

参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立 

 

４ 市民は、「自らの命は自ら守る」との認識のもと、地域、職場、家庭においてお互い

に協力しあい、災害時を念頭においた防災対策を平常時からとる。 

 

５ どこでも起こりうる災害時の被害を最小化し、安全・安心を確保するためには、行政

による公助はもとより、一人ひとりの自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等

による共助が必要であり、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な主体が連携し

て日常的に減災のための行動と投資を息長く行う運動を展開するものとする。また、そ

の推進に当たっては、時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに、関

係機関等の連携の強化を図る。 
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第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１ 実施責任 

１ 茅野市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、市の地域並びに地域住

民の生命、身体及び財産を保護するために指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地

方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

 

２ 長野県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、

身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共

機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定

地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。 

 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、災害から市域住民の生命、身体及び財産を保護するため、指定行

政機関及び他の指定地方行政機関が相互に協力し、防災活動を実施するとともに、市の活

動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

指定公共機関及び、指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら

地震防災活動を実施するとともに、市の活動が円滑に行われるよう、その業務に協力する。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、自らの防災業務を実施するとともに、相

互に助力し、市の防災活動が円滑に行われるよう、その業務に協力する。 

 

６ 自主防災組織 

自主防災組織は、自らの地域の災害に備えるための手段を講ずるとともに自発的な防災

活動と市の行う防災業務に寄与するよう努める。 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 茅野市 

(1) 市防災会議、市警戒本部及び災害対策本部に関すること。 

(2) 防災施設の新設、改良等整備に関すること。 

(3) 水防被災施設の応急措置及び復旧に関すること。 

(4) 市域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること。 
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(5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(6) 災害時における保健衛生、文教及び交通対策に関すること。 

(7) 防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること。 

(8) 公共的団体の指導、自主防災組織の育成指導に関すること。 

(9) その他、市の所掌事務についての地震防災対策に関すること。 
 

   

２ 長野県 

(1) 県防災会議に関すること。 

(2) 防災施設の新設、改良等整備に関すること。 

(3) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること。 

(4) 県地域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること。 

(5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(6) 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関すること。 

(7) 市町村及び指定地方公共機関の災害事務又は、業務の実施についての救助及び調整に関する

こと。 

(8) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

(9) その他、県の掌握事務についての防災対策に関すること。 
 

 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（1）関東農政局 

（長野県拠点） 
ア 地震災害時における主要食糧の供給に関すること。 

（2)中部森林管理局 

（南信森林管理署） 

ア 地震防災上の治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適正化に関

すること。 

イ 地震にともなう林野火災の予防及び発生時の応急措置に関するこ

と。 

ウ 地震災害応急対策用材の供給に関すること。 

（3）東京管区気象台 

（長野地方気象台） 

ア 地震情報、南海トラフ地震臨時情報等の通報に関すること。 

イ 地震防災知識の普及に関すること。 

ウ 地震災害防止のための統計調査に関すること。 

（4）信越総合通信局 

ア 災害時における通信・放送の確保に関すること。 

イ 非常通信に関すること。 

ウ 非常災害時における臨時災害放送局の開局等の臨機の措置に関するこ

と。 

エ 通信機器及び移動電源車の貸出に関すること。 

（5)長野労働局 

（岡谷労働基準監督署） 

ア 工場、事業場における自主的な避難、救助等の教育訓練に関するこ

と。 

イ 被災労働者及び被災事業主に対する応急対策の実施に関すること。 
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（6）国土交通省 

関東地方整備局 

（長野国道事務所岡谷

維持管理修繕出張所） 

ア 災害予防 

(ｱ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

(ｲ) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

(ｳ) 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

イ 応急・復旧 

(ｱ) 応急活動のための体制の整備及所掌事務の実施 

(ｲ) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

(ｳ) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

(ｴ) 所管施設の緊急点検の実施 

(7)関東管区警察局 

ア 管区内各警察の実施する災害警備活動の連絡調整に関すること。 

イ 他管区警察局及び管区内防災関係機関との連携に関すること。 

ウ 警察通信施設の整備及び防護並びに警察通信統制に関すること。 

エ 災害時における管区内各県警察の相互援助の調整に関すること。 

(8)関東財務局 

(長野財務事務所) 

ア 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。 

イ 災害時における金融機関の緊急措置の指示に関すること。 

(9)関東信越厚生局 
ア 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること。 

イ 関係機関との連絡調整に関すること。 

(10)関東経済産業局 

ア 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関する

こと。 

イ 被災商工鉱業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

ウ 被災中小企業の振興に関すること。 

(11)中部経済産業局 電気の供給の確保に必要な指導に関すること。 

(12)関東東北産業保安

監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、ガスなど危険物等の保安に関す

ること。 

イ 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること。 

(13)中部近畿産業保安

監督部 
電気の保安に関すること。 

(14)北陸信越運輸局 
災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送のあっせん並びに船舶

及び自動車による輸送の確保に関すること。 

(15)東京航空局 

(東京空港事務所松

本空港出張所) 

ア 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するために必

要な措置に関すること。 

イ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。 

ウ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。 

(16)中部地方環境事務

所 

ア 有害物質の漏洩及び石綿の飛散防止に関すること。 

イ 災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進に関

すること。 

(17)関東地方測量部 
ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること。 

イ 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関ること。 
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  ４ 茅野警察署  

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

茅野警察署 

ア 災害情報の収集、伝達及び広報に関すること 

イ 治安の確保及び交通の規制に関すること 

ウ 被災者の救出救護及び避難誘導に関すること 

エ 死体（行方不明者）の捜索及び検視に関すること 
 

 

  ５ 陸上自衛隊 第13普通科連隊（松本駐屯部隊） 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 
（第13普通科連隊） 

ア 災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関るこ

と。 

イ 災害時における応急復旧活動に関すること。 
 

 

  ６ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(1)日本郵便㈱ 

（茅野郵便局） 

ア 災害時における郵便業務の確保、郵便業務に係る災害対策特別事務

取扱い及び援護対策等に関すること。 

イ 災害時における窓口業務の確保に関すること。 

(2)（株）東日本旅客鉄道

（長野支社茅野駅） 

ア 鉄道施設の防災に関すること。 

イ 災害時における避難者の輸送に関すること。 

(3)電気通信事業者 

（東日本電信電話（株）長野支社、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフ

トバンクモバイル㈱、楽天モバイル(株)） 

ア 公衆電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通信の確保及び気象通報の伝達に関すること。 

(4)日本赤十字社 

（長野県支部） 

（茅野市地区） 

ア 医療、助産等救助、救護に関すること。 

イ 災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること。 

ウ 義援金品の募集に関すること。 

(5)日本放送協会 

（長野放送局） 

災害情報等広報に関すること。 

(6)日本通運(株） 

（長野支店） 

震災時における、貨物自動車による救援物資等の輸送の協力に関す 

ること。 

(7)中部電力(株）   

中部電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株）

（諏訪営業所） 

ア 電力施設の保全・保安に関すること。 

イ 電力の供給に関すること。 

(8)中日本高速道路(株） 中央自動車道の防災に関すること。 
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７ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(1)ガス会社 

茅野瓦斯㈱、帝石パイプライン（㈱） 

ア ガス施設の保全、保安に関すること。 

イ ガスの供給に関すること。 

(2)アルピコ交通(株) 災害時における旅客自動車による避難者の輸送の協力に関すること。 

(3)(公社)長野県トラッ

ク協会 

災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に関するこ

と。 

(4)放送事業者 

エルシーブイ㈱、信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州 

長野朝日放送㈱ 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

(5)土地改良区 

滝之湯・池の平・大河

原・笹原 

ため池、水門、堰の防災に関すること。 

(6) 医師会（諏訪郡医師 

会茅野原地区幹事会）、 

歯科医師会（茅野市歯科 

医師会）、看護協会 

災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること。 

(7) 薬剤師会 

（諏訪薬剤師会） 
災害時における救護活動に必要な医薬品等の提供に関すること。 

（8）(一社)長野県 

建設業協会 

（諏訪支部茅野分会） 

災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関すること。 

(9)(社福)長野県社会

福祉協議会（茅野

市社会福祉協議会） 

ア 災害ボランティアに関すること。 

イ 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）に関すること。 

 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(1)茅野市区長会 

ア 区域内の災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。 

イ 水防、その他災害に対する応急処置の協力に関すること。 

ウ 災害時における避難、救助活動の協力に関すること。 

(2)茅野市消防団 ア 地震災害時の防火、水防等の消防業務に関すること。 
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イ 情報の収集、伝達及び避難の実施に関すること。 

(3)信州諏訪 

農業協同組合 

ア 県、市が行う地震被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 農作物の地震災害応急対策の指導に関すること。 

ウ 被災農家に対する融資、あっせんに関すること。 

エ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること。 

オ 農産物の需給調整に関すること。 

カ 防災協定に基づく生活物資の調達に関すること。 

(4)諏訪森林組合 

ア 県、市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること。 

ウ 木材の供給と物資のあっせんに関すること。 

(5)茅野商工会議所 

ア 県、市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること。 

ウ 地震災害時における物価安定の協力に関すること。 

エ 救援物資、復旧資材の確保、あっせんの協力に関すること。 

(6)病院等医療施設 

の管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 災害時における入所者の保護及び誘導に関すること。 

ウ 災害時における病人等の収容及び保護に関すること。 

エ 災害時における被災負傷者の治療及び助産に関すること。 

(7)社会福祉施設 

の管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 災害時における利用者・入所者の保護、誘導に関すること。 

(8)茅野市赤十字奉仕団 
ア 医療等救助、救護活動の協力に関すること。 

イ 被災者に対する炊き出しの協力に関すること。 

(9)金融機関 ア 被災事業者等に対する資金融資に関すること。 

(10)学校法人  

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 地震災害時における教育対策に関すること。 

ウ 被災施設の災害復旧に関すること。 

(11)危険物施設及び高

圧ガス施設の管理者 

ア 安全管理の徹底に関すること。 

イ 防護施設の整備に関すること。 

(12)諏訪農業共済組合 災害時における共済援助に関すること。 

(13)諏訪交通安全協会

茅野支部 
災害時における交通規制等混乱防止と緊急車両の誘導に関すること。 

(14)茅野市防火協会 防災に関する訓練の実施、広報に関すること。 

(15)茅野防犯協会連合

会 災害時の犯罪防止に関すること。 

(16)茅野市建設業会 ア 防災時の応急措置に関すること。 

イ 協定に基づく応急措置に関すること。 
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(17)茅野市水道事業協

同組合 
ア 災害時の水道施設の応急措置に関すること。 

イ 協定に基づく応急措置に関すること。 

(18)茅野アマチュア無

線クラブ 
ア 災害時の情報収集、伝達に関すること。 

イ 協定に基づく情報収集、伝達に関すること。 

(19)茅野市 

自主防災組織 

ア 災害時の初期消火等、初動対応に関すること。 

イ 単位組織での防災訓練に関すること。 

(20)茅野市 

ボランティア協議会 
災害ボランティアに関すること。 

(21)柔道整復師会 

ア 災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること。 

イ 災害時における救護活動に必要な医薬品及び医療機材の提供に関

すること。 
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第４節 茅野市の概況 

 

１ 市 域 

本市は、長野県の中部やや東よりに位置し、東西約２３．５km、南北２０．５km、周囲９

６kmで面積２６６．５９k㎡を有する。また標高は八ヶ岳の主峰赤岳の２，８９９ｍから宮川

新井地積の７６２ｍと標高差は大きい。 

経緯度からみた市役所の位置は次のとおりである。 

 

東経１３８°０９′４２″  北緯  ３５°５９′３２″ 

 

２ 地 勢 

本市は、長野県の中央東よりに位置し、東は八ヶ岳連峰を境にして南佐久郡佐久穂町、小

海町、南牧村に接し、北は大河原峠、蓼科山、大門峠により、北佐久郡立科町、小県郡長和

町に接し、西は諏訪市に、南は富士見町、原村に、西南部は杖突峠等によって伊那市に接し

て、東、西、北側の標高１，０００ｍから２，９００ｍの山稜と諏訪盆地中央の一角に市域

を構成している。 

 

〈山脈〉 

市の東部には、標高２，８９９ｍの赤岳を最高峰に横岳・硫黄岳・天狗岳など２，０００

ｍを越える山々が連なっており、その北端には蓼科山（２，５３０ｍ）がそびえている。ま

た、市の北部は蓼科山から西へ八子ｹ峰・車山が続き、その麓には白樺高原・霧ｹ峰高原が広

がっている。霧ｹ峰高原は車山から穏やかに南へ続き、市西部の永明寺山へ至る。永明寺山の

西には上川・宮川に沿った低地帯を挟んで西山山地が市の南西部を占めている。八ケ岳の西

側には広大な裾野が開け、南は原村・富士見町へと続く。標高１,２００ｍをおおよその境と

して東側傾斜の急な山地となり、この裾野を大泉山（１,１１５ｍ）・小泉山（１,０７０ｍ）

が南北に分けている。裾野の北・西方面の末端は、上川によって切られ、霧ｹ峰山地との間は

金沢地域の浅い谷となっている。このように市域は、非常に複雑な地形をなしている。 

 

〈河川〉 

市内の水系は大きく二つに分けられる。ひとつは上川水系であり柳川・川久保川以北の河

川がこれに流入している。もう一方は宮川水系である。何れも、天竜川水系に属し、１級河

川は、上川、宮川をはじめとする１８河川、準用河川は１９河川また普通河川は２９河川に

のぼる。 

また、砂防法に基づく砂防指定地のある河川は、１３河川に及んでいる。これらの河川は、

山間地を流れるため総じて急流であり、洗掘作用による流出土砂も多量で、これは災害の直

接の要因となっている。 
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〈段丘〉 

市内の段丘は４面に区分される。最も古い地形面である高位段丘面は、笹原付近より大泉

山・小泉山以南の宮川・玉川・泉野から原村にかけて広がる、主に古八ヶ岳の火山泥流堆積

物からなっている。市内に最も広く分布する地形面は中位段丘面である。北山・湖東・豊平

に分布しており、上川や柳川の支流によって東西方向の細長い谷に刻まれている。おもに火

砕流堆積物が分布する。この中位段丘を侵食して形成された低位段丘は主に柳川沿いに発達

している。また、本町から茅野駅にかけて比較的広く発達している段丘面は下位段丘である。 

 

３ 地 質 

日本列島の構成に重要な意義をもつものとして、糸魚川－静岡構造線と中央構造線（メデ

ィアンライン）の２つの構造線があるが、これらの構造線は、本市域の西方及び南側を走っ

ている。これら２つの構造線に近接する本市域の地質の概要は次のとおりである。 

茅野市の地質は、西山山地を構成する中古生層及び第三紀層の海底堆積物を主体とする岩

石とフォッサマグナに噴出した霧ｹ峰・八ｹ岳火山の噴出した堆積によってできた地域に分け

られる。 

西山山地は杖突峠を境にして、南側は主に中生代・古生代と呼ばれる時代の海底堆積物が、

地下深くて高熱高圧によって変成された結晶片岩や粘板岩・蛇紋岩・石灰岩などが分布して

いる。杖突峠の西北には新生代第三紀の海底堆積物である礫岩・砂岩・緑色凝灰岩が分布し

ている。フォッサマグナには霧ｹ峰火山群・八ｹ岳火山列などいくつもの火山と多くの火山噴

出物が分布している。霧ｹ峰火山群最高峰の車山山頂では、１０枚以上の溶岩流の重なりがみ

られる。霧ｹ峰火山群でみられる火山岩は、安山岩類・凝灰角礫岩などである。八ｹ岳は、南

北２１ｋｍにわたって一連の火山列を形成しており、この間に上下に重なるものも含めて大

小２０個に近い火山が配列している。 

これらの火山は何万年という年月をかけて噴出しており、輝石安山岩の成層火山群からな

る南八ｹ岳火山群と、主として玄武岩・角閃石安山岩・デイサイト・流紋岩などの成層火山群

と溶岩丘群からなる北八ヶ岳火山岩群に二分されている。広大な八ヶ岳山麓は、八ヶ岳火山

列の長い活動の中で、その火山噴出物である火山灰・火山礫・火山弾及びスコリアなどの降

下物とともに溶岩流・泥流によって形成され、また、それらの火山噴出物が雨水や川の流れ

によって運搬・堆積を繰返し、次第になだらかな山麓地形を形成していった。さらに、その

後の地殻変動によって河川の侵食活動が活発になり、段丘地形が形成され、現在に至ってい

る。 

 

４ 気 候 

本市は内陸性気候の特性を有し、晴天日数が多く、四季を通じて湿度が低いうえに風が弱

く、一般に日中の高温に比べて夜間は低温となる。 

年平均気温は１０度弱と比較的寒く、冬季は最低気温－１０度以下、夏季は最高気温が３
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０度以上となり、年間を通じて寒暖の差が大きい。また、夏は日中の高温に対して夜間は冷

え、冬は高冷地のため寒さが特に厳しいという高冷地性気候の特色を有する。年間の降水量

は約１,３００ｍｍであり、梅雨期・台風期の降雨がその大半を占め、冬季間の降雪は比較的

少ない。 
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茅野市周辺における活断層の分布状況 
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第５節 防災アセスメント 

 

第１ 過去に発生した災害の特性 

１ 風水害の被害状況 

「風水害」とは強風や豪雨を原因とする災害の総称で、その中には、風害、水害（内水氾

濫、洪水）、土砂災害（地すべり、崩壊、土石流）などが含まれる。以下、過去に茅野市

に被害を及ぼした風水害の被害状況等を整理した。 

 

○過去に発生した風水害の被害状況 

発生年月日 災害名 被災地区 

明治31年 9月 6日 水害 永明・宮川・金沢・泉野・豊平・芹ヶ沢 

明治43年 8月 9日 水害 永明・宮川・金沢 

明治44年 8月 4日 風水害 特に宮川（高部地籍） 

昭和 7年 7月 8日 水害 永明・宮川・豊平  災害救助法適用 

昭和 9年 6月21日 水害 永明・宮川・米沢・金沢・豊平 

昭和14年 7月10日 雹害 玉川・泉野・宮川 

昭和34年 8月14日 台風７号 ちの・宮川・泉野を主とした地域 

昭和34年 9月26日 伊勢湾台風 
市全域、特に湖東・泉野・豊平・北山 

【災害救助法適用】 

昭和36年 6月28日 水害 宮川・金沢・米沢・北山・泉野 

昭和36年 9月16日 第二室戸台風 北山・湖東・豊平・玉川・泉野 

昭和47年 7月11日 47.7月豪雨 ちの・蓼科・米沢 

昭和49年 7月 4日 集中豪雨 米沢・北山・湖東・豊平 

昭和53年 7月24日 

           ～25日 

集中豪雨 

降ひょう 
米沢・豊平・北山 

昭和54年 9月30日 

       ～10月 1日 
台風１６号 玉川・豊平・湖東・北山 

昭和56年 8月22日 

           ～23日 
台風１５号 北山・豊平・米沢 

昭和57年 7月10日 集中豪雨 米沢 

昭和57年 7月28日 集中豪雨 市内全域 

昭和57年 8月 1日 

           ～ 2日 
台風１０号 市内全域（特に金沢・宮川） 

昭和57年 9月12日 台風１８号 金沢・宮川・ちの・米沢・北山・豊平 

昭和58年 5月16日 集中豪雨 金沢・北山・玉川・米沢 

昭和58年 9月 8日 
集中豪雨 

降ひょう 

宮川・米沢・豊平・玉川・泉野・金沢・

湖東・北山 

昭和58年 9月28日 台風１０号 
市内全域（米沢・宮川西山山麓・玉川・

川久保川・豊平上場沢川・北山蓮井川） 

昭和62年 9月10日 

           ～11日 
集中豪雨 

市内全域（特にちの・米沢・豊平・金沢・ 

玉川・湖東・宮川・北山） 

昭和63年 9月 8日 集中豪雨 北山・米沢に被害大（ちの・湖東） 

平成元年 6月22日 

           ～24日 
集中豪雨 市内全域 
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平成元年 9月 2日 

           ～ 4日 
集中豪雨 市内全域 

平成 4年 7月 7日 

          ～18日 
集中豪雨 市内全域 

平成 4年 8月 1日 

           ～ 4日 
集中豪雨 市内全域 

平成 4年 10月 4日 

           ～ 9日 
集中豪雨 市内全域 

平成 5年 6月29日 

           ～30日 
集中豪雨 市内全域 

平成 5年 9月 2日 

           ～ 4日 
台風13号 市内全域 

平成18年 7月17日 

～19日 
18.7月豪雨 

市内全域（特に、ちの、宮川、米沢、豊

平、玉川、北山） 

平成20年  8月 9日 降ひょう 豊平、玉川、泉野 

平成21年  8月 8日 集中豪雨 ちの、宮川（静香苑） 

平成22年  7月 1日 集中豪雨 
玉川（鉢巻き線、上原山林間工業団地） 

湖東（笹原） 

平成24年  7月28日 集中豪雨 北山（柏原上部、東急リゾート） 

平成25年  9月16日 台風18号 
宮川、金沢、ちの、玉川、米沢、 

北山、豊平 

平成29年 10月23日 台風21号 ちの(上原アクアランド茅野西側) 

平成30年  9月30日 台風24号 ちの(上原アクアランド茅野西側) 

令和元年 10月 6日 
台風19号(令和元年

東日本台風) 

ちの、宮川、北山 

【災害救助法適用】 

令和 3年  8月11日 

～15日 
集中豪雨 ちの、北山 

令和 3年  9月 5日 
集中豪雨 

土砂災害（土石流） 

宮川地区（高部区：下馬沢川流域）  

【災害救助法適用】 

 

２ 風水害等の特性 

本市は過去から繰り返し洪水・土砂災害にみまわれている。豪雨の度に、ちの、

宮川・豊平・米沢を中心に被害が発生してきたが、近年では護岸工事や砂防ダム、

急傾斜地対策等の砂防工事、森林の育成、流出土石防備施設等の治山工事、道路の

舗装、側溝整備及び排水ポンプ設置など各種の対策がなされ、被害を最小限にする

為の努力がされている。その反面、住宅地開発や工場、商業施設の進出及び野立て太陽光

発電所等土地利用状況に変化が起きている。また、対策工事等から年月が経過し、経年劣化

や砂防ダム等の土砂堆積によりその効果も低下しているところがあり、特に、近年にみられ

る気象変化（雨量増大等）への対応には懸念がある。パトロール等による点検、改修対策が

必要となっている。 

(1) 風水害 

ア 昭和５８年９月台風１０号により、大きな被害を出した上川支流４河川は改

修により、その後の豪雨（昭和６２年９月）では100mmを超える総雨量があった
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が、主な被害は中小河川水路の溢水程度であった。 

イ 平成１８年７月豪雨により、市内全域（特に、ちの、宮川、米沢、豊平、玉川、

北山）に、平成２１年８月集中豪雨では、ちの・宮川地区に、平成２２年７月集中豪

雨では、玉川・湖東地区に被害が集中し、豪雨地域が限定される特徴がある。 

ウ 平成２９年１０月台風２１号により、上原区下町（小江川）周辺で内水氾濫が発生し

た。上川江川橋付近で上川の水位上昇により、小江川が流入できなくなり溢水して、局

所的な内水氾濫（浸水被害）が発生するため、仮設ポンプを経て、令和3年には下町排

水ポンプ場を整備し、流下能力の拡大も含めた治水対策を行った。 

(2) 土砂災害 

茅野市の地形の特色ともいえるような急峻で勾配のある山地斜面に降った雨水は谷を

流下し、扇状地帯を形成している。また、河川の合流点は流木・土砂等による災害が発

生しやすい箇所でもある。 

宅地開発等による盛土等の造成地は、開発から３０年以上経過し、石積み、堰堤等は

経年劣化、変形等地盤構造にも変化が起きており、豪雨、地震により崩落、土砂流出の

危険性が高まりつつあり、点検が必要である。 

ア 平成２１年８月豪雨（死者1名）により、ちの、宮川地区に被害が集中し、特に高部

区上方の静香苑ではウトウ沢で土石流が発生し、施設内への土砂流入による被害を受け

た。対策として砂防堰堤を設置した。 

イ 平成２４年７月は３度の局地的豪雨により、市内全域で土砂災害、浸水による被害を

受けた。特に北山、湖東、豊平地区の山沿いでは、複数個所の山腹崩壊に起因するリゾ

ート宿泊施設の建物倒壊、土砂流入や農地・林道の洗堀、土砂流入による被害が多数発

生した。対策として土砂流出防備保安林に指定し、災害関連緊急治山事業及び圃場整備

により復旧を図るとともに、危険箇所に登録して定期的な危険個所調査による点検を継

続中である。 

ウ 令和３年９月豪雨により、高部区下馬沢川流域で大規模な土石流災害が発生した。守

屋山一帯は中央構造線があり、破砕帯による巨石が多く、それらが下馬沢川支流から土

石流となって下馬沢川流域に押し出されたため、高部区で多くの家屋が被害を受けたが、

幸いにして人的被害はゼロであった。対策として、下馬沢川上流に複数の砂防堰堤を設

置施工中(令和４年度事業)。なお、完成までの監視体制として、仮設の雨量計、土石流

センサー、監視カメラ等を設置している。 

(3) 台風 

台風は、時期、季節によりその特性、進行状況は変わるものであり、温暖化の影響もあ

り、過去データとは多少変化が見え始めているが、長野県下への被害等影響はそのコース

によるところが大きい。過去、長野県下に被害をもたらした台風経路は大きく５つのモデ

ルコースに分類され、その中で、特に、茅野市に被害をもたらした台風のモデルコースは

以下の３モデルと考えられる。 

Ａ 県の北側を接近して北東に進むコース 

室戸台風（昭和９年９月）、伊勢湾台風（同３４年９月）、第２室戸台風（３６年
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９月）等がある。主として風の被害が大きく、特に南風の吹きやすい地方では強風と

なる。降水量は比較的少ないが、地形的影響を受けて山沿い地方では局地的な大雨と

なることもある。 

Ｂ 県の南方又は諏訪圏域を横断して北東に進むコース 

カスリン台風（昭和２２年９月）、アイオン台風（同２３年９月）、狩野川台風（同

３３年９月）等がこのコースである。主として河川が氾濫して水害が心配されるので

一般的には「雨台風」と呼ばれる。台風が来襲する前に前線がある場合は大雨が心配

される。また強い北風が吹くので風にも注意が必要である。 

Ｃ 長野県内を縦断して北上するコース 

キティ台風（昭和２４年９月）、台風７号（昭和３４年８月）等である。このコー

スは風、雨共に強いので、「雨風台風」と呼ばれる。また、このコースは夏に多いの

で「夏台風」とも呼ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一般的な季節ごとの台風コース)  （長野県下に被害を及ぼし （茅野市に被害を及ぼし 

た台風モデルコース）   た台風モデルコース）

  

第２ 被害想定 

１ 災害素因の検討 

災害に対する危険性は、災害誘因の特性のみで決まるのではなく、むしろ、当該地域が持

つ災害に対する特性によって大いに異なる。この災害に対する特性に関わる要因を「災害素

因」という。災害素因は「自然的素因」と「社会的素因」とに大別することができ、このう

ち「自然的素因」は、急傾斜地や軟弱地盤といった災害の発生・拡大要因となる地形・地盤

（条件）のことを指し、「社会的素因」とは、木造家屋の密集地域・危険物施設集中地域と

いった社会条件によって作られた災害の発生・拡大要因（危険地域）のことである。 

 

２ 自然的素因の検討 

自然的素因は、地形・地質などの土地環境要素と人為的に改変された要素からなり、現在

の土地の性状を示すものである。その土地の性状は、地形分類などによって把握可能であり、

それを調査することで現状の水害、土砂災害、地震災害の潜在的危機性を予測することがで
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きる。 

(1) 水害危険箇所 

洪水には、大中河川の堤防が壊れたり、川の水が堤防を乗り越えて流入したりする外水

災害と、降った雨が集まっただけで用水路や中小河川があふれて洪水となる内水災害とが

ある。「平成２９年度茅野市防災アセスメント調査」及び毎年実施している「茅野市災害

危険箇所調査」では、おもに堤防決壊や護岸決壊、越水などの外水危険箇所について調査

されている。そのため、内水危険箇所については災害素因分類図から危険地域を把握した。 

本市は宮川地区の低地を除き、概ね山間部に位置するため、河川は市街地・集落よりも

明らかに低い所を流れており、内水による浸水被害が生じる可能性は一般に低い。ただし、

茅野駅周辺のような段丘面上に立地する市街地では、通常浸水被害が生じる可能性はほと

んどないが、集中豪雨など流域の排水能力を上回る降雨があった場合には、段丘上のわず

かな凹地などに一時的に雨水が溜まることが考えられる。また、河川の高水位と地盤高と

の比高差が少なく、周囲の山地斜面と比べて地域の地盤勾配が著しく緩やかである場合な

どには、河道への排水能力が不足し、内水氾濫が生じる可能性もあると考えられる。 

また、内水氾濫の原因としては、流域開発等に伴う雨水流出量の増加や流域の不浸透化

の進行なども挙げられ、段丘面上での市街化の進行や、山地斜面の新たな造成・開発等に

より今後新たな浸水危険区域が生じる可能性もある。 

(2) 土砂災害箇所 

土砂災害の発生しやすい地域としては、山地斜面のほか山間の谷底平野、段丘周縁の段

丘崖などが挙げられる。ここでは、「平成２９年度茅野市防災アセスメント調査」、「茅

野市災害危険箇所調査」で把握されている土砂災害危険箇所および及び「砂防基本計画」、

「県単砂防等調査事業に伴う危険箇所見直し調査」で把握されている次の地域を要注意地

域として扱った。 

本市の山地は斜面勾配が急峻で、土砂災害に対する危険性は一般に高い。災害素因分類

図によると上川支流や西山山地の谷沿いや柳川には、沖積錐の分布が目立ち、過去から繰

り返し土石流が発生していたことを物語っている。また、段丘崖や谷底平野などの平坦地

の背後斜面においては崖崩れ危険箇所が多く、注意が必要である。この他にも、埴原田で

は地すべりの危険箇所が集中している。地すべりの危険地域については、「平成２９年度

茅野市防災アセスメント調査」、「茅野市災害危険箇所調査」及び「砂防基本計画」で指

摘されている箇所の他にも、災害素因分類図作成時の空中写真判読により、いくつかの地

すべり地形が認められており、これらについても注意を要する。 

 

３ 社会的素因の検討 

主に台風等の二次災害により、住宅や都市施設に火災が発生した場合、住宅密集地におけ

る延焼や危険物災害等のより高次の災害危険を発生させることが多い。 

ここでは、茅野市における社会的素因を調査・検討することにより、被害を受けるとより

高次の災害を発生させる恐れのある地域（加害危険のある地域）を把握した。具体的には危

険物施設や消防水利について、市全域にわたる調査を行った。結果は次のとおりである。 
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(1) 火災に関する危険性 

市域において大型の台風等が接近した状況の中で、火災が発生した場合は家屋密集地に

おいては延焼の可能性が指摘されている。 

延焼危険の想定は、建設省の「都市防火対策手法の開発調査」の手法を用い、茅野市市

街地での延焼危険度を想定した。 

不燃領域の算出は、市の中心市街地である仲町と本町を街区ごとに分割し、現地踏査と

1/2500地形図上でプラニメータを用いた計測を行うことにより実施した。各街区の延焼の

危険のある不燃領域率30％未満の街区は、仲町及び本町には存在しない。 

(2) 危険物施設の分布状況 

危険物施設は、災害の発生により出火原因のひとつとなる可能性があり、発災時には

消火困難な状況に陥る可能性は高い。 

市内の危険物保有施設は、車山・白樺湖周辺・北山・蓼科などの別荘地域と、茅野駅

周辺の市街地地区や工場地域に多く分布している。 

また、出火危険ウエイトの高い製造所・簡易タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・第１種販売

取扱所・一般取扱所・少量危険物貯蔵取扱所のうち、市内に立地するものは一般取扱所

および屋外貯蔵所が多い。 

危険物施設は、火災が発生した場合に延焼を助長する可能性があるため、木造家屋が

密集し出火の可能性が高い地域に、危険物施設が集中するような場合には特に注意の必

要がある。本調査で計測した密集街区には不燃領域率30％未満の延焼危険の高い街区に

該当する地区はないため、危険物施設からの出火延焼の危険性は低いものと思われる。 

(3) 消防水利施設の分布状況 

通常、消防水利は火災発生時の消火活動に用いられる。しかし、市内で同時多発的に火

災が発生した場合には、消防隊のみで鎮火に当たることは不可能であり、地域住民による

初期消火が火災の延焼を防ぐ重要な役割を担うこととなる。 

茅野市における消防水利施設の分布状況をみると、防火水槽は、市内の市街地・集落は

57％、別荘地については13％が既に配置されており、また地域によっては河川水の利用も

可能である。 

 

４ 土地利用の変遷の検討 

自然災害は、土地の開発や改変、土地利用状況の変化等に密接に関連しており、土地利用

の変化に従って、発生する災害の状況や危険区域も変化・変質する。 

○土地利用の変化に伴う危険地域の拡大状況 

人工改変によって生じた

危険区域 

＊蓼科別荘地をはじめとする別荘群の山地への進出により、

山林の減少、道路面などの不透水面の拡大が土地の保水量の

減少を招き、降雨時において河川の急増水の可能性が生じた。 

＊白樺湖周辺のスキー場や蓼科湖周辺のゴルフ場の開発は、

山林の減少による土地の保水量の減少を招き、これらを集水

域に含む河川は降雨時に急増水の可能性が生じた。 

＊開発地内の別荘地内で、切土・盛土による法面のある取付
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道路は、降雨や地震による法面崩壊が発生する可能性がある。 

＊休耕地や空き地等に設置される野立て太陽光発電所の開発

により、自然環境の変化、豪雨による斜面崩落等の土砂災害

への影響が懸念されている。 

危険地域へ進出した住宅

地等 

＊急傾斜地へ進出した別荘群は、土砂を受ける可能性がある。 

＊塩沢・鬼場は河道屈曲部の集落であり洪水時における破堤

や氾濫の被害を受けやすい。 

＊比較的流量の多い支流同士が合流する鋳物師屋・糸萓・上

槻木・中河原では、豪雨時に河川氾濫の被害を受ける可能性

がある。 

＊柏原・北大塩は音無川・桧沢川の谷口がひらけた地域であ

り、降雨時には洪水や土石流の危険性がある。 

市街地における危険要因

の集積 

＊茅野駅周辺の段丘上は、人口・家屋とも高密度化している

他、山がちな地形条件から沖積低地への開発が進みつつある。

特に、宮川地区の沖積低地は軟弱な地盤が堆積しているため、

地震時の木造家屋の倒壊等に留意する必要がある。 

＊別荘地の拡大により市街地以外の山地部にも危険物保有施

設が分布している。 

 

第３ 茅野市における防災上の問題点と課題 

１ 都市型水害の可能性 

当市は豊かな山林に恵まれ、山林での地下水かん養により豪雨時の雨水流水量がかなり抑

制されていると考えられる（山林の保水機能）。しかし、ちの地区の市街地に広がる段丘面

では、地表面の不浸透化が進行し、表流水が集中しやすく、主に集中豪雨による水害（内水

氾濫を主とする水害）が生じる可能性があるといえる。このような水害は都市化の進行に伴

い徐々に深刻化する傾向があり、山地部での大規模開発等により保水力が低下すると、その

被害がさらに助長される可能性があるため注意が必要である。 

 

２ 災害時の地区の孤立化 

当市、その地形的な条件や交通網の状況から、土砂災害時に孤立する地区が発生する可能

性がある。このような場合に備え、今後も防災無線の配備拡充やヘリコプターなど空路から

の連絡体制の整備等を進めるとともに、災害状況の迅速な把握のための体制を整備し、災害

発生時には本部において市域全体の状況を把握し、適切な対応ができるような体制づくりに

努めることが必要である。 

 

３ 観光客等に対する支援体制 

市内には、別荘地やゴルフ場、スキー場など、観光の利用施設が多くある。観光客は市内

の地理には不案内であり、避難場所や病院等へ移動することが困難 なことが考えられる。

このため宿泊施設や観光施設では、災害時に観光客の状況を把握し、的確に誘導することが

できる体制を整える必要がある。また、市としては災害時応急対策を市民だけでなく、観光

客を含めた計画を策定する必要がある。 
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４ 防災活動への住民参加と関係機関との役割分担 

土砂災害や地震災害においては、同時期に協力体制が必要であり、市の職員のみで対処す

ることは困難である。そのため、消防団や関係機関をはじめとする地域住民の協力は必要不

可欠である。特に災害時に孤立化した地区では、他地域のとの通信・連絡は取れても場合に

よっては数日間も外部から救援を得られない状況が予想されることから、普段から地域住民

の参加を前提とした防災訓練の実施、消防団及び関係機関との明確な役割分担や情報連絡方

法についてあらかじめ、定めておくことが大切である。また、大規模災害時、特に大地震に

より火災が同時多発した場合には現在の消防力では対応しきれないことが、兵庫県南部地震

でも明らかとなった。消防水利施設の分布状況は、木造家屋において出火した場合の初期消

火の可能性を判断するための資料となるが、実際の災害時には家屋の倒壊や崖崩れ等の発生

で消防車両の到着が困難・遅延、消火栓や防火水槽が使用不能な状態になる可能性がある。

そのため、消防車両の到着を待たなくとも初期消火活動が行えるような自主防災体制の強化

を含めて消防力の強化を図る必要がある。
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既往風水（雪）害の発生状況 

 
発生年月 

項目 昭和 34年 

8 月 

昭和 34 年 

9 月 

昭和 36 年 

6 月 

昭和 36 年 

9 月 

昭和 49 年 

7 月 

昭和 54 年 

9～10 月 

昭和 56 年 

8 月 

昭和 57 年 

8 月 

昭和 57 年 

9 月 

昭和 58 年 

9 月 

平成 10 年 

1 月 

 平成 13 年 

1 月 

平成 18 年 

7 月 

災害名称 
 

台風７号 

 

台風 15 号 
(伊勢湾台風) 

 

36.6 豪雨 
（梅雨前線） 

 

台風 18 号 
(第二室戸台風) 

 

梅雨前線 

 

台風 16 号 

 

台風 15 号 

 

台風 10 号 

 

台風 18 号 

 

台風 10 号 

 

（豪雪） 

 

（豪雪） 

 

梅雨前線 
（平成 18 年  

7 月豪雨） 

災害原因 豪雨・風 豪雨・風 豪 雨 暴 風 集中豪雨 
・雷 暴風雨 暴風雨 暴風雨 暴風雨 豪雨 （豪雪） （豪雪） 豪雨 

被
災
地
域 

県下 全域  
上伊那南部

から 
下伊那北部 

伊那谷  西部 北部・東部 全域 全域 全域 中南部 中南部 諏訪地域 

茅野市 
全 域 、   

特にちの、宮

川、泉野 

全域、 特に

湖東、豊平、

北山 

 
宮川、金沢、

米沢、北山、

泉 野 

 
北山、湖東、

豊平、玉川、

泉野 

米沢、北山、

湖東、豊平 
玉川、豊平、

湖東、北山 
北山、豊平、

米沢 
全域、 特に

金沢、宮川 

 
金沢、宮川、

ちの、米沢、

北山、豊平 

全域、 特に

米沢、宮川、

玉川川久保

川、上川 

全 域 
農業施設 
交通マヒ 
JR 運休 
高速通行止 

全 域 
農業施設 
交通マヒ 
JR 運休 
高速通行止 

全 域 
 

上原下町に 
避難勧告 

台風のﾓﾃﾞﾙｺｰｽ C A  A  A C A A B    

総
雨
（
雪
）
量 

県下 
軽井沢 

286.9 ㎜ 
 

南部 500～

1100 ㎜ 
  

御岳山 

110 ㎜ 

 

上高地 

88 ㎜ 

長野 

117.5 ㎜ 

 

軽井沢 

203 ㎜ 

飯田 

146.5 ㎜ 

 

軽井沢 

217.5 ㎜ 

松本 180 ㎜ 

 

軽井沢 

224 ㎜ 

御岳山 

451 ㎜ 

 

飯田 282 ㎜ 

 

諏訪 69 ㎝ 

 

諏訪 

15 日～24 日 

415 ㎜ 

 

茅野市 530 ㎜ 諏訪 129 ㎜ 99.1 ㎜  蓼科 131 ㎜  
日雨量 

北山 75㎜ 

諏訪 

134.5 ㎜ 
諏訪 178 ㎜ 諏訪 215 ㎜ 

積雪(消防署 

 8 日  35 ㎝ 

12 日  14 ㎝ 

15 日  45 ㎝ 

積雪(消防署 

21 日  42 ㎝ 

26 日  22 ㎝ 

27 日  70 ㎝ 

15 日～24 日 

（7 箇所）

320 ㎜ 

～460 ㎜ 

瞬
間
最
大
風
速 

県下      
飯田 

28.7m/s 

軽井沢 

19.8m/s 

松本 

南南東 

27.8m/s 

飯田 

北東 

22.7m/s 

    

茅野市 
南東 

19.1 m/s 

南東 

34.2m/s 
 29.1m/s 30.2m/s 

南南東 

27.3m/s 
16.9m/s 

諏訪南東 

22.0m/s 

諏訪西 

23.0m/s 
    

災害救助法 適応 適応            

被害額（千円） 1,070,000 351,299 322,760 341,720 

408,331 

 
14,540 212,400 1,425,330 136,000 5,149,885 199,100 154,716 340,677 



風水害対策編 第１章 総則 第５節 防災アセスメント 

   H-1-5-10 

発生年月 
項目 平成 20年 

8 月 

平成 21 年 

8 月 

平成 22 年 

７月 

平成 24年 

７月 

平成 25年 

9 月 

平成 29 年 

10 月 

平成 30 年  

9 月 

令和元年 

10 月 

令和 3年 

8 月 

令和 3年 

9 月 
   

災害名称 降雹 集中豪雨 集中豪雨 集中豪雨 台風 18号 台風 21号 台風 24号 
台風 19号
令和元年東

日本台風 

集中豪雨 
8 月 11 日か

らの大雨 

集中豪雨 
茅野市にお

いて発生し

た土石流 

   

災害原因 雹 豪雨 豪雨 豪雨 豪雨 内水氾濫 内水氾濫 豪雨 

内水氾濫 
豪雨 

豪雨 

土石流 
   

被
災
地
域 

県下        北部・中部 中部・南部 
 

 
   

茅野市 豊 平 、 玉

川、泉野 ちの、宮川 玉川、湖東 北山 

宮 川 、 金

沢、ちの、

玉 川 、 米

沢、北山、

湖東 

ちの ちの ち の 、 宮

川、北山 
ちの、北山 

宮 川 （ 高

部、、安国

寺、ひばり

ヶ丘) 

 

  

台風のﾓﾃﾞﾙｺｰｽ     Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   
   

総
雨
（
雪
）
量 

県下           

 

 

 

茅野市  
市役所 

65 ㎜ 
 

蓼科（県）

140mm 

金沢 

142.5 ㎜ 

奥蓼科 

190.5 ㎜ 

大沢 

198.0mm 

奥蓼科 

309.5 ㎜ 

白樺湖 

399.0mm 

晴ヶ峰 

160.5mm 
   

瞬
間
最
大
風
速 

県下              

茅野市              

災害救助法        適応  適応    

被害額（千円） 168,000 99,500 59,404 237,143    67,500      
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災害予防計画 
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第１節 風水害に強いまちづくり 

 

第１ 基本方針 

本市の地形は、傾斜した火山性扇状地に何本もの中小河川が走り、上川沿いに河岸段丘が

形成されており、その両側を中心に何箇所もの急傾斜地があり、集落は山際に多く点在して

いる。河川が急峻で、鉄砲水による災害や集中豪雨による氾濫が予想される。これらの特性

に配慮しつつ、適切な防災対策を進めるとともに風水害に強いまちづくりを行う。 

また、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクと取るべき避難

行動等についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策では限界があることを

前提とし、住民主体の取り組みを支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の

向上を図るものとする。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 交通・通信施設風水害の風水害等に対する安全性の確保、治山、治水事業等の総合的、

計画的な推進を図り、風水害に強いまちを形成する。 

   ２ 総合的風水害対策の推進等による風水害に強いまちの形成、建築物の安全性確保、ライフ

ライン施設等の機能の確保等風水害に強いまちづくりを推進する。 

 ３ 気象変動による水害リスクの増大に備えるため、これまでの河川管理者等の取組だけでなく、流

域に関わる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）が協働して流域全体で行う治水「流域

治水」へ転換し、被害の軽減に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 風水害に強い都市基盤づくり 

(1) 現状及び課題 

本市は、急峻な地形、急勾配の河川を多く有し、風水害による大きな被害が懸念され

ることから、風水害に強い安全な都市基盤の形成に取り組む必要がある。 

(2) 実施計画 

【県・市が実施する計画】 

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、暴風、竜巻、豪雨、洪水、地す

べり、土石流、崖崩れ等による風水害から郷土及び市民の生命、身体、財産

を保護することに十分配慮する。  

(ｲ) 基幹的な交通・通信施設等の整備については、ネットワークの充実、航空

交通ネットワークの機能強化、施設・機能の代替性の確保、各交通・通信施

設の間の連携の強化等により、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に

努める。  

(ｳ) 住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物、施設の安全性の確保等に努め

るものとする。 

(ｴ) 風水害に強い郷土の形成を図るため、下記の事項に配慮しつつ、治山、治
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水、急傾斜地崩壊対策、農地防災、下水道等の事業を総合的、計画的に推進

する。  

a 河川改修やダムなどにより洪水の発生を軽減するとともに、洪水被害を

想定した洪水ハザードマップの作成を支援する。 

b 土石流、地すべり、がけ崩れ、雪崩などを防ぐため、治山・砂防施設の

設置を推進するとともに、土砂災害警戒区域等の指定を通して、土砂災害

の恐れのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の

新規立地の抑制を進める。 

c 台風、集中豪雨等に伴う山地災害に対処する治山施設の整備等のハード対策と、

山地災害危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策を一体的に推

進する。また、山地災害の発生を防止するため、森林の整備・保全を推進する。 

d 治山、治水、急傾斜地崩壊対策、農地防災、下水道等の事業による風水

害対策を実施する場合は、環境や景観へも配慮するものとする。 

(ｵ) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その

適切な維持管理に努める。 

(ｶ) 気候変動による影響を踏まえ、社会全体で被害を防止・軽減させるためのハード・

ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的として、国〔国土交通大臣〕

及び都道府県知事が組織する「大規模氾濫減災協議会」、「都道府県大規模氾濫減

災協議会」、「流域治水協議会」、「総合土砂災害対策推進連絡会」等を活用し、

国、市町村、河川管理者、水防管理者等の集水域を含めた流域全体のあらゆる関係

者が協働し、「流域治水」の取組を推進するための密接な連携体制を構築するもの

とする。 

(ｷ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、大規模

氾濫減災協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公共団体との

協力体制の構築に努めるとともに、他の地方公共団体との応援協定を締結するなど、

災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。 

 

２ 風水害に強いまちづくり 

(1) 現状及び課題 

都市化の進展に伴う、人口の密集、危険地域への居住地の拡大、及びライフライン等

への依存度の増大により風水害の及ぼす被害は多様化しており、風水害に強いまちづく

りが必要となっている。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（市全部局） 

(ｱ) 風水害に強いまちの形成 

ａ 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見を踏

まえ、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するものとする。

特に、豪雨や洪水のリスク評価に際しては、浸水深や発生頻度等を踏まえて検討す
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るよう努めるものとする。また、これらの評価を踏まえ、防災・減災目標を設定す

るよう努めるものとする。 

b 地域防災計画において、土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設で土砂災害の恐

れがある時に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設の名称及び所在地

について定めるものとする。名称及び所在地を定めた施設については、地域防災

計画において、当該施設の所有者又は管理者に対する土砂災害に関する情報等の

伝達について定める。 

c 土砂災害警戒区域の指定を受けた場合は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発

表・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めると

ともに、情報伝達方法、指定緊急避難場所及び指定避難所に関する事項その他警

戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について市民に周知

するよう努める。 

ｄ 洪水、崖崩れ等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するた

め災害危険区域や土砂災害警戒区域等の指定について、検討を行い、必要な措置

をとる。なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水

浸水想定区域等の状況を踏まえ、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、市町

村が定める水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを有する

屋上の設置など，様々な建築の制限を幅広く検討するものとする。 

ｅ 立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたっ

ては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画に

ハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付け

るものとする。 

ｆ 特定都市河川の河川管理者、特定都市河川流域に係る市町村及び特定都市下水

道の下水道管理者は、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るため、共

同して、流域水害対策計画を策定するものとする。その際、「流域水害対策協議

会」等を組織し、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害

対策計画の実施に係る連絡調整を行うものとする。 

g 防災拠点等の災害時において防災に資する公共施設の積極的整備を図るととも

に、対応する災害に応じて防災拠点施設等の浸水防止機能、土砂災害に対する安

全確保に努めるものとする。 

h 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生の恐れのある

所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関

する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進するものとする。 

i 危険な盛土が確認された場合は、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指

導を行う。また、その内容について、県と情報共有を行うとともに、必要に応じ

て住民への周知を図るものとする。 

j 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。

また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害
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時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又

は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者におけ

る無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとする。 

k 以下の事項を重点として、総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に

強いまちづくりを形成する。 

(a) 溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、

洪水、土砂災害等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しな

いものとし、必要に応じて、移転等も促進都市的土地利用を誘導しないものと

する等、風水害に強い土地利用の推進 

(b) 住民自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機と

なるよう、分かりやすい水害リスクの提供 

(c) 河川、下水道について、築堤、河川掘削、遊水池、放水路、雨水渠、内水排

除施設等の建設等の推進 

(d) 防災調節（整）池の設置、透水性舗装の実施、雨水貯留・浸透施設の設置、

盛土抑制などを地域の特性を踏まえつつ、必要に応じて実施することによる流

域の保水・遊水機能の確保 

(e) 浸水想定区域の指定のあったときは、市町村地域防災計画において、少なく

とも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難場所及び避難経路

に関する事項、洪水、又は雨水出水に係る避難訓練に関する事項その他洪水時、

又は雨水出水時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な事項について定める 

(f) 浸水想定区域内に地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の物

が利用する施設)で洪水時等に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止

を図ることが必要なもの、要配慮者利用施設で洪水時に利用者の円滑かつ迅速な避

難の確保が必要なもの又は大規模工場等(大規模な工場その他地域の社会経済活動

に重大な影響が生じる施設として市が条例で定める用途及び規模に該当するもの)

の所有者又は管理者から申出があった施設で洪水時に浸水の防止を図る必要がある

ものについて、これらの施設の名称及び所在地について地域防災計画に定める。 

(g) 名称及び所在地を定めたこれらの施設については、地域防災計画において、当該

施設の所有者又は管理者及び自主防災組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法

を定める。 

(h) 浸水想定区域をその区域に含む場合、地域防災計画において定められた洪水予報

等の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水又は雨水出水に係る避難

訓練に関する事項その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事

項、並びに浸水想定区域内の地下街等、要配慮者利用施設、大規模呼応上等の名称

及び所在地について住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布

その他の必要な措置を講じる。 

(i) 洪水、雨水出水、土砂災害等による浸水実績、浸水想定区域及び土砂災害警
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戒区域等を公表し、安全な市土利用の誘導、風水害時の避難体制の整備の促進 

(j) 洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川について、河川管理者から必

要な情報提供、助言等を受け、過去の浸水実績等を把握したときは、水害リス

ク情報として住民、滞在者その他の者に周知する。 

(k) 土砂災害のおそれのある個所における砂防設備、地すべり防止施設急傾斜地

崩壊防止施設の整備等に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計、ワ

イヤーセンサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含め、総合的な土砂

災害防止対策の推進 

特に土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川においては、土砂・流木

捕捉効果の高い透過型砂防堰堤等の整備を実施するとともに、土砂・洪水氾濫

による被害の危険性が高い河川において、砂防堰堤、遊砂地等の整備を実施 

(l) 高齢者等に経済的・身体的に大きな負担を与える慢性的な床上浸水被害を解

消するための床上浸水対策や、指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等の防

災施設及び病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設に対する土砂災害対策を重

点的に実施する等の生活防災緊急対策の推進 

(m) 土砂災害警戒区域における情報伝達、予警報の発表、伝達に関する事項、

避難場所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事

項、避難、救助その他必要な警戒避難体制の整備の推進 

(n) 山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害危

険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施や、地

域の避難体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保

全の推進により、山地災害危険地区の総合的な山地災害対策を推進。特に、尾

根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広域にわたる

河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と連

携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進。 

また、脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策や巨石・流木対策などを複合

的に組み合わせた治山対策を推進するとともに、住民等と連携した山地災害危

険地区等の定期点検を実施 

 (o) 農業用排水施設の整備、決壊した場合に影響が大きいため池における補強

対策や統廃合、低・湿地地域における排水対策等農地防災対策及び農地保全対

策の推進 

(p) 災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、両面防護方式の

ような複数の施設を有機的に連携させる方式等の推進 

(ｲ) 風水害に対する建築物等の安全性 

ａ 浸水等風水害に対する安全性の確保に当たっては、浸水経路や浸水形態の把握等を

行いこれらの結果を踏まえる。 

b 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、

要配慮者利用施設等について、風水害に対する安全性の確保に特に配慮する。 
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c 住宅をはじめとする建築物の風水害に対する安全性の確保を促進するため、基準

の遵守の指導等に努める。 

d 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図るものとする。 

e 建築物等の浸水被害から守るための施設の整備を促進するよう努める。 

(ｳ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては、大規模な風水害が発生し

た場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安全性の確

保、災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行うも。 

b ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動など

に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業

用水道、電気、ガス、石油、石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のライ

フライン施設や廃棄物処理施設の風水害に対する安全性の確保を図るとともに、

系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。また、廃棄物処理

施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供給や熱供給等の役

割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設

置するよう努めるものとする。 

c コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業

等における安全確保に向けての自発的な取組みを促進する。 

(ｴ) 災害応急対策等への備え 

a 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行

うための備えを平常時より十分に行うとともに、職員及び市民個々の防災力の向

上、人的ネットワークの構築を図る。 

b 特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達する

いとまがないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生し

やすくなる。このようなことを未然に防ぐ観点から、防災対策の検討等を通じて、平

時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の

見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築

した関係を持続的なものにするよう努める。 

c 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地等の活用を図る。 

d 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めるこ

とにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。また、協定締結

などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、災害時の連絡先、要請手続等の

確認を行うなど、実効性の確保に留意する。 

e 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管

理・輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、

民間事業者のノウハウや能力等の活用に努める。 

ｇ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時
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系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、

平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

ｈ 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との

災害協定の締結を推進するものとする。 
ｉ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り

組むものとする。 
ｊ 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるものと

する。 

 

イ【県が実施する計画】(全部局) 

(ｱ) 風水害に強いまちの形成 

ａ 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見を

踏まえ、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するものと

する。特に、豪雨や洪水のリスク評価に際しては、浸水深や発生頻度等を踏まえ

て検討するよう努めるものとする。また、これらの評価を踏まえ、防災・減災目

標を設定するよう努めるものとする。 

b 洪水、土砂災害等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するた

め災害危険区域や土砂災害警戒区域等の指定について検討を行い、必要な措置を

とる。なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸

水想定区域等の状況を踏まえ、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、市長村

が定める水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを有する屋

上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検討するものとする。 

ｃ 防災拠点等の災害時において防災に資する公共施設の積極的整備を図るととも

に、対応する災害に応じて防災拠点施設等の浸水防止機能、土砂災害に対する安

全確保等に努める。 

ｄ 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生の恐れのあ

る所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円滑化等に

関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進するものとする。 
e 危険な盛土が確認された場合は、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指

導を行う。また、その内容について、市町村と情報共有を行うとともに、必要に

応じて住民への周知を図るものとする。 
f 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援物資を届ける

ための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な拠点と高規格道路

等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強靭で

信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な

経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、

区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送
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配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の

促進を図る。 

g 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に強

いまちを形成する。 

(a) 溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、

洪水、土砂災害等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しな

いものとし、必要に応じて、移転等も促進する等、風水害に強い土地利用の推

進 

(b) 住民が自らの地域の水害リスクに向き合い，被害を軽減する取組を行う契機

となるよう分かりやすい水害リスクの提供 

(c) 河川、下水道について築堤、河床掘削、遊水池、放水路、雨水渠、内水排除

施設等の建設等の推進 

(d) 出水時の堤防等施設の監視体制や内水排除施設の耐水機能の確保 

(e) 河川，下水道等の管理者は連携し，出水時における排水ポンプ場の運転調整

の実施等により洪水被害の軽減 

(f) 防災調節（整）池の設置、透水性舗装の実施、雨水貯留・浸透施設の設置、

盛土の抑制などを地域の特性を踏まえつつ必要に応じて実施することによる

流域の保水・遊水機能の確保 

(g) 洪水予報を実施する河川又は特別警戒水位に 到達した旨の情報を提供する

河川として指定した河川等について、想定し得る最大規模の降雨により河川が

氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定

の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水範囲等を公表するとともに、

関係市町村長への通知 

(h) 役場等の所在地に係る河川について、過去の浸水実績を活用する等、河川の

状況に応じた簡易な方法も用いての、市町村等への浸水想定の情報提供。 

(i) 洪水，雨水出水，土砂災害等による浸水実績，浸水想定区域及び土砂災害警

戒区域等を公表し，安全な県土利用の誘導，風水害時の避難体制の整備の促進 

(j) 土砂災害のおそれのある箇所における砂防設備、地すべり防止施設急傾斜地

崩壊防止施設の整備等に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計、ワ

イヤーセンサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含め、総合的な土砂

災害防止対策の推進。特に、土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川に

おいては、土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤等の整備を実施するとと

もに、土砂・洪水氾濫による被害の危険性が高い河川において、砂防堰堤、遊

砂地等の整備を実施 

(k) 高齢者等に経済的・身体的に特に大きな負担を与える慢性的な床上浸水被害

を解消するための床上浸水対策や、指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等

の防災施設及び病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設に対する土砂災害対策

を重点的に実施する等の生活防災緊急対策の推進 
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(l) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害の防止

のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地

に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の

利用の状況その他の事項に関する基礎調査を実施し、その結果を公表する。 

(m) 土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、著しい危害が生じるおそ

れのある区域を土砂災害特別警戒区域として、関係市町村の意見を聴いて指定

し、土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。 

ⅰ 住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 

ⅱ 建築基準法に基づく建築物の構造規制 

ⅲ 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 

ⅳ 勧告による移転者への融資、資金の確保 

なお、土砂災害により特に大きな被害が生ずる可能性がある箇所で、住

居の建築の禁止等を行う必要のある区域においては、建築基準法に基づく

災害危険区域の活用等を図るものとし、当該区域が指定されている場合に

は、関係部局と連携し、その周知を図る。 

(n) 山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害危

険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施や、地

域の避難体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保

全の推進により、山地災害危険地区の総合的な山地災害対策を推進。特に、尾

根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広域にわたる

河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と連

携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進。 
また、脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策や巨石・流木対策などを複合

的に組み合わせた治山対策を推進するとともに、住民等と連携した山地災害危

険地区等の定期点検を実施 
(o) 農業用用排水施設の整備、老朽ため池等の補強、低・湿地地域における排水

対策等農地防災対策及び農地保全対策の推進 

(p) 災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式の

ような複数の施設を有機的に連携させる方式等の推進 

(ｲ) 風水害に対する建築物等の安全性の確保 

ａ 浸水等風水害に対する安全性の確保に当たっては，浸水経路や浸水形態の把握

等を行い，これらの結果を踏まえるものとする。 

ｂ 不特定多数の者が利用する建築物並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要

な建築物について、風水害に対する安全性の確保に特に配慮する。 

ｃ 住宅をはじめとする建築物の風水害に対する安全性の確保を促進するため、基

準の遵守の指導等に努める。 

ｄ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図る。 

ｅ 建築物等を浸水被害から守るための施設の整備を促進するよう努める。 
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(ｳ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては，大規模な風水害が発

生した場合の被害想定を行い，想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安

全性の確保，災害後の復旧体制の整備，資機材の備蓄等を行う。 

ｂ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動

などに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水

道、工業用水道、電気、ガス、石油、石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設

等のライフライン施設や廃棄物処理施設の風水害に対する安全性の確保を図ると

ともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。また、廃

棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供給や熱供

給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給

設備を設置するよう努めるものとする。 

ｃ コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講ずるとともに、企業

等における安全確保に向けての自発的な取組を促進する。 

ｄ ライフライン防災連絡会を設置し、関係機関の連携を図る。 

(ｴ) 災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧、復興を迅速かつ円滑に

行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々の防災力の向

上を図る。 

ｂ 特に，災害時においては状況が刻々と変化していくことと，詳細な情報を伝達

するいとまがないことから，情報の発信側が意図していることが伝わらない事態

が発生しやすくなる。このようなことを未然に防ぐ観点から，関係機関との防災

対策の検討等を通じて，平時から災害時の対応についてコミュニケーションをと

っておくこと等により、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努める

とともに，訓練等を通じて，構築した関係を持続的なものにするよう努める。 

ｃ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当た

り、公共用地等の活用を図る。 

d 防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置づけ、その機能強化に努める。

(別記参照) 

e 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めること

により、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。また、協定締結な

どの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続き等の

確認を行うなど、実効性の確保に留意する。 

f 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管

理・輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、

民間事業者のノウハウや能力等の活用に努める。 

ｇ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時

系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。
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 また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うととも

に、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

ｈ 災害時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ市町村と救助

に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度や救助

実施制度の積極的な活用により役割分担を明確化するなど、調整を行っておく。 

i 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建築業団体等との災害協

定の締結を推進する。 

j 災害応急対策への協力が期待される建築業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

k 電気事業者と協力し、大規模停電発生後に電源車の配備等の円滑な支援を受けられる

よう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設

及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況を収集・整理し、

リスト化を行うよう努める。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 風水害に強いまちの形成 

不特定多数のものが利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施

設、要配慮者利用施設等について、風水害に対する安全性の確保に特に配慮するも

のとする。 

(ｲ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては，大規模な風水害が発

生した場合の被害想定を行い，想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安

全性の確保，災害後の復旧体制の整備，資機材の備蓄等を行う。 

ｂ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動

などに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水

道、工業用水道、電気、ガス、石油、石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設

等のライフライン施設や廃棄物処理施設の風水害に対する安全性の確保を図ると

ともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。また、廃

棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供給や熱供

給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給

設備を設置するよう努めるものとする 

ｃ ライフライン事業者は，災害時に円滑な対応が図られるよう，ライフラインの

被害状況の予測・把握及び緊急時の供給について，あらかじめ計画を作成し，体

制を整備しておくものとする。また，ライフライン施設の応急復旧に関して，広

域的な応援を前提として，あらかじめ事業者間で広域的な応援体制の整備に努め

るものとする。 

d コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業等

における安全確保に向けての自発的な取組みを促進するものとする。 

e 災害拠点病院は、通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3
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日分程度の燃料を確保しておくものとする。また、平時より病院の基本的な機能

を維持するために必要な設備について、自家発電機等から電源の確保が行われて

いることや、非常時に使用可能なことを検証しておくものとする。 

なお、自家発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等を参考に

して検討することが望ましい。 

(ｳ) 災害応急対策等への備え 

a 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行

うための備えを平常時より十分に行うとともに、職員個々の防災力の向上を図る

ものとする。 

b 特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達する

いとまがないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生し

やすくなる。このようなことを未然に防ぐ観点から、防災対策の検討等を通じて、平

時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の

見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築

した関係を持続的なものにするよう努めるものとする。 

c 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地等の活用を図るものとする。 

d 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めるこ

とにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努めるものとする。 

また、協定締結などの連携強化に当たっては、実効性の確保に留意するものとする。 

e 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管

理・輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておく、輸送拠点として活用可

能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業

者のノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

f 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時

系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。

 また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うととも

に、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 
g 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、

発災後72時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとす

る。 

 

エ【建築物の所有者等が実施する計画】 

(ｱ) 風水害に対する建築物等の安全性 

ａ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図るものとする。 

 

３ 災害危険区域の把握 

(1) 現状と課題 
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本市区域内における災害危険区域、箇所は長野県地域防災計画に基づくもので、地 

滑り危険箇所（長野県建設部所管）６箇所、地すべり危険地区（長野県林務部所管）１

箇所、山腹崩壊危険地区２３箇所、崩壊土砂流危険地区３０箇所、民有林林道における

災害発生危険箇所５箇所、土砂崩壊危険箇所１４箇所、急傾斜地崩壊危険箇所１７９箇

所、土石流危険渓流１１８箇所、砂防指定地１７箇所、重要水防区域２７箇所で合計４

２０箇所が把握されている。また、市独自の危険箇所調査では、水防上の危険箇所２５

箇所、急傾斜地危険箇所３０箇所で合計５５箇所が把握されている。これらの危険区域

や箇所は台風や集中豪雨等で災害に発展することが予想されるので、事前に把握、調査

をしておき、災害発生を未然防止するとともに災害時における迅速、的確な災害対策を

実施する。 

〔資料８〕  茅野市災害危険個所調査一覧表 

〔資料９〕  長野県防災計画における災害危険個所一覧表 

 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画】（都市建設部、産業経済部、総務部 

災害の未然防止のため、次の担当区分により危険箇所の調査を行う。 

(ｱ) 土砂災害警戒区域……………………………… 都市建設部・産業経済部 

（うち土砂災害特別警戒区域）…………………… （都市建設部・産業経済部 

(ｲ) 地滑り危険箇所         農林水産省所管のもの…………… 産業経済部 

国土交通省所管のもの…………… 都市建設部 

(ｳ) 急傾斜地崩壊危険箇所   農林水産省所管のもの…………… 産業経済部 

国土交通省所管のもの…………… 都市建設部 

(ｴ) 土石流危険箇所         農林水産省所管のもの…………… 産業経済部 

国土交通省所管のもの…………… 都市建設部 

(ｵ) 浸水想定区域      国土交通省所管のもの…………… 都市建設部 

(ｶ) 重要水防区域  ………………………………………………… 都市建設部 

(ｷ) 水防上重要な水門及びため池……………消防署・産業経済部・都市建設部 

(ｸ)  道路橋梁など………………………………………………    都市建設部 

(ｹ)  危険物貯蔵所……………………………………………………… 消防署 
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（防災関係機関別の危険箇所の把握体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

(別記)付近の防災機能を有する道の駅一覧 

No 所在地 道の駅名称 路線名 整備手法 

防災機能 
駐車場 

面積（㎡） 
活動 

拠点※ 
ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

７ 
富士見町落合 

1934番地 
信州蔦木宿 国道20号 一体型(国) ○  9,000 

        

※活動拠点の役割 

緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ)等の活動拠点 

緊急交通路確保のための応急復旧活動拠点・設置車両等の移動先等 
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第２節 災害発生直前対策 

 

第１ 基本方針 

風水害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、あらかじ

め、気象警報、注意報等の伝達体制、避難誘導体制、災害の未然防止活動を行うための体制

を整備する。 

 

第２ 主な取組 

１ 気象警報・注意報等の市民に対する伝達体制を整備する。 

２ 市民の避難誘導体制を整備する。 

３ 災害未然防止活動を行うための体制を整備する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 市民に対する情報の伝達体制の整備 

気象警報・注意報等の伝達は、第３章第１節「災害の直前活動」の「災害情報伝達系統図」

のとおりであるが、防災関係機関は、円滑で速やかな情報の伝達ができるように体制の整備

を図る。 

(1)【市及び県が実施する計画】（総務部、企画部）  

気象台からの情報収集の他、茅野市防災気象情報システムや長野県砂防情報ステーショ

ン等を活用し、災害の未然防止活動体制を速やかに図るようにする。 

(2) 【関係機関が実施する計画】 （長野地方気象台） 

気象業務法に基づく気象警報・注意報並びに情報を各機関へ速やかに伝達する体制の整

備を図る。  

 

２ 避難誘導体制の整備 

(1) 市は、風水害により市民の生命、身体等に危険が生じるおそれがある場合に、迅速かつ

円滑に避難誘導が行えるよう、あらかじめ避難誘導計画を作成しておく。 

(2) 市は、避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から住民

等への周知徹底に努める。 

(3) 県及び市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、

他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在

における被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送

事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定め

るよう努めるものとする。また、市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定す

る際に併せて広域避難及び広域一時滞在の用にも供することについて定めるなど、広域

避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとす

る。 

(4) 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づ
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く災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示

するよう努める。 

(5) 市及び県は、土砂災害等に対する市民の警戒避難基準をあらかじめ土砂災害警戒情報

を用いて設定するとともに、必要に応じ見直すよう努める。 第11節「避難収容活動計

画」参照  

(6) 市は、避難指示等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民の

避難誘導等警戒避難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害と土砂災害、

複数河川の氾濫、台風等による河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生すること

を考慮するよう努める。 

(7) 市は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等及び水位周知下水

道については、水位情報、堤防等の施設に係わる情報、台風情報、洪水警報等により具

体的な避難指示等の発令基準を設定するものとする。それら以外の河川等についても、

氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものにつ

いては、洪水警報の危険度分布等により具体的な避難指示等の発令基準を策定すること

とする。また、安全な場所にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交

通渋滞が発生するおそれ等があることから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等

の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じて見直すものとする。国及び県は、市

町村に対し、これらの基準及び対象区域の設定及び見直しについて、必要な助言等を行

うものとする。 

(8) 市は、土砂災害等に対する住民の警戒避難体制として、大雨注意報、警報、土砂災害

警戒情報等の防災気象情報を基に避難指示等の避難情報を適切に発令するとともに、住

民に速やかに周知するものとする。 

(9) 市は、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難

場所を近隣市町村に設けるものとする。 

 

３ 災害未然防止活動 

 (1) 大規模な災害発生の恐れがある場合には、災害応急対策に係る重要施設の管理者に対

して、あらかじめ、燃料備蓄の補給状況等、災害に備えた事前の準備状況の確認を行う

よう努める。 

(2) 大規模な災害発生の恐れがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用

いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速や

かに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者間で共有

するなど、備蓄物資の提供も含め、速やかな物資支援のための準備に努める。 

(3) 県や、電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、それぞれが所有する

電源車、発電機等の現在時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努める。 

(4) 河川管理者、農業用排水施設管理者、下水道管理者等は、災害発生のおそれがある場合に、適

切な災害未然防止活動を実施できるよう以下のような体制の整備を行う。 

ア 所管施設の緊急点検体制の整備 
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イ 応急復旧のための体制の整備 
ウ 防災用資機材の備蓄 
エ 水防活動体制の整備（水防管理者） 
オ ダム、せき、水門、ポンプ場等の操作マニュアルの作成、人材の養成（河川、農業用排水施設

管理者） 
カ 災害に関する情報についての市との連携体制の整備  

(5) 水防管理者は、委任を受けた民間事業者が水防活動を円滑に実施できるよう、あらかじめ、災

害協定等の締結に努めるものとする。 
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第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第１ 基本方針 

災害時には各機関ができる限り早期に的確な対策を行うことが求められるところであり、

そのためには迅速、確実な情報の収集が必要である。 

県、市及び防災関係機関等を結ぶ情報収集・連絡体制の整備、その情報を伝達する通信手

段の整備を進めるとともに、防災関連情報の収集蓄積に務め、災害危険性の周知や災害予測

システムの研究に役立てる。 

 

第２ 主な取組み 

１ 防災関係機関は、情報収集ル－トの設定等情報収集・連絡体制の整備を図る。 

２ 市は、防災関連情報のデータベース化を図り、防災情報を網羅したマップの作成や地理情

報システムの構築に努める。 

３ 情報伝達手段の多ル－ト化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

(1) 現状及び課題 

情報の収集は、災害対策の適否を左右する重要な要素であり、迅速性、確実性が求めら

れる。市、県、防災関係機関は、災害時の情報収集体制をあらかじめ整備するとともに、

相互の連絡を緊密にするよう努めていくことが必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（市全部局） 

(ｱ) 情報を一元的に収集・整理・共有・伝達する「茅野市防災情報システム」

の効果的運用を推進する。また、「長野県防災情報システム」との連携によ

る迅速な報告体制等の運用法を研究する。（危機管理室） 

(ｲ) 被災状況等の把握及び被害調査は、関係機関、団体、住民組織等の協力を求めて実

施するが、あらかじめ情報収集ル－ト、担当者、目標時間等を定めておく。 

(ｳ) 円滑な情報収集機能の確保を図るため、毎年訓練を実施する。 

(ｴ) 公共施設（地区コミュニティセンター、学校、公民館等）を情報通信の拠点とした

「茅野市防災情報システム」の効果的運用を研究する。 

(ｵ) 情報収集手段として「茅野市防災情報システム」スマフォアプリ等の活用を推

進する。 

(ｶ) 「長野県防災情報システム」や茅野市防災気象情報システムによる雨量情報及び長

野県河川砂防情報ステーションにおける土砂災害危険度等のシステム連携による情

報収集と市民情報との連携により、土砂災害に関わる異常な自然現象を察知した情報

を相互に伝達する体制の整備に努める。 

(ｷ) 災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求めることがで
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きる仕組みの構築に努める。 

(ｸ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公表や安否情

報の収集・精査等を行う場合に備え、県と連携の上、あらかじめ一連の手続等につい

て整理し、明確にしておくものとする。(本節末尾【参考】参照) 

（ｹ) 市防災行政無線の使用について職員に訓練を実施する。 

〔資料 １３〕  茅野市防災行政無線設置状況 

〔資料 １４〕  区内放送施設設置状況 

○無線通信施設管理運用部課 

無線機 管理・運用 備 考 

長野県衛星系防災行政無線 危機管理室防災課 防災課事務室 

茅野市防災行政無線 危機管理室防災課 無線室 

消防無線 諏訪広域消防 防災課事務室 
 
 

○防災行政無線の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 情報収集ルートを、あらかじめ設定するものとする。 （危機管理部） 

また、災害発生直後、被害が甚大な市町村等を早期に把握するため、県が

情報収集する内容及び目標時間をあらかじめ定めるとともに、関係機関に周

知する。(全部局) 

(ｲ) 円滑な情報収集の確保を図るため、毎年訓練を実施するものとする。（危

機管理部） 

(ｳ) 市に派遣する情報連絡員が、円滑に情報収集・連絡等の活動が行うことが

できるよう体制の整備を行う。(危機管理部) 

(ｴ) 関係市町村、住民と連携し、土砂災害に関する異常な自然現象を察知した
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場合には、その情報を相互に伝達する体制の整備に努めるものとする。（建

設部） 

(ｵ) 映像による情報を収集するため、ヘリコプターテレビシステムの効果的な

運用を推進するものとする。 （危機管理部） 

(ｶ) 道路交通状況を把握するため、交通監視用カメラの整備を推進する。（警

察本部） 

(ｷ) 毎年、防災関係機関における情報収集・連絡担当者名簿を作成し、関係機

関に配布するものとする。（危機管理部） 

(ｸ) 情報を一元的に収集伝達する「長野県防災情報システム」の効果的運用を

推進する。（危機管理部） 

(ｹ) 「長野県防災情報システム」により関係機関との情報共有、連携強化に努

める。（危機管理部） 

(ｺ) 災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求める

ことができる仕組みの構築に努めるものとする。（危機管理部） 

(ｻ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公表や安否

情報の収集・精査等を行う場合に備え、市町村等と連携の上、あらかじめ一連の手

続等について整理し、明確にしておくものとする。（危機管理部） 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 被害状況等の把握調査を行うため、あらかじめ情報収集ル－ト、担当者等

を定めておくものとする。 

(ｲ) 円滑な情報収集機能の確保を図るため、毎年訓練を実施するものとする。 

(ｳ) 県、市に情報連絡員を派遣するため体制の整備に努めるものとする。 

エ【市民が実施する計画】 

自主防災組織の平常時の活動を活発化し、情報収集及び連絡担当者等をあら

かじめ定めておくものとする。 

 

２ 情報の分析整理 

市は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等の防災関連情報の収集、蓄積に

努め、総合的な防災情報を網羅した各種災害におけるハザードマップ、防災マップの

作成等による災害危険性の周知等に生かすほか、必要に応じ、災害対策を支援する地

理情報システムの構築に努める。 

また、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分

析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努める。 

 

３ 通信手段の確保 

(1) 現状及び課題 

災害対策にとって、情報収集は欠くことのできない前提条件であり、情報通信施

設が被災した場合、情報網の混乱が予想される。そのため情報通信手段は多ルート
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（地上系・衛星系等）で設定することが求められる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 同報系無線及び移動系無線を整備し、老朽化した設備の更新を図る。 

(ｲ) 通信施設の転倒防止、非常電源・燃料確保等の耐震性の向上を図る。加入電話回線

については、重要回線を災害時の優先電話として指定する。 

(ｳ) 市役所と集落とを結ぶ双方向の地域防災行政無線等防災行政無線の整備を図る。 

(ｴ) 災害時にアマチュア無線、タクシ－組合等の協力により、災害時応援協定の締結を

実施するなど、情報の提供得られるシステムを構築するように努める。 

〔資料１５ 〕アマチュア無線による災害時応援協定 

(ｵ) 風水害時を想定した非常通信訓練を行う。 

(ｶ) 衛星携帯電話、デジタル移動系無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の移動系

の緊急対策機器の整備を図る。 

(ｷ) ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用

するよう努める。また、災害用として配備されている無線電話等の機器については、

その運用方法等について習熟しておくこと。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネッ

トワーク機器等の停電対策を図る。 

(ｸ) 災害対策本部設置時の通信施設（電話等）の配置計画をする。 

(ｹ) 各区・自治会における個別受信機の導入支援を図る。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 地上系及び衛星系の防災行政無線について、老朽化した設備の更新を行い、耐震性

の強化や非常用電源設備の整備を図るとともに、機器の定期的な検査等、適時適切な

維持管理を行い円滑 な通信の確保を図る。（危機管理部） 

(ｲ)電気通信回線は災害時の使用を考慮し、十分な回線容量の確保を行う。 

(ｳ) 災害時にアマチュア無線局の協力により情報提供が得られるシステムを構築する。

（危機管理部） 

(ｴ) 風水害時を想定した非常通信訓練を行う。（危機管理部、警察本部） 

(ｵ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の

移動系の応急対策機器の整備を図る。（危機管理部、警察本部） 

(ｶ) ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用

するよう努める。また、災害用として配備されている無線電話等の機器については、

その運用方法等について習熟しておくこと。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネッ

トワーク機器等の停電対策を図ること。 

(ｷ) 震度情報ネットワーク、全国瞬時警報システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)その他の災害情報

等を瞬時に受信するシステムを維持・整備するよう努める。 

ウ【関係団体が実施する計画】（ＮＴＴ） 

災害時優先電話の計画的な整備をする。 

〔資料 １８ 〕災害時優先電話リスト 
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【参考】 災害時における安否不明者の公表の目安について 

 

１ 趣旨 

災害発生時に迅速に要救助者を特定し、人命救助を効果的に行い、多くの人命を守るため、

災害に巻き込まれた可能性のある方々を特定すること、また、大規模災害発生時に、安否確

認のため家族や知り合い等から問い合わせが殺到し、混乱することを回避することを目的と

する。 

ただし、氏名等の公表に当たっては、本人等の権利利益を不当に侵害するおそれがないか、

個々のケースごとに慎重に判断するものとし、災害発生後48時間以内の公表を目標とする。 

 

２ 状況 

令和４年８月に県としての考え方を整理したところであるが、その後、令和５年３月に国

の指針が示されたことから、安否不明者等の氏名等の公表や安否情報の収集・精査に係る一

連の手続き等について、改めて整理したものである。 

 

３ 区分ごとの公表の条件 

安否不明者等の氏名等の公表条件は、下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４ 公表主体 

長野県災害対策本部（長野県）において公表するが、市町村が独自に公表することを妨げ

るものではない。 
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災害時における安否不明者等に対する対応 
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第４節 活動体制計画 

 

第1 基本方針 

風水害発生時において、迅速かつ円滑な応急対策を実施するためには、事前の活動体制の整備

が重要となる。このため、職員の非常参集体制の整備、防災関係組織の整備等災害時における活

動体制の整備を図る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 職員の配置活動体制の整備、災害時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動マニュアル

等の整備を推進する。 

２ 茅野市防災会議を設置し、その円滑な運営を図る。 

３ 防災中枢機能を果たす施設の安全性の確保、代替施設の確保等災害時の防災中枢機能の確保を

図る。 

４ 複合災害発生の可能性を認識し、備えを充実する。 

５ 業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 職員の参集・活動体制 

(1) 現状及び課題 

災害による被害の拡大を防ぐためには、より迅速な職員の参集による情報収集及び応急対策

への着手が必要となる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（市全部局） 

(ｱ) 職員による非常参集及び活動体制を整備し、必要に応じて見直しを行う。その際、参

集基準及び参集対象者の明確化、連絡手段の確保、参集途上での情報伝達手段の確保に

ついて検討する。また、勤務時間外においても迅速な対応ができるよう職員参集システ

ム等を整備する。 

(ｲ) 茅野市災害応急対策職員行動マニュアルに従い、災害時に講ずべき対策等を体系的に

整理し、必要に応じて見直しを行う。またマニュアルに基づく訓練の実施を図る。 

(ｳ) 応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修機関等及び地方公共団体の研修制

度・内容の充実、大学の防災に関する講座等との連携、専門家（風水害においては気象

防災アドバイザー等）の知見の活用等により、人材の育成を図るとともに、緊急時に外

部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努め

るものとする。 

(ｴ) 対策に従事する職員が、他の機関等の人員と識別できるよう、防災服などの整備を図

る。 

(ｵ) 発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、
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災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努める。 

イ【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 災害に関する情報等を迅速に把握するため、関係機関との連携を強化するものとする。 

(ｲ) 職員によるより迅速な配備活動体制を整備し、特に勤務時間外においても迅速な対応

ができる体制とする。また、必要に応じ見直しを行うものとする。 

(ｳ) 大規模災害発生時には職員への連絡が取れない状況となることを想定し、指示によら

ない参集方法を検討するものとする。 

(ｴ) 災害時に講ずべき対策等を体系的に整理した職員の応急対策活動マニュアル等の整備

推進及びマニュアルに基づく訓練の実施を図るものとする。 

(ｵ) 応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修機関等及び地方公共団体の研修制

度・内容の充実、大学の防災に関する講座等との連携、専門家（風水害においては気象

防災アドバイザー等）の知見の活用等により、人材の育成を図るとともに、緊急時に外

部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努め

る。 

(ｶ) 過去の災害対応の振り返りを行い、必要に応じて活動体制の見直しを図る。見直しに

おいては、初動期だけでなく応急期から復旧期にかけての活動体制についても検討する。 

(ｷ) 発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、

災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努める。 

ウ【関係機関が実施する計画】（全機関） 

(ｱ) 職員による非常参集及び活動体制を整備し、必要に応じ見直しを行う。その際、参集

基準及び参集対象者の明確化、連絡手段の確保、参集途上での情報伝達手段の確保等に

ついて検討するものとする。また、勤務時間外においても迅速な対応ができる体制とす

るものとする。 

(ｲ) 応急対策活動マニュアル等の整備推進及びマニュアルに基づく訓練の実施を図るもの

とする。 

(ｳ) ライフライン事業者は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験

者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努

める。 

 

２ 組織の整備 

(1) 現状及び課題 

広域的な地域にわたって被害をもたらす風水害に対しては、各組織の防災体制の整備ととも

に、組織間の応援協力体制が必要であることから、茅野市防災会議等の円滑な運営により、防

災関係機関の連携強化を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

災害対策基本法第１６条に基づき、茅野市防災会議を設置し、市の災害特性および地域特

性に対応した茅野市防災計画及び地域災害の特色を考慮した風水害対策計画の作成及び修
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正を行い、その計画の実施を推進する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 県防災会議（危機管理部） 

災害対策基本法第１４条に基づき長野県防災会議を設置し、地域防災計画を必要により

修正するとともに計画の実施を推進する。防災会議は、知事を会長とし、委員の属する機

関の職員のうちから幹事を任命し、委員を補佐する。組織内の部会として災害危険地域対

策部会等を有する。 

(ｲ) 災害危険地域対策部会（建設部） 

災害対策基本法施行令第７条第４号及び長野県防災会議条例第４条１項の規定に基づ

き、長野県防災会議に災害危険地域対策部会を設置し、自然災害防止対策における基本的

な事項に関する審議を行う。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

市の地域を管轄し、又は市の地域内にある防災関係機関は、防災業務計画及び防災計画等

の円滑な実施を図るため、自らの組織を整備するとともに、市及び他の防災関係機関が必要

とする協議会、連絡会議等の組織の整備に協力する。 

エ【河川管理者が実施する計画】 

河川管理者は、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、

緊急時に既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため、「ダム洪水調節機能

協議会」等を組織し、利水ダム等の事前放流の取組を推進するものとする。 

 

３ 防災中枢機能等の確保 

(1) 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害に対する安全

性の確保等に努める。また、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用

を含めた自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備や、通信途絶時に備え

た衛星通信の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 

さらに、防災機能の中枢施設の見直しを図り、災害発生直後の応急対策の中心となる施設の

整備を進める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

防災中枢機能を果たす防災拠点のあり方を検討し、計画的に設備の充実及び災害に対する

安全性の確保等に努める。 

(ｱ) 災害対策本部となる市庁舎の点検を実施し施設設備の安全性を確保する。また、上記

施設が機能不全となった場合の防災中枢施設の整備を図る。 

(ｲ) 庁舎被災時におけるバックアップ機能の点検、補強を進めるとともに、バックアップ

機能作動下での対策本部の設置訓練等の実施を図る。 

(ｳ) 市有施設の耐震診断を行い、必要に応じて補強、整備等を行う。 

(ｴ) 長期間の停電時や、通信途絶の状況を想定した設備の整備を検討する。 
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イ【諏訪広域消防が実施する計画】 

消防活動の中核としての機能を確保するため、消防庁舎の点検を実施し、崩落の危険箇所

を把握し、安全性の確保に努める。また、市と連携して市内の消防署所の防災機能の強化を

図る。 

ウ【県が実施する計画】（企画総務部、市民環境部） 

(ｱ) 県庁舎の点検を実施し、災害時の危険箇所を把握し補強等を実施する。（企画総務部） 

(ｲ) 県庁西庁舎に整備した災害対策本部室（防災センター）県警災害警備本部の機能を活

用し、迅速かつ的確な応急対策活動を実施できるようにする。（危機管理部、企画総務

部、警察本部） 

(ｳ) 発災時に拠点となる施設等の浸水対策を検討する。(総務部) 

(ｴ) 県庁舎被災時に防災中枢機能を確保するため、県合同庁舎等を代替施設としてあらか

じめ想定し、電気設備、通信設備等防災関係機能の強化を図る。（危機管理部、企画総

務部） 

(ｵ) 長期間の停電時や、通信途絶の状況を想定した設備を検討する。 （危機管理部、企画

総務部） 

(ｶ) 緊急防災基盤整備事業債等を活用し、警察署の装備品倉庫等を建設することにより、

活動体制の強化を図る。（警察本部） 

エ【防災関係機関が実施する計画】（全機関） 

防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保等に努めるものと

する。 

 

４ 複合災害への備え 

(1) 現状及び課題 

同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害が深

刻化し、災害応急対策が困難になる状況の発生可能性を認識し、備えを充実する。 

(2) 実施計画 

【市、県及び関係機関が実施する計画】 

災害対応にあたる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先発

災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があるこ

とに留意しつつ、要因・資機材の投入判断を行う対応計画にあらかじめ定めるとともに、外

部からの支援を早期に要請することも定めるものとする。 

 

５ 業務継続性の確保 

(1) 現状及び課題 

災害時の災害応急対策等の実施や、優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要とな

る人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強

化を図る。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 災害時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要とな

る人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力

の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を

図るものとする。 

(ｲ) 実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・

訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、

計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行う。 

イ【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 災害時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要とな

る人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力

の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を

図るものとする。 

(ｲ) 実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・

訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、

計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行うものとする。 
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第５節 広域相互応援計画 

 
第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、市単独では十分な応急・復旧活

動を実施することが困難となった場合に備え、市町村間及び消防機関相互等において、

応援協定を締結し、平常時からの連携の強化を図るとともに、災害時は、協力して迅速

かつ円滑な応急・復旧活動を実施する。 

また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、実効性の確保に留意する。 

 

第２ 主な取組み 

１ 防災関係機関相互の連絡体制の整備を図る。 

２ 県内全市町村による、相互応援体制の確立を図る。 

３ 県内外消防本部による、消防相互応援体制の確立を図る。 

４ 姉妹都市等との相互応援体制の確立を図る。 

５ 公共機関及びその他事業等による、相互応援協定の締結を促進する。 

６ 県と市町村が一体となって他の都道府県の被災地を応援する体制の整備を図る。 

７ 防災関係機関による応援が円滑に行えるよう、活動拠点の確保を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災関係機関相互の連携体制整備 

(1) 現状及び課題 

各防災関係機関は、応援要請等が迅速に行えるよう連携体制の整備に努める。 

(2) 実施計画【市、県及び関係機関が実施する計画】（総務部） 

ア 広域行政主体として、地域社会の迅速な復旧を図るため、多様なライフライン事業者

を一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよ

う努める。(危機管理部) 

イ 応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を

取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、

必要な準備を整える。(危機管理部) 

ウ 災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に応援を受けることができるような体制

等の構築について検討する。(危機管理部) 

エ 国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や

各種調整等を行うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当

部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。その際、

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する

ものとする。(県・市) 

オ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等が迅速に活動できるよう、人員の

派遣及び資機材の提供を行う体制の整備を図る。(地方整備局) 
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カ 必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらか

じめ相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置づけるなど、

必要な準備を整える。 

キ 訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受入れについて、

活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努める。(県・市町村) 

 

２ 市町村間の相互応援協定 

(1) 現状及び課題 

現在、県内市町村間において相互応援を行う「長野県市町村災害時応援協定」が締

結され、諏訪広域６市町村間でも「諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定」

が締結されているほか、姉妹都市等以下の応援協定が締結されている。 

今後は、これらの協定に基づき平常時から連携強化を図り、相互応援体制を確立

する必要がある。 

 

協    定    名 協定先 協定日 

諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定 諏訪地域広域6市町村 H7.8.22 

長野県市町村災害時相互応援協定 県内市町村 H8.4.1 

大規模災害時における相互応援に関する協定 甲州街道12市 H28.3.31 

災害時における相互応援に関する協定(姉妹都市) 岡山県総社市 H8.11.11 

災害時における相互応援に関する協定(姉妹都市) 千葉県旭市 H9.11.1 

災害時における相互応援に関する協定(姉妹都市) 神奈川県伊勢原市 H19.1.30 

災害時における相互応援に関する協定(友好都市) 千葉県浦安市 H24.10.22 

災害時における相互応援に関する協定(友好都市) 福井県あわら市 H26.8.17 

 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) ｢長野県市町村災害時相互応援協定｣、｢諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応

援協定｣に基づく応援体制の強化に努める。 

(ｲ) 相互応援協定により実施する応援内容については、その内容ごとに応援に要

する職員、資機材及び物資等の確保並びに活動方法等の応援体制をあらかじめ

定める。 

(ｳ) 備蓄状況の把握及び合同訓練等を定期的に実施し、迅速かつ円滑な応援の要

請及び実施が図れるよう、平常時から連携強化に努める。 

(ｴ)「長野県市町村災害時相互応援協定」における代表市町村等は、災害が発生し

た場合の先遣隊の派遣、ブロック内の支援・受援体制等について、代表市町村

会議、ブロック内における連絡会議等を開催し、相互応援体制の確立を図る。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部） 

県市長会及び県町村会等と調整を行い、相互応援体制の確立を図る。 
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ウ【関係機関が実施する計画】（県市長会、県町村会、県消防長会） 

県及び市町村と調整を図り、相互応援体制の確立を図る。 

 

３ 県内外消防本部間の消防相互応援体制   

(1) 現状及び課題 

県内の消防本部を置く市町村間において相互応援を行う「長野県消防相互応援協

定」が、平成８年２月１４日に締結された。また、大規模災害時に上記の県内消防本

部間の相互応援による消防力では対応できない場合に、全国の消防機関が相互に人命救

助活動を行うことを目的に、緊急消防援助隊が平成７年６月３０日に発足し、その活動

の指針となる緊急消防援助隊要綱が制定された。 

平成１５年６月に消防組織法が改正され、平成１６年４月から緊急消防援助隊が

法制化されるとともに、大規模・特殊災害発生時の消防庁長官の指示権の創設等が

なされた。この法律及び協定に基づき、平常時から国、県、消防本部間の連携強化

を図り、消防相互応援体制を確立する必要がある。 

平成１１年４月に諏訪広域連合発足に伴い、諏訪広域消防本部が設置された。そ

れまで各消防署が締結していた「消防相互応援協定」、「中央高速道路消防応援協

定」は「長野県消防相互応援協定」に一括して諏訪広域消防本部が締結している。 

 

協定名 協定先 協定日 

 長野県消防相互応援協定   県内市町村、消防本部   H.11.4.1 

 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 各消防本部においては、協定及び要綱に基づく応援等が迅速かつ的確に実施でき

る体制を整備する。 

(ｲ) 各消防本部における消防力の把握及び実践的な合同訓練等を定期的に実施し、迅

速かつ円滑な応援の要請及び応援活動の実施等が図れるよう、平常時から連携強化

を図る。 

(ｳ) 県と連携し、緊急消防援助隊の実践的な教育訓練等に努める。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｱ) 県消防長会・緊急消防援助隊の県隊長を務める代表消防機関等と連携し、県

内外消防本部間の連携強化、消防相互応援体制の確立を促進する。  

(ｲ) 緊急消防援助隊等他都道府県の応援の円滑な受入れを図るため、「長野県緊

急消防隊受援計画」に基づき、速やかに受入れ体制を整える。 

(ｳ) 市町村、代表消防機関等と連携し、緊急消防援助隊の実践的な教育訓練等に

努める。  

ウ【関係機関が実施する計画】（県内各消防本部、県消防長会）  

県及び市町村と調整を図り、全消防本部間の連携強化、消防相互応援体制の確立

を促進する。  
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４ 他の都道府県及び姉妹都市等との相互応援協定 

(1) 現状及び課題 

県は、全国知事会の調整による「全国都道府県における災害時等の広域応援に関す

る協定」、関東地方知事会を構成する1都9県による「震災時等の相互応援に関する協

定」中部知事会を構成する９県及び名古屋市による「災害時等の応援に関する協定」

並びに新潟県、山梨県、静岡県と「中央日本四県」(新潟県、山梨県、長野県、静岡

県)の災害時の相互応援等に関する協定」を締結している。 

また、新潟県、山梨県、群馬県、岐阜県、富山県、静岡県と「消防防災ヘリコプタ

ーの運航不能期間等における相互応援協定」及び富山県、石川県、福井県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県と「大規模災害時におけるドクターヘリ広域連携に関する基

本協定」を締結している。 

市は、姉妹都市等である神奈川県伊勢原市、岡山県総社市、千葉県旭市、千葉県浦

安市、福井県あわら市との応援協定が締結されている。また、甲州街道沿線１２市間

において協定が締結されている。 

これらの協定により、他都県市との相互応援体制は整備されているが、今後一層の

連携強化が必要である。 

また、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体

からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応

ウィ実施できるよう、相互応援協定の締結に努める。その際、近隣都県市に加えて、大

規模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する都道府県等との間

の協定締結を検討する。 

 

     協    定    名    協定先    協定日 

 災害時における相互応援協定に関する協定 岡山県総社市 H8.11.11 

 災害時における相互応援協定に関する協定 千葉県旭市 H9.11. 1 

 災害時における相互応援協定に関する協定 神奈川県伊勢原市 H19.1. 19 

災害時における相互応援協定に関する協定 千葉県浦安市 H24.10.22 

災害時における相互応援協定に関する協定 福井県あわら市 H26.8.17 

 大規模災害時等における相互応援に関する協定 甲州街道12市 H8.12. 1 

 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 相互応援協定により実施する応援内容については、その内容ごとに応援に要

する職員、資機材及び物資等の確保並びに活動方法等の応援体制をあらかじめ

定めるよう努める。 

(ｲ) 関係市の備蓄状況の把握及び合同訓練等を定期的に実施し、迅速かつ円滑 な

応援の要請及び実施が図れるよう、平常時から連携強化に努める。 
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(ｳ) 迅速かつ円滑な応援の受入れが図られるよう、相互に先遣隊の派遣、被災現

地における調整本部の設置等に必要な体制の整備を図る。 

(ｴ) 広域避難が実施された場合を想定し、避難所・応急仮設住宅の設置が相互に

行われるよう平常時から体制整備を図る。 

(ｵ) 災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団

体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やか

に災害対策を実施できるよう、相互応援協定の締結に努める。その際、近隣都

県市に加えて、大規模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に

所在する市町村等との間の協定締結を検討する。 

 

５ 公共機関及びその他事業者間の相互応援協定 

(1) 現状及び課題 

公共機関及びその他事業者間においては連携強化に努めているが、相互応援協定の

締結により、応急・復旧活動の応援が円滑に実施できる体制を整備する必要がある。 

◆茅野市が相互応援協定している内容 

協定名 対象 締結日 

災害時の医療救護活動に関する協定 諏訪郡医師会 H8.4.1 

災害時の歯科医療救護活動に関する協定 茅野市諏訪郡歯科医師会 H15.3.25 

諏訪地域災害時の医療救護応援活動に関する協定 諏訪広域連合・６市町村３医師会 H26.3.26 

災害時の医療救援活動に関する協定 諏訪薬剤師会 H24.7.31 

災害用備蓄医薬品の調達保管業務委託契約 諏訪中央病院 H9.12.1 

災害時における応急生活物資供給等の協力に関する

協定 
信州諏訪農業協同組合 H19.2.1 

災害時における応急生活物資供給等の協力に関する

協定 
生活協同組合コープながの H10.12.15 

災害時における救援物資提供に関する協定 北陸コカ・コーラボトリング（株） H28.3.22 

災害時における生活物資等の供給及び防災教育の支

援に関する協定 
興亜化成（株）、HARIO（株） H30.7.12 

災害時における物資供給に関する協定 （株）ナフコ R3.3.25 

災害時における物資供給に関する協定 NPO 法人コメリ災害対策センター R3.3.25 

アマチュア無線による災害時応援協定 ちのアマチュア無線クラブ H9.12.1 

茅野市と茅野市内郵便局との地域連携に関する協定 市内郵便局 H31.1.9 

災害緊急放送に関する相互協定 エルシーブイ（株） H18.10.23 

臨時災害放送局の開設及び運用に関する協定 諏訪広域連合、エルシーブイ（株） H25.8.21 

災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー（株） R3.2.15 

茅野市、茅野警察署及び日本郵便株式会社茅野市内

郵便局との包括連携に関する協定書 

茅野警察署 

日本郵便（株）市内郵便局 
R3.2.15 

災害時における相互協力 
東日本電信電話（株） 

(NTT 東日本)長野支社 
R3.3.16 

防災・減災に関する応援協定 公益財団法人日本財団 H29.3.17 

災害時における応急対策協力に関する協定 茅野市建設業会 H28.8.10 
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協定名 対象 締結日 

災害時における応急対策協力に関する協定 茅野市水道事業協同組合 H9.12.1 

災害時における応急対策協力に関する協定 茅野市建設事業協同組合 H21.12.15 

災害時における応急対策協力に関する協定 茅野市電気設備業協会 H22.12.21 

災害時における応急対策協力に関する協定 諏訪生コン協同組合 H24.11.28 

災害時における資機材レンタルの協力に関する協定 日本建設機械ﾚﾝﾀﾙ協会長野支部 H27.3.27 

災害時における土地建物等の使用に関する協定 中部電力（株）諏訪営業所 H30.4.1 

災害時における電力供給等の相互連携・協力に関す

る協定 

中部電力（株） 

電力ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾝﾊﾟﾆｰ諏訪営業所 
H31.3.22 

災害時における応急対策及び復旧業務に関する協定 諏訪南行政事務組合 R2.3.23 

不測の事態における一般廃棄物処理(ごみ処理)に関

する協定 

諏訪南行政事務組合 

大栄環境（株） 

R2.3.23 

災害廃棄物等の処理に関する基本協定 大栄環境（株） R2.3.23 

災害時における応急危険度判定の協力に関する協定 長野県建築士会諏訪支部 H30.10.31 

災害時等における避難者支援に関する協定 （株）信毎販売センター H20.12.12 

災害時等における避難者支援に関する協定 （株）カネトモ H21.12.28 

災害時における避難者支援等に関する協定 公立諏訪東京理科大学 H30.4.1 

災害時等における避難者支援に関する協定 （株）横谷温泉旅館 H27.4.3 

災害時等における避難者支援に関する協定 （株）キッツ H28.2.3 

災害時等における避難者支援に関する協定 長野トヨペット（株） H28.7.15 

災害時等における避難者支援に関する協定 ファナックパートロニクス（株） R2.5.15 

災害時における生活物資等の供給に関する協定 （株）キッツマイクロフィルター R2.11.12 

災害時等における避難者支援に関する協定 （株）オンテック諏訪店 R3.3.17 

大規模災害発生時における帰宅困難者対応に関する

協定 
ＪＲ東日本旅客鉄道長野支社 H28.3.18 

災害時等における施設の相互利用に関する協定 茅野警察署 H24.9.14 

災害時における石油類燃料の供給等に関する協定 長野県石油商業組合 H25.3.28 

災害時におけるＬＰガスに係る協力に関する協定 長野ＬＰ協会諏訪支部 H26.3.26 

災害等発生時における遺体搬送に関する協定 
全国霊柩自動車協会 

長野県トラック協会霊柩部会 
H28.3.18 

災害時における災害救助犬出動に関する協定 救助犬訓練士協会 H28.3.25 

災害時における物資供給に関する協定 株式会社ナフコ R3.3.25 

災害時における物資供給に関する協定 NPO 法人コメリ災害対策センター R3.3.25 

茅野市災害ボランティアセンターの設置・運営等に

関する協定 

社会福祉法人茅野市社会福祉協議

会 
R3.4.1 

茅野市と第一生命保険株式会社との包括連携協定 第一生命保険株式会社 R3.10.21 

茅野市と大塚製薬株式会社との包括連携協定 大塚製薬株式会社 R3.10.28 
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協定名 対象 締結日 

災害時における宿泊施設の提供等に関する協定 ホテルちの R3.8.18 

茅野市、東急不動産株式会社、東急リゾーツ＆ステ

イ株式会社及び一般社団法人諏訪広域脱炭素イノベ

ーション協会との地域循環共生圏に関する包括連携

協定書 

東急不動産株式会社 

東急リゾーツ＆ステイ株式会社 
R4.3.14 

災害時の施設提供・避難者支援に関する協定 株式会社ダイナム R4.7.22 

災害時の相談業務に関する協定 長野県弁護士会 R4.12.20 

茅野市、富士見町、原村と東京大学先端科学技術セ

ンターとの連携・協力 東京大学先端科学技術センター R5.3.14 

佐川急便株式会社との地域活性化包括連携協定 佐川急便(株)経営企画部広報課 R5.3.28 

茅野市と株式会社クスリのサンロードとの包括連携

に関する協定 株式会社クスリのサンロード R5.7.4 

 

(2) 実施計画【公共機関及びその他事業者間が実施する計画】 

同種の事業者間等において相互応援協定を締結するとともに、相互応援協定等により

実施する応援内容については、その内容ごとに応援に要する職員、資機材及び物資等の

確保並びに活動方法等の応援体制をあらかじめ定めるように努める。 

また、共同で訓練等を行うなど、平常時から連携を強化し、円滑な応急・復旧活動を

行う体制を整備する。 

 

６ 県と市町村が一体となった他都道府県被災地への応援体制整備 

(1) 現状及び課題 

県と市町村による「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協

定」を締結している。この協定により、被災県等への応援体制は整備されているが、

今後一層の県と市町村の連携強化が必要である。 

(2) 実施計画【市及び県が実施する計画】 

協定により実施する応援の内容については、その内容ごとに応援に要する職員、資

機材及び物資等の確保並びに活動方法等の応援体制をあらかじめ定めるよう努める。 

また共同で訓練等を行うなど、平常時より連携を強化し、円滑な応援活動を行う体

制を整備する。 

 

７ 広域活動拠点の確保 

(1) 現状及び課題 

大規模災害において、国及び他県等から広域的な人的、物的支援を円滑に受入れ、

被災市町村に迅速かつ確実に送り届けるため、長野県広域受援計画を策定し、広域防

災拠点の具体的な施設の選定(資料編参照)や運用について広域防災拠点計画を定めた。 

この広域防災拠点計画は、県内の情勢の変化や、広域防災拠点施設の整備状況の変
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化等を踏まえ、継続的に更新する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

(ｱ) 大規模災害発生時の全国的な応援を円滑に受け入れることができるよう、受援

計画を策定する。 

(ｲ) 機関相互の応援が円滑に行えるよう、部隊の展開、宿営の拠点、ヘリポート、

物資輸送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及び防災拠点等に係る

関係機関との情報の共有につとめる。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｱ) 大規模災害発生時の全国的な応援を円滑に受け入れることができるよう、受援

計画を策定し、関係計画の修正や本県の情勢、関係機関の体制の変化、災害対応

で得られた新たな知見等を踏まえ、継続的に更新する。 

(ｲ) 機関相互の応援が円滑に行えるよう、部隊の展開、宿営の拠点、ヘリポート、

物資輸送設備等の救援活動拠点の確保及び活動拠点に係る関係機関との情報の

共有に努める。 
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第６節 救助・救急・医療計画 

 

第１ 基本方針 

救助・救急用資機材の整備、医療用資機材、医薬品等の備蓄、調達体制の整備を図る。また、

災害時に医療活動の拠点となる災害拠点病院として指定した、県１箇所の基幹災害拠点病院及び

二次医療圏に１箇所の、地域災害拠点病院を中心とした、災害医療体制の整備を図るとともに、

施設の災害対応機能の強化を図る。 

このほか医療機関の被害状況、患者受入状況及び活動体制等について、関係機関が把握できる

よう連絡体制の整備を行う。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 救助工作車等の充足及び救急自動車の高規格化を図るとともに、災害等緊急時に備え、救

助・救出用資機材の整備を図る。 

２ 医療用資機材、医薬品等の備蓄調達体制について整備を図るとともに、備蓄状況の把握方

法等の検討を行う。 

３ 災害時の医療、救護体制について、協定に基づき郡医師会等に協力を求め、災害時の救護

班の編成方法、団体内の連絡方法、活動内容、患者の受入れ、書類の交換等の細目にわたっ

て、連絡調整整備を図る。 

４ 地域災害医療センター（諏訪赤十字病院）を中心とした、広域の後方医療体制に関する近

隣市町村との調整を図る。 

５ 災害時における被害状況把握、患者の受入れ体制等、消防機関・医療機関の情報交換が円滑に

行える連絡体制の整備を図る。   

 

第３ 計画の内容 

１ 救助・救急用資機材の整備   

(1) 現状及び課題 

ア 令和３年４月１日現在、茅野消防署には救助工作車１台、救急車３台、（うち高規格

救急車３台）が配備されている。 

これらの状況から、救助工作車の充足及び救急自動車の高規格化の促進が必要であ

るとともに、消防団、自主防災組織等を中心とした救助・救急活動に必要な資機材の

整備、分散配置及び平常時からの訓練の実施も必要である。 

イ 災害時に備え、救助・救出用資機材の整備を図るとともに、災害時に借り受けが必

要な資機材及び不足が見込まれる資機材については、あらかじめ借受け先を定めてお

く必要がある。 

〔資料２９〕消防車両配備状況 

〔資料３０〕救助用器具一覧表 
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(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 救助工作車は、消防力の整備指針による台数の整備を図るとともに、「救助隊の

編成、装備及び配置の基準を定める省令」に基づき、装備の整備を行う。また、救

急自動車は、消防力の整備指針による台数の整備を図るとともに、高規格化を促進

する。その際、救急救命士の計画的配置にも努める。 

(ｲ) 大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救助隊の整備の推進

に努める。 

(ｳ) 消防団詰所、公民館、コミュニティー防災拠点施設等に救助・救急資機材の備蓄

を行い、消防団、自主防災組織を中心に市民の協力を得て、発災当初の救助・救急

活動を行う体制の整備を図る。 

また、平常時から市民に対して、これらを使用した、救助方法及び応急手当等の

指導を行うとともに、定期的に訓練を実施する。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｱ) 消防防災ヘリコプター、県警ヘリコプター等の活用による航空消防防災及び救

助・救急搬送体制の確立を図るものとする。 

(ｲ) 市町村において、救助工作車、救急自動車の充足及び装備の整備並びに救急自動

車の高規格化が促進されるよう、「市町村消防施設整備計画」の見直しに関する助

言を行うものとする。 

(ｳ) 市町村において、消防団詰所、公民館、コミュニティー防災拠点施設等に救助・

救急資機材の備蓄を行い、消防団、自主防災組織中心に、住民の協力を得て、発災

当初の救助・救急活動を行う体制の整備及び平常時からの訓練の実施が行われるよ

う助言するものとする。 

(ｴ) 警察本部は、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救

助隊の整備の推進に努めるものとする。また次に掲げる資機材の整備を図るものと

する。 

ａ 警察署、交番、駐在所に整備すべき資機材 

(a) スコップ、バール、ロープ、のこぎり、ナタ等及び管内地図 

(b) 照明用資機材 

(c) 可搬式標識、表示板 

(d) チェーンソー、斧、エンジンカッター等救助用資機材 

ｂ 警察本部で整備すべき資機材 

(a) ａに掲げる装備資機材 

(b) レスキュー車、投光車、キッチンカー、トイレカー、給水車、交通規制用バ

ン型車、オフロード二輪車等災害警備活動用車両 

(c) 生存者探査機、ファイバースコープ、エアージャッキ、削岩機、鉄筋カッタ

ー等救助用資機材 

(d) エアーテント等後方支援用資機材  
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２ 医療資機材等の備蓄   

(1) 現状及び課題 

災害緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、諏訪郡医師会との「災

害時の医療救護活動に関する協定」及び諏訪郡歯科医師会との「災害時の歯科医療救護活

動に関する協定」による第８条（医療品等の供給）に基づき、諏訪中央病院組合と「災害

用備蓄医薬品の保管業務委託」により、初期治療用医薬品等５４種類を常時備蓄している。

 また、諏訪薬剤師会と「災害時の医療救護に関する協定」においても備蓄を行い、災害

時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用血液については、

県下２箇所の血液センターに常時備蓄している。このほか市においては、これらの備蓄、

調達計画の樹立に努めている。このような中で、災害時における医薬品等の供給に関する

情報収集及び連絡体制、医薬品等の搬送体制、保管、管理体制の整備が必要となるととも

に、地域での中心的な役割を果たす諏訪中央病院における備蓄体制の強化について、災害

医療体制全体の中での位置づけが必要となる。 

 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、健康福祉部） 

(ｱ) 災害時の負傷者、病人の応急医療に対応するため、諏訪郡医師会と協定を締結し、

派遣体制を整備する。 

〔資料３１〕災害時の医療救護活動に関する協定書 

〔資料３２〕災害時の医療救護活動に関する実施細則 

(ｲ) 災害時に速やかに救護所の設置が図られるよう、医療機関の把握に努めるととも

に、あらかじめ救護体制の確認を図る。 

〔資料３５〕市内の医療機関一覧表 

(ｳ) 諏訪郡医師会との医療協定に基づく医療用資機材、医薬品等の備蓄については、

その保管は、諏訪中央病院に委託する。 

〔資料３６〕災害用備蓄医薬品の調達補完業務委託契約書 

(ｴ) 医療用の資機材の備蓄、管理状況を整備し、必要に応じて見直しを行う。 

(ｵ) 県の指定する地域災害医療センター及び近隣市町村の医療用資機材の状況につい

てあらかじめ把握するなど受入が円滑にできるような体制整備を図る。 

〔資料３８〕県が指定した災害用医薬品 

(ｶ) 郡医師会、諏訪薬剤師会及び市薬業組合等における医薬品等の備蓄、迅速で効率

的な供給対策についてあらかじめ調整を行う。 

イ【県が実施する計画】（健康福祉部、危機管理部）  

(ｱ) 県における備蓄医薬品等について、災害時に対応できる適正な品目・数量である

かを随時検討し、必要に応じて充足を図るものとする。 （健康福祉部）  

(ｲ) 県立病院においては、緊急用ベッド・医療機器、担架、医薬品、救護医療用具等

の備蓄品について整備するものとする。 （健康福祉部）  
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(ｳ) 被災が広範囲にわたり、他都道府県からの医療用資機材及び医薬品の支援が必要

になった場合及び他都道府県が被災し、本県からの支援が必要になった場合を想定

し、広域相互応援に関する整備を行うものとする。（危機管理部、健康福祉部） 

(ｴ) 災害拠点病院に備蓄してある医薬品の供給体制について関係機関と調整を行うも

のとする。（健康福祉部） 

(ｵ) 備蓄場所の整備、備蓄品目の充実を図るものとする。 （健康福祉部） 

 

ウ【関係機関が実施する計画】（医療関係機関） 

(ｱ) 諏訪郡医師会及び諏訪郡歯科医師会等は、機関ごとに医療等協定に基づき、災害

時に必要な医療用資機材、医薬品等の確保を図るものとする。また迅速で効率的な

供給体制について関係機関とあらかじめ調整を行うものとする。 

(ｲ) 諏訪郡医師会、諏訪郡歯科医師会及び諏訪中央病院組合は、初期治療用医薬品等の 

備蓄、管理状況を把握し、必要に応じて見直しを行うものとする。 

(ｳ) 災害時の連絡体制について、マニュアルを作成し平常時からの訓練に努めるもの

とする。 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

○ 災害用医薬品備蓄場所（県地域防災計画より） 
 

岡野薬品㈱ 諏訪営業所 諏訪郡下諏訪町上赤砂4353-2 

○ 災害用衛生材料備蓄場所（県地域防災計画より） 
 

ハトヤメディカルサポート㈱ 諏訪市中洲三ツ俣5709-31 

○ 緊急用血清及びワクチンの保管場所（県地域防災計画より） 
 

諏訪保健福祉事務所 諏訪市上川1-1644-10諏訪合同庁舎 

○ 血液製剤の保管場所（県地域防災計画より） 
 

県赤十字血液センター諏訪出張所 諏訪市清水3-3840-1 

(1) 現状及び課題 

阪神・淡路大震災を契機に示された、厚生労働省の災害拠点病院の整備方針に従い、被災

支援活動のため、救護班の派遣を迅速に行い、救急医療資器材、仮設テント等を装備すると

ともに、後方病院として、患者受入のためのヘリポート、通信途絶時に備えた衛星携帯電

話、簡易ベッド等を装備した地域災害拠点病院を二次医療圏ごとに指定し、更に要員の訓

練、研修機能を有し、貯水槽、自家発電装置、医薬品備蓄、施設構造の強化等について整

備された基幹災害拠点病院を県内に１ヶ所指定し、段階的な施設・設備の整備を図ってき

た。今後は、引き続き、指定を受けた病院の段階的な施設・設備の整備、充実を図るとと

もに、災害拠点病院を中心とした災害医療体制の整備、充実を図る。また、大規模災害時

には、多数の傷病者の発生が見込まれることから、航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）

を松本空港内の信州大学医学部付属病院ドクターヘリ格納庫に設置する。このような中で、

本市でも災害拠点医療機関と連携をとり、災害医療体制を進める必要がある。 
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(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、健康福祉部） 

災害拠点病院を中心に、市町村の枠を超えた各地域単位の後方医療体制について、あら

かじめ近隣市町村と調整を行う。 

イ【県が実施する計画】（健康福祉部） 

(ｱ) 国の指導に基づき、災害時において基幹的役割を果たす病院として県内に１カ所

指定した基幹災害拠点病院、及び地域の中心的な役割を果たす病院として県内に13

カ所指定した地域災害拠点病院を中心とした災害医療体制の充実を図るとともに、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）・救護班・

災害時小児周産期リエゾン(以下「災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等」という。) 

による支援体制を確保する。 

また、医療の応援について近隣都道府県における協定の締結を促進するなど医療

活動相互応援体制の整備に努めるとともに、災害医療コーディネーター、災害時小

児周産期リエゾン、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充実強化や実践的な訓練、

ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な

参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて、緊急医療活動等の支援体制の整備

に努める。 

(ｲ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が中期的にも活動を展開できる体制の確立や、中長

期的な医療を担うチームへの引継ぎ及び慢性疾患患者の搬送引継ぎについて、関係機関

による合同訓練を通じ、円滑な引継ぎや搬送体制の確立に努めるものとする。 

(ｳ) 災害拠点病院への傷病者の搬送については、広域搬送拠点として使用することが適当

な場所を選定しておくなど、災害発生時における救急医療体制の整備に努めるものとす

る。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 日本赤十字社長野県支部、諏訪郡医師会、諏訪郡歯科医師会、諏訪薬剤師会、看護

協会諏訪支部等は、災害拠点病院を中心とした災害医療への協力体制について整備を

行うものとする。 

(ｲ) 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部付属病院は、ドクターヘリに

よる救急搬送の協力体制について整備を行うものとする。 

(ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が中期的にも活動を展開できる体制の確立や、災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）から中長期的な医療を担うチームへの引継ぎを図るため、災害医療コー

ディネーター及び災害小児周産期リエゾンの確保に努めるものとする。また、慢性疾患患者の

広域搬送についても関係機関との合同訓練を通じて、円滑な搬送体制の確保に努めるものとす

る。 

(ｴ) 災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンは、県が災害時における

医療提供体制及び関係団体等との連携を構築する際、県に対して適宜助言を行うもの

とする。  
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○ 災害拠点病院 （県地域防災計画より）                 
 

 諏訪地域（医療圏）地域災害医療センター 諏訪赤十字病院（諏訪市） 

 

 基幹災害医療センター   長野赤十字病院（長野市） 

 

４ 消防及び医療機関相互の連絡体制の整備 

(1) 現状及び課題 

災害時においては、被害情報や患者の受入体制等の情報を関係機関が適切・迅速に入手

することが不可欠である。そのためには、関係機関による情報伝達ルートの多重化、情報

交換のための収集・連絡体制の明確化等について事前に連携体制を確立しておく必要があ

る。 

また、医療機関の患者受入状況、被害状況及び活動体制について、消防を含めた関係機

関が把握できる体制を整えるとともに、日頃から関係機関の連携を密にし、災害時の医療

情報が速やかに入手できるよう努める必要がある。このほか、陸路が混乱した場合、ヘリ

コプターを利用した広域輸送の重要性が今後更に高まるものと思われるため、緊急輸送関

係機関との事前の調整が必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（消防署） 

(ｱ) 集団災害発生時の救助、救急活動が的確かつ円滑に行われるよう、市消防計画に

おける救助・救急計画及び救急業務計画並びに救助活動計画を次に掲げる事項に留

意し作成する。 

ａ 出動区分及び他機関への要請（ヘリコプターを含む）等 

ｂ 最先到着隊による措置 

ｃ 現場指揮本部の設置基準、編成、任務等 

ｄ 応急救護所の設置基準、編成、任務等 

ｅ 各活動隊の編成と任務 

ｆ 消防団の活動要領 

ｇ 通信体制 

ｈ 関係機関との連絡 

ｉ 報告及び広報 

ｊ 訓練計画 

ｋ その他必要と認められる事項 

(ｲ) 消防機関・医療機関相互の情報交換が円滑に実施されるよう、あらかじめ具体的な

連絡体制を整備するとともに、傷病者の移送についても医療機関の連携がとれるよう

関係機関を交え、調整を行う。 

また、近隣市町村に所在する消防機関・医療機関への協力要請方法についても、事

前に定めておく。 

(ｳ) 災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握するために、広域災害救急医療情
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報システム（ＥＭＩＳ）の整備に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行う。 

(ｴ) 関係機関の協力を得て、市消防計画における救助・救急計画及び救急業務計画並び

に救助活動計画に基づく訓練を毎年実施する。 

 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 災害拠点病院を中心に、対応する患者の分担、傷病者の受入状況、医療スタッフの

状況、医療施設の被害の状況等、迅速な情報交換と効率的な傷病者の移送を確保する

ための整備を図るものとする。（危機管理部、健康福祉部） 

(ｲ) 県立病院間での支援協力を行うため、連絡体制を整備するものとする。（健康福祉

部） 

(ｳ) 災害時に医療施設の診察状況等の情報を迅速に把握するために、広域災害救急医療

情報システム（ＥＭＩＳ）の整備に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行うものと

する。（保健福祉部）  

(ｴ) 市町村において、集団災害発生時の救助、救急活動が的確かつ円滑に行われるよう、

市町村消防計画における救助・救急計画及び救急業務計画並びに救助活動計画の作成

を助言するものとする。（危機管理部） 

(ｵ) 市町村災害対策本部へ警察官の派遣を行うとともに、関係機関との緊密な連絡と相

互の協力関係の確立を図るものとする。（警察本部） 

(ｶ) 被災が広範囲にわたり、他都道府県からの救護班等の応援が必要になった場合及び

他都道府県が被災し本県からの応援が必要になった場合を想定し、他都道府県との広

域相互応援体制に関する整備を行うものとする。（危機管理部、健康福祉部） 

ウ 【関係機関が実施する計画】（医療関係機関） 

(ｱ) 医療機関は、あらかじめ近隣の医療機関との協力体制の整備を図るものとする 

(ｲ) 諏訪郡医師会は、他の地域の医師会との応援体制の整備を図るものとする。 

(ｳ) 災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握するために、広域災害救急医療

情報システム（ＥＭＩＳ）の整備に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行うものと

する。 
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第７節 消防・水防活動計画 

 

第１ 基本方針 

大規模災害時において、消防活動が迅速かつ的確に実施できるように、消防力等の整備及

び活動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。 また、水防活動において

も、迅速かつ的確に実施できるように、資機材等の整備及び監視、警戒等活動体制の整備等

の事項について、あらかじめ計画を定める。 

 

第２ 主な取組み 

１ 消防力の強化、活動体制の整備及び予防消防の充実強化等の事項について、あらかじめ計

画を定める。 

２ 資材等の整備及び監視、警戒等活動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定め

る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 消防計画 

(1) 現状及び課題 

令和３年４月１日現在、諏訪広域連合の消防体制は、１消防本部６消防署（茅野消防署、

諏訪消防署、岡谷消防署、下諏訪消防署、富士見消防署、原消防署）消防職員２３７人で

あり、消防車１３台、梯子車１台、救助工作車３台、救急車１３台（うち高規格救急車１

３台）指揮車４台で、うち茅野消防署は消防車４台、救助工作車１台、救急車３台（うち

高規格救急車３台）で消防職員数５０名である。茅野市消防団は、団長以下８９３人、消

防ポンプ自動車２５台、小型ポンプ付積載車４５台が配備されている。大規模災害に対し

ては、消防力の強化のほか、初動体制等の活動体制の整備、相互応援体制の整備及び、住

民等に対する火災予防の徹底等が重要であることから、これらに留意した市消防計画の作

成、修正及び当該計画の実施が必要である。 

 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

「市町村消防計画の基準」に基づいて消防計画を作成し、大規模災害が発生し、又は

発生するおそれがある場合において、消防機関が災害に迅速かつ効果的に対処できる

ように、組織及び施設の整備拡充を図り、防災活動の万全を期する。その際、次に掲

げる事項は重点的に取り組む。 

(ｱ) 消防力の強化 

「消防力の整備指針」に適合するように、消防施設、設備及び人員の増強を図ると

ともに、その近代化を促進する。特に、発災初期において、地域に密着して重要な

役割を果たす消防団員は減少の傾向にあるので、消防団総合整備事業等を活用した

消防団の施設・装備・処遇の改善、教育訓練体制の充実等により、消防団員の士気
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高揚及び初期消火体制の整備を図るとともに、啓発活動による青年層、女性層をは

じめとした団員の入団促進を図り、消防・水防団活性化の推進を図るとともに、Ｎ

ＰＯ、民間企業、自治会等多様な主体を消防・水防協力団体として指定することで

消防・水防活動の担い手を確保し、その育成強化を図る。 

また、消防の広域化及び連携協力等による、広域消防体制の推進を図るものとす

る。 

〔資料２９〕消防車両配備状況 

(ｲ) 消防水利の多様化及び適正化 

「消防水利の基準」に適合するように、消防水利施設等の整備を図るとともに、そ

の適正な配置に努める｡その際、水道施設の損壊等により、消火栓の使用に支障が

生じる事態が予想されることから、耐震性防火水槽の整備、河川等自然水利の活用

及び水泳プール、ため池等の指定消防水利の活用等による消防水利の多様化を図る。 

(ｳ) 被害想定の実施 

消防地理、消防水利及び危険区域等をあらかじめ調査するとともに、過去の災

害による被害状況を考慮した被害想定を行う。 

(ｴ) 消防機関及び自主防災組織等の連携強化 

発災初期における、消火、救助活動等は、市民、事業所等による自主防災組織

の自発的な活動及び消防団による活動が重要となることから、地域の実情に応じ

た自主防災組織の結成を促進する。 

また、当該組織等の活動拠点施設、資機材の整備及びリーダー研修の実施等に

よる育成強化を図るとともに、防災訓練の実施等により、平常時から消防署、消

防団及び自主防災組織の連携強化を図り、大規模災害発生時において、一体とな

って当該災害に対処できる体制の構築を図る。 

〔資料８１〕茅野市自主防災組織防災資機材整備事業補助金交付要綱 

(ｵ) 火災予防 

ａ 防火思想、知識の普及 

火災の発生を防止するため、関係団体等と協力し、消防訓練等各種行事及び 

火災予防運動を実施するほか、広報媒体等を通じて、市民等に対する火気の取扱

い、消火器具等の常備及びその取扱い方法等、防火思想、知識の普及啓発を図る。 

b 防火管理者制度の効果的な運用 

消防法第８条に規定する、学校、病院、工場等の防火対象物の管理権原者に対

し、防火管理者の選任を指導するとともに、防火管理者が当該防火対象物につい

ての消防計画を作成し、当該計画に基づく消火訓練等の実施、消防用設備等の点

検整備及び火気の管理等を行い、出火防止及び出火時の初期消火、避難体制の整

備を図るよう指導する。 

また、消防法第４条に規定する予防査察を防火対象物の用途、規模に応じて計

画的に実施し、常に当該区域内の防火対象物の実態を把握するとともに、火災予

防上危険な場合及び火災発生時に人命に危険がある場合は必要な措置命令を行い、
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予防消防の一層の強化を図る。 

c 危険物保有施設への指導 

化学実験室等を有する学校、企業及び研究機関並びに薬局等多種類の危険物を

少量保有する施設の管理者に対し、危険物収納容器等の転倒、落下、破損等によ

り次に掲げるような混触発火が生じないよう、管理の徹底に努めるよう指導する。 

(a) 可燃物と酸化剤の混合による発火 

(b) 黄リン、金属ナトリウム等の保護液の流出による発火 

(c) 金属粉、カーバイド等禁水性物質の浸水による発火 

(ｶ) 活動体制の整備 

大規模災害発生時等における、消火、救助及び救急活動等が迅速かつ的確に実

施できるよう、活動計画を定める。特に関係機関との連携に留意した初動時にお

ける活動体制及び情報収集体制の整備を図る。また、大規模火災に対して、消防

力の効率的な運用を図るため、重要防御地域、延焼防止線の設定等、火災防御計

画等を定める。 

〔資料４１〕消防機関の警戒体制 

(ｷ) 応援協力体制の確立 

大規模災害発生時等において、自らの消防力のみでは対処できない、又は対処

できないことが予測される等緊急の必要がある場合、あらかじめ締結されている

相互応援協定等に基づき、他の市町村に応援を要請する体制及び応援を受け入れ

る体制を確立する。 

また、他の市町村から応援を要請された場合の応援体制についても確立する。 

 

イ【県が実施する計画】（危機管理部、農政部） 

(ｱ) 消防防災ヘリコプターを中心とした航空消防防災体制の確立を図るものとする。 

(ｲ) 市町村に対し、市町村消防計画作成に関する助言を行い、消防機関において、消防力の強

化、活動体制の整備及び予防消防の充実強化が図られ、大規模災害等に迅速かつ効果的に活

動できる体制の整備を促進するものとする。(危機管理部) 

(ｳ) 市町村と連携し、火災予防運動、防災訓練等を通じて、住民等に対して災害時における火

気の取扱い、消火器具等の常備及びその取扱い方法等、防火思想、知識の普及、啓発を図る

ものとする。（危機管理部） 

(ｴ) 消防水利として活用される農業水利施設及び防火水槽の整備を推進するものとする。（危

機管理部、農政部） 

(ｵ) 機関相互の応援が円滑に行えるよう、部隊の展開、宿営の拠点、ヘリポート、物資輸送設

備等の救援活動拠点の確保及び活動拠点に係る関係機関との情報の共有に努めるものとす

る。 

 

ウ【市民及び自主防災組織が実施する計画】 

(ｱ) 防火・消火活動 
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市民は、災害時には、使用中のコンロ、スト－ブ等、火災発生原因となる火気器

具の取扱いに十分留意し、火災の発生を防止することを心がけるとともに、当該器

具の周囲に可燃物を置かない、消火器、消火バケツの常備及び消火用水の汲み置き

の実施等、平時から火災予防に努め、さらに、消火器具等の取扱いを習熟する等、

火災発生時において初期消火活動が実施できるよう努めるものとする。 

また、自主防災組織においても消火訓練等を実施し、初期消火体制の整備に努め

るものとする。 

(ｲ) 救助・救急活動 

住民同士等により、自発的に負傷者の救助・救急活動を行うとともに(共助)、消

防機関等に協力する。特に、道路交通網の寸断が予想されることから、消防機関等の現

場到着前の初期における救助・救急活動は人命救助の上から重要となるので、積極的に行う

よう努める。 

 

２ 水防計画 

(1) 現状及び課題 

本市の河川は、大部分山間地を流下する天然河岸、堀込み河道区間が多くまた平坦部の

幹線では築堤区間となっており、洪水時の際は、前者では河岸の崩壊等による河道の堰

止め、後者では堤防の沈下・すべり出し等による決壊が予想される。 

また、洪水時に地震が発生した場合には、堤防の含水比が非常に高く、決壊しやすい

状況のところへ、地震が拍車をかける結果となるため、さらに大きな被害をもたらす可

能性がある。これらを踏まえて、迅速な情報収集と的確な水防活動を実施できる体制を

確立する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、都市建設部、産業経済部） 

次の責任分担に応じて、その所管する事項を実施する。 

(ｱ) 水防組織、水防団、消防団の確立・整備 

(ｲ) 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧資器材の備蓄ほか次に揚げる事項 

ａ 重要水防区域周辺の竹立木、木材等、洪水時等に使用できる資材の確認 

ｂ 緊急時に使用できる資材業者等の資器材在庫量の把握及び協力体制の整備 

(ｳ) 通信連絡系統の整備、警報等の住民への伝達体制の整備 

(ｴ) 平常時における河川、遊水池等の水防対象箇所の巡視 

(ｵ) 河川ごとの水防工法の検討 

(ｶ) 居住者への立退の指示体制の整備 

(ｷ) 洪水時等における水防活動体制の整備 

(ｸ) 他の水防管理団体との相互応援協定の締結 

(ｹ) 浸水想定区域に指定された場合は区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避

難場所、指定避難所の避難計画の作成 

(ｺ) 浸水想定区域内にある地下街等の施設の名称及び所在地を公表 
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(ｻ) 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設（主として高齢者、障がい者、乳幼児等の

要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。）で洪水時に避難の必要が認められる施

設の名称及び所在地を定める。 

(ｼ) 浸水想定区域内にある大規模工場等で洪水時に浸水の防止を図る必要が認められ

る施設の名称及び所在地を定める。 

(ｽ) (ｺ)～(ｼ)に該当する施設の洪水予報等の伝達体制の整備 

なお、指定水防管理団体においては、上記に加えて次の(ｾ)～(ﾂ)の事項を実施す

るものとする。 

(ｾ) 水防機関の整備 

(ｿ) 水防計画の策定 

(ﾀ) 水防訓練の実施（年１回以上） 

ａ 水防技能の習熟 

ｂ 水防関係機関、自主防災組織との連携強化及び沿川住民の水防思想の普及啓発 

c 発災時の避難誘導計画に基づく避難誘導訓練  

(ﾁ) 水防計画の策定に当っては、洪水の発生時における水防活動その他の危険を伴

う水防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮するとともに、必要に応じて、

河川管理者の協力について水防計画に定め、当該計画に基づく河川に関する情報の

提供等水防と河川管理の連携を強化するよう努める。 

〔資料４２〕重要水防区域（県水防計画分） 

〔資料４３〕重要水防区域（市調査分） 

〔資料 ４４〕水防倉庫並びに備蓄資材一覧表 

〔資料 ４５〕気象観測所及び雨量・水位観測所 

〔資料 ４６〕水防に関する連絡系統図 

(ﾂ) 要配慮者利用施設に係る避難計画や避難訓練に対する、助言・勧告 

 

○非常時の消防署及び消防団の機構 

(1) 消防課・消防署 

             庶 務 班                           

             

              

             

 署 長   消防課長    

(消防課長) 

 

     警 防 班 

 

      

  

 

 

茅野消防署 
北 部 分 署 
西 部 分 署 

消 防 課 団指揮所の設置 
情報収集・報告・連絡・調整 
消防団の連絡 
調達・記録・調査 
重機確保・広報・警報 

署指揮所の設定 
災害防御・情報収集・報告・連絡・調整・

水利統制・通信確保 
警戒区域設定・避難誘導 
調達・記録・調査・広報・警報・収容機

関における状況把握・救急・救助活動 
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非常召集は、署長の命令により行い、召集を受けた者は上記の活動機構に基づき、係長の指示

により任務に当たるものとする。 

(2) 消防団 

 本部 

                ちの分団長     副分団長    部長   班長   団員 

                宮川分団長     副分団長    部長   班長   団員 

                米沢分団長     副分団長    部長   班長   団員 

                豊平分団長     副分団長    部長   班長   団員 

  団長   副団長      玉川分団長     副分団長    部長   班長   団員 

                泉野分団長     副分団長    部長   班長   団員 

                金沢分団長     副分団長    部長   班長   団員 

                湖東分団長     副分団長    部長   班長   団員 

                北山分団長     副分団長    部長   班長   団員 

                中大塩分団長    副分団長    部長   班長   団員 

全員を動員し、各分団最大限の編成とする。 

 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

水防管理団体が行う水防が十分に行われるように、次に掲げる事項を実施するものと

する。 なお、水防組織、気象警報・注意報等の伝達、活動の基準、重要水防区域、その

他水防体制の確立に必要な事項の詳細は、「県水防計画」の定めによるものとする。 

(ｱ) 水防計画の策定 

(ｲ) 水防協議会の設立 

(ｳ) 水防事務の調整及び円滑な実施のための援助 

(ｴ) 大雨及び洪水に関する気象警報・注意報等の伝達体制の整備 

(ｵ) 水防信号の決定 

(ｶ) 水防警報の発令及び伝達体制の整備 

(ｷ) 住民への立退きの指示 並びに勧告及び助言体制の整備 

(ｸ) 水防管理団体への勧告及び助言体制の整備 

(ｹ) 水防上緊急を要するときの水防管理団体への指示体制の整備 

(ｺ) 水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体（指定水防管理団体）の指定 

(ｻ) 水防団員の定員基準の設定 

(ｼ) 水防管理団体を援助するための水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧機材の備蓄 

並びに排水対策用の移動式ポンプ車の配備 

(ｽ) 水防活動に要する資機材等の費用への補助 

(ｾ) 水防管理団体に対する水防活動関係の必要な報告の要求 

(ｿ) 指定水防管理団体、水防関係機関及び自主防災組織等との連携による、水防技能 

の習熟及び沿川住民の水防思想の普及啓発を図るための、水防講習等訓練の実施 

(ﾀ) 洪水予報を実施する河川又は避難判断水位を定めその水位に到達した旨の情報を 

提供する河川において浸水想定区域を指定し、また、指定の区域及び浸水した場合
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に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の長に通知するものとする。 

(ﾁ) 水防計画の策定に当っては、洪水の発生時における水防活動その他の危険を伴う 

水防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮するとともに、必要に応じて、

河川管理者の協力について水防計画に定め、当該計画に基づく河川に関する情報の

提供等水防と河川管理の連携を強化するよう努めるものとする。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】（地方整備局） 

(ｱ) 防災備蓄基地等の整備及び水防用・応急復旧資機材並びに排水対策用の移動式ポンプ 

の備蓄を図るとともに、緊急時において当該資材の確保については、関係業界団体の協 

力が得られるよう努めるものとする。 

(ｲ) 指定水防管理団体、水防関係機関及び自主防災組織等との連携により、水防技能の習 

熟と、沿川住民の水防思想の普及啓発を図るため、水防演習等訓練を実施するものとす 

る。 

エ【防災上重要な施設の管理者等が実施する計画】 

(ｱ) 地下街等の所有者又は管理者が実施する計画 

a 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地

下街等の所有者又は管理者は、洪水時の避難確保及び浸水防止に関する計画に

基づき、避難誘導、浸水防止活動等の訓練を実施するものとする。 

b 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地

下街等の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、

浸水の防止のための活動に関する事項、避難の確保及び浸水の防止を図るため

の施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業

務に関する事項等に関する計画（以下「避難確保・浸水防止計画」という。）

を作成するとともに、避難確保・浸水防止計画に基づき自衛防災組織を設置す

るものとする。また、作成した避難確保・浸水防止計画、自衛防災組織の構成

員等について市長に報告するとともに、当該計画を公表するものとする。 

(ｲ) 要配慮者利用施設の所有者又は管理者が実施する計画 

a 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要

配慮者利用施設の所有者又は管理者は、洪水時の避難確保及び浸水防止に関す

る計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施にするものとする。 

b 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所

在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する

事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事

項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等の計画

の作成、当該計画に基づく自衛防災組織の設置に努めるものとし、水防法に基

づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等の計画を作成し、当該計画に

基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。また、作成した計画及び自

衛防災組織の構成員等について市長に報告するものとする。また、当該計画に
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基づき、避難誘導等の訓練の実施に努めるものとする。 

(ｳ) 大規模工場等の所有者又は管理者が実施する計画 

a 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規

模工場等の所有者又は管理者は、洪水時の浸水防止に関する計画に基づき、浸

水防止活動等の訓練の実施に努めるものとする。 

b 市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者

は、防災体制に関する事項、浸水の防止のための活動に関する事項、防災教育・訓練

に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等に関する計画（以下「浸水防止計

画」という。）を作成及び浸水防止計画に基づく自衛防災組織の設置に努めるものと

し、作成した浸水防止計画、自衛防災組織の構成員等について市長に報告するものと

する。 
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第８節 要配慮者支援計画 

 

第１ 基本方針 

近年の都市化、高齢化、国際化等社会構造の変化、核家族化などによる家庭や地域の養育・

介護機能の低下に伴い、災害時には、要配慮者が被害を受ける事例が多く見受けられる。こ

のため市、県及び社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、市民、自主防

災組織の協力を得ながら災害から要配慮者、とりわけ自ら避難することが困難であり避難の

確保を図るために特に支援を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）を守るための

防災対策の一層の充実を図るものとする。また、近年社会福祉施設、医療施設等の要配慮者

利用施設が、土砂災害や浸水被害により被災し、多数の犠牲者が出た事例もあり、土砂災害

や浸水被害が発生するおそれのある地域内に立地する要配慮者利用施設については、避難誘

導等について重点的に対策を講じる必要がある。  

 

第２ 主な取組み 

１ 要配慮者支援計画を策定し、支援体制計画の構築に努める。 

２ 在宅要配慮者の状況把握に努めるとともに、緊急通報装置等の整備、支援協力体制の確立、

防災教育、防災訓練の充実強化を図る。 

３ 要配慮者利用施設の防災設備、組織体制、緊急連絡体制の整備を行うとともに、支援協力

体制確立、防災教育、防災訓練の充実強化を図る。 

４ 外国人住民や外国人旅行者等の観光客が災害時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、指定

緊急避難場所、指定避難所や避難経路標識等の簡明化、多言語化など防災環境づくりに努め

る。 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難誘導

等の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通報体制の強化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 要配慮者支援計画の作成 

(1) 現状及び課題 

災害時の要配慮者に対する避難支援等の強化は急務であり、避難支援体制の構築が望まれ

る。特に要配慮者のうち避難行動要支援者については、市において避難行動要支援者名簿を

作成し、平常時から避難支援体制を構築しておく必要がある。 

(2) 実施計画【市が実施する計画】（健康福祉部、総務部） 

市は、地域における災害特性等を踏まえつつ、避難行動要支援者の避難支援についての

全体的な考えを整理し、全体計画の作成に努めるものとする。また、市地域防災計画にお

いて、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づき、避難行動要支援者を適切に避難

誘導し、安否確認等を行うための措置について定めるものとする。市が、市地域防災計画

に定める事項は以下を必須とする。 
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a 消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等の避難

支援等関係者となる者（以下「避難支援等関係者」という。） 

b 避難行動要支援者名簿に記載する者の範囲 

c 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

d 名簿の更新に関する事項 

e 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市町村が求める措置及び市が講

ずる事項 

f 要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配

慮 

g 避難支援等関係者の安全確保 

ア 避難支援体制(災害対策基本法第49条の10,11,12,13及び第50条、第56条) 

(ｱ) 避難支援等関係者となる者 

避難行動要支援者の避難支援にはマンパワー等の支援する力が不可欠であるため、避難

支援等関係者には、消防機関、県警察、民生委員、市社会福祉協議会、自主防災組織等

の地域に根差した幅広い団体の中から、地域の実情により、避難支援者を決める。 

また、避難支援等関係者となりうる者をより多く確保するのに当たっては、年齢要件等

にとらわれず、地域住民の協力を幅広く得る。 

(ｲ) 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

a 高齢者や障害者等のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自

ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を

要する者 

b 高齢者や障害者等の要配慮者の避難能力の有無は、主として、次のとおりとする。 

(a)警戒や避難勧告・指示等の災害関係情報の取得能力 

(b)避難そのものの必要性や避難方法等についての判断能力 

(c)避難行動を取る上で必要な身体能力 

また、地域において真に重点的・優先的支援が必要と認める者が支援対象から漏れた

場合は、避難支援等関係者の判断により、避難行動要支援者として避難行動要支援者名

簿への掲載を市へ要請することとする。 

(ｳ) 円滑かつ迅速な避難を図るためには、同居家族の有無なども要件の一つとする。ただ

し、同居家族がいる場合であっても、時間帯等によって一人となるケースや介護者が高

齢者のみのケースなど、避難が困難な状況もあることから、同居家族がいることのみを

もって避難行動要支援者から除外はしない。 

また、社会福祉施設入所者や長期入院患者については、支援対象者の所在が明確であ

り、地域の避難支援等関係者の人数が限られていることから、避難行動要支援者名簿の

対象は在宅者（一時的に入所、入院している者を含む）を優先する。 

なお、居宅で人工呼吸器等を日常的に用い、長時間（概ね４時間以上）の停電が生命維

持に関わるケア児等については、平時から非常用電源の確保、災害時の安否確認の体制

整備、医療機関等との連携体制の整備に努める。 
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イ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

(ｱ) 市は、避難行動要支援者名簿を作成するに当たり、避難行動要支援者に該当する者を

把握するために、市関係部局で把握している要介護高齢者や障害者等の情報を集約する

よう努める。その際、要介護状態区分別や障害種別、支援区分別に把握する。 

(ｲ) 難病患者に係る情報等、市で把握していない情報の取得が避難行動要支援者名簿の作

成のため必要があると認められるときは、県知事その他の者に対して、情報提供を求め

ることができるので、積極的に必要な情報の取得に努める。 

なお、情報提供の依頼及び提供に際しては、法令に基づく依頼又は提供であることを、

書面をもって明確にする。 

ウ 名簿の更新に関する事項 

(ｱ) 避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市は避難行動要支援者の把握に

努め、避難行動要支援者名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、次記により

名簿情報を最新の状態に保つこととする。 

a 新たに市に転入してきた要介護高齢者、障害者等や、新たに要介護認定や障害認定を

受けた者のうち、避難行動要支援者に該当する者を避難行動要支援者名簿に掲載すると

ともに、新規に避難行動要支援者名簿に掲載された者に対して、平常時から避難支援等

関係者に対して名簿情報を提供することについて同意の確認を行う。 

b 転居や死亡等により、避難行動要支援者の異動が住民登録の変更等により確認された

場合は、避難行動要支援者名簿から削除する。なお、避難行動要支援者名簿の記載事項

として災害対策基本法49条の10第２項に示している「住所」については、各人の生活の

本拠（民法第22条）であり、必ずしも住民基本台帳に記載されている住所に限定されな

いこと、「居所」については、人が多少の期間継続して居住しているが、その場所とそ

の人の生活との結びつきが住所ほど密接でなく、生活の本拠であるというまでには至ら

ない場所であることとする。また、避難行動要支援者が社会福祉施設等へ長期間の入所

等をしたことを把握した場合も避難行動要支援者名簿から削除する。 

(ｲ) 避難行動要支援者の避難支援等に必要となる事項に変化が生じた時は、その情報を市

及び避難支援等関係者間で共有する。 

また、転居や入院により避難行動要支援者名簿から削除された場合、該当者の名簿情

報の提供を受けている避難支援等関係者に対して、避難行動要支援者名簿の登録から削

除されたことを避難支援等関係者に周知することとする。 

エ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するため市が求める措置及び市が講ずる措置 

(ｱ) 避難行動要支援者名簿は平常時から避難支援等関係者に提供され、共有されているこ

とで、いざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくため、市は避難行

動要支援者の名簿情報について、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で避難支援

等関係者に提供する。 

(ｲ) 避難支援等関係者に平常時から名簿情報を外部提供するためには、避難行動要支援者

の同意を得ることが必要であるため、市担当部局が避難行動要支援者本人に郵送や個別

訪問などを実施する。その際には避難行動要支援者に名簿情報を提供することの趣旨や
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内容を説明するとともに、障害者団体等とも連携するなど対応を工夫する。避難行動要

支援者名簿制度の趣旨等について詳細な説明を求められた場合には、その避難行動要支

援者に対して、個別訪問を実施して、本人に対してその趣旨や内容を説明し、平常時か

らの名簿情報の提供について意思確認を行う。 

(ｳ) 同意は、口頭によるものと書面によるものとし、状況に照らし本人が実質的に同意し

ていると判断できるものとする。 

また、重度の認知症や障害等により、個人情報の取扱いに関して同意したことによっ

て生ずる結果について判断できる能力を有していない場合などは、親権者や法定代理人

等から同意を得ることにより、名簿情報の外部提供を行うこととする。 

(ｴ) 避難支援等関係者に対する避難行動要支援者名簿の平常時からの提供は、避難行動要

支援者名簿に掲載された本人の同意が必要であるが、より積極的に避難支援を実効性の

あるものとする等の観点から、本人の同意がなくても平常時から名簿情報を外部に提供

できる旨を市が災害対策条例等で別に定めている場合は、平常時からの提供に際し、本

人の同意を要しないため、市では、必要な対応を検討することとする。 

なお、「個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めたとき」な

ど、個人情報保護条例上の規定を根拠とする場合も、「市の条例に特別の定めがある場

合」に該当することとなる。 

(ｵ) 避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適正な情報管理を図る

よう、市において次の措置を講ずる。 

a 避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先、要介護状態区分

や障害支援区分等の避難支援を必要とする理由等、秘匿性の高い個人情報も含まれるた

め、避難行動要支援者名簿は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係

者に限り提供する。 

b 市内の一地区の自主防災組織に対して市内全体の避難行動要支援者名簿を提供しな

いなど、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよう指導する。 

c 災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを

十分に説明する。 

d 施錠可能な場所への避難行動要支援者名簿の保管を行うよう指導する。 

e 受け取った避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導する。 

f 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で

避難行動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導する。 

g 名簿情報の取扱状況を報告させる。 

h 避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する研修を開催する。 

オ 要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

(ｱ) 避難情報等の発令・伝達 

a 市は自然災害発生時に避難行動要支援者が円滑かつ安全に避難を行うことができる

よう、高齢者等避難、避難指示の発令等を「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の判

断基準により、災害時において適時適切に発令することとする。 
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b 避難準備情報として発令される、「自主避難の呼び掛け」「避難注意情報」等の情報

は、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難に当たって重要な情報であり、避難行動要

支援者の中には避難等に必要な情報を入手できれば、自ら避難行動をとることが可能な

者もいます。そのため、避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿を活用して着実な情

報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるよう、その発令及び伝達に当たっては、

次のことを特に配慮する。 

(a) 高齢者や障害者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人一人に的

確に伝わるようにすること 

(b) 同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意すること 

(c) 高齢者や障害者に合った、必要な情報を選んで流すこと 

(ｲ) 多様な手段の活用による情報伝達 

自然災害発生時、特別警報の伝達や土砂災害警戒情報等の気象情報の伝達には、緊急

かつ着実な避難指示が伝達されるよう、各種情報伝達の特徴を踏まえ、防災行政無線（戸

別受信機）や広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用し、緊急速報メールを活

用するなど、複数の手段を有機的に組み合わせることとする。 

また、避難行動要支援者の中には、避難行動に必要な情報を入手できれば、自力で避

難行動をとることができる者もいるので、多様な情報伝達の手段を用いることは、避難

支援等関係者の負担を軽減することにもつながることから、市においては、多様な情報

伝達の手段を確保することとする。さらに、避難行動要支援者自身が情報を取得できる

よう、日常的に生活を支援する機器等への災害情報の伝達も活用するなど、次にあげる

多様な手段を活用して情報伝達を行うことを検討する。 

a 聴覚障害者：ＦＡＸによる災害情報配信、聴覚障害者用情報受信装置 

b 視覚障害者：受信メールを読み上げる携帯電話 

c 肢体不自由者：フリーハンド用機器を備えた携帯電話 

d その他：メーリングリスト等による送信、字幕放送、解説放送（副音声や２カ国語放

送など２以上の音声を使用している放送番組、音声多重放送）、手話放送、ＳＮＳ（ソ

－シャル・ネットワーキング・サービス）等のインターネットを通じた情報提供 

カ 避難支援等関係者の安全確保 

(ｱ) 避難支援等関係者等の対応原則 

避難支援等関係者は、平常時から名簿情報を避難支援等関係者に提供することに同意

した避難行動要支援者の避難支援については、名簿情報に基づいて避難支援を行うこと

となるが、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大

前提となる。そのため、市は避難支援等関係者等が、地域の実情や災害の状況に応じて、

可能な範囲で避難支援等を行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分に配慮する

こととなる。 

(ｲ) 避難支援等関係者等の安全確保の措置 

地域において、避難の必要性や避難行動要支援者名簿の意義、あり方を説明するとと

もに、地域で避難支援等関係者等の安全確保の措置を決めておくこととする。 
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避難支援は避難しようとする人を支援するものであり、避難することについての避難

行動要支援者の理解は、平常時に避難行動要支援者名簿の提供に係る同意を得る段階で

得ておくこととする。 

避難支援等関係者等の安全確保の措置を決めるに当たっては、避難行動要支援者や避

難支援等関係者等を含めた地域住民全体で話し合って、ルールを決め、計画を作り、周

知することが適切であるため、一人一人の避難行動要支援者に避難行動要支援者名簿制

度の活用や意義等について理解してもらうことと合わせて、避難支援等関係者等は全力

で助けようとするが、助けられない可能性もあることを理解してもらうこととする。 

キ 避難行動要支援者の把握と名簿の作成 

市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の

下、平常時より避難行動要支援者に関する情報の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作

成する。また、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住

状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新すると

ともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、

名簿情報の適切な管理に努める。 

なお、居宅で人工呼吸器等を日常的に用い、長時間（概ね４時間以上）の停電が生命

維持にかかわる児・者については、平時から非常用電源の確保、災害時の安否確認の体

制整備、医療機関等との連携体制の整備に努めるものとする。 

ク 避難行動要支援者名簿の提供 

市は、市地域防災計画に定めるところにより、避難支援等関係者に対し、避難行動要支

援者本人の同意を得ることにより、又は、条例の定めがある場合には、あらかじめ避難行

動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に

対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図

る。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

なお名簿情報の提供について、本人の同意がなくても平常時から名簿情報を外部に提

供できる旨を条例等で定めている場合は、平常時から提供に際しては本人の同意を要し

ない。 

ケ 要配慮者支援計画の作成 

市は、地域における災害特性等を踏まえ地域住民と連携を図りながら災害時住民支え

合いマップ等により要配慮者支援計画を作成するとともに、避難行動要支援者以外の要

配慮者についても、避難支援についての計画の作成に努めるものとする。 

コ 避難行動要支援者の移送計画 

市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から指定避難所へ移

送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定

めるよう努めるものとする。 



風水害対策編 第２章 災害予防計画 第８節 要配慮者支援計画 

 

H-2-8-7 

２ 個別避難計画作成の努力義務 

(1) 現状及び課題 

市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、

福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携

して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成

するよう努めるものとする。また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の

変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したも

のとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合におい

ても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努めるものと

する。なお、作成にあたっては、地域の実情に応じ、地域の危険度の想定や要配慮者本人

の心身の状況等を考慮し、優先度が高い要配慮者から作成できるものとする。 

(2) 実施計画【市が実施する計画】（健康福祉部、総務部） 

ア 個別避難計画の事前提供 

市は、市地域防災計画に定めるところにより、作成した個別避難計画を、消防機関、

都道府県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に

携わる関係者と共有し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報

伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものと

する。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

イ 避難行動要支援者への配慮 

市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が

円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情

報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮

をするものとする。 

ウ 地区防災計画との調整 

市は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、

地区防災計画との整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画

の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。 

 

３ 在宅者対策 

(1) 現状と課題 

在宅の要配慮者については、その所在や個々の態様に応じた援護の状況把握に努めるとともに、

浸水被害、土砂災害等の災害発生に備え、安全を確保するための緊急通報装置や自動消火器、警

報装置等の整備をはじめ、要援護者支え合いマップによる安否確認、避難誘導、情報提供、救護・

救済対策等の支援協力体制の確立、要配慮者が自らの対応能力を高めるための防災教育や防災訓

練の充実強化など、防災の様々な場面において、要配慮者に配慮したきめ細やかな施策を、他の

保健福祉施策等との連携のもとに行う必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する計画】（総務部、教育委員会、健康福祉部） 
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(ｱ) 指定避難所の整備 

災害時において避難所となる公共施設について、安全性の向上、段差の解消、スロ

ープや身体障がい者用トイレの設置、避難経路標識等の簡明化、多言語化等要配慮者

に配慮した施設整備の推進、必要な物資等の備蓄に努める。 

(ｲ) 防災教育・防災訓練の実施 

要配慮者が自らの対応能力を高めるため、要配慮者の個々の態様に合わせた防災教

育や防災訓練の充実強化を図る。  

(ｳ) 応援体制及び受援体制の整備 

他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な

職員（社会福祉主事、保健師、看護師、介護職員、通訳者、手話通訳者等）、車両（移

動入浴者、小型リフト付車両等）、資機材（車椅子、ストレッチャ－等）等、速やか

に応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保

に努める。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、

円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努める。 

(ｴ) 避難所における要配慮者支援体制の整備 

災害時において高齢者、障がい者等の要配慮者を支援するため、避難所において、福祉

的支援を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣に備え、保健医療関係者との連携、

活動内容についての周知、チーム員の研修を実施するなど体制を整備するものとする。 

(ｵ) 緊急通報装置等の整備 

要配慮者の安全を確保するため、要配慮者の対応能力を考慮した緊急通報装置や

自動消火器、警報装置等の整備を推進する。 

(ｶ) 避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把握 

民生・児童委員、社会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア団体等の協力や、地

域の支え合い等の協力を得て、プライバシーの保護に十分配慮しつつ、避難行動要支援

者以外の要配慮者についても所在及び災害時における保健福祉サービスの要否等、在宅

の避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把握に努める。また、助け合いおたがいさま

マップ（要配慮者支え合いマップ）の策定を推進する。 

(ｷ) 避難行動要支援者以外の要配慮者名簿の整備 

市は必要に応じて、災害の発生に備え、避難行動要支援者以外の要配慮者について

も名簿を整備し、災害時に効果的に利用することで、要配慮者に対する援護が適切に

おこなわれるように努める。 

(ｸ) 支援協力体制の整備 

福祉事務所、保健所、社会福祉施設、医療機関、社会福祉協議会、民生・児童委員、

地域住民、ＮＰＯ・ボランティア団体等との連携の下に、災害時の安否確認、避難誘

導、情報提供、救護・救済対策、緊急受入れ等地域ぐるみの支援協力体制の確立に努

める。 
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４ 要配慮者利用施設対策  

(1) 現状及び課題 

高齢者や障がい者等の要配慮者が利用する社会福祉施設等においては、施設利用者の安

全の確保に十分配慮し、施設そのものの安全性を高めるための防災設備等の整備、災害の

予防や災害時における迅速かつ的確な対応を行うための組織体制の確立、職員や施設利用

者に対する防災教育・防災訓練の充実強化など、施設利用者の態様に応じたきめ細かな災

害予防対策を講じる必要がある。入院患者を有する医療機関が被災した場合、既入院患者

に対する優先的な安全確保が必要である。このため、医療機関における防災体制の強化を

図るとともに、重症者の状況の把握、患者の移送先、移送手段等について事前に関係機関

と十分に検討することが必要である。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する計画】（健康福祉部、総務部） 

(ｱ) 非常災害時の整備 

社会福祉施設等に対し、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害からの避難を含

む非常災害に関する具体的な計画の作成について指導する。 

(ｲ) 防災設備等の整備 

要配慮者利用施設等の管理者に対し、施設そのものの災害に対する安全性を高める

ため、施設の堅牢化、防災設備の整備等に努めるとともに、災害に備え、施設利用者

の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品その他の生活必需品の備蓄(最

低でも３日分、可能な限り１週間分程度)を行うよう指導する。 

(ｳ) 組織体制の整備 

要配慮者利用施設等の管理者に対し、災害の予防や災害時において迅速かつ的確な

対応を行うため、あらかじめ自主防災組織を整備し、緊急連絡体制、非常招集体制等

の確立に努めるとともに、地域住民やボランティア団体、近隣施設等との連携を図り

ながら、施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立に努めるよう指導する。 

(ｴ) 防災教育・防災訓練の実施 

要配慮者利用施設等の管理者に対し、職員や施設利用者の災害に関する基礎的な知

識や災害時にとるべき行動等について理解と関心を深めるとともに、施設利用者が自

らの対応能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実強化を図るよう指導する。 

(ｵ) 応援体制及び受援体制の整備 

要配慮者利用施設等の管理者に対し、他の要配慮者利用施設等おいて災害が発生し、

応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、生活指導員等）、車輌（移

動入浴車、小型リフト付車輌等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やか

に応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保

に努めるよう指導する。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、

円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、区、自治会等の自

治組織との間で避難支援計画等に関する協定及び県内や近隣県における同種の施設
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と施設利用者の受入れに関する協定を締結するよう働きかける。 

(ｶ) 医療機関に対し、厚生労働省のガイドラインに沿って、各医療機関の実情に応じ 

た防災マニュアルを作成し、災害時における入院患者等の安全の確保が円滑に行われ

るよう指導する。 

(ｷ) 医療施設の損壊等により、入院患者等の移送、医師、看護師等の確保、医薬品、医

療用資機材等の補給等応援要請がある場合に備え、関係機関に対し、広域的な相互応

援及び受援体制の整備についてあらかじめ調整するよう指導する。 

(ｸ) 要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期

的に確認するよう努める。また、市は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要

に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行うものとする。 

(ｹ) ホテル・旅館等の確保 

要配慮者の避難先として、ホテル・旅館等の民間施設を速やかに活用できるよう担

当部署の調整や協定の締結等に努める。 

イ【要配慮者利用施設が実施する計画】 

(ｱ) 非常災害時の体制整備 

社会福祉施設等においては、県及び市の指導の下に、介護保険法関係法令等に基づ

き、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成する。 

(ｲ) 防災設備等の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市の指導の下に、施設そのものの災害に対す

る安全性を高めるため、施設の堅牢化、防災設備の整備等に努めるとともに、災害に

備えて、施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品その他の生

活必需品の備蓄（最低でも３日間分、可能な限り１週間分程度）を行う。 

(ｳ) 組織体制の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市の指導の下に、災害の予防や災害時にお

いて迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自主防災組織を整備し、緊急連絡

体制、非常招集体制等の確立に努めるとともに、地域住民やボランティア団体、近

隣施設等との連携を図りながら、施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立に

努める。 

(ｴ) 防災教育・防災訓練の実施 

要配慮者利用施設においては、県及び市の指導の下に、職員や施設利用者の災害に

関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等について理解と関心を深めるととも

に、施設利用者が自らの対応能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実強化を図

る。 

(ｵ) 応援体制及び受援体制の整備 

要配慮者利用施設においては、県及び市の指導の下に、他の要配慮者利用施設おい

て災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、生活指導

員等）、車輌（移動入浴車、小型リフト付車輌等）、資機材（車椅子、ストレッチャ

ー等）等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、
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資機材等の確保に努める。また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじ

め連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めると

ともに、区、自治会等の自治組織との間で避難支援計画等に関する協定及び県内や隣

県における同種の施設若しくはホテル等の民間施設等と施設利用者の受入に関する

協定を締結するよう努める。 

また、一般の指定避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所の

設置・運営について、市から要請があった場合、積極的に協力する。 

(ｶ) 日本赤十字社長野県支部、県医師会、郡市医師会等は、県の指導に沿って、それぞれの

関係医療機関等に対し、災害時の入院患者の安全確保について特別の配慮を行うよう指

導する。 

また、医療施設の損壊等により、入院患者の移送、医師、看護師等の確保、医薬品、医

療用資機材等の補給等応援要請がある場合に備え、広域的な相互応援及び受援体制の整

備についてあらかじめそれぞれの関係機関等と調整する。 

(ｷ) 医療機関においては、災害時の入院患者等の安全確保を図るため、厚生労働省のガイド

ラインに沿って、各医療機関の実情に応じた防災マニュアルを作成するとともに、施設・

設備の整備、点検、患者家族連絡表の作成等緊急時の連絡体制や避難誘導体制の整備、

職員教育や避難訓練の実施、医薬品、医療用資機材等の備蓄など防災体制の強化を図る。

経済産業省要望 

(ｸ) 医療機関においては、市、県及び関係機関の指導の下に、他の医療機関において災害が

発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員、車両、資機材等、速やかに応援

出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努める

ものとする。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円

滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるものとする。 

 

５ 外国人住民、外国人旅行者等、観光客対策 

(1) 現状及び課題 

本市における外国人住民人口は、平成２５年現在７１８人【住民基本台帳１２月３１日

現在】である。外国人住民については、地理の不案内、言葉、文化、生活習慣、防災意識

の違いなどから、指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路等が十分に周知されず、災

害時における情報収集、迅速かつ的確な行動等に困難が生ずるおそれがある。 

このため、外国人住民等に配慮した指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路の表示、

防災知識の普及等、自らが災害への対応能力を高めていけるような防災環境づくりに努め

る必要がある。 

また、滞在地の地理に不案内な観光客、とりわけ言語の違う外国人旅行者に対しても、

緊急時の避難方法、場所等を周知する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、産業経済部） 
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(ｱ) 外国人住民等の状況把握及び支援体制の整備 

当該区域内における外国人住民等の居住状況等の把握に努めるとともに、地域全体

による情報収集・連絡体制や避難誘導体制等外国人住民等に対する支援体制の整備を

図る。 

(ｲ) 観光客の安全対策の推進 

観光関連事業者（旅館、ホテル等）と連携して外国人旅行者にも対応した「災害 

時における対応（心得）」を作成するように努める。 

ａ 道路標識や案内板の整備  

ｂ 観光地周辺の避難場所の整備 

ｃ 災害発生時の観光客収容施設の設定  

(ｳ) 外国人住民、外国人旅行者の被災者への情報提供体制の整備 

関係機関、関係団体と連携し、外国語によるインフォメーションなど外国人住民、

外国人旅行者に配慮した情報提供体制や緊急時における連絡体制の整備を図る。 

(ｴ) 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路の周知 

外国人住民、外国人旅行者や観光客に対する指定緊急避難場所、指定避難所及び避

難経路の周知を図るため、標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに、多言語化

を推進する。 

(ｵ) 防災教育・防災訓練の実施 

外国語版の啓発資料の作成の推進、配布、防災教育、防災訓練等への外国人住民等

の参加推進等を通じて、外国人住民等に対する防災知識の普及を図る。  

(ｶ) 応援体制及び受援体制の整備 

他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、通訳者の派

遣等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備する。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、

円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努める。 

(ｷ) 観光客の安全対策の推進 

関係団体、関係機関と相互に連絡協調して、緊急時における連絡体制を確立すると

ともに、観光客の安全対策を推進する。 

イ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 駅、ホテルなど多くの人が集まる場所においては、外国語によるインフォメーショ

ン、指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路等の標識の簡明化、多言語化など外

国人住民等や観光客に配慮した情報提供体制、避難誘導体制の整備を図るものとする。 

(ｲ) 医療機関においては、外国人住民、外国人旅行者に対する応急救護体制の整備を図 

るものとする。 

 

６ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

(1) 現状及び課題 

急峻な地形が多く、急流河川も多い市内には、多くの要配慮者利用施設が、土砂災害警
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戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内に立地している。要配慮者利用施設が被

災した場合、避難等に通常以上の時間を要することから、被害の拡大が予想される。この

ため、迅速な避難誘導等のための体制を確立する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設に

対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制の整備について

連携して支援する。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項及び情報の伝達方法を定める

とともに、要配慮者利用施設、自主防災組織等と連携をとって、災害の発生を想定し

た連絡・通報、避難誘導等に係る訓練を実施するものとする。 

また、要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画作成の支援、同

計画の確認を行う。 

(ｳ) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

市は浸水想定区域の指定があったときは、少なくとも浸水想定区域ごとに、洪水予

報等の伝達方法、指定緊急避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な事項について定める。 

また、要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画作成の支援、同

計画の確認を行う。 

イ【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管

理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によって警戒避難体制の

確立を図るものとする。 

土砂災害警戒区域及び浸水区域内に立地し、防災計画に定められた要配慮者利用施設

の管理者等は、避難確保に関する計画を作成するとともに、ハザードマップを活用する

などして地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施する。また、水防管理者その

他関係者との連絡調整や利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害を軽減する

ために自衛水防組織を置くよう努める。なお、避難確保に関する計画を作成・変更した

時は遅滞なく市長に報告するものとする。 
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第９節 緊急輸送計画 

 

第１ 基本方針 

大規模災害発生時には、救急救助活動、消火活動、各種救援活動など、人命救助と被災者

の生活確保及び早期復旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされることから、

こうした緊急輸送業務について、迅速に対応できる体制を平素から確立するとともに、災害

による障害を未然に防止し、障害発生に対しても適切に対処し得る事前計画を確立する。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 緊急交通路の確保に関する計画を策定する。 

２ ヘリポート、輸送拠点等を事前に選定する。 

３ 各種ヘリコプター、トラック協会等と、輸送力確保について事前に計画を樹立する。 

４ 緊急通行車両及び規制除外車両（以下「緊急通行車両等」という。）の事前確認を済ませ

ておき、災害時の迅速な運用に備える。 

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急交通路確保計画 

(1) 現状及び課題 

本市の道路は、集落間を結ぶ幹線道路が少なく、かつ、狭隘で屈曲区間や橋梁が多いな

ど、緊急交通路として複数確保が困難な状況にあることから、現道路の防災対策を促進す

るとともに、災害時は適切な交通規制によって、効率的な運用を図らなければならない 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 茅野警察署と協議の上、地域の実情に合った区域内の交通確保計画を策定する。

この場合、県が定める交通規制計画道路との整合と、「拠点ヘリポート」 及び「物

資輸送拠点」との交通確保について、特に配慮する。 

(ｲ) 市内の幹線道路の整備を計画的かつ積極的に行い、緊急輸送道路としての機能確

保をする。 

 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 次により緊急交通路確保に関する計画を樹立するものとする。（警察本部） 

ａ 緊急交通路指定予定道路を指定するものとする。 

ｂ 大規模、広域災害発生時の総合交通規制について、隣接県警察と協議し、緊急交

通路交通規制のための協定を締結するものとする。 

ｃ 主要交差点の信号機の自動電源付加装置の設置、交通規制用標識の準備等、交通

安全施設整備を推進するものとする。 

(ｲ) 緊急交通路確保のため、次の対策を講ずるものとする。（建設部） 

ａ 一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定めて、緊急度の高い箇所から順次整備し、
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災害に強い道路交通網整備を推進する。特に、災害時も含めた安定的な輸送を確保

するため、道路法に基づき指定された「重要物流道路」の機能強化を推進する。 

ｂ 応急復旧のため、民間団体等と事前に役割分担を定めておき、迅速な交通の確保

を図るものとする。 

ｃ 緊急交通路沿いの道の駅については、応急復旧の活動拠点や放置車両等の移動先

として活用できるよう、道の駅管理者と調整を図り、迅速に受入れ体制を整備する。 

(ｳ) 広域農道を始めとした基幹農道並びに農地と集落とを結ぶ農道について長野県農

業農村整備長期構想（長野県土地改良長期計画）に基づき整備を推進するものとす

る。（農政部） 

(ｴ) 市町村及び中部森林管理局と調整のうえ、緊急交通路となりうる林道について、

国有林林道との連携にも配慮しつつ、開設、拡張、改良工事を推進するものとする。

（林務部） 

ウ【関係機関が実施する計画】（地方整備局、中日本高速道路㈱） 

各機関が管理する道路について災害に強い道路交通網の整備を推進するとともに、そ

れぞれの計画に基づき、総合的な交通網整備を推進するものとする。 

 

２ 緊急用ヘリポート及び物資輸送拠点の確保計画 

(1) 現状及び課題 

大規模災害発生時においては、迅速な救急救助活動と効率的な救援物資輸送等を行う必

要があるが、道路交通網が被災した状況にあっては、ヘリコプターを活用し、効率的な体

制をもって実施することが重要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、教育委員会） 

(ｱ) 最低１カ所以上の「物資輸送拠点及び災害対策用ヘリポート」を確保、指定する。

このヘリポートは、避難所（場所）と競合しない場所を指定するとともに、支援物

資を集積・分類して各避難所等に輸送できるような施設や、支援部隊の活動拠点と

なりうるスペースが隣接又は近距離にある場所とし、総合的な支援拠点となりうる

場所を選定する。 

(ｲ) 自らが被災した場合は勿論、隣接市町村が被災した場合の輸送拠点となりうる「物

資輸送拠点」を指定するものとする。選定に際しては、ヘリコプターによる空輸と

陸上輸送の両面の利便を考慮する。 

(ｳ) 災害対策用ヘリポート等及び物資輸送拠点について市民に周知する。 

 

○茅野市の物資輸送拠点及び災害対策用ヘリポート等 

目 的 場 所 所在地  

 ・物資輸送拠点  茅野市運動公園  総合体育館 玉川500番地 

・災害対策用ヘリポート  茅野市運動公園  陸上競技場 玉川500番地 
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・その他ヘリポート 

永明中学校グランド 塚原1-10-6  

 長峰中学校グランド 宮川11288  

 東部中学校グランド 玉川10030  

 北部中学校グランド 湖東5643  

 金沢小学校グランド 金沢1141  

 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 全県的な広域災害に備え、他県からのヘリコプター支援の拠点として「拠点ヘリ

ポート」を指定する。（危機管理部） 

 また、長野県広域受援計画で設定した広域防災拠点(資料参照)のうち松本ゾー

ンの広域防災拠点を優先的に開設するものとするが、「松本ゾーン」が被災して

いる場合は、「長野又は上田・佐久ゾーン」の広域防災拠点を優先して開設する。 

(ｲ) 各地域振興局単位の拠点となり得る「拠点ヘリポート及び物資輸送拠点」を指定

するものとする。（危機管理部） 

この「拠点ヘリポート」については、災害用備蓄倉庫や耐震性貯水槽等の施設を

備える「防災公園」と連携を図り、防災機能の強化を図るものとする。（建設部） 

 

○諏訪地域振興局管内の物資輸送拠点及び拠点ヘリポート 

目 的 場 所 所在地  

 物資輸送拠点 茅野高等学校 小体育館 宮川11395番地 

拠点ヘリポート 茅野市運動公園  野球場 玉川500番地 

 

ウ【関係機関が実施する計画】（ヘリコプター保有機関） 

災害時に利用可能なヘリコプターを保有・管理する機関は、緊急用ヘリポート予定場

所の実地調査を推進するものとする。 

 

３ 輸送体制の整備計画 

(1) 現況及び課題 

大規模な風水害が発生した時には、物資輸送拠点までの幹線輸送と、輸送拠点から各避

難所等への末端部の輸送を円滑に実施しなければならないが、この場合、陸上における輸

送手段を迅速に確保して輸送システムを早期に確立するとともに、道路交通網の寸断を予

想して、ヘリコプターを活用した空からの輸送についても整備しておくことが必要である。 

(2) 実施計画 

ア【県・市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) ヘリコプターの活用については、第3章第5節「ヘリコプターの運用計画」のとおりと

し、平常時から連携を密にするとともに、無人航空機が速やかに活用できるよう平時か

ら民間企業等との連携体制の構築を行う。 



風水害対策編 第２章 災害予防計画 第９節 緊急輸送計画 

 

H-2-9-4 

(ｲ) 市内の輸送事業者と連絡を密にし、災害時の協力体制を確保する。 

(ｳ) 必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠

点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業

者等の施設を活用するための体制整備を図る。この際、災害時に物資の輸送拠点か

ら指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじ

め、適切な物資の輸送拠点を選定しておくとともに、平時から受注機会の増大など

に配慮するよう努める。 

(ｴ) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸

送拠点となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両等

への優先的な燃料供給等の環境整備を図る。 

(ｵ) 輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章交付のための事前

届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されること

となることから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にす

るなど、その普及を図る。 

イ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 北陸信越運輸局は、次の事項を推進する。 

ａ 災害発生時の緊急輸送活動のため、平常時から輸送能力を把握するものとする。 

ｂ 緊急輸送活動のために確保すべき輸送施設及び輸送拠点等を把握するものとす

る。 

ｃ 緊急輸送ネットワークの形成を図るため、関係事業者及び地方公共団体と連携を

強化するものとする。 

ｄ 緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ体制の整備に努めるものとする。 

(ｲ) （公社）長野県トラック協会は、運送の要請等に対応できるように、防災業務計

画等において、物資等の緊急輸送に関する計画をあらかじめ定めておくものとす

る。 

(ｳ) (公社)長野県トラック協会、(公社)長野県バス協会、（一社）長野県タクシー協

会、赤帽長野県軽自動車運送協同組合等の関係機関は、要請に基づき速やかに緊

急輸送体制が確立できるよう、事業者等に対して、活動要領を徹底しておくもの

とする。 

 

４ 緊急通行車両等の事前届出の確認 

(1) 現況及び課題 

被災地及びその周辺においては、救急救助、消火、緊急物資の輸送、応急復旧対策等に

従事する車両の通行を最優先で確保しなければならない。 一般車両を制限する交通規制

が円滑、迅速に実施され、応急対策車両が直ちに被災地における活動を開始できるよう、

緊急通行車両等の事前届出の確認を済ませておく。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（総務部） 
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災害時の円滑な交通規制と緊急通行車両等の円滑な通行の確保のため、災害時における

緊急通行車両の確認により緊急通行車両等の事前届出の確認を受けておく。 

 

〔資料４９〕緊急通行車両事前届出一覧表 
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第１０節 障害物の処理計画 

 

第１ 基本方針 

風水害における河川の決壊等により、道路法面の崩壊、建築物の崩壊、街路樹、電柱等の

倒壊などの被害が発生し、一般の交通が不能あるいは困難な状態となることが予想されるこ

とから、応急活動を実施するための人員、資機材等の輸送が円滑に行われるよう、道路、河

川等の障害物を除去するとともに、住家等の所有者又は管理者は常日頃、不断の点検を実施

するなど、障害物となりうる工作物の倒壊等を未然に防止するとともに、応急対策について

関係機関と事前に対応を協議する必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 各種施設等の所有者又は管理者は、災害を未然に防止するための定期点検を行い、その結

果に基づき、適時適切な措置を講じる。 

２ 応急対策に必要な専門的技術者を確保する体制の整備を図る。 

３ 障害物除去体制について、関係機関と事前に対応を協議する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 現状及び課題 

道路、河川等へのパトロールなどの定期点検を行い、必要に応じて措置を講じるとともに、

障害物の除去に当たっては、レッカー車、クレーン車、チェンソーなど各種機械とともに操

作者が必要であるが、これからの確保体制を整備しておく必要がある。 

２ 実施計画 

(1)【市が実施する計画】（総務部、都市建設部、産業経済部） 

ア 茅野市建設業協同組合、長野県建設業協会諏訪支部茅野分会等と災害協定を締結し、

応急対策に備える。 

〔資料５０〕災害時における応急対策協力に対する協定書(茅野市建設業協同組合、長

野県建設業協会諏訪支部茅野分会等) 

イ 森林組合等林業関係団体と倒木処理について調整し、あらかじめ体制を整備する。 

ウ 緊急輸送路とされている基幹道路について、速やかな障害物除去体制の整備を図る。

(2)【県が実施する計画】（各部局） 

ア 倒木処理に係わる技術的指針を策定するなど、市の体制づくりを支援する。（林務部） 

イ 緊急輸送路とされている基幹農道について、速やかな障害物除去体制の整備を市に対

して指導する。 （農政部）  

ウ 災害時に予想される障害物の所有者及び所轄署と事前に対応を協議する。（建設部） 

エ 建設業協会等と業務提携を締結し、応急対策に備える。 

オ レッカー車、クレーン車等の保有業者の実態を把握して災害時の協力依頼を行うとと

もに、排除物件の保管場所確保を行う。（警察本部） 

カ 公共の広場、駐車場など排除物件の保有場所を確保する。 （警察本部） 
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キ 業者に対する車両、要員等除去体制及び能力の充実を依頼する。  

(3)【関係機関が実施する計画】 

各機関の施設、設備等を定期的に巡回点検を行い、工作物の倒壊等を未然に防止する。 

(4)【市民が実施する計画】 

自己の所有又は管理する施設、設備等について、定期的な点検を行い、工作物の倒壊等

を未然に防止する。 
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第１１節 避難の受入活動計画 

 

第１ 基本方針 

風水害の発生時には、まず行政、市民及び防災関係機関が一体となって被害軽減のための

措置を講ずることが重要であるが、崖崩れや火災の延焼などにより、大きな被害を生じるお

それがあり、生命に危険が及ぶような場合は、居住者や滞在者等は、速やかに安全な場所に

避難することが必要となる。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮者及び帰宅困難

者、滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に配慮した避難計画の作成、各種災害への

安全性を考慮した指定緊急避難場所及び指定避難所の確保等を図る。 

また、避難所における感染症対策については「ウィズコロナ・アフターコロナ時代」に向

けて大きな課題となっており、かつ、気候変動に伴い自然災害が頻発する中、避難所の生活

環境改善が求められている。 

そのため、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ、Ｋ：キッチン(食事)、Ｂ：ベッド等(睡眠)）

に関する環境の重点的な向上が必要であり、備蓄や関係団体との協定締結等により発災に備

える。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 避難計画を策定し、要配慮者、帰宅困難者等にも配慮した避難体制の確立を図るとともに

情報伝達体制の整備を図る。 

２ 指定緊急避難場所及び指定避難所を指定するとともに避難時のための環境整備を図る。 

３ 市及び県は住宅の確保等を迅速に行うため体制の整備を図る。 

４ 学校における迅速かつ適切な避難活動のための計画策定を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

(1) 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな避難計画

が必要とされる。また、特に浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内

の要配慮者利用施設については、避難誘導等の体制を強化する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県・市が実施する計画】（総務部、企画部、健康福祉部、教育委員会） 

(ｱ) 避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所等への移動

を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行う

ことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、「近隣

の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、日頃から住民

等への周知徹底に努めるものとする。 

(ｲ) 市が避難すべき区域や判断基準、伝達方法を定める場合、河川管理者及び水防管理者 
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等と協力し計画を策定するよう努める。  

(ｳ) 市及び県は指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路などの避難計画を策定する場合

は協力して行う。 

(ｴ) 浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内等の要配慮者利用施設

に対して、警戒避難体制の確立など防災体制の整備について指導する。 

(ｵ) 県及び市は地域住民の声掛けにより、避難情報が共有され、避難行動が促される

よう「率先安全避難者」制度の運用を検討する。 

また、河川の水位・監視カメラ映像のリアルタイム配信など、身近に迫る危険な

情報を多様な伝達手段を用いて住民に伝達するよう努めるものとする。 

(ｶ) 県及び市は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な媒体により、親

戚・知人宅等への分散避難や、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養

者等の災害時の対応に関する問い合わせ窓口等の情報を提供するものとする。 
(ｷ) 保健所（長野県健康観察センター）は、陽性判定時又は自宅療養等開始時に、自

宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するものとする。 
(ｸ) 自宅療養者等の避難の確保を図るため、市は、突発災害時等にも自宅療養者等が

すぐに避難できるよう、自宅療養者等の避難先として、避難所の専用スペース等（自

宅療養者等のための避難所で、一般の避難所とは別の建物をいう。又は同一建物の

場合では、他の避難者と分けられた部屋、動線、専用トイレ等をいう。以下同じ。）

の確保に努めるものとする。また、保健所は、事前に風水害などが予想される場合

は、感染拡大防止のため、可能な限り宿泊療養施設で自宅療養者等を受け入れられ

るよう調整に努めるものとする。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所、及び指定避難所の指定 

ａ 市は、避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から

住民等への周知徹底に努めるものとする。 

ｂ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に

基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所である

かを明示するよう努めるものとする。 

(ｲ) 避難計画の作成 

次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓

練の実施等避難体制の確立に努めるものとする。 

また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先す

べき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全

庁を挙げた体制の構築に努めるものとする。 

ａ 避難指示の具体的な発令基準及び伝達方法 

ｂ 高齢者等避難を伝達する基準及び伝達方法  

（避難指示、高齢者等避難については第3章第12節を参照） 

ｃ 指定緊急避難場所の対象となる異常現象の種類 
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ｄ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口、

責任者 

ｅ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

ｆ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

(a) 給食措置 

(b) 給水措置 

(c) 毛布、寝具等の支給 

(d) 衣料、日用品の支給 

(e) 負傷者に対する救急救護 

ｇ 指定避難所の管理に関する事項  

(a) 避難受入れ中の秩序保持 

(b) 避難住民に対する災害情報の伝達 

(c) 避難住民に対する応急対策実施状況の周知徹底 

(d) 避難住民に対する各種相談業務 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

(a) 平常時における広報 

〇広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 

〇住民に対する巡回指導 

〇防災訓練等 

(b) 災害時における広報 

〇広報車による周知 

〇避難誘導員による現地広報 

〇住民組織を通じた広報（風水害対策編 第2章第11節 避難の受入活動計画） 

市は、避難指示等を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができ

るよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要な準備を整

えておくものとする。 

また、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合

等やむを得ないときは、緊急安全確保を講ずべきことにも留意するものとす

る。 

(ｳ) 避難行動要支援者対策 

市は、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握に努め、避難行動要支援

者名簿を作成し、避難支援等に携わる関係者として市地域防災計画に定めた消防機

関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避

難行動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、

避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、

避難訓練の実施等を一層図るため、条例により定めるものとする。 

(ｴ) 帰宅困難者等対策 

帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策
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定するとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図

るものとする。なお、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票

の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について

勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとする。 

ウ【県が実施する計画】 

(ｱ) 災害発生時、県有施設においては、建物の破損等の発生が予想され、職員以外に多

数の在庁者もあることから、各施設の防火管理者は避難対策等に関する計画を策定し

ておく。（県有施設管理部局） 

県は、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の確立など

防災体制の整備について助言する。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、

林務部、建設部、教育委員会） 

(ｲ) 要配慮者利用施設について、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定する。

（県民文化部、健康福祉部）  

(ｳ) 市町村が策定する避難計画について、迅速な避難体制の整備が促進されるよう、洪

水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、浸水想定区域や土砂災

害警戒区域を明らかにし、避難情報の判断基準や指定緊急避難場所、指定避難所及び

避難路などの安全性について助言する。（危機管理部、建設部）  

(ｴ) 帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策定

するとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

(ｵ) 帰宅困難者の支援のため、株式会社アップルランド、イオンリテール株式会社東

海・長野カンパニー、合同会社西友、株式会社キラヤ、株式会社ツルヤ、株式会社ニ

シザワ、株式会社ベイシア、株式会社マツヤ、株式会社カインズ、株式会社ケーヨー、

本久ケーヨー株式会社、NPO法人コメリ災害対策センター、株式会社綿半ホームエイ

ド、長野県石油商業組合、株式会社壱番屋、株式会社セブンーイレブン・ジャパン、

山崎製パン株式会社、株式会社ファミリーマート、株式会社モスフードサービス、株

式会社ローソン、株式会社吉野家、長野県農業協同組合中央会、株式会社ダスキン、

大塚製薬株式会社との協定に基づき連携を強化する。（危機管理部・健康福祉部・農

政部） 

(ｶ) 市町村地域防災計画の修正についての助言等により、要配慮者や帰宅困難者等に配

慮した避難体制の確立を図るとともに情報伝達体制の整備を図る。（危機管理部）  

(ｷ) 警察署、交番及び駐在所で発行するミニ広報紙や各種会合出席等の平常時の警察活

動を通じて、地域住民に対して災害発生時の指定緊急避難場所、指定避難所及び避難

経路及び避難時の留意事項等について周知徹底を図る。（警察本部） 

(ｸ) デパート、劇場等多数の人が集まる場所の管理者に対して、非常の際の誘導要領の作成、避

難経路の明示、照明・予備電源の確保等についての指導を促進する。（危機管理部、警察本部） 

エ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) それぞれの施設管理者は、避難計画を市及び県の指導等に基づき作成し、避難の

万全を期するものとする。 
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(ｲ) 市の避難計画策定について、それぞれの所管事項について協力するものとする。 

(ｳ) 要配慮者利用施設の管理者は、市及び県の指導等に基づき、施設利用者を安全か

つ適切に避難誘導するため、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定する

とともに、市、地域住民、自主防災組織等との連携の下に、支援協力体制の確立に

努め、避難誘導に係る訓練の実施等により、市、地域住民、自主防災組織等との連

携を強化し、避難体制の確立を図るものとする。 

(ｴ) 指定行政機関及び指定地方行政機関は、市から避難指示等を行う際の助言を求め

られた場合は、その所掌事務に関して必要な助言を行うものとする。 

オ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 家族があわてず行動できるよう、次のことを話し合い、家族内の役割分担を決め

ておくものとする。 

ａ 災害の状況に応じて避難行動をどのようにとるか 

① 指定緊急避難場所への立退き避難 

② 「近隣の安全な場所」（近隣のより安全な場所・建物等）への立退き避難 

③ 「屋内安全確保」（その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への

移動） 

ｂ 災害時の警戒避難に係る各種情報の多様な入手手段をどのように確保するか 

（テレビ、ラジオ、インターネット等） 

ｃ 家の中でどこが一番安全か。風水害対策編 第２章第 11 節 避難の受入活動計画 

ｄ 救急医薬品や火気などの点検 

ｅ 幼児や高齢者の避難はだれが責任をもつか。 

ｆ 指定緊急避難場所、指定避難場所及び避難路はどこにあるか。 

ｇ 避難する時、誰が何を持ち出すか、非常持出袋はどこにおくか。 

ｈ 家族間の連絡方法と最終的に落ち合う場所はどこにするか。 

ｉ 昼の場合、夜の場合の家族の分担。 

(ｲ) 防災訓練に積極的に参加し、避難行動を実践的に身につけるものとする。 

(ｳ) 指定避難所での生活に最低限必要な食料、水、衣類等生活必需品、医薬品、携帯ラジオ、

携帯電話用モバイルバッテリー等をいつでも持ち出せるように備えておくものとする。 

ａ 家の中でどこが一番安全か 

ｂ 救急医薬品や火気などの点検 

ｃ 幼児や高齢者の避難はだれが責任をもつか。 

ｄ 指定緊急避難場所、指定避難場所及び避難路はどこにあるか。  

ｅ 避難する時、誰が何を持ち出すか、非常持出袋はどこにおくか。 

ｆ 家族間の連絡方法と最終的に落ち合う場所はどこにするか。 

ｇ 昼の場合、夜の場合の家族の分担。 

カ【企業等において実施する計画】 

(ｱ) 帰宅困難者対策 

ａ 公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が発生

した場合、従業員等を一定期間事業所等に留めておくことができるよう、必要な 

物資の備蓄等に努めるものとする。 
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ｂ 空港、駅のターミナルビル等では飲料水、食料、毛布等を配布できる体制を整えるとと

もに、携帯電話等の充電サービスを提供できるよう非常用発電機の整備に努めるものとする。 

 

２ 避難場所の確保 

(1) 現状及び課題 

災害の危険が切迫した場合には、住民等の安全を確保するために、その危険から緊急的に

逃れるための指定緊急避難場所を、指定しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（総務部、教育委員会、健康福祉部、都市建設部） 

(ｱ) 市は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、

想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、その管理

者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急

避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所について、必要な

数、規模の施設等をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等

について、住民への周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設

状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の

多様な手段の整備に努めるものとする。なお、指定した指定緊急避難場所、指定避

難所については、市地域防災計画に掲載するものとする。 

(ｲ) 指定緊急避難場所については、洪水、崖崩れ、土石流、地すべり、地震、大規模

な火事、内水氾濫（一時的に大量の降雨が生じた場合に下水道等の排水施設又は河

川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水）等の各現象に対

応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場

合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのあるものがない場所であって、災害

発生時に迅速に指定緊急避難場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するもの

を指定する。なお指定緊急避難場所となる都市公園等のオープンスペースについて

は、必要に応じ、火災の輻射熱に対して安全な空間とすることに努める。 

(ｳ) 市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に

利便を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所の

相互提供等について協議しておく。 

(ｴ) 指定緊急避難場所については、他の市町村からの被災住民を受け入れることがで

きるよう配慮する。 

(ｵ) 市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から

指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法

についてあらかじめ定めるよう努める。 

イ【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

(ｱ) 県有施設について市町村の指定緊急避難場所の指定に協力する。 

(ｲ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職員は平常時から避難経路上の障害物の除

去等を行い、その確保に努める。 
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ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 管理施設について、市の指定緊急避難場所の指定に協力するものとする。 

(ｲ) 要配慮者利用施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導するため、

施設利用者の個々の態様に配慮した避難体制の確立を図り、職員及び施設利用者に

周知徹底するとともに、近隣の施設等との密接な連携の下に、災害発生時における

施設利用者の緊急受入等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

 

３ 避難所の確保 

(1) 現状及び課題 

災害発生時に被災者の避難及び救援を円滑に実施するために、これらの用に供する適切な

施設を平時から指定しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、市民環境部、教育委員会、健康福祉部、都市建設部） 

(ｱ) 指定避難所については、避難者を滞留するために必要となる適切な規模を有し、

速やかに被災者等を受け入れることが可能な構造又は設備を有する施設であって、

想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な

場所にあるものを指定するものとする。 

(ｲ) 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者、医療的ケ

アを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避難

所を指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、

人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるも

のとする。 

 (ｳ) 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配

慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した

場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主と

して要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定す

るものとする。 

(ｴ) 指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場

所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に

避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう

努めるものとする。 

(ｵ) 市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくること

がないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際

に、受入れ対象者を特定して公示するものとする。 

(ｶ) 市は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に

調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避

難所へ直接避難することができるよう努めるものとする。 

(ｷ) 市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育の場であることに
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配慮するものとする。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを

確認の上、指定避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関

係部局や地域住民等の関係者と調整を図るものとする。 

(ｸ) 市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市の方が避難に利便

を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市と指定緊急避難場所、指定避難

所の相互提供等について協議しておくものとする。 

(ｹ) 指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保する

ために、換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努めるものとする。なお、設備の整

備に当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止することを想定した整備に努め

るものとする。 

(ｺ) 避難所の感染症対策については、第３章第１７節「保健衛生、感染症予防活動」

を踏まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、

感染者患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国や独

立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多

くの避難所の開設に努めるものとする。 

(ｻ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難

の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮するものとする。 

また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネル

ギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

(ｼ) テレビ、携帯ラジオ等避難者による災害情報の入手に資する機器の整備を図るも

のとする。また、要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行うものとする。 

(ｽ) 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、携帯ト

イレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド等の簡

易ベッド（以下「段ボールベッド等」という。）、パーティション、炊き出し用具、

毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めるものとする。また、灯油、ＬＰガスなどの常設に努めるも

のとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する

ものとする。 

(ｾ) 避難行動要支援者を安全かつ適切に避難させるため、地域住民の助け合いの力等

による避難行動要支援者一人ひとりの状況に即した避難支援体制を確立する。なお、

災害発生時に避難所となる公共施設については、段差解消やスロープの設置等要配

慮者に配慮した施設整備を行うと共に、必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 

(ｿ) 医療機関、社会福祉施設等との密接な連携の下に、災害発生時における避難行動

要支援者の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

(ﾀ) 公有地はもとより民有地についても極力安全空間の確保に努め、今後開発される

地域においても、その計画が指定緊急避難場所及び指定避難所としての条件を満た
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すよう協力を求めていくものとする。 

(ﾁ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）、長野県避難所T

KBスタンダード等を参考として、各避難所の運営マニュアル等の整備に努めるもの

とする。 

(ﾂ) マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識

等の普及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主

体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。特に、夏季

には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努め

るものとする。 

(ﾃ) 指定避難所として指定した学校等の施設については、備蓄のためのスペース確保

や通信設備の整備等に努めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量

の拡大に努めるものとする。 

(ﾄ) 指定避難所については、他の市からの被災住民を受け入れることができるよう配

慮するものとする。 

(ﾅ) 安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避

難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法につい

てあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

(ﾆ) 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避

難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

(ﾇ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努めるものとす

る。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 市の避難所運営の参考となるよう「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令

和４年３月改定）について新たな知見、近年発生した災害の教訓を踏まえ適切な見

直しに努めるとともに、良好な環境の確保のため、特にトイレ（衛生）、キッチン

（食事）、ベッド等（睡眠）については、水準目標(以下「長野県避難所TKBスタン

ダード」という。) を示すよう努めるものとする。(危機管理部) 

(ｲ) 県有施設について市の指定避難所の指定に協力する。（県有施設管理部局） 

(ｳ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職員は平常時から避難経路上の障

害物の除去等を行い、その確保に努める。（県有施設管理部局） 

(ｴ) 市が指定避難所として指定した学校等の県有施設については、備蓄のためのスペ

ースや通信設備の整備等に努める。（県有施設管理部局） 

(ｵ) 避難所の感染症対策については、第3章第17節「保健衛生、感染症予防活動」を踏

まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感

染者患者が発生した場合の対応を含め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必要

な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法人

等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、市による可能な限り多く
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の避難所の確保に協力するものとする。 

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難

の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者への配慮について支援を行うものとす

る。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネ

ルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行うものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 管理施設について、市の指定避難所の指定に協力するものとする。 

(ｲ) 要配慮者利用施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導するため、施設利用

者の個々の態様に配慮した避難体制の確立を図り、職員及び施設利用者に周知徹底するとと

もに、近隣の施設等との密接な連携の下に、災害発生時における施設利用者の緊急受入等に

ついて、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

(1) 現状及び課題 

住居の被災により避難生活を余儀なくされた市民に対して、早期に生活基盤が安定する

よう速やかな住宅の確保が必要となる。このため市及び県は相互に連携し、住宅情報の提

供または住宅の提供を行う体制を整備する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、総務部） 

(ｱ) 利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災者に住宅を提供する体制を整備する。 

(ｲ) 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供

する体制を整備する。 

(ｳ) 応急仮設住宅の建設用地については、指定緊急避難場所及び指定避難所との整合を

図りながら候補地を選定する。 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合における、入居者の決定等住宅供給方法等について、

県と相互に連携した体制の整備を図る。 

(ｵ) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する体制を整備する。 

(ｶ) 被災周辺市町村は、利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供す

る体制を整備する。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 利用可能な県営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供する体制を整備する。

(建設部) 

(ｲ)賃貸住宅管理者等から利用可能な賃貸住宅等の情報提供を受け、被災市町村に情報提

供する体制を整備する。 

(ｳ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(公社)長野県宅地建物取引業協会、（公社）全

日本不動産協会長野県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会との協定に

基づき連携を強化する。（建設部） 
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(ｴ) 災害救助法が適用された場合、災害救助法第４条第１項第１号に規定する応急仮設

住宅を提供するため、供給体制の整備を図る。（建設部） 

a 賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供する体制

を整備する。 

ｂ (一社)プレハブ建築協会、 (一社)全国木造建設事業協会、（一社）長野県建設

業協会、（一社）日本RV・トレーラーハウス協会及び（一社）日本ムービングハウ

ス協会との「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき連携を

強化する。５ 学校等における避難計画 

c 入居者の決定等住宅供給方法等について、市町村と相互に連携した体制の整備を

図る。 

 

５ 学校等における避難計画 

(1) 現状及び課題 

災害が発生した場合、小学校、中学校、高等学校、保育園及び幼稚園（以下この節にお

いて「学校等」という）においては、幼児及び児童生徒（以下この節において「児童生徒

等」という）の生命、身体の安全確保に万全を期すとともに、緊急事態に備え迅速かつ的

確に対応できる綿密な保護対策としての防災応急対策を実施する必要があることから、学

校長または園長（以下この節において「学校長等」という）は、児童生徒等の保護につい

て次の事項に十分留意し、避難対策計画を具体的に定めておく必要がある。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（教育委員会） 

公立学校等においては、多数の児童生徒等を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生命

の安全を確保するために、立地条件等を考慮し学校等の実態に即し、避難場所、経路、時

期及び誘導並びにその指示、伝達の方法等、適切な避難対策をたてておく。 

また、私立学校等に対し迅速かつ適切な避難行動が図られるよう避難計画の一層の充実

を指導する。 

ア 防災計画（教育委員会） 

(ｱ) 学校長等は、風災害が発生した場合、又は発生するおそれのある場合に児童生徒等

の安全を確保するため防災計画を作成しておく。なお、この計画作成にあたっては市、

警察署、消防署及びその他の関係機関と十分協議する。 

(ｲ) 学校長等は、防災計画を作成又は変更したときは、速やかに市教育委員会（以下「市

教委」という）に報告するとともに、教職員、児童生徒等及び保護者に周知徹底を図

る。 

(ｳ) 防災計画には、以下の事項を定めておく。 

a 風水害対策にかかわる防災組織の編成 

b 風水害に関する情報の収集と学校等、教職員及び保護者への伝達の方法 

c 市教委、市、警察署、消防署及びその他関係機関への連絡方法 

d 夜間、休日等における緊急時の教職員等の連絡及び招集方法 
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e 児童生徒等の避難・誘導と検索の方法 

f 児童生徒等の帰宅と保護の方法 

g 児童生徒等の保護者への引き渡し方法 

h 児童生徒等が登下校の途中で風水害にあった場合の避難方法 

i 児童生徒等の救護方法 

j 初期消火と重要物品の搬出の方法 

k 施設、設備の災害予防、危険箇所、危険物（危険動物含む）の点検方法 

l 避難所の開設への協力（施設・設備の開放等） 

m 防災訓練の回数、時期、方法 

n 教職員、児童生徒等に対する防災上の教育及び保護者に対する広報の実施 

o 風水害時における応急教育に関する事項 

p その他、学校長等が必要とする事項 

イ 施設・設備の点検管理 

学校等における施設・設備の点検管理は以下の事項に留意し、適切に行う。 

(ｱ) 日常的に児童生徒等がよく利用する施設空間（教室、昇降口、階段等）や遊具等が

風水害の作用によりどのような破損につながりやすいかに留意して点検する。 

(ｲ) 定期的に非常階段、消火栓等の防災施設や薬品庫等の施設・設備を各担当者が点検

する。 

(ｳ) 設備や備品等の設置方法・場所が適当か、転倒、落下等の防止の措置がされている

かについて点検する。 

ウ 防火管理 

風水害での二次災害を防止するため防火管理に万全を期する。 

(ｱ) 日常点検は、職員室、給食調理室、用務員室、理科室、家庭科室等火気使用場 所

及び器具を点検し、消火用水や消火器等についても点検する。 

(ｲ) 定期点検は、消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、避難誘導

灯及び貯水槽等の器具・設備等の機能を精密に点検する。 

エ 避難誘導 

(ｱ) 避難経路及び避難先は、第一、第二の避難経路及び避難先を設定し、あらかじめ保

護者に連絡し周知徹底を図る。 

(ｲ) 防災計画の「児童生徒等の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、以下の事

項に留意する。 

a 児童生徒等の行動基準並びに学校等や教職員の対処、行動を明確にする。 

b 全職員の共通理解がなされ、個々の分担を明確にする。 

c 遠足等校外活動中の災害発生等の場合にも対応できるものとする。 

d 登下校時、在宅時における災害発生時の場合にも対応できるものとする。 

ｵ 私立学校等（幼稚園）に対する指導 

私立学校等については、公立学校の対策に準じて整備するよう指導する。 
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６ 在宅避難者等の支援 

(1) 現状及び課題 

以下の者については、支援に関する情報が届きにくくなり、生活再建に遅れが生じる恐れ

があるため、速やかに避難先を把握する必要がある。 

ア 在宅避難者（被災者の中で避難所に居場所を確保できず、やむを得ず被災した自宅に戻って避

難生活を送っている者又はライフライン等が途絶した中で不自由な生活を送っている者をいう。

以下同じ。） 

イ 親戚宅等避難者（親戚・知人宅等避難所以外の多様な避難先へ避難した者をいう。以下同じ。）

加えて在宅避難者は不自由な生活が長期化すれば、健康を害する恐れが高まるため、住まいの状

況を把握し適切な支援につなげる必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

(ｱ) 住家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、避難所で

の炊き出し等において、半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や

住まいの状況を把握し、関係機関で共有できるよう体制整備に努める。 

(ｲ) 避難行動要支援者以外の状況把握 

民生・児童委員、社会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、地域の支

え合い等の協力を得て、プライバシーの保護に十分配慮しつつ、避難行動要支援者以外につ

いても保健福祉サービスの必要がある者の把握に努める。 

イ【県が実施する計画】 

在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や住まいの状況を的確に把握できるよう、市町村とと

もに調査方法の検討を行った上で、必要な支援に努める。 
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第１２節 孤立防止対策 

 

第１ 基本方針 

当市は平たん地が少なく、急峻な連山に囲まれた地形で、山間地に集落が点在し、これを

結ぶ道路網は山間を走り、川沿いには多くの橋梁がある。 

こうした地勢は、ひとたび、災害が発生すると孤立地域を発生させることから、山間地の

過疎化、高齢化とともに、その対策が重要である。また、山間地には別荘や旅館、ホテル等

があり、これらの孤立に対しても対策が必要である。 

第２ 主な取組み 

１ 災害時の孤立地帯を予測し、市民と行政機関との間の情報伝達が断絶しないよう通信手段

の確保に努める。 

２ 孤立予想地域に通ずる道路の防災対策を推進するとともに、林道、農道等の迂回路確保に

配意した整備を推進する。 

３ 孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客の孤立予測について、平常時から把握して

おく。 

４ 救援が届くまでの期間、孤立地域の中で互いに助け合えるよう、平常時から地域住民の間

で準備する。 

５ 孤立予想地域ごとに避難所となり得る公民館等の施設の整備を推進する。 

６ 孤立地域内での生活が維持できるよう、各自が食料品等の備蓄に努めるとともに、孤立す

る観光客等に対する備蓄にも配慮する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

(1) 現状及び課題 

ＮＴＴ回線以外の情報伝達手段を確保するために、市防災行政無線（戸別受信機を含む。

以下同じ。) 等複数の情報伝達体制の整備に努める必要がある。 

屋外拡声装置（子局）による放送内容が聞こえにくい地域の解消を図るため、平成１３

年度に防災行政無線放送ダイヤル(フリーダイヤル「こうほうちの」)、平成１５年度に「防

災メール配信」、平成１７年１月には「ビーナチャンネル」での配信を開始した。また、

令和３年４月には、「防災行政無線メール配信サービス」を更新し、「ＬＩＮＥ公式アカ

ウント」、「ＬＣＶ－ＦＭ７６９」、「緊急速報メール」に連動した情報配信も開始し、

戸別受信機を保有しない世帯、聞こえにくい地域及び観光客等への災害情報等の多種手段

による配信に取り組んでいる。 

なお、デジタル化への更新工事に併せ、防災無線を聞くことができる区内放送施設整備

の充実及び同報系戸別受信機の配備を促進し、令和３年度末現在９９の区・自治会で防災

無線を聞くことができる区内放送の整備を完了した。  
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方式別 令和４年度末現在 

同報系 １８５基（屋外拡声受信装置（子局）） 

移動系 ２２５台（基地局・固定局含む） 

 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 地域防災行政無線の導入等、災害時の通信手段確保に努める。その際、停電時でも

通信が確保できるシステムとする。 

(ｲ) アマチュア無線の協力確保について、体制の確立を図る。 

(ｳ) 孤立する可能性のある集落等に対し、移動系防災行政無線や衛星通信等の非常通信

手段の確保を図る。 

(ｴ) 携帯電話会社の緊急速報メール配信サービスを活用する。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｱ) 県と市町村間の災害に強い通信手段の構築に努めるものとする。 

(ｲ) 市町村における防災行政無線の導入について助言を行うものとする。 

(ｳ) アマチュア無線の協力確保について、体制の確立を図るものとする。 

 

２ 災害に強い道路網の安全対策 

(1) 現状及び課題 

元来、急峻な地形を切り開いて道路が建設されていることから、その全てについて完全

な災害予防対策を講じることは不可能であるのが実態である。したがって、 

○主要路線優先の対策推進 

○複線化の推進 

を図ることが必要である。 

(2) 実施事項 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 道路の災害予防対策を推進する。 

(ｲ) 迂回路としての林道及び農道の整備を推進する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 代替路線のない部分を優先して災害予防対策を推進する。（建設部） 

(ｲ) 迂回道路としての林道整備を推進する。（林務部） 

(ｳ) 迂回道路としての農道整備を推進する。（農政部） 

ウ【市民が実施する計画】 

道路に面した工作物・立ち木等について、災害時に道路封鎖等の影響を与えることのな

いよう配慮する。 

 

３ 孤立予想地域の実態把握 

(1) 現状及び課題 
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大規模な風水害が発生すれば孤立地域が発生する可能性が高い地域を平素から把握す

る。その際は、要配慮者に対する優先的な支援が必要である。孤立した場合、生命あるい

は健康上、緊急に支援する必要がある市民を平常時から把握し、孤立地域発生時に備える。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（健康福祉部、産業経済部） 

(ｱ) 平素の行政活動を通じ、高齢者世帯、寝たきりの病人、身体の不自由な者等、優

先して救護すべき市民の実態を把握する。 

(ｲ) 観光地にあっては、孤立した場合の最大人員、生活維持可能期間等の基礎的実態

を把握する。 

イ【県が実施する計画】 

市町村が行う要配慮者の実態把握についての支援を行うものとする。 

ウ【市民が実施する計画】 

各地域においては、地区内の要配慮者について平素から把握するよう努めるものとする。 

 

４ 自主防災組織の育成 

(1) 現状と課題 

本市では、ほとんどの行政区で自主防災組織が結成されている。大規模災害時には、多

くの場所で同時に救急、救助事案が発生し、消火・救助機関がただちに現場へ到着するこ

とが困難な状況にならざるを得ず、特に孤立地域では、到着までに相当の時間を要するこ

とが予想される。 

人命救助や初期消火活動は一刻を争うものであり、市民による可能な範囲での自主防災

活動が極めて重要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 全行政区における組織結成を推進する。 

(ｲ) 災害時の活動要領について、教育指導を行う。 

(ｳ) 活動用資機材の整備充実を行う。 

イ【市民が実施する計画】 

孤立が予想される地域の市民は、組織結成に対して積極的に参加するよう努める。 

 

５ 避難所の確保 

(1) 現状及び課題 

孤立が予想される地域毎に最低１か所以上の避難所となる施設を整備するとともに、風

水害による被害を受けないよう、立地条件の検討や施設の安全性の確保等に配慮する必要

がある。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（総務部、教育委員会、健康福祉部） 

孤立予想地区の公民館等の実態を把握し、未設置地区の解消と、老朽施設等の安全対策
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について指導する。 

 

６ 備 蓄 

(1) 現状及び課題 

備蓄計画については、本章第１３節「食料品等の備蓄・調達計画」によるが、大規模災

害発生時は、家屋等に被害を受けた市民に対する救援活動を優先せざるを得ないという現

実に鑑み、市民個々の被災が少なく、道路の寸断により孤立するという事態においては、

可能な限り生活を維持できるよう、備蓄について各人が配慮することが重要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

食料品等の分散配置に配慮する。 

イ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 孤立が予想される地域の市民は、平常時から備蓄について配慮するものとする。 

(ｲ) 観光・宿泊施設等においては、孤立した滞在者の生活が確保できるよう、その規模

に応じた備蓄を行うものとする。 
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第１３節 食料品等の備蓄・調達計画 
 

 

第１ 基本方針 

大規模な災害が発生した場合、被災直後の市民の生活を確保するうえで食料の備蓄・供給

は重要であり、市民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後から概ね３日間は、

自らの備蓄で賄うことを原則とする。 

市は、この間、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、食料を持ち出しでき

ない者等を想定して、必要量を地域防災計画等で定め、食料の備蓄を実施する。 

県は、広域にわたって家屋の損壊が激しく、多数の避難者が生じ、被災市町村だけでは食料供

給が困難な場合など、通常想定できる規模を超えるような災害に備え、市町村を補完する立場と

して、広域単位での備蓄と物資応援協定等に基づいて調達するいわゆる流通備蓄（以下「流通備

蓄」という。）の確保に努める。 

 

第２ 主な取組み 

１ 市民が発災直後から概ね３日間を自ら備蓄するよう、十分に周知啓発を行う。また、食料の供

給について、国や関係業者と協定を締結し調達体制の整備を行うとともに、備蓄体制の強化を図

る。 

２ 協定の内容を確認し、円滑な食料供給が行えるよう供給体制の整備を図る。 

３ 初期の対応に必要な量の食料品等を備蓄するほか、食料品等の性格に応じ、集中備蓄又は

指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、備蓄

拠点を設けるなど、体制の整備に努める。また、物資調達・輸送調整等支援システムを活用

し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努める。 

４ 平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定

を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続き等の確認を行うよう努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 食料品等の備蓄・調達体制の整備 

(1) 現状及び課題 

食料の備蓄・調達については、市民は、自助の観点から自らが主体となって食料を確保す

る必要があるが、防災の第一次的責任を有する市は、それぞれの地域の実状等を勘案し、食

料を持ち出しできない被災者等を想定し、備蓄・調達の必要量、方法等について計画を策定

し、実施していく必要がある。 

方法については、現物備蓄にあっては、指定避難所以外での配布も想定し、調理を要しな

いか、または調理が容易で食器具等が付属した食料品の備蓄に配慮するものとするほか、近

年の災害における被災者要望は、弁当やおにぎりといった備蓄に馴染まない食料が多いこと

を踏まえ、流通備蓄の確保に努める必要がある。 

現在、市では、各小中学校等に備えてある備蓄倉庫に食料品の備蓄があり、さらに、信

州諏訪農業協同組合、生協コープながのとの調達体制の協定の締結を行っている。 今後、
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関係団体等との緊密な協力を得て、体制の強化を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 平成12・13年度に実施した県地震対策基礎調査の結果や、外部からの支援が届く時期

の想定、市の地域実状等を勘案し、食料を持ち出しできない被災者等へ供給するため、

調理を要しないか、または調理が容易で食器具等が付属した食料品を中心に、管理栄養

士等行政栄養関係者の関与の下、非常用食料（現物備蓄）の必要量を備蓄するとともに、

必要に応じて更新する。これに基づき、市では、人口の５％の２食分程度を目安として、

乾パン、ビスケット、レトルト食品等を備蓄し、必要に応じて更新する。 

(ｲ) 食料品等の調達体制の整備をするため、関係団体との協定の締結実施し、調達 

体制の整備に努める。 

〔資料５９〕災害時における応急生活物資供給等に関する協定 (ＪＡ信州諏訪) 

〔資料６０〕災害時における応急生活物資供給等に関する協定(生協ｺｰﾌ゚ ながの) 

(ｳ) 他の地方公共団体等との災害時の相互応援協定を締結する。 

(ｴ) 県と市の備蓄品目及び数量の情報共有を図ることにより、災害時、備蓄食料の供

給を円滑、効率的にできるようにする。 

(ｵ) 非常用食料については、その保管場所に留意し、定期的に保存状態、在庫量の確認を

行う。 

(ｶ) 市民・企業等に対して、防災訓練の機会等を通じ食料備蓄の重要性について十分

周知啓発する。また、周知啓発にあたっては、自主防災組織の活用も図る。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 市町村を補完する立場から、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、非常用食

料を合同庁舎及び松本平広域公園内備蓄倉庫等において備蓄し、必要に応じて更新

するものとする。（危機管理部） 

(ｲ) 被災市町村が自ら食料品等の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災者に食

料品等を届けられるよう、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、食料品等の要

請・調達・輸送体制の整備を図るものとする。（危機管理部） 

(ｳ) 県と市の備蓄品目及び数量の情報共有を図ることにより、災害時、食糧の供給を

円滑、効率的にできるようにする。(危機管理部) 

(ｴ) 長野県生活協同組合連合会と締結した災害時における物資の調達等に関する協定

書に基づき連携を強化するものとする。（企画部） 

(ｵ) 災害救助用米穀の円滑な供給がされるよう「米穀の買入れ、販売等に関する基本

要領」に基づき農林水産省と連携をとるものとする。（農政部） 

(ｶ) 県内外の米穀販売業者との間で締結した「災害救助法又は国民保護法が発動され

た場合における応急米穀の取扱いに関する協定書」により、応急米穀の円滑な供給

ができるよう連携をとるものとする。（農政部） 

(ｷ) 長野県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会長野県本部と締結した災害

時の応急生活物資等の調達及び安定供給に関する協定書に基づき連携を強化するも
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のとする。（農政部） 

(ｸ) 協同組合長野アークス、松本流通センター協同組合、上田卸商業協同組合、飯田

卸売商業協同組合、諏訪市卸商業協同組合、長野県化粧品日用品卸組合、長野県商

店街振興組合連合会、長野県商店会連合会、長野県石油商業組合、一般社団法人長

野県ＬＰガス協会と締結した災害時における物資の調達に関する協定に基づき連携

を強化するものとする。（産業労働部） 

(ｹ) 株式会社セブン－イレブン・ジャパン、株式会社ローソン、株式会社ファミリー

マート、株式会社サークルＫサンクス、株式会社イトーヨーカ堂との食料品等の調

達に関する協定に基づき連携を強化する。（農政部・危機管理部） 

(ｺ) 株式会社デリクックちくまとの災害時における食料等の供給及び運搬に関する協

定に基づき連携を強化する。（農政部） 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 農林水産省 

ａ 農林水産省は、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」第４章の１の第11の災

害救助法又は国民保護法が発動された場合の特例に基づき対応するものとする。 

ｂ 政府所有米穀の適正な備蓄を行うとともに、備蓄数量を常時把握しておくものとす

る。 

(ｲ) 米穀販売事業者 

「災害救助法又は国民保護法が発動された場合における応急用米穀の取り扱いに関

する協定書」に基づき供給を行えるよう体制を整備するものとする。 

(ｳ) 卸売市場業者 

生鮮農畜水産物について、被災住民に対し必要な数量ができるだけ迅速に供給される

よう、その他の市場から被災卸売市場に対し、優先的に供給される体制について、県内

卸売市場間で協定を締結するものとする。 

エ【市民が実施する計画】 

自らの安全は自ら守るという防災の基本どおりに、家庭においても発災時備蓄食料や、

調達された食料が供給されるまでの間の当座の食料として、一人当たり概ね３日分の食

料（乾パン、缶詰、チョコレート、ビスケット等調理の不要なものが望ましい。）を非

常時に持ち出しができる状態で備蓄することを原則とするものとする。ほか、米作をし

ている農家については、災害に備えた米穀の備蓄をするものとする。 

また、高齢者用、乳児用等の食料品は、供給が困難になる場合が予想されるので、各

世帯構成に応じた食料備蓄を行うよう留意するものとする。 

オ【企業等において実施する計画】 

企業等においても、災害発生に備えて、食料備蓄を行うことが望ましい。 

 

２ 食料品等の供給計画 

(1) 現状及び課題 

食料の供給を行うため、食料の備蓄・調達計画で述べたとおり、種々の協定等により調達
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体制の整備が図られており、また備蓄もなされている。これらの、協定により調達した食料

や、備蓄食料を住民に対して円滑に供給できるよう体制の整備を図る必要がある。備蓄食料

や調達された食料については、地域の特性、人口等に応じ、避難所等に速やかに供給する

体制を整備する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、産業経済部） 

(ｱ) 備蓄食料及び協定等により調達した食料を市民に供給するための体制を整備する。 

(ｲ) 食料供給を円滑に行えるよう、調理を要しないか、または調理が容易で食器具等

が付属した食料品の備蓄に配慮するものとするほか、炊飯器具（なべ、釜）、食器

類（茶わん、はし）、調味料（みそ、塩）等についても整備するよう努める。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 市町村を補完する立場から、合同庁舎及び松本平広域公園内備蓄倉庫等において

備蓄してある非常用食料を供給するための体制を整備するものとする。（危機管理

部） 

(ｲ) 流通備蓄については、協定等の内容を確認し、協定の締結先と連携を図り供給す

るための体制を整備するものとする。 （危機管理部、商工労働部、農政部） 
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第１４節 給水計画 

 

第１ 基本方針 

大規模災害による水道施設の被害は広範囲に及び、全市的に相当期間断水することが考え

られるので、被災を最小限に食い止めるため応急給水計画を定めるとともに、給水車・給水

タンク等の確保を図り応急飲料水の供給に備える。 

飲料水の備蓄は、緊急遮断弁により確保された配水池及び災害を受けていない別系列の水

源並びにボトルウォーターにより行う。 

また、被災していない市町村（水道事業者等を含む。以下同じ）による応急給水活動によ

り飲料水の確保を図る。 

このほか、被災を最小限にくい止めるため、事前に施設の耐震化をすすめ、給水車・給水

タンク等の確保を図るとともに、浄水機を配備し飲料水の供給に備える。 

 

第２ 主な取組み 

１ 応急給水計画の作成 

２ 水道施設の災害に対する安全性の確保、緊急遮断弁の設置、予備水源の確保、関係業者と

の協定の締結等、飲料水の備蓄・調達体制の整備を図る。 

３ 給水車、給水タンク、給水袋等の整備促進を図るとともに、関係業者との協定の内容を確

認し、飲料水の供給体制の整備を図る。 

４ 応急給水活動マニュアルの作成、訓練の実施 

５ 応急給水応援受入れ体制の整備 

６ 市役所及び避難所への浄水機の配備 

 

第３ 計画の内容 

１ 飲料水等の備蓄・調達体制の整備 

(1) 現状及び課題 

令和４年４月１日現在、当市には４９箇所（２１，６１９立方メートル）の配水池があ

り、そのうち緊急遮断弁が設置されているのは、６箇所（５，７０３立方メートル）であ

る。配水池への緊急遮断弁の設置、施設の耐震化並びに老朽施設の更新は急務であるが、

施設の建設には多大な費用が必要となる。 

〔資料６２〕配水池一覧表 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 配水池等容量の増強、緊急遮断弁の設置、整備を行う。 

(ｲ) 市民が実施する事項に対する協力及び備蓄の必要性を啓発する。 

(ｳ) 県が実施する事項に対する協力を行う。 

(ｴ) 予備水源、予備電源の確保を行う。 

(ｵ) プ－ル等飲料水以外の貯水状況の把握を行う。 
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イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 施設整備について市町村に対する指導を行う。（環境部） 

(ｲ) 応急給水用具の整備について、市町村に対する指導を行う。(環境部) 

(ｳ) 水道施設災害等相互応援要綱（水道協議会）の整備を行う。(環境部) 

(ｴ) 備蓄となりうる配水池等の把握を行う。(環境部) 

(ｵ) ボトルウォーターを合同庁舎及び松本平広域公園内備蓄倉庫等に備蓄し、必要に応じ

て更新する。（危機管理部） 

(ｶ) サントリービバレッジサービス株式会社との災害時における飲料水の供給に関する

協定に基づき連携を強化する。(危機管理部) 

ウ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 風呂の残り湯の活用を習慣づける。 

(ｲ) ボトルウォ－タ－等による飲料水の備蓄（１人１日２リットル～３リットル）に努

める。 

(ｳ) ポリタンク等給水用具の確保を行う。 

(ｴ) 自家用井戸等について、その維持、確保に努める。 

 

２ 飲料水等の供給計画 

(1) 現状及び課題 

令和５年４月１日現在給水車２台、給水タンク１２個、応急給水袋３，５００袋、機械

式浄水機１台、手動式浄水機１０台が整備されており、緊急時にはこれらの機具により飲

料水の供給を行う。しかし、大規模風水害等により被災が広範囲に渡った場合には、相互

応援（県水道協議会策定）が困難になるとともに、給水車等の不足も予想される。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 給水車の運行計画の策定等給水体制の確立を図る。 

(ｲ) 給水源の確保、供給量の見直しを行う。 

(ｳ) 災害の程度による被災範囲、被災状況、給水拠点の想定を行う。 

(ｴ) 給水車、給水タンク、応急給水袋の確保を行う。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 被災が広範囲にわたり他都道府県からの応援が必要になった場合及び他都道府県が

被災し本県からの応援が必要になった場合を想定し、水道施設災害等相互応援要綱及び

他都道府県との相互応援体制に関する整備を行う。（危機管理部、環境部） 

(ｲ) 市町村に対し、給水体制等に関する指導及び助言を行う。（環境部） 

(ｳ) 合同庁舎及び松本平広域公園内備蓄倉庫等に備蓄したボトルウォーターの供給体制

を整備する。（危機管理部） 

(ｴ) 流通備蓄については、協定の内容を確認し、協定の締結先と連携を図り供給するため

の体制を整備する。（危機管理部、産業労働部、農政部） 
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３ 応急給水活動マニュアルの作成及び訓練の実施 

(1) 現状と課題 

広範囲な断水に対応する応急給水活動体制の整備を進めるとともに、応急活動を迅速に

行うためのマニュアルの作成し、それに基づく訓練を実施する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 応急給水活動マニュアルの作成 

ａ 職員の参集方法、班編成、情報伝達等指揮命令系統の確立 

ｂ 水道施設被害の調査方法 

ｃ 給水対象の把握方法（場所・日時・対象人員等） 

ｄ 搬送方法 

ｅ 応急給水活動内容の周知 

イ【市民が実施する計画】 

区・自治会を中心とした応急給水訓練へ積極的に参加する。 

 

４ 応急給水応援受入れ体制の整備 

(1) 現状と課題 

長野県水道協議会及び諏訪広域圏、姉妹都市間等での応援協定に基づき、受入れ体制の

方法について、具体的に定める必要がある。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（都市建設部） 

ア 県及び各市等関係機関との連携 

イ 水道事業者関係団体との連携 

ウ 区、ボランティア団体等との連携 

 



 



風水害対策編 第２章 災害予防計画 第１５節 生活必需品の備蓄・調達計画 

 

H-2-15-1 

第１５節 生活必需品の備蓄・調達計画 

 

第１ 基本計画 

災害時には、市民の生活物資の喪失、流通機能のマヒ等により生活必需品に著しい不足が

生じる。このため、災害に備えて次に掲げるような品目については、備蓄・調達体制の整備

を図る必要がある。 

 

（災害時に必要な生活必需品） 

種 別 品 名 

寝 具 タオルケット、毛布、布団等 

衣 類 下着、靴下、作業衣等 

炊事道具 なべ、包丁、卓上コンロ等 

身の回り品 タオル、生理用品、紙おむつ、履物等 

食器等 はし、茶碗、皿、ほ乳ビン等 

日用品 石鹸、ティッシュペーパー、携帯トイレ、トイレットペーパー、洗面用具等 

光熱材料等 マッチ、ローソク、ガスボンベ、ストーブ、灯油等 

その他 テント、懐中電灯、携帯ラジオ、家庭用救急箱等 

（必要量） 

人口５％程度が、生活必需品等について自力で確保できない状況を想定して備蓄・調達体

制を整備するよう努める。 

 

第２ 主な取組み 

１ 市においては、備蓄・調達体制の整備を図るとともに、市民に対して、災害時に備えた備蓄の

必要性について普及・啓発に努める。 

２ 市内流通業者等に協力を要請するとともに、調達可能量の把握に努め、調達体制の整備を

図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 生活必需品の備蓄・調整体制の整備 

(1) 現状及び課題 

災害時の生活必需品の確保については、市民自らが行うことが有効であり、市民の防災

意識を高め、最低限の必要品については、緊急用品として準備するよう、普及・啓発に努

めるとともに、各機関においても必要最低限の生活必需品については、備蓄を図る必要が

ある。また、生活必需品の調達には流通業者等の協力が不可欠であり、緊急時の生活必需

品の調達に対し、流通業者等に協力を要請するとともに、調達可能な物資の量の把握に努

め、調達体制の整備を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 
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(ｱ) 生活必需品の備蓄・調整体制の整備を図る。 

(ｲ) 市民に対し防災思想の普及を行い、市民における備蓄の促進を図る。 

(ｳ) 市内業者等と災害時における生活必需品の調達に関する協定を締結し生活必需品

の確保に努める。 

〔資料５９〕災害時における応急生活物資提供等に関する協定  

(信州諏訪農業協同組合) 

〔資料６０〕災害時における応急生活物資提供等に関する協定(生協ｺｰﾌ゚ ながの) 

(ｴ) 関係機関に備蓄・調達体制整備を促進する。 

(ｵ) 災害時に生活必需品を県、広域、災害応援協定締結市町村等から提供を受けるこ

とのできる体制を整備する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 協同組合長野アークス、松本流通センター協同組合、上田卸商業協同組合、飯田

卸売商業協同組合、長野県商店街振興組合連合会、諏訪市卸商業協同組合、長野県

化粧品日用品卸組合、長野県商店会連合会、長野県石油商業組合、（一社）長野県

ＬＰガス協会との災害時における物資の調達に関する協定、長野県生活協同組合連

合会、長野県農業協同組合中央会、株式会社カインズ、株式会社ケーヨー、本久ケ

ーヨー株式会社、NPO法人コメリ災害対策センター、株式会社綿半ホームエイド、株

式会社セブン－イレブン・ジャパン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマー

トとの災害時における生活必需品等の調達に関する協定に基づき連携を強化するも

のとする。（危機管理部、県民文化部、産業労働部、農政部） 

(ｲ) 被災市町村が自ら生活必需品等の調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災者

に生活必需品を届けられるよう、生活必需品等の要請・調達・輸送体制の整備を図

るものとする。（危機管理部） 

(ｳ) 市町村地域防災計画についての助言等を通じ市町村における備蓄・調達を促進す

るものとする。（危機管理部） 

(ｴ) 住民に対し防災思想の普及を行い、住民における備蓄の促進を図るものとする。 

（危機管理部） 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

関係機関にあっては、必要な生活必需品の備蓄を図るものとする。 

エ 【市民が実施する計画】 

災害に備えて、本節基本方針に掲げた生活必需品の他、食料、水、携帯ラジオなど災害時に

必要な物資の備蓄を図り、避難に備え非常持出袋等の準備を行うものとする。 

 

２ 生活必需品の供給体制の整備 

(1) 現状及び課題 

災害発生後、市はただちに備蓄分の生活必需品の迅速な供給を行うため、被害状況に応じ

た調達必要数の把握方法を整備する。また生活必需品の調達を行う場合を想定し、流通業

者等への連絡方法、輸送手段、集積場所等についての調整する必要がある。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する対策】（総務部、教育委員会） 

(ｱ) 輸送されてくる生活必需品の集積場所を調整する。 

(ｲ) 輸送手段、集積場所等について、関係機関と調整し、あらかじめ計画しておく。 

 

（物資集積場所）                             
 
 

場 所 住 所 電 話 
 
 

茅野市運動公園  総合体育館 玉川500番 ７２－８３９９ 

 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 協定の締結先と災害時を想定した、連絡方法を調整するものとする。  

（危機管理部、企画部、商工労働部、農政部）  

(ｲ) 緊急時における輸送体制は第９節緊急輸送計画による。 （関係部局） 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

関係機関にあっては、必要な生活必需品の供給体制の整備を図る。 
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第１６節 危険物施設等災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

災害等により危険物、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、毒物劇物等の危険物品、放射性

物質、石綿、及び大気汚染防止法に定める特定物質（以下「危険物等」という。）を取り扱

う施設又は石綿使用建築物等（以下「危険物施設等」という。）に損傷が生じた場合、重大

な被害をもたらすおそれがあることから、自主保安体制の強化、災害に対する安全性の確保

を図り、当該施設に係る災害を未然に防止する。 

 

第２ 主な取組み 

危険物施設、火薬類施設、高圧ガス施設、液化石油ガス施設、毒物・劇物保管貯蔵施設、

放射性物質使用施設、石綿使用建築物等、大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設又は特定

施設における災害発生及び拡大防止計画を確立する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 危険物施設災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

市内には危険物施設が多数あり、これらの施設においては災害時における二次災害の発

生及び拡大を防止するため、施設・設備の災害に対する安全性の確保及び防災応急対策用

資機材の備蓄を図るとともに、自衛消防組織の充実強化、保安教育及び防災訓練の実施等、

保安体制の強化を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 規制及び指導の強化 

ａ 危険物施設の設置又は変更の許可に当っては、災害時によって生ずる影響を十分

考慮した位置、構造及び設備とするよう、設置者（申請者）に対する指導を強化す

る。 

ｂ 既設の危険物施設については、施設の管理者に対し、災害時の安全確保について

再点検を求めるほか、必要に応じて、改修、改造、移転等の指導、助言を行い、安

全性の向上を図る。 

ｃ 立入検査については、次に掲げる事項を重点に随時実施する。 

(a) 危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理状況 

(b) 危険物施設における貯蔵、取扱い、移送、運搬及び予防規定の作成等安全管理

状況 

(ｲ) 自主防災組織の整備促進 

緊急時における消防機関との連携等、総合的な防災体制をあらかじめ整えておく

ため、危険物施設の管理者に対し、自衛消防組織等の自主的な自衛体制の整備につ

いて指導する。 
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(ｳ) 化学的な消火、防災資機（器）材の整備促進 

市は、多様化する危険物に対応する化学消防力の整備を図る。また、危険物施設の

管理者に対し、発災時における災害の拡大防止対策に必要な資機（器）材の整備、備

蓄の促進について指導する。 

(ｴ) 相互応援体制の整備 

近隣の危険物取扱事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し、効率ある自衛

消防力の確立について指導する。 

(ｵ) 県警察との連携 

危険物施設の設置または変更を許可した際は、警察に対してその旨連絡、連携を図る。 

ウ【県が実施する計画】 

(ｱ) 危機管理部が実施する計画 

ａ 市町村に対し、危険物施設における保安体制の強化及び風水害に対する安全性の

向上について指導するものとする。 

ｂ 消防法に定める危険物取扱者に対する保安講習を実施するとともに、危険物施設

の管理者等関係者を対象に、災害時における保安管理技術の向上を図るため、消防

機関等関係機関と連携し、講習会、研修会等を実施するものとする。 

また、危険物施設の管理者に対し、災害に対する自主的な保安教育計画の作成を

求めるとともに、当該計画に基づく従業員教育の推進について指導するものとする。 

(ｲ) 警察本部が実施する計画  

関係機関等と連携を図り、危険物施設の実態を把握するとともに、災害発生時にお

ける住民の避難誘導方法等について指導するものとする。  

 

２ 火薬類施設災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

市内には煙火製造所、火薬庫等の火薬類取扱施設を扱う施設がある。これらの施設は、

火薬類取締法に基づき許可を受けて設置されており、保安物件に対する保安距離及び構造

基準等が確保されている。また、火薬類の取り扱いに関しては、資格者及び詳細な技術基

準が定められている。特に、風水害等による危険時については、事業者に対し緊急措置及

び警察署等への通報が義務付けられている。しかし、火災が発生した場合は、爆発等によ

り、周辺住民等に多大な被害を及ぼすおそれがあることから、危害防止体制の確立が必要

である。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 風水害発生時の対応等、適切な措置について、平常時から注意を喚起する。 

(ｲ) 火薬類施設等の実態を把握するとともに、災害時の周辺住民の避難誘導体制の確立

を図る。 

(ｳ) 災害時の緊急出動体制、関係施設の点検等の構築について、関係機関へ要請する。 
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イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 商工労働部が実施する計画 

ａ 火薬類取扱施設の管理者等に対し、立入り検査及び保安検査を実施し、法令に基

づく技術基準の徹底を図るものとする。 

ｂ 火薬類災害防止実験会及び保安教育講習会等において、事故及び盗難防止対策の

徹底を図る。 

ｃ 火薬類取扱施設の管理者等に対し、災害時の緊急体制等の整備について、次に掲

げる事項の指導徹底を図るものとする。 

(a) 自主保安体制の整備 

風水害等の発生時における従業員の任務を明確にするとともに、社内防災訓練

を行うよう努めるものとする。 

(b) 緊急連絡体制の整備 

行政機関、警察署及び消防署等の関係機関との連絡体制を整備するとともに緊

急時の応援体制の確立に努めるものとする。 

(c) 付近住民に対する周知 

付近住民に対し、災害時には施設周辺に近づかないよう、日頃から周知するよ

う努めるものとする。 

(ｲ) 警察本部が実施する計画 

関係機関等と連携を図り、火薬類取扱施設の実態を把握するとともに、災害時に

おける住民の避難誘導方法等について指導するものとする。 

 

３ 高圧ガス施設災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

市内には、高圧ガス製造施設、貯蔵所、販売所及び消費施設等がある。これらの施設は、

いずれも高圧ガス保安法の規定に基づく技術上の基準によって設計され、学校及び人家等の

保安物件に対する保安距離を確保して設置されている。また、高圧ガスの取り扱いについて

は、高圧ガス製造保安責任等資格者の選任及び製造、消費の基準等が詳細に定められている。

災害時の対応は、高圧ガス保安法に基づく緊急措置等が定められているが、被害の拡大を防

止するために事業者ごとの保安意識の高揚と自主保安体制の整備を一層推進する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

２の火薬類施設災害予防計画と同様に計画 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 商工労働部が実施する計画 

ａ 液化石油ガス製造施設及び一般高圧ガス製造施設に対する保安検査を年１回実

施し、法令で定める技術上の基準に適合するよう指導するものとする。 

ｂ 高圧ガス製造施設、貯蔵所、販売所及び消費施設等に対し、立入検査を随時実施
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し、法令で定める技術上の基準等の遵守についての徹底を図るものとする。 

ｃ 長野県高圧ガス地域防災協議会に対し、高圧ガス事業所及び高圧ガスの移動等に

おける災害の発生又は拡大を防止するために、一層の防災体制の充実を図るよう要

請するものとする。 

ｄ 高圧ガス製造施設等に対し、災害時における従業員の任務を明確にし、緊急時の

措置及び連絡体制について整備を図るよう指導するものとする。また、災害防止訓

練の実施を推進するものとする。 

ｅ 災害の拡大を防止するため、消防、警察及びその他関係機関への応援体制の確立を

図るものとする。 

ｆ 高圧ガス製造事業者等に対し（以下、１まで同じ。）高圧ガス貯蔵地盤の不同沈下による

災害を防止するため、毎年1回以上不同沈下量の測定を実施するよう徹底を図るものとする。 

ｇ 高圧ガス製造施設等における緊急遮断弁、エンジンポンプ、バッテリー等の保安設備の日

常点検を強化し、機能を維持するよう指導するものとする。 

ｈ 高圧ガス設備の倒壊を防ぐため、その設備の架台及び支持脚を補強し、防錆塗装を行うよ

う指導するものとする。 

ｉ 多数の容器を取扱う施設は、容器の転倒によるガスの漏洩及び容器の流出を防止するため、

ホームのブロック化及びロープ掛け等により容器の転倒転落を防止するとともに段積みを

避けるよう指導するものとする。 

ｊ 災害時に高圧ガス製造施設等に関係者以外が立入らないように事業所員を配置させる等

侵入防止対策の整備を図るものとする。 

ｋ 災害時には高圧ガス製造施設等に近づかないことを付近住民に周知するよう指導するも

のとする。 

ｌ 災害時における応急供給体制を確立するよう指導するものとする。 

ｍ 事業者間をわたる協力体制を整備するよう長野県高圧ガス団体協議会に対し依頼するも

のとする。 

ｎ 災害復旧工事等に高圧ガスを使用する場合の応急供給計画に対する対策を整備するよう

長野県高圧ガス協会に依頼するものとする。 

O 災害発生状況を把握するため、地域振興局等に空気呼吸器などの体制整備を図るものとす

る。 

(ｲ) 警察本部が実施する計画 

関係機関等と連携を図り、高圧ガス施設の実態を把握するとともに、災害時にお

ける住民の避難誘導等について指導するものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】（高圧ガス保安協会、指定保安検査機関） 

高圧ガス保安協会長野県冷凍教育検査事務所、同協会長野県ＣＥ事務検査所及び指定

保安検査機関は、法令で定められた期間ごとに、該当する高圧ガス施設に対し、保安検

査を確実に実施し、法令で定められた技術上の基準に適合させるように事業者等を指導

するものとする。 
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４ 液化石油ガス施設災害予防計画 

(1) 現状及び課題液化石油ガス一般消費先における容器の転倒防止措置の徹底など、災害対策の促進

について、液化石油ガス販売事業者等に対する指導を一層徹底する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

２の火薬類施設予防計画と同様に計画 

イ【県が実施する計画】（商工労働部） 

(ｱ) 液化石油ガス販売事業者等に対する立入検査を実施し、法令遵守の徹底を図る。 

(ｲ) 災害時に、容器の転倒によるガスの漏洩及び容器の流出が生じることのないよう、

液化石油ガス販売事業者等に対し、一般消費先の容器の転倒・流出防止措置を徹底

するとともに、消費者のとるべき緊急措置についての周知を確実に行うよう指導す

るものとする。 

(ｳ) 災害時に、容器置場等から液化石油ガス容器が流出しないよう、液化石油ガス販売事業者

等に対し、万全の対策を講じるよう指導するものとする。 

 

５ 毒物・劇物保管貯蔵施設災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

県では県内おける毒物及び劇物取扱法に基づく、毒物及び劇物の製造業、輸入業、販売業

（以下「営業者」という。）及び届出を要する業務上取扱者等に対しては、保健所等による

監視により災害防止のため、「危害防止規定の策定」等について指導を実施している。 

また、届出を要しない業務上取扱者に対しては、実態を把握するとともに立入等により指

導を実施しているが、新規取扱者に対する実態把握が難しい状況である。なお、緊急時に必

要とされる毒物劇物事故処理剤については、災害時に備えて常時備蓄している。また、災害

発生防止等のため研修会等の開催により、営業者、業務上取扱者及び関係機関への指導を実

施している。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 災害時における市民等の避難誘導方法について、警察署と協議する。 

(ｲ) 保健福祉事務所の指導のもと、保管貯蔵施設の事態を把握し、風水害災害時にお

ける対処を検討する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 健康福祉部が実施する計画 

ａ 営業者及び業務上取扱者に対して、「毒物劇物危害防止規定」の作成、中和剤・

吸着剤等の配置、防液堤等の設置等を指導するものとする。 

ｂ 災害発生緊急通報系統を作成するものとする。 

ｃ 中毒事故発生時における処理情報等の提供を行うものとする。 

ｄ 毒物劇物事故処理剤の備蓄品目・数量について、各種災害に対応できる適正備蓄

数量であるかを随時検討し、必要に応じて備蓄品目・数量について充実を図るとと
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もに備蓄場所の整備、備蓄品目の充実のため、財政的支援を行うものとする。 

ｅ 災害発生状況を把握するため、保健所等に空気呼吸器の体制整備を図るものとす

る。 

ｆ 災害の発生防止及び発生時に迅速に対応するため、営業者、業務上取扱者等を対象に

研修会を開催するものとする。 

(ｲ) 警察本部が実施する計画 

毒物、劇物保管貯蔵施設の所在地、名称及び毒物劇物の種類・貯蔵量等を把握す

るとともに関係機関との情報連絡体制を確立し、災害時における住民の避難誘導方

法等について指導する。 

ウ【関係機関が実施する計画】（長野県医薬品卸協同組合） 

毒物劇物事故処理剤の確保体制を図るものとする。 

 

６ 放射性物質使用施設災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

市内における放射性同位元素等使用事業所は、医療機関を中心にあり、「放射性同位元

素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づき、放射線障害に対する予防対策を講

じている。消防機関においては、放射性物質使用施設等における消火、救助及び救急活動

体制の充実強化を図る必要がある 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】 

(ｱ) 所管する放射性物質使用施設等における予防対策に万全を期す。 

(ｲ) 市は、関係機関と連携し、放射線測定器、放射線保護服等を整備し、放射線物質

による事故等に対応できる体制の整備を図る。 

 

７ 石綿使用建築物等災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

石綿製品はその科学的・物理的特性から防火用、保温用、騒音防止用として建築物、工

作物に多用されてきた。現在は原則として石綿の製造、輸入、使用が禁止されているが、

建材あるいは吹付け石綿として使用された建築物等が残されており、災害時において、こ

れらの建築物等からは倒壊や解体作業などにより石綿が飛散する恐れがあることから、石

綿の飛散・ばく露防止対策を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、総務部） 

災害時石綿使用の建築物を把握するとともに、関係機関との情報連絡体制を確立し、

災害発生時における住民の避難誘導方法等についても関係機関と協議する。 

イ【県が実施する計画】 

アスベスト測定器の整備、またアスベスト測定技術者の育成により、災害時の大気中

のアスベスト調査に対応できる体制の整備和図るものとする。 
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８ 大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設又は特定施設災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

大気汚染防止法では、ばい煙発生施設又は特定施設で事故等が発生し特定物質が大気中

に多量に排出されたときは、事業者は直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、

その事故を速やかに復旧するよう努めるとともに、直ちに県に連絡するよう定めている。

風水害時においても、特定施設等の損傷等により特定物質等が大気中に排出され、周辺住

民の健康被害が生じるおそれがあることから、当法の徹底により被害防止の対策を図る必

要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（市民環境部、総務部） 

(ｱ) 災害時の対応等、適切な措置について、平常時から注意を喚起する。 

(ｲ) 特定施設の実態を把握するとともに、災害時の周辺住民の避難誘導体制の確立を

図る。 

(ｳ) 災害時の緊急出動体制、関係施設の点検等の構築について、関係機関へ要請する。 

イ【県が実施する計画】 

事業場への立ち入り等により、事業者に対し災害時の緊急体制等の整備について次

に掲げる事項の指導徹底を図るものとする。 

(ｱ) 特定物質が大気中に多量に排出されたときに、直ちにその事故について応急の措

置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧できるよう防災体制に整備に努めること。 

(ｲ) その事故の状況を直ちに県に通報できるよう緊急連絡体制の整備に努めること。 
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第１７節 電気施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

電気は、現代の社会生活にとって欠くことのできないエネルギー源であることから、 

○災害に強い電気供給システムの整備促進 

○災害時を想定した早期復旧体制の整備 

を重点に、予防対策を促進する。 

 

第２ 主な取組み 

１ 地中化の推進等、施設・設備の安全性を促進する。 

２ 災害時の職員の配備計画を樹立する。 

３ 関係機関との連携について、平常時から体制を確立する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の整備 

(1) 現状及び課題 

災害に強い電力供給システムを構築するとともに、二次災害防止を考慮した安全性を確

保する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

電気事業者と連携を取りながら、共同溝の設置など、電線の地中化について研究を進

めるとともに、実施を図る。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

電気事業者と調整がついた箇所から電線共同溝又は共同溝整備を推進する。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

中部電力パワーグリッド株式会社が実施する計画（水力発電設備、変電設備、送電設

備（架空送電線、地中送電線）、配電設備）について、それぞれの技術基準等に基づい

た耐震設計を行う。 

 

２ 職員の配置計画 

(1) 現状及び課題 

通常業務で実施している監視体制のほか、災害時の被害状況把握と応急復旧のための職

員配置体制を確立する。 

(2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する計画】（中部電力パワーグリッド株式会社） 

(ｱ) 非常災害対策本部組織及び事務分掌を定め、職員の配置と任務分担を確立してお

く。 
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３ 関係機関との連携 

(1) 現状及び課題 

電力系統は、発電所、変電所、送電線及び配電線が一体となって運用され、電力各社間

も送電線で接続されている。災害発生に備え、供給力の相互応援について連携体制を確立

するとともに、復旧活動について関係各社と契約し、体制を整備しておく。 

また、停電による社会不安や、生活への支障を除去するため、市民等に対して迅速な情

報提供が重要となることから、各関係機関相互の連携を強化する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

地域防災計画等の定めるところにより、電力会社との連携を図る。 

イ【県が実施する計画】 

電力会社との間において、情報収集系統を確立するとともに、平常時より連携を強化

する。 

ウ【関係機関が実施する計画】（中部電力パワーグリッド株式会社） 

(ｱ) 電力広域的運営推進機関の指示に基づく需給調整を行い、大規模停電を防ぐため、平

常時から訓練等の対策を進めるとともに、応急復旧用機材の準備と復旧工事について、

関連業者と契約して体制を整備しておく。 

(ｲ) 県及び地域振興局、市町村に対する情報提供体制を整え、平常時より連携を強化

する。 

(ｳ) 県、市町村、電気事業者等は倒木等により電力供給網、通信網に支障が生じることへ

の対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の

迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。 
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第１８節 都市ガス施設災害予防計画 

 

第１ 基本計画 

都市ガス事業は、製造所又は供給所から道路に埋設した導管を利用し、ガスを供給してい

る。災害により、製造所、供給所の施設又は導管の破損によるガス漏れから火災、爆発、生

ガス中毒事故の二次災害発生が予想されるので、予防対策として施設の安全性を高めるとと

もに、供給支障を最小限にするためのバックアップ体制の整備を図る。災害発生後の情報収

集及び対応を迅速に行うため、情報手段及び情報網の整備を図ると共に、常時職員を配備す

る。二次災害防止及び早期復旧を図るため、関係機関等との連携を図るとともに、協定に基

づき都市ガス事業者間での応急復旧の応援を行う。 

 

第２ 主な取組み 

１ 橋に添架されている等露出している導管部分及び緊急ガス遮断装置の日常点検を充実し、

維持管理に留意するとともに、供給支障を最小限にするためのバックアップ体制の整備を図

る 

２ 宿日直体制により常時職員を配置するとともに、震災時の出動体制をあらかじめ定めてお

き、災害予防及び発生時の対応を迅速に行う。 

３ 二次災害を防止するため、消防、警察、道路管理者、行政、電気事業者、都市ガス事業者

その他関係機関との連絡ルートを確認しておく。 

 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

(1) 現状及び課題 

製造施設及び供給施設は、ガス事業法、高圧ガス保安法、消防法等の法令 及び（一社）

日本ガス協会の設計基準に準拠して風水害に配慮している。 

また、緊急処置としてガス供給を停止する緊急ガス遮断装置を適所に配置し、消防設備

等の保安設備も配置している。導管は、バックアップとしての複線化及び応急復旧を迅速

に行うための供給区域の分割（ブロック化）を推進する。 

需要家庭の安全対策として、供給圧力が低下した場合、自動的にガスを遮断するマイコ

ンメーターの全戸設置を推進する。（一部業務用需要家を除く） 

情報収集を迅速に行えるよう通信設備の整備を図る。 

(2) 実施計画 

【関係機関が実施する計画】（諏訪瓦斯（株）） 

ア 橋に添架されている等露出している導管及び緊急ガス遮断装置の日常点検の実施 

イ マイコンメータの全戸設置  

 

２ 要員の配備計画 

(1) 現状および課題 
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災害時における迅速な供給施設の点検・情報収集等を行うため、事前に要員の配備計画

を策定する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する計画】（諏訪瓦斯（株）） 

休日・夜間の災害に対応できるよう宿日直者を配置し、発生後は直ちにガス供給施設

の点検・情報収集・各種連絡を行うこととしている。 

また、大規模災害が発生した場合は、要員は連絡が無くてもあらかじめ定められた場

所に出動して災害対策本部を迅速に設置し、速やかに応急復旧活動を行う。 

 

３ 関係機関との連携 

(1) 現状および課題 

ガス漏えいによる火災・爆発等の二次災害の防止と応急復旧を円滑に実施するため、被

害の情報収集手段をあらかじめ定めておくとともに、関係機関との連絡方法及び連携方法

を確認しておく必要がある。 

また、都市ガス事業者間では、風水害の規模により当該都市ガス事業者だけでは対応が

できない場合の相互応援体制が確立されている。 

さらに、ガス漏洩による社会不安や、生活への支障を除去するため、市民等に対 して

迅速な情報提供が重要となるところから、各関係機関相互の連携を強化する必要がある 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

地域防災計画等の定めるところにより、都市ガス事業者との連携を図るものとする 

イ【県が実施する計画】 

都市ガス事業者との間において、情報収集系統を確立するとともに、平常 時より連携

を強化する。 

ウ【関係機関が実施する計画】（諏訪瓦斯（株）） 

(ｱ) 被害の情報収集手段をあらかじめ定めておくとともに、消防・警察・道路管理者・

市町村等関係機関との連絡方法及び連携方法を確認しておく。 

(ｲ) 都市ガス事業者間では、風水害の規模により、当該都市ガス事業者だけでは対応

ができない場合、次のような相互応援体制が確立されており、この連携を図る。 

ａ （一社）日本ガス協会 

「地震・洪水等非常事態における救援措置要領」 

ｂ（一社）日本ガス協会関東中央部会 

「地震・洪水等非常事態における救援措置要領」 

「帝石パイプライン事故対策要領」 
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※ 都市ガス事業者応援系統図 

被災ガス事業者 

長野県ガス協会 
県内６事業者（幹事：長野都市ガス（株）） 

（社）日本ガス協会関東中央部会 
    関東甲信越８６事業者 

（社）日本ガス協会 全国２０３事業者 
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第１９節 上水道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

水道施設・設備の安全性の確保については、施設の災害に対する強化の他、非常用施設・

設備を常に稼働できる状態に維持し、かつ非常用施設・設備が被災を受けにくいものにする

ことが必要である。これらについては、施設・設備の更新時に十分考慮することとし、通常

のメンテナンス体制の充実を図る。 

 

第２ 主な取組み 

老朽施設の更新、改良等を行うとともに、安全性の確保を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

(1) 現状及び課題 

施設の安全性の確保、老朽施設の更新等を計画的に進めているが、施設の建設には多大

な費用が必要になるため、施設整備が十分とは言えないのが現状である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 老朽管・石綿セメント管のダクタイル鋳鉄管への布設替を推進するとともに、耐 

震化を図る。 

(ｲ) 配水系統の相互連絡のブロック化を図る。 

イ【県が実施する計画】（環境部） 

水道事業者に対し、石綿セメント管等老朽管の更新及び施設の安全性の確保等に関する指導

を行う。 

 

２ 緊急連絡体制、復旧体制の確立 

(1) 現状及び課題 

ライフラインの確保として、緊急連絡体制、復旧体制の確立が必要である。また、広範

囲な断水に対する施設の応急復旧体制を具体的に定めるとともに、迅速に行うための訓練

を実施する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 非常時において重要な役割を果たす施設・設備については、定期的な点検を実施

し、非常時における作動確保を図る。 

(ｲ) 被災する可能性が高い施設・設備をあらかじめ把握し、被災した場合の応急対策

が迅速に行えるよう計画する。 

(ｳ) 「災害時の初動マニュアル」に職員の任務、配備、参集について定め、災害時の

迅速な対応を図る。 
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(ｴ) 水道事業組合との災害応急応援協定の締結をする。 

〔資料６３〕災害時における応急対策協力に関する協定書(茅野市水道事業協同組合) 

 

３ 関係機関との連携 

(1) 現状及び課題 

長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱によるほか、日本水道協会を通じて全国

的に応援を依頼することが可能である。 

 

長野県水道協議会 0262-32-0111  内線4775 

日本水道協会 03-3264-2281 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

水道事業者相互の緊急時連絡管の整備促進を図る。 

 

４ 復旧資材の備蓄 

(1) 現状及び課題 

資材の備蓄は、費用と保管場所が必要となり、経済的負担を負うため、緊急水道資材共

同備蓄システムに加入しているが、災害の規模により備蓄量が十分とは言えないのが現状

である。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（都市建設部） 

復旧資材の備蓄を行う。 

 

５ 水道管路図等の整備 

(1) 現状及び課題 

水道施設・設備の施工後、速やかに図面等が補正できるよう体制の充実を図る。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（都市建設部） 

水道管路図等の整備を行う。 
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第２０節 下水道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

下水道（汚水・雨水）、農業集落排水施設、浄化槽等（以下「下水道施設等」という。）は、

水道、電気、ガス等と並び、住民の安全で清潔かつ快適な生活環境の確保のために不可欠なライ

フラインの一つであり、風水害について機能の確保を図る必要がある。 

風水害により施設に重大な支障が生じた場合は、関係機関との相互応援協定等に基づき連携の

強化を図り、代替性の確保及び応急対策により機能の確保を迅速に図る必要がある。  

 

第２ 主な取組み 

１ 下水道施設等の風水害に対する安全性の確保を図る。 

２ 排水施設等に雨水を浸透させる機能を持たせることで雨水流出量の削減を図る。 

３ 緊急連絡体制、被災時の応急及び復旧体制の確立を図る。 

４ 緊急用、復旧用資材の計画的な確保に努める。 

５ 下水道施設台帳の整備、拡充を図る。 

６ 管渠及び処理場施設の系統の多重化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 下水道施設等の風水害に対する安全性の確保 

(1) 現状及び課題 

風水害により、管渠等への雨水の異常流入及び内水氾濫による住宅地等の浸水被害が予想

される。この対策として過去の経験、浸水想定区域図、ハザードマップ等のソフト対策による浸

水対策と異常な豪雨等に対処するためのハード整備による浸水対策を進める必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

浸水対策の検討を行い、必要に応じて下水道の雨水区域として位置付けるとともに、都

市下水路による整備も行う。 

イ【県が実施する計画】 

流域下水道施設の浸水対策と、公共下水道等の浸水対策に向けての市町村への啓発

活動、助言等を行うものとする。 

 

２ 雨水流出抑制施設整備 

(1) 現状及び課題 

都市化の進展に伴い、市街地の浸透面積が減少して雨水の流出量が増大することから、

貯留浸透により雨水の流出量を抑制し、地下水かん養を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

雨水浸透型の排水設備導入について、市民への啓発活動等を行う。 
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イ【県が実施する計画】 

排水設備の雨水浸透化に向けて、啓発活動、指導等を行うものとする。 

 

３ 緊急連絡体制、被災時の復旧体制の確立 

(1) 現状及び課題 

災害時において、迅速かつ的確に情報を収集し、速やかに応急対策を実施するため、緊

急連絡体制、復旧体制、災害時の緊急的措置等を定めた災害対策要領等をあらかじめ策定

する必要がある。 

また、復旧体制については、被災時には関係職員、関係業者、手持ち資材だけでは対応

不十分となることが予想されるため、あらかじめ、他の地方公共団体との間で広域応援協

定や民間事業者との災害時の支援協定を締結することが必要である。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（都市建設部） 

ア 災害時の対応を定めた災害対策要領等を策定する。 

イ 対策要領等に定められた対応が確実に機能するよう、訓練を実施していく。 

ウ 復旧体制について、他の地方公共団体との広域応援体制、民間の業者との協力体制

を確立する。 

 

４ 緊急用、復旧用資材の計画的な確保 

(1) 現状及び課題 

被災時には、被災の状況を的確に把握するため及びライフラインとしての下水道施設等

の機能を緊急的に確保するため、発電機、ポンプ、テレビカメラ等の緊急用資機材が必要

となる。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（都市建設部） 

緊急用、復旧用資材を計画的に購入、備蓄する。 

 

５ 下水道施設台帳・浄化槽台帳等の整備・拡充 

(1) 現状及び課題 

下水道施設台帳は、下水道の諸施設を適切に管理するため、下水道法においてその調

整・保管が義務づけられている。 下水道施設等が風水害等により被災した場合、その被

害状況を的確に把握するためには、下水道施設台帳等整備が不可欠である。 

また、必要に応じて台帳のデータベース化を図り、被災時には、確実かつ迅速に、デー

タの調査、検索等ができるように備えなければならない。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（都市建設部） 

下水道施設台帳等の適切な調製・保管に努める。 

また、必要に応じて台帳のデータベース化を図り、確実かつ迅速に、データの調査、検
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索等が実施できるように備える。 

６ 管渠及び処理場施設の系統の多重化 

(1) 現状及び課題 

下水道施設等は、市民の生活に欠くことのできないライフラインとして、一日たりとも

休むことのできない施設であり、万一被災を受けた場合においてもライフラインとしての

機能を確保できうる体制を整えておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

必要に応じて、系統の多重化、拠点の分散化、代替施設の整備等による代替性の確保

に努める。 
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第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

災害時において通信の途絶は、災害応急対策の遅れ、情報の混乱を招くなど社会に与える

影響は非常に大きい。これらを未然に防止するよう機関ごとに予防措置をとる。 

 

第２ 主な取組み 

１ 各機関は緊急時における通信手段の確保、整備を図る。 

２ 県は通信施設の風水害対策、災害に強い通信手段の整備及び災害情報処理システムの整備

を図る。  

３ 市は通信施設の風水害対策、災害に強い通信手段の整備を図る。 

４ 電気通信事業者は通信施設の風水害対策、迅速な情報収集体制の確立を図る。 

５ 放送機関は通信施設の風水害・停電対策、災害時の運用体制の確立を図る。 

６ 警察機関は通信機器の風水害対策、情報収集体制の強化を図る。 

７ 通信ケーブルの地中化を推進する。  

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急時のための通信確保 

(1) 現状及び課題 

災害時においては、通信施設の被災、通信量の飛躍的な増大などにより通信回線が一時

的に利用不能または輻輳の発生する恐れがある。このため被災情報の収集伝達、災害対策

に必要な通信を確保するため緊急時用通信施設、機器及び運用体制の確立が必要である。 

(2) 実施計画 

各機関において、有線・無線系および地上・衛星系による通信回線の多ルート化、中枢

機能の分散化、機器の二重化、移動体通信機器の整備を図るほか、緊急時のための通信施

設、機器を整備する。通信施設の整備に当たっては、自機関関係各所はもとより、自機関

以外の防災関係機関との情報伝達できる手段についても配慮するものとする。 

また、非常通信を行う場合に備え、あらかじめ通信を依頼する無線局を選定しておく。

この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、実効性の確保に留意する。 

 

２ 市防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

ア 移動系 

昭和５９年度から導入し、デジタル化の更新事業に伴い、平成２８年度に避難所として

指定している市内全小中学校、保育園、市関係施設、別荘等の管理事務所、市内の全区・

自治会に、トランシーバー型の携帯機を配備し充実を図り、令和３年度末の時点で、基地

局・固定局を含め、２２５台の移動系防災行政無線を運用している。 
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イ 同報系 

(ｱ) 災害時に、全市一斉緊急通報を行うため、昭和６０年度から３ヶ年間整備し、デジタ

ル化への更新工事を平成２７・２８年に実施して、屋外拡声受信装置(子局)は増設分を

含め１８５基設置した。 

また、デジタル化への更新工事に併せ、防災無線を聞くことができる区内放送施設整

備の充実及び同報系戸別受信機の配備を促進し、令和３年度末の時点で、９９の区・自

治会で防災無線を聞くことができる区内放送の整備を完了したが、更に普及を図る必要

がある。 

(ｲ) 同報系戸別受信機を設置していない場合に、市防災行政無線の放送内容を聞き直

すことができる「フリーダイヤル（0120-610254）を開設した。 

ウ 放送が聞こえにくい地域等の解消 

平成１３年度に防災行政無線放送ダイヤル「こうほうちの」を開設し、平成１５年度は

「防災メール配信」を開始、平成１７年１月には「ビーナチャンネル」での配信もできる

ようになり、聞こえにくい地域及び観光客等への災害情報等の配信を図っている。 

エ その他の情報伝達手段 

(ｱ) 市防災行政無線に連動し、内容を文字化してＳＮＳ等で通知するシステムを運用して

いる。通知連動先は以下のとおりである。(令和4年4月現在) 

a 防災行政無線メール配信サービス 

b 茅野市ＬＩＮＥ公式アカウント 

c 信州諏訪ＬＣＶ ＦＭ７６９ 

d 信州防災アプリ 

(ｲ) 諏訪圏域において大規模災害が発生した場合に備え、「臨時災害放送局の開設及

び運用に関する協定」を諏訪広域連合とエルシーブイ（株）で締結している。加え

て、インターネットを利用した「公共情報コモンズシステム」や携帯電話会社３キ

ャリアのサービスである「緊急速報メール（エリアメール等）」を運用している。 

〔資料１３〕市防災行政無線の設置状況 

〔資料１７-２〕臨時災害放送局の開設及び運用に関する協定 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

ア 国から時間的余裕のない事態の発生を知らせる緊急情報(緊急地震速報等)が発せられた 

場合に備え、全国瞬時警報システム（J-ALAERT）を整備・運用し、同報系防災行政無線を 

自動起動することにより市民へ直接伝達することができるよう、常時運用可能な状態に維 

持する。 

イ 市民への情報伝達手段として有効な同報系防災行政無線が、区内放送施設の屋内戸別

受信機で受信できるよう、時限付きで整備に必要な費用の補助金を増額する。 

ウ 同報系防災行政無線の難聴地域については、フリーダイヤル「こうほうちの」、防災

メール配信及びビーナチャンネル等より難聴地域を解消していく。 

エ 防災行政無線が災害時に運用できるように、機器の保守管理を十分に行い、また、耐
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震性の強化に努める。 

オ 移動系防災行政無線の運用について、多くの職員が取り扱えるように、通信訓練を実

施する。この場合、活動体制計画を考慮し、災害時に運用要員が不足しないよう、各部

署において複数の職員に対して訓練（教育）を行う。 

訓練内容 

○ 平常業務における運用を積極的に進める。 

○ 多くの職員を対象に通話試験を実施する。 

○ 他の機関と連携した通信訓練を実施する。 

○ 総合通信訓練を年２回程度実施する。 

○ 通信用マニュアルを作成し関係部署へ配布する。 

カ 市防災行政無線のデジタル化による、地域防災系の防災行政無線の導入を計画的に推

進し、災害時における指定避難所及び緊急時の避難場所との通信手段を構築する。 

また、防災・生活関連機関、自主防災組織などで相互間通信を行える無線施設の整備

を推進する。 

 

３ 県防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題県と市町村及び防災関連機関相互の災害時における迅速かつ的確な情報

の収集・伝達を図るため、地上系防災行政無線及び衛星系防災行政無線を整備している。

また、現場の情報を伝達するため、衛星携帯電話を県機関に配備している。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき未整備市町村については整備推進を図るほか、

住民への情報伝達手段として有効な同報系並びに防災・生活関連機関、自主防災組織な

どで相互間通信を行える移動系の防災行政無線の整備を図る。また、ＩＰ通信網やケー

ブルテレビ網等の活用を図り、通信施設については、耐震性など災害予防対策を図る。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 幹線系の途絶を防止するため、衛星系を含めた通信経路の多ルート化および中枢

機能の分散化を図る。 （危機管理部、総務部、建設部） 

(ｲ) 端末系の途絶を防止するため、通信衛星を使った通信設備の整備を行う。（危機

管理部） 

(ｳ) 被災地との通信確保のため、移動体通信機器、施設の充実化を推進するものとす

る。（危機管理部、建設部） 

(ｴ) 被災情報の迅速な処理、災害予測を図るため、情報処理機器を活用した防災情報

処理システムについて研究を行うものとする。 （危機管理部、建設部）  

(ｵ) 各無線局において通信機器および予備電源装置の取扱の習熟のため訓練を行うも

のとする。 （危機管理部、総務部、建設部）  

(ｶ) 通信機器の作動状態を遠隔監視するほか定期保守点検を実施し、常時運用可能な

状態に維持するものとする。 （危機管理部、総務部、建設部） 
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４ 電気通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

従来の災害対策に包括された中で実施し、水害が予測される電気通信施設等について耐

水化構造化（防水扉設置等）を実施する必要がある。 

また、電話の不通による社会不安や、生活への支障を除去するため、市民等に対して迅

速な情報提供が重要となることから、各関係機関相互の連携を強化する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

東日本電信電話（株）等の電気通信事業者との間において、情報収集系統を確立する

とともに、平常時より連携を強化する。 

イ【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱

が実施する計画】 

非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想定を考慮した基

幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復旧機材の配備、通信ふくそう対

策の推進など、電気通信設備の安全信頼性強化に向けた取り組みを推進することに努める

ものとする。 

また、災害に強い通信サービスの実現に向けて下記の施策を逐次実施するものとする。

(ｱ) 被災状況の早期把握 

市等防災関係機関との情報連絡体制の強化を図る。 

(ｲ) 通信システムの高信頼化 

ａ 主要な伝送路を多ルート構成、若しくはグループ構成とする。 

ｂ 主要な交換機を分散設置する。 

ｃ 通信ケーブルの地中化の推進。 

ｄ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 

 

５ 放送施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

ア 日本放送協会（松本支局） 

非常災害に際して放送の送出および受信を確保するため、災害対策を確立して、対策

措置を円滑に実施し、公共放送としての協会の使命を達成するため平常時から風水害に

備えた放送所や機器等の整備に努めている。 

イ 信越放送㈱ 

非常災害に備えてラジオ・テレビ放送の送信・受信を確保するために、「地震・災害

緊急放送マニュアル」を作り、また、災害対策体制を確立して常日頃から対策の円滑な

実施が図れるよう心がけ、放送局としての使命を果たすべく努力している。 

(ｱ) 放送施設、局舎の補強 

高圧受電設備、自家用発電設備、送信設備の風水害対策は完了している。 

(ｲ) 自家用発電装置は、放送用、一般用と別に備えてあり、放送用は１１０時間連続
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運転可能であり、また無停電装置もラジオ、テレビと別に設置している。 

(ｳ) 衛星を使った移動中継設備ＳＮＧ車を長野と松本に配備している。 

ウ ㈱長野放送 

災害に際し放送を確保するため、「非常災害時の基本マニュアル」を策定、以下の項

目について放送施設を整備し有事に備えている。 

(ｱ) 演奏所、送信所、各中継所については、できるだけ予備系統を設ける。（放送装

置の現用予備２台化等） 

(ｲ) 上記の放送施設内には、予備電源を設置し、商用電力の停電に備える。 

(ｳ) 上記の放送施設内には、放送設備に耐震対策（固定化）を施す。 

(ｴ) 毎年、冬季前に無電設備の総点検を実施し、劣化機器の洗い出しを行う。 

エ ㈱テレビ信州 

台風などの災害の発生に際し、放送を確保するため「非常災害対策要綱」を策定し、

放送設備等の被害を最小限にとどめるよう以下の措置をとっている。  

(ｱ) 局舎の風水害対策について 

演奏所、送信所、中継局の建物は、十分な風水害対策が取られているが、更新時

には見直しをして万全を期すようにしている。 

(ｲ) 電源設備について 

演奏所、送信所、中継局には、自家発電設備等非常用電源設備を設置している。 

(ｳ) 非常災害対策訓練の実施 

災害時に迅速適切な措置がとれるよう全社規模の訓練を実施している。 

オ 長野朝日放送㈱ 

台風や集中豪雨などにより非常災害が発生または発生する可能性がある場合は、当社

「非常災害対策要領」に基づき、放送の送出および受信を確保し、防災および取材体制

の充実を図る。 

また、放送設備等については、以下の措置をとっている。 

(ｱ) 社屋の風水害対策について 

社屋は平成３年竣工であり風水害に対する対策は十分なされている。 

(ｲ) 電源設備について 

自家発電及び無停電設備により停電時に備えている。 

(ｳ) 放送設備について 

災害時に必要な情報を早急に最小限の人員で放送できるようにテロップ・ スーパ

ーは準備している。 

カ 長野エフエム放送㈱ 

非常災害等における放送を確保するために、「非常災害対策要領」を策定しこれに基

づいた放送施設の防災対策を実施している。 

(ｱ) 放送施設の転倒防止等固定化の実施 

(ｲ) 予備放送設備の整備 

(ｳ) ＣＳ衛星経由によるネットキー局との放送回線の確保 
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(ｴ) 非常災害時緊急音声放送割込み設備及びＦＭ文字多重放送の文字「緊急警報情報」

チャンネルの稼働 

キ エルシーブイ㈱ 

非常災害に際し、テレビ・ラジオの放送を確保する為に「緊急時対応マニュアル」を

策定し、以下の措置をとっている。 

(ｱ) 演奏所、ＦＭ送信所、ケーブルテレビヘッドエンド自家発電又は無停電電源装置

を設置し停電時に備えている。 

(ｲ) 線路設備 

各増幅器の給電には、停電時に備えてバッテリーを装備している。 

(ｳ) 非常災害訓練 

非常時には迅速な体制が取れるように訓練を実施している。 

(2) 実施計画 

ア【日本放送協会が実施する計画】 

平常時から実施している災害予防対策に加えて、施設の補強、放送機器の落下・転倒

防止等の対策を図る。当面は、テレビモニター、パソコンラック（ディスプレイ、プリ

ンター）等の補強対策を行う。 

また、停電対策として非常電源設備、浸水対策として排水設備の充実を推進する。 

イ【信越放送㈱が実施する計画】 

演奏所などの施設の防護、補強、放送機器などの落下・転倒防止対策を行う。 

また、無停電装置のバックアップを図り、老朽化している受電設備の更新、局舎の

改修、連絡無線網の整備、機能向上を図る。 

ウ【㈱長野放送が実施する計画】 

(ｱ) 定期的な放送施設の補修、点検、補強を行う。 

(ｲ) 予備電源の燃料、バッテリーの定期的な補充点検と更新を行う。 

(ｳ) 陸上移動局等、無線通信機器の増強に努める。 

エ【㈱テレビ信州が実施する計画】 

(ｱ) 災害復旧および取材活動を迅速に進めるための連絡手段（ＶＨＦ無線機等）を充

実させる。 

(ｲ) 演奏所と送信所を結ぶＳＴＬの予備回線を検討している。 

オ【長野朝日放送㈱が実施する計画】 

放送回線・通信回線の拡充を図る。 

(ｱ) 衛星通信基地局に送信装置を追加 

(ｲ) 衛星通信サービスを受けるための設備に可搬型を追加導入し、災害時の通話回線

確保 

(ｳ) 衛星通信車載局の随時の整備点検 

カ【長野エフエム放送㈱が実施する計画】 

台風や集中豪雨などによる風水害に備え下記事項について対策を行う。 

(ｱ) 地下受電設備の浸水対策の推進 
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(ｲ) ＦＭ送信空中線給電系の２ルート化を行う。 

(ｳ) 演奏所電源系改修を実施 

(ｴ) ＳＴＬ非常回線の設置を検討 

(ｵ) 可搬型非常用送信機設置等の実施 

キ【エルシーブイ㈱が実施する計画】 

放送施設が被災した場合は、状況を把握し放送継続のための対応を含めた放送体制を

確保し、早急な復旧を図る。 

(ｱ)コミュニティＦＭ対策 

ａ 演奏所が被災した場合 

予備機器等を使用し、放送の復旧を図る。完全に機能を失った場合は、使用可

能な機器により、親局から直接放送を行う。 

ｂ 親局、中継局ともに被災した場合 

状況を確認し、親局の復旧を優先し対応する。 

ｃ 中継回線が被災した場合 

本社と親局間については、無線による伝送を行い、放送を確保する。 

(ｲ)ケーブルテレビ対策 

ａ 演奏所が被災した場合 

中継車とヘッドエンドを直接結び、送出する。 

ｂ ヘッドエンドが被災した場合 

予備機器等を使用し、放送の確保に努める。 

ｃ 伝送路が被災した場合 

状況を確認し、復旧作業を行う。 

 

６ 警察無線通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

風水害による長期停電に備え、警察本部、各警察署及び主要無線中継所には、発動 発

電機が整備されている。 

また、浸水による機器損傷を回避するため、通信施設は建物の上階に設置しているほか、

機器が老朽化した際は更新して信頼性を保っている。無線多重回線については、２ルート

化及びグループ化を完了し、信頼性の向上を図っている。無線多重回線については、２ル

ート化の工事を完了し、信頼性の向上を図っている。 

(2) 実施計画 

【警察本部が実施する計画】 

ア 県警本部通信施設の機能損傷に対処するため、本部設備の一部２重化、応急用通信

機器の保管場所の整備を推進する。 

イ 被災現場における情報収集体制を強化するため、ヘリコプターテレビシステムの効

果的な運用を推進する。 

ウ 災害に強い情報収集並びに連絡体制の強化を図るため、衛星通信設備の整備を行う。 
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エ 無線中継局および無線基地局の増設整備を行い、サービスエリアの拡張整備を推進

する。 

 

７ 道路埋設通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

架空の通信ケーブルは、台風などによる強風により倒壊するおそれがあり、倒壊した場

合には、交通を遮断し緊急車両の通行や資材の搬入に支障をきたす。このため、架空から

空中化を進める必要がある。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（都市建設部） 

道路管理者として、通信事業者等と調整のついた箇所より、電線共同溝または、共同溝

の整備を行い、通信ケーブルの地中化の推進を図る。 
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第２２節 鉄道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

鉄道施設は、輸送機関として重要な施設であり、新設や更新、補強の際には、災害の発生

に対処するため、鉄道施設等の機能が外力及び環境の変化に耐える防災強度を確保するよう、

綿密な整備計画に基づき予防措置を講ずるものとする。 

また、施設、設備の安全性を確保するため、定期的に点検、検査を実施し、保守、補強な

どの整備を計画的に推進するものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 施設・設備の検査を定期的に実施し、保守・補強を計画的に推進し整備強化を図る。 

２ 各体制に基づき関係職員の配置計画をとる。 

３ 関係機関との連絡を密にし、必要な資機材及び要員について、緊急時の協力体制の整備を

図る 

４ 茅野駅及び青柳駅の乗降客の安全確保を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 災害予防計画の整備 

(1) 現状及び課題 

災害の発生に対処するため、鉄道施設の新設、更新、補強の際には、防災強度に配慮し

た整備計画を推進するとともに、計画的な保守点検を実施し、安全性を確保する必要があ

る。また、災害による鉄道の不通、運休などによる生活への支障を除去するため、市民等

に対して迅速な情報提供が重要となることから、各関係機関相互の連携を強化する必要が

ある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

地域防災計画の定めるところにより、鉄道会社との連携を図る。 

イ【県が実施する計画】 

鉄道会社との間において、情報収集系統を確立するとともに、平常時より連携を強化

する。 

ウ【東日本旅客鉄道（株）が実施する計画】 

(ｱ) 施設・設備の安全性の確保 

鉄道施設の点検整備は、常時定期的に全ての構造物に対する検査を実施しており、

安全性のチェック及び環境条件の変化等による危険箇所発見のために、必要に応じ

て随時精密に検査を行い、必要な措置を講じる。 

(ｲ) 防災体制の確立 

長野支社管内における防災上実施すべき対策を行うため、防災業務実施計画を定

めるとともに、災害に備えて情報連絡の万全を期すため、情報収集体制の整備を図
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る。 

(ｳ) 関係機関との連携運転規制の基準 

部内外との機関及び協力会社との連絡を密にし、連携をとる。 
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第２３節 災害広報計画 

 

第１ 基本方針 

災害時に有効な広報活動を迅速に行うための体制作りを事前に行っておく必要がある。そ

のためには、被災者及び市民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機関等

に対する情報の提供体制の整備、協定の締結等を行っておく必要がある。 

また、放送事業者・通信事業者等は、被害に関する情報・被災者の安否情報等について、

情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努める。  

 

第２ 主な取組み 

１ 被災者及び市民等への情報の提供体制を整備する。 

２ 報道機関等への情報提供の方法及び協定による報道要請の方法について確認する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 被災者及び住民等への情報の提供体制 

(1) 現状及び課題 

災害時には、被災者及び住民等から問い合わせ、安否情報の確認、要望、意見等が数多

く寄せられることが予想されるため、県、市町村、関係機関及び報道機関等は適切な対応

が行える体制を整えておく必要がある。 

これは、被災者及び市民等に対して的確な情報を提供する上から重要であると同時に情

報の混乱を防ぎ、また職員が問い合わせに対する応答に忙殺され、他の災害応急業務に支

障が出るというような事態を防ぐ上からも重要である。 

また、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規模停電時も含め常に伝達で

きるよう、その体制及び施設・設備の整備を図ることが必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、市全部局） 

(ｱ) 被災者及び市民等からの問い合わせに対する専用の窓口や、専用電話・ファック

ス・パソコン（インターネット）を設置し、職員が専属で対応できるよう以下の点

についてあらかじめ体制を整備しておく。 

ａ 窓口設置用の電話回線、電話機・ファックス・パソコン（インターネット）の

確保 

ｂ 窓口設置場所の確保 

ｃ 部局ごとの窓口対応職員の指定 

ｄ 外国人からの問合せにも対応できる体制 

(ｲ) 市防災行政無線、災害時広報誌、公共情報コモンズ等を活用し、正確で迅速な情

報提供が行えるよう、災害時用広報（同報系防災行政無線等）の案文を作成してお

く。 

(ｳ) コミュニティ放送（ビーナチャンネル）、有線テレビジョン放送等、地域に密着し
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た情報を提供するため、事業者との協力関係の構築を図る。 

(ｴ) 市のホームページ、ソーシャルメディア等を利用し、市民等に対して各種の情報を

提供できる体制を整備しておく。 

(ｵ) 被災者及び住民に対して各種の情報提供を行うため、市町村及び報道機関等と体

制の整備・確認を行うとともに、安否情報の確認手段について、住民への普及啓発

に努める。 

(ｶ) 東日本電信電話㈱等の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組み

や利用方法等の周知に努める。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) Ｌアラート（災害情報共有システム）、県のホームページ、ソーシャルメディア

等を活用し、住民に対して各種の情報を提供できる体制の整備を図る。 

(ｲ) Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の多様化に努め

るとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努める。 

(ｳ) 被災者及び住民に対して各種の情報提供を行うため、市町村及び報道機関等と体

制の整備・確認を行うとともに、安否情報の確認手段について、住民への普及啓発

に努める。 

ウ【報道機関等が実施する計画】 

県内報道機関及び通信事業者は、被災者及び住民等に対して各種の情報提供を行う

ため、市及び県と体制の整備・確認を行うものとする。 

エ【電気事業者が実施する計画】 

停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害者情報等の伝達に係

る体制の整備に努める。 

オ【電気通信事業者が実施する計画】 

通信の仕組みや代替通信手段の提供について利用者への周知に努めるとともに、通信障害が

発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図る。また、災害時に提供する伝言サー

ビスの仕組みや利用方法等の周知に努める。 

カ【関係機関が実施する計画】 

関係機関は、住民等に対して交通規制、交通機関の運行等の状況に関する情報提供を行うた

め、県及び市と体制の整備・確認を行う。 

２ 報道機関への情報提供及び協定 

(1) 現状及び課題 

災害時には、報道機関からの取材の要請が、電話、直接のインタビュー等によりなされ

ることが予想される。 

報道機関に対する情報の提供については、あらかじめ対応方針を定めておく必要がある。

また、報道機関とはあらかじめ協定等を締結し、災害対策本部等からの報道要請の方法に

ついて定めておく。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 
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(ｱ) 取材に対する対応による業務への支障、窓口が一本化されてないことによる情報

の混乱等を防ぐため、被害状況及び対策等の情報の報道機関に対する提供について

は、通常は危機管理室防災課が、災害対策本部設置時には本部長の指示により情報

発信班が行う。 

(ｲ) 災害時に放送要請が必要な事態が生じた場合に、速やかに放送要請が行えるよう、

放送要請の方法についての確認を行っておく。 

(ｳ) 独自協定及び諏訪広域協定を締結しているＬＣＶ（株）に対し、緊急放送を要請

する。 

イ【報道機関等が実施する計画】 

県内報道機関及び通信事業者は、被災者及び住民等に対して各種の情報提供を行う

ため、市及び県と体制の整備・確認を行うものとする。 

ウ【電気通信事業者が実施する計画】 

災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努めるものとする。 

エ【関係機関が実施する計画】 

関係機関は、住民等に対して交通規制、交通機関の運行等の状況に関する情報提供を行うため、

県及び市と体制の整備・確認を行う。 
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第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第 基本方針 

本市は、その地形・地質から土砂災害が発生する危険がある場所を多く抱えており、風水害

等に起因する土砂崩壊、地すべり等による被災が懸念される。 

これら土砂災害を防止するため、国、県、市等関係機関が中心となり危険箇所を把握し、総

合的かつ長期的な対策を講ずる。 

特に近年要配慮者利用施設が土砂災害により被災し、多数の犠牲者が出た事例もあり、これ

らの施設が所在する土砂災害警戒区域内等については、特に万全の対策が必要となる。 

また、近年土砂災害のおそれのある区域への宅地開発が進行する中で、開発区域が土砂災害

を受ける事例が見受けられる。このような土砂災害を防止するため、土砂災害のおそれのある

区域への宅地開発を抑制し、また土砂災害のおそれのある区域からの住宅移転希望者を支援し

ていく。  

 

第２ 主な取り組み 

１ 土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、防災上の観点からそれらの箇所の土地に 法律に基

づく指定を行い、開発行為の制限や有害行為の防止、防災工事を強力に推進するとともに適

切な警戒避難体制の整備を実施し、住民への周知を図る。 

２ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等について防災対策を推進す

る。 

３ 県は、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、住民等に著しい危害が生じるお

それのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定するものとする。  

 

第３ 計画の内容 

１ 地すべり対策 

(1) 現状及び課題 

八ケ岳一帯の山地は八ケ岳熔岩類で覆われ、柳川水系より北部は泥流、車山、八子ケ峰

及び米沢の上部山地は霧ケ峰、諏訪湖周辺火山岩類に覆われている。永明寺山及び米沢の

山地の一部は花崗岩類であり、柳川と宮川を挟んだ標高１，０００メートルより下部は、

火山灰に覆われ、西山一帯は中古生層、ちの地区の平坦地及び米沢の平坦地は沖積層であ

る。永明寺山・米沢山地の一部の花崗岩類は風化が激しいマサ土であり、水に弱く、露出

している場所においては災害の起こる可能性がある。なお、県防災計画に掲載の地すべり

危険箇所は６箇所、土砂崩壊危険箇所は１４箇所である｡ 

〔資料６６〕地すべり危険箇所（県防災計画分〕 

〔資料６７〕土砂崩落危険箇所（県防災計画分〕 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等につい
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て定める。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂

災害のおそれのある場合の指定緊急避難場所に関する事項及び円滑な警戒避難に必

要な情報を市民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマッ

プ等）を配布しその他必要な措置を講じる。また、急傾斜地崩壊危険箇所を市民に

周知する。 

(ｳ) 崖崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な高齢者等避難または

避難指示を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立する

ものとする。 

(ｴ) 避難のための立ち退きの万全を図るため指定緊急避難場所、指定避難所、避難経

路及び心得等をあらかじめ市民に周知する。 

(ｵ) 農業用排水施設等について危険箇所を調査し、「土砂崩壊危険箇所台帳」を整備 

する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 地すべりの発生のするおそれのある箇所を調査し、必要に応じて地すべり防止区

域の指定を行う。 （建設部、林務部、農政部） 

(ｲ) 地すべりの発生により被害を受けるおそれのある箇所を調査し、調査結果を市町

村へ提供するとともに、住民等に危害が生じるおそれのある区域について土砂災害

警戒区域等の指定を行う。（建設部） 

(ｳ) 地すべり防止工事を要する箇所について積極的に対策事業を実施する。（建設部、

林務部、農政部） 

(ｴ) 地すべり防止施設の状況把握に努め、機能が低下した施設については更新・機能

回復を行う。（建設部、林務部、農政部） 

ウ 【市民が実施する計画】 

地すべり危険箇所及び警戒避難に関する知識を深めるものとする。 

 

２ 山地災害危険対策 

(1) 現状及び課題 

当市の山腹崩壊及び土砂流出の恐れのある山地災害危険区域は、資料のとおりである。

山腹崩壊及び土砂流出の恐れのある山地災害危険地区については、令和４年４月１日現在、

山腹崩壊危険地区８１箇所、崩壊土砂流出危険地区１１８箇所である。 

〔資料６８〕山地災害危険地（県防災計画分〕 

〔資料６９〕山地に起因する災害危険箇所（市調査分〕 

〔資料７０〕民有林道における災害発生危険箇所（県防災計画分〕 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部） 

県と連携し、危険地域の周知を図り、関係住民の理解と協力を得ながら随時調査点検し、

警戒避難体制の確立を図る。 
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イ【県が実施する計画】（林務部） 

山地災害危険地区については、地震による山腹崩壊危険度、断層の有無、落石発生危険

度を加えた地震対策にも留意しており、毎年見直し調査を実施している。また、市町村及

び関係住民の理解と協力を得ながら、常にその状態について把握し、加えて、平成26年度

から航空レーザー測量データを活用して、崩壊等の危険個所の抽出を行っている。 

これらの情報を基に、市町村との連携も図りつつ対策を要する箇所について長野県強靭

化計画の「地域との協働で行う事前防災治山計画」の内容を踏まえ、治山施設整備と森林

整備による災害に強い森林づくりを計画的に推進する。 

 

３ 土石流対策 

(1) 現況及び課題 

本市の地形は、傾斜した火山性扇状地のため河川が急峻で、災害や集中豪雨により土石

流が発生し中小河川の氾濫が予想される。また、糸魚川－静岡構造線が走っており大地震

が発生した場合かなりの災害が予想される。 

なお、市調査分２６渓流、県防災計画掲載分１１８渓流がある。 

〔資料７１〕土石流危険渓流（県防災計画分） 

〔資料７２〕土石流警戒河川（市調査分） 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等につい

て定める。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂

災害のおそれのある場合の指定緊急避難場所に関する事項及び円滑な警戒避難に必

要な情報を市民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマッ

プ等）を配布しその他必要な措置を講じる。また、急傾斜地崩壊危険箇所を市民に

周知する。 

(ｳ) 崖崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な高齢者等避難または

避難指示を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立する

ものとする。 

(ｴ) 避難のための立ち退きの万全を図るため指定緊急避難場所、指定避難所、避難経

路及び心得等をあらかじめ市民に周知する。 

(ｵ) 農業用排水施設等について危険箇所を調査し、「土砂崩壊危険箇所台帳」を整備 

する。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 土石流の発生するおそれのある渓流を調査し、必要に応じ砂防指定地の指定を促

進するものとする。 

(ｲ) 土石流の発生により被害を受けるおそれのある箇所を調査し、住民等に危害が生

じるおそれのある区域について土砂災害警戒区域等の指定を行い、その結果を市町
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村に提供するものとする。 

(ｳ) 砂防工事を要する箇所について、積極的に対策事業を実施するものとする。  

ウ【関係機関が実施する計画】 

農業用用排水路を管理する団体においては、災害に備えた監視体制を組織化し、非常

事態が発生した場合は、市に緊急連絡ができるようにする。 

エ【市民が実施する計画】 

ハザードマップ等についての知識を深めるとともに指定緊急避難場所の確認をしてお

く。 

 

４ 急傾斜地崩壊対策 

(1) 現状及び課題 

崖崩れ災害を未然に防止し、また災害が発生した場合における被害を最小限度にとどめ

るために、事前措置として平素から危険予防箇所の把握と防災パトロールを強化する必要

がある。 

〔資料７３〕急傾斜地崩壊危険箇所（県防災計画分） 

〔資料７４〕急傾斜地危険箇所（市調査分） 

(2) 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（総務部、企画部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等につい

て定める。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂

災害のおそれのある場合の指定緊急避難場所に関する事項及び円滑な警戒避難に必

要な情報を市民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマッ

プ等）を配布しその他必要な措置を講じる。また、急傾斜地崩壊危険箇所を市民に

周知する。 

(ｳ) 崖崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な高齢者等避難または

避難指示を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立する

ものとする。 

(ｴ) 避難のための立ち退きの万全を図るため指定緊急避難場所、指定避難所、避難経

路及び心得等をあらかじめ市民に周知する。 

(ｵ) 農業用排水施設等について危険箇所を調査し、「土砂崩壊危険箇所台帳」を整備 

する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 崖崩れが発生するおそれのある箇所を調査し、必要に応じ急傾斜地崩壊危険区域

に指定し、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為の規制を行う

とともに、必要に応じてその所有者、管理者等に対して擁壁、排水施設、その他必

要な防災工事を施すものなど改善処置をとることを勧告する。また、防止工事とし

て所有者、管理者等が施工することが困難または不適当と認められるもについて、
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防止対策事業の推進を図る。（建設部） 

(ｲ) 崖崩れの発生により被害を受けるおそれのある箇所を調査し、調査結果を市町 

村に提供するとともに、住民等に危険が生じるおそれのある区域について、土砂 

災害警戒区域等の指定を行う。（建設部） 

（ｳ） 土砂災害危険箇所台帳等に基づき､緊急度の高いものから補強、改修工事を実施

する。（農政部） 

ウ【関係機関が実施する計画】 

農業用排水路等を管理する団体においては、災害に備えた監視体制を組織化し、非常

事態が発生した場合は、市町村に緊急連絡ができるようにするものとする。 

エ【市民が実施する計画】 

日頃より危険箇所についての知識を深めるとともに指定緊急避難場所の確認をしてお

くものとする。 

 

５ 泥流対策 

本市は、火山性の地層がかなり広く分布しており、泥流の発生しやすい地域では降雨によ

る土砂災害が懸念される。この対策として砂防ダム等の設置をはじめ被災を最小限にとどめ

るため、警戒避難体制の整備を積極的に推進する必要がある。 

〔資料７５〕砂防指定地（県防災計画分） 

(1) 現状と課題 

本市は、横岳をはじめとする活火山を含め、火山により生成された軟弱な地盤地域（火

山地域）が分布しており、それら泥流の発生しやすい地域では降雨による土砂災害が懸念

される。この対策として砂防えん堤等の整備をはじめ被災を最小限にとどめるため警戒避

難体制の整備を積極的に推進する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

危険区域等について市民に周知するとともに警戒避難体制の確立を図る。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

降雨等による火山の泥流対策として砂防設備の整備を進めるとともに監視システム及

び警戒避難体制を整備する。 

ウ【市民が実施する計画】 

危険区域等について知識を深めるとともに指定緊急避難場所を確認するものとする。 

 

６ 要配慮者関連施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等対策 

(1) 現状と課題 

急峻な地形が多く、急流河川も多い本市では、土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所

等に立地している要配慮者利用施設がある。これらの地区については、要配慮者対策の観

点から効果的かつ総合的な土砂災害対策の実施が必要である。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する計画】（総務部、健康福祉部） 

防災マップ等の配布や研修会等の機会を通じて市民に対して土砂災害警戒区域等の

周知を図っていく。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等のうち、要配慮者利用施設が所在して

いる箇所については、計画的な事業の推進を図るものとする。（建設部） 

(ｲ) 警戒避難体制の整備を図るため、土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施し、当

該要配慮者利用施設及び市町村へ調査結果を通知するものとする。（危機管理部、

県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 

(ｳ) 市町村地域防災計画書への掲載及び要配慮者利用施設周辺の自主防災組織や近

隣居住者等の協力を得た避難誘導・搬送体制の整備について、関係機関と調整を図

り、その推進に努めるものとする。 （危機管理部） 

(ｴ) 梅雨時期や台風時期前に、要配慮者利用施設管理者とともに、周辺の危険箇所の

パトロールをおこない、周辺の状況を把握することに努めるものとする。（建設部） 

(ｵ) 要配慮者利用施設に対する災害の未然防止に配慮した農地地すべり防止事業を

推進するものとする。（農政部） 

(ｶ) 要配慮者利用施設に対する農地の保全に関する地すべり危険箇所に関する情報

を提供するものとする。 （農政部） 

(ｷ) 要配慮者利用施設に隣接した山地災害危険地区等のうち緊急に対策を講じる必

要のある箇所について、治山事業を推進するものとする。（林務部） 

(ｸ) 緊急点検調査結果の周知等 （林務部） 

ａ 当該施設が所在する市町村への通知、市町村地域防災計画への掲載について助

言をするものとする。 

ｂ 関係機関との連携・協力し、防災マップ等を利用して施設管理者等に土砂災害

防止に関する情報の提供を行うものとする。 

(ｹ) 土砂災害等が多発する出水期前等に施設に隣接した裏山等において山地の荒廃

状況や治山施設等の状況を把握し、施設管理者等に通知するものとする。（林務部） 

 

７ 土砂災害警戒区域の対策  

(1) 現状と課題 

本市の土砂災害警戒区域は、令和４年６月３０日現在で１２９９箇所の区域が土砂災害

警戒区域に指定されている。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は６

１３箇所あり、区域内に住宅もある。このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、

あるいは市民への情報の提供に留意する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、都市建設部） 

(ｱ) 市民へ土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達体制を整備する。また、土砂災害

警戒区域等における円滑な警戒避難体制の整備に努める。 
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(ｲ) 土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。 

ａ 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進 

ｂ 勧告による移転者または移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費によ

る支援及び相談窓口の確保 

(ｳ) 土砂災害警戒区域については、以下の処置をとる。 

ａ 地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに以下の事項について定める。 

(a) 土砂災害に関する情報及び気象警報等の伝達方法 

(b) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路 

(c) 土砂災害に係る避難訓練に関する事項 

(d) 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設の名称及び所在地 

(e) 要配慮者利用施設及び学校への土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達

に関する事項 

(f) 救助に関する事項 

(g) その他警戒避難に関する事項 

b 土砂災害警戒区域ごとに警戒避難に関するうえで必要な事項を記載した防災

ガイドブックを作成し、それらを市民に周知する。 

(ｴ) やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用施設の新築等を行う場合は、施設

設置者に対して警戒避難体制の構築等について助言を行う。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部） 

(ｱ) 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の推進 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害防止のための

対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊、土石流又は地滑り等のおそれのあ

る土地について、地形・地質・降水等の状況及び土地の利用状況等の調査を実施し、

関係市町村の意見を聴いて土砂災害警戒区域等の指定を行う。 

(ｲ) 基礎調査の結果を公表し、住民等への周知に努める。 

(ｳ) 土砂災害特別警戒区域については、以下の措置を講ずる。 

ａ 住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 

ｂ 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進 

ｃ 勧告による移転者または移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費によ

る支援及び相談窓口の確保 

(ｴ) 土砂災害警戒区域については、以下の措置を講ずる。 

区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発表及び伝達、

避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難

体制に関する事項について市町村へ助言する。 

(ｵ) やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用施設の新築等を行う場合は、施設

設置者に対して警戒避難体制の構築等について助言を行う。 
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第２５節 防災都市計画 

 

第１ 基本方針 

人口の増加や住宅の密集化等、都市化の進展に伴い災害の危険性は増大している。災害時

における市民の生命及び財産の保護を図るため、都市防災に関する総合的な対策を推進し、

安心して住める都市づくりを進める。そのため、都市防災に対する総合的な対策の推進、土

地区画整理事業の推進、都市計画道路の整備、公園・緑地の整備及び保全に関する総合的な

防災対策を図る必要がある。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 市街地における火災を予防するため、建築物の不燃化の促進を図る。 

２ 避難路、延焼遮断帯、避難地の機能を有する道路、公園緑地等の防災空間（オープンスペ

ース）の整備を一層推進する。 

３ 土地区画整理事業等の面的整備及び都市計画道路等の線的整備を積極的に推進す

ることにより、健全な市街地の整備と防災機能の一層の充実を図る。  

４ 災害危険度判定調査の定期的な実施と公表  

５ 地区別防災まちづくり計画策定の支援  

 

第３ 計画の内容 

１ 建築物の不燃化の促進 

(1) 現状及び課題 

市街地には建築物が密集しており、地震に伴う火災被害の発生及び延焼拡大のおそれが

大きい。これに対処するため、集団的な防火に関する規制を行い、都市防火の効果を高め

ることを目的として、防火地域等を指定できることとされている。この防火地域等は、都

市計画法に基づき定められた防火地域・準防火地域と建築基準法第２２条により指定され

た区域からなる。こうした防火地域等内における建築物については、建築基準法に基づき、

規模等により耐火構造・準耐火構造等とすることとされている。 

中心市街地で土地の高度利用を図る地域、避難路となる幹線道路沿い等については、防

火地域等の指定に努め、建築物の不燃化を促進し、安全な市街地の形成を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 防火地域・準防火地域の指定 

都市計画法に基づき、建築物の密度が高く、火災危険度の高い市街地に おいて、

防火地域・準防火地域を定め、地域内の建築物を耐火構造・準耐火構造とし不燃化

を図るものとする。 

(ｲ) 建築基準法第２２条区域の指定 

防火地域・準防火地域以外の市街地において指定することにより指定区域内の建

築物の屋根の不燃化等を図るものとする。 
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(ｳ) 都市計画法等に基づく市街地再開発事業計画を策定する。 

(ｴ) 防災都市を配慮した都市計画マスタープランの策定をする。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 都市防災対策の検討、防火地域等の指定等にあたり、市町村へ助言を行っ

ていく。 

(ｲ) 市町村が実施する市街地再開発事業計画及び住環境整備事業計画につ 

いて協議、調整し事業が適正に施行されるよう指導・助言を行う。  

 

２ 防災空間の整備拡大 

(1) 現状及び課題 

近年の都市化の進展に伴う市街地の拡大によって、都市におけるオープンスペースが急

激に減少しており、災害時における危険性が増大している。 

阪神淡路大震災において、広幅員の道路による延焼防止効果が顕著であった他、

身近な住区基幹公園が住民の一時避難地として利用されたり、救済活動拠点やヘ

リポート等の復旧・復興活動拠点として大きな役割を果たしたことを教訓として、

このため、避難路延焼遮断帯、避難地等の防災空間を確保する観点から、街路、

公園緑地等の都市施設の整備を一層推進する必要がある。これらの整備にあたって

は、以下の点について併せて留意する必要がある。 

ア 地区、日常生活圏、都市全体、地域全体といった生活・都市活動の広がりのレベルに

応じた都市施設の整備を一層促進する必要がある。 

イ 食料等の備蓄倉庫、耐震性貯水槽、ヘリポート、非常用発電機、放送施設等の災害応

急施設を備えた防災拠点施設の整備 

ウ 高齢者等の災害時要支援者に対する安全性確保 

エ 街路整備における、幹線道路の多重化によるバックアップ機能の確保等を考慮した交

通ネットワークの形成 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 「都市マスタープラン」等の策定にあたり、都市防災対策に効果的な公園緑地、

防災遮断帯等の配置計画を検討し、都市公園の積極的な整備に努める。 

(ｲ) 市道について、国県道との連携を図りながら、避難路及び延焼遮断帯として必要

な街路整備に努める。 

(ｳ) 都市計画法等に基づく市街地再開発事業計画を策定する。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 広域的見地から、災害時における避難地の確保は重要であることから、防災機能

を有する公園の整備に努める。 

(ｲ) 幹線道路について、避難路及び延焼遮断帯としての機能を有する広幅員街路網の

計画的整備に努める。 

(ｳ) 市町村が実施する市街地再開発事業計画及び住環境整備事業計画について協議、
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調整し事業が適正に施行されるよう指導・助言を行う。 

 

３ 市街地開発による都市整備 

(1) 現状及び課題 

市内には、道路、公園等の公共施設整備の立ち遅れた災害危険度の高い木造密集市街地

が存在している。先の阪神・淡路大震災においても、著しい被害を受けた地域は、市街地

で区画街路等が未整備であったり、木造老朽家屋が密集した地区などに集中している。 

これらの地域については、街路、公園等の公共施設を整備、改善することによりオープ

ンスペースを確保するとともに、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、土地区画

整理事業や市街地再開発事業などによる面的な整備事業を一層推進する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 木造密集地や公共施設の整備の立ち遅れている地域を重点に、防災性の高いまち

づくりを実現させるため、市街地開発事業を積極的に推進する。 

(ｲ) 計画的に市街地整備及び住環境整備を図るため、地域住民に対し積極的に啓発活

動、指導等を行う。 

イ【県が実施する計画】(建設部) 

(ｱ) 計画的に市街地整備を行うため土地区画整理事業等を積極的に推進することによ

り、健全な市街地の造成と防災機能の一層の充実を図る。 このため、事業の推進に

向けて市町村へ啓発活動、指導等を行っていく。 

(ｲ) 市町村が実施する市街地再開発事業計画及び住環境整備事業計画について協議、

調整し事業が適正に施行されるよう指導・助言を行う。 

 

４ 災害危険度判定調査の定期的な実施 

(1) 現状及び課題 

災害危険度判定調査の結果、本市の市街地は、旧市街地を中心として、木造住宅の密集

する地域があり、こうした地区内における木造住宅は、新耐震基準施行以前のものが多く、

災害時においては、倒壊・炎上の可能性が高いことがわかっている。こうした調査は定期

的に行い、公表していくことで、市民に浸透していき、防災啓発につながるとともに、改

善度が具体的な実績として記録されることで将来的な事業へ生かすことができる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

定期的に災害危険度判定調査を実施、公表する。 

 

５ 地区別防災まちづくり計画策定の支援 

(1) 現状及び課題 

市街地の位置、防災上の特性、都市施設の配置、震災被害の発生状況等、地区によって

条件が異なるため、必要とされる対応策も異なってくることから、茅野都市計画で位置付
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けた地区レベルの対応として市民による地区別防災まちづくり計画の策定を支援する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

市民による地区別防災まちづくり計画の策定を、各種情報を提供するなどして支援す

る。 
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第２６節 建築物災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

強風または出水等による建築物の被害を最小限に抑え、市民の生命、財産等を保護するた

め、建築物及び敷地の安全性の向上を図る。また、市内には多数の指定文化財が分布してい

る中で、これらの文化財の強風または出水等の対策と安全性の確保についても併せて推進す

る必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物、転倒物の防止対策を講ずる。 

２ 出水時の被害を最小限に抑えるため、敷地の安全性の確保及び建築物の浸水対策を講ずる。 

３ 文化財保護法等により指定された文化財は、災害発生後の火災等に備える。  

 

第３ 計画の内容 

１ 建築物の風害対策 

(1) 現状及び課題 

強風による屋根材等の飛散・落下や建築物の損壊、看板等の飛散・転倒を最小限に抑え

るため、構造耐力上の安全性を確保し適切な管理を行う必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市及び県が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 公共建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のため点検を実施し、

必要に応じて改修を行う。 

(ｲ) 一般建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のための指導及び啓発

を行う。 

(ｳ) 道路占用物については、落下・転倒防止のための指導を行う。 

(ｴ) 落下物、屋外設置物による被害の防止対策について普及・啓発を図る。 

イ【建築物の所有者が実施する計画】 

屋根材、看板等の飛散・落下被害を防止するため点検し、必要に応じて改修を行うも

のとする。 

 

２ 建築物の水害対策 

(1) 現状及び課題 

出水による建築物の被害を最小限に抑えるため、土地の状況等に応じ盛り土等による建

築物の浸水対策及び敷地の安全性の確保を講ずる必要がある。また、出水、がけ地の崩壊

等により被害が発生するおそれのある区域については、建築等の制限を行う必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 出水によるがけ地の崩壊等により災害が発生するおそれのある区域について必要
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があれば建築等の制限を行うため、長野県建築基準法施行条例による区域指定に努

める。 

(ｲ) がけ地近接等危険住宅移転事業計画を策定し、移転事業の推進を図る。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 建築物及び敷地の安全性の確保を図るため、指導及び啓発を行う。 

(ｲ) がけ地近接等危険住宅の解消を図るため、関係市町村と調整のうえ、移転事業の

促進を図る。 

ウ【建築物の所有者が実施する計画】 

出水時における建築物の被害を防止するため、土地の状況等に応じ盛り土等の必要な

措置を講ずる。 

 

３ 文化財の風水害予防 

(1) 現状及び課題 

文化財は、文化財保護法又は茅野市文化財保護条例等により、その重要なものを指定し保

護することになっている。これらは貴重な国民的財産であり、正しく次世代に継承していく

ことが必要である。本市における国・県指定文化財（資料編参照）のうち、建築物について

はそのほとんどが木造であるため、風水害等の災害対策とともに防火対策に重点を置き、そ

れぞれの文化財の性質・形状及びその環境に応じて保全を図り、あわせて見学者の生命・身

体の安全にも十分注意する。 

また、建造物内には未指定の美術工芸品や文書等の文化財が存在している場合が多いた

め、その把握に努め、被災した文化財に対する応急措置に備えておくことが必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

市文化財所管部局は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の

事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図るものとする。 

(ｱ) 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行うもの

とする。 

(ｲ) 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行うものとする。 

(ｳ) 区域内の文化財の所在の把握に努めるものとする。 

イ【県が実施する計画】（教育委員会） 

教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を

実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

(ｱ) 市教育委員会を通じ、所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての

指導と助言を行う。 

(ｲ) 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。 

(ｳ) 被災した文化財に対する応急措置に関する連携体制を整えるとともに、必要な備

品の配備を行う。 

ウ【所有者が実施する計画】 
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(ｱ) 防災管理体制及び防災施設の整備（資料編参照）をし、自衛消防隊の確立を図る

ものとする。 

(ｲ) 建造物内にある文化財の把握に努めるものとする。防災管理体制及び防災施設の

整備をし、自衛消防隊の確立を図る。 
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第２７節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

風水害に生じる道路及び橋梁の機能障害が災害応急活動等に妨げにならないよう、風水害

に強い道路及び橋梁づくりを行う必要がある。 

また、道路及び橋梁の基幹的な交通確保の整備にあたってはネットワークを充実させ、風

水害に対する安全性の確保を図る。機能に重大な支障が生じた場合は、代替路の確保及び応

急対策により機能の確保を行う。被災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関におい

て相互応援の協定を締結し平常時より連携を強化しておく。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 道路及び橋梁の風水害に対する安全性を確保する。 

２ 被災後の応急活動及び復旧活動に関し、関係団体との協力体制を整えておく。 

３ 危険防止のための事前規制を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 道路及び橋梁の風水害に対する整備 

(1) 現状及び課題 

風水害により、道路は落石、法面崩壊、道路への土砂流出、道路決壊、道路付帯施設・

橋梁の破損、倒木による電柱等の破損、冠水等によって交通不能あるいは困難な状態にな

ると予想される。この対策として各道路管理者は道路・道路施設及び橋梁につい災害に対

する強化を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 道路及び橋梁災害予防 

ａ 市街地中心の避難場所と主要な都市施設とを有機的に連絡させる道路整備に努

める。 

ｂ 既存の幹線道路及び生活道路は、緊急物資の輸送路及び避難路として重要である

ので、次の予防策を進める。 

ⅰ 道路改良 

ⅱ 道路法面保護 

ⅲ 橋梁取り付け部強化による落橋防止対策 

(ｲ) 農道及び橋梁災害予防 

農道は中心市街地を外れ主要幹線道路、生活道路の補完として使用されることか

ら、法面崩落対策及びボックス等の取り付け部について対策を講じ、災害による地

区の孤立化を避けるようにする。 

(ｳ) 林道及び橋梁災害予防計画 

林道は山間部等の幹線度道路等の補完として使用されることから、法面崩落対策、
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地すべりの対策を十分行い、災害による地区の孤立を避けるようにする。 

(ｴ) 道路付帯施設災害予防 

道路付帯施設は、巡視を実施して状況の把握に努め、交通上支障のある施設の整

備を積極的に進める。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 落石等の危険箇所点検（平成８・９年道路防災総点検）に基づき緊急度の高い箇

所から順次整備する。（建設部、道路公社） 

(ｲ) 道の駅の道路ネットワーク上の防災拠点としての整備を進める。(建設部) 

(ｳ) 道路の冠水による事故を未然に防止するため、道路情報表示板等必要な施設の整

備を図るとともに、警察及び消防等との連携の下で、適切な道路管理に努める。 

(建設部、警察本部) 

(ｴ) 一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定めて、緊急度の高い箇所から順次整備し、

災害に強い道路交通網整備を推進する(資料編参照)。特に、災害時も含めた安定的

な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流道路」の機能強化を

推進する。(建設部) 

(ｵ) 被災地域の安定的な人流・物流機能の確保のため、国・市町村、公共交通事業者、

有識者等と連携し、災害時に交通量抑制の呼びかけや広域迂回への誘導、代替輸送

手段の確保や道路の混雑対策等を統括的かつ速やかに実施できる体制の構築を検

討する。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 緊急輸送を確保するために必要な道路の整備は、風水害対策を必要とする道路施

設については、社会資本整備重点計画等に基づき計画的に整備を進める。 （地方

整備局） 

(ｲ) 緊急輸送道路のネットワークにおいて、風水害応急対策を円滑に実施するため、

緊急輸送道路について広域的な応急対策等を考慮し、各道路管理者と総合的な調整

を行う。 （地方整備局） 

(ｳ) 道路施設の点検に基づく補強及び緊急輸送道路としての機能の確保を図るよう

努める。（地方整備局） 

(ｴ) 発災により予測される危険性及び緊急輸送道路としての機能維持について現場

点検の実施に努め、緊急を要するものから逐次必要な対策を実施する。（地方整

備局） 

(ｵ) 「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」を準用して、既存の

橋梁の内、跨線橋・復断面区間等の緊急度の高い橋梁から順次橋脚等の補強対策

を構成させる。また、点検等により道路構造物の状況把握を行うとともに、対策

を必要とするものについては、緊急をするものから逐次整備を進める。 （地方整

備局） 

(ｶ)  長野県内における供用中の高速道路は、中央自動車道・長野自動車道・上信越

自動車道及び中部横断自動車道など６路線であり、県内の総延長は353.4㎞である。
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構造は、高架・橋梁・トンネル・土工部からなり、高架橋・橋梁などは道路橋耐

震設計等に従い、地質・構造等の状況に応じて耐え得るよう設計している。東日

本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱並びに地方整備局は、日常から、施設の点検

調査とこれに基づく補修工事を実施し、災害に強い施設の確保に努めるものとす

る。（東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、地方整備局）  

(ｷ) 災害応急復旧用各種車両、資機材等の備蓄、拡充に努める。（中日本高速道路㈱）

  

２ 関係団体との協力体制の整備 

(1) 現状及び課題 

風水害により、道路・道路施設及び橋梁が被災した場合、速やかに応急復旧活動を行い、

交通の確保を図る必要がある。応急復旧は各道路管理者並びに警察の機関単独では対応が

遅れる恐れがある。この対策として被災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関に

おいて相互応援の協定を締結し平常時より連携を強化しておく。また、応急復旧のために

建設業協会等と事前に業務協定を締結しておき交通の確保を図る。 

各道路管理者、関係機関及び県は災害時の道路規制情報等について、情報共有できる体

制の整備を行う必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協定を締結し平常時より連携を強

化しておく。 

(ｲ) 応急復旧のために建設業協会等と事前に業務協定を締結しておき交通の確保を図

る。 

(ｳ) 災害時の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び県が情報共有でき 

る体制の整備に努める。 

〔資料５０〕災害時における応急対策協力に関する協定書(長野県建設業協会諏訪支部茅野分会) 

イ 【県が実施する計画】 

(ｱ) 現在、関東知事会・中部圏知事会における協定及び新潟県との協定を締結しており、より

効果的な内容への見直しを図るとともに、訓練の実施等平時から連携強化に努める。（危機

管理部） 

(ｲ) 各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協定を締結し平常時より連携を強化してお

く。（全機関） 

(ｳ) 「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づく活動体制を確認し、訓練の実施等

平時から連携強化に努める。（建設部） 

(ｴ) 災害時の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び市が情報共有できる体制

の整備に努める。(建設部) 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 各関係機関は、それぞれの防災業務計画等の定めるところにより関係機関との協

力体制を整備するとともに、市との協定等に協力する。 
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(ｲ) 大規模災害時における資機材の調達及び橋梁に風水害の危険性が予測される場合、危険防

止のため事前に通行規制を実施し、未然に人的・物的被害を予防する必要がある。（地方整

備局） 

 

３ 危険防止のための事前規制 

(1) 現況及び課題 

気象・水象情報の分析により、道路及び橋梁に風水害の危険性が予想される場合、危険

防止のため事前に通行規制を実施し、未然に人的・物的被害を予防する必要がある。 

(2) 実施計画 

【道路管理者・警察本部が実施する計画】 

ア 道路管理者並びに警察等はあらかじめ特別警報発令時などにおいて通行規制が必要

な道路及び橋梁について検討し、情報共有を図るものとする。 

また、道路管理者は、降雨予測等から通行規制範囲を広域的に想定して、できるだけ

早く通行規制予告を発表するものとする。その際、当該情報が入手しやすいよう多様な

広報媒体を活用し、日時、迂回経路等を示すものとする。また、降雨予測の変化に応じ

て予告内容の見直しを行う。 

イ 道路管理者並びに警察等は相互に連携協力し、気象情報、道路情報等を迅速に収集し、

道路の通行に危険が認められる場合は、迅速な通行規制を実施する。 

ウ 事前の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び県が情報共有できる体

制の整備に努める。 
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第２８節 河川施設等災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

出水時の破堤をはじめとする河川管理施設の災害は、多くの人命・財産を失うなど多大なる社

会的影響を与えることから、新たな施設整備とともに、既存施設の日常的な整備・点検・維持管

理を行い安全の確保に努める。 

〔資料７８〕河川の状況 

 

第２ 主な取り組み 

１ 過去の災害の実績，現況の流下能力，災害時の社会的影響などを勘案し優先度の高い箇所

から改修等を実施する。 

２ 堤防や河道の土砂堆積の状況等を適宜把握し、洪水等に対する安全性を確保するよう維持

的な対策を講ずる。 

３ 既存のダム施設等に関して定期的な点検を行い、施設の維持管理に努める。 

４ 出水時の的確な情報収集や情報提供に努める。 

５ 浸水想定区域の公表、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の情報伝達並びに避難体制の確

保に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 河川施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

河川改修や維持工事を鋭意進める一方、過去の災害の実績や堤防の状況等を勘案し、重要

水防区域の指定や水位情報の提供など、効率的な水防活動や住民への注意を促すための対策

を講じている。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

それぞれの施設整備計画により河川管理施設の整備を図る。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 国庫補助事業、県単独事業による河川改修事業を促進し、災害危険箇所の解消に

努めるものとする。 

(ｲ) ダム・堤防等の河川管理施設の状況や河道の土砂堆積状況を把握し、必要に応じ

て維持的な対策を講ずるものとする。 

(ｳ) 浸水想定区域や水位計、河川監視カメラ等、減災に資する情報を提供するものとする。

また、浸水想定区域図が作成されていない河川において氾濫が発生していることから、

中小河川の浸水想定区域図の作成を促進し、浸水リスク情報の周知に努める。 

ウ【関係機関が実施する計画】（地方整備局） 

改善の必要性があると認められた施設について整備を図る。 
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２ 浸水想定区域内の災害予防 

(1) 現状及び課題 

近年の全国の豪雨災害では低地などでの浸水被害が発生しているほか、高齢者や園児ら

要配慮者が逃げ遅れて孤立するケースが発生しているため、洪水により相当な損害を生ず

るおそれのある河川を指定し、浸水想定区域の公表を行っている。市は浸水想定区域内の

要配慮者利用施設及び大規模工場等の防災体制の確立を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、健康福祉部） 

(ｱ) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設及び大規模工場等の名称・住所・管理者等及

び施設に対する洪水予報等の伝達方法（ＦＡＸ、メール、電話等）を定め、警戒避

難体制の確立等防災体制の整備について指導する。 

(ｲ) 要配慮者利用施設及び大規模工場、自主防災組織等と連携を図り、災害の発生を

想定した連絡・通報、避難誘導等に係る訓練を実施する。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 浸水想定区域や水位等、減災に資する情報を提供する。 

(ｲ) 市町村に洪水予報等の伝達を行う。 

ウ【浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設及び大規模工場等の管理者等が実施する

計画】 

(ｱ) 浸水想定区域内にある地下街等の所有者又は管理者は、利用者の洪水時の円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を作成するとともに、避

難体制等の確立を図るものとする。 

(ｲ) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避

難マニュアルの作成等によって警戒避難体制の確立を図るものとする。 

(ｳ) 浸水想定区域内の大規模工場等の所有者又は管理者は、洪水時の浸水防止に関す

る計画に基づき、浸水防止活動等の訓練の実施に努めるものとする。 
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第２９節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

茅野市のため池は、白樺湖、蓼科湖等１７箇所あるがそのほとんどは、戦中、戦後の増産

体制にならって築造されており、資材は不足し現在のような建設機械の発達していない時期

に人力により築造されたため、老朽が甚だしいものもある。下流域に人家や公共施設等があ

る農業用ため池が豪雨等により被災した場合には、受益農地の営農に支障をきたすばかりで

なく、甚大な被害が生じるおそれがある。このため、適切な維持管理や監視体制についてた

め池管理者を指導するとともに、豪雨に対する安全性の低い施設について防災工事を実施し、

災害の発生を未然に防止する。 

〔資料７９〕ため池台帳 

 

第２ 主な取組み 

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある防

災重点農業用ため池について、優先して対策に取り組む。 

１ 緊急時の迅速な避難行動につなげる対策 

ハザードマップの作成及び公表により、地域住民にわかりやすい防災情報を提供する。 

２ 施設機能の適切な維持・補強に向けた対策防災重点農業用ため池の防災工事を推進すると

ともに、農業用水として利用されなくなったため池は、所有者等の合意を得た上で、廃止を

促進する。 

３ 豪雨に対する対策 

豪雨時に空き容量を確保するため、営農に影響しない範囲でため池の低水位管理に取り組

む。 

 

第３ 計画の内容 

１ 現状及び課題 

ため池の中で老朽化の甚だしいものは、大規模地震発生時に決壊し、下流の農地をはじめ

人家、公共施設にまで甚大な被害を及ぼす恐れがあるため、適切な維持管理や防災工事が必

要である。 

２ 実施計画 

(1)【市が実施する計画】（産業経済部） 

ア ため池の諸元、改修履歴等を明記した「ため池カルテ」を整備し、変更が生じた場合

は、県に報告する。 

イ ため池管理者等との緊急連絡網を作成するものとする。 

ウ 豪雨の発生が予想される場合には、事前に巡回点検を実施する。 

エ ため池ハザードマップを作成し、住民に周知する。 

(2)【県が実施する計画】（農政部） 

ア 管理の基本となる県全体の「ため池カルテ」を整備し、毎年更新する。 
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イ 調査結果に基づき、緊急度の高いものから順次防災工事を実施する。 

ウ 市町村が実施するため池ハザードマップ作成を支援する。 

エ 市町村・ため池管理者を対象に、管理体制強化のための研修会を開催する。 

 (3)【関係機関が実施する計画】 

ア ため池管理者は、非常事態が発生した場合、直ちに市に緊急連絡ができるよう、災害

に備えた監視体制を組織化するものとする。 

イ 適時巡回点検を実施し、施設の状況について調査するとともに市に結果を報告する。 

ウ 余水はけ口に堆積する浮遊物、ゴミ等を除去する。 
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第３０節 農林水産災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

風水害による農林水産関係の被害は、水稲、果樹、野菜等の冠水・倒状による減収、水田

等の流失、ハウス・養魚場等の被害が予想される。そこで、被害を最小限にするため予防技

術対策の普及に努め、災害に強い森林整備等を推進する。 

また、複雑な地勢と気象条件のもとにある農林業は、凍霜害及び病害虫害等の被害も予想

され、この被害を最小限にとどめるため、関係機関の協力を得て予防対策を推進する。 

 

第２ 主な取組み 

１ 農作物等災害対策指針により予防技術対策を、諏訪農業農村支援センター、信州諏訪農業

協同組合等と連携し、農業者等に周知徹底を図る。 

２ 長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林づくり指針及び市森林整備計画に基づき、良

好な森林の整備を実施する。 

３ 凍霜害及び病害虫害等の予防対策を、諏訪農業改良普及センター、信州諏訪農業協同組合

等と連携し、農業者等に周知徹底を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 農水産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

生産施設等の損壊に伴う農作物被害の軽減を図るため、予防技術の周知が必要である。

(2)実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部） 

諏訪農業農村支援センター、農協等と連携し、農業者等に予防技術の周知徹底を図る。 

災害発生のおそれのある場合は、県農政部、諏訪地域振興局、諏訪農業改良普及セ

ンターに連絡をし、指導の徹底を図る。 

イ【県が実施する計画】（農政部） 

(ｱ) 農作物等災害対策指針の充実を図るとともに、農業農村支援センター等を通じ、

市、農業団体、農業者等に対し予防技術の周知徹底を図る。 

(ｲ) 正確な情報を迅速に農業者等に伝達するため、農業情報等ネットワーク機能を強

化する。 

(ｳ) 周知すべき作目別の主な予防技術対策 

ａ 水稲 

(a) 強風が予想される時は、水田はなるべく深水にし、倒伏予防を図る。 

(b) 路の流れを良くし冠水を抑えるため、清掃及び障害物の除去に努める。 

ｂ 果樹 

(a) 防風林又は防風施設を設置し、被害の未然防止に努める。 

(b) 支柱、トレリス、果樹棚等の補強をし、枝折れ、落果被害の防止に努める。 
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(c) 台風等豪雨襲来の前に排水溝を設置し、冠水防止に努める。 

ｃ 野菜及び花き 

(a) 支柱のある作物は、支線の補強、防風ネットの設置等により未然防止に努め

る。 

(b) ハウスは、破損部の修理、支柱等の補強により倒壊を防ぐとともに、周囲に

排水溝を設置し、冠水防止に努める。 

(c) 風速３０ｍ／秒の強風が予想される場合は、支柱をねかせ、被覆フィルムは

取り外す。 

(d) 台風等豪雨襲来の前に排水溝を設置し、冠水防止に努める。 

ｄ 畜産 

(a) 家畜を少なくとも一週間以上飼養できる飼料・燃料などの在庫を確保する。 

(b) 停電時でも飼養管理、搾乳や生乳冷却を継続できるよう、地域又は経営毎に

非常電源を準備する。 

(c) 施設の損傷・倒壊・浸水を防止するため、事前に施設を点検・補修する。 

ｅ 水産物 

増水、濁水による養殖魚の斃死等が予想される時は、取水制限、餌止め等によ 

り被害防止に努める。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

県、市等と連携し、農業者等に予防技術の周知徹底を図る。 

エ【市民が実施する計画】 

農作物等災害対策指針に基づき災害予防対策を実施する。 

 

２ 林産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

風水害による立木の倒壊防止のため、適地適木の原則を踏まえた森林造成を図るとと 

もに壮齢期の森林にあっては、間伐による本数密度の調整を行い、適正な形状比の立木仕

立てを指導している。林産物の生産、流通、加工施設の設置にあたっては、立地条件や排

水施設の施工に留意する必要がある。 

(2) 実施計画  

ア【市が実施する計画】（産業経済部） 

(ｱ) 市森林整備計画に基づき、健全な森林づくりを推進するものとする。 

(ｲ) 県と連携をとって林産物生産、流通、加工現場において、事業者が施設管理を適 

切に行うよう指導又は助言する。 

イ【県が実施する計画】（林務部） 

(ｱ) 長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林づくり指針に基づき多様な 森林整備を図る。 

(ｲ) 健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐等を実施する。 

(ｳ) 林産物生産、流通、加工現場において事業者が施設管理を適切に行うよう指導又は助言す

る。 
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(ｴ) 市との連携を図りつつ、防災・減災の観点からの森林整備を行うとともに、間伐材の利用

を推進する。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 国有林の地域別森林計画、国有林野施業実施計画に基づく適正な森林施業の実施

により、国有林の防災機能の維持向上を推進する。また、治山施設の整備、適正な

流水路の整備・確保により、国有林野内からの林産物、土石等の流出防止に努める

ものとする。（中部森林管理局） 

(ｲ) 指導指針に基づいた適正な森林施行を実施する。 

(ｳ) 関係業界は、県、市と連携をとって林産物生産、流通、加工現場において安全パ

トロールを実施する。 

エ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 市森林整備計画に基づく、森林整備に協力する。 

(ｲ) 施設の補強等対策の実施する。 
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第３１節 二次災害の予防計画 

 

第１ 基本方針 

災害時に被害を最小限に抑えるためには、発生が予想される二次災害を防止することが重

要である。有効な二次災害防止活動を行うためには、関係機関の平常時からの体制の整備が

不可欠である。風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また二次

災害が発生する場合もある。 

また、倒木の流出による二次災害の危険性もあり、これに対する予防対策をあらかじめ講

じておく必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 構造物に係る二次災害予防のための措置を講ずる。 

２ 危険物等に係る二次災害予防のための措置を講ずる。 

３ 災害時の流木発生を予測した対策を検討する。 

４ 土砂災害危険箇所の把握、緊急点検体制整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 構造物に係る二次災害防止対策 

(1) 現状及び課題 

林道は、緊急避難路や輸送道路として災害発生後に利用される場合もあるが 構造上、

土砂崩落等が起こる可能性もあるため、事前の対策が必要である。その他の道路・橋梁等

の被害を防ぐため、あらかじめ点検すべき箇所を把握しておくとともに、被害箇所の危険

度を判定する基準等の整備が必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部） 

(ｱ) 林道については、土砂崩落危険個所の改良、危険を周知させるための標識の設置

を行う。 

(ｲ) 重要施設についてはあらかじめ位置等を十分把握しておくとともに、施設の点検

作業が速やかに実施できる体制を整備する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 林道については、土砂崩落危険個所の改良、危険を周知させるための標識の設置

を推進するよう市を支援する。（林務部） 

(ｲ) 重要施設については、あらかじめ位置等を十分把握しておくとともに、 施設の点

検作業が速やかに実施できる体制を整備しておくよう市を指導する。 （林務部） 

(ｳ) 被災時に落石等の状況や盛土、トンネル及び橋梁等の点検が速やかに実施できる

ようあらかじめ体制を整備しておく。 （建設部） 
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２ 危険物施設等に関わる二次災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

ア［危険物関係］ 

消防法に定める危険物施設における災害時の二次災害の発生及び拡大を防止するため、

緩衝地帯の整備、防災応急対策用資機材の備蓄等を推進するとともに、保安体制の強化

も必要である。 

イ［火薬関係］ 

火薬類取扱施設は、風水害による直接的被害よりも火薬類の流出・紛失などによる二

次災害の危険性があり、被害を防止するための危害防止体制の確立が必要である。 

ウ［高圧ガス関係］ 

高圧ガス製造施設、貯蔵所、販売所、及び消費施設等における災害時の対応について

は、高圧ガス保安法に基づく緊急措置等が定められているが、被害の拡大を防止するた

め事業者ごとの保安意識の高揚と自主保安体制の整備を一層推進する必要がある。 

エ［液化石油ガス関係］ 

液化石油ガス一般消費先における容器の転倒・流失防止措置の徹底など、災害対策の

促進について液化石油ガス販売事業者等に対する指導を徹底する。また、消費者が適切

な措置を行えるよう、消費者に対する啓発も必要である。 

オ［毒物劇物関係］ 

毒物劇物における火災や有毒ガスの発生等の二次災害を予防するため、「毒物劇物危

害防止規定」の作成、流出等の防止施設の整備及び事故処理剤備蓄体制の充実が必要で

ある。 

(2) 実施計画 

ア［危険物関係］ 

(ｱ)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

a 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等に

対する保安教育の実施 

b 立入検査の実施等指導の強化 

c 防災応急対策用資機材等の整備についての指導 

d 自衛消防組織の強化についての指導 

e 近隣の危険物取扱事業所との協定の締結の推進等の指導 

(ｲ)【県が実施する計画】（危機管理部） 

a 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安院等に対する

保安教育の実施 

b 立ち入り検査の実施指導の強化についての市に対する指導 

(ｳ)【関係機関（危険物取扱事業所）が実施する計画】 

a 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等の研修会

等への積極的参加 

b 防災応急対策用資機材等の整備 
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c 自衛消防組織の強化促進 

イ［火薬関係］ 

(ｱ)【県が実施する計画】（商工労働部） 

a 行政機関、警察署及び消防署等の関係機関との連絡体制、緊急時の応援体制の整備及び

確立 

b 火薬類取扱施設管理者が講ずべき対策についての指導徹底 

(ｲ)【火薬類取扱施設の管理者が実施する計画】 

a 日頃から、行政機関、警察署及び消防署等の関係機関との連絡体制を整備し、緊急応援

体制を確立しておくものとする。 

b 日頃から、近隣住民に対して、災害時に火薬類取扱施設に近寄らないよう周知しておく

ものとする。 

ウ［高圧ガス関係］ 

(ｱ)【県が実施する計画】(商工労働部) 

高圧ガス製造事業者等が、講ずべき対策についての指導の徹底 

(ｲ)【高圧ガス製造事業者が実施する計画】 

a 高圧ガス貯蔵地盤の不同沈下による災害防止のため、年１回以上の不同沈下量の測定の

実施 

b 高圧ガス製造施設等における緊急遮断弁、エンジンポンプ、バッテリー等の日常点検に

よる機能の維持 

c 高圧ガス設備の転倒防止のため、架台及び支持脚の補強、防錆塗装の実施 

d ガス漏洩の防止のため、ホームのブロック化及びロープ掛け段積をしない等の転倒防止

措置の実施 

e 近隣住民に対し、災害時に高圧ガス施設に近寄らないことの周知徹底 

f 警察署及び消防署等の関係機関との緊急時の応援体制の確立 

エ［液化石油ガス関係］ 

(ｱ)【県が実施する計画】（商工労働部） 

液化石油ガス販売事業者等において実施すべき対策についての指導を徹底するとともに立

ち入り検査を実施し、法令遵守の徹底を図る。 

(ｲ)【（社）長野県エルピーガス協会が実施する計画】 

災害時に緊急点検活動が速やかに実施できるようマニュアル及び体制を整備するもの 

とする。 

(ｳ)【液化石油ガス販売事業者が実施する計画】 

a 容器の転倒によるガスの漏洩事故が発生することの無いよう、一般消費先の容器につい

て転倒防止措置を徹底するものとする。 

b 水害時に容器置場から液化石油ガス容器が流出しないよう必要な措置を講じておくも

のとする。 

オ［毒物劇物関係］ 

(ｱ)【県が実施する計画】（衛生部） 
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a 毒物劇物営業者及び業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者等に対する危害防止教育の実

施 

b 毒物劇物営業者及び業務上取扱者に対する「毒物劇物危害防止規定」の作成、中和剤・

吸収材等の配置、防液堤等の設置等の指導 

c 二次災害時の対策についての情報の提供 

d 毒物劇物事故処理材の整備、充実 

(ｲ)【関係機関が実施する計画】（毒物劇物営業者及び業務上取扱者） 

a 毒物劇物営業者及び業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者等の研修会等への積極的参加 

b 防災応急対策用資機材等の整備 

 

３ 倒木の流出対策 

(1) 現状及び課題 

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が、流路を閉塞し鉄砲水の原因になることや、

下流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する原因となる場合もある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、産業経済部） 

倒木による二次災害の発生を防止するため必要に応じて、倒木の除去等の応急対策を

講ずる。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) スリット型ダム工の施工や災害に強い森林づくり等、総合的な対策を検討する。（林務部） 

(ｲ) 土石流対策にあわせ、スリット型堰堤などにより、流木対策を推進する。（建設部） 

 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策 

(1) 現状及び課題 

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地滑り及び渓流における土石流

の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害が発生する危険がある箇所

（土砂災害危険箇所）を予め把握しておくとともに緊急に点検実施できるよう体制を整備

しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部、総務部、企画部） 

(ｱ) 情報収集体制の整備 

(ｲ) 警戒避難体制の整備 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 土砂災害危険箇所の把握 

(ｲ) 緊急点検マニュアルの作成及び点検体制の整備 
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第３２節 防災知識普及計画 

 

第１ 基本方針 

「自分の命は、自分で守る。」が防災の基本であり、市及び防災関係機関による対策が、有

効に機能するためには、食料・飲料水の備蓄など市民が平常時から災害に対する備えを心が

けるとともに、災害発生時には、自らの安全を守るような行動を取ることができることが重

要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される災害に対処するためには、市民、企業及び自主防

災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。しかし、実際に災害が発生す

る頻度はそれほど高くないため、災害時における行動を経験から学ぶことは、困難である。

そこで、市、県及び指定行政機関等は、災害文化の伝承や、体系的な教育により市民の防災

意識の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強

い市民の育成等地域の総合的な防災力の向上に努めるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 市民等に対する実践的な防災知識の普及・啓発活動を行う。 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対して防災知識の普及を図る。 

３ 学校における実践的な防災教育を推進する。 

４ 地方公共団体の職員に対する防災知識の普及・防災意識の高揚を図る。 

５ 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を後世に伝えていく。 

 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

(1) 現状及び課題 

災害発生時に、自らの安全を守るためにどのような行動が必要か、要配慮者に対しては、

どのような配慮が必要かなど、災害時に役立つ実践的な防災知識を身につけた災害に強い

市民を育成することが、被害を最小限にとどめる上で重要である。 

現在も各種の研修、訓練、講演会等の取組みや、広報活動がなされているが、今後は、

防災マップの作成・配布、マイ・タイムライン(台風の接近等によって、風水害が起こる可

能性がある時に、住民一人ひとりの生活環境等に合わせて、「いつ」、「何をするか」を時

系列で整理した自分自身の防災行動計画をいう。以下同じ。) の普及等等、より実践的な活

動が必要である。 

また、企業等に対する防災知識の普及も重要な課題である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部、市全部局） 

(ｱ) 市民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディ

ア、市ホームページ、市民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動

を行う。 
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a 最低でも３日分、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易ト

イレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾

電池等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油 

b 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備、保険・共済

等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 

c 警報等や、避難指示等の意味や内容 

d 警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にとるべき行動 

e 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、

正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切

な行動をとること 

f 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路

等の確認 

g 広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の

考え方 

h 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、

生活の再建に資する行動 

i 台風、集中豪雨、洪水、土砂災害、山地災害に関する一般的な知識 

j 「自らの命は自らが守る」という「自助」の防災意識 

k 地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて相互に協力し、助け合う 「共助」

の防災意識 

l 様々な条件下(家庭内、路上、自動車運転中等)で災害時にとるべき行動に関する

知識 

m 正確な情報入手の方法 

n 要配慮者に対する配慮 

o 男女のニーズの違いに対する配慮 

p 指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者や支援者が

性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」という

意識 

q 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

r 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

s 各地域における風水害のおそれのない適切な緊急避難場所及び避難経路に関す

る知識 

t 必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、

自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動 

u 避難生活に関する知識 

v 平素住民が実施し得る、最低でも３日分、可能な限り１週間分程度の生活必需品

の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害時における応急措置の

内容や実施方法 
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w 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確

認手段について 

x 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることについて 

y 南海トラフ地震(東海地震を含む。)に関する知識 

(a) 南海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した場合や地震発生の可能

性が相対的に高まっていると評価した場合等に、南海トラフ地震臨時情報を気

象庁が発表するという知識 

(b) 南海トラフ地震防災対策推進地域においては、南海トラフ地震臨時情報が発

せられた場合にとるべき行動等の知識 

(ｲ) 防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段階

の警戒レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理

解できるような取り組みを推進する。 

(ｳ) 防災マップ、地区別防災カルテ、災害時の行動マニュアル、ハザードマップ等 を

作成配布し、徹底した情報提供を行う。なお、ハザードマップ等の配布又は回覧に

際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行

動や適切な避難先を判断できるよう周知に努める。 

また、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安

全な親戚・知人宅等多様な避難が選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な

場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努める。 

ａ 浸水想定区域については次の事項を記載した洪水ハザードマップを作成し、市

民等へ配布する。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立

ち退き避難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する道路にお

いて冠水が想定されていないか住民等に確認を促すよう努める。また、ホームペ

ージ等での情報提供も行う。 

(a) 避難の確保を図るため必要な事項 

(b) 浸水想定区域内の地下街等 

(c) 要配慮者が利用する施設で特に必要な施設の名称及び所在地 

ｂ 土砂災害警戒区域については次の事項を記載した防災マップを作成し、市民等

へ配布する。また、ホームページ等での情報提供も行う。 

(a) 土砂災害に関する情報の伝達方法 

(b) 指定緊急避難場所及び指定避難所に関する事項 

(c) その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難に必要な事項  

ｃ 山地災害危険地区等の山地災害に関する情報提供を行う。 

(ｴ) 防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネ

ージャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図

る。 

(ｵ) 自主防災組織における、防災マップ、地区別防災カルテの作成に対する協力につ

いて指導推進する。 
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(ｶ) 上記の防災マップ、地区別防災カルテの配布にあたっては、それらが持 っている

意味、活用方法について充分な理解が得られるよう啓発の機会を設定する。この際、

被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることも併せて周知する。 

(ｷ) 教育機関、民間団体等との機密な連携の下、防災に関するテキストやマニュアルの配

布、有識者による研修会や講演会、実地研修の開催等により、防災教育を実施する。 

(ｸ) 各地区において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施

されるよう、気象防災アドバイザー等の水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門

家の活用を図る。 

(ｹ) 防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、雪崩防止週間

等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、雪崩災害、二次災害防

止・大規模広域避難に関する総合的な知識の普及に努める。また、住民に対し、水害時

のシミュレーション結果等を示しながら、「早期の立ち退き避難が必要な区域」からの

迅速で確実な立ち退き避難を求めるとともに、浸水深、浸水継続時間等に応じて、水・

食料を備蓄すること、利府ライン途絶時の対策をとること、保険・共済等の生活再建に

向けた事前の備え、マイ・タイムラインの作成方法等について、普及啓発を図る。 

(ｺ) 住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難場所、避難路等について周知徹底する

とともに、必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難の

ため、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

(ｻ) 住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関

する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。 

(ｼ) 国及び地方公共団体は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、

関係機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

(ｽ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、

居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の災害時

の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。また、

新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応

に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとす

る。 

イ【自主防災組織等が実施する計画】 

地区別防災カルテ等は、自主防災組織等が作成に参画することが、きめ細かな防災情

報を掲載するうえからも、防災知識の普及、防災意識の高揚、的確な災害対応といった

観点からも望ましく、自主防災組織等においても、地区別防災カルテ等に参画するもの

とする。 

ウ【報道機関等が実施する計画】 

報道機関等は、防災知識の普及啓発に努めるものとする。 

エ【住民等が実施する計画】 

各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等へ積極的に参加するとともに、家庭防

災会議を定期的に開き、以下のような活動を通じて、防災意識を高めるものとする。 
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(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の確認 

(ｲ) 災害時の連絡方法等（連絡方法や避難ルールの取決め等）の確認 

(ｳ) 幼児や高齢者の避難についての役割の確認 

(ｴ) 災害用の非常持ち出し袋の内容、保管場所の確認 

(ｵ) 備蓄食料の試食及び更新 

(ｶ) 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

(ｷ) 地域の防災マップの作成 

(ｸ) 地域の防災訓練など自発的な防災活動への参加 

オ【企業等が実施する計画】 

企業等においても、災害時に企業が果たす役割を踏まえたうえで、災害時の行動マ

ニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練の実施等防災活動を推進するよう努める

ものとする。 

カ【関係機関が実施する計画】 

日本赤十字社長野県支部及び消防機関は、それぞれの普及計画に基づき、市民を対象

に応急手当（救急法）の講習会を実施するものとする。 

 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及 

(1) 現状及び課題 

危険物を使用する施設、病院及び社会福祉施設等の要配慮者利用施設、旅館・ホテル、

駅、デパート等不特定多数の者が利用する施設の管理者の災害時の行動の適否は、非常に

重要である。したがって、これらの防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及

を積極的に行っていく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（市全部局） 

市が管理している防災上重要な施設については、その管理者等に対して災害時におけ

る行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配慮者

に対する配慮等防災思想の普及徹底を行う。 

イ【県が実施する計画】  

防災上重要な各施設の指導部局は、その管理者等に対して災害時における行動の仕

方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配慮者に対する

配慮等防災思想の普及徹底を行うものとする。 

ウ【防災上重要な施設の管理者等が実施する計画】 

防災上重要な施設の管理者等は、災害時時に適切な行動がとれるよう各種の防災訓

練、防災に関する研修、講演会等に積極的に参加し、防災知識の習得に努めるととも

に、その管理する施設においても防災訓練を実施するものとする。 
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３ 学校等における防災教育の推進  

(1) 現状及び課題 

小学校、中学校、高等学校、保育園及び幼稚園（以下この節において「学校等」という）

において、幼児及び児童生徒（以下この節では「児童生徒等」という）が正しい防災知識

を身につけることは、将来の災害に強い市民を育成するうえで重要である。そのため、体

系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内容の整理、指導時間の確保

などを行ったうえで、学校等における防災訓練等をより実践的なものにするとともに、学

級活動等をとおして、防災教育を推進する。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（教育委員会） 

ア 学校等においては、大規模な災害にも対処出来るように、消防署、その他関係機関と連携した

より実践的な防災訓練の実施に努める。 

イ 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとする。 

ウ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用して以下の事項等に

ついて指導を行い、自らの安全を確保するための行動及び他の人や集団、地域の安全に役立つこ

とができる態度や能力を養うものとする。 

(ｱ) 防災知識一般 

(ｲ) 避難の際の留意事項 

(ｳ) 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

(ｴ) 具体的な危険箇所 

(ｵ) 要配慮者に対する配慮 

エ 教職員向けの指導資料の活用や研修会の実施等により、教職員の安全・防災意識の高揚を図る

ものとする。 

 

４ 市職員に対する防災知識の普及 

(1) 現状及び課題 

防災関係の業務に従事した経験のない職員の防災知識は、必ずしも十分とは言えない。

そこで、防災関係の職員はもちろん、それ以外の職員に対しても防災知識の普及を図って

いく。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（市全部局） 

市は、各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等への参加を通じて、防災関係以

外の職員に対しても次の事項について防災知識の普及、防災意識の高揚を図る。 

ア 自然災害に関する一般的な知識 

イ 自然災害が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

ウ 職員等が果たすべき役割 

エ 自然災害対策として現在講じられている対策に関する知識 

オ 今後自然災害対策として取り組む必要のある課題 

カ 災害時の職員行動マニュアルの作成及び配布 
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５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

(1) 現状及び課題 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模

災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理

し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報その他の方法

により公開に努めるものとする。 

また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュメント等）

の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査

分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承

する取組を支援するものとする。 

イ【市民が実施する計画】 

市民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 
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第３３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

災害発生時に、被害を最小限にとどめるためには、災害時に適切な行動を行うことが必要

であるが、災害発生時における行動を経験から学ぶことは、困難である。そこで、災害時の

具体的な状況を想定した、日ごろからの訓練が重要である。 

また、災害時の状況を想定した訓練は、市民に対する計画の周知、防災知識の普及、防災

計画の検証、防災関係機関相互及び市民との協力体制の確立等の効果も期待できる。市及び

防災関係機関は、災害時における行動の確認、関係機関及び市民、企業等との協調体制の強

化を目的として各種の災害を想定した防災訓練を実施する。 

 

第２ 主な取組み 

１ 年１回以上防災訓練を実施し、防災関係機関と連携した各種訓練を実施する。 

２ 実践的な訓練にするため訓練内容について配慮し、訓練実施後には訓練成果を取りまとめ、

課題等を明らかにし、次回の訓練に反映させる。 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別及び実施時期 

(1) 現状および課題 

現在、出水期を前に、土砂災害防止月間（６月１日～６月３０日）を見据え、「茅野市

水防・土砂災害訓練」を、防災週間（８月３０日～９月５日）に併せて「茅野市総合防災

訓練」を実施し、この訓練日を「茅野市防災の日」と位置づけ、防災意識の高揚を図って

いる。 

さらに今後は、要配慮者利用施設、避難行動要支援者を考慮する等、訓練内容をより実

践的で充実したものとしていく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 水防・土砂災害訓練 

市は、土砂災害警戒区域等を保有する区・自治体の自主防災組織、消防団、市民、企

業、その他関係団体の参加・協力を得て土砂災害時の相互の協調体制強化を目的として、

区域的な災害を想定した水防・土砂災害訓練を実施する。 

(ｱ) 実施期間 

出水期・土砂災害防止月間(６月１日～６月３０日)までに実施するものとし、5月最

終日曜日を基準とする。 

(ｲ) 実施場所 

訓練担当地区は順次指定し、その地区内で土砂災害警戒区域等が存在する区・自

治会を訓練会場として実施する。 

(ｳ) 実施方法 

訓練担当地区コミュニティセンター及び訓練参加区・自治会の自主防災組織との



風水害対策編 第２章 災害予防計画 第３３節 防災訓練計画 

 

H-2-33-1 

調整に基づき実施する。 

イ 総合防災訓練 

市は、県、各防災関係機関、市民、企業、その他関係団体の参加・協力を得て相互の

協調体制の強化を目的として、大規模な災害を想定した総合防災訓練を実施する。 

(ｱ) 実施期間 

原則として防災週間(８月３０日～９月５日)に実施するものとし、９月第１日曜日を

基準とする。 

(ｲ) 実施場所 

訓練効果を考慮し、防災拠点施設となる運動公園及び市内中学校を中心に全市的

に実施する。 

(ｳ) 実施方法 

毎年作成する「市総合防災訓練実施要綱」に基づき実施する。 

ウ その他の訓練 

下記の訓練については、総合防災訓練で実施する他にも、必要に応じて、関係機関と

連携して別途実施する。 

(ｱ) 水防訓練 

市及び水防管理者は、水防団等の協力を得て、その区域の水防活動の円滑な遂行を図

るため、独自に、又は共同して水防訓練を実施するほか、水系別に水防演習を行う。  

(ｲ) 消防訓練 

消防関係機関は、消防活動の円滑な遂行を図るため、火災警報伝達訓練、出動訓

練、火災防御訓練、救助・避難誘導訓練等を実施するほか、必要に応じて他の関連

した訓練と合わせて行う。 

(ｳ) 災害救助訓練 

市及び災害救助実施機関は、救助、救護を円滑に遂行するため必要に応じて独自

に、又は関係機関と共同してあらかじめ災害の想定を行い、医療救護・人命救助、

炊き出し等の訓練を行う。 

(ｴ) 通信訓練 

市及び防災関係機関は、災害時に円滑な関係機関間の通信が行えるよう、市防災

行政無線、消防無線及び水道用業務無線等により、あらかじめ作成された想定によ

り遠隔地からの情報伝達訓練及び防災相互波による感度交換訓練等を行う。 

(ｵ) 避難訓練 

市及び警察等避難訓練実施機関は、災害時における緊急安全確保、避難指示、高

齢者等避難の迅速化及び円滑化を図るため、地域住民の協力を得て、災害のおそれ

のある地域間の住民及び病院、集会場等の建造物内の人命保護を目的として避難訓

練を実施する。 

(ｶ) 非常招集訓練及び本部の設置運営訓練 

市は、災害時における職員の非常参集及び災害対策本部の設置の迅速化及び円滑

化のため、非常参集訓練及び本部の設置運営訓練を実施する。非常参集訓練につい
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ては、抜き打ち的に実施する。 

(ｷ) 情報収集及び伝達訓練 

市は、災害時における情報の収集及び伝達活動が迅速かつ的確に実施されるよう、

あらかじめ作成された想定により情報の収集及び伝達に関する訓練を実施する。 

また、非常参集時には通信が途絶する可能性もあることから、これを想定した訓練を

実施する。 

(ｸ) 警備及び交通規制訓練 

警察は、災害時における警備活動及び交通規制が的確に実施されるよう、あらか

じめ作成された想定により警備及び交通規制訓練を実施する。 

(ｹ) 広域防災訓練 

市は、広域応援協定をより実効あるものとし、災害時応援協定の内容が的確に実

行でき、かつ協定締結地方公共団体間の連絡体制を確立するために、広域防災訓練

を実施する。 

(ｺ) 複合災害を想定した訓練の実施 

市は、地域特性に応じた複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影

響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対策が困難になる事象）を想定した

机上訓練等を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努める。 

(ｻ) 火山防災協議会は、登山者等を想定した訓練を実施し、宿泊施設、観光施設、交

通施設等の訓練への参加についても推進するよう努めるとともに、訓練により明ら

かとなった課題等について、避難計画に反映させる等、訓練を通じて火山防災対策

の充実を図る。 

エ【市が実施する計画】 

(ｱ) 市は、自主防災組織、企業等の参加を得て、各種の訓練を実施する。 

(ｲ) 市は、警戒地域内の避難促進施設に係わる避難確保計画の作成又は避難訓練の実

施に関し必要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組の支援に

努める。 

オ【市民が実施する計画】 

市民は、市・県等が実施する訓練に積極的に参加するよう努めるものとする。 

カ【企業等が実施する計画】 

(ｱ) 企業等においても防災訓練を実施するとともに、各種の訓練に積極的に参加する

よう努めるものとする。 

(ｲ) 茅野市地域防災計画に名称及び所在地を定められた浸水想定区域内の地下街等の

所有者又は管理者、要配慮者利用施設の所有者又は管理者、大規模工場等の所有者

又は管理者は、洪水時の避難確保及び浸水防止に関する計画に基づき、避難誘導、

浸水防止活動等の訓練を実施するものとする。 

(ｳ) 茅野市地域防災計画に名称及び所在地を定められた不特定かつ多数の者が利用する施設又

は要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、火山現象の発生及び水位に関する情報伝達に関

する事項、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難訓練及び防災教育に関する
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事項等を定めた避難確保計画の作成・公表、当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施し、

作成した避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市長に報告するものとする。 

 

２ 実践的な訓練の実施と事後評価 

(1) 現状および課題 

訓練実施にあたっては、より実践的な訓練となるよう訓練内容について工夫をすると 

ともに次回以降の訓練の参考とするため訓練実施後には訓練成果を取りまとめ、課題等を

明らかにし、次回の訓練に反映させる必要がある。 

(2) 実施計画 

【市及び訓練実施機関において実施する計画】（総務部、市全部局） 

ア 実践的な訓練の実施 

(ｱ) 訓練の実施機関は、訓練の目的を具体的に設定した上で、被害の想定を明らかす

るとともに、避難行動要支援者に対する配慮を訓練に取り入れる等、あらかじめ設

定した訓練効果を得られるように訓練参加者、使用する器材等及び実施時間等の訓

練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自身の判断が求められ、災害時に

おける行動のシミュレーションとしての効果をもつ実践的なものとなるよう工夫す

る。この際各機関は、救援活動等の連携強化に留意する。また、災害対策業務に習

熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努める。 

(ｲ) 学校、自主防災組織、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等、要配慮者を含めた地域

住民等の地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努める。 

(ｳ) 避難行動要支援者避難個別支援計画（おたがいさマップ）による防災訓練を実施

し、地域の支え合う力を常に発揮できるよう努める。 

(ｴ) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対

応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するよう努

めるものとする。 

イ 訓練の事後評価 

訓練の実施機関は、訓練の実施後に評価を行い、防災体制の課題を明らかにし、必要

に応じて改善を行う。 
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第３４節 災害復旧・復興への備え 

 

第１ 基本方針 

災害廃棄物の発生を抑制するため、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の充実

に努める。また、災害発生後円滑で迅速な復旧・復興活動を行うために、平常時から復興時

の参考になるデータの保存及びバックアップ体制、災害復旧用資材の供給体制及び罹災証明

書の発行体制を整備する。 

 

第２ 主な取組み 

１ 災害廃棄物の発生への対応体制を整備する。 

２ 復興のためのデータを保存し、バックアップ体制を整備する。 

３ 災害復旧用資材の供給体制の整備を行う。 

４ 罹災証明書の発行体制の整備を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 災害廃棄物の発生への対応 

(1)【市が実施する計画】 

ア 大量の災害廃棄物の発生に備え、大規模仮置場の候補地の確認など広域処理体制の整

備に努める。また、広域処理を行う地域単位で、一定程度の余裕をもった処理施設の能

力を維持し、災害廃棄物処理機能の多重化や代替性確保を図る。 

イ 仮置き場の配置や災害廃棄物の処理方法等について具体的に示した災害廃棄物処理

計画を策定する。 

ウ 発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保

や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のゴミや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災

害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力等について、災害廃棄物

処理計画において具体的に示す。 

(2)【県が実施する計画】（建設部、環境部） 

ア 県内市町村及び他都道府県と連携し、大量の災害廃棄物の発生に備え、大規模仮置場

の候補地の確認など広域処理体制の整備に努めるものとする。 

イ 災害廃棄物の処理方法等について具体的に示した災害廃棄物処理計画を策定するも

のとする。 

 

２ データの保存及びバックアップ 

(1) 現状および課題 

災害からの復興には、戸籍、住民基本台帳、地籍、建物、権利関係、施設、地下埋設物
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等の情報及び測量図面等のデータが必要となる。これらのデータが、災害により消失しな

いように、また、消失した場合もバックアップが可能な体制の整備を行う必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（市全部局） 

あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、

資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。また、市で保管している

公図等の写しの被災を回避するための手段を講じる。 

イ【県が実施する計画】 

県は、円滑な災害復旧を図るため、部局ごとに、あらかじめ重要な所管施設の構造図、

基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別

途保存するよう努める。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

関係機関においても、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を

整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 

 

３ 災害復旧用資材の供給体制の整備 

(1) 現状及び課題 

災害発生後の復興のためには、木材を安定的に供給する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部） 

諏訪森林組合等と連携して、災害時における木材の供給体制の確立に努める。 

イ【県が実施する計画】（林務部） 

県は、中部森林管理局及び長野県森林組合連合会等木材関係団体と木材 供給体制の

整備を図る。 

 

４ 罹災証明書の発行体制の整備 

(1) 現状及び課題 

罹災証明書の交付が遅滞なく行われるような実施体制の整備を行う必要がある。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（総務部） 

災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の

交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体

との応援協定の締結、応援の受け入れ態勢の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書

の交付に必要な業務の実施体制の整備に努める。 

また、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用につい

て検討する。 
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第３５節 自主防災組織等の育成に関する計画 

 

第１ 基本計画 

災害時に、被害の防止又は、軽減のために、市民の自主的な防災活動が自治体や防災関係機

関の活動と並んで必要であり、特に出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対応における役

割は非常に重要である。自主防災組織の日常の活動を通じて地域の連帯感の強化が期待される

等、自主防災組織が今日的な社会環境の中で果たす役割は大きなものとなっている。 

また、学校、病院等の施設、事業所等においても自主防災組織の組織化を促進する必要があ

る。さらに、様々な防災活動団体との連携を図っていくほか、防災活動を通じて要配慮者等に

対する避難体制の整備、支援策の充実を図る必要がある。今後、積極的に自主防災組織の強化

育成を図っていくものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 自主防災組織を担う人材の募集・育成 

２ 平常時、発災時の自主防災組織の活動内容の点検及び充実強化を図る。 

３ 自主防災組織の活動環境を整備し、活動の場を確保する。 

４ リーダーに対する研修等の組織を活性化するための対策を講ずる。 

５ 防災組織相互の応援体制の確立のための指導を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 自主防災組織リーダーの育成 

地域防災力の維持・向上のためには、地域防災を担う人材の募集・育成が不可欠となる。 

また、自主防災組織の活動を担う人材とりわけリーダーは、複数年かけて自らが防災に関する基

本的な知識や技術を身につけるとともに、平常時には地域の安全点検、防災知識の普及、防災資機

材の整備、危険が予想される箇所や要配慮者の把握、防災訓練の指導等を行い、日頃から住民の防

災意識を高めることに努める必要がある。また、災害時には自主防災組織を適切に指導し、率先し

て行動することが求められることから、リーダーの育成は非常に重要となる。 

○ リーダーの要件 

・防災に関心が高い。（災害対策の経験があればなお良い） 

・行動力がある。 

・地域において人望が厚い。 

・自己中心的でなく、地域住民全体のために考えられる。 

・多数意見を取りまとめ、また、少数意見を尊重できる。 

（災害発生直後の混乱した状況での要件） 

・非常時の現場の状況をとりしきる力がある。 

・他人に声をかけ、活動に参加させる力がある。 

・消火、救助、避難誘導、安否確認などに関する知識や知恵がある。 
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２ 日常における自主防災組織の活動 

日常の活動としては、災害時に効果的な活動ができるよう、訓練、備蓄等の必要な災害への備えを行

うものとする。そして、地域住民が防災に関する正しい知識を共有し、各家庭で災害に備え、自主防災

組織の活動への積極的な参加を促すものとする。なお、活動の実施にあたっては、「日常の活動がいざ

というときに役立つ」という実効性に基づき、防災をはじめとする地域の安心・安全な暮らしを守るた

めの活動を、自分たちの日常生活の中にどのように組み込めるのかを念頭に置きながら活動を計画し、

継続的に取り組むものとする。 

(1) 防災知識の広報・啓発 

ア 地域ぐるみでの防災意識の育成 

地域住民が防災に関する知識を習得できるよう、次のような普及・啓発に取組むこととする。 

(ｱ) あらゆる会合の機会をとらえ、できるだけ話し合う機会を増やす。 

(ｲ) 地域の行事やイベントの中で、防災を意識づける機会づくり。 

(ｳ) 防災講演会や研修への参加。 

(ｴ) 地域防災計画等の内容を十分理解するため、市から説明を受け、協議する機会を設ける。 

(ｵ) 災害の発生した現地を視察して、被害状況やよりよい対応方策を考える。 

(ｶ) 地域における過去の災害事例、災害体験をまとめた広報紙の作成。 

(ｷ) 防災知識に関するチラシやパンフレットの作成や配布。 

イ 家庭内の安全対策 

阪神・淡路大震災では亡くなった方（神戸市内）の８割以上は家屋の倒壊によるもので、ケガを

した方の半数近くは家具の転倒によるものであった。 

また、発災直後は、道路の損壊や交通渋滞により、食糧や飲料水等の救援物資が十分に行き渡ら

ない避難所があったことからも、各家庭における、普段からの備えは非常に重要となるため、次の

ような具体的な安全対策に取り組むものとする。 

(ｱ) 耐震診断等の建物の安全策 

(ｲ) 家具等の転倒・落下防止 

(ｳ) 防災用品、食糧・飲料水等、物資の事前準備 

(ｴ) 住宅用火災警報器の設置促進、初期消火等、住宅防火対策 

(2) 地域の災害危険の把握 

地域の災害危険箇所を把握し、想定される被害や防災拠点等とあわせて、「防災マップ」や「防災

カルテ」としてまとめておくと、実際の災害時に大いに役立つほか、地域住民とともに作成すること

によって、地域の防災意識の向上にも効果が期待されるため、次のような視点から取り組むこととす

る。 

ア 地域内の危険物集積地域、延焼拡大危険地域、土砂災害危険区域、ブロック塀の安全度等の事態

把握を行う。 

イ 地域の実態に即した消防活動、要配慮者に配慮した避難誘導等の対応策について十分理解してお

く。 

ウ 地域内の消火栓や防火貯水槽等の消防水利の所在を確認するとともに、消火用の水利として古井

戸、小川等の活用も検討しておく。 
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エ 地域の災害履歴や、災害に関する伝承等を知ることにより、予防・応急活動に効果的に活用して

いく。 

オ 市が作成した「ハザードマップ」（防災ガイドブック）を活用し、災害に応じた危険箇所を把握

しておく。 

(3) 防災訓練 

自主防災活動の核となる防災訓練は、自主防災組織の防災計画に基づき実施し、次のような点に留

意することとする。 

ア 正しい知識、技術を習得するために、消防機関等の指導を受ける。 

イ 訓練終了後に、訓練内容を見直して必要な改善を行う。 

ウ 地域内の事業所等の自衛消防組織、さらには近隣の自主防災組織とも共同して防災訓練を行う。 

エ 特定の災害だけでなく、地域の実状に即した訓練内容とする。 

オ 要配慮者にも配慮した効果的な訓練内容とする。 

カ 市や消防機関等が主催する総合防災訓練には積極的に参加する。 

キ 短時間でも訓練を行えるよう、実施方法等を工夫する。 

ク 固定観念にとらわれず、応用動作ができるようにする。 

ケ 訓練にあたっては、事故防止に努める。 

コ 訓練の実施を市などに届け出ることとなっている場合は、忘れずに届け出る。 

(4) 家庭の安全点検 

普段からの点検整備は自主的に各家庭において行うべきであるが、自主防災組織としては「点検の

日」を設定し、各家庭で一斉に点検するよう指導、推奨する。特に、火災による被害から命を守るた

め、住宅用火災警報器の設置についての指導を実施する。 

また、建物等の点検を行う際は、建築関係の専門家の指導を受けられるよう、市に対して協力を求

め、主に次のような対策を講じておく。 

ア 火気使用設備器具等の点検 

イ 危険物品等の点検 

ウ 木造建物の点検 

エ 家具等の転倒・落下防止の点検 

(5) 防災資機材等の整備 

自主防災組織が情報収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等の役割を果たす

ためには、それぞれの役割に必要な資機材等を備えておかなければならない。その場合、自分の地域

に何があるのかを確認し、不足しているもの、新たに必要とされるものがあれば計画的に整備し、い

ざというときに使用できるよう、日頃から、点検と取扱い方法の習熟に努めることとする。 

また、自主防災組織としては、自ら防災資機材の整備を進めるだけでなく、次のような点にも留意

することとする。 

ア 各家庭に、消火器（地震時に転倒しても使用可能な粉末消火器、強化液消火器等）、汲置の水バ

ケツ、消火用水または乾燥砂等を備えるよう指導、推奨する。 

イ 応急手当用医薬品については、できれば地域内の病院、薬局等に対して、災害時には医薬品の提

供が得られるよう協議しておく。 
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ウ 救急救命用資機材として、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置箇所等を把握しておく。 

エ 救助用の大型工作資機材については、地域内の土木、建設会社等に対して、災害時に機材の貸与

が得られるよう協議しておく。 

オ 訓練用の資機材等、近隣の自主防災組織や団体、事業所等と必要に応じて資機材を共有し、効率

のよい維持管理への工夫も必要である。 

(6) 要配慮者対策 

ア 避難行動要支援者名簿 

平成23年の東日本大震災においては、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約

６割であり、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約２倍に上った。他方で、例えば、消防職

員・消防団員の死者・行方不明者は281名、民生委員の死者・行方不明者は56名にのぼるなど、多数

の支援者も犠牲となった。こうした教訓を踏まえ、平成25年の災害対策基本法の改正において、避

難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう、次の事項が定められ、茅野

市においては、「茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例」として定めることとなった。 

(ｱ) 避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、その作成に際し必要な個人情

報を利用できること 

(ｲ) 避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関、民生委員や自主防災組織等

の避難支援等関係者に情報提供すること 

(ｳ) 現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無に関わらず、名

簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できること 

(ｴ) 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村においては、名簿情報の漏え

いの防止のための必要な措置を講ずること 

イ 要配慮者への支援方法の整理 

災害時に「誰が、誰を、どのように避難支援するか」、つまり避難支援等関係者、指定緊急避難

場所及び指定避難所、避難のタイミング、指定避難所までのルート・交通手段などを整理すること

とし、要配慮者への情報伝達手段についても整理しておくこととする。また、こうした支援方法が

実際に機能するかどうか、定期的な訓練を通じて点検し、必要があれば更新・改良することとし、

要配慮者に関する情報は、実際に災害が起きた場合に、実効性が確保できるよう、個別に対応手段

を取りまとめるほか、各団体の持つ身近な情報を含め、地域で重層的に対応できる体制を整えてお

くこととする。 

ウ 災害時の外国人支援など 

自主防災組織においても、地域に居住する外国人を考慮に入れた活動を行うこととし、同様に妊

産婦や幼児・乳児、土地勘のない旅行者など、災害時に支援が必要となるかもしれない人々につい

ても幅広く考慮しながら活動することとする。 
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３ 地震災害時の活動 

(1) 情報の収集及び伝達 

災害情報の伝達ルートとしては、ラジオ、テレビによるものが最も有効であるが、地域の情報を網

羅的に収集し、地域の住民にきめ細かく情報を伝達するルートとして、自主防災組織の果たす役割は

極めて大きくなる。自主防災組織を災害情報の中継点として位置づけ、これを通じて、市や消防機関

等から伝達すべき情報を流し、また、逆に地域の被害状況、住民の避難状況等を自主防災組織で収集

し、市や消防機関等に報告することができるように地域の実情にあった仕組みを確立しておくことと

し、自主防災組織は、防災計画により、情報班をおき、伝達係、収集係の責任者を明確にする。 

なお、最近はパソコンや携帯電話などによる情報のやり取りが盛んになっているが、災害時には電

気、電話やインターネット回線が不通になる可能性も考慮し、他の手段等を確保することとし、伝達

すべき災害情報については、次のようなものが考えられる。 

・被害の状況（火災・がけ崩れ等の状況並びに建物、道路及び橋等の被害状況） 

・電気・ガス・水道、電話等の復旧見通し 

・避難指示等 

・救護活動の状況 

・給食・給水、生活必需品の配給 

・衛生上の注意等 

(2) 出火防止、初期消火 

地震発生直後の対応として、自主防災組織は出火防止に努めるとともに、万一出火した場合には、

自主防災組織が中心となって初期消火や延焼防止を行う。消火班の活動は、第１段階として街頭設置

又は家庭設置の消火器等を使用して消火にあたる。これを使用しても消火不能なほど拡大した火災に

対しては、第２段階として、可搬式小型動力ポンプにより消火活動にあたることとし、消火班の活動

基準の一例は次のとおりである。 

・地震が発生した場合、各消火班員は、自分の家庭の出火防止措置及び家族の安全対策を講じたの

ち、速やかにポンプの格納庫に参集する。 

・組織の地域内に火災が発生した場合は、最低限必要な班員が集合し次第出動する。 

・放水は原則として屋外で行う。 

・火災が拡大して危険となった場合は、消火活動を中止し、避難する。 

・消防機関が到着したら、その指示に従う。 

(3) 救出・救護 

地震が発生すると、建物倒壊や落下物等により多数の負傷者が発生し、救出・救護が必要な事態が

生ずるため、自主防災組織としては、倒壊物やガレキの下敷きになった人を、資機材を使用して救出

にあたるほか、負傷者には、応急手当等を行い、病院へ搬送する等の支援を実施することとし、救出・

救護活動に関して、次のような点に十分配慮する。 

ア 救出活動 

・大規模な救出作業が必要な場合には、資機材を有効に活用して救出活動を行うとともに、必要と

認められる場合には、速やかに消防機関等の出動を要請する。 

・状況に応じて、できるだけ周囲の人の協力を求めるとともに、二次災害発生の防止に努める。 
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・倒壊物の下敷きになった人の救出に際し、同時に災害が発生した場合は、火災を制圧しつつ救出

活動にあたる。 

・避難行動要支援者名簿や支え合いマップ等を活用し、効果的な救出活動を行う。 

イ 救護活動 

・地域の医療機関とあらかじめ協議し、負傷者の受け入れ等について承諾を得ておくとともに、臨

時の応急救護所を指定避難所に設けることについて、市や消防機関等と十分協議しておくことが望

ましい。なお、重傷者が出た場合は、直ちにこれらの医療機関または応急救護所へ搬送する。 

(4) 避 難 

災害時における避難行動において、自主防災組織が担うべき役割は、避難誘導、指定避難所の開設・

運営等の大きく２つに分けられる。 

ア 避難誘導 

市の指定避難所に至るまでの指定緊急避難場所については、市や消防機関等と協議して、あらか

じめ組織の防災計画において定めておくこととし、指定緊急避難場所は次のような条件を満たすこ

ととする。 

・がけ崩れ等による災害の危険のない場所であること。 

・子ども、高齢者、障害者にとっても避難が容易な場所であること。 

・救護活動に適した広さの場所であること。 

・住民によく知られた場所であること。 

・消火用資機材、救出・救護用資機材等を備え、自主防災組織の応急防災活動の拠点となること。 

イ 指定避難所の開設・運営等 

指定避難所は、災害の直前、直後において、住民の生命の安全を確保する避難施設として、さら

に災害の規模や被害状況に応じて、一定期間生活する施設として重要な役割を果たすものであるた

め、災害発生後に指定避難所を開設する際は、市が指定した施設の安全確認がされた後、指定緊急

避難場所から避難者を収容し支援を行うこととなる。指定避難所の機能・役割には、次表のような

ものがあるので、自主防災組織として、各班で必要に応じた対応を行うこととする。 

 

○ 指定避難所の機能・役割 

分野・項目 指定避難所の機能 考慮すべき事項 

安
全
・
生
活
等 

安全の確保 
災害発生の直前又は直後において、安全な施設に、迅速かつ確実に避難者を受

け入れ、避難者の生命・身体の安全を守る。 

食糧・生活 

物資の提供 

食糧や飲料水の供給、被服・寝具等

を提供する。 

必要な物資等が均等にいきわたるよう

配慮する。 

生活場所の提供 

家屋の倒壊やライフラインの途絶等

により、自宅での生活が困難になっ

た避難者に対し、一定期間にわたっ

て、生活の場を提供する。 

季節や期間に応じて、暑さ・寒さ対策

や炊事、洗濯等のための設備のほか、

プライバシーへの配慮等が必要とな

る。 
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保
健
、
医
療
、
衛
生 

健康の確保 

避難者の傷病を治療する救護機能と

健康相談等の保健医療サービスを提

供する。 

避難の長期化に伴い、心のケア等が重

要となる。 

トイレ等の衛生

的な環境の提供 

避難者が生活を送る上で必要となる

トイレ、風呂・シャワー、ごみ処理、

防疫対策等、衛生的な生活環境を維

持する。 

避難者の生活が続く限り継続していく

必要がある。 

情
報
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

情報の提供 

・交換・収集 

避難者に対し、災害情報や安否情報、

支援情報等を提供するとともに、避

難者同士が安否の確認や情報交換を

行う。 

避難者の安否や被災状況要望等に関

する情報を収集し行政等外部へ発信

する。 

時間の経過とともに必要とされる情報

の内容は変化することに留意する必要

がある。 

コミュニティの 

維持・形成 

避難している近隣の住民同士が、互

いに励まし合い、助け合いながら生

活することができるよう従前のコミ

ュニティの維持及び新たな避難者同

士のコミュニティを形成する。 

コミュニティの維持・形成は、避難の

長期化とともに重要性が高まるため、

避難所のルールや良好な関係を維持で

きるよう調整に努める。 

 

(5) 給食・給水 

地震により、停電、断水、ガスの供給停止に加えて、食糧、飲料水、生活用水も不足するため、自

主防災組織としては、指定避難所等での安心・安全な生活支援として、食糧や飲料水、救援物資の配

分を行うほか、炊き出しを行うこととする。この際は、衛生面に十分配慮し、食中毒等の二次災害を

出さないよう心がける。 

また、住民への給水・給食にあたっては、要配慮者や自宅で避難生活を送っていても、料理ができ

ずに食事を求めて指定避難所に来る人、帰宅困難者となった地域外の人等がいることを認識し、柔軟

で的確な対応をとることとする。次の点にも留意することとする。 

・自分で水や食事をとりにくることができない人、アレルギー体質の人等、様々な事情を抱えてい

る人への配慮。 

・高齢者や病人、乳幼児などは、一般の防災備蓄食品が合わない場合もあるため、できるだけそれ

ぞれの人に合わせた食べ方を考える。 
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４ 風水害時の活動 

地震災害時の活動と同様に、風水害時においても時期に応じた的確な活動が求められるが、突然襲っ

てくる地震とは異なり、風水害はその発生までにある程度の時間がある。そのため、被害が及ぶ危険を

避けるには、早期に情報伝達や避難といった行動をとることによって、大規模な被害を抑えることが可

能となるので、自主防災組織としては、次のような活動を行うこととする。 

 

 災害時の状況 自主防災組織に期待される活動・役割 

災 

害 

発 

生 

前 

ラジオ・テレビなどの気象情報に注意

し、避難準備情報や避難勧告・指示に備

えて行動する。 

また、地域の災害状況（水位、土砂災害

の前兆現象）に注意する。 

※早期の情報伝達・事前行動が必要 

※土砂災害の前兆現象などに注意し、異常があれば自

主避難するとともに、市に通報する。 

○住民への避難の呼びかけ 

○土のう積み等、被害を抑える行動 

○要配慮者の避難支援 

災 害 発 生 

災 

害 

発 

生 

直 

後 

早期に避難を完了し、指定避難所等での

安否確認等を実施する時期である。 

また、状況に応じて、水防活動、救出・

救護を実施する。 

※被害を抑えるための行動と指定避難所運営 

○水防活動 

○安否や被害についての情報収集 

○救出活動 

○負傷者の手当・搬送 

○指定避難所運営 
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第３６節 企業防災に関する計画 

 

第１ 基本方針 

災害時、企業には従業員の生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共

生など多岐にわたる企業の果たす役割が求められている。各企業において、これらの重要性を十分に

認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに応じた、リスクコントロールとリスク

ファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるものとする。具体的には、災害

時に重要業務を継続できる体制の整備や訓練、事業所の被害軽減方策の検討や耐震化、予想被害から

の復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活動の推進が必要となる。 

 

第２ 主な取組み 

１ 施設・設備の点検を定期的に実施し、保守、補強を計画的に推進し安全性の向上を図る。 

２ 災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との

共生）を十分に認識し、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するとと

もに、防災訓練を実施し企業及び地域の防災力の向上に努める。 

 

第３ 計画の内容  

１ 現状及び課題 

災害の発生時には、社屋や設備等の被災により企業活動が停止する可能性がある。 

活動停止から復旧に至るまでは、ある程度日数を要することが予想され、企業の経済的損失や地域

経済に与える影響も大きくなる。また、火災、建築物の倒壊、薬液の漏洩などは周辺地域に与える影

響も大きく企業の社会的損出も大きい。企業は、企業活動の停止や、二次災害が発生することのない

よう、あらかじめ各種災害に対処する企業の防災体制を充実する必要がある。 

また、火災や建物倒壊、洪水などによる被害の拡大防止を図るためには、地域住民等による自主防

災活動が重要であることから、企業においても地域の一員として地域住民と共に積極的に防災活動に

参加し、地域に貢献する姿が望まれる。 

 

２ 実施計画 

(1)【市及び県が実施する計画】（総務部、産業経済部） 

ア 職員の住民向け講座などの啓発活動や研修により、企業のトップから従業員に至るまでの防災

知識の向上、防災意識の高揚を図るとともに、企業の防災に係る取組みの積極的評価等により企

業の防災力向上の促進を図る。 

イ 中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、

連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努める。 

ウ 企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ、

防災に関するアドバイスを行う。 
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(2)【企業が実施する計画】 

ア 企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防止、事業の継続、地域貢

献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継

続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努めるものとする。 

イ 強風による屋根材等の飛散・落下や建築物の損壊、看板等の飛散・店頭を抑制するとともに、

防災体制の整備、防災訓練の実施、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、予

想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不

足の対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを継続的に実施するなど

事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組みを通じて、防災活動の推進に努めるものとする。特に

食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業は、

県、市町村等との協定の締結や、防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努めるもの

とする。 

ウ 組織力を生かした地域活動への参加、防災市民組織との協力など地域社会の安全性向上への貢

献に努めるものとする。 

エ 防災資機材や水、食料等の非常用品の備蓄等、従業員や顧客の安全確保対策、安否確認対策に

努めるものとする。 

オ 要配慮者利用施設の所有者または管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害からの

避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成する。 

カ 豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状態である時に従業員等が屋外を移動することがな

いよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの実施、時

差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努め

る。 
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第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第１ 基本計画 

大規模な災害が発生した場合、きめ細やかな災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため

には、市、県及び防災関係機関だけでは十分対応できないことが予想される。このため、災

害応急対策に対する知識、技術及び意欲を持った災害救援ボランティア、ＮＰＯ・ＮＧＯ及び企

業等（以下、「ボランティア関係団体」という。）の自発的支援を適切に受入れ、協働による効果的

な支援活動を行う必要がある。 

また、ボランティアが、必要な時に、必要な所で、必要な活動を行えるよう、防災関係機関

が連携して環境整備を図っていくことが必要である。 

 

第２ 主な取組み 

１ ボランティアの事前登録を、茅野市災害ボランティアセンター、日本赤十字長野県支部茅

野市地区会等において実施する。 

２ ボランティア活動の環境整備を推進する。 

３ 平常時からボランティアの支援の在り方やボランティアとの連携の方法などについて検討し、災害時に速やか

に始動できる体制を構築する。 

４ 国内の主要なボランティア関係団体、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組

織）（以下「中間支援組織」という。）との連携体制の構築に努める。 

５ ボランティア関係団体、中間支援組織との連携を図るため、連絡協議会等の設置を図る。 

６ ボランティアコーディネータ－の養成を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 災害救援ボランティアの事前登録 

(1) 現状と課題 

災害時おいて必要となるボランティア活動の内容は、炊き出し等救援活動、情報の収集

伝達、医療救護活動、要配慮者の介護、物資・資材の輸送配分、障がい者・外国人市民へ

の情報伝達のための通訳等多種多様である。こうした多様なボランティア活動が適時適切

に行われるためには、あらかじめ災害時に救援活動を行い得るボランティアの所在、活動

内容等を把握しておくことが求められるところであり、事前登録制度の推進を図ることが

必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（健康福祉部） 

市社会福祉協議会及び日本赤十字社長野県支部茅野市地区会等が行うボランティアの

事前登録の推進について、市民に対する普及啓発を図る等その支援に努める。 

イ【市社会福祉協議会及び日本赤十字社長野県支部茅野市地区会等が実施する計画】 

災害時における多様な被災者のボランティアニ－ズに対応できるよう、ボランティア

の事前登録の推進を図る。 



風水害対策編 第２章 災害予防計画 第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

H-2-37-2 

２ ボランティア活動の環境整備 

(1) 現状及び課題 

災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る必

要がある。 

(2) 実施計画 

【県及び市が実施する計画】 

ア 平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成を図るとともに、ボランテ

ィアの自主性を尊重しつつ、ＮＰＯ・ボランティア等と協力して、発災時のボランティアとの連携につい

て検討する。 

イ ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図

るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含

めた連携体制の構築を図り、災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよう、その活

動環境の整備を図るものとする。 

ウ 県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県域において活動を行う災害中間支

援組織の育成・機能強化に努めるとともに、県地域防災計画等において、当該災害中間支援組織や

県域において災害ボランティアセンターの運営を支援する者（県社会福祉協議会等）との役割分担

等をあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

エ 市は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、災害ボランティアセンターを運営す

る者（市社会福祉協議会等）との協定により、役割分担等を定めるものとする。特に災害ボランテ

ィアセンターの設置場所については、支援対象地域を考慮した適切な位置に設置できるよう相互協

力に努めるものとする。 

〔資料ｘｘ 茅野市災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定〕 

オ 防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の

登録、ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランテ

ィア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被

災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報

共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

カ 社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去

等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄

物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に努め

るものとする。 

キ 社会福祉協議会と平常時から相互に協力し、防災訓練等を通じて、災害ボランティアセンターの設置・

運営における連携体制を整える。 

 

３ ボランティア団体間の連携 

(1) 現状及び課題 

現在、本市内には赤十字奉仕団等様々なボランティア団体がそれぞれの団体の設立目的

に沿ってボランティア活動を行っている。災害時においては、広範なボランティア活動が
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必要となることから、今後災害救援等のボランティア活動についての認識の共有化や各組

織の活動分野、能力等の事前把握を行い総合的、効果的な活動が行えるように、団体間の

連携を図っていくことが必要である。 

(2) 実施計画 

【市社会福祉協議会が実施する計画】 

国内の主要なランティア関係団体、中間支援組織と連携し、ボランティアグループ・団体相

互間の連携を深めるため連絡会議等の設置を推進するとともに、災害時を想定した訓練や研修

の実施に努める。 

 

４ 災害ボランティアコ－ディネータ－の養成 

(1) 現状と課題 

災害時における被災者のボランティアニ－ズは、広範かつ多量にわたることが予想され

る。これらのニ－ズを的確に満たすためには、ボランティアを適時適切に配置し、ボラン

ティア活動が全体として効果的に行われることが必要である。こうした調整機能を担う災

害ボランティアコ－ディネータ－が、今後計画的に養成されるよう努めていかなければな

らない。 

(2) 実施計画 

市、市社会福祉協議会、日本赤十字社長野県支部茅野市地区会等は、ボランティアコーデ

ィネータ養成研修の実施や、全国社会福祉協議会が開催するより実践的で高度な養成研修へ

の参加促進を図るなど、協力して本市におけるボランティアコ－ディネータ－の養成、資質

向上に努めるものとする。  
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第３８節 災害対策基金等積立及び運用計画 

 

第１ 基本方針 

災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源を始め、災害対策に要する経

費に充てるため、災害救助基金及び財政調整基金の積立を行い、的確な運用を図る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 災害により生じた経費を補填する等のための基金の積立を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 県災害救助基金の積立 

(1) 現状及び課題 

災害救助法第22条の規定により、県は災害救助基金の積立を行っている。 

(2) 実施計画 

【県が実施する計画】（危機管理部） 

ア 災害救助基金の積立額 

災害救助法第23条の規定により、県の当該年度の前年度の前３年間における地方税法

に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1,000分の５相当額を各年度の最少額と

して積み立てる。 

イ 災害救助基金の運用方法 

(ｱ) 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金 

(ｲ) 国債証券、地方債証券、勧業債券、その他確実な債権の応募又は買入 

(ｳ) 救助に必要な給与品の事前購入 

ウ 災害救助基金の管理 

災害救助基金の管理は県が行い、管理に要する費用は災害救助基金から支出する。 

 

２ 財政調整基金の積立 

(1) 現状及び課題 

県は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び地方財政法（昭和２３年法 律第１

０９号）の規定により、資金積立基金条例（昭和３９年長野県条例第１５号）を定めて財

政調整基金を設置し、その運用に当たっている。また、市においても同様に、財政調整基

金を設置し、その運用に当たっている。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

災害時に備え、財政調整基金の維持、運営を図る。 

イ【県が実施する計画】 

災害時に備え、財政調整基金の維持、運営を図る。 
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第３９節 風水害対策に関する調査研究及び観測 

 

第１ 基本方針 

台風、集中豪雨等の風水害は、毎年のように被害をもたらしており、ときには、大きな被

害が発生している。既に国においても、気象等風水害に関する様々な研究が行われていると

ころであるが、近年の都市部への人口集中、建物の中高層化、ライフライン施設への依存度

の増大等災害要因は一層多様化しているため、関係各機関においても科学的な調査研究を行

い、総合的な風水害対策の実施に結びつけていくことが重要である。 

市においては、さらに最新のデータを用い、科学技術等の進歩に対応した最も有効な手法

を活用した調査研究を検討する必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

市、県各機関が協力し、風水害に関する情報の収集整理等を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 実施計画 

(1)【市が実施する計画】（総務部、産業経済部、都市建設部） 

ア 地域の災害特性や災害危険性を科学的・総合的に把握するため、防災アセスメントを

実施し、その結果を計画の中で明らかにする。 

イ 国、県また民間等が行う、観測施設の設置等に積極的に協力し、市内のデータの累積

に努める。 

(2)【県が実施する計画】 

ア 国が行う、観測施設の設置等に積極的に協力し、県内のデータの累積に努める。（危

機管理部） 

イ 山地災害危険地区・地すべり危険箇所の再点検を通じて、危険箇所に関するデータの

蓄積を行い、防災計画の基礎資料を作成する。 （林務部） 

ウ 土砂災害危険箇所の再点検を通じて見通し調査を実施し、危険箇所に関するデータの

蓄積を行う。 （建設部）  

エ テレメーターによる雨量観測、地すべり監視システムのデータ等と災害発生状況等の

データを収集整理、分析し、危険予測の基礎資料を作成する。（林務部、建設部） 

オ 古文書の分析等の歴史額等も含めた総合的な研究についても検討する。（危機管理部） 

(3)【関係機関が実施する計画】 

ア 各機関がそれぞれ行った風水害対策に関する調査研究のデータについて、 必要があ

れば、市、県への提供について協力する。 

イ 国等が行う、観測施設の設置等に積極的に協力する。 
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第４０節 観光地の災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

観光地の災害対策については、地理状況に不案内な観光客が多数存在する状況にあるため、

地域住民による自主防災組織での応援体制の整備を図る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 市、県、関係機関、観光施設の管理者は、相互の連携により、災害時の観光客の安全確保

策を推進する。 

２ 外国人旅行者のために、避難場所や避難経路標識等の簡明化、多言語化や情報提供体制の

整備など災害時の防災環境づくりに努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 観光地での観光客の安全確保 

(1) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

(ｱ) 観光地での災害時の市、県、関係機関、関係団体の連絡体制を整備する。（産業

経済部、総務部） 

(ｲ) 観光地の自治組織、観光施設の管理者に働きかけ、自主防災組織を設置し、災害

時の観光客の避難体制を整備する。（産業経済部、総務部） 

(ｳ) それぞれの観光地に起こりうる災害を想定し、組織体制、連絡体制、防災設備、

通信設備の整備や避難訓練を行う。（総務部） 

２ 外国人旅行者の安全確保 

(1) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

(ｱ) 観光地での観光案内所で災害時の外国人旅行者避難誘導体制の整備や非常用電

源の確保を図る。（産業経済部） 

(ｲ) 災害時に外国人旅行者へ避難場所や避難経路を周知するため、避難経路標識の簡

明化、多言語化を促進する。 

(ｳ) 関係機関、関係団体と連携し、外国人旅行者に対する情報提供体制の整備を行う。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 研修会により、災害時の通訳ボランティアを養成し、事前登録するなど災害時の

活用体制を整備する。（観光部） 

ウ【関係者が実施する計画】 

(ｱ) 観光施設の管理者は施設内の避難経路標識に外国語の併記や外国版の防災パン

フレットを作製するなど外国人旅行者の災害時安全確保を推進する。 

(ｲ) 駅、ホテルなど多くの人が集まる場所においては、外国語による避難情報の提供、
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避難場所や避難経路の標識の簡明化、多言語化など外国人旅行者に配慮した情報提

供体制、避難誘導体制の整備、非常用電源の確保を図る。 
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第４１節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

 

第１ 基本方針 

一定の地区内の居住者及び事業者が、「自助」・「共助」の精神に基づき、市と連携して、

自発的に地区における防災活動を担う例もあることから、これらの自発的な防災活動を促進

し、ボトムアップ型で地域における防災力を高めるため、各地区の特性に応じて、コミュニ

ティレベルでの防災活動を内容とする「地区防災計画」を策定するものとする。 

 

第２ 主な取組み 

住民等の提案による地区防災計画の作成を推進し、地域の防災力向上に努めるものとする。 

 

第３ 計画の内容 

１ 現状及び課題 

地区防災計画は、地区居住者等が共同して行う防災活動に関する計画であり、市町村等が

活動の中心となる市町村地域防災計画とコミュニティが中心となる地区防災計画とが相ま

って地域における防災力の向上を図るものである。 

なお、地区防災計画は、「自助」・「共助」の精神に基づく自発的な防災活動を促進し、

各地区の特性に応じて、ボトムアップ型で地域における防災力を高めることを目的としてお

り、地区居住者等がより主体的に、計画策定段階から積極的に参加することが求められるも

のである。 

 

２ 実施計画 

(1)【市が実施する計画】 

市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、一定地区内の市民及び当該地区に事

業所を有する事業者から提案を受けた場合は、これを必要と認めるときは、市地域防災計

画に地区防災計画を定めるものとする。また、地区居住者の参加の下、地域防災力の充実

強化のための具体的な事業に関する計画を定めることとする。 

なお、市は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、

地区防災計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で

定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が

図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られる

よう努めるものとする。 

(2)【住民及び事業所を有する事業者が実施する計画】 

一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は、 当該地区における防災

力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体

制の構築等、自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として

市防災会議に提案するなど、市と連携して防災活動を行うものとする。 
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第１節 災害直前活動 

 

第１ 基本方針 

風水害について、災害発生の危険性をある程度は予測することが可能であり、被害を軽減

するためには、気象警報・注意報等の市民に対する伝達、迅速な避難誘導等、災害の未然防

止活動等の災害発生直前の活動がきわめて重要である。特に、避難行動要支援者が迅速に避

難できるよう対策を行うことが必要である。 

 

第２ 主な活動 

１ 気象に関する情報を迅速かつ適切に伝達する。 

２ 市民に対し適切な避難誘導を実施する。 

３ 災害を未然に防止するための活動を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 警報等の伝達活動 

(1) 基本方針 

気象警報・注意報等を迅速かつ適切に伝達することは、災害発生直前に適切な行動をし、

人的、物的被害を回避するためにも重要である。関係機関は、「警報等伝達系統図」によ

り気象警報・注意報・水位情報・土砂災害警戒情報等の伝達活動を行う。 

(2) 実施計画 

ア 特別警報発表時の対応（下記内容以外はイと同じ） 

(ｱ)【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

a 市民等への周知の措置 

b 県、気象庁、消防庁、NTTから特別警報の発表又は解除の通知を受けた場合又は

自ら知った時は、直ちにその内容を市民、滞在者、所在の官公署に周知する措置

を行う。なお、周知に当たっては、市防災行政無線、Ｌアラート(災害情報共有シ

ステム)、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセ

グ放送等あらゆる広報手段を通じて、迅速かつ的確に行うよう努める。 

(ｲ)【県が実施する対策】 

a 市への通知 

b 気象に関する警報・注意報は、衛星系防災行政無線の一斉ＦＡＸにより全市に

発信しているが、長野地方気象台から特別警報発表又は解除の通知があった場合

は、併せて、県危機管理防災課から地域振興局を通じて速やかに当該市への電話

連絡を行うものとする。また、長野地方気象台等から、発表又は解除に関する情

報について連絡があった場合も、同様に市に対し連絡を行うものとする。 

イ 特別警報以外の気象警報等発表時の対応 

(ｱ)【市が実施する対策】（総務部、企画部、産業経済部） 

a 各機関から通知を受けた気象警報・注意報等及び指示事項を「勤務時間内にお
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ける伝達系統図」により速やかに周知徹底する。また、放送等により気象状況を

常に把握し、気象警報・注意報等の補填に努める。 

b 夜間・休日等の宿日直者は、気象警報・注意報等を受領したときは、「勤務時

間外における伝達系統図」により、それぞれの危機管理室防災課担当者に電話等

により通知する。 

c ｂにより通知を受けた危機管理室、建設課、農林課及び水道課の担当者は、活

動計画に基づき登庁する必要がある場合は、登庁し、それぞれ主管課長に報告し

指示を受けるとともに、伝達系統図により、危機管理室(災害対策本部)に通知す

る。 

d 市民から災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けた時は、その旨を速や

かに関係機関に伝達する。 

(ｲ)【県が実施する対策】 

a 勤務時間内における取扱 

(a) 連絡及び通知系統 

長野地方気象台等から通知される気象警報・注意報(解除を含む、以下同様)

等は危機管理部課長が受領し、それぞれの気象警報・注意報等を伝達系統図」

により連絡する。 

(b) 庁内放送の実施 

すべての気象警報・注意報等について、危機管理部課長からその写しを受領

した広報課長は、速やかに庁内放送を実施し、庁内各課に周知する。 

(c) 応急措置等の指示 

危機管理部課長は地域振興局に、また河川課長及び道路管理課長は建設事

務所に通知する場合は、当該気象警報・注意報等により予想される事態に対

して、所及び市がとるべき措置をあわせ指示する。 

(d) 農作物対策の指示 

農業技術課長は、農業農村支援センターに農作物等の技術対策について通

知する。 

(e) 指示事項の市等への通知 

地域振興局長及び建設事務所長は、通知された気象警報・注意報等にあわ

せて、市長のとるべき措置として指示された事項を、直ちに管轄区域内の市

及び関係機関に通知する。 

b 勤務時間外における取扱い 

(a) 勤務時間外に長野地方気象台等から通知される気象警報・注意報等は、危

機管理部の宿日直が受領する。 

(b) 危機管理部の宿日直者は、気象警報・注意報等を受領したときは、「勤務

時間外における伝達系統図」により、それぞれの担当者に電話等により通知

する。 

(c) ｂにより通知を受けた危機管理部、建設部及び農政部の担当者は、活動計
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画に基づき登庁する必要がある場合は、登庁し、それぞれ主管課長に報告し

指示を受けるとともに、伝達系統図により、地域振興局及び建設事務所等の

気象警報・注意報等受信担当者に通知する。 

(d) 地域振興局及び建設事務所等の気象警報・注意報等受信担当者は、気象警

報・注意報等を受領したときは所属長に報告するとともに、アのｅに準じ市

及び関係機関に通知する。  

(ｳ)【長野地方気象台等が実施する対策】 

長野地方気象台等の気象警報・注意報等の発表機関は、「警報等の種類及び発表

基準」により注意報・警報等を発表するものとする。 

なお地震等が発生した地域で災害発生に関わる条件が変化した場合は、警報等の

発表基準の引き下げを関係機関と協議の上、実施するものとする。 

(ｴ)【放送事業者が実施する対策】 

各放送事業者は、長野地方気象台から気象警報・注意報等の通知を受けたときは、

その周知徹底を図るため放送時間、放送回数等を考慮のうえ、速やかに放送を行う

ものとする。 

(ｵ)【その他防災関係機関が実施する対策】 

その他の防災関係機関は、気象警報・注意報等の伝達についてそれぞれあらかじ

め定めておく組織、方法により、伝達系統でいう所定の機関に速やかに通知するも

のとする。 

(ｶ)【市民が実施する対策】 

以下のような災害が発生あるいは拡大するおそれがある異常な現象を発見した

者は、自己又は他人により市長若しくは警察官に速やかにその情報を通報する。 

a 気象関係 

強い突風、竜巻、強い降ひょう、激しい雷と大雨等の気象現象 

b 水象関係 

河川や湖沼の水位の異常な上昇 

c 地象関係 

山くずれ、地割れ、土地の上昇、沈下、陥没等の地形変化 

ウ 土砂災害警戒情報発表時の対応 

(ｱ)【市が実施する対策】（総務部、企画部、産業経済部） 

県・気象台から土砂災害警戒情報発表の通知を受けたときは、速やかに該当エリ

アを判定し、避難指示を発令するなど住民の避難行動へつなげる。また避難情報の

周知を図る。 

(ｲ)【県が実施する対策】 

長野地方気象台との協議に基づき土砂災害警戒情報を発表する際は、事前に砂防

課から市へ電話連絡するとともに発表後は、衛星系防災行政無線の一斉ＦＡＸ等に

より市に通知する。併せて、建設・砂防事務所を通じて速やかに当該市への着信確

認を行う。 
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(ｳ)【長野地方気象台等が実施する対策】 

県との協議に基づき、報道各社へ土砂災害警戒情報の発表・解除について伝達す

るものとする。 

(ｴ)【放送事業者が実施する対策】 

長野地方気象台から土砂災害警戒情報発表・解除の通知を受けたときは、その周

知徹底を図るため放送時間、放送回数等を考慮の上、速やかに放送を行うものとす

る。 

エ 水防に関する水位情報発表時の対応 

(ｱ)【市が実施する対策】 

a 江川橋・銭場等の水位監視により、諏訪建設事務所等からの通報を確認すると

ともに、市内河川の状況を把握する。 

b 小江川ポンプ場の水位上昇状況を監視カメラ、回転灯、警報によりモニターし

て、過剰な水位に際し、ポンプ停止指示に対応できる体制を維持する。 

(ｲ)【県が実施する対策】 

a 洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川につい

て、洪水特別警戒水位を定め、その水位に達したときは、水位又は流量を示し、

その状況を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者、量水標管理者及び関

係市長に通知し、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知する。 

b その他の河川についても、役場等の所在地に係る河川については、雨量の情報

を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市等へ河川水位等の情

報を提供するよう努めるものとする。 

c 市長による洪水時における避難指示等の発令に資するよう、市長へ河川の状況

や今後の見通し等を直接伝えるよう努めるものとする。 

 

２ 住民の避難誘導対策 

(1) 基本方針 

風水害により、市民の生命、身体に危険が生じるおそれのある場合には、必要に応じて、

高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令により適切な避難誘導を実施し、災害の発

生に備える。 

また、浸水想定区域や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に

対しては、迅速かつ適切な避難誘導に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、全市部局） 

(ｱ) 市は、風水害の発生のおそれがある場合には、防災気象情報等を十分把握すると

ともに、河川管理者、水防団等と連携を図りながら、重要水防区域や土砂災害警戒

区域等の警戒活動を行い、危険がある場合または危険が予想される場合は、市民に

対して避難指示等を発令するとともに、適切な避難誘導活動を実施するものとする。

特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予
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想されてから災害のおそれなくなるまで、市民に対して分かりやすく適切に状況を

伝達することに努める。 

(ｲ) 避難行動要支援者については高齢者等避難の伝達を行うなどの、避難支援計画に

沿った避難支援を行う。当日及び前日までの降水量等の気象状況等から、災害発生

の危険性があると判断した場合は時間帯や利用者数等を総合的に判断し、要配慮者

利用施設に対して連絡・通報を行う。また、必要に応じて、自主防災組織・市民等

の協力を得て避難誘導活動を実施する。 

(ｳ) 市民に対して避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意す

るとともに、避難指示を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりや

すい時間帯における高齢者等避難の発令に努める。 

(ｴ) 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所や安全な親

戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏

まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内

安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への

避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、住

民等への周知徹底に努める。 

(ｵ) 市は、災害時または災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ指定緊急

避難場所及び指定避難所を開設し、市民等に対して周知徹底を図る。また、あらか

じめ指定された施設以外の施設についても、必要がある場合は管理者の同意を得て

避難所とする。 

(ｶ) 市民に対する高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の伝達にあたっては、関係

事業者の協力を得つつ、市防災行政無線、Ｌアラート(災害情報共有システム)、広

報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あら

ゆる広報手段を通じて、対象地域の市民に対する迅速かつ的確な伝達に努める。 

(ｷ) 情報の伝達、避難誘導の実施にあたっては、高齢者、身体障がい者、その他歩行

が困難な者等から優先的に行う等、避難行動要支援者に対して配慮する。 

(ｸ) 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路の所在、浸水想定区域、土砂災害警戒区

域等の所在等、避難に資する必要な事項を市民に周知するため、これらの事項を記

載した印刷物の配布、ホームページでの掲載など必要な措置をとる。 

(ｹ) 緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難を解除する場合には、十分に安全性の確

認に努める。 

(ｺ) 地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に応じ、住民等が避難

するための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図る。 

(ｻ) 市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよ

う努めるものとする。 

(ｼ) 市は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等

が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開

設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努
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めるものとする。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、

ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。 

(ｽ) 市は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、

ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周

知する等、避難の円滑化に努めるものとする。 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、建設部） 

(ｱ) 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所への避難に

加え、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への分散避難を基本とするものの、ハ

ザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民

自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定

緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべ

きことについて、住民等への周知徹底に努める。 

(ｲ) 県は、大雨による風水害の危険が高まった時に、市長が防災活動の実施や住民等

への避難指示等の発令を適切適時に判断できるよう、市等へ気象情報や降水量、降

水予測、河川の水位情報、土砂災害警戒情報等について情報提供し、市等の活動を

支援する。 

(ｳ) 関係事業者の協力を得つつ、Ｌアラート（災害情報共有システム）携帯端末の緊

急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等を活用して、住民に対し、

河川の水位情報等について情報提供する。 

ウ【市民が実施する計画】 

避難する際には、出火防止措置をとったうえ、食料、日常品等の備蓄物資を携行す

る。 

エ【要配慮者利用施設の管理者が実施する対策】 

(ｱ) 要配慮者利用施設の管理者は、自らも気象情報の収集を行うなど、自主的な防災

活動に努める。 

(ｲ) 災害が発生するおそれのある場合は、市、自主防災組織等と連携し、避難誘導等

を実施する。 

 

３ 災害の未然防止対策 

(1) 基本方針 

各施設の管理者は、災害発生のおそれがある場合は、事前に適切な災害未然防止活動を

行い、被害の派生の防止に努める。 

(2) 実施計画 

ア【水防管理者（市長）が実施する対策】 

水防管理者は、水防計画に基づき、河川堤防等の巡視を行い、水防上危険であると思

われる箇所について応急対策として水防活動を実施する。 

イ【河川管理者、農業用排水施設管理者、下水道管理者等が実施する対策】 

河川管理者、農業用排水施設管理者、下水道管理者等は、洪水、豪雨の発生
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が予想される場合には、ダム、せき、水門、ポンプ場等の適切な操作を行うものとする。 

その操作に当たり、危害を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ、

必要な事項を関係市及び警察署に通報するとともに市民に対して周知させる。 

ウ【道路管理者が実施する対策】 

道路管理者は、降水量等に応じて、パトロール、事前規制等の必要な措置を実施する。 

エ【市民が実施する対策】 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、その旨を市長又は警察官に

通報する。 

オ【水防団及び消防機関が実施する対策】 

出水時に土のう積みなど迅速な水防活動を実施する。また、河川管理者、地方公共団

体と連携し、必要に応じ、水防上緊急の必要がある場所において警戒区域を設定し、水

防関係者以外の者に対してその区域への立入の禁止又はその区域からの退去等の指示を実施

する。 

 

第４ 警報等の種類及び発表基準 

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

(1) 特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれがあるときには「注意報」が、

重大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」が、予想される現象が特に異常であ

るため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときには「特別警報」が、現象の危険

度と雨量、風速等の予測値が時間帯ごとに示され、市町村ごとに発表される。長野地方気

象台では、気象特性に基づき79の区域に分け発表している。 

○特別警報・警報・注意報の概要 

種 類 概     要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいときに、その旨を警告して行う予報 

警 報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪により、重大な災害が発生するおそれがあると

きに、その旨を警告して行う予報 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪等により、災害が発生するおそれがあるときに、

その旨を注意して行う予報 

○特別警報・警報・注意報の種類と概要(長野地方気象台が発表するもの) 

特別警報・警報・注意報 

の種類 
概     要 

特別警報 大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警

報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水

害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に

警戒すべき事項が明記される。災害が発生または切迫して
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いる状況であり、命の危険が迫っているため直ちに身の安

全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生する恐

れが著しく大きいと予想されたときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生する恐

れが著しく大きいと予想されたときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発

生する恐れが著しく大きいと予想されたときに発表さ

れる。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うこと

による視程障害等による重大な災害」のおそれについても

警戒が呼びかけられる。 

警 報 

大雨警報 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予

想された時に発表される。大雨警報は、大雨警報(土

砂災害)、大雨警報(浸水害)、大雨警報(土砂災害、浸

水害)のように、特に警戒すべき事項が明記される。

大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避

難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、

重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重

大な災害が対象としてあげられる。高齢者等は危険な場所

からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」

に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災

害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

注意報 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。ハザードマップによる災害リス

クの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必

要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２であ

る。 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき
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に発表される。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を

伴うことによる視程障害等による災害」のおそれについて

も注意が呼びかけられる。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。また、発達した雷雲の下で発生することの

多い竜巻等の突風や「ひょう」による災害への注意喚起が

付加されることもある。急な強い雨への注意も雷注意報で

呼びかけられる。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。具体的には、火災の危険が大きい気

象条件が予想されたときに発表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体

等への被害が起こるおそれのある時に発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。具体的には、通信線や送電線、船体

等への被害が発生するおそれのある時に発表される。 

融雪注意報 

融雪災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、浸水害、土砂災害等の災害が発生す

るおそれがある時に発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被

害が発生するおそれがある時に発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には、低温による農作物等への著し

い被害や、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害が発

生するおそれがある時に発表される。 

○特別警報基準 

種 類 発 表 基 準 

大 雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される

場合。 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと

予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風

が吹くと予想される場合 
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大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

(注) 発表に当たっては、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪量、

台風の中心気圧、最大風速等などについて過去の災害事例に照らして算出した客観

的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断する。 

 

２ 特別警報の指針等 

(1) 雨を要因とする特別警報の指標 

ア 大雨特別警報（浸水害） 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する表面雨量指数及び流域雨量指数の基準値を地

域毎に設定し、以下の（ア）又は（イ）を満たすと予想される状況において、当該格子が存在

し、かつ、激しい雨（1時間に概ね30mm以上の雨）がさらに降り続くと予想される市町村等に大

雨特別警報（浸水害）を発表。 

(ｱ) 表面雨量指数として定める基準値以上となる１km格子が概ね30個以上まとまって出現 

(ｲ) 流域雨量指数として定める基準値以上となる１km格子が概ね20個以上まとまって出現。 

イ 大雨特別警報（土砂災害） 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域毎に設定し、この

基準値以上となる1km格子が概ね10個以上まとまって出現すると予想される状況において、当該

格子が存在し、かつ、激しい雨（1時間に概ね30mm以上の雨）がさらに降り続くと予想される場

合、その格子が出現している市町村等に大雨特別警報（土砂災害）を発表。 

(2) 台風等を要因とする特別警報の指標 

「伊勢湾台風」級(中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上)の台風や同程度の温帯低

気圧が来襲する場合に、特別警報を発表する。ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原

諸島については、中心気圧910hPa以下又は最大風速60m/s以上とする。 

台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心の接近・通過

すると予想される地域(予報円がかかる地域)における、暴風の警報を、特別警報として

発表する。温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想される地

域における、暴風(雪を伴う場合は暴風雪)の警報を、特別警報として発表する。 

(3) 雪を要因とする特別警報の指標 

府県予報区程度の広がりをもって50年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の

降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に、大雪特別警報を発表する。 

(4) 雪に関する観測地点毎50年に一度の値一覧（令和4年11月21日現在)  

府県予報区 地点名 
50年に一度の 

積雪深(cm) 

既往最大 

積雪深(cm) 

長野県 諏 訪 ５８ ６９ 

※既往最大積雪深は、平成27年7月までの値。 

注１）“＊”が付いている地点は、積雪深ゼロの年もあり、50年に一度の値の信頼性が低いた

め、参考値として扱う。 

注２）50年に一度の値は過去の観測データから推定した値。 
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注３）大雪特別警報は、府県程度の広がりをもって50年に一度の積雪深となり、かつ、その後

も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に発表される。個々の地点で50年

に一度の値となることのみで特別警報が発表されるわけではないことに留意。 

 

○警報・注意報発表基準一覧         (令和４年５月２６日現在)  

発表官署 長野地方気象台 

府県予報区 長野県 

一次細分区域 中部 

市をまとめた地域 諏訪地域 

警 

報 

大雨 別表1の基準に到達することが予想される場合 

洪水 別表2の基準に到達することが予想される場合 

暴風(平均風速) 17m/s 

暴風雪(平均風速) 17m/s雪を伴う 

大雪(12時間降雪の深さ) 12時間降雪の深さ20㎝ 

注 

意 

報 

大雨 別表3の基準に到達することが予想される場合 

洪水 別表4の基準に到達することが予想される場合 

強風(平均風速) 13m/s 

風雪(平均風速) 13m/s雪を伴う 

大雪(12時間降雪の深さ) 12時間降雪の深さ10㎝ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 

１、積雪地域の日平均気温が10℃以上 

２、積雪地域の日平均気温が6℃以上で日降水量

20㎜以上 

濃霧(視程) 100ｍ 

乾燥 最少湿度20％で実効湿度55％※ 

なだれ 

１表層雪崩：積雪が50㎝以上あって、降雪の深

さ20㎝以上で風速10m/s以上。または積雪が70

㎝以上あって、降雪の深さ30㎝以上 

２全層雪崩：積雪が70㎝以上あって、最高気温

が平年より5℃以上高い、または日降水量15cm

以上 

低温 

夏季：平均気温が平年より4℃以上低く、かつ最

低気温15℃以下(高冷地で13℃以下)2日間以上

続く場合。冬季：最低気温-14℃以下(高冷地-2

1℃以下) 

霜 早霜・晩霜期に最低気温2℃以下 

着氷 著しい着氷が予想される場合 
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着雪 著しい着雪が予想される場合 

記録的短時間大雨警報 

(1時間雨量) 
100mm 

※１ 湿度は諏訪特別地域気象観測所の値 

※２ 警報・注意報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また新たな警報・

注意報が発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除又は更新さ

れて、新たな警報・注意報にきりかえられる。風水害対策編 第３章第１節 災害直前活動  

※３ 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行うものとする。 

 (別表１)大雨警報基準                (令和４年５月２６日現在)  

市等をまとめた地域 市等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

諏訪地域 茅野市 ７ １０５ 

(別表２)洪水警報基準                (令和４年５月２６日現在)  

市等をまとめた地域 市等 流域雨量指数基準 複合基準 
指定河川洪水予

報による基準 

諏訪地域 茅野市 

上川流域＝20.6 

宮川流域＝13.4 

滝の湯川流域＝8.2 

柳川流域＝11.1 

渋川流域＝8.7 

－ 
天竜川水系諏訪

湖(釜口水門) 

(別表3)大雨注意報基準             (令和元年５月２９日現在)  

市等をまとめた地域 市等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

諏訪地域 茅野市 ５ ８４ 

(別表４)洪水注意報基準               (令和４年５月２６日現在) 

市等をまとめた地域 市等 流域雨量指数基準 複合基準 
指定河川洪水予

報による基準 

諏訪地域 茅野市 

上川流域＝15.1 

宮川流域＝10.7 

滝の湯川流域＝6.5 

柳川流域＝8.8 

渋川流域＝6.9 

－ － 

【府県版警報・注意報基準一覧表の解説】 

(1) 警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報と

は、災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は気象要素

が本表の基準に達すると予想される当該市等に対して発表する。 

(2) 波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注意報、

記録的短時間大雨情報の（ ）内は基準として用いる気象要素を示す。なお、府県予報

区、一次細分区域及び市等をまとめた地域で取り扱いが異なる場合は、個々の欄に付記

している。 
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(3) 大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、

風雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「・・以上」の「以上」を省

略した。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「・・以下」の「以下」を

省略した。なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っ

ていない。 

(4) 表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名

で基準値を記述する場合がある。 

(5) 表中において、対象の市等をまとめた地域等で現象が発現しない警報・注意報につい

てはその欄を斜線で、また現象による災害が極めて稀であり、災害との関係が不明確で

あるため具体的な基準を定めていない警報・注意報(洪水を除く。) についてはその欄を

空白でそれぞれ示している。 

(6) 地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の

基準を適用することが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措置

として基準のみにとらわれない警報・注意報の運用を行うことがある。また、このよう

な状態がある程度長期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、

対象地域を必要最小限に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用する

ことがある。 

【大雨及び洪水警報・注意報基準表(別表１～４)の解説】 

(1) 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複

合基準のうち基準を設定していないもの、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定

河川がない場合、高潮警報・注意報で現象が発現せず基準を設定していない市等につい

てはその欄を“－”で示している。 

(2) 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報(浸水

害)」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害、浸水害)」

として発表する。 

（3）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。ただし、暫

定基準を設定する際に市町村等の一部地域のみ通常より低い基準で運用する場合がある。この場合、

別表１及び３の表面雨量指数基準には市町村等の域内における基準の最低値を示している。 

(4) 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準値は1km四方毎に設定しているが、別表１及び３

の土壌雨量指数基準には、市等の域内における基準値の最低値を示している。1km四方毎

の基準値については、資料(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kjjun/index_shi

su.html)を参照のこと。 

(5) 洪水の欄中、「○○川流域=30」は、「○○川流域の流域雨量指数30以上」を意味する。 

(6) 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、

別表２及び４の流域雨量指数基準には主要な河川における代表地点の基準値を示してい

る。欄が空白の場合は、当該市等において主要な河川は存在しないことを表している。

主要な河川以外の河川も含めた流域全体の基準値は、資料(https://www.jma.go.jp/jma

/kishou/know/kijun/index_kouzu.html)を参照のこと。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kjjun/index_shi
https://www.jma.go.jp/jma
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(7) 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の(表面雨量指数、流

域雨量指数)の組み合わせによる基準値を示している。その他の地点の基準値は、資料(h

ttp://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzu.html)を参照のこと。 

(8) 洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川〔△△〕」は、洪水警報に

おいては「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾

濫警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」こ

とを、洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満

たしている場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

 

別表５ 警報及び注意報の区域 

一次細分区域 市等をまとめた地域 二次細分区域 

中部 諏訪地域 
岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町 

富士見町、原村 

 

２ 水防法に基づくもの 

(1) 洪水予報 

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣または長野県知事が定めた河川について、国

土交通大臣又は長野県知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量を示して発

表する警報及び注意報をいう。 

種 類 情報名 概 要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

洪水予想区間内で氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに

発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要とな

る。災害がすでに発生している状況であり、命の危険が迫っている

ため直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル

５に相当。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達したとき、氾濫危険水位以上の

状況が継続しているとき、または水位が急激に上昇し３時間以内に

氾濫する可能性のある水位に到達する見通しとなったときに発表

される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対す

る対応を求める段階であり、避難情報の発令の判断の参考とする。

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に達することが見込

まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、更に水位の上昇が見込

まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき

（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状

況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除

く）に発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等は危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 
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洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、更に水位の上昇が見込まれ

るとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状況が継続し

ているとき、避難判断水位に達したが水位の上昇が見込まれないと

きに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

(2) 避難判断水位到達情報及び氾濫危険水位到達情報 

水防法に基づき、国土交通大臣又は知事がその指定した河川について、水位又は流量を

示して発表する水位情報をいう。 

区分 発表基準 

避難判断水位到達情報 対象水位観測所の水位が避難判断水位に到達したとき 

氾濫危険水位到達情報 対象水位観測所の水位が氾濫危険水位に到達したとき 

(3) 水防警報 

水防法に基づき、国土交通大臣又は知事がその指定した河川について、水防活動のため

に発表する警報をいう。 

区 分 発 表 基 準 

水防警報 
水位が氾濫注意水位に達し、上昇のおそれがあり、水防活動の必要が予測さ

れたとき。（通知内容は、本章第８節「水防活動」参照のこと。） 

 

３ 消防法に基づくもの 

(1) 火災気象通報 

消防法第22条の規定により、に基づき、気象の状況が火災の予防上危険と認められると

きに長野地方気象台が長野県知事に対して行う通報をいう。 

区 分 発 表 基 準 

火災気象通報 
長野地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基準と同一と

する。ただし、実施基準に該当する地域及び時間帯で降水（降雪を含む。）

が予想される場合には、通報を実施しない場合がある。 

(2) 火災警報 

消防法に基づき、一般に警戒を促すために発表する警報をいう。 

区 分 発 表 基 準 

火災警報 前項（1）の発表基準に準じる。 
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４ その他の情報 

(1) 大雨警報・洪水警報の危険度分布（キキクル）等 

警報の危険度分布（キキクル）等の概要   

種 類 概 要 

大雨警報(土砂災害)

の危険度分布 

（土砂キキクル） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領

域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨

量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）

や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、大雨警報（土砂災害）の危険

度分布（土砂キキクル）により、どこで危険度が高まっているかを把握する

ことができる。 

大雨警報(浸水害) 

の危険度分布 

（浸水キキクル） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1k

m四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間先までの雨量

分布及び表面雨量指数の予測を用いて常時10分毎に更新しており、大

雨警報(浸水害)等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面

的に確認することができる。 

洪水警報 

の危険度分布 

（洪水キキクル） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びそ

の他の河川)の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流

路を概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先までの雨量分

布及び流域雨量指数の予測を用いて常時10分毎に更新しており、洪水

警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認す

ることができる。 

流域雨量指数 

の予測値 

水位周知河川及びその他河川の上流域での降雨によって、下流の対象

地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。6時先までの雨

量分布の予測(降水短時間予報等)を取り込んで、流域に降った雨が河

川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」につい

て、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列

で表示したものを、常時10分毎に更新している。 

(2) 早期注意情報(警報級の可能性) 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から翌日に

かけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（長野県北部・中部・南部）で、

２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。

大雨に関して、[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があること

を示す警戒レベル１である。 

(3) 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説される場合等に発表される。

雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記

録的な大雨に関する長野県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「記
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録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。大雨による災害発生の

危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いて

いるときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する長野県

気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情

報」という表題の気象情報が発表される。 

(4) 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まった時、市長

の避難指示や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市を特定して警戒を呼びかける

情報で、長野県と長野地方気象台が共同で発表する。ただし、別表６にある５市については分割

して発表する。なお、これを補足する情報として、実際に危険度が高まっている場所は大雨警報

（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル）で確認することができる。危険な場所からの避難が

必要とされる警戒レベル４に相当。 

(5) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中の市において、危険度分布（キキクル）の「危険」(紫)が出現し、かつ数年に

一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は

解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに、気象庁から発表される。

長野県の雨量による発表基準は、１時間100ミリ以上の降水が観測又は解析されたときである。こ

の情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につ

ながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所を危

険度分布（キキクル）で確認する必要がある。 

(6) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域と

同じ発表単位（長野県北部・中部・南部）で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高ま

っている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得

られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生す

るおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が、天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表

される。この情報の有効期間は発表から概ね1 時間である。 

 

５ 警報等の発表及び解除 
警報等を発表及び解除する機関は、次のとおりとする。なお、注意報及び警報はその種類にかかわ

らず、新たな注意報又は警報の発表が行われたときには、自動的にきりかえられる。ただし、竜巻注

意情報の有効時間は発表から概ね１時間である。 

警報等の種類 発表機関名 対象区域 

気象注意報 

気象警報 
長野地方気象台 県全域 

天竜川上流洪水予報 

洪水注意報 

洪水警報 

長野地方気象台 

国土交通省      共同 

国土交通大臣が指定した河川 

(「洪水予報指定河川」という) 
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天竜川上流河川事務所 

県管理河川洪水予報 

洪水注意報 

洪水警報 

長野地方気象台 

建設部河川課     共同 

知事が指定した河川 

(「県の指定河川」という) 

水防警報 諏訪建設事務所 
知事が指定した河川 

（「県の指定河川」という。） 

火災気象通報 長野地方気象台 県全域 

火災警報 市長 市域 

避難判断水位到達情報、 

氾濫危険水位到達情報 
諏訪建設事務所 知事が指定した河川 

土砂災害警戒情報 
長野地方気象台 
          共同 
建設部砂防課  

県全域 

記録的短時間大雨情報 気象庁 県全域 

竜巻注意情報 気象庁 県全域 

全般気象情報 

関東甲信地方気象情報 

長野県気象情報 

気象庁 

気象庁 

長野地方気象台 

全国 

関東甲信地方 

長野県 
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別 表 警報等伝達系統図 

１ 注意報・警報及び情報 

(1) 通信途絶時の代替経路  

機関名 長野県防災行政無線 （８は庁内電話から掛ける場合） 

長野県（危機管理部） 
電話  ８－２３１－５２０８～５２１０  

ＦＡＸ ８－２３１－８７３９  

ＮＨＫ長野放送局 
電話  ８－２３１－８８４０  

ＦＡＸ ８－２３１－８８４１  

東日本電信電話株式会社 
電話 ０３－６７１３－３８３４(平日) 

ＦＡＸ ０３－６７１６－１０４１ 

中部地方整備局 

(天竜川上流河川事務所) 

電話 ０２６５－８１－６４１４(直通) 

ＦＡＸ ０２６５－８１－６４２０ 

諏訪建設事務所 電話 ０２６６－５３－６０００ 

(2) 伝達経路図（気象台⇒県⇒茅野市） 
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(3) 伝達経路図（茅野市⇒市民） 

ア 勤務時間内における伝達系統図（勤務時間外において各課が配備体制の場合を含む。） 

〔勤務時間内〕 

 

イ 勤務時間外における伝達系統図（勤務時間外において各課が配備体制の場合を含む。） 

〔勤務時間外〕 
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２ 水防警報等 

(1) 伝達系統 

ア 洪水予報指定河川に対する洪水注意報及び洪水警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

イ 水防警報(知事が行うもの) 

 

ウ 水位情報の通知(知事が行うもの) 
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３ 消防法に基づくもの 
(1) 火災気象通報 

消防法に基づき、気象状況が火災の予防上危険であるときに行う通報をいう。 

(2) 伝達系統 

 

 

 

 

 

(3) 伝達要領 
ア 消防署長は、市長から火災警報発令の指示を受けたときは、直ちに消防団長、各分団長に連絡

する。 
イ 防災行政無線により全市放送する。 

 
４ 土砂災害警戒情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 凍霜害警報 
(1) 伝達系統 

 
 
 
 
 
 

 
(2) 伝達要領 

長野地方気象台から伝達された凍霜害警報の発令は、直ちに防災行政無線により全市放送する。 
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６ 予警報等の伝達責任者 
気象予警報、水防警報及び火災警報の伝達責任者は、次のとおりである。 

 
予警報伝達責任者 

予 警 報 名 責 任 者 

気象水防予警報 防災課長 

火災警報 茅野消防署長 

凍霜害警報 農林課長 

 
７ 気象、水象及び地象等についての異常現象通報者 

異常現象を発見した者は、災害の拡大を未然にとどめるため、その発見場所、状況、経過等できる

だけ具体的な情報を、次により速やかに通報しなければならない。 
(1) 通報を要する異常現象 

異常な現象とは、例えば次のようなものである。 

気象関係 強い突風、竜巻、強い降雹、激しい雷と大雨、山崩れ、崖崩れ等 

水象関係 放置すれば決壊のおそれのある堤防の水漏れ、河川や湖沼の水位の異常な上昇 

地象関係 地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の現象 

(2) 通報要領 

ア 災害が発生あるいは拡大するおそれがある異常な現象を発見した者は、市役所又は警察官に速

やかにその情報を通報する。 

イ 通報を受けた市は、(3)の通報系統によりそれぞれ関係の機関に通報するとともに、できる限

りその現象を確認し事態の把握に努める。 

ウ 情報が隣接市へ影響すると認められるときは、関係市へ通報する。 

(3) 通報系統 

 



 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

H-3-2-1 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第１ 基本方針 

災害が発生した場合、各防災関係機関は直ちに災害時における被害状況調査体制をとり、

迅速・的確な被害状況の調査を行う。この場合における調査責任機関、調査報告様式及び連

絡ル－ト等は次による。 

 

第２ 活動の内容 

１ 報告の種別 

(1) 概況速報 

災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又はその他異常と思われる事態 

（多量の１１９番通報等）が発生したときは、直ちにその概況を報告するものとする。 

〔様式 １〕被害状況報告（概況速報〕又は県防災情報システム 

(2) 被害中間報告 

被害状況を収集し逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更のあった場合は、そ

の都度変更の報告をする。 

(3) 被害確定報告 

同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告をする。 

 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

(1) 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施する。 

(2) 調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努めるもの

とする。 

(3) 市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、次表の協力

機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速やかに必要な応

援を行い、被害情報等の把握に努める。 

(4) 諏訪地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の強化が

必要であると認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整班）に情報連絡員（県本

部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。この場合、県危機管理防災課（総括調

整班）は必要な職員を速やかに派遣するものとする。 

(5) 職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員

の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。また、

会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切

な空間の確保に配慮するものとする。 

(6) 県・市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害

が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、

被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に努めるものとする。 

(7) 市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるため、
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住民登録の有無にかかわらず、本市の区域内で行方不明となった者について、県警察本

部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助者の迅速な把握

のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うもの

とする。 

○調査事項別の担当調査機関及び協力機関 

調査事項 調査機関及び担当部 協力機関 

概況速報 市(災害対策本部） 県関係現地機関 

人的及び住家の被害 市(災害対策本部） 諏訪地域振興局 

避難情報・避難状況 市(災害対策本部） 諏訪地域振興局 

社会福祉施設被害 市(健康福祉部） 諏訪地域振興局 

職業訓練施設被害 施設管理者 諏訪地域振興局 

農・畜・養蚕・水産業 市(産業経済部） 諏訪農業農村支援センター 

農地・農業用施設被害 市(産業経済部） 諏訪地域振興局 

林業関係被害 市(産業経済部) 

諏訪地域振興局 

中部森林管理局 

諏訪森林組合 

財産区 

公共土木施設被害 市(都市建設部) 

諏訪建設事務所 

長野国道工事事務所 

 

土砂災害等による被害 市(都市建設部) 

諏訪建設事務所 

 

都市施設被害 市(都市建設部） 諏訪建設事務所 

水道施設被害 市(都市建設部） 諏訪地域振興局 

廃棄物処理施設被害 市(市民環境部） 諏訪地域振興局 

感染症関係被害 市(健康福祉部） 諏訪保健福祉事務所 

医療施設被害 市(健康福祉部） 諏訪保健福祉事務所 

商工関係被害 市(産業経済部） 諏訪地域振興局 商工会議所 

観光施設被害 市(産業経済部） 諏訪地域振興局・市観光協会 

教育関係被害 市(教育委員会） 南信教育事務所 

県有財産被害 県関係機関  

市有財産被害 市(総務部、企画部）  

公益事業被害 

(ライフライン関係) 

鉄道・通信・電力・ 

ガス等関係機関 

 
諏訪地域振興局 

警察調査被害 県警（茅野警察署） 諏訪地域振興局 

火災速報 市(災害対策本部） 諏訪広域消防 

危険物等事故による被害 市(災害対策本部） 諏訪広域消防・県警察 

水害等速報 市(災害対策本部） 諏訪広域消防・水防団 
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３ 被害状況等報告内容の基準 

この計画における被害の程度区分の判定は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか次

表のとおりとする。 

 

  

項 目 認定基準 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、遺体を確認したもの、又は遺体を確認するこ

とができないが死亡したことが確実な者。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者。 

安否不明者 行方不明者となる疑いのある者 

重傷者･軽傷者 

災害のために負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のある者のうち、

「重傷者」とは、１月以上の治療を要する見込の者とし、「軽傷者」とは

１月未満で治療できる見込の者。 

住 家 
現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家である

かを問わない。 

非住家 

住家以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、公民

館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に常時、人が居

住している場合には、当該部分は住家とする。 

世 帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

住家全壊 

（全焼・全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補

修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損

壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以

上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程

度のものとする。 

住家半壊（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できる程度のもので、

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未満のもの、

または、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表わし、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。 

一部損壊 
全壊、半壊に至らない程度の住家の破損で補修を必要とする程度のもの

とする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床上浸水 
住家の床より上に浸水したもの及び、全壊、半壊には該当しないが、土

砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの。 

床下浸水 床上浸水にならない程度に浸水したものとする。 

田畑流失 田畑の耕土が流出し、田畑の原形を留めない程度のものをいう 

田畑埋没 土砂が堆積し、田畑の原形を留めない程度のものをいう。 

冠 水 作物の先端が見えなくなる程度に水につかった場合をいう。 

罹災世帯 
災害により全壊・半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持で

きなくなった生計を一にしている世帯とする。 

罹災者 罹災世帯の構成員とする。 
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４ 災害情報の収集・連絡系統 

(1) 報告様式 

被害状況等の部門別及び被害種別の報告様式は、調査機関より市関係課にいたる報告様

式、市関係課及び関係機関より危機管理防災対策課（市災害対策本部室）への報告様式、

及び総括表とからなるが、それぞれの様式は様式編のとおりとする。なお、各報告につい

て最終的な報告には内訳を添付するものとする。 

(2) 連絡系統 

被害状況等の収集・連絡系統は、本節末「別記」災害情報収集連絡系統に図示するとお

りとする。これらのうち緊急を要する等の場合は、市は直接県関係課に報告し、その後に

おいて地域振興局等の機関に報告する。 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は次のとおりであ

る。 

ア 被害報告等 

(ｱ)【市が実施する事項】（総務部、企画部） 

ａ 「別記1」に示す情報集連絡体制とり、本節第２の２において市が調査機関とし

て定められている事項については被害状況等を調査のうえ、本節第２の５に定め

る様式及び連絡系統「別記2」により県現地機関等に報告するものとする。なお、

火災・災害等即報要領第３直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、消防

庁に対しても直接報告するものとする。 

b 本市における体制のみでは、円滑な情報収集連絡の実施が困難であると認められ

る場合は諏訪地域振興局長に応援を求める。 

ｃ 県庁舎の被災、通信の途絶等により、県との情報連絡がとれない場合は、国（総

務省消防庁）に直接被害情報等の連絡を行うものとする。この場合の対象となる

災害は次の(イ)のｄに定める。なお、県との情報連絡が可能となった時点で、直

ちに通常ルートに戻す。 

d 「茅野市防災情報システム」経由による「長野県防災情報システム」を利用し、

被害情報等による関係機関との情報共有に努める。 

(ｲ)【県（本庁）が実施する事項】 

ａ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、発災後直ちに県警察本部等と連携し、

ヘリコプターによる画像情報・目視情報等の概括的な情報の収集を行うとともに、

得られた被害情報等を関係各課、関係機関及び消防庁に報告する。 

ｂ 各課は、市町村単位または施設の種類別に被害状況をとりまとめる。 

ｃ 各課は、とりまとめた被害状況を危機管理防災課（災害対策本部）関係行政機

関（本省）、及び関係課に報告するものとする。 

ｄ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、各課及び関係機関の被害状況等をとり

まとめ、すみやかに国（総務省消防庁）、その他関係省庁及び関係地方公共団体

に報告するとともに、別節災害広報計画により報道機関に発表する。この場合に
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おいて、国に報告すべき災害は次のとおりとする。 

(a) 県において災害対策本部を設置した災害 

(b) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、特に報告の必要がある

と認められる程度の災害 

(c) (a)又は(b)に定める災害になるおそれのある災害。なお、この国への報告は、

消防組織法第40条に基づく災害報告取扱要領（昭和45年4月10日付消防防第24

6号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付消防防第267号）により

行う消防庁への報告と一体的に行うものとする。 

ｅ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、要救助者の迅速な把握による救助活動

の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市町村等と連携の上、安否不明

者等の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな安

否不明者等の絞り込みに努める。 

f 危機管理防災課（災害対策本部室）は、掌握した被害状況を必要に応じ自衛隊の

連絡班に連絡する。 

g 危機管理防災課（総括調整班）は、地域振興局長から情報連絡員(県本部リエゾ

ン)等の応援派遣を求められたときは、危機管理部長（災害対策本部室長）の指示

により派遣の要否を決定する。 

h 危機管理防災課（災害対策本部室）は、県等が実施する応急対策等について、長

野県防災情報システム等により、地域振興局、被災市町村、指定地方行政機関、

指定公共機関及び指定地方公共機関へ連絡する。 

i 危機管理防災課（災害対策本部室）は、市町村において通信手段の途絶等が発生

し、災害情報の報告が十分なされていないと判断するときは、調査のための職員

派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手

段を尽くして災害情報等の把握に努めるものとする。 

ｊ 国が開催する連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町村等

を通じて把握した被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うよう

努める。 

(ｳ) 県現地機関等の実施事項 

ａ 各課（所）は、市町村の被害状況について、長野県防災情報システム、情報連

絡員(地方部リエゾン)等を通じて収集する。 

ｂ 各機関の管理に属する施設の被害状況をとりまとめる。 

ｃ 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務管理

（・環境）課及び県(本庁)の主管課に報告又は連絡する。 

ｄ 地域振興局長は、被害規模が甚大である場合等で市町村及び関係現地機関にお

ける情報収集の円滑な実施が困難であると認められる場合は、県危機管理防災課

（総括調整班）に情報連絡員(県本部リエゾン)等の応援派遣の派遣を求める。 

(ｴ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の実施事項 

各機関は、その所管する施設について被害状況を調査し、その状況を県危機管理
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防災課（災害対策本部室）に連絡するものとする。 

イ 水防情報 

(ｱ) 雨量の通報（長野県河川砂防情報ステーションにシステム障害が発生した場合） 

ａ 県水防本部（災害対策本部設置後は水防班。以下同じ。）は、建設事務所長か

らの通報をとりまとめ、必要な情報を県危機管理防災課（災害対策本部設置後は

災害対策本部室。以下同じ。）に通報する。 

ｂ 建設事務所長は、各観測員等からの通報を受けて水防本部長に通報するととも

に関係建設事務所長に通報する。 

ｃ 雨量観測員は、「県水防計画書」に定める要領により観測した雨量を、所轄建

設事務所長に通報する。 

(ｲ) 水位の通報（長野県河川砂防情報ステーションにシステム障害が発生した場合） 

ａ 県水防本部は、建設事務所長からの通報をとりまとめ、必要な情報を県危機管

理防災課に通報する。 

ｂ 建設事務所長は、各観測員等からの通報を受けて水防本部長に通報するととも

に関係建設事務所長に通報する。 

ｃ 水位観測員は、「県水防計画書」に定める要領により観測した水位を、所轄建

設事務所長に通報する。 

 

５ 通信手段の確保 

各防災関係機関は、災害発生後、直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が

生じた施設の復旧を速やかに行うものとする。また、支障が生じた施設の復旧がなされるま

での間は、航空機等（ドローンを含む。）による目視・撮影、衛星携帯電話、各種移動無線

通信機器及びアマチュア無線等の活用を図る。 

(1)【市が実施する事項】（総務部） 

ア 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため市防災行政無線及び県防災行政無線の

活用を図る。 

イ 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため可搬型移動無線、衛星携帯電話等の移動

無線機器の活用を図る。 

ウ 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電

源車の貸出要請を行う。 

エ ＮＴＴ等の電気通信事業者に対し、協定による通信・電力の優先的な取扱い、災害対

策用移動通信機器等の要請を行う。 

(2)【県が実施する事項】 

ア 県防災行政無線機を活用し、必要に応じ統制を行う。（危機管理部） 

イ 可搬型移動無線、衛星携帯電話等の移動系無線機器の活用を図る。（危機管理部） 

ウ （一社）日本アマチュア無線連盟長野支部との協定に基づく活動を依頼する。（危

機管理部） 

エ 信越総合通信局に対し、無線局又は有線電気通信設備による通信の確保を要請する。 
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（危機管理部） 

オ ＮＴＴ等の電気通信事業者に対し、通信の優先的な取扱いを要請する。（危機管理

部） 

カ 県消防防災ヘリコプター又は県警ヘリコプターによるテレビ画像情報の送信を行う。

（危機管理部、警察本部） 

(3)【電気通信事業者が実施する事項】 

災害時における県、市町村及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行う。 

〔資料１５〕アマチュア無線による災害時応援協定 

〔資料ｘｘ〕災害時における相互協力に関する協定書(NTT東日本） 

〔資料ｘｘ〕災害時における電力供給等の相互連携・協力に関する協定書(中部電力） 
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【別記１】 災害情報収集連絡系統（市の組織内における連絡系統） 

災害発生時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

【別記２】 災害情報収集連絡系統 

(1) 概況速報（消防庁への速報は消防庁第4号様式(その1） 

長野県防災情報システム（クロノロジー）、又は消防庁第4号様式(その1)を使用する。 

市は人的被害、住家被害に関するもの及び集落の孤立を伴う交通情報を中心に報告する。

県危機管理防災課は人的被害についてクロノロジーに入力があった場合、関係機関に口

頭・電話等で連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人的及び住家の被害状況報告（消防庁への報告は消防庁第4号様式(その2)） 

避難準備等避難状況報告（様式第２―１号）又は茅野市防災情報システム（クロノロジ

ー）から選択し長野県防災情報システムにより報告 
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行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録や外国人登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村(外国人のうち、旅行者など外国人登録の対象

外の者は直接または必要に応じ外務省を通じて在京大使館等)又は県危機管理防災課(災

害対策本部)に連絡するものとする。 

(3) 社会福祉施設被害状況報告 様式３号 

  

(4) 職業訓練施設被害状況報告 様式４号 

 

(5) 農業関係被害状況報告 様式５号 

ア 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 

  

イ 農地・農業用施設被害状況報告（農業集落排水施設を除く） 
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ウ 農業集落排水施設被害状況報告 

 

(6) 林業関係被害状況報告 様式６号 

  

(7) 土木関係被害状況報告 

ア 県管理河川の氾濫箇所  地図又はＧＩＳによる 

 

イ 公共土木施設被害状況報告等 様式７号 

 

ウ 土砂災害等による被害報告 地図もしくはＧＩＳ又は様式7 
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(8) 都市施設被害状況報告 様式８号 

 

(9) 水道施設被害状況報告 様式９号 

 

(10) 廃棄物処理施設被害状況報告 様式10号 

 

 

(11) 感染症関係報告 様式11号 
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(12) 医療施設関係被害状況報告 様式12号 

 

 

(13) 商工関係被害状況報告 様式13号 

 

 

(14) 観光施設被害状況報告 様式14号 

 

 

(15) 教育関係被害状況報告 様式15号 

ア 市施設 
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イ 県施設 

 

ウ 私立施設 

 

エ 文化財 

 

(16)  県有財産（企業財産を含む）被害状況報告 様式16号 

  

 

(17) 市有財産 様式17号 

   

注：他の報告系統に含まれない施設についてのみあげること。 
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(18) 公益事業関係被害状況報告 様式18号 

    

注：破線は地域振興局への連絡系統が確立されている公益事業関係機関からの報告の場合 

 

(19) 火災即報 様式19号 

     

 

(20) 火災等即報（危険物に係る事故） 

    

 

(21) 警察調査被害状況報告 様式20号 
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(22) 被害状況総合報告 様式21号 

    

注：県関係課及び関係機関から危機管理防災課への報告は(2)から(17)までの報告によるもので

あること。 

 

(23) 水防情報 

雨量・水位の通報 
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第３節 非常参集職員の活動 

第１ 基本方針 

各機関は、市の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害応急対策を

迅速かつ協力に推進するため、法令及び防災計画並びに当該機関の防災に関する計画の定め

るところによって活動体制に万全を期するものとする。 

この場合において、それぞれの防災関係機関は、その組織及び機能のすべてをあげて災害

応急対策活動に協力する。 

 

第２ 主な活動 

災害発生のおそれがあるとき又は災害が発生したときは、職員による迅速な配備活動を行

うとともに、災害の状況により災害対策本部の設置等を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１【市が実施する計画】（全市部局） 

(1) 責務 

市の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、第一次的に災害

応急対策を実施する機関として、法令、地域防災計画(県・茅野市)、受援計画(県・茅野

市)及び 「茅野市災害応急対策職員行動マニュアル」の定めるところにより、他の市町

村、県及び指定地方行政機関並びに区域内の公共的団体及び住民等の協力を得て、その有

する全機能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

(2) 災害対策本部等の危機管理初動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ以下の活動体制をとる。 

〔付紙１〕「風水害時等の活動体制基準」「地震災害時の活動体制基準」 

(3) 配備体制指令の伝達及び配備担当者の招集 

ア 伝達系統 

配備指令及び配備担当者の招集の伝達は次の方法で行う。 

(ｱ) 勤務時間内 
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(ｲ) 勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 伝達方法 

参集の伝達は、全職員個人が事前に登録する「茅野市職員参集メール※」(以下、「職

員参集メール」という。）により行うことを原則とする。なお、「職員参集メール」発

動の要件にあたらない場合等、市長（又は危機管理室長）の配備決定に基づく関係職員

への配備指令の伝達は次の方法による。 

配備決定に基づく防災課からの関係職員への配備指令の伝達は、原則として次の方法

による。 

(ｱ) 勤務時間内 

ａ 本庁：庁内放送のほか、電話、グループウェア（メール、掲示板等）、参集メ

ール、使走等のうち最も速やかに行える方法及び複数の手段を用いて伝達する。 

ｂ 出先：本庁関係課から電話、グループウェア（メール、掲示板等）等により伝

達する。必要に応じ、防災行政無線、携帯電話（ＳＮＳ・グループメール）等複

数の手段を用いて確実に伝達する。 

(ｲ) 勤務時間外 

防災課職員が手動設定で行う「職員参集メール」による他、以下のとおり。 

ａ 本庁：各部課の災害時職員連絡網、携帯電話（ＳＮＳ・グループメール）等、

複数の手段を用いて速やかに伝達する。併せて、安否確認を行う。 

ｂ 出先：本庁関係課から災害時職員連絡網、携帯電話（ＳＮＳ・グループメール）

等、複数の手段を用いて速やかに伝達する。併せて、安否確認を行う。 

 

＊「茅野市職員参集メール」 

Ｊアラートや長野気象台等が発表する緊急地震速報、地震情報、気象警報、国民

保護情報等に連動して、自動的に送信される参集メールを言う。 

全職員は、各種の活動体制基準に基づき事前命令として、参集要件を登録してお

くことで、要件に応じた参集通知メールとして個人宛に届く。 
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ウ 配備担当者の指定 

関係部課長は、事前命令として第３項 活動の内容１(2)の、災害対策本部等の危機管

理初動体制(活動体制基準)による、配備に対応する配備担当者を指名し、その連絡方法を

定めておく。 

エ 職員の参集 

(ｱ) 指示による参集（事前命令） 

第３項 活動の内容１(2)の、災害対策本部等の危機管理初動体制(活動体制基準)に

よる配備の対象となる関係職員は、「職員参集メール」等の連絡に対応し、速やかに参

集又は連絡対応を行う。 

(ｲ) 指示によらない参集（自主参集） 

職員は、日頃からテレビ、ラジオ、インターネット及び防災メール等による災害



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第３節 非常参集職員の活動 

 

H-3-3-4 

関連情報に十分注意し、災害発生事象や発生の恐れがあると確認した場合、緊急参

集メール等の連絡を待たず、自主的に直ちに参集する。 

(ｳ) その他 

上記以外に、対策本部が設置されるような災害、その他の事象（武力攻撃事態、緊急

対処事態及び災害級の事故等）が発生し、活動体制をとる場合は、危機管理室から関係

職員へ参集の伝達を行う。なお、関係課長は、あらかじめ活動する担当職員への連絡方

法を定めておく。 

配備のうち、時間外の参集先は、原則として勤務地（避難所担当職員、消防団の場

合は指定された場所）となるが、交通が途絶し、所属する部課へ参集が困難な場合は、

至近の市役所又は地区コミュニティセンター等に参集し、その旨を本庁へ連絡すると

ともに、参集場所の責任者の指示を受ける。 

オ 参集時の留意事項 

ａ 参集者の服装・携行品 

服装は応急活動に便利で安全な防災服又は作業服とし、安全靴（又は長靴）、ヘル

メット（又は帽子）を標準とする。 

携行品は手袋、タオル、着替え、飲料水、食糧、筆記具、懐中電灯、携帯電話、携

帯ラジオ、応急医薬品（常備薬）等必要なものを背負えるバック等（両手が使える状

態）で携行する。 

ｂ 参集途上の緊急措置 

職員は、参集途上において、火災あるいは要支援・救助者等に遭遇した場合、付近

住民に協力し、消火・救命を第一とするとともに、消防署又は警察署へ通報する。 

ｃ 被害状況等の報告 

職員は、参集途上の被害・被災状況等の情報収集を行い、得た情報を「茅野市防災

情報システム スマートフォンアプリ」（以下、「スマフォアプリ」という。）によ

る直接入力（又は携帯メールで画像を所属課へ送信し、所属課から「防災情報システ

ム」に入力する。）し、参集後、所属長又は参集場所の責任者に報告する。 

カ 配備状況等の報告 

各部長は、配備指令に基づき職員の配備を完了したとき又は現状（配備活動状況、災

害情報等）について、「茅野市防災情報システム」に入力し、本部長に報告する。 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第３節 非常参集職員の活動 

 

H-3-3-5 

キ 勤務時間外の配備基準 

種 別 配 備 の 内 容 

事前配備 

危機管理室長 

本部事務局員（防災班全員、消防班（当直員）、総務班、財政班、秘書広

聴班、企画班、地域創生班、ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり班、地域福祉班、建

設班、水道班、学校教育班、幼児教育班、農林班の関係職員 

警戒配備 

本部長、副本部長、本部員、本部連絡員、関係班員（係長以上）、関係班全

員（防災班、消防班、総務班、財政班、企画班、秘書広聴班、地域創生班、

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり班、地域福祉班、建設班、水道班、農林班、観光

班、学校教育班、幼児教育班、その他関係班） 

出先機関施設長、地区コミュニティセンター所長 

非常配備 
本部長、副本部長、教育長、本部員、本部連絡員、全職員 

出先機関職員全員、地区コミュニティセンター職員全員 

ク 非常配備職員の対応 

非常配備職員は、各所属職場へ参集し、迅速な対応をとる。 

内  容 主な担当課 

①体制、重要事項の決定  本部員会議(本部事務局) 

②体制の統括、情報の集約 

「茅野市防災情報システム」の統制 
 本部事務局（防災課) 

③災害対策本部開設の準備 本部事務局（防災課) 

④分掌事務による対応 

「茅野市防災情報システム」の入力・対応 
 本部事務局・各課 

⑤市民等からの電話及び来庁者への対応  地域創生課・市民課 

⑦各部長への報告  本部連絡員 

⑧参集時における被害状況の収集 

「茅野市防災情報システム」への入力 
本部事務局・各課 

⑨報道機関との連絡・調整  秘書広聴課 

 ⑩情報の収集 

県・諏訪地域振興局 本部事務局（防災課) 

諏訪建設事務所（道路・河川等） 建設課・農林課 

 茅野警察署 本部事務局（防災課) 

 自主防災組織 本部事務局（防災課) 

 ライフライン(中部電力・ＮＴＴ・諏訪ガス) 本部事務局・商工課 

 上・下水道関係  水道課 

 交通機関（ＪＲ・アルピコ交通）  地域創生課・商工課 

 所管施設の被害（施設管理担当課）   各課 

 市職員の自宅等   各課 
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ケ 配備指令文例 

    危機管理室（防災課）からお知らせします 

① 

１ ○○日○○時○○分 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中又は巨大地震注意）が発表されました。 

「警戒・対策本部」を設置します。 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されました。 

  「災害対策本部」を設置します。 

２ ○○地域に、○○のため○○発生の恐れがあります。 

３ ○○地区に○○が発生しました。 

    このため、○○日○○時○○分 

② 

１ 警戒配備（非常配備）体制を執りますので、関係職員は災害応急対策活動に従事

してください 

２ 緊急配備体制を執りますので、全職員は災害応急対策活動に従事してください。 

  

注１）①は、時刻、地域、地区、原因、災害の種類等について、具体的、かつ簡潔に行

うこと。 

注２）同じ内容を３回繰り返すこと 

 

(4) 災害対策本部の未設置の場合（初期混乱期） 

ア 本庁に最初に登庁した本部員は、指示によらず災害対策本部を開設する。 

イ 参集した職員は参集途上の災害情報を「茅野市防災情報システム」へ入力又は「職員

参集途上における被害確認報告」(災害応急対策職員行動マニュアル様式)に記入し、本

部事務局（防災課）に報告する。 

(5) 災害対策本部等の設置 

ア 設置基準 

(ｱ) 警戒対策本部 

危機管理室長は、前記(2)活動体制における事前配備をとるべき状況において必要

と認めるとき並びに災害発生の恐れがあるときは、警戒対策本部を市庁舎内に設置

し、市長等に報告する。 

(ｲ) 市長は、前記(2)活動体制における非常配備をとるべき状況において必要と認める

とき並びに市に災害が発生したときは、市災害対策本部（以下「市本部」という。）

を市庁舎内に設置する。 

イ 体制の種別 

市長は、市本部を設置したときは、前記(2)活動体制における非常配備の体制をとる。 

ウ 市本部の組織 

市本部の組織は、市災害対策本部条例の定めるところによる。 
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〔付紙〕「茅野市災害対策本部組織及び事務分掌」 

エ 県への報告 

市本部を設置した場合は、その旨、諏訪地域振興局地域政策課を経由し、県危機管理

部に報告する。（県防災情報システムへの「災害対策本部設置」等入力により、報告と

する。） 

オ 活動要領 

(ｱ) 各部班の活動要領 

ａ 災害対策本部は、市庁舎（３階フロア）又は議会棟に設置する。ただし、災害

の状況に応じ、市庁舎・議会棟が使用できない場合は、庁舎正面玄関前駐車場に

設置（仮設とし、状況に応じ代替市本部施設へ移動）する。 

＊ 代替市本部施設候補は下表のとおりであり、施設の概要、優先順位等につい

ては、「茅野市事業継続計画（ＢＣＰ）」に示すものとする。 

施設名 住所 

議会棟  塚原２－６－１ 

ひと・まちプラザ  塚原２－５－４５ 

健康管理センター  塚原２－５－４５ 

八ヶ岳総合博物館  豊平６９８３ 

運動公園総合体育館  玉川５００ 

ｂ 各部長は、情報の収集及び伝達の体制を強化するとともに、関係機関からの情

報は「茅野市防災情報システム」に入力し、一元的に本部長に報告する。 

ｃ 各部長は、所属の各班長を指揮し、所掌事務を遂行する。 

ｄ 本部長は、必要に応じて本部員会議を招集する。 

ｅ 各部長は、所属の職員の内から本部連絡員を指名し本部に派遣する。 

(ｲ) 本部員会議 

ａ 本部員会議は、市庁舎（３階第２応接室）又は議会棟（全員協議会室）にて開

催するものとし、使用できない場合は、本部長が指定する場所で開催する。 

ｂ 本部員は、所掌事項に関する必要な情報・資料は「茅野市防災情報システム」

に入力し、本部員会議関係者で情報を共有する。 

ｃ 本部員は、本部員会議の招集が必要と認めるときは、本部長に申し出る。 

カ 災害対策現地本部の設置 

(ｱ) 本部長は、局地的な災害時において、現地の状況を把握し、応急対策の実施等が

必要と認める場合は災害対策現地本部（以下「市現地本部」という。）を置く。 

(ｲ) 現地本部長は副本部長から、現地本部員は本部員から、現地本部連絡員及び事務

局員には本部連絡員及び本部事務局員から本部長が指名する者を充てる。 

キ 国、県の非常災害対策本部、現地対策本部との連携 

国の非常災害現地対策本部または緊急災害現地対策本部及び県の現地災害対策本部

が本市内に設置された場合は、それら現地対策本部長と密接な連携を図り、適切な応急

対策を実施する。 

ク 本部の廃止 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第３節 非常参集職員の活動 

 

H-3-3-8 

本部長は、市内の地域において、災害が拡大するおそれがなくなった場合で、次に掲

げる状況から災害応急対策がおおむね完了したと判断できるときは、本部を廃止するも

のとする。市本部を廃止した場合は、その旨、諏訪地域振興局地域政策課を経由し、県

危機管理部に報告する。（県防災情報システムへの「災害対策本部閉鎖」等入力により、

報告とする。） 

(ｱ) 災害救助法による応急救助が完了したとき 

(ｲ) 公的避難所の廃止、仮設住宅整備の完了等当面の日常生活の場が確保されたとき 

(ｳ) 災害救護資金等、各種の公的資金制度等による被災者支援が講じられたとき 

(ｴ) 被害数値がおおむね確定したとき 

(ｵ) その他災害応急対策から災害復旧対策に移行と判断できるとき 

(6) 職員の応援体制 

災害応急対策において、参集職員数により業務に支障が出る場合の応援体制については

以下のとおりであり、詳細は「茅野市業務継続計画(ＢＣＰ)」及び「茅野市受援計画」に

示すものとする。 

ア 市職員の応援は、「茅野市業務継続計画(ＢＣＰ)」に基づき以下の順位で行う。 

(ｱ) 本庁部局等の部局内各課または部局相互 

(ｲ) 所属の出先機関〈出先機関の活動体制〉 

出先機関の長は、本庁の活動体制に準じ、各地域の実情を考慮したうえで、活動

体制をあらかじめ定めておく。 

イ 市の職員をもっても不足する場合、または特定職種の職員が不足する場合は、以下に

より、他の機関の応援を求める。 

(ｱ) 「茅野市受援計画」(長野県受援計画)に基づく応援要請 

長野県災害対策本部に設置される「応援・受援本部」（人的応援・受援担当）へ

の要請による職員派遣調整。 

＊災害対策基本法第２９条、第３０条、地方自治法第２５２条の１７の規定に基

づく指定行政機関、指定地方行政機関への派遣要請、他の地方公共団体への職員

の派遣要請 

(ｲ) 災害時の相互応援協定に基づく他市町村等への応援要請 

＊災害対策基本法第６７条の規定に基づく他の市町村への応援要請 

ａ 近隣市町村（諏訪広域市町村、県内市町村） 

ｂ 相互応援協定(姉妹・友好)都市 

千葉県旭市、浦安市、岡山県総社市、神奈川県伊勢原市、福井県あわら市 

ｃ 甲州街道沿線１２市 

(7) 災害救助法が適用された場合の体制 

市地域内に災害救助法が適用されたときは、市長は知事から救助の一部を委任されたも

のについて、直ちに救助事務を行うものとし、必要に応じて知事と連絡をとり、県、出先

機関（地域振興局等）の協力支援を要請する。 
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２【県が実施する対策】（全部局） 

(1) 責務 

県の地域に災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、法令又は県地域防災計画の

定めるところにより、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、その他関係

防災機関の協力を得て、その所掌に係る災害応急対策を速やかに実施するとともに、区域

内の市町村及び指定地方公共機関が処理する災害応急対策の実施を助け、かつその総合調

整を行う。 

(2) 組織、配備基準 

前項の責務を遂行するため、県地域防災計画の災害に対処するための組織、配備体制及

び職員の動員についての定めに基づき、ただちに災害応急対策を実施する。 

(3) 市町村災害対策本部への職員派遣 

ア 以下の場合、被害情報の収集及び長野県防災情報システムや物資調達・調整等支援シ

ステムへの入力支援等を行うため、当該市町村を所管する地方部長（地域振興局長）は、

職員を情報連絡員(地方部リエゾン)として市町村役場に派遣する。なお、派遣する職員

は、居住地域や地方部での業務分担を考慮した職員の選定に努める。 

(ｱ) 市町村災害対策本部の設置 

(ｲ) 「高齢者等避難」、「避難指示」の発令 

(ｳ) 震度5強以上を観測する地震の発生 

(ｴ) 市町村が被災状況等の報告不能 

イ 情報連絡員(地方部リエゾン)は避難情報等発令地域を通過しないと市町村役場に到

達できないなど、派遣に危険が伴う場合には、その旨、地方部（地域振興局）に伝達し、

安全な場所で待機する。 

ウ 以下の場合で災害対策本部長又は地方部長が特に必要と認めたときは、市町村の災害

対応状況及び人的、物的支援ニーズを迅速に把握するとともに、市町村に適切な助言を

行えるよう、職員を情報連絡員（地方部統括リエゾン）として市町村役場に派遣する。 

なお、派遣する職員は、居住地域や防災業務の勤務経験、職位を総合的に勘案した職

員の選定に努める。 

(ｱ) 自衛隊災害派遣の決定 

(ｲ) 災害救助法の適用 

(ｳ) 市町村が県に助言を求めた場合 

エ 地域振興局は情報連絡員(地方部リエゾン又は地方部統括リエゾン)の派遣に備え、ど

のような内容の情報をどのような手段で収集・連絡するか等を情報収集要領に定め、こ

れにより活動する。 

オ 地方部長(地域振興局)は情報連絡員(地方部リエゾン又は地方部統括リエゾン)の派

遣を決定した場合、職、氏名等を災害対策本部室（危機管理部）へ報告する。 
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３【関係機関が実施する対策】 

(1) 責務 

ア 指定地方行政機関 

県の地域に災害が発生し、又は発生しようとしているときは、法令、防災業務計画、

県地域防災計画及び県広域受援計画の定めるところにより、その所掌業務に係る災害応

急対策を速やかに実施するとともに、県及び市町村の実施する応急対策の的確かつ円滑

に行われるよう、必要な施策を講じる。 

イ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

県の地域に災害が発生し、又は発生しようとしているときは、法令、防災業務計画、

県地域防災計画及び県広域受援計画の定めるところにより、その所掌業務に係る災害応

急対策を速やかに実施するとともに、指定地方公共機関、県及び市町村の実施する応急

対策の的確かつ円滑に行われるよう、必要な施策を講じる。 

ウ 県の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定に防災に関す

る責任を有する者 

県の地域に災害が発生し、又は発生しようとしているときは、法令、地域防災計画

(県・市町村)及び受援計画(県・市町村)の定めるところにより、その所掌業務に係る災

害応急対策を速やかに実施するとともに、指定地方公共機関、県及び市町村の実施する

応急対策の的確かつ円滑に行われるよう、必要な施策を講じる。 

 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第３節 非常参集職員の活動 

 

H-3-3-11 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第３節 非常参集職員の活動 

 

H-3-3-12 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第３節 非常参集職員の活動 

 

H-3-3-13 

＜茅野市災害対策本部組織図＞ 
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第４節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害状況等から、被災市町村単独では十分な応急・復

旧活動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機機関相互及び公共機関等相互にお

いては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するも

のとする。（別記参照） 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市町村による

応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制度に基づく派遣要請を

被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。 

なお、被災市町村にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請

に遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加

し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、

当該市町村の職員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっ

ては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行うこと。 

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行うと

ともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相互応援協定等

により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することとする。職員を派遣す

る際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、

派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。また、会議室のレイアウトの工

夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮するもの

とする。 

 

①東海地震に関連する情報の1つで

ある東海地震注意情報が発表され

た場合 

②東海地震に係る警戒宣言が発せ

られ、地震災害警戒本部が設置され

た場合 

③東海地震が発生し、その災害に対

処するために緊急災害対策本部が

設置された場合。また、事前の情報

が発表されることなく、東海地震が

突発的に発生した場合 

・「東海地震応急対策活動要

領」(平成15年12月16日中央防

災会議決定、平成18年4月21

日修正) 

・「「東海地震応急対策活動

要領」に基づく具体的な活動

内容に係る計画」(平成16年6

月29日中央防災会議幹事会申

合せ、平成18年4月21日修正) 

・「南海トラフ地震防

災対策推進基本計画」

(平成26年3月28日中央

防災会議決定) 

・「南海トラフ地震に

おける具体的な応急対

策活動に関する計画」

(平成27年3月30日中央

防災会議幹事会申合

せ) 

東京湾北部地震(東京湾北部を震源

とするマグニチュード7.3の地震)

及びその他東京23区で震度6強を観

・「首都直下地震応急対策活

動要領」(平成18年4月21日中

央防災会議決定、平成22年1
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測する程度の地震が発生し、その災

害に対処するために緊急災害対策

本部が設置された場合 

月15日修正) 

・「「首都直下地震応急対策

活動要領」に基づく具体的な

活動内容に係る計画」(平成2

0年12月11日中央防災会議幹

事会申合せ) 

 

第２ 主な活動 

１ 被害の規模及び状況に応じ、広域受援計画に基づき速やかに応援を要請する。 

２ 災害覚知時に速やかに応援体制を整える。 

３ 応援要請の際は、円滑な受け入れ体制を確立する。 

４ 応援活動に伴う経費を負担する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 応援要請 

(1) 基本方針 

県及び市町村においては、被害状況等の情報収集を早急に行い、他の地方公共団体等に

対して応援要請を行う必要性の有無を速やかに判断するとともに、必要があると認めた場

合は、直ちに応援要請、先遣隊の受入れ等を行い、効果的な災害応急対策が実施できる体

制の確立を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部） 

(ｱ) 消防に関する応援要請（諏訪広域消防茅野消防署） 

ａ 県内市町村に対する応援要請 

市長は風水害等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害状況等から、

自己の持つ消防力のみでは、対処できない、又は、緊急性、地理的条件、被害状

況等により、県内の他市町村等に応援を要請することがより効果的等必要がある

と認められる場合は、長野県消防応援協定に基づき、速やかに他の市町村等の長

に対し、応援の要請をするものとし、その旨知事（諏訪地域振興局経由）に連絡

する。 

協 定 名 協 定 先 

長野県消防相互応援協定 県内市町村、消防本部 

ｂ 他都道府県への応援要請 

市長は前項の場合における相互応援協定に基づく県内の他市町村からの応援

を受けても十分に対処できないと認められるときは、次に掲げる消防組織法第

４４条の規定による他都道府県からの消防の応援を知事（諏訪地域振興局経由）

に要請する。 

(a) 長野県緊急消防援助隊受援計画に基づく応援要請 
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(b) 「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」、「消防防災ヘ

リコプターの運航不能期間等における相互応援協定」、「富山県・長野県・

岐阜県航空消防防災相互応援協定」、「長野県と静岡県の消防防災ヘリコプ

ターの運航不能期間等における相互応援協定」に基づくヘリコプターの応援 

(c) その他、他都道府県からの消防の応援 

(ｲ) 消防以外に関する応援要請 

a 他市町村に対する応援要請 

市長は、風水害等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害状況等から、

自己の持つ人員、物資、資機材等のみではこれに対処できない。又は緊急性、地

理的条件、被害状況等により、他市町村に応援を要請することがより効果的等必

要があると認められる場合は、事前に締結されている長野県市町村災害時相互応

援協定に基づき、速やかにブロックの代表市町村の長等に対して応援を要請する

ものとし、その旨知事に連絡する。 

この場合において、当該代表市町村（代表市町村が被災した場合は、あらかじ

め決められたブロック内の他の市町村）は被災市町村に先遣隊を派遣し、応援の

必要性を判断する。 

なお、大規模災害時の非常事態と判断される市町村へは、自動的にブロックの

代表市町村が先遣隊を派遣する。また、被災した市町村は、先遣隊に対し必要な

情報を提供するものとする。 

ただし、ブロックを構成する市町村の大半が被災し、当該ブロック内から先遣隊の

派遣をおこなうことができない場合は、長野県市町村災害時相互応援協定に定められ

た応援のブロックから先遣隊を派遣し、応援の必要性を判断する。 

＜応援の要請事項＞ 

〇応援を求める理由及び災害の状況 

〇応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等 

○応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等 

○その他必要な事項 

《相互応援協定締結市町村》 

協 定 名 協 定 先 

諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定 諏訪地域６市町村間 

長野県市町村災害時相互応援協定 県内市町村間 

大規模災害時等における相互応援に関する協定書 甲州街道沿線１２市間 

災害時における相互応援に関する協定書 岡山県総社市 

災害時における相互応援に関する協定書 千葉県旭市 

災害時における相互応援に関する協定書 神奈川県伊勢原市 

災害時における相互応援に関する協定書 千葉県浦安市 

災害時における相互応援に関する協定書 福井県あわら市 
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b 姉妹都市等に対する応援要請等 

市長は、災害応急対策又は災害復旧のために必要があると認める場合は、災害時の応援

協定に基づき姉妹都市等の長に対し、応援要請を行う。 

c 県に対する応援要請等 

市長は、災害応急対策等を実施するため必要があると認めるときは、知事等に

対し、前々項に掲げる事項を明らかにして、災害対策基本法第６８条の規定に基

づき、応援を求め、又は、災害応急対策等の実施を要請する。 

d 指定地方行政機関等に対する職員の派遣要請等 

市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第

２９条及び第３０条の規定により、職員の派遣の要請、又は斡旋を求める。 

e その他の協定等に基づく応援要請 

(a) 諏訪郡医師会への応援要請 

市長は、災害が発生し医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、諏訪

郡医師会との「災害時の医療救護活動に関する協定書」に基づき医療救護班

の編成や救護所の開設について要請する。 

(b) 長野県建設業協会諏訪支部茅野分会への応援要請 

市長は、市内に災害が発生するおそれのあるとき又は発生し緊急に対応の

必要が生じた場合は、長野県建設業協会諏訪支部茅野分会との「災害時におけ

る応急対策協力に対する協定書」に基づき出動を要請する。 

(c) 茅野市水道協同組合への応援要請 

市長は、市内に災害が発生するおそれのあるとき又は発生し緊急に対応の

必要が生じた場合は、茅野市水道協同組合との「災害時における応急対策協

力に対する協定書」に基づき出動を要請する。 

(d) 市内郵便局への協力要請 

市長は、災害時における避難場所、物資集積場所、郵便物の取り扱い等、市内郵便

局の協力を必要とする事項が生じた場合は、市内郵便局との「災害時における茅野

市及び茅野市内郵便局の協力に関する協定書」に基づき協力を要請する。 

(e) ＪＡ信州諏訪及びＡコープながのへの協力要請 

市長は、災害時における市民生活の早期安定のため、生活物資を調達供給

する必要が生じた場合は、両団体との「災害時における応急生活物資供給等

の協力に関する協定書」に基づき協力を要請する。 

(f) ちのアマチュア無線クラブへの協力要請 

市長は、市内に災害が発生し緊急に情報の収集をする必要が生じた場合は、

ちのアマチュア無線クラブとの「アマチュア無線による災害時応援協定」に

基づき出動を要請する。 

(g) 市町村社会福祉協議会への応援要請 

市社会福祉協議会長は、市内に災害が発生し、市独自での市民に対する福

祉救援活動を実施することが困難な場合には、「長野県市町村社会福祉協議
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会災害時相互応援協定書」に基づき応援を要請する。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 消防に関する応援要請（危機管理部） 

ａ 市町村長等に対する指示 

知事は、大規模地震災害等の非常事態の場合において、緊急の必要があるとき

は、市町村長、市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。）の消防長

又は水防法に規定する水防管理者に対して相互応援協定の実施その他災害防御

の措置に関して必要な指示を行うものとする。 

ｂ 他都道府県に対する応援要請 

(a) 知事は、大規模災害時等が発生した場合において、その災害応急対策の実施

に当たり、自己のもつ人員、資機材、物資等のみではこれに対処できない、又

は、緊急性、地理的条件、被害状況等により、他の都道府県等に応援を要請す

ることがより効果的等必要があると認められる場合は、次に掲げる相互応援協

定に基づき、速やかに他の都道府県知事等に応援を要請する。また、次に掲げ

る相互応援協定以外の場合にも、一層の連携強化が図られるよう努めるととも

に、国〔総務省〕と協力し、応急対策職員派遣制度（災害マネジメント総括支

援員による支援を含む。）に基づき、全国の地方公共団体による被災市町村へ

の応援に関する調整を実施するものとする。 

〇緊急消防援助隊 

〇「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコ

プター 

〇その他、他都道府県からの消防隊 

(b) 知事は、前項の場合において、災害の規模及び被害の状況等から緊急を要

し、要請を待ついとまがなく、かつ必要があると認められる場合は、速やか

に 消防庁長官に応援要請をし、その旨及びその結果を被災市町村長に通知す

るものとする。 

(c) 大規模災害時等に、応援の要求を行うべき適当な相手方が見つからない場

合や、仮に要求を行ってもなお不十分な場合には、災害対策基本法第74条の

２の規定により国へ他の都道府県に対して応援を要求するよう求める。 

(ｲ) 警察に関する応援要請（警察本部） 

県公安委員会は、災害発生に伴う県内の警備対策等の実施に関し、必要があると

認めるときは、次の事項を明らかにして、警察庁または他の都道府県警察に対し、

警察法第６０条の規定に基づき、警察災害派遣隊の援助の要求を行うものとする。

＜援助の要求事項＞ 

ａ 援助を必要とする理由 

ｂ 援助を依頼する先の都道府県警察 

ｃ 援助のための派遣を受けることが必要な人員及び装備 

d 派遣の日時、場所 
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ｅ 援助を必要とする期間等 

(ｳ) 消防・警察以外に関する応援要請（危機管理部） 

ａ 市町村長に対する指示 

知事は、市町村において実施する災害応急対策等が的確かつ円滑に行われるた

め、特に必要があると認めるときは、他の市町村に対して応援すべきことを指示

するものとする。 

この場合において、知事は次の事項を示さなければならない。 

(a) 応援すべき市町村名 

(b) 応援の範囲または区域 

(c) 担当業務 

(d) 応援の方法 

ｂ 他の都道府県等に対する応援要請 

(a) 知事は、大規模災害時等が発生した場合において、その災害応急対策の実施

にあたり、自己の持つ人員、資機材、物資等のみではこれに対処できない、ま

たは緊急性、地理的条件、被害状況等により、他の都道府県等に応援を要請す

ることがより効果的等必要があると認められる場合は、次に掲げる相互応援協

定に基づき、速やかに他の都道府県知事等に応援を要請するものとする。また、

次に掲げる相互応援協定以外の場合にも、一層の連携強化が図られるよう努め

るとともに、国（総務省）と協力し、応急対策職員派遣制度（災害マネジメン

ト総括支援員による支援を含む。）に基づき、全国の地方公共団体による被災

市町村への応援に関する調整を実施するものとする。 

〇「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」全国知事会47

都道府県 

〇「震災時等の相互応援に関する協定」・・関東地方知事会１都９県 

〇「災害時等の応援に関する協定」・・・・中部圏知事会 ９県１市 

〇「中央日本四県（新潟県、山梨県、長野県、静岡県）の災害時の相互応援

等に関する協定」・・・・・・・・・ 新潟県、山梨県、静岡県 

(b) 知事は、前項における相互応援協定に基づく近隣都県市からの応援を受けて

も十分な災害応急対策ができないと認められるときは、協定締結外の道府県に

対し、次に掲げる事項を明らかにして、災害対策基本法第７４条の規定に基づ

き、応援を要請するものとする。 

＜応援の要請事項＞ 

〇応援を求める理由及び災害の状況 

〇応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等 

〇応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等 

〇その他必要な事項 

(c) 大規模災害時等に、応援の要求を行うべき適当な相手方が見つからな い場

合や、仮に要求を行ってもなお不十分な場合には、災害対策基本法第74条の2
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の規定により国へ他の都道府県に対して応援を要求するよう求める。 

ｃ 指定行政機関等に対する応急措置の実施要請等 

知事は、災害応急対策を実施するため、または県内の市町村の実施する災害応

急対策が的確かつ円滑に行われるようにするために必要があると認めるときは、

災害対策基本法第７０条第３項の規定に基づき、指定行政機関の長等に対し道路

の啓開等について、応急措置の実施を要請する。 

なお、職員の派遣要請については、「第3節 非常参集職員の活動」による 

ウ【公共機関及びその他事業者が実施する対策】 

公共機関及びその他事業者は、大規模災害時等の非常事態の場合において、災害の規

模及び被害の状況等から、自己の持つ人員、資機材等のみではこれに対処できない、又

はできないことが予測される場合は、事前に締結されている相互応援協定等に基づき、

速やかに他の公共機関及びその他の事業者に応援を要請する。 

 

 

○ 広域相互応援体制図 
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２ 応援体制の整備 

(1) 基本方針 

ア 相互応援協定等に基づく迅速な応援 

応援活動は、被災時に市が必要とする災害応急対策等を、迅速かつ的確に行うことが

重要になることから、市は災害の発生を覚知したときは、事前に締結されている相互応

援協定に基づき、速やかに情報収集を行うとともに、応援体制を整え、要請を受けた場

合は、早急に出動する必要がある。なお、市は職員を派遣する場合、地域や災害の特性

等を考慮した職員の選定に努める。 

イ 要請を待たない自主的出動等 

通信の途絶等により要請がない場合でも、災害の規模等から緊急を要し、要請を待つ

いとまがないと認められる時は、要請を待たないで自主的に出動等をする必要がある。

 この場合、相互応援協定等により先遣隊を派遣し、情報収集等を行う。  

ウ 県外被災自治体への支援 

県外で大規模災害が発生した場合も、被災した県外地方自治体に対し、県と市町村が一

体となって支援を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市、県、公共機関及びその他事業者が実施する対策】 

(ｱ) 情報収集及び応援体制の確立 

市、県、公共機関及びその他の事業者（以下「応援側」という。）は、風水害等

の災害の発生を覚知したときは、速やかに災害規模等の情報収集を行うとともに、

応援体制を整え、被災市町村（以下「要請側」という。）から要請を受けた場合は、

直ちに出動する。 

(ｲ) 指揮 

応援側は、要請側の指揮の下で、緊密な連携を図りながら応援活動を実施する。 

(ｳ) 自給自足 

応援側は、要請側の負担とならないよう、自給自足の応援体制及び応援期間が長期

に及ぶ場合も想定した職員等の交替について留意する。 

(ｴ) 自主的活動 

通信の途絶等により要請がなく、かつ連絡ができない場合において、災害の規模

等から緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、事前に締結され

ている相互応援協定等に基づき、自主的に応援活動を行う。 

イ【長野県合同災害支援チームが実施する対策】 

(ｱ) 長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した県外地方自治体に対し、県と市

町村が一体となって的確な支援を行う。 

(ｲ) 県及び市町村は、「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協

定書」に基づき支援を行う。 

(ｳ) 主な支援内容は以下のとおり。 

a 被災県等への職員派遣及び物資の提供 
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b 被災者の受入及び施設の提供 

(a) 県内医療機関での傷病者の受入 

(b) 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供 

c その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援 

 

３ 受援体制の整備 

(1) 基本方針 

他の地方公共団体等から応援を受ける場合において、応援側地方公共団体等が要請側地

方公共地方団体等と協力して、円滑かつ効果的な応急措置を実施するためには、要請側地

方公共団体等の円滑な受入れ体制の整備が重要になる。 

(2) 実施計画 

ア【市、県、公共機関及び他事業者が実施する対策】 

円滑な受入れ体制の整備のため、予め、応急対応業務に必要な物資、人員等について、

地域防災計画、受援計画、避難所運営マニュアル、業務継続計画等に規定し、不足が見

込まれる場合は、協定等、他からの応援により確保する方法を検討しておくものとする。 

また、応援を受けた場合の配置、指揮命令系統等、応援活動に必要な基本的事項の整

備をするものとする。 

４ 経費の負担 

(1) 国又は県から市に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに、他都道

府県、他の市町村から市に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は、所定

の方法による。（災害対策基本法施行例第１８条） 

(2) 前項以外の応援に要した経費は、法令その他特別の定めがある場合を除き、事前に締

結された相互応援協定に定められた方法による。 
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＜長野県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統＞ 
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第５節 ヘリコプターの運用計画 

 

第１ 基本方針 

災害時には、陸上の道路交通の寸断が予想されることから、被災状況に関する情報収集、救

助活動、負傷者の救急搬送、緊急輸送物資の輸送、人員の搬送等の緊急の応急対策については、

ヘリコプターによる支援を要請活用する。 

 

第２ 主な活動 

１ 災害対応対策については、消防防災ヘリコプターを迅速に県に要請し、各ヘリコプターの支援を

受けて、円滑、効果的な対策を実施する。 

２ 要請にあたっては、ヘリポート等、各活動に必要な体制を迅速に整備するとともに正確な情

報を迅速に伝達する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 活動の内容に応じた各ヘリコプターの選定及び要請 

(1) 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により必要に応じ

て次のヘリコプターを選定、要請する。 
 

 区 分 機 種 定員 救助ﾎｲｽﾄ 消火装置 物資吊下 映像伝送 

消防防災ヘリコプター  ベル412EPI 15 ○ ○ ○ ○ 

県警ヘリコプター 

 ユーロコプター 

AS365N3 
13 ○  ○ ○ 

アグスタAW139 17 ○  ○ ○ 

広域航空消防応援等 

ヘリコプター 
各 種 各種 ○ ○ ○ 〇 

自衛隊ヘリコプター 各 種 各種 ○ ○ ○  

 
海上保安庁ヘリコプター 各 種 各種 ○  ○  

 
ドクターヘリ 各 種 ６     

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部） 

市または指定地方行政機関等からヘリコプターの出動要請があった場合は、消防防災ヘ

リコプターが直ちに対応するとともに、活動内容により、前記の基準をもとに要請先と協

議のうえ要請すべきヘリコプターを選定するものとする。 
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２ 出動手続の実施 

(1) 基本方針 

各ヘリコプターの連絡系統に基づき、迅速な出動要請手続を行う。（別記「ヘリコプタ

ー要請手続要領」のとおり） 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

(ｱ) 要請に当たっては、次記イ（ア）の事項について可能な限り調査し、急を要する場

合は口頭で要請する。（文書による手続が必要な場合は、後日速やかに行う。） 

(ｲ) 県と連携して適切なヘリポートを選定し、必要な人員の配置、散水、危険防止のた

めの適切な措置を行う。 

(ｳ) 傷病者の搬送の場合は、救急車及び収容先病院等について手配する。 

(ｴ) 現場責任者はヘリポートで待機し、必要に応じ機長等との連絡にあたる。 

(ｵ) 自衛隊の派遣要請手続については本章第６節「自衛隊の災害派遣」による。 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) ヘリコプターの要請にあたっては、可能な限り次の事項を明らかにして要請するも

のとする。また正式要請前であっても、積極的な情報交換に努めるものとする。 

ａ 災害の状況と活動の具体的内容（物資の量、輸送人員、傷病の程度、距離など）

ｂ 活動に必要な資機材等 

ｃ ヘリポート及び給油体制 

ｄ 要請者、現場責任者及び連絡方法 

ｅ 資機材等の準備状況 

ｆ 気象状況 

ｇ ヘリコプターの誘導方法 

ｈ 他のヘリコプターの活動状況 

ｉ その他必要な事項  

(ｲ) ヘリポートについては、市町村等と連携して適切な場所を選定するものとし、散水

や安全確保のための要員確保等について市町村等に指示する。 

(ｳ) 飛行の安全確保のため、被害状況偵察を含む活動時の航空無線周波数は松本空港情

報圏を除き別に示すまでは、１２３．４５Mhz(防災機関相互通信用)を使用することを

基準とする。 

(ｴ) 傷病者の搬送に当たっては、輸送先のヘリポートと救急車及び収容先医療機関確保

等について、各市町村と調整する。 

(ｵ) 自衛隊の派遣要請手続については、本章第6節「自衛隊の災害派遣」による。 

(ｶ) 市町村又は指定地方行政機関等からヘリコプターの出動要請がない場合であっても、

震度情報ネットワーク等他の情報により甚大な被害が予想されるときは、現地に偵察

に向かうものとする。 

(ｷ) 災害対策本部設置時には、必要に応じて「ヘリコプター運航調整会議」を開催し、

各機関へのヘリコプター運航の調整を行うものとする。また平時からも各機関を交え
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た連絡会議を開催し、連携を図る。 

 

３ ヘリポートの確保 

(1)【市が実施する対策】（総務部、教育委員会） 

ア 市内へヘリポートとして効果的な場所を選定し指定する。なお、避難所とヘリポート

の共用は避け、やむを得ず必要を生じた場合は、避難者の安全を確保する。 

イ 消防防災航空隊に連絡する事項として、所在地・正確な位置図（都市計画図１／５万）・

離着周辺の見取図を用意する。 

ウ ヘリポートの整備方法は次に示すとおりとする。 

(ｱ) 中心から３０ｍ以内は、板、トタン、小石、砂塵等が巻き上がらないように処置す

るとともに、必要に応じて、周辺の雑草、雑木の除去、散水等をしておく。 

(ｲ) 発着点には、臨時ヘリポートであることを標示するため、石灰等を用い幅３０セン

チ程度の白線で直径１０メートルの円を描き、中央にＨと記す。 

(ｳ) 地上風の状況をヘリコプターに確認させるため、吹き流しをヘリポート付近に立て

る。ただし、吹き流しは、布製で風速２５メートル／秒程度に耐えられる強度を有し

ているものとし、発着点から４０ｍから５０ｍ離し設置する。 

(ｴ) 着陸に際しては、着陸帯から２０～３０ｍ離れた風上側に誘導員を配置する。 

○ 災害対策用ヘリポート 

名 称 所在地 施設管理者 施設規模 広さ(幅＊長さ) 

運動公園陸上競技場 玉川５００ 茅野市長 大型 ８０×１００ｍ 

 

○ 災害対策用臨時ヘリポート 

名      称 所在地 施設管理者 施設規模 広さ(幅＊長さ) 

永明中学校グランド 塚原１-１０-６ 学校長 中型 14,905㎡ 

長峰中学校グランド 宮川３４９ 学校長 中型 18,154㎡ 

東部中学校グランド 玉川１００３０ 学校長 中型 13,489㎡ 

北部中学校グランド 湖東５６４３ 学校長 中型 19,016㎡ 

金沢小学校グランド 金沢１１４１ 学校長 中型 11,718㎡ 
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（別記） ヘリコプター要請手続要領 

１ 消防防災ヘリコプター 

災害時の救助、緊急物資の輸送、災害応急対策要員の搬送や、重度傷病者の救急搬送、林野

火災の空中消火等に幅広く迅速に対応する。 

諏 訪 地 域 振 興 局  

       要請報告 

 要請 

 消 防 防 災 航 空 隊 
報告 

指示 

 

県危機管理部消防課 

茅野市・消防機関 

  

災害対策関係部局  
  

   

指定地方行政機関等  要請   

※連絡用無線：消防デジタル無線（主運用波） 

呼出名称 「しょうぼうながのけんあるぷす１（いち）」 

２ 県警ヘリコプター 

災害応急対策を実施するに当たり、消防防災ヘリコプターが使用できない場合又は対応できない場合

には、県警ヘリコプターの出動を要請するものとする。 

県  危  機  管  理  部 

（危機管理防災課） 

 警   察   本   部 

（警備第二課） 

また、県公安委員会は、必要に応じて、警察庁又は他の都道府県警察に対し、援助の要求を行うもの

とする。 

県 公 安 委 員 会 援助の要求  
 他の都道府県警察本部 

  
 

  警   察   庁 

３ 広域航空消防応援等ヘリコプター 

災害時、広域的な航空消防応援が必要な場合においては、「大規模特殊災害時における広域航空消防応

援実施要綱」又は、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に基づき応援要請する。 

(1) 広域航空応援要請手順 

要 請 側 消 防 長   

 

県     知     事 

（諏訪地域振興局・危機管理部経由） 

 

 

茅 野 市 長  

 消 防 庁 長 官  

他 市 町 市 長 
 

 

応 援 側 消 防 長  応援側都道府県知事  

援助の要求 

連 絡 

要請 

連絡 連絡 

通知

 

要請 通知 

通知 

指示 

指示 

要請 
報告 通知 

報告 要請 
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（参考） 「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」に基づく 

応援ヘリコプター   

 

(2) 緊急消防援助隊航空小隊の出動計画 

ア 大規模災害又は特殊災害が起きた場合に、原則として第１次的に応援出動する航空小隊を第一次

出動航空小隊とし、長野県に災害発生した場合の第一次出動航空小隊は以下のとおり。 

東京消防庁 埼玉県 山梨県 群馬県 新潟県 

富山県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市 

 

イ 第１次出動航空小隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに

応援出動の準備を行う航空部隊を出動準備航空部隊とし、長野県に発生した場合の出動準備航空部隊

は以下のとおり。 

茨城県 栃木県 千葉市 横浜市 川崎市 石川県 

福井県 静岡県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 

 

 

４ 自衛隊ヘリコプター 

 
自衛隊第 1 3 普通科連隊 

（松本駐屯地） 
 

第 1 2 旅 団 

（群馬県） 
 

東部方面航空隊 

（立 川 等） 

 

 県 知 事  

 

 

県 関 係 部 長 

 県危機管理部長  
警 察 本 部 長 

（警備第二課）   
県 危 機 管 理 
防 災 課 

 

 

 県 現 地 機 関 の 長  茅 野 警 察 署 長 

   諏 訪 地 域 振 興 局 長   

 

 指 定 地 方 行 政 機 関 等  

 
 茅 野 市 長  

 

 

 

通知 
（知事が対応で

きない場合に限

る） 

要請 

要請 

要請 

報告 

報告 

報告 
報告 

報告 

連絡 連絡 
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５ 海上保安庁ヘリコプター 

救助等の所要が生じた場合、海上保安庁ヘリコプターの応援を要請する。 

 

 

 

 

 

 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、市は県に対し、長野厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部付

属病院へドクターヘリの出動を要請する。 

 

 
長野厚生連      佐久総合病院 

又は信州大学医学部付属病院 

          要請 

     要請  

 知 事  

   

 
危機管理部 

（消防課） 

調整 

 

健康福祉部 

（医療推進課） 

      報告  

  諏訪地域振興局長  

要請        要請    要請 

指定地方行政機関等  茅野市長  消防機関 

                             

                                       平素の手続き 

                                     災害時の手続き 

危機管理部 

(災害対策本部） 
知事 海上保安庁 

(第九管区海上保安本部長） 
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第６節 自衛隊の災害派遣 

 

第１ 基本方針 

災害に際して、人命又は財産の保護のため必要と認め、公共性・緊急性・非代替性を満た

す場合、自衛隊法第83条に基づき、県知事は自衛隊の災害派遣を要請する。 

また、災害対策法第68条の2に基づき、市長は県知事に対し、災害派遣の要請をするよう

求めることができる。自衛隊が派遣された場合は、派遣部隊の円滑な活動を確保するため、

市、県等は、派遣部隊と密接に連絡調整を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 自衛隊への派遣要請の範囲及び要請手続について定める。 

２ 市、県等と派遣部隊の連絡調整について定め、受入れ態勢を整備する。 

３ 派遣部隊の活動の必要がなくなった場合の撤収方法について定める。 

４ 派遣に要した経費の負担について定める。 

 

第３ 活動内容 

１ 派遣要請 

(1) 基本方針 

災害時における被害の拡大を防ぎ、迅速な救助を行うために、市は、自衛隊との事

前の情報交換に努めるとともに、災害時の情報収集を速やかに行い、必要があれば直

ちに派遣要請を行い、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合には、直ちにそ

の旨を県と自衛隊に連絡する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（全市部局） 

市長は次記のイ（ｱ）の範囲内において自衛隊の派遣を必要とする場合は、以下

により要請を求める。 

(ｱ) 市長は、自衛隊の災害派遣を求めようとするときは、文書又は口頭をもって諏

訪地域振興局長もしくは県危機管理部長(県危機管理防災課)に派遣要請を求める。 

(ｲ) 市長は、（ｱ）により口頭をもって要求したときは、事後において速やかに

諏訪地域振興局長を通じ文書による要求をする。（様式編３号） 

(ｳ) 市長は、（ｱ）の要請ができない場合には、その旨及び災害の状況を第13普

通科連隊長に通知する。また、この通知をしたときは、速やかに知事にその旨

を通知する。（様式編１号） 

イ【県が実施する対策】（全部局） 

(ｱ) 派遣の要請 

a 要請の要件 

(a) 公共性 

公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければな
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らない必要性があること。 

(b) 緊急性 

差し迫った必要性があること。 

(c) 非代替性 

自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がないこと。 

b 派遣要請の範囲 

自衛隊の救護活動の具体的内容（災害派遣を要請できる範囲）は、災害の

状況、他の救援機関等の活動状況、要請内容、現地における部隊等の人員、

装備等により異なるが、おおむね次による。 

項 目 内 容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況による情報収集活動 

避難の援助 避難者の誘導及び輸送等の援助 

遭難者等の捜索救助 死者、行方不明者、傷者等の捜索、救助 

水防活動 土のう作成、運搬、積込み等 

消防活動 消防車、航空機、防火器具による消防機関への協力 

道路又は水路の啓開 損壊及び障害物の啓開・除去 

応急医療・救護・防疫 被災者に対する応急医療、救護及び防疫 

人員及び物資の緊急輸送 緊急患者、医師、その他救援活動に必要な緊急輸送 

給食及び給水、入浴支援 被災者に対する給食及び給水、入浴支援 

救援物資の無償貸与又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に

関する省令」（昭和 33 年１月 10 日総理府令第１号）

に基づく、被災者に対する生活必需品の無償貸与又は

救じゅつ品の譲与 

危険物の保安及び除去等 
能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物

の保安措置及び除去 

その他 自衛隊の能力で対処可能なもの 
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(ｲ) 派遣要請系統 

自衛隊災害派遣要請の手続系統は、次表のとおりである。 

 

(ｳ) 派遣に係る事前調整 

県内に震度５以上の地震が発生した場合、その他自衛隊の派遣要請が必要と

なると予想される状況のときは、第１３普通科連隊に県内の震度情報、被害情

報等を連絡し、迅速な派遣に係る事前準備を依頼する。 

(ｴ) 派遣要請手続 

ａ 現地機関における措置 

(a) 地域振興局長は、市町村長から派遣要請を求められたときは、直ちに危

機管理部長（危機管理防災課）に文書または口頭を持って報告する。 

(b) 地域振興局長は、災害の状況から緊急を要すると認められるときは、市

町村長の要求を待たないで(a)の例により報告する。 

(c) 地域振興局長は、上記により口頭をもって報告したときは、事後におい

て速やかに文書により報告する。 

(d) 他の現地機関の長は、各機関の所管する災害応急対策活動に自衛隊の派

遣を要すると認められるときは、地域振興局長と連絡調整を行い、文書又

は口頭をもって所管部局長に報告する。 

(e) (d)において口頭をもって報告したときは、事後において速やかに文書 

により報告する。 

ｂ 長野県庁における措置 

(a) 関係部局長は、上記ａにより報告を受けたときは、直ちに危機管理部長

に文書又は口頭をもって連絡する。 

(b) 危機管理部長は、地域振興局長からの報告及び要求を受けたときは、そ

の災害の規模等について状況を確認の上、知事にその旨を報告し、その指

示を受けて、第13普通科連隊長に対し、文書又は口頭をもって災害派遣の
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要請を行う。 

 

要請文書の宛先・連絡先 

要請文書 

宛先 陸上自衛隊第１３普通科連隊長 

住所 松本市高宮西１－１    

 時間内 時間外 

連絡先 

第３科長 

ＴＥＬ 

☆ＮＴＴ 

0263-26-2766(内線235) 

☆災行政無線（茅野市の場合） 

4-8-535-79 

☆ＦＡＸ 

NTT 0263-26-2766(内線239)

84-8-535-76（防災行政無線） 

駐屯地当直指令 

ＴＥＬ 

☆ＮＴＴ 

0263-26-2766(内線302) 

☆防災行政無線（茅野市の場合） 

84-8-535-61  

☆ＦＡＸ 

NTT 0263-26-2766(内線259) 

84-8-535-62（防災行政無線） 

(c) (b)の要請は、部隊の連絡班が県庁に派遣されている場合は、当該連絡班を

通じ、連絡班が派遣されていないときは、直接部隊に要請する。 

(d) 知事が第１３普通科連隊長に対し、口頭をもって派遣要請をしたときは、事

後において速やかに文書による要請処理を行う。 

ｄ 要請事項 

要請に当たっては、次の事項を明らかにする。 

(a) 災害の情況及び派遣を要請する事由 

(b) 派遣を希望する期間 

(c) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(d) その他参考となるべき事項 

e 県警の先導 

要請に当たり、必要に応じ、出動部隊の県警による先導の手配を行う。 

 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 指定地方行政機関等における措置 

指定地方行政機関等の長は１(2)イ(ｱ)の要請の範囲内おいて自衛隊の派遣を

必要とする場合は、以下により要請を求めるものとする。 

a 指定地方行政機関の長は、その管理に属する施設の災害復旧について自衛

隊の派遣を要するときは、文書又は口頭をもって危機管理部長(危機管理防災

課)に要求するものとする。 

b 指定地方行政機関の長は、aにより口頭をもって要請したときは、事後にお

いて速やかに文書による要求をするものとする。 
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２ 派遣部隊との連絡調整 

(1) 基本方針 

派遣部隊の円滑な活動を確保するため、市、県等は、自衛隊部隊の長と密接に連絡

調整を行い、受入体制を整備する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

(ｱ) 市が部隊の活動等について部隊その他関係機関に行う要請は、すべて県現地

連絡調整者を通じて行う。 

(ｲ) 市長は、連絡交渉の窓口の一本化を図り、現地連絡調整者に報告する。また、派

遣部隊と市及び現地連絡調整者の情報共有の場を設置するものとする。 

(ｳ) 市長は、部隊の宿舎、部隊の活動に要する資材等について現地連絡調整者から要

請があったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これに協力する。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 部隊等との連絡調整者 

部隊等との本庁及び現地における連絡調整は、その災害の状況により次の区

分によるものとする。 

区   分  総括連絡調整者  現地連絡調整者 

県災害対策本部が置かれていない場合 危機管理部長 地域振興局長等 

県災害対策本部が置かれている場合  災害対策本部長 地方部長 

県現地本部が置かれている場合  災害対策本部長 現地本部長 

 

(ｲ) 連絡調整者の任務 

ａ 総括連絡調整者 

(a) 総括連絡調整者は、部隊等との連絡にあたらせるため連絡員を定め、速

やかにその職氏名及び連絡場所等を第１３普通科連隊長及び現地連絡調

整者に通知するものとする。 

(b) 総括連絡調整者は、全地域における部隊の効果的な活動を図るため、現

地連絡調整者、第１３普通科連隊及び関係機関との連絡調整を行うものと

する。 

(c) 総括連絡調整者は、関係機関等からの災害情報に基づき、次の事項につ

いて全体計画を立てるものとする。 

○地域別優先順位 

○地域別必要人員 

○地域別所要資材の確保及び輸送方法 

(d) 部隊が派遣された後における部隊の増援要請は、現地連絡者の報告に基

づいて総括連絡調整者が行うものとする。 

ｂ 現地連絡調整者 

(a) 現地連絡調整者は、災害対策本部が設置されていない場合は、派遣要請
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の内容に応じ、関係現地機関の長がこれにあたるものとする。 

(b) 現地連絡調整者は、部隊等との連絡にあたらせるため連絡員を定め速や

かに現地派遣部隊の長、総括連絡調整者及び関係市町村長に通知するもの

とする。 

(c) 現地連絡調整者は、関係区域間における部隊、市町村その他関係機関等

との連絡調整を行うものとする。 

(d) 現地連絡調整者は、部隊の効果的な活動を図るため、次の事項について

計画を立て、施設等については市町村と協力し、準備を行うものとする。 

①作業箇所及び作業内容 

②作業箇所別必要人員及び機材 

③作業箇所別優先順位 

④ヘリポート 

⑤資材の調達方法 

⑥本部事務所 

⑦宿泊施設 

⑧資材置場、炊事場 

⑨駐車場 

(e) 現地連絡調整者は、部隊の増援を必要と認めるときは、総括連絡調整者

に報告するものとする。 

(f) 災害の状況により現地連絡調整者が替わった場合は、引き継ぎを受けた

現地連絡調整者は、その旨及び連絡員の職氏名及び連絡場所を関係機関に

通知するものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 指定地方行政機関等における措置 

a 指定地方行政機関等が部隊の活動等について部隊その他関係機関に行う要

請は、すべて現地連絡調整者を通じて行うものとする。 

b 指定地方行政機関等は、部隊の宿舎、部隊の活動に要する資材等について現

地連絡調整者から要請があったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、

これに協力するもとする。 

(ｲ) 自衛隊おける措置 

a 第13普通科連隊長は、迅速な災害派遣及び県その他関係機関との連絡調整を

図るため、連絡班を本庁もしくは、地域振興局に、偵察班を現地にそれぞれ派

遣するものとする。 

b 第13普通科連隊長は、災害に際し、被害がまさに発生しようとしており事情

真にやむを得ないと認めた場合は知事の要請を受け、連絡班等および部隊を派

遣するものとする。 

エ 【住民が実施する対策】 

自衛隊の派遣活動が円滑に行われるよう、可能な範囲で協力を行うものとする。 
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３ 派遣部隊の撤収要請 

(1) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

市長は、部隊の活動の必要がなくなったと認めたときは、県現地連絡調整者に文書

又は口頭をもって報告する。 

イ 【県が実施する対策】 （危機管理部） 

(ｱ) 危機管理部長は、第１３普通科連隊長及び現地連絡調整者と協議して部隊の

活動の必要がなくなったと認めたときは、その旨を知事に報告し、その指揮を

受けて第１３普通科連隊長に対し派遣部隊の撤収を文書又は口頭をもって要

請する。 

(ｲ) 危機管理部長は、第１３普通科連隊長から撤収の通知を受けたときは、その

旨を関係部長、関係現地機関の長、市町村長及びその他関係機関の長に通知す

るものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

指定地方行政機関等における措置 

指定地方行政機関の長等は、部隊の活動の必要がなくなったと認めたときは、

現地連絡調整者に文書又は口頭をもって報告する。 

 

４ 経費の負担 

(1) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

自衛隊の救援活動に要した経費は、自衛隊の負担すべきものを除き、原則として

派遣を受けた市が負担するものとし、その内容は概ね次のとおりとする。 

(ｱ) 派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資材器材（自衛隊の装備に係

るものを除く） 

(ｲ) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物の使用料及び借上料 

(ｳ) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴等の費用 

(ｴ) 派遣部隊の救援活動の実施に際して生じた（自衛隊の装備に係るものを除

く）損害の補償 

イ【県が実施する計画】（危機管理部） 

上記に記載する負担以外の救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義があ

る場合は、県が調整して決定するものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

自衛隊における措置 

第13普通科連隊長は、上記の経費について、文書により、市町村長に請求するも

のとする。 
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第７節 救助・救急・医療活動 

 

第１ 基本方針 

大規模災害時における救助・救急・医療活動については、多数の負傷者を迅速に処置するこ

とが求められているため、速やかな災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び救護班の派遣、円滑

で効率的な救護活動の実施、医薬品・医療用資機材の供給体制の確保、他の地方公共団体との

相互支援体制の整備等について関係機関が連携を密にし、一貫性のある的確な対応を行う。 

また、道路交通確保が困難となることが予想されるため、救護所や後方医療機関等への運送

方法について、広域的な対応を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 市、県、県警察本部、消防機関及び医療機関等が相互の連携により、被災地における救助活動、

救急処置を要する傷病者の搬送、医薬品・医療用資機材の提供、広域受援計画に基づく国、県

や他の地方公共団体等への応援要請等の大規模災害に対応した救助・救急・医療活動を行う。 

２ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び関係機関により編成された救護班により初期救護医療を

行うとともに、傷病者の後方医療機関への受け入れ、ヘリコプター等による緊急輸送等広域救

護体制を確保する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 救助・救急活動 

(1) 基本方針 

消防機関、警察等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、相互の連携を密にしな

がら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。また、大規模災害発生時においては、救助・

救急需要が増大し、かつ、広範囲にわたることが予想されるため、相互応援活動及びヘリ

コプター等による広域緊急輸送活動を迅速かつ効果的に行う。 

なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、新型コロナウイルス感

染症を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部、企画部） 

(ｱ) 市消防計画における救助・救急計画等に基づき、茅野警察署、医療機関等と連携して、

的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況の早急な把握に努める。 

(ｲ) 必要に応じて他の地方公共団体等との相互応援協定に基づく応援要請等を「第４節 広

域相互応援活動」及び「第６節 自衛隊の災害派遣」により行い、市民の安全確保を図る。 

(ｳ) 茅野消防署は、県警察本部及び道路管理者等との連携及び出動隊の報告等により、道路

状況の早急な把握に努め、現場への出動及び医療機関等への搬送にあたり、効率的な対応

をする。 

(ｴ) 茅野消防署は、救助活動に当たり、県警察本部等と活動区域及び人員配置の調整等密接

な連携を図り、現場の状況に対応する迅速かつ効率的な救助を行う。 
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(ｵ) 茅野消防署は、救急活動に当たり、県警察本部、救護班等と密接な連携により医療機関、

救護所に迅速かつ的確に傷病者を搬送する。その際、高規格救急車を傷病者の状態に合わ

せて有効に運用する。 

(ｶ) ヘリコプターの支援を求めようとするときは、「第５節 ヘリコプターの運用計画」に

より要請する。 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、建設部、警察本部） 

(ｱ) 知事は、災害発生時の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、市町村

長、市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。）の消防長に対し、相互応援

協定の実施その他救助・救急活動に関し、必要な指示を行うものとする。 

(ｲ) 市町村長等の要請又は必要に応じて、他の地方公共団体等への応援要請等を「第４

節 広域相互応援活動」及び「第６節 自衛隊の災害派遣」により行う。 

(ｳ) 市町村長等の要請に基づき、消防防災ヘリコプター等による、偵察、救助活動等を

実施するものとする。 

(ｴ) 警察本部長は、被害状況を把握し、迅速に機動隊を出動させるものとする。特に高

層建築物、高速道路等において被害が発生した場合においては、高度な救助能力を有す

る警察災害派遣隊の即応部隊である広域緊急援助隊を迅速に派遣するものとする。 

また、被災地の警察署員及び応援機動隊員等により救出救助部隊を速やかに編成し、

消防機関等と捜索区割等の調整を行うものとする。 

(ｵ) 広域受援計画で設定した救助活動拠点（資料編参照）を設置し、救助・救命活動へ

の支援を行う。 

ウ【市民及び自主防災組織が実施する対策】 

住民同士又は自主防災組織内において、自発的に被災者の救助・救急活動を行うととも

に(共助)、消防機関、救護班等に協力するものとする。特に、道路交通網の寸断が予想さ

れることから、消防機関等の現場到着前における初期救助・救急活動は、人命救助の上か

ら重要となるので、積極的に行うよう努めるものとする。 

 

２ 医療活動 

(1) 基本方針 

長野県災害医療活動指針に基づいた活動を行う。 

災害発生時においては、従来の救急医療体制が十分に機能しないことが考えられるため、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び関係機関により編成された救護班による初期段階の

医療体制を充実させることが重要である。 

また、主に重症患者に係る後方医療機関について、災害拠点病院を中心として関係機関

との連携による受入体制の確保を図る。更に、市町村、都道府県の枠を越えた相互支援体

制による医療活動を行う。 

なお、地方公共団体は、災害時を想定した情報の連携、整理及び分析等の保健医療活動

の総合調整の実施体制の整備に努めるものとする。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する計画】（健康福祉部、総務部） 

(ｱ) 対象者 

ａ 被災地及び避難場所において、医療救護を必要とする状態にあるにも関わらずその

途を失った者 

ｂ 被災地及び避難場所において、助産を必要とする状態にあるにも関わらずその途を 

失った者 

(ｲ) 救護方法 

ａ 救護班の編成 

諏訪郡医師会の協力を得て、あらかじめ救護班を編成し医療救急活動等を行う。 

ｂ 救護班の派遣 

被災地近くに設置された救護所に救護班を派遣し、救護活動を行う。 

(ｳ) 救護班等の業務内容 

ａ 医療 

(a) 負傷の程度の判定 

(b) 負傷者の搬送順位及び搬送先の決定 

(c) 救急処置の実施 

(d) 救急活動の記録 

(e) 遺体の検案 

(f) その他必要な処置 

ｂ 助産 

(a) 分べんの介助 

(b) 分べん前後の処置 

(c) 衛生材料の支給 

(d) その他必要な処置 

(ｴ) 医療の内容 

災害発生直後は、外科系患者が多く、時間の経過とともに内科系患者が増大する。ま

た、避難所生活が長期化すると、精神的な患者もでてくるので、救護の内容については、

定期的に医師会と協議し、必要な救護を行う。 

(ｵ) 経費の負担 

ａ 医療 

(a) 救護班による場合 

使用した薬剤、治療材料、医療器具の修繕費の実費 

(b) 一般の病院又は診療所による場合 

国民健康保険の診療報酬の額以内 

(c) 施術者による場合 

当該地域における協定料金の額内 

(d) 日当（一人当たり） 

医  師                    １７，２００円以内 
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保健婦、助産婦及び看護婦  １１，２００円以内 

ｂ 助産 

(a) 救護班による場合は使用した衛生材料等の実費 

(b) 助産婦による場合は、観光料金の８割以内の額 

(ｶ) 医療助産救護の期間 

ａ 医療の実施期間は、原則として災害発生から１４日以内とする。ただし、災害が甚

大で、復旧に時間がかかる場合で、避難生活が長期化する場合等はこの限りでない。 

ｂ 助産の実施期間は、分べんした日から７日以内とする。 

(ｷ) 医療費 

ａ 救護所における医療費及び助産費は、無料とする。 

ｂ 収容機関における医療費は、原則として患者の負担とする。 

(ｸ)救護所の設置及び後方医療機関等の確保 

ａ 災害時には諏訪郡医師会の協力を得て、速やかに医療救護本部（諏訪中央病院内）

の設置を要請する。 

ｂ 市内の応急医療が必要な避難所に救護所を設置し、救護所への医師派遣を要請し、

医薬品、医療用資機材等の供給体制、比較的軽症の被災者の避難所への輸送体制を整

備する。 

ｃ 医療機関における収容可能人員、診療機能の稼働状況等の情報を広域災害・救急医

療情報システム等により迅速に把握し、後方医療機関の確保を行い、警察本部に誘導

を要請する等、傷病者の搬送体制を整備する。 

また、災害の規模により必要がある場合は、隣接市町村、県に対し傷病者の受入れ

について要請する。 

ｄ 必要に応じて、重症傷病者の災害拠点病院への搬送体制を確保するとともに、災害

拠点病院、救命救急センター等への緊急輸送について県に要請する。 

(ｹ) 負傷者の搬送 

ａ 負傷者等の搬送は、原則として救急車両等により行うが、災害の状況により、公用

車又は調達した車輌により実施する。 

ｂ 被災地が孤立する等、負傷者等の搬送にヘリコプターの活用が必要なとき、本部長

は、「ヘリコプター運用計画」により、県へ出動を要請する。 

ｃ 消防団は、各分団の救護班を中心とし、負傷者等の発見、被災地域からの搬出及び

救護所への搬送を行う。 

(ｺ) 医薬品等の確保 

ａ 医薬品の備蓄を依頼している諏訪中央病院に備蓄医薬品の払い出しを要請する。 

○酸素救急用蘇生器      ２器 

○集団災害用救急セット  ２個 

○災害用医薬品          ３０人の３日分 

ｂ 医薬品、医療用資機材等の必要量及び医薬品卸業者、薬局等の備蓄量を迅速に把握

し、必要に応じて県又は関係機関に対し、供給の要請を行う。 
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＜災害用医薬品備蓄事業所（諏訪地区）＞ 

 

 

イ【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｱ) 大規模災害時に保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、整理及

び分析等の保健医療活動の総合調整を遅滞なく行うための本部（以下「長野県災害医療本部」

という。）の設置及び運営を行う。 

(ｲ) 保健福祉事務所（保健所）に地方部保健福祉班を置き、災害時における保健衛生・感染症予

防活動を行うとともに、医療施設の被害状況、診療機能の稼働状況、医療用資器材の需給状況、

施設への交通状況等の情報を広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等により迅速に把握

する。 

(ｳ) 市町村長等からの要請又は必要に応じ、他の都道府県に対して、広域相互応援体制に基づく

応援要請を行うとともに、関係機関に救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣を要請

する。 

(ｴ) 県立病院等の職員によりあらかじめ救護班を編成する。 

(ｵ) 市町村からの協力要請に基づき、救護班により別に掲げる医療救護活動等に当たるとともに、

必要に応じ救護班と市町村、消防機関、医療機関等の関係機関間で医療供給体制についての連

絡調整を行う。 

(ｶ) 市町村からの要請により、又は必要があると認められるときは、救急医療機関を中心とした

地方部単位の後方医療体制の確保を行う。 

(ｷ) 災害拠点病院、救命救急センター等への重篤傷病者の搬送、救護班等医療活動従事者の緊急

輸送について、市町村からの要請により、ドクターヘリの出動による協力を行い、必要に応じ、

消防防災ヘリコプター・県警ヘリコプター・自衛隊ヘリコプターの出動を要請する。（危機管

理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｸ) 災害対策本部は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、

消火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害医療本部

や現地対策本部と連携して必要な調整を行う。 

(ｹ) 災害対策本部は、警察、消防、自衛隊、ＤＭＡＴ都道府県調整本部の航空機運用関

係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、航空機の配

備や活動内容の調整などを行う。 

(ｺ) 災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、国土交通省

に対して緊急用務空域の指定を依頼するものとする。また、同空域が指定された際に

は、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る調整を行うも

のとする。 

(ｻ) 市町村からの医薬品等供給要請があった場合、「災害時における医薬品等の供給に

関する協定」及び「災害時における衛生材料等の供給に関する協定」に基づき、長野

県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会に対し、備蓄医薬品及び衛生材料

の緊急配分を要請する。また、「災害時における医療ガス等の供給に関する協定」に

岡野薬品（株）諏訪営業所  〒393  諏訪郡下諏訪町上赤砂4353-2  28-4151 
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基づき、(一社)日本産業・医療ガス協会関東地域本部長野支部に対し、医療ガスの供

給を要請する。さらに、県内では十分な量の医薬品等が確保できない場合は、国、他

都道府県、関係団体等に供給を要請する。 

(ｼ) 「災害救助法による医療及び助産の実施委託協定」に基づき、日本赤十字社長野県

支部に救護班等の派遣を要請するとともに、必要に応じて、（一社）長野県医師会、

（一社）長野県歯科医師会、(一社)長野県薬剤師会、（公社）長野県看護協会に救護

班等の派遣を要請し、各機関の連絡調整を行う。 

(ｽ) 「災害時等における応援に関する協定」に基づき、(公社)長野県柔道整復師会に避

難所等における傷病者の応急救護（柔道整復師法（昭和45年法律第19号）に規定され

た業務の範囲）を要請する。 

(ｾ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、また、災害派遣医療チー

ム(ＤＭＡＴ)活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字

社、独立行政法人国立病院機構、国立大学病院、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日

本看護協会、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、避難所、救護所

も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整に当た

っては災害医療コーディネーターを活用する。その際、医療チーム等の交代により医

療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施さ

れるよう努める。 

（ｿ） 必要に応じ、関係機関に災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を要請する。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 医療機関は、災害時に医療施設の診療状況等の情報を広域災害救急医療情報システム（ＥＭ

ＩＳ）等により迅速に把握し、災害医療活動の準備を行うものとする。 

(ｲ) 日本赤十字社長野県支部長は、県、市町村から要請があったとき、又は支部長、病院長が必

要と認めたときは、医療救護班等を派遣し、避難所・医療救護所等で別に掲げる医療救護活動

等に当たるものとする。また、災害の状況に応じ、医療救護班の派遣に併せ、赤十字防災ボラ

ンティアを派遣するものとする。 

(ｳ) 日本赤十字社長野県支部長は、各赤十字病院において関係機関との密接な連携のもとに傷病

者の受入れを円滑かつ効率的に行うものとする。 

(ｴ) 日本赤十字社長野県支部長は、県内３か所の赤十字血液センターにおいて輸血用血液の確保

を行い、各医療機関等の要請に基づき緊急輸送するものとする。 

また、当該血液が不足する場合には、報道機関に協力を要請し、移動採血車等により採血す

るとともに、日本赤十字社の各基幹血液センター等の応援を要請するものとする。 

(ｵ) (一社)長野県医師会、郡市医師会、(一社)長野県歯科医師会、郡市歯科医師会、(公社)長野

県看護協会等は医療救護体制について必要な事項を定めるとともに、あらかじめ救護班を編成

し、災害時の医療救護活動を行うものとする。 

また、県、市町村から協力要請があった時、あるいは派遣の必要性が認められた時は、被災

地へ救護班を派遣するものとする。 

〈救護班等の業務内容〉 
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○ 負傷の程度の判定 

○ 負傷者の搬送順位及び搬送先の決定 

○ 救急処置の実施 

○ 救急活動の記録 

○ 遺体の検案 

○ その他必要な事項 

 

(ｶ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を有する医療機関は、派遣要請に基づきチームを編成し、

医療救護活動を実施するものとする。 

(ｷ) (一社)長野県薬剤師会は医薬品の調剤、服薬指導、仕分け、管理等、医療救援体制について

必要な事項を定めるとともに、薬剤師班を編成し、災害時の医療救援活動を行うものとする。

 また、県、市町村から協力要請があった時、あるいは派遣の必要性が認められた時は、被災

地へ薬剤師班を派遣する。 

(ｸ) 災害拠点病院は、傷病者の受入体制について万全を期すとともに、関係機関からの要請によ

り、医薬品、医療用資機材等の提供を行うものとする。 

(ｹ) 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会は、県、市町村からの要請に基づき、

備蓄医薬品及び衛生材料の速やかな搬送を行い、使用後の迅速な補充を図るものとする。 

(ｺ) （一社）日本産業・医療ガス協会関東地域本部長野県支部は、県からの要請に基づき、医療

ガスを速やかに供給するものとする。 

(ｻ) 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部付属病院は、県からの要請

に基づき、ドクターヘリによる救急搬送等の医療救護活動を行うものとする。 

(ｼ) （公社）長野県柔道整復師会は、県との協定に基づく要請があった場合は、避難所等におい

て、傷病者の応急救護（柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）に規定された業務の範囲）

を行うものとする。 

(ｽ) 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を有する医療機関は、派遣要請に基づきチームを編成

し、精神医療及び精神保健活動への支援を実施する。 

(ｾ) （一社）長野県理学療法士会は、県との協定に基づく要請があった場合は、避難所

等において、傷病者、被災者に対し応急処理活動等を行うものとする。 

エ 【市民が実施する対策】 

発災直後の応急処置により傷病者の救命率が飛躍的に高まることから、初期救助・救急活動に

ついて日頃から認識を深めるとともに、被災時は感染症対策を講じた上で、自発的に救急活動を

行うよう心掛けるものとする。 
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第８節 消防・水防活動 

 

第１ 基本方針 

大規模災害等発生時においては、初期消火、延焼拡大防止活動及び救助・救急活動等の消

防活動並びに水防活動を、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ効果的に実施

する。 

また、自らの消防力又は水防力のみでは、充分な応急処置が実施できない、又は実施する

ことが困難と認められるときは、相互応援協定等に基づき、速やかに他の地方公共団体等に

応援を要請し、応急措置に万全を期する。 

 

第２ 主な活動 

１ 火災による被害の拡大を防止するため、初期消火、延焼拡大防止活動及び救助・救急活動

の消防活動を行う。 

２ 洪水等による水害を防止するため、監視、警戒及び水防作業等の水防活動を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 消防活動 

(1) 基本方針 

消防活動は、消防法、市消防計画及び茅野市消防団組織に関する規則により行う。火災

発生時は被害の拡大防止を図る必要があり、初期には市民等による火災発生防止対策及び

火災発生時の初期消火活動が重要になる。 

また、当該火災が発生した場合、消防機関は、関係機関、自主防災組織等と連携し自ら

の消防力及び必要に応じて他の地方公共団体に応援を要請し、延焼拡大防止及び救助・救

急等の消防活動を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部） 

(ｱ) 消防活動関係 

ａ 出火防止及び初期消火 

市民及び事業者等に対し、出火防止及び初期消火の徹底についての広報を行う。 

ｂ 情報収集及び効率的部隊配置 

管轄区域内の火災発生状況、消火栓・防火水槽等の被害状況及び県警察・道路

管理者との連携、出動隊の報告等による道路状況等の情報収集を速やかに実施し、

重点的、効果的な部隊の配置を行う。特に、大規模な火災発生時においては、あ

らかじめ定めた火災防御計画等により、重要防御地域等の優先等、消防力の効率

的運用を図る。また、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ的確な

消火活動を行う。 

(a) 組織 

諏訪広域消防本部及び消防署の設置等に関する条例並びに、茅野市消防団設
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置条例に基づく常設組織で、「茅野市消防計画」に定めるところによるが、災

害対策本部が設置されたときは、これに置きかえる。 

(b) 動員 

消防職員及び消防団員の動員は、消防長又は消防団長若しくはそれらの代

理者が行う。 

(c) 出動 

・ 消防署員の出動は、指令に基づき茅野市消防計画に定めるところに従い出動

する。 

・消防団員の出動は、署からの通報若しくは火災等を覚知したときは、その管

轄分団が出動するものとし、管轄外出動は、状況により署長若しくは代理者の

命による。 

・非常災害等緊急事態における出動は、災害対策本部長又は消防長の命による。 

(d) 活動 

「茅野市消防団組織等に関する規則」及び「茅野市消防計画」による。 

(ｲ) 救助・救急活動 

大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわたるこ

とが予想されることから、市民、自主防災組織等の協力及び県警察、医療機関等関

係機関との連携を図るとともに、必要に応じて、相互応援協定に基づく応援要請等

を速やかに行い、迅速かつ的確な救助・救急活動を行う。 

なお、本項については、第６節「救助・救急・医療活動」に定める。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 知事は、被害状況等を速やかに把握し、緊急の必要があるときは、市町村長、市

町村（消防事務を処理する一部事務組合を含む）の消防長または水防法に規定する

水防管理者に対して、相互応援協定の実施、その他消防活動に関し、必要な指示を

するとともに、市町村長等からの要請または必要に応じて、他の地方公共団体等へ

の応援要請を「第４節 広域相互応援活動」及び「第６節 自衛隊災害派遣活動計画」

により行う。 

(ｲ) 市町村長等の要請に基づき、消防防災ヘリコプター等による偵察、救助活動等を

実施する。 

ウ【市民、事業所及び自主防災組織等が実施する対策】 

(ｱ) 出火防止、初期消火活動等 

市民等は、災害時には、使用中のコンロ、スト－ブ、その他火災発生原因となる

火気器具等の取扱いに十分留意し、火災の発生を防止するとともに、火災が発生し

た場合は、積極的な初期消火活動の実施及び消防機関への協力に努める。 

また、自主防災組織等においても初期消火活動を実施するとともに、消防機関に

協力して延焼拡大の防止に努める。 

なお、市民等は、避難の際、ブレ－カ－の遮断を行い、避難後における電気器具

からの出火防止を図る。 
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(ｲ) 救助・救急活動 

自発的に負傷者の救助・救急活動を行うとともに、消防機関等に協力する。特に、

道路交通網の寸断が予想されることから、消防機関等の現場到着前の初期における

救助・救急活動は、人命救助の上から重要となるので、積極的に行うよう努める。 

 

２ 水防活動 

(1) 基本方針 

洪水により、水害が発生し、又は発生が予想される場合、これを警戒し、防御し、また、

これによる被害を軽減するため、水防体制を確立して、諸情勢の的確なる判断のもとに円

滑な水防活動を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、産業経済部、都市建設部） 

(ｱ) 組織 

水防法第３条に規定する水防責任を掌握する常設組織で、「茅野市水防計画」に定

めるところによるが、災害対策本部が設置されたときは、これに置きかえる。 

(ｲ) 監視・警戒活動 

水防管理者（市長）は、地震発生後、その管轄する水防区域において、ダム、河川、

ため池等、の護岸、堤防等の巡視を行い、早期に損壊箇所及び危険箇所等を把握し、必

要な応急措置を講ずる。 

ａ 水防本部は、相当の降雨があり、又は降雨が予想されるときは、関係機関と連

絡を密にして、雨量、推移の状況を把握し、水防管理者に通報するとともに、必

要に応じて河川管理者等の関係機関に通報する。 

ｂ 消防団各分団長は、水防分担区域内河川の推移状況を水防本部に報告する。 

(ｳ) 通報・連絡 

水防管理者（市長）は、監視・警戒活動によって異常箇所等を発見したときは、

水防管理者、消防団長は直ちに状況を諏訪建設事務所、諏訪警察署、関係区・自治

会、施設の管理者等へ通報するとともに、水防活動に必要な人員及び資機材を確保

する。 

(ｴ) 水防活動の実施 

水防管理者（市長）は、決壊箇所または危険な状態になった箇所に対し、できる

かぎり氾濫等による被害が拡大しないように、その応急処置として、現場の状況、

工作物の構造及び使用材料等を考慮して、迅速かつ適切な水防活動を実施する。ま

た、重機による水防活動が必要な場合等においては、必要に応じて民間業者等の協

力を得る。 

ａ 動員の基準 

(a) 水防法の規定に基づき、長野県知事から水防警報の伝達があったとき。 

(b) 梅雨前線等の影響による豪雨によって、市域内に洪水、崖くずれ等の災害

が発生し、又は、発生が予想されるとき。 
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(c) 台風の接近により市域内に暴風雨による洪水等の水害が発生し、又は発生

が予想されるとき。 

(d) 長期にわたる降雨によって、ため池の決壊、崖くずれ等による災害が発生

し、又は発生が予想されるとき。 

(e) 気象業務法の定めるところにより、大雨、風雨、洪水注意報又は警報が発

令されたとき。 

b 配備及び動員の方法 

「茅野市水防計画」による。 

c 水防作業の実施 

水防作業は、決壊箇所又は危険な状態になった箇所に対してできる限り被害が

拡大しないように、その応急措置として、現場の状況、工作物の構造及び使用材

料等を考慮して適切な後方により応急工事を実施する。その他必要な事項は「茅

野市水防計画」による。 

d 避難計画 

第７節「救助・救急・医療活動」、第１２節「避難受入れ及び情報提供活動」

及び「茅野市水防計画」による。 

e 水防の解除 

「茅野市水防計画」による。 

f 他の水防管理団体との協力及び応援 

「茅野市水防計画」による。 

g 水防報告 

水防活動が終了したときは、水防顚末報告を県水防本部長（諏訪建設事務所長

経由）に報告する。 

(ｵ) 公費の負担 

ａ 公費負担の権限 

水防のため緊急の必要があるときに限り、水防管理者又はその権限を委任され

たものは、水防法第２１条の規定に基づいて、必要な土地、資材、運搬具、工作

物その他物件の公用負担の権限を行使する。 

ｂ 公用負担の命令書等 

(a) 公用負担を命ずる権限を行使する者は、公用負担命令権限証を携行し必要あ

る場合には、これを提示する。 

(b) 公用負担命令の権限を行使する際は、原則として目的物の所有者、管理者又

はこれらに代わるべき権限を有する者に対し、市長の発行する命令書を交付し

てのち行う。 

(ｶ) 応援による水防活動の実施 

ａ 水防管理者（市長）は、速やかな被害状況等の把握を行い、当該状況から、水

防活動に関して自らの水防力のみでは対処できない、又は対処できないことが予

測される等緊急の必要があると認めるときは、他の地方公共団体等に対する応援
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要請等を第４節「広域相互応援活動」及６節「自衛隊災害派遣活動」により行う。 

ｂ 水防管理者（市長）は、ヘリコプタ－の支援を求めようとするときは、第４節

「ヘリコプタ－の運用計画」により要請する。 

イ【県が実施する対策】（建設部） 

風水害等発生時において、その区域における水防管理団体が行う水防活動が十分行わ

れるよう長野県水防本部を設置し、次に掲げる事項を行う。 

(ｱ) 情報の収集・伝達 

水防に関する雨量・水位等の情報を速やかに収集し、水防管理者（市町村長）及

び関係機関等へ伝達する。 

(ｲ) 警報等 

県が管理する河川において、河川等の護岸、堤防の損壊及び山腹の崩壊等による

せき止め、溢流、氾濫等による水防活動の必要が認められるときは、水防警報を発

令する等の方法により、水防管理者（市町村長）及び関係機関等へ伝達する。 

(ｳ) 被害状況等の把握・指示 

洪水等による被害の状況等の情報を収集し、水防管理者（市町村長）及び関係機

関等へ伝達するとともに、緊急を要する場合等は、必要な指示等を行う。 

(ｴ) 水防資器材・車両の貸与等 

水防管理者の備蓄する水防資器材に不足が生じたときは、所管する水防資器材・

車両を貸与する。 

(ｵ) 応援要請等 

市町村長（水防管理者）から水防活動に関して他都道府県の応援を要請された場

合は、必要に応じて他の地方公共団体に対する応援要請を「第４節 広域相互応援活

動」及び「第６節 自衛隊災害派遣活動計画」により行う。  

ウ【ダム・水門の管理者が実施する対策】 

(ｱ) 計画規模を超える洪水時に操作を行う場合は、速やかに下流域の被害を及ぼす可

能性のある範囲の水防管理者、その他関係機関へその状況を通報する。 

(ｲ) 施設に破損の危険が生じた場合等は、速やかに下流域の被害を及ぼす範囲の水防

管理者、その他関係機関へその状況を通報する。 

(ｳ) 洪水警戒時には予測降雨量等の情報を収集し、事前放流等の必要な措置をとるも

のとする。 
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第９節 要配慮者に対する応急活動 

 

第１ 基本方針 

災害時には、要配慮者とりわけ避難行動要支援者は、自力での避難等が困難であり、被災する

可能性が高いことから、県、市町村及び医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自

主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者とりわけ避難行動要支援者の態様に十分配慮した応急

活動を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 要配慮者について、地域住民、自主防災組織等の協力のもと、被災状況の把握、避難誘導、

要配慮者に配慮した避難所での生活環境の整備及び応急仮設住宅への収容等を行う。また、

要配慮者が利用する医療機関、社会福祉施設等の施設機能の早期回復を図る。 

２ 介護用品、育児用品等要配慮者の生活維持のため必要な物資を調達・確保し、ニーズに応

じて供給・分配を行う。 

３ 要配慮者のニーズを的確に把握し、迅速に必要な対策を講じるため、避難所等に相談窓口

を設置するとともに、必要な人員の確保に努める。 

４ 災害発生時において、応援をする場合及び応援を受ける場合に、円滑かつ効果的な対応が

とれる体制を確立する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 避難受入れ活動 

(1) 基本方針 

市、県、及び関係機関は相互に連携し、迅速かつ適切に要配慮者の応急対策を講じる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（健康福祉部、総務部） 

(ｱ) 高齢者等避難・避難指示をはじめとする災害情報の周知 

要配慮者の態様に応じ、防災行政無線をはじめとして、コミュニティ放送、ケー

ブルテレビ、有線放送、電子メール等のほか、地域住民の協力による伝達など多様

な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝

達を適時に行うとともに、災害の状況によっては協定に基づき、臨時災害放送局の

開設を行う。 

(ｲ) 避難行動要支援者の避難支援及び安否確認 

市は、避難行動要支援者の避難支援等に係る関係者と連携し、避難行動要支援者

に関する避難支援計画等に基づき、関係者に予め提供した名簿に掲載した避難行動

要支援者の避難支援を行う。 

なお、災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要

支援者名簿及び個別避難計画を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支

援や迅速な安否確認が行われるように努める。 
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なお、避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、必要に応じて避難支援等を

行う。 

(ｳ) 避難所での生活環境整備等 

災害時に通常の避難所では生活が困難な要配慮者を応急的に受け入れるため、施設・

設備や人員体制の整った福祉避難所、あるいは通常の避難所の一部を仕切った福祉避難

室を必要に応じて設置する。また、要配慮者の態様に応じ、次の支援を行う。 

ａ 避難所における設備の整備 

段差解消やスロープ・身体障がい者用のトイレの設置等を必要に応じて行う。 

ｂ 避難所における物資の確保及び提供 

車椅子等の補装具、医薬品、介護用品、介護機器、ポータブルトイレを始めとする日

常生活用品等について迅速に確保し、必要性の高い要配慮者から優先的に支給・貸与等

を行う。 

ｃ 避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 

福祉避難所（室）及び要配慮者が生活する避難所には、保健師や介護支援専門員等を

配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、医師、

看護師、保健師、介護職員、心理カウンセラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に

応じて迅速に行う。職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を

徹底するものとする。 

ｄ 外国籍市民や外国人旅行者等の支援体制の確立 

外国籍市民や外国人旅行者に対して多言語による情報提供や避難所への巡回による

支援などを行うため、必要に応じて災害多言語センターの設置を行う。 

ｅ 情報提供体制の確立 

避難所等で避難生活を送る要配慮者に対して、被災状況や生活に必要な各種情報を

提供するため、大画面のテレビ、インターネットの端末、ファクシミリ、ホワイトボ

ード等を状況に応じて設置するとともに、手話・外国語通訳者等を配置する。 

(ｴ) 在宅者対策 

災害発生後、避難所に避難しないで自宅等で過ごす要配慮者に対し、民生委員、

地域住民、自主防災会等の協力により、要配慮者の態様に応じ、在宅訪問により次

の支援を行う。 

ａ 在宅者の訪問の実施 

要配慮者に対し、民生委員、地域住民、自主防災会等の協力のもと定期的訪問す

る体制を確立する。 

ｂ 物資の確保及び提供 

必要に応じ日常生活に必要となる物資等を提供する。 

ｃ 相談体制の整備 

在宅の要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、要配慮者の態様に応じた助

言と支援を行う。 
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ｄ 情報提供体制の確立 

災害状況や生活に必要な各種情報を要配慮者の対応に応じた手段により提供す

る。 

(ｵ) 応急仮設住宅等の確保 

要配慮者向けの応急仮設住宅を、県と連携して必要数設置するとともに、必要性

の高い要配慮者から優先的に入居を進める。 

イ【県が実施する対策】 (危機管理部、県民文化部、健康福祉部、建設部) 

(ｱ) 避難所での生活環境整備 

要配慮者の避難所での生活環境を整備するため、市町村からの要請に基づき、必

要な支援を行うとともに、市町村のみでの対応が困難な場合においては、自ら要配

慮者のニーズの把握に努め、市町村と連携して必要な人員や物資の確保及び提供等

を行う。なお、外国籍県民や外国人旅行者の避難所での生活環境整備については必

要に応じて市の対策を支援する。 

(ｲ) 県立病院等における緊急受入等の実施 

県立の病院、社会福祉施設、特別支援学校等においては、市町村等からの要請があった場

合、要配慮者の緊急受入れ等について、当該病院・社会福祉施設・特別支援学校等の利用者

の生活に支障が生じない範囲で、積極的に協力するものとする。 

(ｳ) 介護職員等の派遣体制の確保 

社会福祉事業者等の管理者に対して災害時に派遣可能な職員数の登録を要請すること

などにより介護職員等の派遣体制の整備に努めるものとする。 

(ｴ) 応急仮設住宅等の確保 

要配慮者向けの応急仮設住宅を、市町村と連携して必要数設置するとともに、必要性の高

い要配慮者から優先的に入居を進めるものとする。 

(ｵ) 災害派遣福祉チームの派遣 

市町村からの支援要請により、又は必要があると認められるときは、災害派遣福祉

チームの派遣を要請する。 

ウ【関係機関等が実施する対策】 

(ｱ) 避難行動要支援者の避難支援及び安否確認 

避難行動要支援者の避難支援等に携わる者として定められた消防機関、警察機関、民生委

員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等関係者は、避難行動要支援者に関する避難

支援計画等に基づき、市から予め提供された名簿に掲載した避難行動要支援者の避難支援を

行うこととする。なお、災害時において市から予め提供された名簿に掲載されていない避難

行動要支援者の名簿提供があり、避難支援について協力の依頼があった場合は、可能な範囲

で避難支援を行うよう努めるものとする。 

(ｲ) 医療機関・社会福祉施設等における受入の推進 

福祉避難所(室)や要配慮者が生活する避難所への介護職員等の派遣や介護機器の貸与及

び医療機関・社会福祉施設等への緊急受入れ等について、市町村から要請があった場合、当

該医療機関・社会福祉施設等の利用者の生活に支障が生じない範囲で、積極的に協力する。 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第９節 要配慮者に対する応急活動 

 

H-3-9-4 

(ｳ) 医療機関・社会福祉施設等の復旧 

医療機関や社会福祉施設等要配慮者が利用する施設については、ライフライン等の施設機

能を早期に回復させる。 

 

２ 広域相互応援体制の確立 

(1) 基本方針 

広域にわたる大規模災害が発生した場合や医療機関・社会福祉施設等が被災し、避難所や他

の施設へ一時的・応急的に避難が必要な場合などにおいては、要配慮者の移送、収容等が集中

的に必要になることが考えられる。このような場合、市町村の区域を越えた広域的な応援体制

により、関係機関が連携して、迅速かつ適切な避難収容活動を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】 

要配慮者の救助・避難支援、避難所生活等に関し、市の区域を超えて応援が必要となった

場合は、必要となる人員、資機材及び避難所等を確認のうえ、県、他市町村及び関係機関に

応援要請を行うとともに、他市町村等から応援要請があった場合、可能な限り協力する。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

県は、要配慮者の救助・避難支援、避難所生活等に関し、市町村から応援要請があっ

た場合、人員、資機材及び避難所等について広域的な調整を行うものとする。 

ウ【関係機関等が実施する活動】 

医療機関・社会福祉施設等及び関係機関は、県・市町村等から要配慮者の救助・避難支

援、避難所生活等に関する人員、資機材及び避難所等の要請があった場合、当該医療機関・

社会福祉施設等の利用者の生活に支障が生じない範囲で、積極的に協力するよう努めるもの

とする。 
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第１０節 緊急輸送活動  

 

第１ 基本方針 

大規模災害時の救助活動、救急搬送、消火活動、緊急輸送活動、応急復旧活動等を迅速、的確

に実施するために、陸上交通網の確保はもちろん、航空機の活用を含む、総合的な輸送を確保す

る。 

また、緊急輸送活動にあたっては、被害の状況、緊急度、重要度によって判断し、①人命の安

全、②被害の拡大防止、③災害応急対策の円滑な実施に配慮して推進するものとし、原則として

次の優先順位をもって実施する。  

 

第１段階の活動  第２段階の活動  第３段階の活動  

・人命救助  

・火災等の災害拡大防止  

・ライフライン復旧  

・交通規制  

・（第１段階の続行）  

・食料、水、燃料等の輸送  

・被災者の救出搬送  

・応急復旧  

・（第１・２段階の続行） 

・災害復旧  

・生活必需物資の輸送  

 

なお、県は、基本的に物資の輸送は市町村からの要請に基づき行われるが、市町村からの要請

を待ついとまがないと認められるときは、要請を待たず、被災市町村に対する物資を確保し、輸

送する。 

 

第２ 主な活動 

１ 緊急輸送全般の調整は、必要により災害対策本部が行う。 

２ 被災状況をただちに調査し、県警察の定める規制計画に基づく交通規制を実施して緊急交通路

を確保する。 

３ 県及び県警察を窓口として、応急復旧等に従事する緊急通行車両等の確認事務を行う。 

４ 主要道路を優先した応急復旧活動を行うとともに、農道、林道等の迂回路確保にも配慮する。 

５ 輸送関係機関の協力により輸送車両を確保するとともに、効率的なヘリコプターの運用に配意

する。 

６ 支援物資の集積と各指定避難所への配送を円滑に実施するため、輸送拠点を指定して運用する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 緊急輸送の調整 

(1) 基本方針 

交通の確保は、災害応急対策の成否に係わる重要な課題であり、かつ、総合的な調整を必

要とするものであるため、各機関と協議のうえ、災害対策本部が必要な調整を行う。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する対策】（都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 道路管理者に対し、道路の被災状況及び復旧見込み等に関する報告を求める。 

(ｲ) 関係機関等に対し、交通規制、応急復旧、交通手段確保等に関する必要な要請、依

頼等の調整を行う。 

 

２ 緊急交通路確保のための交通規制 

(1) 基本方針 

県公安委員会は、大規模な地震による災害が発生した場合のみならず、災害がまさに発生

しようとしている場合において、応急対策活動のため緊急交通路を確保する必要があるとき

は、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限し、緊急通行車両の通行を確保するため

の交通規制を実施する。 

この場合、原則として、あらかじめ定めた「緊急交通路指定予定路線」から、被災の範囲

や被災状況に応じて緊急交通路として指定し、広域、外周、被災地域の段階的交通規制によ

り、緊急通行車両の通行を確保するものとし、被災直後は、被災地域における被災者の救助

等の緊急車両の通行を最優先とした区域交通規制を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（警察本部） 

(ｱ) 災害時は、緊急交通路確保のため、警察、道路管理者等が協力し、速やかに道路、橋

梁、交通状況、信号機の作動状況等を把握し、道路の通行可否判断をする。 

(ｲ) 県公安委員会は、危険防止又は災害の拡大防止を図るとともに、緊急輸送を確保する

ため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うものとする。この場合に

おいて、被災地への流入車両等を抑制する必要がある場合には、被災地域周辺の都道府

県警察の協力により、周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施するものとする。また、

交通規制を円滑に行うため、必要にお応じて応援協定等に基づき、協力要請するものと

する。さらに、情報板、信号機等の交通管制施設も活用するものとする。 

(ｳ) 県公安委員会は、県内又は隣接県において災害が発生して緊急交通路を確保する必要

があると認める場合は、災害対策基本法第７６条の規定に基づき、被災地域の範囲を区

域とし、あるいは通行可能な緊急規制対象道路の区間を緊急交通路として指定し、緊急

通行車両等以外の車両以外の車両の通行を禁止又は制限する。 

(ｴ) 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要がある時は、

災害対策基本法第76条の4の規定に基づき、道路管理者に対し、緊急通行車両の通行を

確保するための区間の指定、放置者Ｙ朗や立ち往生車両等の移動等について要請する。 

(ｵ) 道路管理者である市町村に対し、必要に応じて、緊急痛苦車両の通行を確保するため

区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動等について広域的な面力指示を行う。(建

設部) 
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(ｶ) 交通規制課は隣接県からの車両流入防止のため、隣接県との事前協定に基づいて関係

隣接県警察の交通規制を要請する。 

(ｷ) 高速道路交通警察隊長及び警察署長は、地震発生後直ちに、警察本部長が定める長野

県大震災警備要綱に基づき、交通規制対象交差点及び交通検問所等に警察官を配置し、

次の交通規制を実施する。 

ａ 被災地域内の一般車両通行禁止の交通規制 

ｂ 被災地域外周の地域緊急規制対象道路における被災地域への流入禁止の交通規制  

ｃ 高速道路における一般車両の被災地方面への流入禁止規制とインターチェンジにお

ける必要な制限等 

(ｸ) 交通規制等に当たって必要がある場合は、あらかじめ締結した協定に基づき、（一社）

長野県警備業協会に協力を求める。 

イ【警察管、自衛官及び消防吏員の措置命令等】 

(ｱ) 警察官は、緊急通行車両等の通行確保のため、緊急通行車両等の通行の妨げとなる放

置車両や立ち往生車両等他の物件（以下[物件等]という）の移動、破損等の措置命令又

は強制措置をとる。 

(ｲ) 警察官がその場にいない場合に限り、自衛官及び消防吏員は、（ア）の措置をとるも

のとする。 

ウ【道路管理者による措置命令等】 

道路管理者等は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合は、緊急通行車両の通行を確

保するため緊急の必要のある時は、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運転者がい

ない場合等においては、道路管理者等は、自ら車両の移動等を行う。 

 

３ 緊急交通路確保のための応急復旧 

(1) 基本方針 

県警察が行う緊急交通路確保計画と整合しながら、第１次確保路線から順次応急復旧を推

進するものとし、第１次確保路線復旧が困難な場合は第２次確保路線、第２次確保路線が困

難な場合は指定路線以外の道路を緊急交通路として確保する。 

また、応急復旧にあたっては各機関が連絡協議し、優先順位をもって、できる限り早期の

緊急交通路確保に留意する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) この計画に定める緊急交通路から先の輸送拠点までの取付け道路や、各避難所まで

の連絡道路等を確保するため、応急の復旧工事を推進する。 

(ｲ) 緊急交通路が使用不能となった場合は、市道、林道、農道等指定道路に代わるべき

道路について確保するものとし、この場合、必要に応じて県等の関係機関に対して応
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援を要請する。 

(ｳ) 被害状況を的確に把握し、輸送ルートを決定する。 

(ｴ) 各道路管理者との連絡調整を密に行う。 

(ｵ) 建設業協会に応急対策の協力を依頼する。 

イ 【県が実施する計画】 

(ｱ) 県管理道路の緊急交通路確保のため、警察、消防、地元市町村等と連携をとり、必

要な交通規制を実施する。（建設部） 

(ｲ) 県は、応急対策を実施するための緊急交通路を確保するため、県管理道路の機能確

保を図る。また、県管理道路以外の道路についても、当該道路管理者の要請に基づき、

可能な範囲で応援する。なお、県管理道路の応急復旧対策について応援を必要とする

ときは、関係機関に応援を要請する。（建設部） 

(ｳ) 具体的な復旧作業については、建設業協会等との間に締結した協定に基づき、応急

復旧を実施する。また、復旧状況については、速やかに県災害対策本部に報告又は通

報する。（建設部） 

(ｴ) 豪雪による道路障害が発生する可能性がある場合は、あらかじめ定める緊急確保路

線計画に基づき、迅速な体制整備による除雪対策を推進する。(建設部) 

(ｵ) あらかじめ指定した緊急交通路が被災して通行不能の場合は、活用できる林道につ

いて、林道管理者の要請に基づき、被害状況、二次災害の危険性、応急工事の内容等

を速やかに調査し、林道管理者に取るべき措置を指導する。 （林務部） 

(ｶ) あらかじめ指定した緊急交通路が被災して通行不能の場合は、広域農道を始めとし

た基幹農道等について関係者と協議し、市町村が行う復旧作業を支援する。 （農政部） 

(ｷ) 信号機の倒壊や故障が発生した場合、信号機施行業者との連携による緊急補修や移

動式信号機の設置を行うとともに、滅灯信号機については可搬式発動発電機により速

やかな電源確保を行う。 （警察本部） 

(ｸ) 道路標識の倒壊や損壊に対しては、重要な標識から優先して、補修や移動式標識の

設置による応急対策を実施する。 （警察本部） 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 直轄国道について、ただちに被災状況を把握するとともに、被災箇所については速

やかに応急復旧を行う。 （地方整備局） 

(ｲ) 高速道路は、隣接県等との輸送確保上、最も重要な幹線道路であることから、状況

をただちに把握するとともに、建設業各団体等に対して協力を求め、速やかな応急復

旧を行う。（東日本高速道路(株)、中日本高速道路㈱） 

(ｳ) 豪雪災害時は、各機関が管理する道路についてあらかじめ定める計画に基づき、除

雪対策を推進するものとする。 

(ｴ) 国有林林道の被災状況の早急な把握に努めるとともに、緊急交通路の使用不能等に
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より市、県の要請に基づき、代替路として利用する国有林林道の速やかな応急復旧及

び安全通行の確保に努める。 （中部森林管理局） 

(ｵ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し、被災状況の

迅速な把握、被災地へのアクセス確保、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復

旧その他災害応急対策など、交通の確保に関して被災地方公共団体等が行う活動に対

する支援を実施するものとする。 

４ 緊急通行車両等確認事務 

(1) 基本方針 

災害応急対策を円滑・迅速に実施するためには、対策用車両が優先して通行できる交通規

制を速やかに実施することが重要であるが、その前提として、一般車両と応急対策用車両を

区別するために、緊急通行車両等であることの確認を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部、産業経済部、都市建設部） 

緊急通行車両等の事前届出を行った車両は届出済証を提出する。それ以外は、緊急通行

車両確認申請書を提出し、確認標章及び証明書の交付を受ける。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部、警察本部） 

(ｱ) 確認事務手続 

緊急通行車両等の確認事務は、県（知事）及び県警察（公安委員会）において行う。 

(ｲ) 事前届出車両の取扱い 

「緊急通行車両等事前届出済証」「規制除外車両事前届出済証」を所有している車両

に対する手続は、県及び県警察（警察本部交通規制課、警察署、検問所等）において行

う。 

５ 輸送手段の確保 

(1) 基本方針 

災害時の輸送は、緊急にして大量な輸送手段を必要とすることから、輸送関係各機関の協

力のもと、迅速な輸送力確保と円滑な輸送を推進する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部、都市建設部） 

(ｱ) 自ら輸送力の確保に努めるものとし、自ら調達することが不可能な場合やヘリコプ

ターを必要とするときは、ただちに県に対して調達を要請する。要請に際しては、輸

送物資等の内容、数量、出発地、到着地等について、できる限り詳細を連絡する。 

(ｲ) 道路輸送、鉄道輸送、空輸等それぞれの方法において、的確な輸送ができるよう関

係機関と連絡調整するとともに協定を結んでおく。 
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イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 市からの要請に基づき、ヘリコプターの迅速な運用を図るものとする。この場合、

輸送物資等の内容、数量、輸送場所、ヘリポートの位置、天候等に関する事項をでき

る限り詳細に連絡するものとする。（危機管理部） 

(ｲ) 市からの要請に基づき、北陸信越運輸局長野運輸支局を窓口として、各輸送関係機

関に対して協力を要請するものとする。（危機管理部） 

(ｳ) 市からの要請に基づき、ＪＲ各社に対して協力を要請するものとする。（危機管理

部） 

(ｴ) 被災市町村からの要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たず、被

災市町村に対する物資を確保し、輸送するものとする。（危機管理部） 

(ｵ) 県庁内各部局と連絡調整し、それぞれが管理する車両の中から、長野県災害対策本

部員の活動に要する車両を確保するものとする。 （総務部） 

(ｶ) 緊急輸送を実施するため必要に応じて（公社）長野県トラック協会に対して「緊急

救護輸送に関する協定書」に基づき応援を要請するものとする。（危機管理部） 

(ｷ) 緊急輸送を実施するため必要に応じて赤帽長野県軽自動車運送協同組合に対して

「災害時における食糧、生活必需品等の輸送協力に関する協定」に基づき応援を要請

するものとする。（危機管理部） 

(ｸ) 長野県石油商業組合に対して「災害時における石油類燃料の供給等に関する協定」

に基づき、緊急車両への優先給油を要請するものとする。（危機管理部、産業労働部） 

ウ【関係機関が実施する対策】（自衛隊、北陸信越運輸局、（公社）長野県トラック協会、

（公社）長野県バス協会、（一社）長野県タクシー協会、赤帽長野県軽自動車運送協同組

合、長野県倉庫協会） 

(ｱ) ヘリコプター運航機関は、要請に基づいてただちに出動の準備をするとともに、地

上の支援体制等について必要な措置を依頼するものとする。 （自衛隊等） 

(ｲ) 緊急車両調達に関する要請があった場合は、直ちに関係機関に対して協力を求める

ものとする。（北陸信越運輸局） 

(ｳ) 緊急輸送が円滑に実施されるよう、交通輸送機関の現状把握に努めるとともに、必

要に応じ、輸送分担、連絡輸送等の調整、輸送命令、不急輸送の停止及び制限を行う

ものとする。（北陸信越運輸局） 

(ｴ) （公社）長野県トラック協会は、県等からの要請に基づき、次の事項を実施するも

のとする。 

ａ 道路運送法第８４条の輸送命令又は出動要請があった場合は、速やかに県トラック

協会内に災害対策本部を設置し、緊急救援物資輸送体制を確立する。 

ｂ 県下７地区において（北信、上小、佐久、諏訪、上伊那、下伊那、中信）において

緊急輸送出動体制を組み、要請に基づき、緊急救援物資輸送隊を編成して出動する。 
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ｃ 輸送にあたっては、積み下ろしのための人員等について、要請機関と密接に連携す

る。 

ｄ 広域的な災害については、（公社）全日本トラック協会、各県トラック協会、（一

社）全国霊柩車自動車協会との連携により対応する。 

(ｵ) 北陸信越運輸局から要請を受けた（社）長野県バス協会は、特別な理由がない限り、

通常業務に優先してこれに応えるものとする。 

(ｶ) 北陸信越運輸局から要請を受けた（一社）長野県タクシー協会は、特別な理由がな

い限り、通常業務に優先してこれに応えるものとする。 

(ｷ) 赤帽長野県軽自動車運送協同組合は、県等からの要請に基づき、協定に定められた

食糧、生活必需 品等の輸送協力を実施するものとする。 

(ｸ) （公社）長野県トラック協会、赤帽長野県軽自動車運送協同組合、長野県倉庫協会

は、県等からの要請に基づき、長野県災害対策本部室「物資調整担当」において物資

輸送に関する調整をおこなうものとする。 

 

６ 輸送拠点の確保 

(1) 基本方針 

緊急輸送が円滑に推進されるためには、受け入れた物資を拠点にいったん集積し、各避難

所ごとに分類して発送することが効率的である。ヘリコプターによる輸送も考慮し、陸上と

航空の輸送が一元的に推進できる拠点を設定する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、教育委員会、都市建設部） 

(ｱ) 救援物資輸送拠点及びヘリポート 

拠点施設 名 称 住 所 

物資輸送拠点 茅野市運動公園体育館 玉川５００番地 

ヘリポート 茅野市運動公園陸上競技場 玉川５００番地 

(ｲ) 輸送拠点の運営にあたっては、県及び近隣市町村と綿密に連携する。 

(ｳ) 各避難所での必要物資については、輸送拠点と連携を密にする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 各市町村が定める輸送拠点内から、被災状況に応じて必要な輸送拠点を指定し、関

係各機関に徹底する。指定にあたっては、被災市町村における応急対策のための業務

量を考慮し、関係市町村と協議のうえ、原則としてその外周市町村を指定するものと

する。（危機管理部） 

(ｲ) 警察署及び各市町村と協議の上、緊急交通路との連絡道路について、交通規制を実

施するものとする。 （警察本部） 

ウ 【関係機関が実施する対策】 
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(ｱ) 長野県倉庫協会は、県等からの要請に基づき、協定に定められた食料、生活必需品

等の保管等の倉庫による保管協力を実施するものとする。 
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第１１節 障害物の処理活動 

 

第１ 基本方針 

発災後は、直ちに復旧作業、救援活動を開始することから、これら活動を阻害する道

路上の放置車両、被災車両及び倒壊物件などによる交通障害を直ちに除去し、作業車両、

救援車両の交通路を優先して確保しなければならない。 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、先遣隊等を派

遣して障害情報を早期に収集し、障害物除去に対処することが必要である。また、障害

物の集積、処分にあたっては、その集積場所の確保に加え、複雑な権利関係をも考慮に

入れた、速やかな物件の集積、処分ができるよう措置する必要がある。 

 

第２ 主な活動 

１ 障害物の除去処理については、関係機関との連携のもと、原則として、障害となる物

件の所有者又は管理者が行う。 

２ 除去障害物の集積、処分方法については、原則として除去障害物の所有者又は管理者

が集積場所の事前選定と速やかな処分を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 障害物除去処理 

(1) 基本方針 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、復旧作業車

両、救援車両の交通路を優先して確保するため、障害物の権利関係に留意しつつ、緊

急輸送路上の放置車両、被災車両及び倒壊物件等の交通障害物を直ちに除去する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部、産業経済部、総務部） 

(ｱ) 障害物の除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配

慮して行う。 

(ｲ) 応援協力体制 

ａ 市に所在する各機関等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて

適切な措置を講じるものとする。 

ｂ 市での実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請する。 

イ【県が実施する対策】（各部局） 

(ｱ) 実施機関 

ａ 県管理の道路施設上の障害物の除去は、建設部が警察本部等関係部局の協

力を得て行う。 

ｂ その他の施設、敷地内の障害物の除去は、その所有者又は管理者が行う。 

(ｲ) 障害物除去の方法 
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ａ 自らの組織、労力、機械器具を用い又は建設業者等の協力を得て、速やか

に行う。 

ｂ 除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して

行う。 

ｃ 緊急交通路の障害物を確認するため、発災と同時に当該緊急交通路を通行

止めとする。（警察本部） 

ｄ 交通障害の早期把握のため、先遣隊を派遣する。 （警察本部） 

ｅ 障害物の除去のため、レッカー車、クレーン車による出動要請を行う。（警

察本部） 

ｆ 障害物排除用車両誘導のため、パトカー等による誘導を行う。（警察本部） 

ｇ 障害物件除去のため、放置物件等を保管場所へ移送、保管する。（警察本

部） 

h 県管理の道路上で、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通

行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の

移動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、自ら車両の移動等を

行う。(建設部) 

(ｳ) 必要な資機材等の整備 

ａ 資機材及び要員の調達、提供については、建設業協会等との協定に基づき、

資機材等を確保する。 

ｂ 建設業協会等との協定に基づき調達された資機材等の集積場所又は要員の

集合場所は、除去作業現場とする。 

(ｴ) 応援協力体制 

ａ 緊急輸送路として確保すべき農林道上の障害物については、速やかに除去さ

れるよう市町村を支援する。 （農政部、林務部） 

ｂ 市町村等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて適切な措置を講

ずる。 

ウ【関係機関が実施する対策】（各機関） 

(ｱ) 実施機関 

自己の所有又は管理する障害物（工作物を含む。）の除去は、その者が行う。 

(ｲ) 障害物除去の方法 

除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないように配慮して

行う。 

(ｳ) 必要な資機材等の整備 

障害物の除去範囲及び多寡により、それぞれ対策を立てる。 

(ｴ) 応援協力体制 

ａ 各機関限りで実施困難のときは、市長に応援協力を要請する。 

ｂ 市等から応援協力要請があったときは、必要に応じて適切な措置を講ずる。
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２ 除去障害物の集積、処分方法 

(1) 基本方針 

障害物の集積、処分は、その障害物の所有者又は管理者が行うものであるが、一

時的に多量に出る障害物が二次災害の原因となるなどの事後支障を生じさせないた

め、集積場所の確保、障害物の権利関係を事前又は発災後直ちに確認し、速やかな

物件の集積、処分を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部、産業経済部、市民環境部） 

(ｱ) 障害物の集積、処分は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう

配慮して行う。 

(ｲ) 応援協力体制 

ａ 市に所在する各関係機関等から集積、処分について応援、協力要請があっ

たときは、必要に応じて適切な措置を講ずる。 

ｂ 市のみでの実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請する。 

イ【県が実施する対策】（各部局） 

(ｱ) 実施計画 

ａ 県管理の道路施設上の障害物に係る集積は建設部が行い、処分は環境部等

関係部局の協力を得て、その所有者又は管理者が行う。 

ｂ その他の施設、敷地内の障害物の集積、処分は、その所有者又は管理者が

行う。 

(ｲ) 障害物の集積、除去の方法 

ａ 自らの組織、労力、機械器具を用い又は建設業者等の協力を得て、速やか

に行う。 

ｂ 集積、処分は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮し

て行う。 

ｃ 放置車両、被災車両等放置物件は、保管場所へ移送、保管する。（警察本

部） 

(ｳ) 必要な資機材等の整備 

ａ 資機材及び要員の調達、提供については、建設業協会等との協定に基づき、

資機材等を確保する。 

ｂ 建設業協会等との協定に基づき調達された資機材の集積場所又は要員の集

合場所は、集積又は処分作業現場とする。 

(ｴ) 障害物の集積場所 

それぞれの実施者において判断するものとするが、おおむね次の場所に保管

又は処分するものとし、用地管理者等と協議し、あらかじめ選定した場所とす

る。なお、災害の状況によっては、河川敷、緑地帯等を一時使用する。 

ａ 保管するものについては、その保管する障害物に対応する適当な場所 

ｂ 処分するものについては、実施者の管理する遊休地及び空地その他処分に
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適当な場所 

ｃ 障害物が二次災害の原因にならないような場所 

ｄ 広域避難地として指定された場所以外の場所 

(ｵ) 応援協力体制 

市町村等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて適切な措置を講

じる。 

ウ【関係機関が実施する対策】（各機関） 

(ｱ) 実施機関 

各機関の施設、敷地内の障害物に係る集積、処分は、その所有者又は管理者

が行うものとする。 

(ｲ) 障害物の集積、処分の方法 

ａ 自らの組織、労力、機械器具を用い又は建設業者等の協力を得て、速やか

に行うものとする。 

ｂ 集積、処分は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮し

て行うものとする。 

(ｳ) 必要な資機材等の整備 

障害物の多寡により、それぞれ対策を立てるものとする。 

(ｴ) 障害物の集積場所 

それぞれの実施者において判断するものとするが、おおむね次の場所に保管

又は処分するものとし、用地管理者等と協議し、あらかじめ選定した場所とす

る。 

ａ 保管するものについては、その保管する障害物に対応する適当な場所 

ｂ 処分するものについては、実施者の管理する遊休地及び空地その他処分に

適当な場所 

ｃ 障害物が二次災害の原因にならないような場所 

ｄ 広域避難地として指定された場所以外の場所 

(ｵ) 応援協力体制 

ａ 各機関限りで実施困難のときは、市町村長に応援協力を要請するものとする。 

ｂ 市町村等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて適切な措置を

講じるものとする。  
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第１２節 避難受入及び情報提供活動 

 

第１ 基本方針 

風水害発生時においては、浸水、建築物の破損、崖崩れ等が予想され、地域住民の身体、

生命に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係わる的確な応急対策は第１次的実施

責任者である市長が中心に計画作成をしておく。その際、要配慮者についても十分考慮する。 

特に、県内には、多くの要配慮者利用施設が土砂災害危険箇所内に所在しているため、避

難情報の伝達や、警戒区域の設定並びに避難誘導の実施にあたっては、これらの施設に十分

配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第２ 主な活動 

１ 避難指示等を発令する際は適切に避難情報を発令し、速やかにその内容を市民に周知する。 

２ 必要に応じて、警戒区域の設定を行う。 

３ 避難誘導にあたっては、要配慮者に配慮し、誘導員は的確な指示を行う。 

４ 市は避難者のために指定避難所を開設し、良好な避難生活を確保する。 

５ 市及び県は、広域的な避難が必要な場合は、速やかな避難の実施に努める。 

６ 市及び県は、速やかに住宅の確保等を行う。 

７ 市、県及び関係機関は、被災者等への的確な情報伝達を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

(1) 基本方針 

風水害からの人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要と認められる場合

には、住民に対し状況に応じて避難指示等を発令し伝達する。避難指示等を発令する者は、

関係機関相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な協力を得て、災害情報の迅

速かつ的確な収集に努めるとともに、避難指示等を発令した場合は、速やかにその内容を
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住民に周知するものとする。 

その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、危険が近づいたことなどが誰にでも理解で

きる内容で伝えることを心がける。 

また、避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報を警戒レベルとの関係が明確にな

るよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促す。 

(2) 実施計画 

ア 実施事項及び実施機関 

(ｱ) 避難に関する実施事項及び実施する機関は以下のとおり。 

実施事項 機関等 根 拠 対象災害 

避難指示 

市町村長 災害対策基本法第60条 災害全般 

水防管理者 水防法第29条 洪水 

知事又はその命を受

けた職員 

水防法第29条 

地すべり等防止法第25条 

洪水及び地すべ

り災害全般 

警察官 
災害対策基本法第61条 

警察官職務執行法第４条 
災害全般 

自衛官 自衛隊法第94条 〃 

指定避難所の

開設、受入れ 
市町村長 災害対策基本法第60条 〃 

(ｲ) 知事は、災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなく

なったときは、前表における市長の事務を、市長に代わって行う。 

(ｳ) 県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、市から求めがあった場合には、その

所掌事務に関し、避難指示の対象地域、発令及び解除の判断時期等について助言す

るものとする。また、県は時機を失することなく避難指示等が発令されるよう、市

町村に積極的に助言するものとする。さらに、市は、避難指示等の発令に当たり、

必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等も活用し、適切に

判断を行うものとする。 

 

イ 高齢者等避難、避難指示の意味 

○「高齢者等避難」 

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、一般市民に対して避難の準備を呼び

かけ、避難行動に時間を要する高齢者や要配慮者及びその支援にあたる人には避難行

動の開始を呼びかける行為をいう。  

○「避難指示」 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときに発せら

れ、住民を避難のため立ち退きを指示することをいう。 

ウ 避難指示、高齢者等避難及び報告、通知等 

(ｱ) 市長（本部長）及び消防機関の長の行う措置 
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ａ 避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防

止するため、特に必要があると認めるときは、次の地域の居住者、滞在者その他

の者に対し、避難方向または指定緊急避難場所を示し、早期に避難指示を行うも

のとする。なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な

場合等やむを得ないときは、屋内の二階以上の場所への待避等の確保措置をとる

よう、地域の居住者等に対し指示するものとする。 

なお、災害の危険性が高まり、避難指示の対象地域、発令及び解除の判断時期

等について必要があると認められる場合は、県、指定行政機関及び指定地方行政

機関に速やかに助言を求めるものとする。 

(a) 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警報が発表され、避

難を要すると判断される地域 

(b) 長野地方気象台から豪雨、台風等に関する気象警報が発表され、避難を要す

ると判断される地域 

(c) 県・長野地方気象台から共同で土砂災害警戒情報が発表され、避難を要する

と判断される地域（土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所等） 

(d) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫警戒情報、氾濫危

険情報、氾濫発生情報）が発表され、避難を要すると判断される地域 

(e) 関係機関から豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要すると判断さ

れた地域 

(f) 河川が氾濫注意水位・避難判断水位を突破し、洪水の恐れがある地域 

(g) 上流の地域が水害を受けた河川で、危険がある下流の地域 

(h) 地すべりにより著しい危険が切迫している地域 

(i) 火災が随所に発生し、炎上火災の危険があり人的災害が予測される地域 

(j) 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

(k) 避難路の断たれる危険のある地域 

(l) 爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

(m) 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被害が予

想される地域 

ｂ 高齢者等避難 

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要配慮者等、特に避難行動に時

間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階、または今後の状況によ

り早めの避難が必要と判断される状況で特に必要があると認めるときは、上記ａ

の地域の居住者、滞在者その他の者に対し、高齢者等避難を伝達するものとする。 

ｃ 報告（災害対策基本法第60条等）   

                    （報告）                         （報告） 

  市   長   ────→ 諏訪地域振興局長経由 ────→    知    事 
 

 
       （報告様式は、本章第１節「災害情報の収集・連絡活動」参照）  
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  ※避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、知事に報告する。 

(ｲ) 水防管理者の行う措置 

ａ 指示（水防法第２９条） 

水防管理者は、洪水の氾濫等により危険が切迫していると認めたときは、その

地域の居住者に対し、避難のための立ち退きを指示する。 

ｂ 通知等（水防法第２９条） 

 水防管理者（市長）  ──→   (通知） ──→    茅野警察署長 
 

 
(ｳ) 知事又はその命を受けた職員の行う措置 

ａ 洪水のための指示  （水防法第２９条） 

水防管理者の指示に同じ 

ｂ 地すべりのための指示  （地すべり防止法第２５条） 

地すべりにより危険が切迫していると認めたときは、その地域内の居住者に対

し、避難の立ち退きを指示する。 

ｃ  通知 

  知事又はその命を受けた職員 ───→(通知)─--→   茅野警察署長 
 

 
(ｴ) 警察官の行う措置 

ａ 指示 

二次災害等の危険場所等を把握するため、各警察署に調査班を編成し、住宅地

域を中心に区域を定めて調査を実施する。把握した二次災害危険場所等について

は、市災害対策本部に伝達し、避難指示等の発令を促す。 

さらに、的確な避難の指示誘導を行うため、災害警備本部等が各現場における

避難の指示、誘導を一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確保する。 

(a) 市民の生命、身体の安全を最優先とした避難・誘導に努めること。 

(b) 市関係者と緊密な連絡体制を保持すること。 

(c) 市長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市長から要求のあった

ときは、警察官は災害対策基本法第６１条により、必要と認める地域の必要と

認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退き又は緊急安全

確保措置を指示する。この避難指示に従わない者に対する直接強制は認められ

ない。 

(d) 被害発生の危険が急迫した場合には、警察官職務執行法第４条に基づいて関

係者に警告を発し、または避難させる強制手段を講ずる。 

(e) 避難のための指示を行うにあたっては、関係機関と協力し、広報車等により、

避難の理由、指定緊急避難場所、避難路等を明確に指示し、迅速な周知徹底を

図る。 

(f) 被災地域、災害危険箇所等の現場の状況を把握したうえ、安全な避難経路を

選定し、避難場所へ避難誘導を行う。 

(g) 避難誘導にあたっては、高齢者及び障がい者等避難行動要支援者については

可能な限り車両等を活用して避難誘導を行うなど、その措置に十分配慮する。 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第１２節 避難収容及び情報提供活動 

 

H-3-12-5 

(h) 警察署に一次的に受け入れた避難住民については、市等の指定避難所の整備

が整った段階で当該施設に適切に誘導する。 

(i) 被留置者の避難等の措置につき、迅速に判断し、これを的確に実施する。 

ｂ  報告、通知 

(a) 上記ａ（ｃ）による場合（災害対策基本法第６１条） 

  警察官  ──→(報告)─→  市  長  ─→(報告) ─→   知  事 
 

 
（諏訪地域振興局長経由） 

(b) 上記ａ（ｄ）による場合（警察官職務執行法第４条）  

  警察官 ───→(順序を経て報告)─→   公安員会 
 

 
(ｵ) 自衛官の行う措置  （自衛隊法第８３条） 

ａ 避難等の措置 

自衛隊法第８３条により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察官がそ

の場にいない場合に限り「前記(エ)ａ警察官職務執行法第４条による措置」によ

る避難等の措置をとる。 

ｂ 報告（自衛隊法第９４条）  

 自 衛 官 ──→ (報告)   ──→    防衛大臣の指示するもの 
 

 
       │   

  └→ (通知)─→  市  長 ─→(報告）→ 諏訪地域振興局長経由 ─→  知  事 

エ 避難指示等の時期 

上記ウ(ｱ)ａ(a)～(i)に該当する地域で災害が発生すると予想され、住民の生命及び

身体を災害から保護するため必要とする場合に発する。 

なお、避難指示を解除する場合には、十分に安全性の確認に努める 

オ 避難指示や高齢者等避難の内容 

避難指示を行うに際して、次の事項を明確にする。また、高齢者等避難も同様とし避

難開始の伝達についても同様とする。 

(ｱ) 発令者 

(ｲ) 発令日時 

(ｳ) 避難情報の種類 

(ｴ) 対象地域及び対象者 

(ｵ) 緊急避難場所 

(ｶ) 避難の時期・時間 

(ｷ) 避難すべき理由 

(ｸ) 市民のとるべき行動や注意事項 

(ｹ) 避難の経路または通行できない経路 

(ｺ) 危険の度合い 

カ 市民への周知 

(ｱ) 避難指示、高齢者等避難を行った者は、速やかにその内容を市防災行政無線、広

報車等あらゆる広報手段を通じ又は直接市民に対し周知する。避難の必要がなくな
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った場合も同様とする。特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮し

た避難支援計画により、確実に伝達する。 

(ｲ) 市長以外の指示者は、市民と直接関係している市長と緊密な連絡を取り、周知徹

底を図る。 

(ｳ) 市長は、災害による危険区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせ

るため、警鐘、サイレン等による周知方法を定めておき、あらかじめ周知しておく。 

(ｴ) 避難のため立ち退くべき地域が広範囲であるとき、ラジオ、テレビ放送による周

知がより効果的であるとき、市長は、県に連絡し、ラジオ、テレビによる放送を要

請する。 

県は「災害時における放送要請に関する協定」に基づき放送機関に対して放送を

要請する。要請を受けた放送機関は危険区域の市民に周知徹底するため、放送時間、

放送回数等を考慮して放送する。 

(ｵ) 市及び県は、さまざまな環境下にある市民、要配慮者利用施設や地下街等の施設

管理者等及び地方 公共団体職員に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者

の協力を得つつ、市防災行政無線、Ｌアラート(災害情報共有システム)、広報車、

携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広

報手段を活用して、警報等の伝達手段の多重化・多様化に努める。 

(ｶ) 高齢者等避難、避難指示をはじめとする災害情報の周知のため、防災行政無線を

はじめとして、コミュニティ放送、ケーブルテレビ、有線放送、電子メール等のほ

か、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災

状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災害の状況によ

っては臨時災害放送局の開設を検討する。 

キ 避難行動要支援者の状況把握 及び避難支援 

市及び県は、災害発生後直ちに避難支援計画に基づき、民生・児童委員、自治会、消

防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健福祉サービスの要否

等について迅速かつ的確な把握に努める。 

また、必要に応じて、避難行動要支援者名簿を活用した避難行動要支援者の避難支援

を行う。 

ク 市有施設における避難活動 

災害発生時においては、浸水、火災、ガス管の破損等により、来庁者及び職員に被害

を及ぼすおそれがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その際、要配

慮者に十分配慮する。 

(ｱ) 施設の管理者は、災害時において在庁者に危険があると予測される場合又は在庁

者の生命及び身体を災害から保護するために必要な場合は避難の誘導を行う。 

(ｲ) 避難指示、高齢者等避難は、速やかに内容を庁内放送、消防団員等による伝令等

あらゆる広報手段を通じ周知を行う。 
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２ 警戒区域の設定 

(1) 基本方針 

災害が発生し又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険

を防止するため特に必要があると認めるときに警戒区域を設定する。 

(2) 実施計画 

ア 実施者 

(ｱ) 市長、市職員（災害対策基本法第６３条） 

(ｲ) 水防団長、水防団員、消防職員等（水防法第２１条） 

(ｳ) 消防吏員、消防団員（消防法第２８条） 

(ｴ) 警察官（上記法で各実施者が現場にいない場合、又は依頼された場合） 

(ｵ) 自衛隊法第８３条第２項の規定により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（災

害対策基本法第６３条第３項－市長又はその職権を行う者がその場にいない場合に

限る。）なお、県は、被災により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことが

不可能になった場合には、応急措置を実施するため市町村に充てられた権限の内、

警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入

を制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等

を一時使用し、又は土砂等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受け

た工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にあ

る者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一

部を、当該市町村に代わって行う。 

イ 警戒区域設定の内容 

警戒区域を設定するとは、必要な区域を定めてロープ等によりこれを明示し、その区

域への立入を制限、禁止、又はその区域から退去を命ずることをいう。警戒区域の設定

が避難の指示と異なる点は、以下の３点である。 

(ｱ) 避難の指示が対人的にとらえて指示を受ける者の保護を目的としているのに対

し、警戒区域の設定は、地域的にとらえて、立入制限、禁止及び退去命令によりそ

の地域の市民の保護を図ろうとするものである。  

(ｲ) 警戒区域の設定は、避難の指示より災害が急迫した場合に行使される場合が多い。 

(ｳ) 避難の指示についてはその罰則規定がないのに対し、警戒区域の設定は罰則規定

がある。 

ウ 警戒区域の設定を行った者は、避難指示等と同様、関係機関及び市民にその内容を周

知する。 

エ 上記（２）ア(ｵ)の自衛官が警戒区域の設定を行った場合は、直ちに、その旨を市長

に通知する。 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第１２節 避難収容及び情報提供活動 

 

H-3-12-8 

３ 避難誘導活動 

(1) 基本方針 

避難指示等を行ったものは人命の安全を第一に、混乱を避け、安全かつ円滑な避難誘導に

努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮する。 

(2) 実施計画 

ア【避難指示等の実施機関が実施する対策】（全市部局） 

(ｱ)誘導の優先順位 

高齢者、障がい者、傷病者、幼児、その他歩行が困難な者、特に避難行動要支援者

を優先する。 

(ｲ) 誘導の方法 

ａ 誘導員は、指定緊急避難場所、経路及び方向を的確に指示する。 

ｂ 誘導経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他災害発生のおそれのある場所

を避け、安全な経路を選定する。 

ｃ 危険地域には、標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置する。 

ｄ 浸水地にあっては、舟艇又はロープ等を使用し、安全を期する。 

ｅ 誘導中は、水没、感電等の事故防止に努める。 

ｆ 高齢者、障がい者、幼児、その他歩行が困難な者及び災害の状況により、自力

により立ち退くことが困難な者については、市長が車両、舟艇及びヘリコプター

の要請等により移送する。また、地域住民の協力を得ながら、それぞれの態様に

十分配慮した迅速かつ適切な避難誘導を行う。 

ｇ 市は、避難行動要支援者の避難については、避難行動要支援者名簿を使用し、

予め定めた避難支援等に携わる関係者の協力を得て行う。 

ｈ 災害地が広範囲で大規模な避難のための移送を必要とし、市において処置でき

ないときは、市は、諏訪地域振興局を経由して県へ応援を要請する。要請を受け

た県は自衛隊の出動を求める等適切な処置を行う。市は、状況によっては、直接

他の市町村、警察署等と連絡して実施する。 

ｉ 夜間においては、特に危険を防止するため、投光器などの照明具を最大限活用

する。 

ｊ 誘導員の退避を指示できる通信手段及び受傷事故を防止するための装備の充

実を図る。 

(ｳ) 避難時の携帯品 

避難誘導をする者は、避難立ち退きに当たっての携帯品を必要に応じ、最小限度

（貴重品、必要な食料、衣類、日用品等）とするよう適宜指導する。 

イ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 要避難地区で避難を要する場合 

市民等は、避難誘導員の指示に従い、電気ブレーカーの遮断、使用中の火気の消

火等出火防止措置をとった後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難する。 

この場合にあっては、携行品は食料、日用品等必要最小限とする。 
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(ｲ) 任意避難地区で避難を要する場合 

市民等は、災害が拡大し危険が予想されるときは、(ｱ)同様出火防止の措置をとっ

た後、互いに協力し、安全な場所へ自主的に避難する。この場合にあっては、携行

品は食料、日用品等必要最小限とする。 

 

４ 避難所の開設・運営 

(1) 基本方針 

市は、収容を必要とする被災者の救出のために指定避難所を設置するとともに、自主防

災組織や施設管理者等の協力を得て、指定避難所における良好な避難生活環境確保のため、

必要な措置をとる。その際、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ(衛生)、Ｋ：キッチン（食事）、

Ｂ：ベッド(睡眠)）に関する環境確保について、県、関係団体等と連携し対策を講じる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、教育委員会、健康福祉部） 

(ｱ) 災害のため現に被害を受け又は受けるおそれのある者で避難しなければならない

者を、一時的に収容し保護するため指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を

図る。また、要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設する。指定施設だけ

では施設が量的に不足する場合には、あらかじめ設定した施設以外の施設について

も、管理者の同意を得て避難所として開設する。さらに、要配慮者に配慮して、被

災地以外の地域にあるものも含め、旅館・ホテル等を実質的に福祉避難所として開

設するよう努める。 

(ｲ) 災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努め

るものとする。 

(ｳ) 指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有

する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、

ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努めるも

のとする。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテ

ル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。 

(ｴ) 避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

(ｵ) 避難所を開設したときは、市長はその旨を公示し、避難所に収容すべき者を誘導

し保護する。 

(ｶ) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の者の協

力が得られるよう努める。 

ａ 避難者 

ｂ 市民 

ｃ 自主防災組織 

ｄ 他の地方公共団体 

ｅ ボランティア 

ｆ 避難所運営について専門性を有したＮＰＯ等の外部支援者 
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（ｷ) 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからない

よう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早

期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

(ｸ) 避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず食料や水等を受け取りに

来ている避難者等に係る情報の把握に努める。 

(ｹ) 避難の長期化など必要に応じ、プライバシーの確保、男女のニーズの違い等に配慮

する。 

(ｺ) 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものであるよう努める。そ

のため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。

また避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、段ボールベット、パー

ティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、

保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の

確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難所

の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また必要に応

じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保等、同行避難について適切

な体制整備に努めるものとする。 

(ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、受付時の

確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避

難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、自宅療養者等

が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用スペース等での受け入れを適切に行

うものとする。 

(ｼ) 指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等

男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳

室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯

ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニ

ーズに配慮した指定避難所の運営管理に努めるものとする。 

(ｽ) 指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、

女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・浴施設等は昼夜

問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについて

の注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努

めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓

口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

ａ スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい者用携帯便器

の供給等、の整備を行う。 

ｂ 介護用品、育児用品等必要に応じた生活必需品の調達確保に努める。 

ｃ 災害発生後できる限り速やかに、全ての避難所を対象として要配慮者把握調査

を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービスの提供が開始できるよう

に努める。 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第１２節 避難収容及び情報提供活動 

 

H-3-12-11 

(a) 介護職員等の派遣 

(b) 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 

(c) 病院や社会福祉施設等への受入れ。 

ｄ 要配慮者の心身両面の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケア、保健師等

による巡回健康相談等を実施する。 

ｅ 大画面のテレビ、ファクシミリ、パソコン、ホワイトボード等の設置、アナン

ス、外国語・手話通訳者の派遣等要配慮者に対する情報提供体制を確保する。 

(ｾ) 災害の規模、避難者の収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて、ホテ

ル・旅館等への移動を避難者に促すものとする。 

(ｿ) 教育委員会及び学校長は、次に定めるところにより、市の地域防災計画を踏まえ、

適切な対策を行う。 

ａ 学校等が避難所となった場合、施設管理者は、できるだけ速やかに避難所とし

て開放する。そのため、夜間や休校、休園日の災害発生に備え、開錠の方法や、

職員の緊急の招集方法、連絡方法を周知徹底しておく。また、学校としての教育

機能維持の観点から、あらかじめ避難所として使用させる場所について優先順位

等を定めておく。 

ｂ 施設管理者は、避難所の運営について、必要に応じ市に協力する。なお、市の

避難所担当職員が配置されるまでの間の対応方法を明確にしておき、避難者の収

容、保護に努める。 

ｃ 幼児及び児童生徒が在校時に災害が発生し、避難所として利用される場合は、

施設管理者は、幼児及び児童生徒と避難者との混乱を避けるため、それぞれに対

する情報、指令の伝達に万全を期するとともに、避難者と幼児及び児童生徒のた

めの場所を明確に区分する。 

(ﾀ) 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合には、当該地域に指定避難所を設置・維持するこ

との適否を検討する。 

(ﾁ) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な

物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な

情報の伝達により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(ﾂ) 避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に行われるよう、避難所

の開設状況等を適切に県に報告するよう努める。 

(ﾃ) 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わ

らず適切に受け入れる。 

(ﾄ) 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努める

とともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が得られるよう、連携に努める。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 市町村の報告により、避難所の開設状況を把握し、国［内閣府］と共有するとともに、

市の要請にお応じ指定避難所に必要な資機材の調達及びあっせんに努める。(危機管理
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部) 

ａ 市町村からの要請に備え、協定締結先の(一社)日本建設機械レンタル協会長野支部

に調達可能な在庫量等について、主な品目別に確認し、市からの要請があった場合調

達及びあっせんを図る。 

ｂ 市町村からテントの要請があった場合は、協定締結先の長野県テントシート装飾工

業組合に対し、調達及びあっせんを図る。 

(ｲ) 指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要があると認めた場

合は、可能な範囲において、職員を派遣する。なお、職員を派遣する際は、新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策のため、職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康

管理やマスク着用等を徹底する。 

(ｳ) 災害の規模、避難者の避難、収容状況、避難の長期化等にかんがみ、被災市町村の区域

外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した

場合には、国の非常本部等に支援を要請する。(危機管理部) 

(ｴ) 県立学校における対策(教育委員会) 

ａ 指定避難所としてあらかじめ指定を受けている県立の高等学校及び特別支援学校が

利用される場合、学校長は、できるだけ速やかに学校を開放する。そのため、夜間や

休業日の災害発生に備え、開錠の方法や、教職員の緊急の招集方法、連絡方法を周知

徹底しておく。また、学校としての教育機能維持の観点から、あらかじめ指定避難所

として使用させる場所について優先順位等を定めておく。 

ｂ 学校長は、指定避難所の運営について、必要に応じ市町村に協力する。なお、市町

村の災害対策担当者が配置されるまでの間の教職員の対応方法を明確にしておき、避

難者の収容、保護に努める。 

ｃ 幼児及び児童生徒が在校時に災害が発生し、指定避難所として利用される場合、学

校長は、幼児及び児童生徒と避難者との混乱を避けるため、それぞれに対する情報・

指令の伝達に万全を期するとともに、避難所内に避難者と幼児及び児童生徒のための

場所を明確に区分する。 

(ｵ) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資

の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の

伝達により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 指定避難所の運営について必要に応じ市に協力する。 

(ｲ) 被災地の周辺地域の社会福祉施設等は、入居者・利用者の処遇の継続を確保した後、

余裕スペ－スなどを活用し、マンパワ－等を勘案しながら、要介護者等救護の必要性

の高い者から優先的に、被災者の受入れを行う。 

(ｳ) 日本赤十字社長野県支部は、市の災害対策本部並びに日本赤十字茅野市地区と連携

をとり、被災者救援に協力する。 

ａ 日本赤十字社長野県支部「災害救援物資配分基準」による、毛布・安眠セット・

緊急セットの提供をする。 
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ｂ 赤十字防災ボランティアによる労力の提供（炊き出し、救援物資の輸送等） 

(ｴ) 民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、要配慮者の

居場所や安否の確認に努め、把握した情報については県、市に提供するものとする。 

エ【市民が実施する対策】 

指定避難所の管理運営について市の指示に従い、必要応じて管理運営に協力するとと

もに、相互に助け合い良好な環境のもとで避難生活ができるよう努める。 

 

５ 広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動 

(1) 基本方針 

広域避難及び広域一時滞在について、県市町村及び関係機関は相互に連携し、速やかな

避難の実施に努めるものとする。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】 

(ｱ) 広域避難の対応 

a 協議 

災害の予測規模、避難者数にかんがみ、市町村の区域外への広域的な避難、指定

避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の

他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村

への受入れについては、県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほか、事態に

照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内

の市町村に協議することができる。なお、広域避難に関して必要な調整を行うよう

県に求めることができる。 

b 実施 

あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基づき、関係者間で

適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

ｃ 避難者への情報提供 

避難者のニーズを十分把握するとともに、政府本部、指定行政機関、公共機関、

他の地方公共団体及び事業者と相互に連絡をとりあい、放送事業者等を含めた関係

者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように努める

ものとする。 

(ｲ) 広域一時滞在の対応 

a 協議 

被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等にかんがみ、被

災市町村の区域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要

であると判断した場合において、県内の他の市町村への受入れについては当該市町

村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都

道府県との協議を求めることができる。なお、広域一時滞在に関して必要な調整を

行うよう県に求めることができる。 
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ｂ 広域的避難収容活動の実施 

政府本部が作成する広域的避難収容実施計画に基づき、適切な広域的避難収容活

動を実施するものとする。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 広域避難の対応 

a 協議及び調整 

市町村から他の都道府県の市町村への広域避難に関する協議要求があった場合

には、他の都道府県と協議を行うものとする。なお、市町村の広域避難に関して

必要な調整を行うよう努めるものとする。 

ｂ 市町村への助言 

市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当該

地方公共団体における避難者の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避難に

ついて助言を行うものとする。 

ｃ 実施 

あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基づき、関係者間

で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

ｄ 避難者への情報提供 

避難者のニーズを十分把握するとともに、政府本部、指定行政機関、公共機関、

他の地方公共団体及び事業者と相互に連絡をとりあい、放送事業者を含めた関係

者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように努め

るものとする。 

(ｲ) 広域一時滞在の対応 

a 協議及び調整 

市町村から他の都道府県の市町村への広域一時滞在に関する協議要求があっ

た場合には、他の都道府県と協議を行うものとする。また、市町村の行政機能が

被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとまがな

いと認められるときは、市町村の要求を待たないで、広域一時滞在のための協議

を当該市町村に代わって行うものとする。なお、市町村の広域一時滞在に関して

必要な調整を行うよう努めるものとする。 

ｂ 市町村への助言 

市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当

該地方公共団体における被災住民の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域

一時滞在について助言を行うものとする。 

c 広域的避難収容活動の実施 

県は、政府本部が作成する広域的避難収容活動計画に基づき適切な広域的避難

収容活動を実施するものとする。 
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ウ【運送事業者等の関係事業者が実施する対策(広域避難)】 

(ｱ) 活動実施 

運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基

づき、国、地方公共団体等の関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避難を

実施するよう努めるものとする。 

(ｲ) 避難者への情報提供 

関係事業者は、避難者のニーズを十分把握するとともに、政府本部、指定行政機

関、公共機関及び地方公共団体と相互に連絡をとりあい、放送事業者等を含めた関

係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように努め

るものとする。 

 

６ 住宅の確保 

(1) 基本方針 

住居の被災により避難生活を余儀なくされた市民に対して、早期に生活基盤が安定する

よう市及び県は相互に連携し、公営住宅のあっせん等により速やかに住宅の提供または住

宅情報の提供を行う。なお、災害救助法が適用された場合は県が、適用されない場合は必

要に応じて市が住宅の提供を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 利用可能な公営住宅等を把握し、被災者に提供する。 

(ｲ) 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者 に住宅を

提供する。 

(ｳ) 災害救助法が適用された場合、県に対し、災害救助法第４条第１項 第１号に規定

する応急仮設住宅等の提供を要請する。 

ａ 応急仮設住宅等の要望戸数は、全焼、全壊、又は流出戸数以内で被災者が居住に

必要な戸数とする。 

ｂ 応急仮設住宅の建設のため、市有地又は私有地を提供する。 

ｃ 被災者の状況調査を行い、入居者決定の協力を行う。 

ｄ 知事の委任を受けて、公営住宅に準じ応急仮設住宅の維持管理を行う。 

(ｴ) 被災周辺市町村は、利用可能な公営住宅等を把握し、被災市町村へ情報提供を行

う。 

(ｵ) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する。 

(ｶ) 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、

孤独死や引きこもりなどを防止するための心にケア、入居者によるコミュニティの

形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の

意見を反映できるよう配慮するものとする。また、必要に応じて、応急仮設住宅に

おける家庭動物の受入れにも配慮する。 
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イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 利用可能な県営住宅等を把握し、被災市町村に情報提供を行う。(建設部) 

(ｲ) 賃貸住宅管理者等から利用可能な賃貸住宅等の情報提供を受けた場合、被災市町

村に情報提供を行う。(建設部) 

(ｳ) (公社)長野県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会長野県本部及び(公

社)全国賃貸住宅経営者協会連絡会との協定に基づき、民間賃貸住宅の情報提供及び

媒介の協力を求める。 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合、市町村と連携し、災害救助法第４条第１項第１号

に規定する応急仮設住宅等を提供する。(建設部) 

ａ 既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、

相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既

存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まい

を早期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない

場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確

保するものとする。なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮

するものとする。 

ｂ 応急仮設住宅等の提供戸数は、全焼、全壊、又は流失戸数以内で市町村長から要

請のあった戸数とする。(国から通知があった場合はこの限りではない。) 

ｃ 応急仮設住宅は、県有地又は市町村が提供する敷地等に建設する。 

ｄ (一社)プレハブ建築協会、（一社）全国木造建設事業協会、(一社)長野県建設業

協会、（一社）日本RV・トレーラーハウス協会及び（一社）日本ムービングハウ

ス協会との協定に基づき住宅建設を要請する。また、応急仮設住宅の提供に必要

な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう、関係業界団体等との連絡調整

を行うものとする。ｅ 入居者の決定は、市町村の協力を得て行う。 

ｆ 応急仮設住宅の維持管理は、原則として市町村に委任する。 

(ｵ) 市町村からの要請に応じて、生活衛生同業組合(１２団体)との協定に基づき、以

下について協力を求める。(健康福祉部) 

ａ 避難所としてホテル・旅館の提供 

ｂ 食材の供給・炊出し 

ｃ 入浴、理・美容、クリーニング等の支援 
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７ 被災者等への的確な情報伝達 

（1） 基本方針 

被災者のニーズを十分把握し、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に

提供するよう努めるものとする。 

（2） 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

（ｱ） 市は中壊以上の被害を受けた住宅避難者及び親戚宅等避難者について住家の被害

認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、避難所での炊

き出し等において、在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や住まいの状況を把握

し、被災者台帳等へ反映するよう努める。 

(ｲ) 市自らの調査では避難先が把握できない場合は、民生・児童委員、社会福祉協議会、

自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申出の呼びかけ等により、把

握に努める。 

(ｳ) 市は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、

安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関、スーパー

マーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情報、それぞれの機関が講じている施

策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確

かつきめ細やかな情報を適切に提供する。なお、その際、要配慮者、住宅避難者、応

急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在

日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を行う。 

(ｴ) 市は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることにかんがみ、

情報を提供する際に活用する媒体に配慮する。特に、停電や通信障害発生時は情報を

得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報についてはチラシの

張り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなさ

れるものとする。 

(ｳ) 市は、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した正確な

情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(ｴ) 市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益

を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害

発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を

回答するよう努める。この場合において、市は、安否情報の適切な提供のために必要

と認めるときは、警察、消防及び関係機関と協力して、被災者に関する情報の収集に

努める。 

イ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 指定行政機関及び公共機関は、被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、安否

情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関、スーパーマー

ケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に

関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつ
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きめ細やかな情報を適切に提供するものとする。 

(ｲ) 指定行政機関及び公共機関は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多

様であることにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。

特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活

支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提

供を行うなど、適切に情報提供がなされるものとする。 

(ｳ) 要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した正確な情報の

伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 
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第１３節 孤立地域対策活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生時の孤立の内容は、大別して、情報通信の孤立と、交通手段の孤立である。

情報通信の孤立は、救助機関における事案の認知を阻害して人命救助活動を不可能にし、

交通手段の孤立は、救援活動に支障を及ぼすとともに、孤立地域住民の生活に大きな影

響を与える。このための災害応急対策は、以下のの優先順位をもってあたる。 

１ 被害実態の早期確認と、救急救助活動の迅速実施 

２ 緊急物資等の輸送 

３ 道路の応急復旧による生活の確保 

 

第２ 主な活動 

１ 孤立予想地域に対しては各関係機関等と連絡をとって、孤立の有無を確認するととも

に、被害状況の把握に務める。 

２ 交通の途絶地域に対しては、県と連絡調整を図り、各種ヘリコプターを活用し、迅速

な救急救助活動を実施するとともに、観光客の救出等にも配慮する。 

３ 通信の途絶地域に対しては、移動系の無線機等の配置を検討するほか、職員を派遣等、

通信手段の確保に務める。 

４ 陸上輸送が不可能な場合は、ヘリコプターによる輸送を行う。 

５ 迂回路確保を含め、応急復旧工事を迅速に実施し、生活必需物資輸送のための最低限

の交通を早期に確保する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 孤立実態の把握対策 

(1) 基本方針 

すべての応急対策は、被害実態の把握から始まる。通信途絶については、地域から

の救助要請や被害状況の報告が不可能となるので、応急対策責任者の側から能動的

に状況を確認する必要がある。発災時には、平素からの孤立予想に基づき、直ちに

各地域と連絡をとり、孤立の有無と被害状況について確認する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

(ｱ) 孤立予想地域に対し、ＮＴＴ回線及び防災無線等を活用し、孤立状況の確認

を行う。 

(ｲ) 孤立状況及び被害の概要について、情報収集を行うとともに、県に対して直

ちに報告する。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部） 

市町村における孤立状況を直ちに調査する 
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２ 救助・救出対策 

(1) 基本方針 

災害発生時には、人命の救助を第一義とした活動を行い、引き続き、孤立地域から救

出活動を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、健康福祉部） 

(ｱ) ヘリコプターによる救急搬送が予想される場合は、概要を直ちに県へ速報す

る。 

(ｲ) ヘリコプターの要請に際しては、救助場所のヘリポートを確保するとともに、

被救助者の容態、人数等に関し、できる限り多くの情報を収集して報告する。 

(ｳ) 負傷者等が多い場合は、医師等の現地派遣にも配意する。 

(ｴ) 孤立地域内の災害時要援護者や観光客等の実態を把握し、道路の復旧見込み、

食料の状況、被難場所の有無等について検討して、必要に応じて県又は他の市

町村の応援を得て、救出を推進する。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 市町村からの要請に備え、ヘリコプターの出動体制を確立する。 

(ｲ) 市町村に対し、ヘリポート及び要員の確保について指示する。 

(ｳ) 負傷者等の搬送の場合は、着陸地を管轄する市町村と連携し、救急車及び収

容先病院に関する手配について指示する。 

(ｴ) 孤立状態から救出すべき災害時要援護者及び観光客等については、市町村の

要請に基づき、早期に救出できるよう手配する。 

 

３ 通信手段の確保 

(1) 現状及び課題 

ＮＴＴ回線が不通となった場合、防災行政無線を携帯した職員を現地に派遣し、情

報の収集を図る。また、関係機関と協力し早急な情報伝達回線の確保を行うものとす

る。 

(2)実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

職員の派遣、防災行政無線、消防無線等による中継、アマチュア無線及び衛星携

帯電話等の活用等、あらゆる方法によって情報伝達手段の確保に努める。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 電気通信事業者に対し、携帯電話等の可搬型無線機の臨時配置について協力

を求める。（危機管理部） 

(ｲ) アマチュア無線による災害時の応援に関する協定に基づき、日本アマチュア

無線連盟長野県支部に対して、情報の伝達について協力を求める。（危機管理

部） 

(ｳ) 警察は、孤立地域へ警察無線機等を携帯した警察官を派遣する等の対策を検
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討する。 

イ【関係機関が実施する対策】（東日本電信電話（株）長野支店） 

(ｱ) 携帯電話機等の可搬型無線機の臨時配置により、通信途絶を解消する。 

(ｲ) 避難場所等に、デジタル衛星車載局、ポータブル衛生方式等で通信回線を作

成し、災害時要公衆電話（特設公衆電話）を設置する。 

ウ【市民が実施する対策】 

農道、林道等の使用可能な迂回路の活用及びアマチュア無線等使用可能な通信手

段の活用により、市との連絡確保に自ら務める。 

 

４ 食料品等の生活必需物資の搬送 

(1) 基本方針 

道路交通が応急復旧するまでの間は、孤立地域住民の生活維持のため、食料品をは

じめとする生活必需物資の輸送を実施するが、この場合、ヘリコプターによる空輸を

効率的に行うほか、迂回路や不通箇所での中継による陸上輸送等、状況に応じた輸送

対策を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部、総務部） 

迂回路による輸送の確保に務めるとともに、陸上輸送手段確保が困難な場合は、

県に対してヘリコプター確保に関する要請を行う。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 市町村からの要請に基づき、各種ヘリコプターの手配、調整を行う。 

(ｲ) 市町村からの要請に基づき、陸上輸送力の確保について手配する。 

ウ【市民が実施する対策】 

(ｱ) 孤立地域内においては、食料品等を相互に融通しあい、地域全体としての当

面の生活確保について協力しあう。 

(ｲ) 市民自らも、隣接地域及び市との連絡確保に努める。 

 

５ 道路の応急復旧活動 

(1) 基本方針 

孤立地域に対する最低限の物流ルートを確保するため、優先度に応じ、最低限度の

輸送用道路をまず確保する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部、産業経済部） 

孤立地域に通ずる道路の被害状況を早急に把握し、徒歩、二輪、四輪車の順に、

一刻も早い交通確保に努める。 

イ【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 孤立地域に通ずる県管理道路については、速やかな復旧に努めるものとする。 

(ｲ) 市町村が行う応急復旧活動に関し、要請に基づいて、被害状況、二次災害の危険
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性、応急工事の内容等を速やかに調整し、道路管理者の取るべき措置について指導

する。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

道路管理の責を有する各機関は、迂回路の啓開、仮設道路設置等の応急工事を早

急に実施し、主要路線から優先して、最小限の交通確保を迅速に行う。 
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第１４節 食料品等の調達・供給活動 
 

 

第１ 基本方針 

災害発生後は、被災地の状況をいち早く把握し、被災者へより早く食料品等を調達・供給

する必要がある。食料品は、各家庭における備蓄及び市民相互の助け合いによって可能の限

りまかなうものとするが、まかなえない場合は、応援協定市、県、関係団体等との協定に基

づいて、食料品等の調達供給活動を行うとともに、仕分け、運搬、炊き出し作業等に民間ボ

ランティア等の協力を得られるようにする。 

 

第２ 主な活動 

１ 災害の規模等により、必要量の食料が供給できない場合は、応援協定締結市、近隣市町村

及び県等に要請する。 

２ 備蓄、協定等により調達した食料を速やかに供給する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 食料品等の調達 

(1) 基本方針 

被災地の状況をいち早く把握し、国の応急用米穀等が供給されるまでの間、市や県の備

蓄食料により対応する。また、地方公共団体間の応援協定、関係業界団体等との協定に基づいて

食料等の調達活動を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるような供給が必要となった場合は、

物資調達・輸送調整等支援システムを用いて県災害対策本部室に対して食料の供給

について種類及び数量を、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、明示して要請

を行うものとする。 

a 米穀の市内調達 

市内における米穀等の調達先については、市内食糧販売店を優先する。 

b 副食及び調味料の調達 

副食及び調味料は、配給限度数量との関係において、市長が必要と認める数量、応

急配給を必要とする人数、日数等に応じて、調達するものとし、調達先は、「副食

類販売店一覧表」のとおりとする。 

c 食料供給に必要なその他の物資の調達 

食品の加工及び輸送等に必要な物資の調達については、調達先数量等を定め、食

料の給与が迅速かつ能率的に行われるよう実施する。 

(ｲ) 避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、

食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 
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イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 災害対策本部室は災害発生時に、管内市町村からの食料の供給要請があった場合、

県の備蓄食料の供給を行うこととし地域振興局に輸送等の手配を依頼する。地域振

興局において輸送ができない場合、あらかじめ締結された協定に基づいて長野県ト

ラック協会、赤帽長野県軽自動車運送協同組合へ食糧の輸送を要請する。 （危機管

理部） 

(ｲ) 市からの食料の要請量が県の備蓄により供給できない場合は、必要に応じて、隣

接県に対してあらかじめ締結された協定に基づいて食料の供給を要請する。また、

長野県市町村災害時相互応援協定第3条に規定する物資等の提供及びあっせんが円

滑に行われるよう、同協定第2条に規定する代表市町村等との連絡調整に努める。

（危機管理部） 

(ｳ) 長野県生活協同組合連合会との協定に基づき食料の供給を要請する。(県民文化 

部) 

(ｴ) 市町村の要請に基づき、協同組合長野アークス、松本流通センター協同組合、上

田卸商業協同組合、飯田卸売商業協同組合、諏訪市卸商業協同組合、長野県商店街

振興組合連合会、長野県商店会連合会、（一社）長野県ＬＰガス協会との協定に基

づき食料の供給を要請する。（産業労働部） 

(ｵ) 「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」第４章第11の災害救助法又は国民保

護法が発動された場合の特例に基づき、農林水産省に災害救助用米穀の供給を要請

する。（農政部） 

(ｶ) 「災害救助法又は国民保護法が発動された場合における応急米穀の取扱いに関す

る協定書」により県内外の米穀販売事業者に応急米穀の供給を要請する。（農政部） 

(ｷ) 長野県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会長野県本部との協定に基づ

き食料の供給を要請する。 （農政部）  

(ｸ) 株式会社セブンイレブン・ジャパン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマ

ート及び株式会社サークルＫサンクス、株式会社イトーヨーカ堂との協定に基づき

食料の供給を要請する。 （危機管理部、農政部） 

(ｹ) 株式会社デリクックちくまとの協定に基づき食料の供給を要請する。(農政部) 

(ｺ) 上記(ｳ)、(ｴ)、(ｷ)、(ｸ)及び(ｹ)については、発災後適切な時期に、調達可能な備

蓄量等について、主な品目別に確認する。 （危機管理部、県民文化部、産業労働部、

農政部） 

(ｻ) 上記(ｱ)、(ｲ)については、保健福祉事務所管理栄養士の協力を得て、様々な状況

の被災者のニーズに対応できるよう配慮する。（危機管理部、健康福祉部） 

(ｼ) 避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、

食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 農林水産省 

農林水産省は、知事又は市町村長からの政府所有米穀の緊急引渡要請を踏まえ、
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災害救助用米穀の引渡しを行う。 

(ｲ) 米穀販売事業者 

「災害救助法又は国民保護法が発動された場合における応急用米穀の取扱いに関す

る協定書」に基づき供給を行うものとする。 

(ｳ) 卸売市場業者 

生鮮農畜水産物について、被災住民に対し、必要な数量ができるだけ迅速に供給され

るよう、県内卸売市場間での協定に基づき、被災卸売市場に対しその他の市場から優先

的な供給を行うものとする。 

 

２ 食料品等の供給 

(1) 基本方針 

食料品等の調達活動により調達した食料を迅速かつ円滑に、被災者等に供給するため、

各機関は被災地の状況をいち早く把握し、連携を取り合って活動し、また、ボランティ

ア等の協力も得られるようにする。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 市は、災害発生時に被災者等に対する食料の供給が必要な場合は、まず市の備蓄

食料の供給を行う。 

(ｲ) 市は、計画等で定めた必要量を超えるような供給が必要となった場合は、応援協

定市町村、近隣市町村及び県（地域振興局長）、協定関係団体等に対して食料の供

給について種類及び数量を明示して要請を行い、調達した食料を被災者等に対して

供給する。 

(ｳ) 食料の供給活動に際しては、必要に応じてボランティア等の協力を得て実施する。 

イ【関係機関が実施する対策】（日本赤十字社長野県支部） 

市が実施する計画の災害対策本部ならびに当該日赤地区・分区と連携を取り、赤十

字奉仕団等の労力を提供し炊き出し等、被災者援護に協力する。 

ウ【市民が実施する対策】 

市民は、手持ちの食糧を融通し合う等、状況に応じた行動を行うよう務める。 

 

３ 炊き出し 

(1) 炊き出し対象 

ア 避難所に収容されたもの 

イ 家屋が全半壊（焼）、流出又は床上床下浸水等により通常の炊事ができないもの。 

ウ 災害地の応急対策に従事するもの 

エ その他炊き出しによる食品の給与が必要と認められるとき。 

オ 炊き出し予定場所 

(ｱ) 避難所に収容された者に対しては、原則として被災者が避難した避難所とする 

(ｲ) その他の場合にあっては、被災者の利便及び輸送等の条件を考慮して決定する。 
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(ｳ) 炊き出し協力機関等 

(ｴ) 炊き出し実施に当たっては、自主防災組織、区・自治会、日赤奉仕団、婦人会等

の協力を得て行う。 

 

（応急用米穀の供給基準） 

配給対象 精米必要量 

1 被災者に対して炊き出し等による給食を行う必要が

ある場合 

１食当たり 

精米２００グラム 

２ 被災者に対して炊き出し等による給食を行う必要が

ある場合２ 災害地おける救助作業及び緊急復旧作業

等に従事する者に対して給食を行う必要がある場合 

１食当たり 

精米３００グラム 

 

〈食料の調達供給〉 
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第１５節 飲料水の調達・供給活動 

 

第１ 基本方針 

飲料水の調達は、緊急遮断弁等により確保された配水池、浄水池の貯留水及び貯水池、プ

ール等へろ水器等を搬入して確保された水並びにボトルウォーターにより行うこととし、市

で水の確保が困難な場合は、他市町村からの応援給水により調達する。 

また、飲料水の供給は、断水世帯、避難所、病院等を中心に、市において給水車、給水タ

ンク等により行い、被災の規模により市での給水活動が困難となる場合には、長野県市町村

災害時相互応援協定及び長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱により、他市町村か

らの応援給水を受ける。 

 

第２ 主な活動 

１ 被害状況の確認、情報の収集、調達可能な飲料水の確認等を行い、円滑な飲料水の調達を

行う。 

２ 飲料水の確保のため、応急給水を行うとともに、速やかな応急復旧作業により給水機能の

回復に努める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 飲料水の調達 

(1) 基本方針 

飲料水については、緊急遮断弁等により確保された配水池、浄水池の貯留水及び貯水池、

プール等ろ水器を設置し確保する。また、飲用可能な井戸水も利用する。市で水の確保が

困難な場合は、相互応援要綱による他事業者からの応援給水により調達する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策計画】（都市建設部、総務部） 

(ｱ) 水源等の被災状況を点検、確認を行い、飲用可能な飲料水の確保を行う。なお、

水質の保全には注意をはらう。 

a 株式会社キッツマイクロフィルターとの協定により、携帯型浄水器の提供を要請

し、避難所等における飲料水の安全性を確保する。 

b 北陸コカ・コーラボトリング株式会社との協定により、緊急時支援自動販売機及

び各種飲料水の提供を要請する。 

(ｲ) 当市で対応が困難な場合は、支援要請を行う。 

要請先 要請方法 

長野県水道協議会 都市建設部から要請 

相互応援協定市 

総務部・総務班を通じて要請 
県 

近隣市町村 

自衛隊 
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イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 被害状況、飲料水・給水用具の確保状況等の情報収集を行う。（環境部） 

(ｲ) 被災の状況により、相互応援要綱等による調整及び必要に応じ国、他都道府県及び県内の

他の業者へ応援要請を行う。（環境部） 

(ｳ) 地域振興局長は災害発生時に、管内市町村からボトルウォーターの供給について要請があ

った場合、当該地域振興局のボトルウォーターの供給を行うとともに、供給数量を危機管理

部長あてに報告する。なお、市町村からの要請量が当該地域振興局の備蓄量を上回る場合は、

当該地域振興局は危機管理部長に必要量を報告し、危機管理部長は他の地域振興局にボトル

ウォーターの供給を依頼する。（危機管理部） 

(ｴ) サントリービバレッジサービス株式会社との協定に基づきボトルウォーターの供給を要

請する。(危機管理部) 

ウ【施設管理者が実施する対策】 

貯水槽、プール等の管理者は、特別な事情がある場合を除き、災害の発生に備えて常

に貯水槽、プール等に湛水しておくように努める。 

エ【市民が実施する対策】 

(ｱ) ポリタンク等給水用具の確保を行う。 

 

２ 飲料水の供給 

(1) 基本方針 

断水世帯、避難所、病院等に対し、応急給水を実施し、飲料水の確保を図る。また、速

やかな応急復旧作業により、給水機能の回復に努める。なお、必要十分な給水活動を実施

し得ない場合は、指定避難所、救急医療機関、給食施設等に対する重点的な給水を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 

(ｲ) 出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 

(ｳ) 給水用具及び車輌の確保を行う。 

(ｴ) 災害のために水道、井戸等の給水施設が破壊され、飲料水が得られない被災者に

対し、給水車、応急給水袋、パック詰め飲料水等により、１人１日３リットルを供

給する。 

(ｵ) 応急飲料水以外の生活用水についても、その必要最小限度の供給を図る。 

(ｶ) 被災の状況により、当市のみでは対応できないときは、他市町村、県又は自衛隊

の応援を要請する。 

(ｷ) 復旧作業に当たり、指定店等との調整を行う。 

(ｸ) 市民に対し、防災行政無線、広報車等により、飲料水の供給に関すること、及び

井戸水の利用、広報の補助等の協力依頼等の広報活動を行う。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 断水地域の把握等、情報の収集・提供を行う。 
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(ｲ) 感染症の発生を未然に防止するため、飲料水の供給について市町村に助言する。 

(ｳ) 相互応援要領等による連絡調整を行うほか、他都道府県等からの応援が必要な場

合は、（公社）日本水道協会に要請を行う。 

(ｴ) 「安心の蛇口」設置個所では、組立式応急給水栓による、飲料水の供給に協力す

る。 

(ｵ) ボトルウォーター「川中島の水」や給水袋等の給水資材を、市町村が設置した飲

料水供給場所へ供給・配布する活動を市町村と協力して行う。 

(ｶ) 市町村が行う飲料水の供給作業への協力を行う。 

(ｷ) 給水車の出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 

(ｸ) 給水区域の市町村と締結した災害協定に基づき、次の取組を行う。 

a 被災状況、断水状況、復旧見通し等を市町村へ連絡する等情報共有を図る。 

b 市町村の応急対策方針を踏まえて、市町村と連携して応急給水を行う。 

c 応急給水活動で水を補給する施設及び設備(配水池、予備水源、安心の蛇口等)

を市町村と相互利用する。 

d 市町村と協力して、住民に対し飲料水の供給等に関する広報活動を行う。  
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第１６節 生活必需品の調達・供給活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生後、市民の避難所での生活必需品は、基本的には市が備蓄分を供給するが、

被害状況に応じて県、協定市町村に要請する。このため、必要な生活必需品の調達・供

給に関して、連絡・調整・輸送・集積等について体制の整備を図る。 

なお、被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を

得た物資の調達に留意するものとする。 

また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬

季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等の

ニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 被害状況等による生活必需品の不足状況・被災者の要望等を調査し、迅速に生活必需

品の調達・供給を行い、市で調達できないものについては県への協力を要請する。 

２ 県においては、要請された生活必需品の調達・供給の迅速な対応を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 生活必需品の調達 

(1) 基本方針 

市及び関係機関は、被災者の生活の維持に必要な生活必儒品の数量・種類等につ

いて、被災者のニ－ズを把握し、必要な物資の効率的な調達・確保に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部、健康福祉部、産業経済部） 

(ｱ) 災害の状況を把握し、被災者の生活の維持に必要な生活必需品の量・種類等

について、必要な物資の効率的な調達・確保に努め、不足分については県へ要

請する。特に、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦等の要配慮者については、介

護用品、育児用品等、その態様に応じた生活必需品の調達、確保に十分配慮す

る。各種目については、それぞれの被害状況に応じ、現に必要とするものを選

定して支給する。 
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（主な給付生活必需品） 

種 別 品 目 

寝具 タオルケット、毛布等 

衣類 下着、靴下、作業着等 

炊事道具 なべ、包丁、卓上コンロ等 

身の回り品 タオル、生理用品、紙おむつ等 

食器等 はし、茶碗、ほ乳ビン等 

日用品 石鹸、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等 

光熱材料等 マッチ、ガスボンベ、ストーブ、灯油等 

その他 防水シート 

(ｲ) 会計班長は、要望に基づき市内業者より調達する。 

(ｳ) 市単独で調達できないものは、あらかじめ生活物資取扱事業者との協定に基

づき調達するほか、県、応援協定市町村等へ要請する。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部、県民文化部、産業労働部、農政部） 

市からの要請に備え、県内流通業者、長野県生活協同組合連合会、長野県農 業

協同組合中央会等の協定先に、発災後適切な時期に調達可能な備蓄量等について、

主な品目別に確認し、市から要請のあった場合、生活必需品の調達を図る。特に、

要配慮者については、介護用品、育児用品等避難生活の態様に応じた生活必需品の

調達・確保に十分配慮する。 

 

２ 生活必需品の供給 

(1) 基本方針 

調達・確保した生活必需品等を被災状況等に応じて迅速かつ的確に供給・分配する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部、健康福祉部、産業経済部） 

生活必需品の充足状況を的確把握し、必要に応じＮＰＯ・ボランティア等の協力

を得ながら計画的な配給配送を行う。特に、高齢者、障害者、乳幼児、妊婦等の要

配慮者については、供給・分配について優先的に行う。 

(ｱ) 救助物資配分計画表の作成 

配分する救助物資については、市で把握した被災者により、世帯構成員別被

害状況表（救助法様式１３号）及び物資購入（配分）計画表（救助法様式１４

号）を作成し実施の適正を図る。なお、物資購入（配分）計画表の限度額は、

それぞれの物資の購入価格によるものとし、「災害救助法による救助実施要領

の基準」に定める費用の限度額の範囲で行う。 

(ｲ) 配分方法 

物資購入（配分）計画表に基づき調達された物資は、各世帯別に包装（世帯

主氏名記入）、区・自治会別に分類し、区・自治会役員の協力を得て、当該区

（区長・自治会長宅又は区・自治会が指定する場所）へ配分するものとし、避
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難所の避難者に対しては、農林班が該当地へ配分する。なお、区・自治会並び

に避難所への配分にあたっては、それぞれの責任者に交付する。 

(ｳ) 配分期間 

災害発生の日から１０日以内とする。ただし、物資の調達が困難な場合等、

期間後も継続する必要がある場合は本部長が別に定める。また、災害救助法が

適用された場合は、同法に基づき県本部に期間延長について次の事項を電話で

連絡し、後日正式に書面で申請する。 （申請事項） 

ａ 延長の期間 

ｂ 延長する期間 

ｃ 延長する理由 

ｄ その他（延長を要する地域ごとの人員） 

(ｴ) 生活必需品の輸送方法 

被服、寝具その他生活必需品の調達輸送は、業者が指定場所へ配達すること

を原則とする。また、被災地帯への物資配分のため自動車等の輸送が必要とな

った場合は、輸送計画に基づき要請する。（義援物資も含む） 

(ｵ) 作業員雇用方法 

労力に不足を生じた場合は、労務供給計画に基づき、作業員の雇用について

申請する。 

(ｶ) 供給対象者 

ａ 住家を滅失したもの 

ｂ 住家が半壊、半焼する等著しく損傷したもの 

ｃ 住家が床上浸水、土砂の体制等により一時的に居住することができない状

態となったもの 

ｄ その他本部長が必要と認めるとき 

(ｷ) 供給物資 

災害予防計画「生活必需品の調達」の給付種目による。 

(ｸ) 集積場所 

茅野市運動公園総合体育館に集積する。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部、県民文化部、産業労働部、農政部） 

市町村の要請に基づき、迅速に供給する。また、被災市町村が複数にまたがる場合には、必要に

応じ、被災市町村への燃料の優先供給に係る調整に努める。 

輸送の方法については、本章第10節「緊急輸送活動」によるものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

日本赤十字社長野県支部茅野地区は、災害対策本部と連携をとり、赤十字防災ボ

ランティア（赤十字奉仕団等）の労力を提供し、生活必需品の供給に協力する。 
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第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、被災者の健康状態の把

握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置、まん延防止措置、食品衛生指導、食生

活の状況の把握及び栄養改善対策等の活動を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向上に努め

る。また、被災者の食料確保状況を把握し、栄養士による栄養指導を行うとともに食品衛生

上の危害防止のための措置をとる。さらに、歯科衛生士による口腔衛生指導を行うとともに

口腔衛生の維持に努める。 

 

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化を図り、

災害時には衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を行う。 

また、感染症発生時には、疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置を行

う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

(1) 基本方針 

災害発生直後より、被災地、避難所等に保健師、管理栄養士及び歯科衛生士を派遣し、

被災者の救護及び健康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯、避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取り組む

とともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師等の派遣を行う。このほか、被災者の

食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及び食料衛生管理に必要な措

置を講ずる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】(教育委員会、健康福祉部) 

(ｱ) 被災者の避難状況を把握し、保健所の置かれる地方衛生班に報告するとともに被

災者台帳等に反映する。 

(ｲ) 被災者の健康を確保するために、避難所の整備に努め、健康相談を行うものとす

る。 

(ｳ) 県と連携し、要医療及び慢性疾患患者に、医療・保健情報を提供するとともに、

受診状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

(ｴ) 被災者の食料確保のため、炊き出し、その他食品の調達について、県に対し報告

するとともに、給食施設等の復旧活動等を速やかに推進するものとする。 

(ｵ) 保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策、保健師及



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

H-3-17-2 

び栄養士が、当該地域の避難所及び福祉避難所等を巡回して避難住民及び災害復旧

に従事する者等の健康相談・指導及び栄養指導を行う。また、避難所及び保健衛生

管理、感染症及び食中毒の防止に努める。実施の時点は、発災後72時間以内とする。 

(ｶ) 医師による健康診断等 

医療機関や交通手段が復旧しない等の場合、必要に応じて諏訪郡医師会に依頼し

て、集団による健康診断、治療及び予防接種を行う。この場合の実施の時点は、発災

後１週間以内とする。 

イ【県が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ) 被災者の健康管理のため、市町村と連携して衛生班による現地での健康指導等を

行うとともに、健康相談、感染症の予防措置等保健衛生面での指導を行い、避難所

及び福祉避難所における健康意識の向上に努める。 

(ｲ) 被災による精神的ショックや避難生活の長期化による精神的ストレス等に対応す

るため、市町村や医療関係者と連携し、必要に応じ関係機関に、精神科医師等の専

門職員から成る災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）又は心のケアチームの派遣を

要請するとともに、災害の規模、被災者の状況等に応じ、国（ＤＰＡＴ事務局）に

対して他都道府県の災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣調整を要請する。 

(ｳ) 要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、医療機関

の受診状況や住まいの状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

(ｴ) 安全かつ確実な食料の提供のために、市町村と連携して以下の対策を行う。 

a 被災者の食料確保の状況を把握し、必要に応じ栄養指導を行う。 

b 炊き出しによる現場給食の栄養指導・食品衛生指導を行う。 

c 提供食品（救護食品を含む）の栄養指導、保管場所、保管方法及び運搬方法の衛

生指導を行う。 

d 必要に応じ提供食品（救護食品を含む）の検査を行い、不良食品の排除に努める。 

e 災害発生の季節・気象状況に応じた食品衛生指導を行う。 

f 被災を受けた食品等の状況に応じ、食品衛生上の危害防止のため必要な措置をと

る。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 医師会等は行政との連携のもとに、医療情報等の速やかな提供に努める。 

(ｲ) 看護協会等は行政との連携のもとに、被災地帯や避難所の救護・健康相談を行うよ

う努める。 

(ｳ) 栄養士会、食生活改善推進協議会は、行政との連携のもとに、栄養指導・炊き出し

等を行うよう努める。 

(ｴ) 関係団体の協力を得るために必要な連絡網、連絡体制、協力者名簿等をあらかじめ

整備しておく。 

エ【市民が実施する対策】 

(ｱ) 医療・保健の情報を積極的に活用し、自らの健康管理に務める。 

(ｲ) 市民相互の助け合いを大切にし、自らもボランティアとして活動を行う。 
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２ 感染症予防対策 

(1) 基本方針 

感染症予防対策の整備及び訓練、機材の確保に努めるとともに感染症予防対策のための

組織を明確化し、迅速な感染症予防を行う。また、感染症の発生を未然に防止するため、

関係機関との連携のもとに衛生指導、健康調査などの感染症予防を行う。なお、感染症が

発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく患者

の医療提供、消毒の実施等の措置を迅速に行い、まん延防止を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（市民環境部・健康福祉部） 

(ｱ) 災害時の迅速な感染症予防対策に備え、感染症予防対策のための組織を明確化する

とともに、緊急連絡網、人員配置等事前の感染症予防計画を樹立し、被災時は迅速に

対応する。 

ａ 保健班長は、医師会、日赤奉仕団、環境自治会等の協力を得て感染症対策活動を

実施する。 

ｂ 被害が甚大であり、かつ関係職員のみで感染症対策を実施することが不可能な場

合には、諏訪保健所を通じて隣接市町村及び自衛隊の応援を要請して実施する。 

ｃ 感染症対策班等の編成及び組織 

災害規模及び感染症地区の規模に対応する早期感染症対策を行うため必要に応じ

感染症対策班、検病調査班、検水調査班を編成し、防疫対策を講ずる。 

(a) 感染症対策防疫班は班長１名班員若干名をもって組織し、被害区域及び状況

により増班して、重点地区の防疫にあたる。 

(b) 検病調査班は、医師１名、看護師又は保健師１名、班員１名をもって組織し、

必要班数を編成して、検病調査にあたる。 

(c) 検水調査班は、班長１名、班員若干名をもって組織し、必要班数を編成して

検水調査にあたる。 

ｄ 感染症対策活動の実施 

災害の種別、規模に応じ保健所、医師会、環境自治会等と連携して、所要の措

置を講ずるとともに、各家庭における感染症対策を徹底する。 

(a) 感染症指導 

○清掃及び消毒方法の指導 

○ねずみ族・昆虫等駆除地域の指示 

○立入り禁止及び通行禁止の指示 

○臨時予防接種の実施命令 

(b) 消毒 

○ 浸水家屋、下水路及びその他不潔場所の消毒 

○ 避難場所の便所、その他不潔場所の消毒 

○ 感染病患者発生家屋の消毒（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律） 
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○ 災害状況により、ねずみ族・昆虫等の駆除 

(c) 検病、検水調査 

○ 検病、検水調査の実施 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による健康

診断の実施 

(d) 臨時予防接種 

予防接種法第６条の規定による臨時予防接種を県（知事）の命令に応じ実施

する。 

(e) 各家庭における感染症対策の実施 

○ 各家庭における感染症対策及び注意事項の周知 

○ 感染症上必要な薬剤の給付及びあっせん 

(f) 隔離 

被災地等に感染症が発生し、又は保菌者が発見されたときの隔離収容措置を

実施する。 

(g) 感染症対策用資材、薬剤等の調達 

感染症対策用資材、薬剤等の確保は、感染症対策用資機材調達先から調達し

て行う。 

(ｲ) 感染症発生を未然に防止するため、諏訪保健所及び関係機関と連携した感染症対策

活動を行う。また、避難所の施設管理者を通して衛生に関する自治組織を編成させ感

染症予防のための指導をする。 

(ｳ) 関係団体の協力を得て、被害状況、感染症対策状況、災害感染症所要見込額を取り

まとめるとともに、諏訪保健所長を経由して知事に報告する。 

(ｴ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又は無症状

病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当部

局が連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消

毒や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施する。 

また、長野県避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措

置を講じるよう努める。 

(ｵ) 災害時は、感染症予防活動に要する器具機材の必要量を速やかに算出し、不足分の

入手に努めるものとする。 

(ｶ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又は無症状

病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当部

局が連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消

毒等や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施する。また、長野県

避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。加えて、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、

関係部局において避難所の運営に必要な情報を共有するとともに、災害時には、関係

機関と連携し、自宅療養者等の避難の確保のために必要な連絡・調整を行うものとす
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る。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 災害時の迅速な感染症予防対策に備え、感染症予防対策のための組織を明確化す

るとともに、緊急連絡網、人員配置等事前の感染症予防計画を樹立し、被災時には、

迅速に対応する。 

(ｲ) 災害時に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練（点検を含む）、機材の確

保を図り、被災時は機材の適切な指導について関係機関に対し指示を行う。 

(ｳ) 災害時の感染症発生予防のため、平時から広報活動を実施し、予防教育を行うと

ともに、被災時は感染症に関する情報提供を行う。 

(ｴ) 実情に即応した迅速な感染症予防活動を実施及び指導するため、災害発生直後直

ちに現地調査を行い、被害が甚大な市町村に対しては、職員を現地に派遣し適切な

指導に当たる。 

(ｵ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又は無症状

病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当

部局が連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づ

く消毒や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施する。また、長

野県避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置を講じ

るよう努める。 

(ｶ) 状況把握及び今後の対策のため、感染症発生状況、感染症対策活動状況、災害感

染症対策所要見込額を取りまとめるとともに、災害防疫実施要綱に基づき国へ報告

する。 

(ｷ) 感染症予防活動完了後は、被災市町村からの災害防疫完了報告書を取りまとめ国

へ報告する。 

(ｸ) 災害感染症予防活動終了後、災害に要した経費を他の感染症予防対策に要した経

費とは明確に区分して把握する。なお、災害が激甚災害に対処するための特別の財

政援助等に関する法律により激甚災害及び当該災害に対して適用すべき措置の指定

がなされた場合は、市町村の報告書を審査した後国へ提出する。 

(ｹ) 被害が広範囲にわたり、他都道府県からの感染症予防対策に関する応援が必要と

なった場合及び他都道府県への応援が必要となった場合を想定し、広域相互応援体

制の整備を図り、被災時は、必要に応じ都道府県への応援要請、関係機関との連絡

調整を行う。 

(ｺ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大がみられる

場合は、危機管理部と健康福祉部が連携して、感染症対策として必要な措置を講じ

るよう努めるものとする。また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考

慮し、保健所は、平常時から地域振興局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有

し、地域振興局は、当該情報を市町村に対し共有するものとする。 

ウ【市民が実施する対策】 

市が行う広報、環境自治会を通じての指導を参考にして、居住地域の衛生の確保に努
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める。また、避難所においては、市の指導のもと施設管理者が中心となり、衛生に関す

る自治組織を編成して、感染症予防に努める。 
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第１８節 遺体の捜索及び処置等の活動 
 

第１ 基本方針 

災害時において行方不明となり、かつ周囲の状況によりすでに死亡していると推定される者の

捜索は、市が県警察本部、消防機関等の協力のもとに実施する。また、災害時における検視及び

遺体の身元確認は、長野県警察災害警備計画により行うこととされているが、検視にあたっては、

臨床法医病理会、警察協力歯科医師会との連携を密にして、医師会、歯科医師会、医療機関によ

る救護班等の協力を得て行う。さらに、多数の死者が生じた場合は、広域的な応援により、その

処理を遅滞なく進める。 

 

第２ 主な活動 

関係機関との連携を密にし、遺体の捜索を行うとともに、多数の死者が生じた場合には、衛生

上の問題及び人心の安定を図る見地から、的確な処置を施す。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

(1) 遺体の捜索は、市が県警察本部、消防機関等の協力のもとに行う。 

(2) 災害時において多数の死者が生じた場合、遺体収容所の確保、身元確認、縁故者への連絡、

身元が判明しない遺体の埋・火葬等について的確な処置を行う。 

(3) 多数遺体の検視については、発見地を管轄する警察署長が行い、検視の主目的は死因の究明

と身元確認資料収集であり、不自然な遺体があれば検視規則による司法検視・解剖に移行す

る。 

(4) 検視場所、遺体安置場所等を予め把握するとともに、避難所との兼ね合い、建物の崩壊等に

よりその場所が使用不可能となることもあるので、このような場合は、空地にテントを設置

しての検視活動も考慮する。 

 

２ 実施計画 

(1)【市が実施する対策】（総務部・市民環境部） 

ア 遺体の捜索を、県警察本部、消防機関等の協力のもとに実施する。 

イ 被災現場付近の適当な場所に遺体の収容所を開設し、遺体を収容する。なお、場所につ

いては予め選定しておくものとする。また、収容に必要な機材を確保する。 

ウ 収容した遺体及び遺留品等の整理について必要な事項を定める。 

エ 身元が判明しない遺体の埋・火葬を行う。 

オ 外国人市民等の遺体を引き受けた場合は、遅滞なく遺族や関係機関と連絡をとり、遺体

の措置について協議する。 

カ 火葬許可証発行事務処理体制の整備を行う。 

キ 遺体運搬車、棺及び火葬場の不足等遺体の処置等に関して、他の地方公共団体等からの
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応援を必要とする場合は、県等に要請する。 

(2)【県が実施する対策】（危機管理部、衛生部、警察本部）  

ア 被害が広範囲にわたり、県のみで対応が困難となった場合に備えて、広域相互応援体制

の整備を図り、被災時は、必要に応じ他都道府県等への応援要請、関係機関との連絡調整

を行う。  

イ 市町村長から、棺及び火葬場の不足等遺体の処置等に関して応援を要請され、かつ必要

があると認められるときは、速やかに他都道府県等に応援を要請する。 

ウ 市町村長から遺体運搬車の応援に関して要請をされ、かつ必要があると認められるとき

は、速やかに（社）長野県トラック協会長に応援要請をする。 

エ 市町村から棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等に関して応援を要請され、かつ必

要があると認められるときは、信州葬祭業協同組合若しくは全日本葬祭業協同組合連合会

に、「災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに遺体の搬送等の協力に関する協定」

に基づき応援を要請するものとする。 

オ 遺体の捜索、輸送、収容、埋・火葬等について必要な基準を設けるとともに、市町村の

活動の支援を行う。 

カ 検視（検案）における事前準備を以下のとおり行い、被災時は、関係機関に対する適切

な指示を行う。 

(ｱ) 市町村、医療機関等関係機関との連携を行う。 

(ｲ) 検視場所、遺体安置場所等施設の把握、確保を行う。 

(ｳ) 医療機関との連携、検案医師、歯科医師等との協力体制を確保する。 

(ｴ) 葬儀業者、遺体安置機材等取扱業者の把握、確保を行う。 

(ｵ) 検視に使用する装備資機材の整備を行う。 

(ｶ) 多数遺体検視要領を策定し、体制の確立と教養訓練を実施する。 

キ 検視実施要領を以下のとおりとする。 

(ｱ) 多数遺体の検視に当たっては、一般の遺体観察と同様適正な遺体観察を行う。 

(ｲ) 検視は受付順に行い、発見から遺体の引渡しまで、一連の流れがわかる遺体発見表を

貼付する。 

(ｳ) 検視は迅速に行い、身元が明らかで引取人があるときは、速やかに引き渡す。 

(ｴ) すべての遺体について写真撮影を行い、必要に応じて指紋、歯型、血液型資料を採取

し、身体特徴、着衣、所持品等詳細な記録を行う等、身元確認資料の収集に万全を期す。 

ク 身元確認・遺体の引渡しについては以下のとおりとする。 

(ｱ) 身元の確認は、遺族等関係者複数に確認させるほか、可能な限り指紋、歯型等による

確認を行い、誤りのないよう慎重を期す。 

(ｲ) 身元を明らかにすることができない遺体は、当該遺体を引き渡したとしてもその後の

犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、遺体取扱規則第５条

に基づき、遅滞なく市町村長にその所持品等とともに引き渡す。この場合においては、

死亡報告書に本籍等不明死体調査書を添えて行い、遺体及び所持品引取書を徴しておく。 

(ｳ) 行方不明者に関する相談窓口を設け、行方不明者の特徴を把握して、身元確認に最大
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限の努力をする。 

ケ 外国籍県民等の遺体の措置については、以下のとおりとする。 

(ｱ) 所轄警察署長は、死者が外国籍県民等であることが判明したときは、遺体取扱規則第

２条の規定に基づき、遅滞なくその旨を領事機関に通報する。 

(ｲ) 遺体の引渡しを受ける遺族等が日本にいない場合は、遅滞なく市町村長にその所持品

等とともに引き渡す。 

(3)【関係機関が実施する対策】 

日本赤十字社長野県支部、（社）長野県医師会、郡医師会、（社）長野県歯科医師会、郡歯

科医師会、災害拠点病院等により編成された救護班は。必要に応じて、洗浄、検案等の処理

を行うものとする。 
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第１９節 廃棄物の処理活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生後のごみ、し尿の適正な処理は、生活環境の保全、住民衛生の確保、早期の復旧・

復興活動を行う上で重要である。被災した市内のごみ、し尿の処理活動の実施とともに、必

要に応じて広域応援による処理を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ ごみ、し尿の迅速かつ適正な処理のための活動を行う。 

２ 処理能力を超える場合は広域応援による処理を図る。 

 

第３ 活動の内容 

１ ごみ、し尿処理対策 

(1) 基本方針 

主として、廃棄物の発生状況、施設の被害状況等の把握のための活動を行い、茅野市環

境自治会連合会においては、茅野市廃棄物再資源協会並びに市内し尿浄化槽汲み取り業者

とも協力して被災箇所における衛生的環境を確保するため、廃棄物の収集・運搬・処理活

動を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（市民環境部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 災害廃棄物の発生量及びその処理見込み、廃棄物処理施設の被害状況及び稼働見

込み等の把握を行うとともに、県に対して報告する。 

(ｲ) 被災地における環境保全の緊急性を考え、臨時雇い、機材リース等の措置を講じて廃

棄物の早期処理体制の確立を図る。 

(ｳ) 下水道使用地域等で災害によりトイレが使用不能になった場合は、必要に応じて

仮設トイレを設置する等の対策を講じる。 

(ｴ) 生ゴミ、し尿等腐敗性廃棄物については、防疫に留意し、可能な限り早期の収集に努

める。 

(ｵ) 災害により粗大ごみ、不燃性ごみ等が大量に発生し、処理施設での処理が困難な

場合は、速やかに必要に応じて仮置き場を設け、住民へ周知する。この場合、設置

場所、周辺環境等に十分注意を払う。 

(ｶ) 収集にあたっては処理施設の負担軽減を図るため、被災状況に応じできる限り平時の

分別区分による収集に努める。 

(ｷ) ごみ、し尿の処理に必要な処理業者が不足し必要と認めとめる場合は、県に手配を要

請する。 

(ｸ) 被災地の災害廃棄物の清掃に要した経費及び廃棄物処理施設の原状復旧に要した

経費について、国県補助を受けようとする場合は、災害発生後原則として１０日以

内に諏訪地域振興局へ報告する。 
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イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 災害発生後、地域振興局を通じて速やかに被災地における災害廃棄物の発生量及

びその処理見込み、廃棄物処理施設の被害状況及び稼働見込み等の把握のための活

動を行うものとする。（環境部） 

(ｲ) 市町村等から、ごみ、し尿の処理に必要な処理業者の手配について要請を受けた

場合は、一般社団法人長野県産業廃棄物協会、長野県環境整備事業協同組合との協

定に基づき、両団体に対し協力要請を行うものとする。（環境部） 

(ｳ) 市町村から仮設トイレの設置について要請を受けた場合や、設置が必要と認めら

れる場合は、（一社）日本建設機械レンタル協会長野支部との「災害時における災

害応急資機材のリースに関する協定」に基づき、協力要請を行うものとする。（危

機管理部） 

ウ【市民が実施する対策】 

市民は、災害により発生したごみを市が定めた場所に搬入する。搬入に当たっては、

分別区分等市が指定した方法を遵守し、集積場所の衛生確保に協力する。 

 

２ 廃棄物処理の広域応援 

(1) 基本方針 

発生した廃棄物の量、廃棄物処理施設の被害状況等により、市のみでは廃棄物処理が困

難と認められる時は、広域的な応援の要請を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（市民環境部、総務部） 

収集、処理に必要な人員、機材、処理能力が不足する場合は、近隣市町村から応援を

求める。 

イ【県が実施する対策】（環境部） 

市町村等の広域的な支援の要請、調整を図るものとし、大規模災害により被災市町村、

近隣市町村のみでは、廃棄物処理が困難と認められるときは、他の都県等に対して支援

を要請する。 
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第２０節 社会秩序の維持、物価安定に関する活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生後は、被災地の社会的混乱や被災者の心理的動揺等が予想され、社会秩序の維持

が重要な課題となる。また、被災者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資の安定供給

のための措置が必要となる。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 災害発生後の社会秩序を維持するための活動を実施する。 

２ 災害発生後の物価の安定、物資の安定供給を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 社会秩序の維持 

(1) 基本方針 

災害発生時には、被災者を対象とした悪質商法、詐欺事件、社会的な混乱下での産業廃

棄物等の不法処理事犯、窃盗事件等が横行する可能性がある。したがって、社会秩序を維

持するため、関係機関の適切な措置により、このような事犯を未然に防止するとともに、

悪質な業者を検挙する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

(ｱ) 広報啓発活動の推進 

(ｲ) 防犯協会等の自主防災組織及び警備業協会等と連携してのパトロール、生活の安

定に関する情報提供等の実施 

イ 【県が実施する対策】（警察本部） 

(ｱ) 災害に便乗した窃盗事犯の取締り 

(ｲ) 災害に便乗した悪質商法事犯の取締り 

(ｳ) 災害に便乗した産業廃棄物の不法処分事犯の取締り 

(ｴ) 災害に便乗したサイバー攻撃に関する情報収集・分析・取締り 

(ｵ) 広報啓発活動の推進 

(ｶ) 防犯協会等の自主防犯組織及び警備業協会等と連携してのパトロール、生活の安

定に関する情報提供等の実施 

(ｷ) 避難所等への定期的な巡回 

 

２ 物価の安定、物資の安定供給 

(1) 基本方針 

災害の発生により、物流経路の分断、市場の機能低下、小売店の閉鎖などから生活関連

物資の供給不足やそれに伴う品切れ、価格の高騰、便乗値上げ等がおこるおそれがある。
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このため、物価の安定、必要物資の安定供給を図り、被災者の経済的安定に寄与する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（産業経済部、市民環境部） 

(ｱ) 買占め売惜しみ及び便乗値上げを防ぐため、生活必需物資等の価格需給動向につ

いて調査、監視を行う。 

(ｲ) 適正な価格もしくは条件による販売、流通を確保するため、関係業界に対して協

力を要請する。 

(ｳ) 情報不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需物資の価格、

供給状況等について必要な情報を提供する。 

(ｴ) 買占め売惜しみ、便乗値上げ、災害に便乗した悪質商法等に対する消費者からの

相談に対応するため、相談窓口等を設置する。 

(ｵ) 管内又は広域圏で流通業者との連携を図る。 

イ【県が実施する対策】（企画部） 

(ｱ) 物流経路の分断、市場の機能低下、小売店の閉鎖などから、生活関連物資の供給

不足やそれに伴う品切れ、価格の高騰、便乗値上げ等を防ぐため、生活必需物資等

の価格需給動向について調査、監視を行う。 

(ｲ) 調査結果を基に関係機関で対応を協議し輸送ルートの確保等在庫不足等の早期解

消に向け必要な措置を講じる。 

(ｳ) 適正な価格若しくは条件による販売、流通を確保するため、関係業界に対して協

力を要請する。 

(ｴ) 情報の不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需物資の価格、

供給状況等について、必要な情報を提供する。 

(ｵ) 買占め売惜しみ、便乗値上げ、災害に便乗した悪質商法等に対する消費者からの

相談に対応するため、相談窓口を設置する。 

ウ【企業等が実施する対策】 

正常な取引環境を回復するため、市場及び小売店では、施設、設備の早期復旧を行い、

速やかな営業再開を図る。 

エ【市民が実施する対策】 

集団心理的パニックを防ぐため、自ら冷静な消費行動に努める。 
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第２１節 危険物施設等応急活動  

 

第１ 基本方針 

風水害等発生時において、危険物施設等に損傷が生じた場合、危険物等の流出、爆発、火

災等により、当該施設関係者及び周辺住民等に重大な被害をもたらすおそれがあることから、

当該施設にあっては、施設の点検を速やかに実施するとともに、施設損傷時には応急措置を

速やかに実施し、危害の防止を図るものとする。 

また、関係機関においても相互に協力し、迅速かつ的確な応急措置を行い、当該施設によ

る災害防止及び被害の軽減を図るものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 危険物施設における、ＰＲＴＲ対象物質等の危険物の流出、爆発及び火災の発生防止並び

に被害拡大防止のための応急対策の実施 

２ 火薬類施設における、火災、爆発の発生防止並びに被害拡大防止のための応急対策の実施 

３ 高圧ガス施設における、火災、爆発及び漏洩の発生防止並びに拡大防止のための応急対策

の実施 

４ 液化石油ガス施設による、火災、爆発及び漏洩の発生防止並びに臨時供給のための応急対

策の実施 

５ 毒物・劇物保管貯蔵施設における、毒劇物の漏洩、流出等の発生防止並びに被害拡大防止

のための応急対策の実施 

６ 放射性物質使用施設における、放射線源の露出、流出等の発生防止並びに被害拡大防止の

ための応急対策の実施 

７ 石綿使用建築物等における、石綿の飛散等の発生防止並びに被害拡大防止のための応急対

策の実施 

８ 大気汚染防止法で定めるばい煙又は特定物質の排出の防止並びに被害拡大防止のための

応急対策の実施 

 

第３ 活動の内容 

１ 共通事項 

(1) 基本方針 

風水害等発生時において、危険物施設等の損傷等による危険物等の流出、爆発及び火災

の発生防止並びに被害の拡大防止等の応急対策を実施し、当該施設の関係者及び周辺住民

の安全を確保する。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する主な対策】 

(ｱ) 災害時における連絡（県・市） 

危険物施設等において災害における関係機関との連絡体制を確立する。 

(ｲ) 漏洩量等の把握（県・市） 
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関係機関と連携の上、飛散し、もれ、流れ出、又は地下に浸透した危険物等の種

類、量と、その流出先の把握に努める。 

(ｳ) 危険物施設等の管理者等に対する指導（県・市） 

危険物施設等の管理者等に対し、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよ

う指導する。 

(ｴ) 周辺住民への広報の実施（市） 

周辺住民に対して広報活動を行い、安全を確保する。 

(ｵ) 避難誘導の実施（警察本部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険

区域への人、車両の立入を禁止する。 

(ｶ) 環境汚染状況の把握（県・市） 

必要に応じて、関係機関と連携して周辺環境調査や水質・大気質の測定を行い、

環境汚染状況を的確に把握する。なお、下流に浄水場等が所在する場合など、危険

物等が流入した場合に広範に影響を及ぼす施設等が所在する場合は、重点的に調査

を行う。 

(ｷ) 人員、機材等の応援要請（県・市） 

必要に応じて、他の都道府県・市に対して応援要請をし、応急対策等を行う。 

イ【危険物施設等管理者が実施する主な対策】 

(ｱ) 危険物等の流出、爆発、火災等の発生を防ぐため、施設の点検及び必要な防止措

置を講ずる。 

(ｲ) 危険物等の流出、爆発、火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合は、被

害拡大防止のための応急対策を実施するとともに、関係機関へ速やかに連絡する。 

(ｳ) 危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当

性ならびに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災

害の拡大が想定される場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策に係る計

画の作成等の実施に努める。 

 

２ 危険物施設応急対策 

(1) 基本方針 

風水害等発生時において、危険物施設の損傷等による危険物の流出、爆発及び火災の発

生防止並びに被害の拡大防止等の応急対策を実施し、当該施設の関係者及び周辺住民の安

全を確保する。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部） 

危険物施設の被害状況に関する情報収集に努め、火災、爆発、流出及び そのおそれ

があるときは、次による対策を実施する。 

(ｱ) 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

市長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、危険物施設の
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管理者等に対し、製造所等の使用の一部停止等を命ずる。 

(ｲ) 災害時における連絡 

危険物施設において災害時における連絡体制を確立する。 

(ｳ) 危険物施設の管理者等に対する指導 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱

者等に対し、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう次に掲げる事項につ

いて指導する。 

ａ 危険物施設の緊急使用禁止等 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をすると

ともに、危険物の移送の中止及び車両の転倒防止等をする。 

ｂ 危険物施設の緊急点検 

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施す

るとともに、施設周辺の状況把握に努める。 

ｃ 危険物施設における災害防止措置 

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去

等適切な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、

異常反応、浸水等による広域拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、

防油堤の補強等災害発生に備えた措置も合わせて講ずる。 

ｄ 危険物施設における災害発生時の応急措置等 

(a) 応急措置 

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に

応じた初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出

防止措置を迅速かつ的確に行う。 

(b) 関係機関への通報 

危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防、警察等関係機関

に通報する。 

(c) 相互応援の要請 

必要に応じ、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危

険物取扱い事業所に応援を要請する。 

(d) 従業員及び周辺地域住民に対する措置 

警察等関係機関と連携し、広報の実施等、従業員及び周辺地域住民の安全確

保のための措置を行う。 

イ【県が実施する対策】（警察本部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域

への人、車両の立入を禁止する。 

また、移動可能な危険物を他の施設に移動するよう、危険物施設の管理者等に要請す

る。 
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３ 火薬類等災害応急対策 

(1) 基本方針 

火薬類取扱施設は、風水害により発生する直接的な被害により、むしろ火薬庫の倒壊等

による火薬類の流出・紛失などの二次災害の危険性が高い。このため、被害を受けた場合

には、火薬類の安全な場所への移設あるいは施設の監視等が重要になる。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部） 

関係機関と連携協力し、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに危険区域

への人、車両の立入りを禁止する。また、移動可能な火薬類の他施設への移動について、

火薬類施設管理者に対し要請する。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 商工労働部が実施する対策 

火薬類取扱施設の管理者等に対し、次の応急対策について指導徹底を図る。 

ａ 保管又は貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕がある場合には、速やかに安

全な場所に移し、見張り人を付け、関係者以外の者が近づけないようにすること。 

ｂ 搬出が危険な場合又は搬出の余裕がない場合には、火薬類を付近の水槽等に沈

めること。 

ｃ 搬出に余裕がない場合には、火薬庫にあっては、入口、窓を目塗土等で完全に

密閉し、木部は防火措置を講じ、関係機関の協力を得て、爆発により被害を受け

るおそれのある地域は、総て立入禁止の措置を講じ、危険区域内の住民を避難さ

せること。 

(ｲ) 警察本部が実施する対策 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険

区域への人、車両の立入を禁止する。 

また、移動可能な火薬類の他施設への移動及び盗難防止措置について、火薬類施

設の管理者等に対して要請する。さらに、火薬類の運搬規制及び運搬証明書の発行

制限を行う。 

 

４ 高圧ガス施設応急対策 

(1) 基本方針 

高圧ガス製造施設等については、火災、爆発、漏洩等により周辺住民に対し大きな被害

を与えるおそれがある。 

被害を最小限にとどめ、従業員並びに周辺住民に対する危害防止を図るため、関係機関

は相互に協力し、これらの施設の被害を軽減するための対策を確立する必要がある。 

また、高圧ガス製造施設等が使用不能となった場合は、被災地域外の系列（関連）事業

者からガス種別ごとに供給を受けることになっている。事業者間をわたる協力（供給）体

制が取れるよう長野県高圧ガス団体協議会が中心となり、その対策を整備する必要がある。 

(2) 実施計画 
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ア【県が実施する対策】 

(ｱ) 商工労働部が実施する対策 

ａ 高圧ガス関係事業所に対し、次の応急対策の確立について指導徹底を図る。 

(a) 施設の保安管理者は、高圧ガス保安法に基づく応急の措置をとるとともに、

警察及び消防機関に直ちにその旨を通報すること。 

(b) 高圧ガスの漏洩、あるいは爆発等のおそれのある施設の配管の弁類等の緊急

停止と施設の応急点検と出火防止の措置をとること。 

(c) 製造作業を中止し、設備内のガスを安全な場所に移し、また放出し、この作

業に必要な作業員の他は退避させること。 

(d) 貯蔵所又は充填容器が危険な状態になったときは、直ちに充填容器を安全な

場所に移すこと。 

(e) 漏洩ガスが、静電気、摩擦等により発火し、火災が発生した場合には、状況

を的確に把握し、火災の防止の初期消火に努めること。 

(f) 災害時には、その状況に応じ、従業員、周辺住民に対して火気の取扱いを禁

止するとともに、ガスの種類に応じた避難誘導を行い、特に毒性ガスについて

は風向を考慮し、人命の安全を図ること。 

(g) 状況に応じ、長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に応援要

請すること。 

ｂ 高圧ガス運送者に対し、次の応急対策について指導徹底を図る。 

(a) 状況に応じ、車両を安全な場所に移動させるとともに、付近の火気を管理す

ること。 

(b) 輸送している容器が危険な状態になったときには、付近の人を安全な場所へ

退避させること。また、通行者に対する交通遮断をし、状況に応じて安全な場

所へ退避させること。 

(c) 長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に応援要請すること。 

(ｲ) 警察本部が実施する対策 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険

区域への人及び車両の立入を禁止する。 

また、移動可能な容器等を他の施設に移動するよう、関係者等に要請する。 

 

５ 液化石油ガス施設応急対策 

(1) 基本方針 

災害発生時における、液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動及び応急供給活動

については、（一社）長野県ＬＰガス協会に要請しているが、他地区からの応援等を含め

た、より効果的な体制で活動する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

(ｱ) 被災後において、緊急輸送が可能な液化石油ガス充填所を確認し、被災地に対す
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る液化石油ガスの緊急輸送について、県を経由して（一社）長野県ＬＰガス協会に

依頼する。 

(ｲ) 被災家庭、避難所等に対する、迅速な設備の復旧及び臨時供給について関係機関

に依頼する。 

(ｳ) 避難場所等で使用するコンロ、ボンベ等の確保に努める。 

(ｴ) 仮設住宅等の臨時供給体制を確保する。 

(ｵ) 延焼の恐れがある液化石油ガス一般消費設備について、容器の回収等に努めるよ

う、市民、関係機関に指導する。 

(ｶ) 火災警報区域及び消防警戒区域を設定し、火気取扱い規制或いは禁止をさせ、市

民・車両等の立入り制限を実施する。 

(ｷ) 臨時的、仮設的供給施設等の火災予防広報及び指導を徹底する。 

イ【県が実施する対策】（商工労働部） 

(ｱ) 液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動の迅速な実施（特に、病院、避難

所となる学校・公民館等及び大規模な容器置場を有する施設等は最優先で実施）と、

冬期（特に積雪期）の困難な条件に対応できる特別体制の実施について、（一社）

長野県ＬＰガス協会に要請する。 

(ｲ) 延焼等のおそれのある液化石油ガス設備については、消防署等の指導のもとで、

容器の回収に努めるよう、（一社）長野県ＬＰガス協会に要請する。 

(ｳ) 発災後において、緊急輸送が可能な液化石油ガス充填所を確認し、被災地に対す

る液化石油ガスの緊急輸送について手配するよう、（一社）長野県ＬＰガス協会に

要請する。 

(ｴ) 被災家庭及び避難所等に対する迅速な液化石油ガス設備の復旧及び臨時供給につ

いて、（一社）長野県ＬＰガス協会に要請する。 

(ｵ) 避難所等で使用するカセット式ガスコンロ及びカセットボンベの調達について、

（一社）長野県ＬＰガス協会に要請するとともに、地域振興局・市を通じて量販店

等の在庫を確認し、確保に努める。 

(ｶ) 仮設住宅への液化石油ガスの臨時供給について、他支部及び他県の応援を含めた

対応を、（一社）長野県ＬＰガス協会に要請する。 

(ｷ) 救援活動により持ち込まれた液化石油ガス容器及びカセットボンベの廃棄又は放

置による事故を防止するため、回収と消費者への周知について、（一社）長野県Ｌ

Ｐガス協会に要請するとともに、消費者広報を行う。 

 

６ 毒物・劇物保管貯蔵施設応急対策 

(1) 基本方針 

毒物及び劇物を取扱う者は、毒劇物等保管貯蔵施設等が風水害等により被害を受け、毒

劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出又は地下に浸透し、保健衛生上の危害が発生し、

又は、そのおそれのある場合は、直ちに的確な情報を保健所・警察署又は消防機関に通報

するとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な措置をとる。 
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また、県は、事故発生時に緊急に必要とされる中和剤、吸収剤等の速やかな供給を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部、都市建設部） 

(ｱ) 周辺住民に対して緊急避難、広報活動を行う。 

(ｲ) 飲料水汚染のある場合、水道事業者と連携して、水道使用者、井戸水使用者に対

し通報を行う。 

(ｳ) 諏訪広域消防茅野消防署において、吸収材等の使用による毒物劇物の危害除去を

行う。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 飛散し、漏れ、流れ出、又は地下に浸透した毒物・劇物の種類、量等を確認する。

（健康福祉部） 

(ｲ) 警察署、消防機関と連携して、毒物・劇物による汚染区域の拡大防止に必要な措

置、危険区域の設定、立入禁止の措置及び中毒防止方法の広報を行う。（健康福祉部） 

(ｳ) 飲料水汚染のおそれがある場合、市等へ連絡する。（環境部） 

(ｴ) 中和剤、吸収剤の速やかな供給を図る。（健康福祉部） 

(ｵ) 関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに危険区

域への人、車両の立入を禁止する。（警察本部） 

ウ【営業者及び業務上取扱者が実施する対策】 

(ｱ) 災害後直ちに貯蔵設備等の点検及び必要な災害防止措置を講ずるとともに、その

旨を保健所、警察署又は消防機関へ連絡する。 

(ｲ) 毒劇物等の漏洩、流出、拡散等の場合には、中和剤・吸収剤等により周辺住民の

安全対策を講ずる。 

 

７ 放射性物質使用施設応急対策 

(1) 基本方針 

風水害発生時において、放射性物質を使用する施設の損傷等により、放射性物質が露出、

流出し、放射線障害の発生又は発生のおそれのある場合は、迅速かつ的確な応急措置の実

施により、人命の安全確保を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部、市民環境部） 

(ｱ) 放射性物質使用施設において火災が発生し、又は延焼のおそれがある場合、諏訪

広域消防茅野消防署は、関係機関、放射線同位元素使用者等と連携し、消火又は延

焼防止活動行う。その際、放射線測定器、放射線保護服等を装備し、放射線障害に

備える。 

(ｲ) 汚染のおそれのある区域住民の避難、誘導及び立ち入り禁止措置、緊急避難場所

等の広報活動 

イ【県が実施する対策】（警察本部） 

関係機関と連携し、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、立入禁止区
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域を設定し、人、車両の立入を禁止する。 

ウ【放射線同位元素使用者が実施する対策】 

放射線同位元素使用者等は、当該使用施設が災害により被害を受け、放射線障害が発

生し、又は発生するおそれがある場合は、消防機関等関係機関の協力を得て、次に掲げ

る応急措置を実施する。 

(ｱ) 放射性物質使用施設に火災が起こり、又は施設に延焼するおそれのある場合は、

人命救助、消火又は延焼の防止に努め施設従業員等の避難誘導をするとともに、直

ちに消防機関等に通報する。 

(ｲ) 放射線障害の危険のある地域（放射線量１ミリシーベルト毎時を越えるおそれが

ある区域）内にいる者及び付近にいるものに避難するよう警告する。 

(ｳ) 放射線障害を受けた者又は受けるおそれのある者がいる場合は、速やかに救出し、

避難をさせる等緊急の措置をとる。 

(ｴ) 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかにその拡散の防止及び除去

を行う。 

(ｵ) 放射性同位元素を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全

な場所に移し、その周辺には、ロープ等による明示、標識等を設け、かつ、見張人

を付け、関係者以外の者の立入を禁止する。 

(ｶ) 事故発生時、危険区域内にいた者に対して、医師による診察等必要な措置を行う。 

 

８ 石綿使用建築物等応急対策 

(1) 基本方針 

大規模災害発生時において、石綿使用建築物等の損傷等による石綿の飛散状況の確認や

飛散防止の応急対策を石綿含有建材に関する知識を有する技術者等の協力を得て実施し、

周辺住民の安全を確保する。 

(2) 実施計画 

【県が実施する対策】 

ア 被災建築物に関する情報を把握し、石綿が使用されている可能性のある建築物等を対

象に、石綿露出状況調査の実施地域を選定する。（地域振興局） 

イ 被災建築物の石綿露出状況調査に必要となる、石綿含有建材に関する知識を有する技

術者の派遣人数及び機関について、水大気環境課と協議する。（地域振興局） 

ウ 調査を担当する県職員が不足する場合には、職員の派遣を環境政策課に要請する。（地

域振興局） 

エ 災害時の応援協定に基づき、協定締結団体に対し調査に要する技術者の派遣を要請す

る。（環境部） 

オ 派遣可能となった技術者の人数と日数から、調査を実施する建築物等を決定して、被

災建築物の石綿露出状況を調査する。（地域振興局） 

カ 調査の結果、石綿の露出や飛散の恐れがある状況が確認された場合は、建築物等の所

有者又は管理者に、当該建築物への立入制限や飛散防止対策等の応急措置を要請する。
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（地域振興局） 

キ 所有者等による応急措置が困難な場合は、所有者等からの依頼を得て、市との連携に

より、対象建物周辺の立入制限措置等の応急措置を実施する。（地域振興局） 

ク 損壊した建築物の周囲など粉じんの多い場所での防じんマスクの着用徹底及び正し

い着用方法について周知する。（環境部） 

ケ 必要に応じてアスベストが飛散している恐れのある場所について大気中のアスベス

ト調査を実施し、周辺住民等に対し情報提供を行う。（環境部） 

コ 環境省が定める「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の徹底を事

業者に対し指導を行う。（環境部） 

 

９ 大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設又は特定施設応急対策 

(1) 基本方針 

風水害等発生時において、大気汚染防止法で定める事故時の措置を徹底することにより、

周辺住民の安全を確保する。 

(2) 実施計画 

【県が実施する対策】 

大気汚染防止法に基づき、必要に応じて事業者に対し被害の拡大防止の措置をとるよう

命ずる。 
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第２２節 電気施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

電気は欠くことのできないエネルギー源であると同時に、災害時には、感電事故や火災の発生等の

原因にもなる危険性を併せ持っていることから、早期復旧による迅速な供給再開並びに、感電事故や

供給再開に伴う火災発生等の二次災害防止を重点に、応急対策を推進する。 

 

第２ 主な活動 

１ 職員、電気工事事業者、関連電力各社による、総合的な復旧対策を確立する。 

２ 復旧用資材、輸送手段を確保し、復旧順位を定めた迅速な応急復旧を行う。 

３ 感電事故防止と復旧見込み等に関する広報を行い、二次災害防止に努めるとともに、必要

に応じて節電の呼びかけを行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 応急復旧体制の確立 

(1) 基本方針 

被害状況を早急に把握し、計画に基づく職員の参集と関連各社との連携により、早期復旧体制を

確立する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

電力会社との連絡を密にして、被害状況等の情報の相互交換を図り、復旧体制を確立する。 

（事業所の所在及び名称） 

イ【電力関係各社が実施する対策】（電気事業者） 

(ｱ) 業務計画に基づいて職員を招集するとともに、直ちに被害状況の確認を行う。 

(ｲ) 被害状況に応じ、請負会社に対して協力を要請し、総合的な応急復旧体制を確立する。 

(ｳ) 電力各社との連絡を密にし、電気供給の融通体制を確立する。 

 

２ 迅速な応急復旧活動 

(1) 基本方針 

復旧用資機材、輸送手段を早急に調達して応急復旧工事を迅速に推進するとともに、電力の緊急

融通等による早期送電再開に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した病院、要配慮者に関わる社会福祉

名称 所在地 電話番号 業務内容 

中部電力パワーグリッド株式会社 

諏訪営業所 

諏訪郡下諏訪町

西鷹野町4559-43 

フリーダイアル 

0120-984540 

中部電力業務計画 

による防災業務 
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施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の

設置状況を踏まえ、これらの施設の非常用電源の稼働状況の確認をおこなう。その上で、電

源の確保が必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先の候補案を作成するよう努める。ま

た、国（経済産業省）、電気事業者等と調整を行い、電源車等の配備先を決定する。 

(ｲ) 電気事業者が実施する道路区域内の応急復旧工事については、許可手続を早急に行うとと

もに、掘削工事を伴う場合は、他の埋設物の情報を提供して他のライフラインの損傷を防止

し、同一箇所での２者以上の工事については、工事現場が輻湊しないよう調整する。(建設部) 

イ【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した病院、要配慮者に関わる社会福祉

施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の

設置状況を踏まえ、これらの施設の非常用電源の稼働状況の確認をおこなう。その上で、電

源の確保が必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先の候補案を作成するよう努める。ま

た、国（経済産業省）、電気事業者等と調整を行い、電源車等の配備先を決定する。 

(ｲ) 電気事業者が実施する道路区域内の応急復旧工事については、許可手続を早急に行うとと

もに、掘削工事を伴う場合は、他の埋設物の情報を提供して他のライフラインの損傷を防止

し、同一箇所での２者以上の工事については、工事現場が輻湊しないよう調整する。(建設部) 

ウ【関係機関が実施する対策】（電気事業者） 

(ｱ) 電力関係各社が実施する対策 

ａ 市、県及び関係機関と密接な関係を保ちながら、系統及び負荷の重要性と被害状

況や復旧の難易度とを勘案して、病院、避難所等の必要性の高い施設や復旧効果の

高いものから順次実施する。また、(2)イ、(ｱ)の場合には、電気事業者等は、電源

車等の配備に努める。 

ｂ 復旧用資機材の在庫量を確認するとともに、必要な資材については、請負会社等と連携し

て直ちに調達する。 

ｃ 資機材の輸送については、自社及び請負会社を含め、車両、舟艇、ヘリコプター等のあら

ゆる輸送手段を確保するものとする。 

ｄ 応急工事に当たっては、恒久的工事との関連、並びに情勢の緊急度を勘案して、迅速、的

確に行う。また、緊急復旧を必要とする場合は、電源車、バイパスケーブル車、仮設変圧器

車等を利用して、応急送電を行う。 

ｅ 自社電力が不足する場合は、「全国融通電力受給計画」「二社融通電力受給計画」に基づ

く緊急融通を行って電力を供給する。 

 

３ 二次災害防止 

(1) 基本方針 

停電による社会不安の除去、感電事故防止、送電再開時の火災予防等に関し、関係各機関と連携

を密にして広報活動を中心とした二次災害防止活動に努める。また、発電所等の被災により、

需要量に対して十分電力が供給できない見込みの場合には、節電の呼びかけを行う。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する対策】（総務部） 

県及び電力会社からの要請に基づき、市の防災無線により、市民に対する広報活動を

行う。 

イ【県が実施する対策】(危機管理部) 

(ｱ) 電力会社からの報告により、停電地域の実態を把握し、市へ情報提供を行う。 

(ｲ) 電力会社と連携を密にし、広報に関する指導及び調整を行う。 

(ｳ) 電力会社からの報告により、需要量に対して十分電力が供給できない見込みの場合には、

市町村、電力会社と協力して節電の呼びかけを行う。 

ウ【関係機関が実施する対策】（電力会社） 

(ｱ) 電力供給機関は、積極的な広報活動を実施して、次の事項の周知徹底に努める。 

ａ 停電による社会不安除去に関する事項 

(a) 停電の区域 

(b) 復旧の見通し 

ｂ 感電等の事故防止に関する事項 

(a) 垂れ下がった電線に触れないこと 

(b) 断線した高圧線鉄塔等に近寄らないこと 

ｃ 送電再開時の火災予防に関する事項 

(a) 電熱器具等の開放確認 

(b) ガスの漏洩確認 

(ｲ) 広報に当たっては、広報車、チラシ、広報板等を利用して積極的に行うとともに、テレビ・

ラジオ・新聞等の報道機関に対する協力要請や、市の防災無線等、地域住民に対する周知徹

底に努める。 

(ｳ) 需要量に対して十分電力が供給できない見込みの場合には、速やかに、県及び市町村へ情 

報提供するとともに、節電の協力要請を行う。 
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第２３節 都市ガス施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

ガス漏えいによる火災・爆発・生ガス中毒等の二次災害防止に努め、市民の安全を確保す

る。速やかな応急復旧によりガスの早期供給再開をめざし、公共施設としての機能を維持す

る。また、被害が大規模な場合、当該都市ガス事業者だけでは応急復旧活動が実施困難であ

ることから、他都市ガス事業者へ応援を依頼した場合の受入れ体制を整備する。 

 

第２ 主な活動 

１ 巡回点検及び各種情報収集から被害の規模を早期に把握する。そのうえで、復旧計書を策

定し、応急復旧活動を行う。 

２ 復旧に当たっては、病院、避難所である学校その他の公共機関を優先して復旧するととも

に、仮設住宅への臨時供給を迅速に実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 都市ガス施設応急復旧対策 

(1) 基本方針 

ア ガス施設の巡回点検を重要地点から行うとともに、各種情報の収集を迅速に行い、被

害の規模を早期に把握する。 

イ 被害が大きい地域にあっては、製造所、供給所、整圧所及び導管に設置してある遮断

弁を利用して、全域又は一部区域（ブロック）のガス供給を停止した後、工事店の協力

を得て応急復旧活動を行う。当該都市ガス事業者だけでは復旧できないと判断した時は、

直ちに他都市ガス事業者に応援を要請する。 

ウ 復旧対策に関して、市民及び関係機関への広報に務める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部、総務部、企画部） 

(ｱ) 市道の被害状況の把握 

(ｲ) 掘削工事を伴う場合は、他の占用物件の情報を提供し、２者以上の応急工事があ

る場合は、工事現場が混雑しないための調整の実施 

(ｳ) 市民への広報等 

都市ガスの被害状況、供給不能区域、市民の心得等の周知を事業者とともに行う。 

イ【県が実施する対策】（建設部）  

都市ガス事業者が実施する道路区域内の応急復旧工事については、許可手続きを早急

に行うとともに、掘削工事を伴う場合は、他の埋設物の情報を提供して、他のライフラ

インの損傷を防止し、同一箇所での２者以上の工事については、工事現場が輻湊しない

ための調整の実施 

ウ【都市ガス事業者が実施する対策】（諏訪ガス（株）） 

(ｱ) ガス施設の点検、損傷箇所の早期発見及び緊急措置 
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(ｲ) 二次災害の発生する恐れがある場合は、市民の避難等の措置 

(ｳ) 復旧人員の確保 

(ｴ) 復旧資機材の調達 

(ｵ) 受入れ側にあっては、応援都市ガス事業者の受入体制の整備、また応援側にあっ

ては、適時、適切な応援体制 

(ｶ) 復旧状況、ガス使用上の注意等必要な事項を市民及び関係機関への広報 

 

○事業所の所在及び名称 

名 称 住 所 電話番号 業務内容 

諏訪瓦斯株式会社 諏訪市小和田南１７－５ 
ＴＥＬ 52-2511 

 FAX  58-6427 

社防災計画に基づく

防災業務 

エ【市民が実施する対策】 

ガス施設損壊の発見又はガス臭を感知した際の通報をする。 

 

２ 都市ガス施設応急供給対策 

(1) 基本方針 

復旧に当たっては、病院、避難所等重要施設の早期復旧を考慮するとともに、ブロック

ごとに応急復旧活動を実施し、工事完了ブロックから順次供給を再開する。また、可能な

範囲で供給系統の切り替え等を行い、早期の供給再開に務める。 

(2) 実施計画 

ア【都市ガス事業者が実施する対策】（諏訪ガス（株）） 

復旧優先順位を定めるよう復旧計画書の立案及び応急供給工事を実施する。 
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第２４節 上水道施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

大規模災害等により長期間の断水となることは市民生活に重大な影響を与えるため、水道

事業者は、水道施設の復旧を最優先で実施し、取水、導水、浄水、送水、配水、給水の各施

設の機能回復を早急に図る。 

また、復旧工事に係る許可手続きの迅速化を図る等の早期応急復旧のための手段を講ずる。 

 

第２ 主な活動 

応急給水に必要な飲料水を確保するとともに、計画的な復旧作業を行い、給水機能の回復

を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急活動 

(1) 基本方針 

復旧作業については、水道事業者が自ら行う直営工事、又は、専門業者への外部委託に

より復旧工事を行う。なお、大規模な災害においては、他地区からの応援等が必要になる

ため、復旧要員、資材、機材、重機等を確保し、早期の復旧を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 被害状況の把握と復旧計画の策定を行う。その際、緊急度の高い、医療施設、人

工透析治療施設、冷却水を必要とする発電所、変電所、避難所等などは優先して行

う。 

(ｲ) 復旧体制の確立を行う。 

(ｳ) 被災の状況により水道事業協同組合に応援協定に基づく支援要請を行う。 

(ｴ) 市民への広報活動を行う。 

ａ 広報内容 

(a) 水道施設の被害及び復旧見込み 

(b) 給水拠点の場所及び応急給水見込み 

(c) 水質についての注意事項 

(ｵ) 指定工事店等との調整を行う。 

イ【茅野市水道事業協同組合が実施する対策】 

市との協定に基づき、施設の応急復旧要請に対し、積極的に応ずる。 

ウ【県が実施する対策】 

被災の状況により、他都道府県への応援要請を行う。また、他都道府県が被災し、本県

からの応援が必要と認められる場合は、応援活動を行う。 

(ｱ) 環境部が実施する対策 

ａ 水道事業者に対し、応急復旧工事等について指導を行う。 
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ｂ 被災状況の確認を行う。 

ｃ 応援要請に対しては、相互応援要綱等に基づき調整を行う。 

(ｲ) 建設部が実施する対策 

水道事業者が実施する道路区域内の応急復旧については、許可手続を早急に行うとと

もに、掘削工事を伴う場合は、他の埋設物の情報を提供して他のライフラインの損傷を

防止し、同一箇所での２者以上の工事については、工事現場が輻湊しないよう調整する。 

エ【水道事業者等が実施する対策】 

県企業局が実施する対策 

(ｱ) 「大規模地震時の初動マニュアル」により、水道施設の点検・操作、被害状況の

把握を行う。 

(ｲ) 長野県営水道指定給水装置工事事業者へ「県営水道指定給水装置工事事業者の指

名及び給水装置工事の施行に関する要綱により協力を依頼するとともに、工事の発

注を行う。 

(ｳ) 本復旧に時間を要する地区については、必要に応じ優先順位を定め、仮配管から

配水を行う。 

(ｴ) 関係する市町村と協力して、住民に対し飲料水の供給等に関する広報活動を行う。 

(ｵ) 停電により水道施設の機能維持が困難となった場合、予備電源への切り替え、燃料の調達、

「災害時等の災害対応資機材のリースに関する協定」に基づく資機材の調達、停電回復見込

みの情報収集等により、施設の機能維持に努める。 
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第２５節 下水道施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

本市の公共下水道は、諏訪湖流域下水道関連茅野市公共下水道（尖石特定環境保全公共下水

道を含む）と、単独で処理施設を持つ白樺湖特定環境保全公共下水道（白樺湖下水道組合）があ

る。施設としては管渠施設、ポンプ施設、汚水処理施設があり、市民が安心して清潔で快適な暮

らしをおくるための大切なライフラインのひとつでもあり、一時も休むことのできない重要な施

設である。このため、災害時において被害が発生した場合、まず被害規模等の情報の収集・連

絡を行い、次いでその情報に基づき必要な体制を整備する。引き続き関係機関の協力を得て、

応急復旧作業に着手する。 

 

第２ 主な取組み 

１ 情報の収集・連絡を迅速に行い、被害規模の早期把握に努める。 

２ 収集された情報に基づき、応急対策の実施体制をとる。 

３ ライフラインとしての機能を最低限確保するため、必要な応急対策をとる。 

 

第３ 活動の内容 

１ 情報の収集・連絡、被害規模の把握 

(1) 基本方針 

ア 市内全域にわたる下水道施設等について、その被害状況を早期にしかも的確に把握す

る必要がある。このため、下水道施設台帳を活用し、被害箇所及び被害状況の的確な把

握に努める。 

イ 災害応急対策に着手するため、下水道施設防災対策マニュアルに定める必要な活動体

制をとる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 被害状況等の情報を速やかに収集する。（管渠・ポンプ施設） 

(ｲ) 下水道施設台帳等を活用し、被害箇所及び被害状況を把握する。 

(ｳ) 情報集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害状況の

早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用等による情報提供に

努めるものとする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 下水道施設台帳等（管渠施設、処理場施設）を活用し、被害箇所及び被害状況を

把握する。 

(ｲ) 情報集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害状況の

早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用等による情報提供に

努めるものとする。 
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２ 応急対策の実施体制 

(1) 基本方針 

災害対策職員行動マニュアルに沿って、災害発生後速やかに職員の非常参集、情報収集

連絡体制の確立及び対策本部の設置等、必要な体制をとらなければならない。また、被害

が甚大である場合には、他の地方公共団体に応援を求める等の措置ずることとする。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 災害対策本部（下水道施設に係る）の設置等、必要な体制をとる。 

(ｲ) 災害状況に応じて応急活動実行班を設置する。 

(ｳ) 班は応急対策行動マニュアルに基づき必要な行動を行う。 

(ｴ) 被害が甚大である場合には、他の地方公共団体に応援を求める等の措置を講じる。 

(ｵ) 具体的活動は下水道施設応援対策行動マニュアルに従って行動する。 

イ【県が実施する対策】（環境部） 

(ｱ) 災害対策要領等に沿って速やかに職員を非常招集し、対策本部の設置等、必要な

体制をとる。 

(ｲ) 被害が甚大である場合には、他の地方公共団体に応援を求める等の措置を講じる。 

 

３ 応急対策の実施 

(1) 基本方針 

下水道は、市民の安全で清潔かつ快適な生活環境の確保のために必要不可欠なライフラ

インの一つであり、風水害等の災害時においても、ライフラインとしての機能の応急的な

確保に努める必要がある。市及び県は、備蓄してある応急資材等の活用を図るほか、必要

に応じて県、他市町村及び建設業協会等の協力を得て、下水道の機能回復のために必要な

緊急措置を講じる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 管渠 

ａ 管渠、マンホール内部の土砂の浚渫、止水プラグ等による止水、可搬式ポンプに

よる緊急送水、仮水路、仮管渠等の設置を行い、排水機能の回復に努める。 

ｂ 工事施工中の箇所においては、被害を最小限にとどめるよう指揮監督し、必要な

措置をとらせる。 

(ｲ) 処理場 

ａ 停電によりポンプ場及び処理場の機能が停止または低下した場合、自家発電装置

によってポンプ場及び処理場の機能回復に努める。 

ｂ 処理場への流入水量の異常な増加により、二次災害の防止のため止むを得ず緊急

的な措置としてバイパス放流を行う場合は、速やかに連絡網により連絡を行う。 

ｃ 処理場での下水処理機能がマヒした場合においては、応急的に簡易処理を行う等

の措置を講じる。 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第２５節 下水道施設応急活動 

 

H-3-25-3 

(ｳ) 諏訪建設事務所流域下水道課と連携を図りながら、交通規制、応急復旧等を行う。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 管渠 

ａ 管渠、マンホール内部の土砂の浚渫、止水プラグ等による止水、可搬式ポンプに

よる緊急送水、仮水路、仮管渠等の設置を行い、排水機能の回復に努める。 

ｂ 工事施工中の箇所においては、被害を最小限にとどめるよう指揮監督し、必要な

措置をとらせる。 

(ｲ) 処理場等 

ａ 停電によりポンプ場及び処理場の機能が停止または低下した場合、自家発電装置

によってポンプ場及び処理場の機能回復に努める。 

ｂ 処理場等への流入水量の異常な増加により、二次災害の防止のため止むを得ず緊

急的な措置としてバイパス放流を行う場合は、速やかに連絡網により連絡を行う。 

ｃ 処理場等での下水処理機能が麻痺した場合においては、応急的に簡易処理を行う

等の措置を講じる。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

下水道施設等の建設、維持管理に携わる業者は、それぞれの管理者の依頼に応じて、

緊急調査、応急的な工事及びそれに必要な資機材の調達に協力するものとする。 

エ【市民が実施する対策】 

下水道施設等が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合には、これに協力する

ものとする。 

 

 



 



風水害対策編 第３章 災害応急対策計画 第２６節 通信・放送施設応急活動 

 

H-3-26-1 

第２６節 通信・放送施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

災害時において通信・放送は、正確な情報の収集伝達手段として非常に重要な役割を果た

し、あらゆる災害応急活動を迅速に行ううえで必要不可欠なものである。これらの確保を図

るため各機関は必要な予防措置及び対策計画を定める。 

 

第２ 主な取組み 

１ 県との連絡確保のため、県防災行政無線の通信確保を行う。 

２ 市は、防災行政無線通信施設の復旧活動、疎通維持を行う。 

３ 東日本電信電話株式会社は、通信施設の復旧活動、重要回線および避難所への通信確保を行

う。 

４ 放送機関は、放送施設の復旧活動及び放送の維持確保を行う。 

５ 警察機関は、警察無線施設の復旧活動及び臨時回線の開設を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 県防災行政無線通信の応急活動 

(1) 基本方針 

災害情報等が円滑に情報伝達できるよう通信を維持するとともに、通信施設に被害が

発生した場合は、障害の早期復旧に努め、県及び防災関係機関との通信回線の確保に当

たる。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

(ｱ) 業者と協力して、通信施設の緊急点検・巡視を行い、当該施設の被災状況を把握

する。(危機管理部、総務部、建設部) 

(ｲ) 通信施設が被災した場合には、県職員と保守業者により復旧活動を行うほか可搬

多重無線装置等による臨時無線回線を開設し通信の確保にあたる。（危機管理部、

総務部、建設部） 

(ｳ) 停電が発生し、通信施設への復電までの長期間が予想される場合には、燃料の調

達、供給を図る。           （危機管理部、総務部、建設部） 

(ｴ) 通信のふくそうが発生し、情報収集・伝達に支障が発生した場合には、通信の統

制を行い、利用可能な電話機を制限し、重要通信を確保する。 （危機管理部） 

 

２ 市防災行政無線通信の応急活動 

(1) 基本計画 

災害情報等が円滑に情報の収集伝達できるよう通信を維持するとともに、通信施設に被

害が発生した場合には、障害の早期復旧に努め、市民及び行政・防災関係機関との通信回

線の確保に当たるものとする。 
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(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

(ｱ) 通信施設が被災した場合は、市職員と保守業者により、復旧活動を行い通信の確

保に当たる。 

 

保守業者 ＮＥＣネッツエスアイ（株）信越サービスセンター 

電話番号  ０２６３―３２―８９５１ 

（夜間の場合：カスタマーサポートセンター）） 

電話番号  ０３－３４５７－８９５１ 

(ｲ) 停電が発生し、通信施設への復電まで長期間が予想される場合には、自家発電の

燃料の調達、供給を図る。 

(ｳ) 孤立防止無線など災害時用通信手段により通信の確保を図る。 

(ｴ) 災害時用通信手段なども使用不能または困難となった場合には、非常通信による

ものとし、近隣の使用可能な通信手段を持つ機関に通信を依頼する。また、アマチ

ュア無線等にも協力依頼する。 

 

３ 電信電話施設の応急活動 

(1) 基本方針 

ア 被災地の通信確保を図るために、防災業務計画に基づき、治安、救援、気象、関係機

関等の重要な通信回線の早期復旧を図る。 

イ 避難所等に災害時用公衆電話（特設公衆電話）を設置する。 

(2) 実施計画 

【東日本電信電話㈱及び㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、楽天

モバイル㈱が実施する対策】 

ア 重要通信のそ通確保 

(ｱ) 応急回線の作成、網措置等そ通確保に努める。 

(ｲ) 重要通話の確保のため、通話の利用制限等の措置を行う。 

(ｳ) 非常、緊急扱い通話、又は非常、緊急扱い電報は、一般の通話又は電報に優先し

て取り扱う対策を講じる。 

イ 災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置 

災害救助法が適用された場合等には、避難所等に災害時用公衆電話（特設公衆電話）の

設置に努める。 

ウ 災害用伝言ダイヤル等の提供 

災害発生により著しく通信ふくそうが生じた場合は、安否等の情報を円滑に伝達できる

災害用伝言ダイヤル・iモード災害用伝言板・ｗｅｂ１７１を速やかに提供する。 

エ 情報提供等 

通信のそ通及び利用制限の措置状況および通信の被災と復旧状況等の情報提供に努める。 
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４ 放送施設の応急活動 

(1) 基本方針 

災害が発生した場合には、放送の継続のために各放送機関で定めてある非常災害対策規

定に基づき、放送施設の復旧活動など必要な措置をとる。 

(2) 実施計画 

ア【日本放送協会が実施する対策】 

(ｱ) 放送設備 

空中線、給電線、放送機、電源等の各箇所の被害については、必要に応じて応急

措置を講ずる。 

(ｲ) 会館設備 

ａ 演奏設備が回復不能と判断される場合は、放送所等から直接放送を行う。 

(a) 非常用放送施設の開設運用 

(b) 非常持出し機材・書類の搬出および保管 

(c) 必要機材の借用、調達（工事要員を含む） 

(d) 連絡系統の確保、非常無線通信の利用 

(e) 施設の応急対策 

(f) その他、電波確保に必要な事項 

ｂ 局間連絡系統開設順位 

各放送局相互間の連絡に当たっては、原則として次の順位により単独に使用し

または併用する。 

(a) 加入電話 

(b) ＮＨＫの基地局、陸上移動局、簡易無線局 

(c) ＮＴＴ専用線（試験打合、専用線の借用） 

(d) 放送回線 

(e) 非常通信協議会加盟通信網 

(f) 長野県防災行政無線電話通信網 

(g) 非常通信協議会に加盟しない他の官公署等通信網 

(h) 放送電波 

(i) アマチュア無線局 

(ｳ) 被災者に対する情報提供のため、次の措置を講じる。 

ａ 常設、臨時掲示板による情報提供 

ｂ サービスカーの派遣、避難所等へのラジオ・テレビの取付け 

ｃ 受信機の貸与、被害状況の把握、修理相談の開設 

イ【信越放送が実施する計画】 

(ｱ) 復旧の優先順位 

ａ ラジオ演奏所と放送中継網を含めたラジオ体制の確保 

ｂ テレビ演奏所と放送中継網を含めた親局送信体制（１１ＣＨ）の確保 

ｃ サテライト局の復旧 
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ｄ 連絡通信網の確保 

(ｲ) ラジオ対策 

ａ ラジオマスター関係完全マヒの場合 

使用可能なスタジオまたは中継用設備を使用して送出する。 

ｂ 送信所が完全マヒの場合（回復不可能） 

(a) 応急用代替設備をセットして放送を行う。 

(b) 伊那ラジオまたは佐久ラジオ送信所の送信機１台を移管し松本局常設の非常用アン

テナを仮設する。 

ｃ 放送中継網の確保 

本社から各中継局への中継回線が有線、無線とも障害になった場合、放送用陸上局にて

対応する。 

(ｳ) テレビ対策 

ａ 親局（美ヶ原送信所）対策 

11ｃｈ確保を前提に応急対策を講ずる。送信所が全滅の場合には放送が不可能となる。 

ｂ 本社（中継車を含む）が全滅の場合 

ＮＴＴ～美ヶ原間にＦＰＵをセットしネット受けに対応する。 

ｃ テレビマスター関係完全マヒの場合 

使用可能なスタジオまたは中継車を使用して送出する。 

ｄ 放送中継網の確保 

(a) ＮＴＴ～本社間の回線障害の対策 

・キー局の放送受信により対応する。 

・ＮＴＴ～本社間にＦＰＵをセットし対応する。 

・中継映像素材などの各局への送り出しはＳＮＧにより対応する。 

(b) ＳＴＬ回線障害の対策 

・ＮＴＴ～本社間にＦＰＵをセットし対応する。 

ウ【㈱長野放送が実施する計画】 

(ｱ) 本社演奏所設備が被災した場合 

ａ 商用電力が断たれ場合、非常用発電機（５００KVA）で電力供給を図る。 

非常用発電機も故障の場合は、中継車の発電機（２０KVA）から主調整室に応急に接続

して、放送に必要な最小限の機器に電力を供給する。 

ｂ 本社～送信所間のＳＴＬ回線が故障した場合は、中継用のＦＰＵを応急に使用する。 

ｃ 主調整室が機能停止となった場合は、中継車に送出機能を移し放送を確保する。 

ｄ ＮＴＴ～演奏所間の同軸ケーブル（光ファイバー）が断となった場合は、最寄りのＮ

ＴＴ無線中継所からＦＰＵにより臨時回線を設営しネット番組の放送を確保する。 

(ｲ) 送信所が被災した場合 

ａ 商用電力が断たれた場合は、非常用発電機（１５０KVA現用予備２台）で電力供給を

図る。 

ｂ 現用（１０kw）の送信系が故障の場合は、予備（1kw）の送信系に切り替え放送を確
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保する。 

ｃ 現用の空中線系が故障の場合は、予備の空中線系に切り替え放送を確保する。 

エ【㈱テレビ信州が実施する計画】 

(ｱ) 演奏所（放送センター・長野）が被災した場合は、通行可能な機器と臨時の機器を併用し

て放送の継続を図る。また、完全に機能を失った場合は日本テレビと美ヶ原送信所をＳＮＧ

またはＦＰＵで結び放送を確保する。 

(ｲ) 美ヶ原送信所が被災し、送信機が運用できなくなった場合に備えて、予備送信所を検討す

る。また、演奏所と善光寺サテライト間にＦＰＵを設置して長野地域の放送を確保する。（他

の地域の放送は不可能） 

(ｳ) 中継局が被災した場合は、その状況を把握するとともに、復旧に出向する。なお、複数の

中継局が被災した場合は基幹局の復旧を優先する。 

オ【長野朝日放送㈱が実施する計画】 

放送施設の被害を優先的に復旧するとともに、放送の継続および行政当局より要請による要請

による広報活動に協力する。 

(ｱ) 本社演奏所が被災した場合は、運転可能な機械の能力に応じて放送を実施する。完全に機

能を失った場合は、本社の隣接や松本支社に臨時の演奏所を開設し、衛星通信車載局と中継

車を利用して放送の確保に努める。 

(ｲ) 送信所が被災し、放送機が運用できない場合には小型非常用送信機を送信所に配備し、放

送の確保に努める。完全に機能を失った場合は、本社と中継局を直接ＦＰＵで結び可能な限

りの放送を確保する。 

(ｳ) 中継局が被災した場合は、その状況の確認と復旧作業を行う。 

(ｴ) 電力の供給が断たれた場合は、本社および送信所・中継局は非常用の自家発電装置などに

より電力を確保する。 

(ｵ) その他の必要な措置は、非常災害対策要領による。 

カ【長野エフエム放送㈱が実施する計画】 

放送施設が被災したときは、要員の確保および放送の確保を最優先し、下記により早急な復旧

を図る。 

(ｱ) 演奏所の被災、およびＳＴＬ設備が被災し放送不能の場合 

美ヶ原送信所が正常であれば、長野支社より代替え送出準備およびＳＴＬにより復旧する。

また、被災の状況によっては送信所において、ＪＦＮ加盟社のＦＭ電波を受信し直接中継す

る。 

(ｲ) 送信所設備が被災の場合 

放送機の場合は、予備放送機に切り替え対処し、送信空中線系は２条給電に改修し、冗長

性の改善を図る。また、可搬型非常用送信機により部分的なサービスを行う。 

(ｳ) ＦＭ中継局が被災した場合 

可搬型非常用ＦＭサテライト装置により速やかに復旧する。 

(ｴ) 災害地域の情報救済 

部分的災害発生の場合において、被災地域住民に対して的確な情報を伝達する手段として、
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災害地域を対象とした臨時ＦＭ放送局の開設を検討する。 

キ【エルシーブイ㈱が実施する対策】 

(ｱ) 演奏所、ＦＭ送信所、ケーブルテレビヘッドエンドが被災した場合 

予備機器等を使用して応急措置により送信を確保する。 

(ｲ) 伝送路が被災した場合 

幹線については冗長化となっているが、冗長ではない部分が被災した場合は復旧に出向す

る。 

(ｳ) 電力の供給が断たれた場合 

非常用の自家発電装置により電力を確保する。 

 

５ 警察通信施設の応急活動 

(1) 基本方針 

損傷した通信施設および利用可能な通信施設の状況を迅速に把握し、通信手段の早期確

保、応急復旧対策の的確な対応を実施する。 

(2) 実施計画 

【警察本部が実施する計画】 

通信施設が被災した場合、被災状況や警察活動の状況により、次の応急対策を実施する。 

ア 災害警備本部の開設 

イ 臨時中継所の開設 

ウ 臨時基地局の開設 

エ 衛星通信回線の開設 

オ 衛星通信車及び応急通信対策車の支援要請 

カ 応急用資機材の支援要請 

キ 有線応急架設による応急回線の開設 

ク 本部代替施設の開設 
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第２７節 鉄道施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

災害が発生した場合、鉄道施設の被害を最小限にとどめ、輸送の確保を図るため、市、県

及び関係機関は密接な連携をとりつつ、被害状況を早急に把握するとともに、的確な応援復

旧体制を確立して迅速に対処することが必要である。このため、関係機関は、部内規定等の

定めるとことにより対策本部を設置し、非常出動体制を整え、直ちに応急復旧活動に入れる

体制がとれるよう、あらかじめ整備しておく。 

また、復旧活動が円滑に行われるよう、あらかじめ鉄道施設の復旧に必要な資機材及び車

両を整備する。 

さらに、関係機関は、被災鉄道施設の早期復旧のため、関係機関が実施する災害復旧工事

と関係する道路や河川等の災害復旧工事の事業者と連携するよう努める。  

 

第２ 主な活動 

１ 基本方針 

(1) 北陸信越運輸局 

ア 鉄道の被害状況を把握するとともに、鉄道事業者に対して早期復旧の要請を行う。 

イ 被災鉄道等の早期復旧のため、「鉄道等の災害復旧に係る事業間連携に関する地方連絡

調整会議」等を通じて、鉄道事業者及び道路や河川等の関連する事業を施工する者が、相

互に連携・協力するよう調整する。 

ウ 緊急自動車の通行に支障を及ぼさないよう、優先して開放する踏切の指定に向けた関係

者間の協議や地震後の踏切の状況等に関する情報共有のための緊急連絡体制などを整備す

る。 

エ 被災した鉄道路線の早期運転再開に向け、道路・河川等関係者と連携した取組を行うた

めの体制を整備する。 

(2) 東日本旅客鉄道株式会社 

鉄道施設の被害を最小限にとどめるため、災害発生時の危険防止、動員体制、資機材の

確保等の措置について整備を図り、的確な応急体制を樹立する。 

 

 

 

 

 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

(1) 市・県 

道路との交差部においては、鉄道施設の早期応急復旧のため、復旧工事に係る許可手続

名  称 所  在 電  話 

茅野駅 茅野3506 

℡ 0266-72-2242 
青柳駅(無人駅) 茅野市金沢青柳 
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きの迅速化を図る。また、道路内には、色々なライフラインが地下埋設されていることか

ら、道路を掘削する場合には、他の占用埋設物件の情報を提供し、他のライフラインの損

傷の防止を図る。 

同一箇所での２者以上の応急活動がある場合には、工事現場が副輳しないよう必要に応

じ調整する。 

(2) 東日本旅客鉄道株式会社 

鉄道施設を災害から未然に防止し、災害時には早期復旧に務め、輸送の確保を図り、そ

の社会的使命を発揮しうるよう、線路、施設等が自然現象から受け取る環境変化を的確に

把握し、広域自然災害に対応する防災施策を樹立するとともに、関係行政機関、地方自治

体その他関係機関との密接な連携のもとに万全の措置を講ずる。 

 

２ 実施計画 

(1)【市及び県の実施する対策】（都市建設部） 

ア 特に道路との交差部の被害状況を早急に把握し、これに対し鉄道施設管理者は、市及

び県に協力する。 

イ 鉄道施設管理者が、道路区域内で応急活動をする場合は、道路管理者に協議のうえ、

応急活動に入るものとし、掘削工事を伴う場合は、道路管理者は他の占用物件の情報を

提供するとともに、２者以上の応急工事がある場合は、工事現場がふく輳しないよう調

整する。  

(2)【東日本旅客鉄道株式会社が実施する対策】 

災害に関するあらゆる状況を迅速かつ的確に把握し、現地の状況を報告する方法、報告

事項の基準等を定めておくものとし、また、関係会社、関係行政機関、地方自治体等と綿

密な情報連絡を行い得るよう、これに必要な措置等を定めておく。 

ア 被害状況の把握 

東日本旅客鉄道㈱管内で震度６以上の地震が発生した場合等被害が甚大で、かつ広域

に及ぶときは、被害状況の早期把握ができるよう、情報連絡拠点及び救助中継基地を指

定し、この拠点を介して周辺の被害状況、救助要員の参集状況等を把握する方法を定め

ておく。 

イ 旅客公衆等の避難 

災害時における旅客公衆及び社員の避難について、その指示、警報伝達、誘導及び収

容の方法並びに緊急輸送のための計画を定めておく。 

ウ 水防、消防及び救助に関する措置 

出水、火災等の災害から人命及び施設を守るため、必要な機器、用具等を整備すると

ともに、救難、救護等に必要な措置を講じておく。 

エ 建設機材の現況の把握及び運用 

当社内のみならず、部外の関係機関等における応急用建設機材の配置状況及びその種

別、数量等を把握し、災害等には緊急使用しうるよう、その方法及び運用について、定

めておく。 
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オ 駅構内等の秩序の維持 

災害時における混乱を防止し、秩序を維持するため、鉄道警察隊との密接な連携のも

とに、駅構内、列車等における犯罪の予防、旅客公衆の適切な誘導等、災害警備活動の

実施要領を定めておくとともに、随時、関係社員の訓練を行い、旅客公衆の安全を確保

する。 

カ 災害復旧 

(ｱ) 災害復旧の実施方針 

災害に伴う社会経済活動を早急に回復し、再び同様の災害を被るこのとのないよう、

関係行政機関が行う復旧事業を考慮して、迅速かつ適切な災復旧を実施する。 

(ｲ) 災害復旧計画及び実施 

災害の復旧については、応急工事の終了後可及的速やかに、本復旧計画をたて、こ

れを実施するものとする。本復旧計画の実施にあたっては、被害原因の調査分析の結

果に基づく必要な改良事項を考慮して、その適正を期する。 

(3)【北陸信越運輸局が実施する対策】 

ア 鉄道の被害状況を把握するとともに、鉄道事業者に対して必要に応じて、関係列車の

非常停止の手配等の指導を行う。 

イ 報道機関等と協力して、施設等の被害状況、運行状況等に関する情報については、速

やかに乗客等に提供する。 

ウ 復旧の長期化が想定される場合には、速やかな復旧を図るため、鉄道事業者及び道路

や河川等の関連する事業を施行する者が、相互に連携・協力できるよう調整する。 
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第２８節 災害広報活動 

 

第１ 基本方針 

誤った情報等による社会的混乱を防止し、市民の不安の解消を図るとともに、被災地や隣

接地域の市民等、被災者、滞在者（以下この節において、「住民等」という。）の適切な判

断と行動を支援し、その安全を確保するために、正確な情報の速やかな提供及び住民等から

の問い合わせ、要望、意見等に的確かつ迅速な対応を行う。 

また、災害の発生が予想される場合、住民等へ避難を呼びかけるため、必要に応じて、知

事、市町村長等から直接呼びかけを行う。なお、活動に際しては、高齢者、障がい者、外国

人住民、外国人旅行者等の要配慮者に対して、十分配慮するよう努める。 

 

第２ 主な活動 

１ 市民等への的確な情報の伝達を行うために広報活動を行う。 

２ 市民等からの問い合わせ等に対する的確、迅速な対応を行うため、窓口を設置する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 市民等への的確な情報の伝達 

(1) 基本方針 

県、関係市町村、放送事業者及び関係機関が相互に緊密な連絡を取り、災害の状況に関

する情報や生活関連情報等住民等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を、可能な限り多く

の媒体を活用し、住民等の立場に立って的確に提供する。 

また、災害時には情報の混乱等も予想され、的確な情報の伝達、効果的な応急活動の実

施のためには、報道や取材についての報道機関の協力も必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

(ｱ) 広報活動 

県、関係機関と緊密な連絡を取り、相互に協力しながら、広報資料の収集に努める

とともに、市民に対し、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線をはじめ、Ｌアラ

ート(災害情報共有システム)、緊急速報メール、テレビ、ラジオ、市ホームページ、

ソーシャルメディア、掲示、コミュニティ放送、有線放送、有線テレビ放送、広報誌

等可能な限り多くの媒体を活用し、災害の規模に応じ次の情報を提供するものとする。

 また、災害の切迫度が非常に高まった場合等において、市長が直接住民に対して避

難を呼びかけられるよう体制整備に努める。 

ａ 災害の状況に関する情報・応急対策に関する情報 

ｂ 二次災害の防止に関する情報 

ｃ 指定緊急避難場所・避難所・経路・方法等に関する情報 

ｄ 医療機関等の生活関連情報 

ｅ ライフラインや交通施設等公共施設等の復旧情報 
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ｆ 交通規制、交通機関の運行等の状況に関する情報 

ｇ それぞれの機関が講じている施策に関する情報 

ｈ 安否情報 ボランティア、義援物資の受け入れ等に関する情報 

ｉ その他必要と認められる情報 

(ｲ) 報道機関に対する発表 

報道機関に対しては、臨時記者会見室をもうけ、副本部長又は総務部長が災害に

関する情報等を発表するとともに、災害対策本部情報掲示板を設け、発表に努める。 

(ｳ) 災害記録の作成 

大規模な災害、特異な災害と認められる場合、災害記録の収集、保存に努め、総

合的な記録集を作成する。 

(ｴ) 県その他機関への広報 

県、その他関係機関に対して、被災状況等の災害情報を提供する。 

(ｵ) 放送の送出要請 

警報、避難情報等について、エルシーブイ株式会社との「緊急放送に関する相互

協定」及び「臨時災害放送局の開設及び運用に関する協定」に基づいて、必要に応

じて放送の送出を依頼するとともに、県に要請し、「災害時における放送要請にす

る協定書」に基づき、県から各放送局へ要請する。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部、企画振興部） 

県が実施する次の対策は、通常は危機管理防災課または関係課が行うが、災害対策本

部設置時には、災害対策本部が、関係課との緊密な連絡のもとに行う。 

(ｱ) 広報資料の収集 

広報資料の収集は、第１節「災害情報の収集・連絡活動」の責任機関（危機管理

防災課、災害対策本部設置時は災害対策本部室）からの情報提供によるが、必要に

応じて、被災現地へ取材員を派遣するなど直接広報資料の収集を行う。職員を派遣

する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管

理やマスク着用等を徹底する。 

(ｲ) 広報活動 

放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関及びポータルサイト・サーバー運営業

者の協力を得て、テレビ、ラジオ、県ホームページ、ソーシャルメディア、広報誌等

可能な限り多くの媒体を活用し、災害の規模に応じ、次の情報を提供する。 

ａ 災害の状況に関する情報 

ｂ 応急対策に関する情報  

ｃ 冷静な行動の呼びかけ、とるべき措置に関する情報 

ｄ 二次災害の防止に関する情報 

ｅ 医療機関等の生活関連情報 

ｆ ライフラインや交通施設等公共施設等の復旧情報 

ｇ 交通規制、交通機関の運行等の状況に関する情報 

ｈ 犯罪防止に関する情報 
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ｉ それぞれの機関が講じている施策に関する情報 

ｊ ボランティア、義援物資の受入れ等に関する情報 

ｋ その他必要と認められる情報 

(ｳ) 報道機関に対する発表 

被害状況及び対策等の情報については、災害対策本部を設置した場合、本部室長

の指示により情報発信担当が、それ以外は危機管理部がそれぞれ報道機関等に対

し発表を行う。なお、地方部において発表する場合は、あらかじめ災害対策本部

と協議の上、行うまた、大雨特別警報発表時など、災害の切迫度が非常に高まっ

た場合等において、知事が直接住民に対して避難を呼びかける。 

(ｴ) 中央官庁その他関係機関への広報 

中央官庁、その他関係機関に対して、東京事務所を通じて、被災状況等の災害情

報を提供する。 

(ｵ) 災害記録の作成 

大規模な災害、特異な災害と認められる場合、災害記録の収集、保存に努め、総合

的な記録ビデオ、記録集を作成する。 

ウ【放送事業者が実施する対策】 

(ＮＨＫ・ＳＢＣ・ＮＢＳ・ＴＳＢ・ＡＢＮ・ＦＭ長野、ＬＣＶ) 

(ｱ) 法令に基づく放送送出 

災害対策基本法等の法令に基づき、関係機関から警報、避難情報等について放送送

出の要請があった場合は、放送内容、優先順位等を考慮して、放送事業者は速やかに

放送を実施するものとする。 

なお、市からの放送要請は、県において一括調整し、「災害時における放送要請に

関する協定」に基づき、県から要請を行うものとする。 

法令に基づく放送送出要請機関は次のとおりである。 

ａ 県（危機管理防災課、災害対策本部設置時は災害対策本部室）及び市 

ｂ 長野地方気象台（ＮＨＫ・ＳＢＣ・ＮＢＳ・ＴＳＢ・ＡＢＮ・ＬＣＶに通知） 

ｃ 日本赤十字社長野県支部 

(ｲ) 臨時ニュース等の送出 

放送事業者は、災害などの緊急事態に際してすすんで情報を提供し、市民の適切な

判断と災害の予防ないし拡大防止のために必要な放送を実施するものとする。 

エ【報道機関が実施する対策】 

報道機関は災害報道に当たっては、可能な限り、高齢者、障がい者、外国人市民等の

要配慮者に対する配慮をした報道を行うよう努めるものとする。 

オ【関係機関が実施する対策】 

県、関係市町村と緊密な連絡を取り、相互に協力しながら、広報資料の収集に努めると

ともに、それぞれの業務について、住民に対しテレビ、ラジオ、チラシ、ホームページ、

ソーシャルメディア等を活用し広報活動を行う。 
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２ 市民等からの問い合わせ等に対する的確、迅速な対応 

(1) 基本方針県、市及び関係機関が相互に綿密な連携を図り、市民等からの問い合わせ、要

望、意見等に的確かつ迅速な対応を行う。 

また、市民等からの問い合わせ等に的確に対応することは、災害応急活動の円滑な実施を

行う上でも重要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（市民環境部） 

(ｱ) 市民からの相談窓口は、市民班が設置する。 

(ｲ) 必要に応じ、専用電話・ファックス、相談職員の配置など市の実情に即した相談

窓口を設置する。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部、企画振興部） 

市民等からの問い合わせ等に対する対応は、通常危機管理防災課において行うが、災

害対策本部が設置された場合は災害対策本部室が行う。 
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第２９節 土砂災害等応急活動 

 

第１ 基本方針 

土砂災害等が発生した場合、再度の災害及び規模の拡大に備え、的確な避難、応急工事等

がスムーズにできるよう現場での早急かつ適切な判断を行う。 

 

第２ 主な活動 

被災状況、土砂災害等の規模を早急に調査し、崩壊、地滑り、土石流等現象ごとに今後考

えられる状況、情報を提供し応急工事を進める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 大規模土砂災害対策 

(1) 基本方針 

大規模な土砂災害が急迫している状況において、市が適切に住民の避難指示の判断等を

行えるよう被害の想定される区域・時期の情報を提供する。 

(2) 実施計画 

ア 【市が実施する対策】(危機管理室) 

(ｱ) 警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置を講じる。 

(ｲ) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の

被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用

による情報提供に努めるものとする。 

イ【県が実施する対策】（建設部、農政部、林務部） 

(ｱ) 地すべりにより、地割れや建築物等に亀裂が発生し、おおむね10戸以上の人家に

被害が想定される場合は、緊急調査を実施するものとする。 

(ｲ) 緊急調査の結果に基づき地すべりによる被害が及ぶおそれがある土地の区域及び

時期に関する情報を関係自治体の長に通知するものとする。 

(ｳ) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の

被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用

による情報提供に努めるものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

(ｱ) 河道閉塞に起因する土砂災害で天然ダムの高さがおおむね20ｍ以上あり、おおむ

ね10戸以上の人家に被害が想定される場合は、緊急調査を実施するものとする。 

(ｲ) 緊急調査の結果に基づき土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報 

を関係自治体の長に通知するものとする。 

エ【住民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従うものとする。 
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２ 地滑り等応急対策 

(1) 基本方針 

監視体制を整え、規模、活動状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに、被害を

最小限に留めるために応急工事を実施する。特に、県が指定する地すべり危険箇所につい

ては監視体制を強化する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 県砂防情報ステーション等を活用し、警戒避難情報を市民に提供し、必要に応じて

避難指示等の処置を講じる。 

(ｲ) 地滑り被害拡大を防止するための排土・雨水浸透防止等の応急措置及び監視を行

う。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 早期に監視体制を整え、監視体制に関する情報を提供するとともに、地すべり等

にとっての有害要素の除去等を目的とした応急工事を実施するものとする。（建設

部、農政部、林務部） 

(ｲ) 土砂災害の危険がある箇所及び土砂災害防止施設における被害状況の把握を緊急

に行う必要がある場合は、長野県砂防ボランティア協会との協定に基づき応援要請

を行うものとする。（建設部） 

(ｳ) 市町村から求めがあった場合には、その所掌事務に関し、避難指示等の対象地域、

発令及び解除の判断時期等について助言する。 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

(ｱ) 直轄で所掌している地すべり防止施設の現況を把握し、応急対策活動またはその

指導の円滑を期するための点検を実施するものとする。 

(ｲ) 豪雨等により、地すべり活動が活発化し、災害が発生す恐れがある場合は、県及

び関係機関と協議のうえ、速やかに避難対策等の措置を講ずるとともに、被害を軽

減するための必要な応急対策を実施するものとする。 

(ｳ) 地すべりの移動状況、地すべり防止施設等の被災状況について、速やかに県及び

関係機関に必要な情報を提供するものとする。 

(ｴ) 要請に基づき緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣するものとする。 

(ｵ) 市町村から求めがあった場合には、その所掌事務に関し、避難指示等の対象地域、

発令及び解除の判断時期等について助言するものとする。 

エ【市民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従う。 

 

３ 土石流対策 

(1) 基本方針 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難情報を提供するとと

もに被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。特に、県及び市が指定する土石流
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危険渓流については、監視体制を強化する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部、産業経済部、総務部） 

(ｱ) 警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置を講じるものとす

る。 

(ｲ) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請するものとする。 

(ｳ) 災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期等につ

いて必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行政機関に速や

かに助言を求めるものとする。 

(ｴ) 県と協力し土砂発生状況等を調査 

(ｵ) 二次災害に備えて必要に応じ警戒避難情報を市民に提供する 

(ｶ) 不安定土砂の除去等応急工事の実施 

イ 【県が実施する対策】 

(ｱ) 土砂災害発生状況等を調査 

(ｲ) 二次災害に備えて必要に応じ警戒避難情報を市町村・住民等に提供 

(ｳ) 不安定土砂の除去等応急工事を実施 

(ｴ) 土砂災害の危険がある箇所及び土砂災害防止施設における被害状況の把握を緊

急に行う必要がある場合は、長野県砂防ボランティア協会との協定に基づき応援要

請を行う。（建設部） 

(ｵ) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

(ｶ) 市町村から求めがあった場合には、その所掌事務に関し、避難指示等の対象地域、

発令及び解除の判断時期等について助言する。 

 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

(ｱ) 直轄で所掌している砂防施設の現況を把握し、応急対策活動またはその指導の円

滑を期するための点検を実施する。 

(ｲ) 豪雨等に伴う二次災害を防止するため、砂防設備等の被災状況及び河道等におけ

る土砂の堆積状況を迅速かつ的確に把握し、被害を軽減するための必要な応急対策

を実施する。 

(ｳ) 防災施設の被災状況、土石流の発生状況について、速やかに県及び関係機関に必

要な情報を提供する。 

エ【市民が実施する計画】 

警戒避難情報に注意を払い、避難勧告・避難指示が出された場合、これに迅速に従う

ものとする。 

 

４ がけ崩れ応急対策 

(1) 基本方針 

監視体制を整え、規模、崩壊状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに被害を最
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小限に留めるために応急工事を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】 

(ｱ) 警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置を講じるものとす

る。 

(ｲ) 崩壊被害の拡大を防止するための雨水浸透防止等の応急処置及び監視を行うもの

とする。 

(ｳ) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請するものとする。 

(ｴ) 災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期等につ

いて必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行政機関速やか

に助言を求めるものとする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 早急に監視体制を整え、警戒避難に関する情報を提供するとともに崩壊被害の拡

大を防ぐ応急工事を実施する。 

(ｲ) 土砂災害の危険がある箇所及び土砂災害防止施設における被害状況の把握を緊急

に行う必要がある場合は、長野県砂防ボランティア協会との協定に基づき応援要請

を行う。 

(ｳ) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

(ｴ) 市町村から求めがあった場合には、その所掌事務に関し、避難指示等の対象地域、

発令及び解除の判断時期等について助言する。 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局、気象台） 

(ｱ) 要請に基づき緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣するものとする。 

(ｲ) 市町村から求めがあった場合には、その所掌事務に関し、避難指示等の対象地域、

発令及び解除の判断時期等について助言するものとする。 

エ【住民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従うものとする。 
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第３０節 建築物災害応急活動 

 

第１ 基本方針 

強風または出水等により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全

を確保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずる。 

 

第２ 主な活動 

１ 災害発生後、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し落

下等の危険性があるものについては応急措置を講じる。 

２ 文化財は貴重な国民的財産であることを認識し、被災した場合は見学者の生命・身体の安

全を確保するとともに、文化財の被害状況を把握し被害の拡大防止等の応急措置を講ずる。 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物 

(1) 基本方針 

強風または出水等により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安

全を確保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講

ずる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部、健康福祉部、都市建設部、市民環境部教育委

員会） 

(ｱ) 市が管理、運営する庁舎、社会福祉施設、病院、市営住宅、市立学校等について

は、速やかに被害状況を把握し、利用者の避難誘導等の必要な措置を講じるものと

する。 

(ｲ) 住宅や宅地が被災した場合、二次災害から市民の安全の確保を図るため、必要に

応じて被害状況を調査し、危険度の判定を実施する。また、被害の規模が大きく、

市において人員が不足する場合は、県若しくは近隣市町村に対して支援を求めるも

のとする。 

(ｳ) 必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば

居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するものとする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 県が管理、運営する庁舎、社会教育施設、病院、県営住宅、県立学校等について

は、速やかに被害状況を把握し、利用者の避難誘導等の必要な措置を講じる。（全

機関） 

(ｲ) 市町村から、被災建築物（震災に限る。）や宅地の危険度判定の支援を要請され、

必要があると認められた場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援の調整を行う。

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職

員の健康管理やマスク着用等を徹底する。（建設部） 
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ウ【建築物の所有者等が実施する対策】 

(ｱ) 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な

措置を講じる。 

(ｲ) 安全性が確保されるまで、建築物及び危険箇所への立入りの規制等を行うととも

に、屋根材及び看板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置を講ず

る。 

 

２ 文化財 

(1) 基本方針 

文化財は貴重な国民的財産であるため、被災した場合は見学者の生命・身体の安全を確保

するとともに、被害状況を把握し被害の拡大防止等の応急措置を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市の実施する対策】（教育委員会） 

(ｱ) 市文化財所管部局は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対

策について万全を期すよう指導するものとする。 

(ｲ) 国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応

急措置その他必要事項について県教育委員会に報告するものとする。 

(ｳ) 被災した建造物内の文化財について、所有者や県教育委員会等の関係機関と連携

して応急措置をとるものとする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対策について万全を期す

よう、市町村文化財所管部局を通じて指導する。 

(ｲ) 国指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措

置その他必要事項について文化庁に報告する。 

(ｳ) 被災した建造物内の文化財について、所有者や市町村文化財所管部局等の関係機

関と連携して応急措置をとる。 

ウ【所有者が実施する対策】 

(ｱ) 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行うものとする。 

(ｲ) 文化財の火災による焼失を防ぐための措置をとるものとする。 

(ｳ) 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市町村文化財所

管部局へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を文

化庁、県教育委員会、市町村文化財所管部局の指導を受けて実施する。 

(ｴ) 被災した建造物内の文化財について、県教育委員会や市町村文化財所管部局等の

関係機関と連携して応急措置をとるものとする。 
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第３１節 道路及び橋梁応急活動 

 

第１ 基本方針 

風水害により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、必要に

応じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、速やかな路上障害物の除去及び

応急復旧工事を行う。市としては、市道の通行確保にあたることが第一義であるが、応急対

策の必要上、国道、主要地方道、県道（以下「国道等」という）の通行確保を緊急に実施す

べきときは、国（国道工事事務所）、県（諏訪建設事務所）と連絡を密にし、積極的に協力

する。道路利用者に対しては、的確に災害の状況、通行規制等の情報提供を行う。 

被害が甚大な場合は、相互応援の協定に基づき応援要請を行い処理する。 

 

第２ 主な活動 

１ 道路及び橋梁の被害状況を把握し、障害物の除去、応急復旧を行うとともに交通規制を行

い、道路状況を提供する。 

２ 被害が甚大な場合は、相互応援の協定に基づき応援要請を行い処理する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 道路及び橋梁応急対策 

(1) 基本方針 

風水害により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、早急にパトロール等を実施するこ

とにより被害状況等を把握し、必要に応じて迂回道路の選定を行うとともに、交通規制等

が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置をとる。 

また、ライフラインの復旧現場等までのアクセスルートを含めた交通機能確保のため路

上障害物の除去及び被災道路・橋梁の応急復旧計画を策定し、建設業協会等と結んだ業務

協定に基づき、速やかに応急復旧工事を行う。 

道路利用者に対しては、的確に災害状況、通行規制等の情報を一元化し提供を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバイク等の多様な

移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道路情報モニター及び官民の自動

車プローブ情報の活用等により情報収集を行う。 

ａ 緊急幹線道路 

(a) 本市と近隣市町村を接続する幹線道路 

(b) 避難場所に接続し、応急対策活動上重要な道路 

(c) 上記道路と病院等の主要公共施設防災関係各機関等の施設を接続する道路 

(ｲ) 市内の道路及び橋梁の被害状況について、速やかに県に報告し、各関係機関と連

携を図りながら交通規制、応急復旧を行い、交通の確保に努める。 

(ｳ) パトロール等による巡視の結果をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応
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急復旧計画を策定し、建設業協会等と結んだ業務協定に基づき、緊急交通路の機能

確保を最優先に応急工事を行う。また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工

法は、被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮して適切な方

法を選択する。 

イ【県が実施する対策】（建設部、警察本部、道路公社） 

(ｱ) 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバイク等の多様な

移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道路情報モニター及び官民の自動

車プローブ情報の活用等により情報収集を行う。 

(ｲ) パトロール結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに、必要に応じて迂回道路の選

定を行い、交通規制が必要な箇所は、関係機関と調整を図り必要な処置を取る。道路及び橋

梁に災害が発生した場合は、当該施設管理者へ通報する。 

(ｳ) 被害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報(以下「道路情報等」という。) につ

いて、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路側放送、インターネット等により、迅速か

つ的確に道路利用者に対して一元的な情報を提供する。また、日本道路交通情報センターを

通じ、住民、道路利用者等に対して道路情報等及び道路の混雑状況を適時適切に提供する。 

(ｴ) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急復旧

計画を策定し、建設業協会等と結んだ業務協定に基づき、緊急交通路交通規制対象予定道路

及び緊急輸送道路の機能確保を優先に応急復旧工事を行う。また、路上の障害物の除去及び

応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復旧までの工期施行量、資機材の有無等を考慮して

適切な方法を選択する。 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

(ｱ) 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、事務所、出張所において自

転車やバイク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道路情報

モニター及び官民の自動車プローブ情報の活用等により情報収集を行う。 

(ｲ) パトロール等による巡視の結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに、必要に応じ

て迂回道路の選定を行い、交通規制等が必要な箇所は関係機関と調整を図り、必要な措置を

講ずる。なお、措置にあたっては、緊急交通路交通規制対象予定道路及び緊急輸送道路と広

域輸送拠点とのアクセス道路の確保にも配慮することとし、関係する道路管理者等と連携し

つつ必要な協力・支援を行う。 

(ｳ) 被害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報(以下「道路情報等」という。)につ

いて、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路側放送、インターネット等により、迅速か

つ的確に道路利用者に対して一元的な情報を提供する。また、日本道路交通情報センターを

通じ、住民、道路利用者等に対して道路情報等及び道路の混雑状況を適時適切に提供する。 

(ｴ) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急復旧

計画を策定し、速やかに応急復旧工事を行い、緊急交通路交通規制対象予定道路及び緊急輸

送道路としての機能確保を最優先に行う。路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、

被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮して適切な方法を選択する。 
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２ 関係団体との協力 

(1) 基本方針 

風水害により道路及び橋梁等の被害が甚大な場合、各関係機関及び隣接県と締結した

相互応援の協定に基づき応援要請を行い、応急復旧及び交通の確保を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

市独自では、応急活動及び復旧活動が困難な場合、各関係機関と締結した、相互応援

の協定に基づき応援要請を行い、応急復旧及び交通の確保を行う。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 被害状況を把握し県のみでは、応急活動及び復旧活動が困難な場合、各関係機関及び隣接

県と締結した、相互応援の協定に基づき応援要請を行い、応急復旧及び交通の確保を行う。

（建設部、警察本部、道路公社） 

(ｲ) 必要に応じ、関東地方知事会・中部圏知事会及び新潟県との応援協定による応援の要請を

行う。（危機管理部） 

ウ【関係団体が実施する対策】 

市からの要請に基づき、茅野市土木建設事業協同組合は協定に基づき、必要な資機材

及び人員を提供する。 
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第３２節 河川施設等応急活動 

 

第１ 基本方針 

風水害による被害を軽減するため、水防活動が円滑かつ十分に行われるように配慮し、下

記の活動を確保するとともに、堤防、護岸等の河川管理施設が破壊、崩壊等の被害を受けた

場合に施設の応急復旧に努める。 

１ 水防上必要な監視、警戒、通報、連絡体制 

２ 水防上必要な資器材の調達体制 

３ 水門もしくは、閘門の適切な操作 

４ 他の市町村との相互の協力及び応援体制 

 

第２ 主な活動 

１ 水防上必要な資器材の調達、技術的な援助、危険箇所の応急復旧及び速やかな復旧計画の

策定 

２ 大規模な風水害が発生した場合には、臨時点検を行い施設の安全を確認する。 

異常が認められた場合は、適切な処置をとる。 

３ これらを実施するにあたり、河川管理者及び関係機関との密接な協力体制を講ずる。 

 

第３ 計画の内容 

１ 河川施設等応急対策 

(1) 基本方針 

水防活動の支援、河川施設の応急復旧実施及び改良復旧を含めた治水安全度の向上を図

る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、都市建設部） 

(ｱ) 被害の拡大を防止するため、水防活動を実施する。 

(ｲ) 河川管理施設、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実

施する。 

(ｳ) 風水害による危害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て従前の河川の機能を回

復させる。 

イ【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 市町村の水防活動を支援するため、水防に関する情報の連絡又は交換を図り、水防上必要

な資器材の調達並びに技術的な援助を与える等、調整にあたる。 

(ｲ) 河川管理施設、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

(ｳ) 風水害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て従前の河川の機能を回復させる。 

ウ【市民が実施する対策】 

被害の拡大を防止するため、水防活動に協力する。 
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２ 関係団体の協力 

(1) 基本方針 

河川施設等応急活動を迅速に実施し、被害を最小限に留めるため防災関係機関 との協

力体制を強化する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

応急活動を速やかに実施するため、必要に応じて長野県建設業協会諏訪支部茅野分会

との連絡調整を行う。 
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第３３節 災害の拡大防止と二次災害の防災活動 

 

第１ 基本方針 

風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また二次災害が発生す

る場合もある。被害を最小限に抑えるため以下のような応急活動を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 構造物に係る二次災害防止のための活動を実施する。 

２ 危険物施設等に係わる二次災害防止のための活動を実施する。 

３ 河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止及び再度災害防止のための活動を実施する。 

４ 倒木等の流下による二次災害を防止するための活動を実施する。 

５ 危険個所の緊急点検等の活動を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 構造物に係る二次災害防止対策 

(1) 基本方針 

道路・橋梁等の構造物についても倒壊等の二次災害を防止するための措置を講じる必要

がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 行政区域内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と

連携を図りながら交通規制、応急復旧を行うものとする。 

(ｲ) 災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するた

めの必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、

応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 林道の重要施設については、市町村に協力し、状況に応じて速やかに応急点検を

実施する。（林務部） 

(ｲ) 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバイク等

の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道路情報モニタ

ー及び官民の自動車プローブ情報の活用等により情報収集を行う。 （建設部、警察

本部、道路公社） 

(ｳ) パトロール結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに、必要に応じて迂回

道路の選定を行い、交通規制が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置

をとる。道路及び橋梁に被害が発生した場合は、当該施設管理者へ通報する。 （建

設部、警察本部） 

(ｴ) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報について、ビーコン、ＥＴ

Ｃ２．０、道路情報板、路側放送、インターネット等により、迅速かつ的確に道路
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利用者に対して一元的な情報提供を行う。また、日本道路交通情報センターを通じ、

住民、道路利用者等に対して道路情報及び道路の混雑状況を適時適切に提供する。 

（建設部、警察本部、道路公社） 

(ｵ) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の

応急復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づき、緊急輸送路

の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。 また、路上の障害物の除去及び応急復

旧対策の工法は、被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮し

適切な方法を選択する。 （建設部、警察本部） 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

(ｱ) 道路の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、工事事務所、出張所におい

て速やかに巡視を実施するとともに、道路情報モニター等からの情報収集に努める。 

(ｲ) パトロール等による巡視の結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに必要

に応じて迂回道路の選定を行い、交通規制等が必要な箇所は関係機関と調整を図り、

必要な措置を講じる。 

(ｳ) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、緊急輸送路の指定状況、迂回路等の情報に

ついて、ビーコン、道路情報板、路側放送等により、迅速かつ的確に道路利用者に

対して情報提供を行う。 

(ｴ) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の

応急復旧計画を策定し、速やかに応急復旧工事を行う。 

 

２ 危険物施設等に係る二次災害防止対策 

(1) 基本方針 

ア［危険物関係］ 

災害の発生後、危険物施設の損傷等による危険物の流出、爆発や火災による被害から

関係者及び市民の安全を確保するため、被害の拡大防止のための活動が必要である。 

イ［火薬関係］ 

火薬類取扱施設は、風水害による直接的被害よりも火薬類の流出・紛失などによる二

次災害の危険性がある。このため、災害時には、火薬類の安全な場所へ移設あるいは施

設の監視等が重要になる。 

ウ［高圧ガス関係］ 

高圧ガス製造施設等は、風水害による漏洩等により周辺住民に対して被害を与える恐

れがある。被害を最小限にとどめ、周辺住民、従業員に対する危害防止のため、関係機

関は相互に協力し、被害軽減のための活動を行う必要がある。 

エ［液化石油ガス関係］ 

災害発生後の二次災害を防止するためには、液化石油ガス一般消費先に対する緊急点

検活動を効果的に実施することが重要であり、そのためには、他地区からの応援等も含

めた体制が必要である。 

オ［毒物劇物関係］ 
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毒物及び劇物を取り扱う者は、毒物劇物保管施設が被害を受け二次災害発生のおそれ

がある場合は、直ちに保健所、警察署、消防署等関係機関に対して通報するとともに危

害防止のため必要な処置をとる。県は、事故処理剤の供給等を行うとともに必要な情報

の提供を行う。 

(2) 実施計画 

「危険物関係」 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部） 

(ｱ) 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

市長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、市の区域におけ

る危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一次停止等を命じる。 

(ｲ) 災害時における連絡 

危険物施設において災害時における連絡体制を確立する。 

(ｳ) 危険物施設の管理者等に対する指導 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者

等に対して、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指導する。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 緊急時における指示及び応援要請（危機管理部） 

危険物施設において火災等が発生した場合は、必要に応じて指示及び応援要請を行

う。 

(ｲ) 避難誘導措置等（警察本部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区

域への人、車両の立入を禁止する。 また、移動可能な危険物を他の施設に移動する

よう、危険物施設の管理者等に要請する。 

ウ【関係機関（危険物施設の管理者等）が実施する対策】 

(ｱ) 危険物施設の緊急時の使用停止等 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をするととも

に、危険物の移送を中止する。 

(ｲ) 危険物施設の緊急点検 

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施すると

ともに、施設周辺の状況把握にも努める。 

(ｳ) 危険物施設における災害防止措置 

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等

適切な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常

反応、浸水等による広域拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤

の補強等災害発生に備えた措置も合わせて講じる。 

(ｴ) 危険物施設における災害発生時の応急措置等 

ａ 応急措置 

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じ
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た初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置

を迅速かつ的確に行う。 

ｂ 関係機関への通報 

危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防、警察等関係機関に通報

する。 

(ｵ) 相互応援体制の整備 

必要に応じて、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危険物取

扱事業所に応援を要請する。 

(ｶ) 従業員及び周辺地域住民に対する措置 

消防、警察等関係機関と連携し、広報を行う等、従業員及び周辺地域住民の安全確

保のための措置を行う。 

［火薬関係］ 

ア【市及び諏訪広域茅野消防署が実施する対策】（総務部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに危険区域へ

の人、車両の立ち入りを禁止する。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 知事は、災害防止のため緊急の必要性があると認められるときは、火薬類取締施

設の管理者等に対し、火薬類取扱施設の一時停止を命じる。 （商工労働部） 

(ｲ) 下記のウ（ア）から（イ）までの応急対策について、火薬類取扱施設の管理者等

に対して指導徹底を図る。 （商工労働部） 

(ｳ) 関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに危険区

域への人、車両の立入を禁止する。また、移動可能な火薬類の他施設への移動及び

盗難防止措置について、火薬類施設の管理者等に対して要請する。さらに、火薬類

の運搬規制及び運搬証明書の発行制限を行う（警察本部） 

ウ【火薬類取扱施設の管理者が実施する対策】 

(ｱ) 保管又は貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕がある場合は、速やかに安全な

所に移し、見張りを付け、関係者以外近づけないよう措置する。 

(ｲ) 火薬類が流出した場合は、関係機関の協力を得て捜索を行い、発見回収に努める

とともに、流出した地域の住民に対して、火薬類の危険性について広報を行い周知

する。 

［高圧ガス］ 

ア【市及び諏訪広域茅野消防署が実施する対策】（総務部、企画部） 

(ｱ) 関係機関と連携して、危険区域周辺の災害防止にかかわる広報を実施する。 

(ｲ) 警戒区域及び消防警戒区域を設定し、区域内住民の避難、誘導を実施する。 

イ【県が実施する対策】（商工労働部） 

(ｱ) 下記のウの（ア）から（イ）までの応急対策について、高圧ガス製造事業者に対

して指導徹底を図る。 

ウ【高圧ガス製造事業者が実施する対策】 
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(ｱ) 高圧ガス関係事業所においては、以下の応急対策を実施する。 

ａ 災害時に、高圧ガス製造施設等に関係者以外が立ち入らないように事業所員を配

置させる等侵入防止のための措置を実施する。 

ｂ 施設の保安責任者は、災害時合は、高圧ガス保安法に基づく応急の措置をとると

ともに、警察官及び消防機関に通報する。 

ｃ 高圧ガスの漏洩、あるいは爆発等のおそれのある施設の配管の弁類等の緊急停止

と施設の出火防止の措置をとる。 

ｄ 製造作業を中止し、設備内のガスを安全な場所に移し、又は放出し、この作業に

必要な作業員の他は退避させる。 

ｅ 貯蔵所又は充填容器が危険な状態となったときには、直ちに充填容器を安全な場

所に移す。 

ｆ 漏洩ガスが、静電気、摩擦等により発火し、火災が発生した場合には状況を的確

に把握し、初期消火に努める。 

ｇ 状況に応じて、従業員、周辺住民に対して火気の取扱を禁止するとともに、ガス

の種類に応じた避難誘導を行い、特に毒性ガスについては風向きを考慮し人命の安

全を図る。 

ｈ 状況に応じて、長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に応援要請

する。 

(ｲ) 高圧ガス運送者は以下の応急対策を実施する。 

ａ 状況に応じて、車両を安全な場所に移動させるとともに、火気を近づけないよう

にする。 

ｂ 輸送している容器が危険な状態になったときには、近隣の住民等を安全な場所に

退避させる。また、通行者に対する交通遮断をし、状況に応じて安全な場所に退避

させる。 

ｃ 状況に応じて、長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に応援要請

する。 

［液化石油ガス］ 

ア【市及び諏訪広域茅野消防署が実施する対策】（総務部、企画部） 

周辺住民に対する避難誘導、広報等の活動を行う。 

イ【県が実施する対策】（商工労働部） 

災害時に液化石油ガス一般消費先に対して、速やかに緊急点検活動を実施するよう、

（社）長野県エルピーガス協会に要請する。 

ウ 【（社）長野県エルピーガス協会が実施する対策】 

災害時に液化石油ガス一般消費先に対して、速やかに緊急点検活動を実施する。 

エ【液化石油ガス販売事業者が実施する対策】 

自社の液化石油ガス設備を点検し、安全の確保に必要な措置を講ずる。  

 

［毒物劇物関係］ 
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ア【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

(ｱ) 周辺住民に対する避難誘導、広報等の活動を行う。 

(ｲ) 飲料水汚染のおそれがある場合は、水道事業者と連携をとり、水道使用者、井戸水

使用者に対する通報を行う。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 毒物劇物営業者及び業務上取扱者に対する対策（衛生部） 

ａ 災害時に速やかに緊急点検活動が実施できるように毒物劇物営業者及び業務上

取扱者に対して指導を実施する。 

ｂ 応急点検等の結果、二次災害の危険がある場合には、応急対策について指導の徹

底を図る。 

ｃ 応急対策実施に関する関係情報の提供を行う。 

(ｲ) 緊急時における指示及び応援要請（衛生部） 

毒物劇物取扱施設において災害が発生した場合は、必要に応じて指示及び応援要請

を行う。 

(ｳ) 避難誘導措置等（警察本部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難誘導措置を実施するとともに、危険区域

内への人、車両の立入を禁止する。 

ウ【関係機関が実施する対策】（毒物劇物営業者及び業務上取扱者） 

(ｱ) 毒物劇物営業者及び業務上取扱者の緊急点検 

貯蔵設備等の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施する

とともに、貯蔵設備等周辺の状況把握に努める。 

(ｲ) 毒物劇物貯蔵設備等における災害防止措置 

毒物劇物貯蔵設備等に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、 毒物劇

物の除去等適切な措置を行い、混合による有毒ガスの発生等の防止、タンク破損等

による流出、異常反応、浸水等による広域拡散等を防止する。 

(ｳ) 毒物劇物貯蔵設備等における災害発生時の応急措置等 

ａ 応急措置及び関係機関への通報 

毒物劇物の流出等が発生したときは、中和剤、吸収剤等による除去活動及び流出

拡大防止措置を実施するとともに保健所、警察署又は消防機関へ連絡する。 

ｂ 従業員及び周辺地域住民に対する措置 

保健所、警察署、消防機関及び市と連携し、広報を行う等、従業 員及び周辺域

住民の安全確保のための措置を行う。 

 

３ 河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止及び再度災害の防止対策 

(1) 基本方針 

浸水被害が発生した場合、その被害を最小限に抑えるため、また再度災害の発生を防止

するための応急活動が必要である。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する対策】（総務部、企画部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 被害の拡大を防止するため、水防活動を実施する。 

(ｲ) 河川管理施設に二次災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険

箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。その結果危険性が高いと判断された

箇所については、関係機関や市民に周知を図る。 

(ｳ) 災害防止のため応急工事を実施する。 

(ｴ) 災害発生のおそれがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。 

(ｵ) 風水害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を

回復させる。 

イ【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 市町村の水防活動を支援するため、水防に関する情報の連絡又は交換を図り、水

防上必要な資機材の調達並びに技術的な援助を与える等、調整にあたる。 

(ｲ) 河川管理施設に二次災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険

箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

(ｳ) 風水害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を

回復させる。 

ウ【諏訪広域茅野消防署が実施する対策】 

(ｱ) 河川管理施設に二次的災害の発生が考えられる場合には、工事箇所の巡視を実施

し、危険性が高いと判断された場合は市町村に通報する。 

(ｲ) 災害発生の恐れがある場合は、市と連携し、速やかに適切な避難誘導を実施する。 

エ【市民が実施する対策】 

被害の拡大を防止するため、水防活動に協力する。 

 

４ 風倒木対策 

(1) 基本方針 

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が流路を閉塞し、鉄砲水の原因となったり、

下流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する原因となる場合もあるため、倒木について

も対策を講じる必要がある。 

(2) 実施計画 

【市及び県が実施する対策】（都市建設部、産業経済部） 

倒木による二次災害の発生を防止するため必要に応じて、倒木の除去等の応急対策を講

ずる。 

 

５ 山腹、斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

(1) 基本方針 

大雨等により、地盤に緩みが生じた場合、山腹・斜面の土砂崩壊、地すべり及び渓流に

おける土石流の発生などの危険性があり、これによる二次災害から市民を守るための 

措置を講じる。 
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(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

緊急点検結果の情報にもとづき、避難指示等の必要な措置をとるものとする。 

イ【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 緊急点検マニュアルにより土砂災害等の危険箇所及び施設の点検を実施する。 

(ｲ) 砂防ボランティア（斜面判定士）の派遣要請をする。 

(ｳ) 防災アドバイザー制度を活用する。 

(ｴ) 緊急点検の結果、二次災害発生の危険性が高い箇所について関係者関係機関に情

報提供を行う。また、必要に応じて応急活動を実施する。 
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第３４節 ため池災害応急活動 

 

第１ 基本方針 

災害によりため池が決壊した場合、もしくは決壊の恐れが生じた場合は、速やかに位置及

び被害状況等について情報を入手し、実態を把握するとともに、県に連絡をして、必要な場

合応援要請を行い、応急工事に努める。 

 

第２ 主な活動 

関係機関と調整を図り、被害状況の的確な把握と被害の拡大防止に努める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

ため池が決壊した場合又は決壊のおそれが生じた場合は、速やかに位置及び被害状況を把

握するとともに、応急工事を実施する。 

 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】（農政部） 

ア ため池が決壊した場合等においては、速やかに被害状況について情報を入手する。 

イ 応急工事が早急に実施できるよう、市町村及び関係機関に協力する。 

(2)【市町村が実施する対策】 

ア 被害が生じた場合は、速やかに県及び関係機関へ報告するものとする。 

イ 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させるものとする。 

ウ 被害を拡大させないよう、早急に応急工事を実施するものとする。 

(3)【関係機関が実施する対策】 

ア ため池管理者は、ため池に決壊のおそれが生じた場合、住民が迅速に避難できるよう、

速やかに市町村へ報告するものとする。 

イ ため池管理者は、堤体に亀裂等が確認され、決壊のおそれが生じた場合、緊急に取水

施設を操作し、貯留水を放流するものとする。 

ウ ため池管理者は、市町村が実施する応急対策に協力するものとする。 
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第３５節 農林水産物災害応急活動 

 

第１ 基本方針 

被害状況の早期・的確な把握に努め、農作物等の被害拡大防止のための栽培・管理技術指

導の徹底を図るとともに、農作物、森林の病虫害や家畜等の伝染性疫病の発生・まん延防止

のための防除、倒壊した立木等による二次災害防止のための除去を行う。 

また、被災した農林水産物の生産・流通・加工施設等について、速やかな復旧に努める。 

 

第２ 主な活動 

被害状況の早期・的確な調査を実施し、諏訪地域振興局、諏訪農業改良普及センター、信

州諏訪農業協同組合、諏訪森林組合等と連携して、被害の拡大防止と迅速な復旧に向けて、

技術指導等必要な措置を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 農林水産物被害応急対策 

(1) 基本方針 

被害を受けた作物の技術対策指導は、県、市及び農業団体、農業技術者連絡協議会等が

協力して行うとともに、病虫害、家畜疫病の発生・まん延防止の徹底に努める。 

また、被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧を進める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（産業経済部） 

(ｱ) 農業農村支援センター、農協等と連携を取り、被害状況の早期・的確な把握を行

い、その結果を農業農村支援センターに報告する。 

(ｲ) 農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に対する技術対策を農協等関係機関

と連携を取り、速やかに農業者に周知徹底を図り、指導、援助等を行う。 

(ｳ) 家畜等の伝染病が発生した場合は、家畜保健衛生所、水産試験所等とともに被災

農家等の現状把握・検査の実施及び防疫活動を行う。 

(ｴ) 被災地における家畜への飼料供給を確保するため、必要に応じ県に供給対策を要

請する。 

(ｵ) 被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧を県と共に支援する。 

イ【県が実施する対策】（農政部） 

(ｱ) 県及び農業農村支援センターは、市、農業団体等と連携を取り、被害状況の早期・

的確な把握を行う。 

(ｲ) 被害の状況に応じ、県又は現地機関において農作物等被害の拡大防止、病害虫の

発生防止に対する技術対策を樹立し、農業農村支援センター、病害虫防除所等を通

じて、指導の徹底を図る。 

(ｳ) 家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のため、家畜保健衛生所、水産試験場に

おいて、被災農家等の状況把握・検査の実施及び消毒等の指導を行う。 
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(ｴ) 被災地における家畜への飼料供給及び生乳の集送体制を確保するため、国・市町

村及び関係団体との調整を行う。 

(ｵ) 被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を支援する。 

(ｶ) 必要に応じて、市町村や関係機関と連携して、被災地における農業関係のボランティ

アニーズの把握に努めるとともに、受入れが必要となる場合には技術支援を行う。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 市等関係機関連携をとり、被害状況の把握を行うとともに、農業者に対する講習

会等の実施により、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に努める。 

(ｲ) 被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を進める。 

エ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 市等が行う被害状況調査や応急復旧措置に協力するとともに、農協等の指導に基

づき農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止対策を実施する。 

(ｲ) 被災した生産施設、集出荷貯蔵施設等の速やかな復旧を進めるものとする。 

 

２ 林産物被害応急対策 

(1) 基本方針 

倒木や損傷した素材、製材品については、二次被害の拡大防止のため速やかに除去する

とともに、森林病害虫の発生防除等の徹底に努める。 

また、被災した生産・流通・加工施設等について、速やかな復旧に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（産業経済部） 

諏訪森林組合等と連携をとり被害状況を調査し、その結果を県に速やかに報告すると

ともに応急復旧のため、技術指導など必要な措置をとる。 

イ【県が実施する対策】（林務部） 

被災状況を調査し、関係機関と連携をとりながら迅速な復旧に向けて技術指導等必要

な措置をとる。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 国有林野内の被災状況を調査し、必要な応急措置を講じるとともに二次災害のお

それがある場合は、下流域等の関係市町村と連携を図り、その防止に努める。（中

部森林管理局） 

(ｲ) 市と連携をとって被害状況を調査し、その結果を速やかに市、県に報告するとと 

もに応急復旧措置をとる。 

エ【市民が実施する対策】 

市等が行う被害状況調査や応急復旧に協力する 
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 第３６節 文教活動 

 

第１ 基本方針 

小学校、中学校、高等学校、保育園及び幼稚園（以下この節において「学校等」という）

は多くの児童生徒及び幼児等（以下この節において「児童生徒等」という）を収容する施設

であり、災害時においては、児童生徒等の安全及び教育を確保する必要がある。このため、

市はあらかじめ定められた計画に基づき避難誘導活動に努めるとともに、速やかな応急教育

の実施、被災した児童生徒等に対する教科書の供与及び就学援助等の措置を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 児童生徒等に対する安全な避難誘導、保護者への引き渡し 

２ 被害状況の把握、授業継続のための措置、学校給食等の確保 

３ 被災した児童生徒等に対する教科書等の供与、就学援助、保育料の減免 

 

第３ 活動の内容 

１ 児童生徒等に対する避難誘導 

(1) 基本方針 

学校長及び園長（以下この節において「学校長等」という）は、災害発生に際して、あ

らかじめ定めた計画(土砂災害警戒区域以内に立地する施設にあっては避難確保計画)に

基づき、児童生徒等の人命の保護を第一義とした避難誘導活動に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（教育委員会、健康福祉部） 

(ｱ) 市立の学校等において、学校長等は地震発生時、建物、器物などの倒壊、破損、

落下による危険を回避し、児童生徒等の心理的動揺を防いで、安全を確保するため

に、あらかじめ定めた計画(土砂災害警戒区域以内に立地する施設にあっては避難確

保計画)及び以下の事項に留意し適切な避難誘導措置をとる。 

ａ 第一次避難場所への避難誘導 

(a) 被害状況を把握し、適切な緊急避難の指示を与え、児童生徒等を整然と速や

かに、校庭など指定した第一次避難場所へ誘導する。 

(b) 全校及び全園の児童生徒等の避難状況を正確に把握し、所在不明の児童生徒

等がいる場合は、捜索・救出にあたる。 

ｂ 第二次避難場所への避難誘導 

(a) 第一次避難場所が危険になった場合は、市の指定する避難場所施設等、より

安全な場所（第二次避難場所）に児童生徒等を誘導する。 

(b) 保護者にはあらかじめ第二次避難場所を周知しておくとともに、学校に連絡

員を残すか、避難先を掲示しておく。 

(c) 第二次避難場所に到着次第、速やかに児童生徒等の避難状況を把握し、所在

不明の児童生徒等がいる場合は、捜索・救出にあたるとともに、避難状況を市
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教育委員会（以下「市教委」という）又は健康福祉部及び関係機関に報告又は

連絡する。 

ｃ 児童生徒等の帰宅、引き渡し、保護 

(a) 児童生徒等を帰宅させる場合、道路の状況、交通機関の運行状況、火災や崩

落、などの状況を十分に把握した上で、児童生徒等の安全に配慮し、下校又は

降園の方法を決定する。 

(b) 災害の状況によっては、教職員が引率して各地区まで集団で下校又は降園す

るか保護者に引き渡す等の措置をとる。 

(c) 災害の状況により児童生徒等を帰宅させることが困難な場合は、学校等又は

避難所において保護する。 

ｄ 市は、私立学校等に対して市立学校等の対策に準じて適切な対策を行うよう指

導する。 

イ【県が実施する対策】（県民文化部、教育委員会） 

(ｱ) 県立の学校等において、学校長は風水害が発生し、または発生するおそれのある 

場合は、児童生徒等の安全を確保するために、あらかじめ定めた計画(土砂災害警

戒区域以内に立地する施設にあっては避難確保計画)及び以下の事項に留意し適切

な避難指導措置をとる。 

ａ 児童生徒等が登校する前の措置台風や大雨に関する情報の収集に努め、風水害

が発生又は発生するおそれのある場合は、休業の措置をとるものとし、児童生徒

及び保護者に周知するとともに、県教育委員会（以下「県教委」という）その旨

連絡する。 

ｂ 児童生徒等が在校中の場合の措置 

(a) 情報収集に努め、道路閉鎖や交通機関の運行に支障が生ずる前に、安全な方

法で下校又は保護者への引渡しを行う。 

(b) 市町村長等から避難指示があった場合及び学校長の判断により、児童生徒等

を速やかに指定された避難場所・施設へ誘導する。 

(c) 全校の児童生徒等の避難状況を正確に把握し、負傷した児童生徒等に適切な

処置を行うとともに所在不明の児童生徒等がいる場合は、捜索・救出にあたる。

 また、避難状況を県教委に報告するとともに保護者、当該市町村及び関係機 

関に連絡する。 

ｃ 児童生徒等の帰宅、引渡し、保護 

(a) 児童生徒等を帰宅させる場合、道路の状況、交通機関の運行状況、崩落、河

川の氾濫などの状況を十分把握した上で、児童生徒等の安全に配慮し、下校の

方法を決定する。 

(b) 災害の状況によっては、教職員が引率して各地区まで集団で下校するか、保

護者に直接引き渡す等の措置をとる。 

(c) 災害の状況及び児童生徒等の状況により帰宅させることが困難な場合は、学

校又は避難所において保護する。 
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(ｲ) 県は、私立学校に対して県立学校の対策に準じて適切な対策を行うよう指導する。 

 

２ 応急教育計画 

(1) 基本方針 

学校等においては、災害時の教育及び保育活動に万全を期するため、教職員及び学校等

の施設・設備等を早期に確保し、応急教育及び保育の円滑な実施を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（教育委員会、健康福祉部） 

(ｱ) 市教委及び健康福祉部は災害時における教育及び保育活動に万全を期するため、

下記事項に留意し、災害発生時の対応、応急教育及び保育に関する対策について学

校等を指導及び支援する。 

ａ 市立学校等施設・設備の確保 

(a) 学校等の施設・設備に係る被害の状況を調査し、授業及び保育の実施の具体

策を立てて応急措置を行う。 

(b) 学校等の施設・設備の被害の程度が大きく、残存施設・設備で授業及び保育

の実施が困難な場合及び避難所として施設を提供したため長期間利用できない

施設が生じている場合には、仮校舎及び園舎の建設や災害を免れた近接の公立

学校及び保育園の施設、その他公共施設の利用を図るための総合調整を行う。 

ｂ 教職員の確保 

災害により教職員に不足をきたし、教育及び保育活動の継続に支障が生じている

学校等がある場合、教職員を確保し、教育及び保育活動が行える態勢を整える。 

ｃ 学校及び保育園の給食の確保 

学校及び保育園の給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障を

きたしているときは、市教委又は健康福祉部と連絡をとり、必要な措置を講ずる。 

なお、次の場合は給食を一時中止するものとする。 

(a) 災害が広範囲にわたり被害が甚大なため、学校給食施設が災害救助のために

使用された場合。 

(b) 伝染病その他の危険発生が予想される場合。 

(c) 給食物資の入手が困難な場合。 

(d) 給食施設に被害を受け、給食の実施が不可能となった場合。 

(e) その他給食の実施が適当でないと考えられる場合。 

ｄ 市は、私立学校等に対して市立学校等の対策に準じて適切な対策を行うよう指導

をする。 

イ【学校長の実施する対策（園長等を含む）】 

市立の学校等において、学校長等は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防災計

画及び以下の事項に留意して応急教育及び保育の円滑な実施を図る。 

(ｱ) 被害状況の把握 

児童生徒等、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、市教委又は 
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健康福祉部及び関係機関へ報告又は連絡する。 

(ｲ) 教職員の確保 

災害の推移を把握するとともに教職員を掌握し、できるだけ早期に平常の教育及

び保育に復するように努め、教職員に不足が生じたときは、市教委又は健康福祉部

と連絡をとり、その確保に努める。 

(ｳ) 教育活動 

ａ 災害の状況に応じ、市教委又は健康福祉部と連絡の上、臨時休業等適切な措置

を講ずる。この場合、できるだけ早く平常授業及び保育に戻すよう努め、その時

期については早急に保護者に連絡する。 

ｂ 被災した児童生徒等を学校等に収容することが可能な場合は、収容して応急の

教育及び保育を行う。 

ｃ 避難所等に避難している児童生徒等については、地域ごとに教職員の分担を決

め、実情の把握に努め、指導を行う。 

ｄ 授業及び保育の再開時には、市教委又は健康福祉部、その他関係者と綿密な連

絡のもとに登下校及び登降園の安全確保に努めるとともに、健康・安全指導及び

児童生徒等の指導に留意する。 

(ｴ) 児童生徒等の健康管理 

ａ 必要に応じ建物内外の清掃、飲用水の浄化、伝染病の予防措置等保健衛生に関

する措置を講ずる。 

ｂ 授業の再開時には、必要に応じ教職員を含めた臨時の健康診断及び健康相談を

実施するように努める。 

(ｵ) 教育施設・設備の確保 

ａ 学校等の施設の点検、安全確認を行い、危険箇所への立入り禁止の措置を行う。 

ｂ 施設・設備に災害を受けた場合は、授業及び保育の継続に利用できる残存の教

育及び保育施設・設備について調査し、校舎及び園舎内外の整備復旧に努める。 

ｃ 残存施設・設備のみで授業及び保育を実施することが困難な場合及び避難所と

して施設を提供したため、長期間利用できない施設が生じている場合には、仮校

舎及び園舎の建設や被災を免れた近接の公立学校等の施設、その他公共施設の利

用を図り授業及び保育の実施に努める。 

(ｶ) 学校及び保育給食の確保 

各学校長等は、学校及び保育給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の

補給に支障をきたしているときは、市教委又は健康福祉部と連絡をとり、必要な

措置を講ずる。また、災害の状況に応じ、学校及び保育の給食用施設・設備の提

供など、被災者対策に可能な限り協力する。 

(ｷ) 休校措置 

各学校長等は、教育施設が被災し、授業の継続が不可能なときは、教育委員会又

は健康福祉部長と相互連絡を取り必要に応じて休校措置をとる。なお、休校措置の

決定が登校前にあっては、学校の連絡網、各地区の有線放送及び防災対策本部に連
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絡し、防災行政無線（同報系）等により周知を図る。 

イ【県が実施する対策】（県民文化部、教育委員会） 

(ｱ) 県教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、災害

時の対応、応急教育に関する対策について県立学校及び市教育委員会を指導及び支

援する。 

ａ 県立学校施設・設備の確保 

(a) 学校施設・設備に係る被害の状況を調査し、授業実施の具体策を立てて応急

措置を実施する。 

(b) 学校施設・設備の被害の程度が大きく、残存施設・設備で授業実施困難な場

合及び避難所として施設を提供したため長期間利用できない施設が生じてい

る場合には、仮設校舎の建設や被災を免れた近接の県立・市立学校の施設、そ

の他公共施設の利用を図るための総合調整を行う。 

ｂ 教職員の確保 

災害により教職員に不足をきたし、教育活動の継続に支障が生じている学校が

ある場合、教職員を確保し、教育活動が行える態勢を整える。 

ｃ 学校給食の確保 

学校給食用物資の補給に支障をきたしているときは、（財）長野県学校給食会

等と連絡をとり、必要な措置を講ずる。 

(ｲ) 県立の学校において、学校長は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防災計

画及び以下の事項に留意して応急教育の円滑な実施を図る。 

ａ 被害状況の把握 

児童生徒等、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、県教委、当

該市町村、及び関係機関へ報告又は連絡する。 

ｂ 教職員の確保 

災害の推移を把握するとともに教職員を掌握し、できるだけ早期に平常の教育

に復するよう努め、教職員に不足を生じたときは、県教委と連絡をとり、その確

保に努める。 

ｃ 教育活動 

(a) 災害の状況に応じ、県教委と連絡のうえ、臨時休業等適切な措置を講ずる。

この場合、できるだけ早く平常授業に戻すよう努め、その時期については、早

急に保護者に連絡する。 

(b) 被災した児童生徒等を学校に収容することが可能な場合は、収容して応急の

教育を行う。 

(c) 避難所等に避難している児童生徒等については、地域ごとに教職員の分担を

定め、実情の把握に努め、指導を行う。 

(d) 授業の再開時には、当該市町村及びその他関係者と緊密な連絡のもとに登下

校の安全確保に努めるとともに、健康・安全指導及び生徒指導に留意する。 

ｄ 児童生徒等の健康管理 
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(a) 必要に応じ建物内外の清掃、飲料水の浄化、伝染病の予防措置等保健衛生に

関する措置を講ずる。 

(b) 授業再開時には、必要に応じ教職員を含めた臨時の健康診断及び健康相談を

実施するよう努める。 

ｅ 教育施設・設備の点検 

(a) 学校施設の点検、安全確認を行い、危険箇所への立入り禁止等の措置を行う。

  

(b) 施設・設備に被害を受けた場合は、授業継続に利用できる残存教育施設・設

備について調査し、校舎内外の整備復旧に努める。  

(c) 残存施設・設備のみで授業を実施することが困難な場合及び避難所として施

設を提供したため、長期間利用できない施設が生じている場合には、仮設校舎

の建設や被災を免れた近接の県立・市町村立学校の施設、その他公共施設の利

用を図り授業の実施に努める。 

ｆ 学校給食の確保 

(a) 学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたして

いるときは、県教委と連絡をとり、必要な措置を講ずる。また、災害の状況に

応じ、学校給食用施設・設備の提供など被災者対策に可能な限り協力する。 

(ｳ) 県は、私立学校に対して県立学校の対策に準じて適切な対策を行うよう指導する。 

 

３ 教科書等の供給及び保育料の減免等 

(1) 基本方針 

被災した児童生徒等の学習を支援するために教科書等の供与や就学援助、保育料の減免

等の措置を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（教育委員会、健康福祉部） 

(ｱ) 教科書等の供与 

ａ 調達方法 

市内学校における教科書の必要数量を把握し、調達及び配分を行う。また、市

における調達が困難な時は、南信教育事務所を経由して県教育委員会に調達の斡

旋を依頼する。 

ｂ 支給対象者 

災害により住家に被害を受け、学用品を喪失し、又は損傷し、就学上支障のあ

る小学校児童及び中学校生徒 

ｃ 支給品目 

(a) 教科書（文部省検定済み教科書又は文部科学省著作教科書に限る） 

(b) 教材（県又は市教育委員会に届け出又は承認を受けて使用している教材） 

(c) 文房具（ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵の具、画筆、画用紙、下

敷き、定規等） 
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(d) 通学用具（運動靴、カバン、傘等） 

ｄ 支給方法 

教科書及び学用品は、現物を支給する。 

(ｲ) 保育料及び授業料の減免（健康福祉部、教育委員会） 

保育園の園長は、被災した園児のうち、保育料を納付することが困難な者に対し

ては減免の措置をとる。 

(ｳ) 就学援助（教育委員会） 

市教委は、被災した児童生徒のうち就学困難な状態の者に対して、就学援助の

方法を定めその実施に努める。 

イ【県が実施する対策】（総務部、教育委員会） 

(ｱ) 教科書の供与 

国公立学校及び私立学校における教科書の必要数量を把握して、県立学校に対す

る配分及び、必要に応じ市町村立、国立及び私立学校の教科書調達のための斡旋を

教科書供給所と協力して行う。 

(ｲ) 授業料の減免 

a 県立高等学校長は、被災した生徒のうち、授業料を納付することが困難な者に対しては

減免の措置をとる。 

b 県は、被災により授業料を納付することが困難な者に対して学校法人が授業料を減免し

た場合、当該学校法人の申請に基づき補助を行う。 

(ｳ) 就学援助 

県教委は、必要に応じて学校長からの報告に基づき、特別支援学校就学奨励費支弁区分の

変更を行い、被災した児童生徒等の就学を援助する。 

 

４ 学校における災害時の措置 

(1) 学校長は、災害時における児童生徒の安全な通学を図るため、次の事項を実施する。 

ア 災害の状況を児童に周知徹底する。 

イ 災害の状況によっては授業を中止し、早退させ、休校措置を講じ登校を停止する。 

ウ 安全状況を確認したら直ちに授業を再開する。 

エ 通学路の安全な措置を講じ、必要な場合は経路を指定する。 

オ 危険場所については、標示して安全を図る。 

カ 必要な場合は、集団登下校をする。 

キ 災害時の登下校の身支度については、状況に即して整えるように十分指導する。 

ク 児童生徒の個々の事情をよく把握し、家庭との連絡を密にする。 

ケ 上記の措置については、地域住民の協力と理解を求める。 

(2) 学校における防災の計画及び組織 

学校長は本計画に基づき、施設に即した学校の防災計画を作成し、生徒児童等の安全及

び施設の保護を図る。 
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○学校における災害時組織基準 

班 名 係 名 編 成 任 務 

本 部 
 

校長・教頭・本部付職員名・生徒若干名 
１ 全体の指揮命令 

２ 外部との連絡交渉 

連絡班 
警報係 職員2～3名 

生徒各学級若干名 

１ 本部状況連絡 

２ 本部命令伝達 通報係 

消火班 
消火器係 

バケツ係 

職員数名 

生徒各学級若干名 

消火器による消火 

バケツによる消火 

誘導班 
 職員各学年別若干名 

生徒各学級男女各１名 
生徒の避難誘導 

搬出班 

 各教室毎に職員１名～若干名 

生徒５名～若干名 

図書館は図書部員（男） 

物品の搬出及び管理 

衛生班 
 看護教諭 職員１～２名 

生徒保健部員 
傷病者の応急措置 

 

５ ＰＴＡの協力要請 

(1) 災害が発生及び予測されるときは、ＰＴＡの協力を求め、児童生徒等の安全を図る。 

○協力組織編成基準 

班 別 編 成 任 務 

本部 部長１、副部長若干名、部員 

１ 全体の指揮命令 

２ 学校との連絡 

３ 外部との連絡、交渉 

連絡班 
班長１、副班長若干名、 

班員 各地区に若干名 

１ 災害の状況を学校へ連絡 

２ 学校からの連絡を各家庭へ伝達 

誘導班 
班長１、副班長若干名、 

班員 各地区に若干名 
１ 児童、生徒の登下校の安全誘導 
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第３７節 飼養動物の保護対策 

第１ 基本方針 

災害時においては、人命救助が最優先であるが、放浪動物による危害及び環境悪化の防止及び動物

愛護等の観点から、被災した動物の保護・収容・救護及び避難所での飼養等の保護措置を実施する。 

 

第２ 主な活動 

被災地域における負傷又は放浪状態の動物の保護活動及び避難所等における家庭動物の適正な飼養 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想されるため、関係機関

による保護活動を行う。また、飼い主がペットと動向避難するための適正な飼育環境を確保し、適正

飼養を行う。 

 

２ 実施計画 

(1)【市が実施する計画】（市民環境部、産業経済部） 

ア 関係機関等と協力をして被災地における逸走犬等の保護・収容・救護など適切な処置を講ずる。 

イ 特定動物、危険な家畜等が施設等から逸走した場合は、人への危害を防止するため、県、警察、

飼い主、その他の関係機関との連携の下必要な措置を講じる。 

ウ ペットとの同行避難の状況について把握するとともに、避難所及び応急仮設住宅等における適

切な体制整備に努める。 

(2)【県が実施する計画】 

ア 県は市町村が行う被災地における飼養動物の取り扱いに関し、現地の状況に応じ指導を行うも

のとする。（健康福祉部） 

イ 県は、被災市町村から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があった場合は、人員

の派遣、資機材のあっせん等所要の措置を講ずる。なお、職員を派遣する際は、新型コロナウイ

ルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。（健康福

祉部、農政部、警察本部） 

ウ 特定動物、危険な家畜等が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため、市町村、警

察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置を講じる。 （健康福祉部、農政部）  

エ 県は、動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、飼い主とともに避難した動物の飼育に

ついて被災市町村から応援要請があった場合は、関係団体と連携し、適正な動物飼育に関する相

談等を行う。 （健康福祉部、農政部） 

オ 県は状況に応じて「災害時における愛護動物の救護活動に関する協定」に基づく災害時被災動

物救護本部を設置するとともに、(一社)長野県獣医師会及び長野県動物愛護界に協力を求める。

(健康福祉部) 

カ 県は、飼い主とペットの同行避難を円滑に受入れるために避難所運営指針を必要に応じて見直
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し、市町村や関係職員と、研修会や総合防災訓練における実施等を通じて、平時より普及啓発と

連携を進める。(危機管理部、健康福祉部) 

(3)【飼養動物の飼い主が実施する計画】 
ア 飼養動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）に基づ

き、災害時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 
イ 避難所に避難した動物の飼い主は、動物愛護及び感染症等の蔓延防止の観点から、避難所のル

ールに従い適正な飼育を行う。 
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第３８節 ボランティア活動の受入れ体制 

 

第１ 基本方針 

被災地では、大量かつ広範な片付けや生活支援などのボランティアニ－ズが発生するため、

被災地内外からボランティアを受け入れ、公助による支援との調整を図り、円滑かつ効果的

な支援に結び付けることが求められる。そのため、ボランティアに期待する支援活動の量や

期間について速やかに見通しを作成し、時間の経過とともに変化する被災者のボランティア

ニーズに合わせて、受け入れ体制の確保やボランティアの活動拠点を整備し、ボランティア

活動の支援を行うよう努める。 

  

第２ 主な活動 

１ 被災者のボランティアニ－ズの把握を行うとともに、ボランティアの受入れ体制の確保に

努める。また、被災地で支援活動を行っているボランティア関係団体と情報を共有する場を

設置し、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動

を展開する。 

２ 災害ボランティアセンター等のボランティア活動拠点を設置し、ボランティア受け入れや活動

の調整、資機材の調達・提供を行い、円滑かつ効果的なボランティア活動の実施を支援する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災者のボランティアニ－ズの把握と受入れ体制の確保 

(1) 基本方針 

災害時におけるボランティアの受入にあたっては、被災地のニ－ズにあわせて行うことが

必要である。防災関係機関は、被災地における被災者のボランティアニーズを積極的に把

握し、災害ボランティアセンター、ボランティア関係団体や災害ボランティアコーディネ

ータ－と連携して円滑な受入れを図る。 

また、活動時の粉じん対策の周知など、ボランティアの安全確保に防災関係機関、ボランティア

関係団体等が連携し、必要な措置を講じるよう努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（健康福祉部、市社会福祉協議会） 

(ｱ) 被災地におけるボランティアニ－ズの把握に努めるとともに、ボランティア情報

の広報に努める。 

(ｲ) ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターが主導して行うボランテ

ィアの受入れ、需要調整、相談指導等の活動に対し支援を行う。 

(ｳ) 社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティ

ア団体、ＮＰＯ、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う

組織）を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置するなど、被災者のニ

ーズや支援活動の全体像を把握する。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を

踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携のと
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れた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境について配慮す

る。 

(ｴ) ボランティアの需要状況について、随時県災害対策本部に報告する。 

(ｵ) 都道府県等又は都道府県から事務の委任を受けた市町村は，共助のボランティア

活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務について，社会福祉協議会等が設置

する災害ボランティアセンターに委託する場合は，当該事務に必要な人件費及び旅

費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

 

イ【県が実施する対策】(危機管理部、県民文化部、健康福祉部) 

(ｱ) 市町村、防災関係機関と連携し、被災地におけるボランティアニーズの把握に努める

とともに、幅広い広報伝達手段を使いボランティア情報に提供に努める。 

(ｲ) ボランティア関係団体やボランティアコーディネータが主導して行うボランティア

の受入れ、需給調整、相談指導等の活動に対し支援を行う。 

(ｳ) 社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティ

ア団体、ＮＰＯ、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う

組織）を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置するなど、被災者のニ

ーズや支援活動の全体像を把握する。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を

踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携のと

れた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境について配慮す

る。 

ウ【社会福祉協議会、日本赤十字社長野県支部等ボランティア関係団体が実施する対策】 

市社会福祉協議会等は、県及び市町村災害対策本部との連携のもとに、ボランティア

の受入れを行うとともに、ボランティアの需給調整、相談指導等を行う。 

エ【広域的災害ボランティア支援団体のネットワーク（特定非営利活動法人全国災害ボラン

ティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）、長野県災害時支援ネットワーク（Ｎ－ＮＥ

Ｔ）など）が実施する対策】 

(ｱ) 被災者のボランティアニーズ及び支援状況の情報を集約し、全体像の把握に努める。 

(ｲ) 県及び市町村の災害対策本部との連携のもとに、支援活動に必要な情報共有の場を整

備し、支援者間の連絡調整を図る。 

(ｳ) 必要に応じて県及び市町村に対して被災者支援に関する支援策の提言などを行う。 

オ【その他ＮＰＯ・ＮＧＯ等が実施する対策】 

被災者支援に際しては、情報を共有する場等を活用し、長野県社会福祉協議会、被災地

を管轄する市町村社会福祉協議会及び広域的災害ボランティア支援団体のネットワークと

の連携に努める。 

 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

(1) 基本方針 

被災地におけるボランティア活動の円滑な実施を図るため、ボランティアの活動拠点を設
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置し、災害ボランティアセンター、ボランティア関係団体等との緊密な連携のもとに、ボ

ランティア活動の支援体制を確立する。 

（2） 実施計画 

ア【市及び県が実施する対策】（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

(ｱ) 県及び市町村は、災害ボランティアセンターが設置された場合には、確実に機能する

ために必要な措置を講じる。 

また、県は、その運営において、複数の市町村にまたがる広域的な課題が生じた場合

には、関係者間の調整を行う。 

(ｲ) 必要に応じボランティア活動上の安全確保を図るとともに社会福祉協議会が行う災

害ボランティア活動支援に必要な資機材の調達に協力し、ボランティア活動の円滑かつ

効果的な実施を支援する。 

イ【社会福祉協議会の実施する対策】（ボランティア連絡協議会を含む） 

(ｱ) 県社会福祉協議会は、災害ボランティア活動支援の県的拠点として県と協議の上、県

災害ボランティアセンターを設置し、県内におけるボランティア活動の全体像を把握す

るとともに、運営支援者の派遣調整、活動に必要な資機材の調達等、市町村災害ボラン

ティアセンター(以下、「市町村センター」という。)の設置・運営を支援する。 

また、市町村センター、広域センター、県、ボランティア関係団体、中間支援組織と

情報共有し、ボランティア受け入れの広域的な調整やボランティア活動の情報発信を行

う。 

(ｲ) 被災地の市町村社会福祉協議会は市町村と協議の上、市町村センターを設置し、被災

者のボランティアニーズの把握、ボランティアの登録・受入れ、具体的活動内容の指示、

派遣先、人員等の調整、活動に必要な資機材の調達・提供を行う。 

(ｳ) 被災市町村広域圏内の市町村社会福祉協議会及び県社会福祉協議会は、市町村センタ

ーの活動を支援する前線拠点として広域センターを設置し、ボランティアの登録・受入

れ、資機材の調達等の必要な支援を行う。 

ウ【日本赤十字社長野県支部が実施する対策】 

県及び市町村との連携のもとに赤十字防災ボランティアの活動拠点を設置するとともに、

被災者のボランティアニーズの把握、ボランティアの登録・受入れ、コーディネート、派

遣、必要な物資の調達等の支援を行う。 
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第３９節 義援物資及び義援金の受入れ体制 

 

第１ 基本方針 

大規模な災害が発生した場合には、市、県は、日本赤十字社長野県支部、県社会福祉協議会、

県共同募金会等関係機関と連携を図りながら、国民、企業等から寄託された義援物資及び義援金

を迅速かつ確実に被災者に配分するため、受入、保管等の公正かつ円滑な実施に努めるものとす

る。 

 

第２ 主な活動 

１【義援物資】 

(1) 市、県、日本赤十字社長野県支部、県社会福祉協議会、県共同募金会等関係機関は、義援

物資の募集が必要と認められる災害が発生した場合、義援物資の受付窓口を設置し、義援物

資の募集及び受付を実施する。 

(2) 被災者のニーズを把握し、「受け入れを希望するもの・足りているもの」のリスト、

送り先、募集期間等を公表し、支援を呼びかける。なお、小口・混載の支援物資を送る

ことは被災地方公共団体の負担となることから「個人からの義援物資は受け入れない」

などの方針を状況に応じて公表する必要がある。 

(3) 各関係機関が受け付けた義援物資については、被災市町村の需給状況を勘案し、効果

的に配分する。 

 

２【義援金】 

(1) 市、県、日本赤十字社長野県支部、県社会福祉協議会、県共同募金会等関係機関は、

義援金の募集が必要と認められる災害が発生した場合、義援金の受付窓口を設置し、義

援金の募集及び受付を実施する。なお、県が募集する義援金については災害対策本部が

募集及び受付の実施を決定し、その取扱いについては災害義援金募集要綱（以下「要綱」

という。）により定めるものとする。 

(2) 義援金の配分にあたっては、県、日本赤十字社長野県支部、県社会福祉協議会、県共

同募金会等関係機関による「災害義援金配分委員会」（以下「委員会」という。）を組

織し、寄託された義援金を迅速かつ公正に被災者に配分する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 義援物資及び義援金の募集等 

(1) 基本方針 

義援物資及び義援金の募集に当たっては、募集方法、送り先、募集期間等を定めて周知

を図ることとし、義援物資については被災地において受入れを希望するものを十分に把握

し情報提供を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（健康福祉部、総務部、教育委員会） 
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(ｱ)【義援物資】 

ａ 市災害対策本部へ義援物資の受入窓口を設置する。 

ｂ 緊急性の高い義援物資が移送困難な状況にあっては、各避難所等での受入れを

行い、市災害対策本部へ可能な限り早く受入れの報告を行う。 

ｃ 義援物資を分類し、検収、保管する。（検収は食品等の安性を確認し、保管にも必

要に応じて温度管理等を実施する。）保管場所：茅野市運動公園総合体育館 

(ｲ)【義援金】 

ａ 市災害対策本部へ義援金の受入窓口を設置する。 

ｂ 義援金については、金額を確認し、金庫に保管する。 

義援金の受入れ最終窓口    （会計管理者） 

 

○義援物資の分類表 
 

 
種 別 品 名 備 考 

１ 

 飲料水 

食料品等 

飲料水、おにぎり、インスタント食品 

レトルト食品、缶詰、調味料、サラダ油 

粉ミルク等 

 

 長期保存可能なもの 

 常温管理可能なもの 

 に分類 

２  衣類・靴 
下着類、シャツ、ズボン、セーター 

靴下、長靴、サンダル等 

 

 男女、サイズ別に 

 分類 

 
３  寝具類 毛布、布団、枕等  

４  衛生用品類 
石鹸、ティッシュ、生理用品、タオル 

髭剃り、洗剤、歯ブラシ、歯みがき等 

 

 

５  医薬品 傷薬、胃腸薬、包帯、傷バン等 
 

 

６ 
 食器・調理 

 用具類 

 

紙皿、割箸、アルミホイル、ラップ 

鍋、フライパン等 

 

 使用後洗浄の必要の 

 ない工夫が必要 

７  情報通信機器 テレビ、ラジオ、パソコン、無線機等  

８  日用品等 
ビニールシート、ロープ、雨具、手袋 

ストーブ、ライター等 

 

 

９  非常用品類 
照明器具、発電機、カセットコンロ、 

消火器、拡声器、ローソク等 

 

 

１０  事務用品類 
ボールペン、マジック、ノート、模造紙 

セロハンテープ、ホッチキス等 

 

 

１１  燃料類 石油、ガス、携帯燃料等  

１２  義援金 義援金  

１３  その他 娯楽用品、嗜好品、大型機械類、自転車等 
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イ【県、市及び関係機関が実施する対策】 

(ｱ)【義援物資】 

ａ 県、市町村は、関係機関等の協力を得ながら、被災地が受入を希望する義援物資

を把握するとともに、被災地の需給状況を勘案し、募集する義援物資の種類や数量

を周知する。 

ｂ 県、市町村及び関係機関等は、住民、企業等が義援物資を提供する場合には、被

災地において円滑な仕分けが可能となるよう、梱包に際して品名を明示するなど配

慮した方法について周知する。 

ｃ 県は、義援物資の保管にあたり、長野県倉庫協会との協定に基づき、保管場所の

確保、入出庫管理等を要請する。 

(ｲ)【義援金】 

県、日本赤十字社長野県支部、県社会福祉協議会、県共同募金会等関係機関は、

相互に連携を図りながら、募集方法、送り先、募集期間等を定めて義援金の募集を

行うものとする。 

ウ【市民、企業等が実施する配慮】 

(ｱ)【義援物資】 

ａ 義援物資を提供する場合は、被災地が受入を希望する義援物資とするよう配慮す

る。 

ｂ 義援物資を提供する場合には、被災地において円滑な仕分けが可能となるよう、

梱包に際して品名を明示するなど配慮に努める。 

 

２ 義援物資及び義援金の引継ぎ及び配分 

(1) 基本方針 

義援物資は被災市町村の需給状況を勘案し効果的に配分し、義援金は委員会に確実に引

き継ぐとともに、委員会において協議のうえ、迅速かつ公正に配分する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ)【義援物資】 

義援物資は配分するまでの間、損傷、紛失等のないよう適正に管理し、被災市町

村に速やかに引き継ぎを行う。 

a 需要把握 

(a) 義援物資の要求把握は、地区、区・自治会及び避難所（福祉避難所を含む）ごと

の要求把握を取りまとめる。 

(b) 区・自治会は最も基本的要求集約単位となり、毎日区・自治会において会議を開

いて義援物資の要求をとりまとめる。 

(c) 義援物資保管場所と物資の調整をし、区・自治会ごとの要求数量を調整する。 

(d) 高齢者や障害者等の要求を重点的に把握する。 

b 義援物資の配分 
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(a) 市災害対策本部で数量調整した義援物資を義援物資保管場所から避難所及び各

区・自治会へ搬送する。 

(b) 義援物資保管場所に集まった義援物資を各区・自治会ごとに窓口を配置して配

分する。状況により可能であれば各区・自治会ごとに梱包して搬送し、各区・自

治会で配分の窓口を設置する。 

(c) 高齢者や障害者などへは、避難施設へまとめて搬送するか、区・自治会の役員

やボランティア等が直接届ける。 

(d) 避難所（福祉避難所を含む）への搬送は、義援物資保管場所から行う。 

イ【義援金】 

市、県、日本赤十字社長野県支部、県社会福祉協議会、県共同募金会等関係機関に寄

託された義援金は委員会に引き継ぎを行い、委員会は、被災状況等を考慮のうえ、対象

者、配分内容、配分方法等の基準を定め、被災市町村を通じて適正に配分する。 

(ｱ) 被災者の認定に基づき、被災の程度に応じ、区・自治会を通じて義援金の配分を行う。 

(ｲ) 義援金については、区・自治会の役員を通じて直接被災者に手渡す。 

 

３ 義援物資及び義援金の募集 

(1) 基本方針 

義援物資及び義援金への要求情報等にそって、各マスメディアやパソコン通信（インタ

ーネット）等を駆使して広く義援物資及び義援金の募集を行う。 

(2) 担当部局 

ア 義援物資及び義援金の要求把握：健康福祉部 

イ パソコン通信による義援物資及び義援金の募集：健康福祉部 

(3) 実施計画 

ア 市災害対策本部で要求情報を一元化し、各マスメディアやパソコン通信（インターネ

ット）等を駆使して全国各地や海外に義援物資及び義援金の募集を行う。 

イ 被災後の１０日間はすべての物資が不足するため、緊急性が高い飲料水・食糧品類等、

特に必要な分類を重点的に募集する。 

ウ 一ヶ月経過後は必要な物資の具体的な品名をあげて募集し、必要に応じて不要な義援

物資を情報として流し、受入れの抑制を行う。 

エ 日本赤十字や共同募金等の義援金は、基本的に直接被災者へ現金により届けるもので

あるため、ボランティアの活動資金等に利用できる目的別の募金（例えば災害復興基金

等）についても実施していく。 

 

４ ボランティアの活用 

本章３７節「ボランティア活動の環境整備」参照 

 

５ 被災者等への義援物資及び義援金の配分 

(1) 基本方針 
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義援物資及び義援金への配分は、被災の状況や要求等を総合的に判断し、必要性、緊急

性、公平性を考慮しながら、区・自治会を通じて配分を行う。 

(2) 担当部局 

ア 義援物資の配分：健康福祉部 

イ 義援金の配分：健康福祉部 

(3) 実施計画 

ア 市災害対策本部で数量調整した義援物資を１０ブロックの物資供給基地へ搬送する。 

イ １０ブロックの供給基地から各地区（避難所を含む）へ搬送する。 

ウ 各地区に集まった義援物資を各区・自治会ごとに窓口を配置して配分する。状況によ

り可能であれば各区・自治会ごとに梱包して搬送し、配分の窓口を設置する。 

エ 高齢者や障がい者などへは、避難施設へまとめて搬送するか、区・自治会役員やボ 

ランティア等が直接届ける。 

オ 義援金については、行政区単位を通じて直接被災者に手渡す。 
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第４０節 災害救助法の適用 

 

第１ 基本方針 

市町村単位の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合（被害のおそれ

がある場合を含む。）に、災害救助法を適用し、被災者の保護及び社会秩序の保全を図る。

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし市町村長は、知事から委任された救助事務

については、知事の補助機関として実施する。 

 

第２ 主な内容 

１ 被害情報の把握を迅速に行い、必要に応じ災害救助法を適用する。 

２ 県、市はそれぞれの役割分担により、迅速な救助を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被害状況の把握 

(1) 基本方針 

災害救助法を適用すべきか否かを的確に判断し、災害の実態に応じた救助を行うために、

迅速かつ正確な被害情報の収集把握を行う。 

(2) 活動の内容 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

(ｱ) 市長は、災害による被害情報を迅速に収集把握し、直ちに諏訪地域振興局長へ報

告するとともに、災害救助法の適用について検討を行う。 

(ｲ) 市長は、災害救助法による救助が必要と判断した場合、知事に対して法適用の要請を

行う。 

なお、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときには、

災害救助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、そ

の後の処置に関して知事の指揮を受けなければならない。 

(ｳ) 市長は、被害等の認定を別表の基準により行う。 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 地域振興局長は、本章第２節に基づき被害情報を把握し、迅速に危機管理部長へ

報告する。 

(ｲ) 危機管理部長は、地域振興局長からの被害報告及びその他被害情報に基づき、災

害救助法の適用について検討を行う。 

(ｳ) 知事は、市町村長からの要請及び被害状況に基づき、災害救助法を適用する。な

お、災害救助法を適用した場合は、公示、市町村長への通知等直ちに必要な手続き

を行う。 

 

２ 救助法の適用の判定 

(1) 基本方針 
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災害救助法による救助は、非常災害により住家が全焼、全壊、埋没、流失、半焼、半壊、

床上浸水又は土砂の堆積等により一時的に居住することができない場合において、その被

害が一定の基準に該当し、かつ、現に応急的な救助を必要とするときに行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

災害救助法の適用基準は、本市の場合、次のとおりである。 

(ｱ) 本市における住家の滅失世帯数（全焼、全壊、流出等により住家の滅失した世帯

数をいい、半壊、半焼にあっては、全壊、流失等の１／２世帯、床上浸水にあって

は１／３世帯として換算する。以下同じ。）が８０世帯に達したとき。（１号該当） 

滅失世帯数＝（全壊・全焼・流失世帯数）＋（半壊・半焼世帯数＊１／２） 

＋（床上浸水世帯数＊１／３） 

(ｲ) 被害が相当広範囲にわたり、県内の滅失世帯数が２，０００世帯以上であって、

本市の滅失世帯数が、４０世帯に達したとき。（２号該当） 

(ｳ) 被害が広範な地域にわたり、県内の滅失世帯数が９，０００世帯以上であって、

本市の被害状況が特に援助を要する状態であるとき。(３号前段該当) 

(ｴ) 本市における被害が次のいずれかに該当し、知事が特に救助の必要を認めたとき。 

ａ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく

困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき。 

ｂ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたとき。 

 

３ 適用の手続き 

(1) 基本方針 

災害救助法の適用が必要と判断された場合は、直ちに必要な手続を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

本市における災害の程度が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する

見込みがあるときは、直ちに災害発生の日時及び場所並びに災害の原因及び概況を、被

害状況報告により知事に報告するとともに、災害救助法の適用を要請するものとする。 

 

〈法 の 適 用 事 務〉 

災害発生 

 

 

救助実施 

被害調査 

茅
野
市 

発生報告 
諏
訪
地
域
振
興
局 

同左 

県 

同左 

国  

適用協議 

 

適用通知 

同左 

 

適用通知 

適用報告 

 

了承 

    

※緊急条項（災害救助法施行細則準則第２条） 

災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、本部長は、
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適用の事前申請にこだわることなく、速やかに救助法の規定による救助に着手し、その後状

況を直ちに知事に報告し、以降の処置に関して知事の指揮を受けることとする。 

 

４ 救助の実施 

(1) 基本方針 

県、関係機関と協力のうえ速やかに救助を実施する。災害救助法が適用された場合、災

害救助法で定める救助の実施は、国の責任において、県があたることとされている。した

がって、災害救助法に基づく救助の部分については、市長が知事の権限の一部を委任され、

又は知事を補助して行うものである。ただし、災害の事態が切迫し、災害救助法に基づく

知事による救助の実施を待つことができない場合は、市長において自ら救助に着手するも

のとする。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（全市部局） 

(ｱ) 救助の役割分担 

市長は、知事から委任を受けた職権に基づき救助を行う。委任された職権を行使し

たときは、速やかにその内容を知事に報告しなければならない。 

（委任内容） 

収容施設のうち、避難所の供与、炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給、災

害にかかった者の救出、学用品の給与、埋葬、死体の捜索及び処理、災害によって居住又は

その周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい障害を及ぼしているものの除去 

(ｲ) 救助の実施基準 

救助の実施は別表「救助活動要領の基準」により行う。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 災害救助法による救助は、知事が行う。ただし、市町村が当該事務を行うことに

より、救助の迅速化、的確化が図られると知事が認めた場合は、災害救助法の規定

に基づき以下の表のとおり、市町村長に事務の一部を委任する。 

なお、市町村長に委任する事務について、以下の表によりがたい場合は市町村と

協議の上、別に定める。 

救助の種類 県が実施する事務 市町村に委任する事務 

避難所の設置 市町村からの要請による資材調達 その他すべて 

応急仮設住宅の供与 委任する事務以外すべて 募集・維持管理 

炊き出しその他による

食品の給与 
市町村からの要請による食品の調達 その他すべて 

飲料水の供給 県管理上水道の受給者への供給 
市町村管理上水道の受

給者への供給 

被服・寝具その他生活必

需品の給与又は貸与 
 全て 
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医療及び助産 ＤＭＡＴ等の救護班による活動 
インフルエンザの予防

接種等 

災害に係った者の救助 全て  

住宅の応急修理 応急修理実施要領の制定 その他すべて 

埋葬  全て 

死体の捜索・処理 全て  

障害物の除去 市町村からの要請による資材調達 その他すべて 

(ｲ) 救助の実施は、別に定める基準により行う。 

(ｳ) 知事は、災害救助法による救助実施のために必要な技術者等が、一般の協力によ

ってもなお、不足し、他に確保の方法がない場合には、医師、保健師、土木技術者、

大工、土木業者等に対し、従事命令等を発令して救助活動を実施する。 

ウ【関係機関が実施する対策】（日本赤十字社長野県支部） 

(ｱ) 日本赤十字社長野県支部茅野市地区は、知事又は市長の行う救助活動の万全を期する

ため、その組織と設備をあげて協力する。 

(ｲ) 知事から委任された「医療及び助産活動」及び「避難所の設置」の業務の実施 に

努める。 
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１ 自分では除去すること 除去に必要な機械器具等 １世帯当たり 133,900円以内 災害発生の日か １ 実情に応じ市町村

救助の種類 対 象 支出できる費用 費用の限度額 期 間 備 考

避難所の設置

現に被害を受け、又は被害
を受けるおそれのある者を
収容する

設置、維持及び管理のた
めの経費
１ 作業員賃金
２ 消耗器材費
３ 建物等の使用謝金
４ 燃料費 
５ 仮設便所等の設置費

（基本額） 
避難所設置費
 １人１日当たり 300円以内 
（加算額） 
冬期（10月～３月）については、別に定める額を 
加算する

災害発生の日か
ら７日以内 １ 避難所設置費には

天幕借上、仮設便所設
置費等一切の経費を含
むものとする

２ 輸送費は別途計上

応急仮設住宅の

供与 

住家が全焼、全壊又は流失
し居住する住家がない者で
あって自らの賃金では住宅
を得ることができない者

（世帯単位）

設置戸数
市町村ごとに全焼（壊）
又は流失した世帯の３割

以内
 （整地費、建築費、附
帯工事費、作業員賃金、
輸送費、建築の事務費）

１戸当たり29.7m2を基準とし2,401,000円以内とす
る 災害発生の日か

ら20日以内着工
供与期間２年以内

炊き出し、そ
の他食品の給

与 

１ 避難所に収容された者
２ 全半壊（焼）、流失、
床上浸水等で炊事のできな
い者
３ 床下浸水で自宅におい
て炊事不可能な者

主食費、副食費、燃料
費、雑費（器物の使用謝
金、消耗品の購入費）

１人１日当たり 1,010円以内 
被災地から縁故先（遠隔地）等に一時避難する場
合は３日以内分
（大人・小人の差別なし）

災害発生の日か
ら７日以内 

飲料水の供給

現に飲料水を得ることがで
きない者（飲料水及び炊事
のための水であること）

ろ水器その他給水に必要
な機械、器具の借上費、
修繕費及び燃料費、浄水
用の薬品及び資材費

当該地域における通常の実費 災害発生の日か
ら７日以内 輸送費、作業員賃金

は、別途計上

被服、寝具そ
の他生活必需
品の給（貸）
与 

１ 全半壊（焼）、流失、
床上浸水、船舶の遭難等に
より、生活必需品をそう失
し、直ちに日常生活を営む
ことが困難な者
２ 死亡者、転出者は除く

被害の実情に応じ
１ 被服、寝具及び身の
回り品
２ 日用品 
３ 炊事用具
４ 光熱材料

１ 夏期（４月～９月）、冬期（10月～３月）の 
区分は災害発生の日をもって決定する
２ 後掲表に掲げる金額の範囲内

災害発生の日か
ら10日以内

備蓄物資の価格は当該
地域の時価により現物
給付に限ること

医療

災害により医療の途を失っ
た者（応急的に処理する）

１ 診 察 
２ 薬剤又は治療材料の
支給
３ 処置、手術その他の
治療及び施術
４ 病院又は診療所への
収容
５ 看 護 

救護班
  使用した薬剤、治療材料、医療器具修繕費等の実施

病院、診療所又は施術者
 国民健康保険の診療報酬又は療養費の額以内

災害発生の日か
ら14日以内

（医療機関による場
合）救護班では治療で
きない重症の患者等が
ある場合又は救護班の
活動能力の限界以上に
患者がある場合若しく
は救護班が到着しない
場合に限る

別表 
救助の実施要領の基準（概要） 

障害物の除去

のできない者
２ 居室、炊事場、玄関等
に障害物が運び込まれてい
るため生活上支障を来す場合 
３ 半壊、床上浸水の世帯 
数の１割５分以内

の借上賃、輸送費及び作
業員賃金

ら10日以内 相互間において対象者
数の融通ができる

２ １世帯ごとに限度
額以内

輸送費及び作
業員賃金 

１ 被災者の避難
２ 医療及び助産
３ 被災者の救出
４ 飲料水の供給
５ 死体の捜索
６ 死体の処理
７ 救済用物資の整理配分

当該地域における通常の実費 救助の種類ごと
の実費が認めら
れる期間以内

助産

災害発生の日以前又は以後
７日以内に分べんした者で
あって災害のため助産の途
を失った者（死産、流産を
含む）

助産の範囲 
１ 分べんの介助
２ 分べん前、分べん後
の処置

３ 脱脂綿、ガーゼその
他の衛生材料

１ 救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費

２ 助産師による場合は慣行料金の８割以内の額

分べんした日か
ら７日以内 妊婦等の移送費は別途

計上

災害にかかっ
た者の救出 

１ 現に生命、身体が危険
な状態にある者
２ 生死不明の状態にある
者

舟艇その他救出のための
機械器具等の借上費、修
繕費及び燃料費

当該地域における通常の実費 災害発生の日か
ら３日以内 期間内に生死が明らか

にならない場合は、以
後「死体の捜索」とし
て取り扱う（輸送作業
員賃金は、別途計上）

災害にかかっ
た住宅の応急
修理

住家が半壊（焼）し、自ら
の資力により応急処理をす
ることができない者「世帯
単位」（さしあたりの生活
に、支障がない場合を除
く）

１ 居室、炊事場及び便
所等日常生活に必要最小
限度の部分 
２ 修理用原材料費、労
務費、材料輸送費、工事
事務費

１世帯当たり 520,000円以内 災害発生の日か
ら１か月以内

１ 実情に応じ市町村
相互間において対象数
の融通ができる
２ 各世帯ごとに限度
額以内

学用品の給与

住家の全壊（焼）、流失、

半壊（焼）又は床上浸水に
より学用品をそう失又はき
損し就学上支障のある小学
校児童、中学校生徒（盲学
校、ろう学校、養護学校の
小学部児童及び中学部生
徒）及び高等学校等生徒

１ 教科書（教材を含む）

２ 文房具 
３ 通学用品

１ 教科書代
   小学生及び中学生
  教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会
に届出又はその承認を受けて使用するものを給与
するための実費
  正規の授業で使用する教材を給与するための 実費
２ 文房具及び通学用品
 小学生  １人当たり 4,100円
 中学生  １人当たり 4,400円
 高校生等 １人当たり 4,800円

災害発生の日か
ら教科書１か月
以内文房具・通
学用品15日以内

１ 各人ごとに限度額
以内
２ 備蓄物資は時価評
価
３ 入進学時の場合は
個々の実情に応じ支給
する

埋葬

１ 災害の際死亡した者
２ 実際に埋葬を実施する
者に支給

１ 棺（付属品を含む）
２ 埋葬又は火葬（作業
員賃金を含む）
３ 骨壷及び骨箱

１体当たり 
 大人（12歳以上）201,000円以内 
 小人（12歳未満）160,800円以内 

災害発生の日か

ら10日以内

死体の捜索 
行方不明の状態にあり、かつ 
周囲の事情によりすでに 
死亡していると推定される者 

捜索のための機械器具等
の借上費、修繕費及び燃
料費

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら10日以内

輸送費、作業員賃金

は、別途計上

死体の処理 
災害に際し死亡した者の死

体に関する処理

１ 洗浄、縫合、消毒
２ 一時保存
３ 検  案

１ １体当たり 3,300円以内 
２ 既存建物利用 通常の実費
  野外仮設の場合
  １体当たり 5,000円以内 
３ 救護班以外は慣行料金

災害発生の日か
ら10日以内

１ 検案は原則として
救護班によること
２ 輸送費、作業員賃
金は、別途計上
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区 分 

 

 

１人世帯 

 

２人世帯 

 

３人世帯 

 

４人世帯 

 

５人世帯 

６人以上

１人増す

ごとに 

 

全壊（焼） 

流失 

夏（４月～

９月） 
17,200円 22,200円 32,700円 39,200円 49,700円 7,300円 

冬（１０月

～３月 
28,500円 36,900円 51,400円 60,200円 75,700円 10,400円 

 

半壊（焼） 

床上浸水 

夏（４月～

９月） 
5,600円 7,600円 11,400円 13,800円 17,400円 2,400円 

冬（１０月

～３月 
9,100円 12,000円 16,800円 19,900円 25,300円 3,300円 
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第４１節 観光地の災害応急対策 

 

第１ 基本方針 

観光地へ通ずる道路が、豪雨、豪雪、地震など災害により寸断され、観光地が孤立状態に

なった場合の救出活動や観光客の安全の確保について、国、県、市町村、関係機関が連携し、

対応していく。 

 

第２ 主な取組み 

１ 観光地で災害が発生した際には県、市町村、関係機関、観光施設の管理者は、相互の連携

により、観光客の安全を確保する。 

２ 外国人旅行者のために、避難場所や災害の情報を提供する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 観光地での観光客の安全確保 

(1) 市が実施する対策 

ア 観光地での災害時には、市町村消防計画における救助・救急計画に基づき、管轄警察

署、医療機関と連携して、観光客への的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、

被害状況を早急に把握する。 

イ 消防機関は観光客の救助活動に当たり、県警察本部と活動区域及び人員配置の調整に

ついて密接な連携を図り、現場の状況に対応する迅速かつ効率的な救助を行う。 

(2) 県及び市町村が実施する対策（危機管理部、観光部） 

ア 観光地での災害時の県、市町村、関係機関、関係団体間の連絡体制を整備し、被害状

況の把握、観光客の保護、救助について迅速に対応する。 

(3) 住民、自主防災組織及び観光事業者が実施する対策 

自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、消防機関、救護班に協力する。特に、

道路交通網の寸断が予想されることから、消防機関の現場到着前における初期救助・救急

活動は、人命救助の上からも重要となるので、積極的に行う。 

 

２ 外国人旅行者の安全確保 

(1) 市が実施する対策 

観光地の観光案内所で災害時の外国人旅行者避難誘導、非常用電源の供給を行なう。 

(2) 県及び市町村が実施する対策（観光部） 

事前登録されている通訳ボランティアを避難所へ派遣し、外国人旅行者に対する情報提

供や要望の把握を行う。 

(3) 関係機関が実施する対策 

駅、ホテルなど多くの人が集まる場所においては、外国語による避難情報の提供、避難

場所や避難経路の標識の簡明化、多言語化などにより外国人旅行者に配慮した情報提供、

避難誘導、非常用電源の供給を行う。 
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第１節 復旧・復興の基本方針の決定 
 

第１ 基本方針 

被災地の復旧・復興については、市民の意向を尊重し、地方公共団体が主体的に取り組むとと

もに、適切な役割分担の下、被災者の生活の再建及び経済の復興を支援し、再度災害の防止に

配慮した施設の復旧等を図り、より安全に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを

目指す。また、災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速かつ

円滑な復旧・復興を図るため、この基本方向を決定し、その推進に当たり必要な場合は、他

の地方公共団体の支援を要請する。 

 

第２ 主な内容 

１ 現状復旧か又は計画的復興かの基本方向を早急に決定する。 

２ 復旧・復興にあたり、必要に応じ他の自治体への支援を求める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 復旧・復興の基本方針の決定 

(1) 基本方針 

市は、迅速な現状復旧又は計画的な復興を目指す基本方向を早急に決定し、実施に移る。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する対策】（市全部局） 

(ｱ) 市及び県は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向を勘案しつつ、

互いに連携し、迅速な現状復旧を目指すか、又は更に災害に強いまちづくり等の中

長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復

興の基本方向を定め、早期に住民に周知する。 

(ｲ) 被害地の復旧・復興は、市民の意向を尊重しつつ、協同して計画的に行う。 

イ【関係機関が実施する対策】 

防災関係機関は、市の復旧・復興の基本方針の決定に際し、協力を行う。 

ウ【市民が実施する計画】 

市民は、市の復旧・復興の基本方針の決定に際し、協力を行う。 

 

２ 支援体制 

(1) 基本方針 

復旧・復興にあたり、必要に応じ他の自治体の支援を求め、円滑な実施を図る。 

(2) 実施計画 

【県及び市が実施する対策】（総務部） 

県及び市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国、県及び他の市町村

等に対し職員の派遣、その他の協力を求める。特に、他の地方公共団体に対し、技術職

員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度を活用するものと

する。 
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第２節 迅速な現状復旧の進め方 

 

第１ 基本方針 

被災者の生活再建を支援し、より安全性に配慮した復興を目指すためには、まず公共施設

等の迅速な原状復旧や、災害廃棄物の円滑で適切な処理が求められる。関係機関は、可能な

限り迅速な原状復旧を図る。 

 

第２ 主な活動 

１ 被災施設の迅速かつ円滑な復旧事業を実施し災害防止の観点からの改良復旧を行う。 

２ 円滑かつ適切に災害廃棄物の処理を行う。 

３ 被災状況に応じ、他市町村や県からの職員派遣の要請を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災施設の復旧等 

(1) 現状及び課題 

民生の安定、社会経済活動の早期回復、より安全性に配慮した復興のために関係機関は、

被災施設の迅速かつ円滑で再度の災害防止を考慮した復旧活動を行う。そのため、職員の

配備、災害規模に応じた職員の応援、派遣等の活動体制について必要な措置をとる。 

(2) 実施計画 

ア【市、県及び公共機関が実施する対策】（市全部局） 

(ｱ) 被災施設の重要度、被災状況等を検討し、事業の優先順位を定めるとともに、あ

らかじめ定めた物資、資材の調達計画、人材の広域相互応援計画等に関する計画を

活用して、迅速かつ円滑に被害施設の復旧事業を行う。特に、三次救急医療機関等

の人命に関わる重要施設、電気、通信等のライフライン施設については早期に復旧

できるよう体制等を強化する。 

(ｲ) 被災施設の復旧にあたっては、現状復旧を基本にしつつも、再度災害を防止する

観点から、可能な限り改良復旧を行う。 

(ｳ) 著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置された災害（以下

「特定大規模災害」という。）等を受けた地方公共団体又はその団体の長から要請

があり、かつ当該地方公共団体の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑か

つ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲

で、当該地方公共団体又はその団体の長に代わって工事を行うことができる権限代

行制度により、被災地方公共団体に対する支援を行う。 

(ｴ) 指定市以外の市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は自らが管理す

る道路と交通上密接である市町村道について、当該市町村から要請があり、かつ当

該市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、当該市町村に代わって自ら

が災害復旧等に関する工事を行うことが適当であると認められるときは、その事務
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の遂行に支障のない範囲内で、当該工事を行うことができる権限代行制度により、

支援を行う。 

(ｵ) 地震・大雨等に伴う地盤の緩みにより、土砂災害の危険性が高まっている箇所に

ついて、二次災害の防止の観点から可能な限り、土砂災害防止対策を行う。 

(ｶ) ライフライン・交通・輸送等の事業者は、復旧に当たり可能な限りにおいて地区

ごとの復旧予定時期を明示して行う。 

(ｷ) 他の機関との関連を検討し、相互に事業を実施することが適当と認められるもの

については総合的な復旧事業の推進を図る。 

(ｸ) 被害地の状況、被害原因等を勘案し、再度の災害防止及び復旧事業の効果等具体

的に検討のうえ事業期間の短縮に努める。 

(ｹ) 災害復旧事業に要する費用について、国、県の補助がある事業について、被災施

設の復旧を行うものは、復旧事業の計画を速やかに作成する。 

(ｺ) 復旧事業に要する費用について、補助を受ける機関は、復旧事業費の申請額の算

出を行うとともに、決定を受けるための査定計画をたて、速やかに査定実施に移す

よう努める。 

(ｻ) 緊急査定を行う必要がある事業については、ただちに緊急査定が実施されるよう

措置を講じ、復旧工事が迅速に行われるよう努める。 

(ｼ) 暴力団の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努める

とともに復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

 

２ 災害廃棄物の処理 

(1) 基本方針 

災害から速やかに復帰して生活を再建するうえでも、災害によって生じた廃棄物の円滑

で適切な処理が求められる。被災地の災害廃棄物の計画的な収集、運搬等を行い、その円

滑で適切な処理に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、企画部、都市建設部、市民環境部） 

(ｱ) 発生した災害廃棄物の種類、性状(可燃物、不燃物、腐敗性廃棄物等)等を勘案し、そ

の発生量を推計した上で、事前に策定しておいた災害廃棄物処理計画に基づき、仮置き

場、最終処分地を確保し、必要に応じて広域処理を行うこと等により、災害廃棄物の計

画的な収集、運搬処分を行い、災害廃棄物の適正かつ迅速な処理を行う。加えて、、ボ

ランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協

議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的

に災害廃棄物等の搬出をおこなう。また、廃棄物処理施設については、災害廃棄物を処

理しつつ、電力供給や熱供給等の拠点として活用し、下記事項について留意する。 

ａ 適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイクルに努める。 

ｂ 復旧・復興計画を考慮に入れ計画的に行うよう努める。 

ｃ 環境汚染の防止、市民、作業者の健康管理のための適切な措置を講じる。 
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(ｲ) 応援体制 

ａ 局地的な災害の場合には、収集、処理に必要な人員、機械等について市内の災害の

軽度の地区に応援を求める。 

ｂ 災害が広範囲にわたる場合は、状況により近隣市町村から応援を求める。 

イ【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 災害発生後、速やかに災害廃棄物の発生量、処理見込等の把握のための活動を行

う。 

(ｲ) 市町村等の広域的な支援の要請、調整を図るものとし、大規模災害により、被災市町

村近隣市町村のみでは、処理が困難と認められるときは、他の都県等に対して支援を要

請する。 

 

３ 職員派遣 

(1) 基本方針 

災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応にあたり、被災市町村のみでは、人

員の確保が困難になる場合がある。そのため、被災市町村は他の市町村や県に対し、災害

の規模に応じ、職員の派遣要請等の必要な措置をとるものとする。職員を派遣する際は、

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等

を徹底する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】 

(ｱ) 市の職員を活用しても、災害復旧になお人員が必要な場合、市は県や、｢長野県市

町村災害時相互応援協定｣に基づき、他の市町村に対し、必要な人員及び期間、受入

体制を明示し、職員の派遣の要請を行うものとする。 

(ｲ) 被災市町村から要請を受けた市は、｢長野県市町村災害時相互応援協定｣に基づき、

職員を派遣するものとする。 

イ【県が実施する対策】 

被災市町村から、災害復旧にあたり、職員の派遣要請があった時は、災害の状況を勘案し必要

と判断した場合、災害市町村と十分調整のうえ、必要な人員を適切な時期に派遣するものとする。 
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第３節 計画的な復興 

 

第１ 基本方針 

大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における被災地

域の再建方針として、更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも視野に入れた

計画的復興を目指すに当たっては、復興計画を作成し、市民の理解を求めながら、市民の安

全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施する。 

 

第２ 主な活動 

１ 複数の機関が関係し、高度、複雑及び大規模化する復興事業を可及的速やかに実施するた

めの復興計画の作成並びに体制整備を図る。 

２ 再度災害防止と、より快適な都市環境を目指した、市民の安全と環境保全等にも配慮した

防災まちづくりを実施する。 

３ 著しく異常かつ激甚な災害が発生し、国の緊急災害対策本部が設置された災害（以下「特

定大規模災害」という。）が発生した場合の各機関の連携による復興の促進を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 復興計画の作成 

(1) 基本方針 

被災地域の再建に当たり、更に災害に強いまちづくりを目指し、都市構造及び産業基盤

の改変を要するような、多機関が関係する高度、複雑及び大規模な復興事業を、可及的速

やかに実施するために復興計画を作成する。当該計画には、持続可能なまちづくりの視点

から、生活・自然環境、医療福祉、教育、地域産業等の継続を考慮する必要がある。 

計画策定に際しては、その検討組織等に、男女共同参画等の観点から女性・障がい者・

高齢者等の参画促進に努める。 

また、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の

維持を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その

維持・回復や、例えば学校を核とした地域コミュニティの拠点形成を行うなど、再構築に

十分に配慮するものとする。なお、当該計画の迅速・的確な作成と遂行のため、国、県及

び他の市町村との連携等調整を行う体制の整備を図るものとする。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（市全部局） 

関係機関との連携及び県との調整を行うとともに、市民の理解を求めながら、迅速か

つ的確に市における復興計画を作成する。 

イ【県が実施する計画】 

被災市町村、関係機関等との連携及び国との調整を行うと共に、市民の理解を得なが

ら迅速かつ的確に、被災地域を包括する復興計画を作成する。 
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ウ【関係機関が実施する対策】 

市との連携を図り、整合性のある事業計画の作成に努める。 

 

２ 防災まちづくり 

(1) 基本方針 

被災地域の再建に当たっては、必要に応じ再度の災害防止と、より快適な都市環境を目

指し、「まちづくりは現在の住民のみならず将来の住民のためのもの」という理念のもと

に、計画作成段階でまちのあるべき姿を明確にして、将来に悔いのない、市民の安全と環

境保全等にも配慮した防災まちづくりを市民の理解を求めながら実施する。併せて、女性・

高齢者・障がい者等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市及び県が実施する計画】（市全部局） 

(ｱ) 復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、土地区画整理事業及び市街地再

開発事業等の実施により、合理的かつ健全な市街地の形成及び都市機能の更新を図

るものとする。その際、被災市街地復興特別措置法等を活用するとともに、市民の

早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向について、できるだけ速やかに

市民のコンセンサスを得るように努める。また、地震や津波に被災した後の復興ま

ちづくりのため平時から備えておくべき内容をとりまとめた「復興まちづくりのた

めの事前準備ガイドライン」を活用し、防災・減災対策を並行して、事前に被災後

の復興まちづくりを考えながら準備しておく復興事前準備の取組を進めるよう努め

る。 

(ｲ) 防災まちづくりにあたっては、二次的な災害に対する安全性の確保等を目標とし、

さらに必要に応じ、次の事項を基本的な目標とする。 

a 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点と

もなる幹線道路、都市公園、河川、空港等の都市基盤施設及び防災安全街区の整備 

b ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等によるライフ

ラインの耐震化 

c 建築物及び公共施設の耐震化、不燃化 

d 耐震性貯水槽の設置等 

(ｳ) 前記目標事項の整備等にあたっては、次の事項に留意する。 

ａ 都市公園、河川等のオープンスペースの確保等について、単に指定緊急避難場所

としての活用、臨時ヘリポートとしての活用など防災の観点だけでなく、地域の環

境保全、レクレーション空間の確保、景観構成に資することを市民に対して十分に

説明し、理解と協力を得るよう努める。 

ｂ ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等にあたっては、

各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りながら実施する。 

ｃ 既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その重要性を市民

に説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進により、その解消に努める。 
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ｄ 復興計画を考慮して、被災施設等の復旧事業、火山噴出物(火山災害の場合に限

る)災害廃棄物及び堆積土砂の処理事業は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計

画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、関係機関が緊密に連携して、

可能な限り迅速かつ円滑に実施するものとし、必要な場合は傾斜的、戦略的実施を

行う。 

ｅ 市民に対し、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュール、被

災者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を行い、市民が主役となるまちづ

くりを行う。 

f 女性・高齢者・障がい者等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

(ｴ) 建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、事業者等に対し、適切に解

体等を行うよう指導・助言するものとする。 

(ｵ) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の

被災状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用

等による情報提供に努める。 

イ【関係機関が実施する対策】 

市、県等との連携を図り、整合性のある事業を実施する。 

ウ【市民が実施する対策】 

再度災害防止、より安全で快適なまちづくりは、自分たちはもちろん、子供たちをは

じめとする将来のためのまちづくりであることを認識し、防災まちづくりへの理解と協

力に努めるものとする。 

 

３ 特定大規模災害からの復興 

(1) 基本方針 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、被災地

域の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑

な大規模事業となり、これを可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関係機関の諸事情

を調整しつつ、計画的に復興を進める必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

(ｱ) 市、県及び関係機関は、復興計画の迅速な作成と遂行のための体制整備を行う。 

(ｲ) 必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本計画等に即して

復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、

特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な

復興を図る。 

(ｳ) 必要に応じ、特定大規模災害からの復興のために必要な職員の派遣を県に要請する。 
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第４節 資金計画  

 

第１ 基本方針 

災害復旧についての資金の需要を迅速に把握し、適切にして効果的な資金の調達を行うた

めに必要な措置を講ずる。 

 

第２ 主な活動 

１ 市及び県は、起債の利用、地方交付税の繰上交付の要請等の必要な措置を行う。 

２ 関東財務局長野財務事務所は、必要資金量を調査し、応援資金の貸付を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 市の資金計画 （総務部、企画部） 

市が、災害復旧事業を行う場合においては､国及び県の負担金（補助金）のほか、増大し

た臨時的必要経費の財源措置として､次の制度を活用し､資金の調達に努める。 

(1) 地方債 

ア 歳入欠かん債 

イ 災害対策事業債 

ウ 災害復旧事業債 

(2) 地方交付税 

ア 普通交付税の繰上交付 

イ 特別交付税 

(3) 一時借入金 

災害応急融資 

 

２ 県の資金計画 

(1) 災害復旧経費の資金需要の把握のため､災害応急対策はもちろん災害復旧事業を行う

にあたって必要な資金を迅速に調達し､掌握する措置を講ずる。 

(2) 歳入欠かん債、災害対策事業債、災害復旧事業債について調査し、事業執行計画に万

全を期する。 

(3) 地方交付税の繰上交付を国へ要請する。 

(4) 一時借入金及び起債の前借等により災害関係資金を確保する。 

 

３ 市､県の資金計画に対する関東財務局長野財務事務所の措置 

関東財務局長野財務事務所は、市､県等の緊急な資金需要に応ずるため、関係自治体と緊

密に連絡して必要資金量を調査し、応急資金の貸付を行う。  
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第５節 被災者に対する生活再建等の支援 

 

第１ 基本方針 

災害を受けた地域住民の民生安定のため、住宅対策をはじめ各般にわたる救済措置を講ず

ることにより生活の確保を図る。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理

のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニテ

ィの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要がある。 

さらに、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう，

見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに，被災者が

容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 被災住宅の復興を行う者への支援及び災害公営住宅の建設等を行うとともに、公営住宅等

への優先入居を行う。 

２ 被害の状況が被災者生活再建支援法又は信州被災者生活再建支援制度の適用基準に該当

する場合は、速やかに適用手続き等を実施する。 

３ 被災低所得者支援のため、社会福祉協議会による災害援護資金の貸付等を行う。 

４ 被災地における雇用維持等のため、被災者への職業紹介、労働災害対象者への労災保険給

付等を行う。 

５ 被災した低所得者への必要な生活保護措置を行う。 

６ 被災者への災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付、災害見舞金の交

付を行う。 

７ 被災者に対し適時適切な金融上の措置を行う。 

８ 被災者の納付すべき租税の徴収猶予及び減免措置を行う。 

９ 被災した被保険者に対する医療費の一部負担金、保険料の減免等の措置を行う。 

10 被災者に対する被災証明の早期交付体制を確立する。 

11 被災者台帳を作成し、被災者の援護を総合的かつ効率的に行う。 

12 被災者等の生活再建等の支援のための相談窓口の設置及び広報を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 住宅対策 

(1) 基本方針 

被災した住宅の復興を容易にするため、住宅の建設等に対し、助成を行う。また、被災

者の住宅を確保するため、災害公営住宅の建設等を行うととも公営住宅等への優先入居の

措置を講ずる。さらに、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、必要な情報や

支援・サービスを提供するものとする。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する対策】（都市建設部） 

(ｱ) 災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の補修資金の説明会等を行い、申込みに必

要な、罹災証明書の発行を行う。 

(ｲ) 災害公営住宅の建設 

被災地全域で５００戸以上、もしくは、市内で２００戸以上か１割以上の住宅の

滅失があった場合、必要に応じ、滅失した住宅の３割に相当する戸数を目途に応急

仮設住宅の建設を行う。 

(ｳ) 既存市営住宅の再建 

既存市営住宅が災害により、滅失または著しく損傷した場合には、必要に応じ再

建する。 

(ｴ) 市営住宅への優先入居 

災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者に対し、

市営住宅への優先入居の措置を講ずる。 

(ｵ) 居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった市町村

及び避難先の市町村が協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供す

る。 

イ【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構が実施する災害復興住宅融資等について、臨時相談窓口の開設

等の住宅相談を協力して行うとともに、住宅金融支援機構及び民間金融機関の災害

復興住宅資金融資を受けたものに対して、利子相当額の一部を助成する。 

(ｲ) 災害復興住宅融資 

住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の対象とならない災害復興住宅の建設・補

修等を行う者に対し、金融機関と協力して融資を行う。 

(ｳ) 災害公営住宅 

被災地全域で５００戸以上、もしくは、一市町村の区域内で２００戸以上か１割

以上の住宅の滅失があった場合、必要に応じ、滅失した住宅の３割に相当する戸数

を目途に災害公営住宅を建設する。 

(ｴ) 既存県営住宅の再建 

既存県営住宅が災害により、滅失または著しく損傷した場合には、必要に応じ再

建する。 

(ｵ) 県営住宅等への優先入居 

災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者に対し、

県営住宅等への優先入居の措置を講ずる。 

(ｶ) 発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町村向け説明会

を実施する。また、その実施に当たっては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に

映像配信を行うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫をするよ
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う努める。 

(ｷ) 災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付について、被害の規模

と比較して被災市町村の体制・資機材のみでは不足すると見込まれる場合には、当

該市町村に対し必要な支援を行うとおともに、被害が複数の市町村にわたる場合に

は、調査・判定方法にばらつきが生じることのないよう被災市町村間の調整を図る。 

(ｸ) 被害情報把握のための技術的支援（危機管理部、建設部） 

被災市町村から、住宅被害情報を把握するため、技術的支援の要請があった場合

は支援を行う。調査等のため職員の派遣要請があった時は、災害の状況を勘案し必

要と判断した場合は、被災市町村と十分調整のうえ、必要な人員を適切な時期に派

遣するものとする。職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

２ 被災者生活再建支援法及び信州被災者生活再建支援制度による復興 

(1) 基本方針 

一定の基準以上の異常な自然現象により被害を受けた者に対して、被災者生活再建支援法

及び信州被災者生活再建支援制度を適用し、生活再建の支援を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（健康福祉部、市民環境部） 

(ｱ) 申請書等の確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備を行う。 

(ｲ) 災害による住宅被害情報を迅速に把握し、直ちに諏訪地域振興局長へ報告する。 

(ｳ) 被災者に対し、申請に要する罹災証明書等の必要書類を発行する。 

(ｴ) 被災者生活再建支援法等の周知を行い、適用された場合は被災者に対し、申請に

要するり災証明書等の必要書類を発行する。 

(ｵ) 被災世帯から提出された申請書類等を確認・点検し、県へ提出する。 

(ｶ) 被災者生活再建支援法人から委託された場合、支援金の支給等事務を行う。 

イ 【県が実施する対策】 

(ｧ) 地域振興局長は、本章第２節に基づく住宅被害状況を把握し、迅速に危機管理部

長へ報告する。 

(ｨ) 知事は、住宅被害報告に基づき、被災者生活再建支援法及び信州被災者生活再建支

援制度を適用する。なお、被災者生活再建支援法を適用した場合は、公示、内閣府

への報告等必要な手続を行う。 

(ｩ) 市町村から提出された被災世帯からの申請書類を確認・点検し、被災者生活再建

支援法人へ提出する。 

(ｪ) 支援金の支給事務は、議会の議決を得て、被災者生活再建支援法人へ全部委託す

る。 

ウ【被災者生活再建支援法人が実施する対策】 

県から提出された申請書類の審査及び県から委託された支給金の支給事務を行う。 
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３ 生活福祉資金（災害援護資金等）の貸付 

(1) 基本方針 

被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金（災害援護資金等）の貸付

けを行う。 

(2) 実施計画 

ア【茅野市社会福祉協議会の実施する対策】 

被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金制度、により民生・児童

委員の協力により生活福祉資金（災害援護資金等）の貸付けを行う。 

イ【市、県が実施する対策】（健康福祉部） 

市及び県は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金貸付制度の

周知、活用促進を図るとともに、必要に応じて貸付金の償還に係る利子補給等被災者の

負担軽減措置を行う。 

 

４ 被災者の労働対策 

(1) 基本方針 

被災地における雇用維持及び労働問題の円滑な解決を図るため、被災により離職を余儀

なくされた者に対する職業紹介等必要な措置を講ずる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（産業経済部） 

市は、災害により生ずる労働問題に関する相談に対応するため関係機関とともに、被

災地における巡回労働相談所等の措置を講ずる。 

イ【県が実施する対策】（商工労働部） 

(ｱ) 労働相談 

労政事務所は、災害により生ずる労働問題に関する相談に対応するため被災地に

おける巡回労働相談所等の措置を講ずる。 

(ｲ) 災害により離職を余儀なくされた者に対する措置 

長野労働局、ハローワーク及び関係市町村等と連携しながら、緊急雇用創出特別

基金事業の前倒し実施による緊急的な雇用の創出、合同就職面接会の開催、職業訓

練等による再就職の促進を行う。 

(ｳ) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条に定める措置を

適用するとされた激甚災害であって、職業訓練の受講者が当該災害による離職者等

である場合には、国と連携し、訓練手当の支給、受講料の免除等の措置を行う。 

ウ 【長野労働局が実施する対策】 

(ｱ) 災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進するため、離職者の発生

状況、求人・求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、被災者のための臨

時職業相談の実施、巡回職業相談の実施、職業訓練受講の指示、職業転換給付金制

度の活用等の措置を講じ、離職者の早期再就職のあっせんを行う。 

(ｲ) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条に定める措置を
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適用することとされた激甚災害であるときは、災害による休業のため賃金を受けと

ることができない雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者を除く。）に対し、同条

の定めるところにより基本手当を支給する。 

(ｳ) 労働条件の確保、労働力の確保に向けた臨時総合相談窓口を開設する。 

(ｴ) 災害を原因とする事業場の閉鎖等により労働者に対する賃金未払が生じた場合に

は、未払賃金立替制度により迅速に必要な措置を講じる。 

(ｵ) 労災保険給付に当り、被災労働者が事業場の倒壊等の理由により事業主の証明を

受けられない場合には、当該証明がない場合でも請求書を受理する等、弾力的な運

用を行う。 

 

５ 生活保護 

(1) 基本方針 

被災した低所得者に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生

活を保障するとともに、生活再建を支援する。 

(2) 実施計画 

ア【福祉事務所が実施する対策】 

福祉事務所は、被災により生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じ生活、

住宅、教育、介護、医療、生業等の扶助を行い、最低限度の生活を保障し、生活再建を

支援する。 

 

６ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付、災害見舞金の交付 

(1) 基本方針 

災害により死亡した者の遺族に対して災害弔慰金を、災害により精神又は身体に著しい

障害を受けた者に災害障害見舞金を支給する。また、災害により被害を受けた世帯の世帯

主に対して災害援護資金を貸し付ける。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給 

茅野市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づき、一定の災害により死亡

した市民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。また、災害により精神又は身体に

障害を受けた市民に対して災害障害見舞金の支給を行う 

(ｲ) 災害援護資金の貸付け 

茅野市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づき、災害により被害を受けた

世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するため災害援護資金を貸し付ける。 

(ｳ) 災害見舞金の支給 

茅野市罹災者見舞金交付要綱の規定に基づき、市内に発生した災害により罹災し

た市民に対し支給する。 

イ【県が実施する対策】 
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(ｱ) 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 

県は、市町村が、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により死亡し

た者に対して支給する慶弔金及び災害により精神又は身体に重度の障がいを受け

た者に対して支給する障害見舞金に要する費用の一部を負担するものとする。 

(ｲ) 災害援護資金の貸付 

県は、市町村が災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害救助法が適用さ

れる災害等により被害を受けた世帯に対し、災害援護資金の貸付を行った場合この

貸付に要する費用の貸付を行うものとする。 

(ｳ) 災害見舞金の交付 

県は、災害によって住家又は人的被害を被った世帯又は遺族に対して見舞金を交

付するものとする。 

 

７ 被災者に対する金融上の措置 

(1) 基本方針 

現地における災害の実状、賃金の需要状況等を適格に把握し、実情に応じて適時適切な

金融上の措置を行う。 

(2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する対策】 

関東財務局長野財務事務所、日本銀行松本支店は、被災者の便宜を図るため、災害の

状況により金融機関に対し、次の措置を講ずるよう指導する。 

(ｱ) 資金の融資について、融資相談所の開設、審査手続の簡素化、貸し出しの迅速化、

貸出金の返済猶予等の措置 

(ｲ) 預貯金者の払い戻しについて、預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した預貯金

者に対し、罹災証明書の提示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法を持って

被災者の預貯金払い戻しの利便を図ること。 

(ｳ) 事情やむを得ないと認められる被災者等に対し、定期貯金、定期積金等の中途解

約、又は当該預貯金等を担保とする貸出に応ずる等適宜の措置をとること。 

イ 災害時における手形交換又は不渡り処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業

について適宜配慮すること。 

ウ 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に支払うよう配慮し、

生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の罹災の状況に応じて猶予期間の

延長処置をとること。 

 

８ 租税の徴収猶予及び減免 

(1) 基本方針 

災害による被災者の納付すべき市税の徴収猶予及び減免を行って、被災者の生活の安定

を図る。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する対策】（市民環境部） 

市税の減免等の措置 

(ｱ) 被災者の市税について、申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付若しくは

納入に関する期限の延長及び徴収猶予をするとともに、市民税、固定資産税、国民

健康保険税等の減免について茅野市税条例及び茅野市国民健康保険税条例の定める

ところにより、必要な措置を講ずる。 

イ【県が実施する対策】（総務部）  

災害の状況に応じて、県税について次の措置を講ずる。 

(ｱ) 期限の延長 

次に掲げる災害の区分に応じ、当該区分に掲げるところにより、地方税法又は県

税条例に基づく、申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付若しくは納入に関

する期限の延長を行う。 

ａ 災害救助法が適用される災害 

知事が必要と認めるときは、地域及び期日を指定して期限を延長する。 

ｂ その他の災害 

知事又は地域振興局長が必要と認めるときは、納税者の申請により、地域及び

期日を指定して期限を延長する。 

(ｲ) 徴収猶予 

知事又は地域振興局長が県税の納付又は納入ができないと認めるときは、納税者

の申請により、その徴収を猶予する。 

(ｳ) 減免等 

知事又は地域振興局長が県税の減免が必要と認めるときは、納税者の申請により、

減免を行う。 

 

９ 医療費の一部負担金の減免、保険料の減免等 

(1) 基本方針 

被災した国民健康保険等の被保険者等に対し、必要に応じて、医療費の一部負担金、保

険料の減免等の措置を講じ、被災者の負担の軽減を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（健康福祉部） 

市は、災害により資産に重大な損害を受け、又は収入が著しく減少した場合など、医

療給付を受ける場合の一部負担金や保険料の支払いが困難と認められる者に対し、一部

負担金や保険料の減免、徴収猶予等の措置を講ずるとともに、関係団体への協力要請を

行う。 

イ【県が実施する対策】（衛生部） 

県は、市町村と連携を図り情報収集に努めるとともに、必要に応じて、国（内閣府）

及び関係機関と連絡・調整を行うものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 
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厚生労働省関東信越厚生局長野事務局は、健康保険被保険者証提示の手続きの簡素化、一部

負担金等の支払いに係る特例措置等が行われる場合には、関係団体への速やかな協力要請を行

うなど迅速に対応する。 

 

10 罹災証明書の交付 

(1) 基本方針 

被災者に対する支援措置を早期に実施するため、遅滞なく罹災証明書の交付を行う。 

(2) 実施計画 

【市が実施する対策】（市民環境部） 

災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅滞なく住家

等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

また、住宅等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影し

た住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施す

る。 

 

11 被災者台帳の作成 

(1) 基本方針 

災害による被災者を総合的かつ効率的な援護の実施の基礎とするため、被災者に関する

情報を一元整理した被災者台帳の積極的な作成および活用を図る。 

(2) 実施計画 

【市が実施する対策】 

必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等

を一元的に集約した被災者に台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

12 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築 

(1) 基本方針 

被害の状況に応じて、市役所に被災者の総合的な相談窓口として被災者相談センタ－を

開設する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（市全部局） 

市職員の他、関係機関へ協力を求め相談員を派遣してもらい、開設運営する。 

(ｱ) 相談窓口の内容 

ａ 税、保険、年金相談 

ｂ 住宅・宅地の修理、仮設住宅への入居等住宅相談 

ｃ 災害廃棄物相談 

ｄ ライフライン相談 

ｅ 各種貸付け相談 

ｆ 医療・健康相談 

ｇ その他 
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(ｲ) 市民に対し、掲示板、防災無線、有線放送、広報誌等を活用して広報を行う。 

(ｳ) 報道機関に対し、発表を行う。 

イ【県が実施する対策】（総務部、危機管理部） 

(ｱ) 知事は、被災者の生活確保を図るため必要があると認めるときは、地域振興局長

に命じて被災者相談所（以下「相談所」という。）を設置する。 

(ｲ) 相談所の所長は地域振興局長とし、相談員は関係現地機関の職員があたるものと

する。ただし、災害の規模等により地域振興局長から知事に要請があった場合は、

知事は、本庁の職員を派遣することができる。 

(ｳ) 相談所は、原則として地域振興局に置くが、災害の状況により被災市町村の区域

内に置くことができる。 

(ｴ) 地域振興局長は、相談所を設置したときは、その旨を知事に報告及び関係市町村

に通知し、被災者に徹底させるものとする。 

(ｵ) 県は、住民に対し、テレビ、ラジオ、新聞、広報誌等を活用し、災害時要援護者

にも配慮した適切な手段で広報を行う。 

(ｶ) 県は、報道機関に対し、発表を行う。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 必要に応じて、相談窓口を設置する。 

(ｲ) 市民に対してチラシ等を活用し広報を行う。 

(ｳ) 報道機関に対し、発表を行う。 
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第６節 被災中小企業等の復興 

 

第１ 基本方針 

被災中小企業等の事業の早期復旧を図るため、これに必要な資金の円滑な融通等による復

旧対策を推進する等の必要な措置を講ずるとともに、事業再開に対する相談体制を整備し、

総合的な支援を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 事業の早期復旧を図るため、必要な資金の円滑な融通等を実施する。 

２ 事業再開に対する相談体制を整備する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災農林漁業事業者に対する支援 

(1) 基本方針 

農林漁業関係施設などの早期復旧により、被害農林漁業者等の経営安定を図るため、次によ

り支援する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（産業経済部） 

(ｱ) 次に揚げる制度資金の需要等の把握など効率的な運用。 

ａ 天災資金 

ｂ 日本政策金融公庫資金 

ｃ 農業災害資金 

(ｲ) 日本政策金融公庫等を通じ、(ｱ)に揚げる資金も含め利活用できる資金について被害農

業者への周知徹底。 

(ｳ) 「農業保険法」に基づき、農業共済組合が行う農業保険事業を円滑に実施し、災

害その他の不慮の事故によって農業者が受ける損失を補填する共済の事業並びに農

業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業により、農業経営の安

定が図られるよう、農業保険業務の迅速適正化について指導を行う。 

イ【県が実施する対策】（農政部、林務部） 

(ｱ) 次に揚げる制度資金の需要等の把握など効率的な運用。 

ａ 天災資金 

ｂ 日本政策金融公庫資金 

ｃ 農業災害資金 

(ｲ) 日本政策金融公庫等を通じ、(ｱ)に揚げる資金も含め利活用できる資金について被害農

業者への周知徹底。 

(ｳ) 「農業保険法」に基づき、農業共済組合が行う農業保険事業を円滑に実施し、災

害その他の不慮の事故によって農業者が受ける損失を補填する共済の事業並びに農

業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業により、農業経営の安
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定が図られるよう、農業保険業務の迅速適正化について指導を行う。 

 

２ 被災中小企業者に対する支援 

(1) 基本方針 

被災中小企業の早期復旧を図るため、被害状況、再建のための資金需要等の把握に努め、

これに必要な資金の融通の円滑化等災害復旧対策を推進するため迅速かつ的確な措置を

講じる。 

また、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小企業

等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（産業経済部） 

(ｱ) 茅野市中小企業融資制度内の各資金の効果的な運用を図る。 

(ｲ) 長野県、中小企業関係団体等を通じ、利活用できる金融の特別措置について当該

被災地域における中小企業者に対し周知徹底を図る。 

(ｳ) 政府系金融機関等の支店に対し、被害の実状に応じ貸付け手続きの簡易迅速化、

貸付け条件の緩和措置等を要請する。 

(ｵ) 長野県信用保証協会諏訪支所に対し、金融機関からの借入れ手続きに際して、債

務の保証等について円滑な実施を要請する。 

(ｶ) 商工関係機関による連絡会議を必要に応じて開催するとともに、事業の復旧に関

する相談体制を整備する。 

イ【県が実施する対策】（商工労働部） 

(ｱ) 次の制度金融の効果的な運用を図る。 

中小企業融資制度資金（融資） 

(ｲ) 市町村、中小企業関係団体等を通じ、利活用できる金融の特別措置について当該

被災地域における中小企業者に対し周知徹底を図る。 

(ｳ) 被災地域を管轄する政府系金融機関等の現地支店に対し、被害の実情に応じ貸付

手続きの簡易迅速化、貸付条件の緩和措置等を要請する。 

(ｴ) 長野県信用保証協会に対し、金融機関からの借入れ手続きに際して、債務の保証

等について円滑な実施を要請する。 

(ｵ) 商工会議所、商工会及び市町村と連携し被災中小企業の復旧に関する相談窓口・

企業訪問等の相談体制を整備するとともに、商工機関による連絡会議を必要に応じ

て開催する。  
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第１節 計画作成の趣旨 

 

第１ 計画の目的 

この計画は、市民生活に甚大な被害を及ぼすおそれのある大規模な地震に対処

するため、 阪神・淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災など大規模災害の経

験を教訓に、また市内を通過する活断層等の地震に備え近年の社会構造の変化を

踏まえ、市、県、広域、応援協定市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関、事業者及び市民等が総合的かつ計画的な防災対策を推進するこ

とにより、かけがえのない市民の生命、身体及び財産を地震災害から保護するこ

とを目的とする。 

 

第２ 計画の性格 

この計画は、災害対策基本法第４０条及び大規模地震対策特別措置法第６条第

２項の規定に基づき、茅野市防災会議が作成する「茅野市地域防災計画」の「震

災対策編」として、大規模な地震災害に対処すべき事項を中心に定める。 

また、南海トラフ地震に係わる地震防災対策の推進に関する特別措置法第５条

第２項の規定に基づく「推進計画」及び首都直下地震対策特別措置法第２１条の

規定に基づく「地方緊急対策実施計画」については、その定められるべき基本事

項がこの「震災対策編」に含まれるため、「震災対策編」はこれら２つの計画を

兼ねるものとする。 

 

第３ 計画の推進及び修正 

この計画は、防災に係る基本的事項を定めるものであり、各機関はこれに基づ

き実践的細部計画等を定め、その具体的推進に努める。また、防災に関する学術

的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ、その時々における防

災上の重要課題を把握し、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、毎年検討を

加え、必要に応じて修正を加え、本計画に的確に反映させていくものとする。 
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第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

第４節 茅野市の概況 

 

→ 風水害対策編 参照 



 



震災対策編 第１章 総則 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務 

 

J-1-3-1 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１ 実施責任 

１ 茅野市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、地震災害から、地域並

びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するために指定地方行政機関、指定公共機関等

及び他の地方公共団体の協力を得て地震防災活動を実施する。 

 

２ 長野県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、地震災害から、県の地域並びに地

域住民の生命、身体及び財産を保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関等及び他

の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方行政機

関等が処理する地震防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。 

 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、地震災害から県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保

護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、地震防災活動を実

施するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置を

とる。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

指定公共機関及び指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら地

震防災活動を実施するとともに、県及び市の活動が円滑に行われるよう、その業務に協力

する。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、自らの地震防災業務を実施するとともに、

相互に助力し、市の防災活動が円滑に行われるよう、その業務に協力する。 

 

６ 自主防災組織 

自主防災組織は、自らの地域の地震災害に備えるための手段を講ずるとともに自発的な

防災活動と市の行う防災業務に寄与するよう努める。 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 茅野市 

(1) 市防災会議、市警戒本部及び災害対策本部に関すること。 

(2) 防災施設の新設、改良等整備に関すること。 
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(3) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること。 

(4) 地震情報等に関する情報の伝達、地震災害の情報収集及び被害調査に関すること。 

(5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(6) 地震災害時における保健衛生、文教及び交通対策に関すること。 

(7) 地震防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること。 

(8) 公共的団体の指導、自主防災組織の育成指導に関すること。 

(9) その他、市の所掌事務についての地震防災対策に関すること。 
 

   

２ 長野県 

(1) 県防災会議、県警戒本部及び県災害対策本部に関すること。 

(2) 防災施設の新設、改良等整備に関すること。 

(3) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること。 

(4) 地震情報等に関する伝達、地震災害の情報収集及び被害調査に関すること。 

(5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(6) 地震災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関すること。 

(7) 地震防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること。 

(8) 自衛隊の地震災害派遣要請・撤収に関すること。 

(9) その他、地震防災に関すること。 

 
 

 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(1) 関東管区警察局 

ア 管区内各県警察の実施する災害警備活動の連絡調整に関すること。 

イ 他管区警察局及び管区内防災関係機関との連携に関すること。 

ウ 警察通信施設の整備及び防護並びに警察通信統制に関すること。 

エ 地震災害時における管区内各県警察の相互援助の調整に関すること。 

(2 )関東財務局 

(長野財務事務所) 

ア 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。 

イ 地震災害時における金融機関の緊急措置の指示に関すること。 

(3) 関東信越厚生局 
ア 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること。 

イ 関係機関との連絡調整に関すること。 

(4) 関東農政局 

（長野県拠点） 

ア 地震災害時における食料の供給等に関すること。 

イ 自ら管理又は運営する施設、設備に関すること。 

ウ 農林漁業関係金融機関に対する金融業務の円滑な実施のための指導に

関すること。 

エ 地震防災上整備すべき地すべり防止施設、農業用用排水施設並びに農

地の保全に係る施設等の整備に関すること。 
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(5) 中部森林管理局 

（南信森林管理署） 

ア 地震防災上の治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適正化に関す

ること。 

イ 地震にともなう林野火災の予防及び発生時の応急措置に関すること。 

ウ 地震災害応急対策用材の供給に関すること。 

(6) 関東経済産業局 

ア 生活必需品、復旧資材等地震防災関係物資の円滑な供給の確保に関す

ること。 

イ 被災商工鉱業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

ウ 被災中小企業の振興に関すること。 

(7) 中部経済産業局 電気の供給の確保に必要な指導に関すること。 

(8) 関東東北産業保安

監督部 

ア 火薬類、高圧ガス､液化石油ガス､ガスなど危険物等の保安に関するこ

と。 

イ 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること。 

(9) 中部近畿産業保安

監督部 
電気の保安に関すること。 

(10) 北陸信越運輸局 
災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送のあっせん並びに船舶及

び自動車による輸送の確保に関すること。 

(11) 東京航空局 

(東京空港事務所松本空

港出張所) 

ア 地震災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するために

必要な措置に関すること。 

イ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。 

(12) 東京管区気象台 

（長野地方気象台） 

ア 地震情報、南海トラフ地震臨時情報等の通報に関すること。 

イ 地震防災知識の普及に関すること。 

ウ 地震災害防止のための統計調査に関すること。 

(13) 信越総合通信局 

ア 災害時における通信・放送の確保に関すること。 

イ 非常通信に関すること。 

ウ 非常災害時における臨時災害放送局の開局等の臨機の措置に関するこ

と。 

エ 災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車及び臨時災害放送局

用機器の貸出に関すること。 

(14) 長野労働局 

（岡谷労働基準監督署） 

ア 工場、事業場における自主的な避難、救助等の教育訓練に関すること。 

イ 被災労働者及び被災事業主に対する応急対策の実施に関すること。 

(15) 関東地方整備局、

北陸地方整備局、中部地

方整備局 

ア 災害予防 

(ｱ) 所管施設の耐震性の確保 

(ｲ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

(ｳ) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

(ｴ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 

(ｵ) 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

イ 応急・復旧 

(ｱ) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

(ｲ) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 
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(ｳ) 所管施設の緊急点検の実施 

(ｴ) 緊急を要すると認められる場合の申し合わせに基づく自主的な応

急対策の実施 

ウ 警戒宣言時 

(ｱ) 警戒宣言、地震予知情報等の迅速な伝達 

(ｲ) 地震災害警戒体制の整備 

(ｳ) 人員・資機材等の配備・手配 

(ｴ) 緊急輸送道路確保のための交通規制に対する協力 

(ｵ) 道路利用者に対する情報の提供 

(16) 中部地方環境事

務所 

ア 有害物質の漏洩及び石綿の飛散防止に関すること。 

イ 災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進に関

すること。 

(17) 関東地方測量部 

ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること。 

イ 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関ること。 

ウ 地殻変動の監視に関すること。 

 

４ 茅野警察署  

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

茅野警察署 

ア 地震災害情報の収集、伝達及び広報に関すること 

イ 治安の確保及び交通の規制に関すること 

ウ 被災者の救出救護及び避難誘導に関すること 

エ 死体（行方不明者）の捜索及び検視に関すること 
 

 

  ５ 陸上自衛隊 第13普通科連隊（松本駐屯部隊） 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 
（第13普通科連隊） 

ア 災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関るこ

と。 

イ 災害時における応急復旧活動に関すること。 
 

 

  ６ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(1) 日本郵便㈱ 

（茅野郵便局） 

ア 災害時における郵便業務の確保、郵便業務に係る災害対策特別事務

取扱い及び援護対策等に関すること。 

イ 災害時における窓口業務の確保に関すること。 

(2) 東日本旅客鉄道 

（長野支社茅野駅） 

ア 鉄道施設の地震防災に関すること。 

イ 地震災害時における避難者の輸送に関すること。 

(3) 日本貨物鉄道(株) 

(関東支社諏訪支店) 

地震災害時における鉄道貨物による救助物資等の輸送の協力に関ること。 

(4) 電気通信事業者 （東日本電信電話（株）長野支社、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフ
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トバンクモバイル㈱、楽天モバイル(株)） 

ア 電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通話の確保及び気象通報の伝達に関すること。 

(5) 日本赤十字社 

（長野県支部） 

（茅野市地区） 

ア 医療、助産等救助、救護に関すること。 

イ 地震災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること。 

ウ 義援金品の募集に関すること。 

(6) 日本放送協会 

（長野放送局） 

地震情報等広報に関すること。 

(7) 日本通運(株） 

（長野支店） 

地震災害時における、貨物自動車による救援物資等の輸送の協力に関す 

ること。 

(8) 中部電力(株）   

中部電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株）

（諏訪営業所） 

ア 電力施設の保全・保安に関すること。 

イ 電力の供給に関すること。 

(8)中日本高速道路(株） 中央自動車道の防災に関すること。 

 

７ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(1) 土地改良区 
（滝之湯・池の平・大河原・笹原） 

ため池、水門、堰の防災に関すること。 

(2) ガス会社 

（諏訪瓦斯㈱、帝石パイプライン（㈱）） 

ア ガス施設の保全、保安に関すること。 

イ ガスの供給に関すること。 

(3) ＬＰｶﾞｽ 
（(一社)長野県ＬＰガス協会） 

液化石油ガスの安全に関すること。 

(4) 路線バス会社 
（アルピコ交通(株)） 

災害時における旅客自動車による避難者の輸送の協力に関すること。 

(5) 貨物自動車運送事 

業者 

（(公社)長野県トラック協会） 

災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に関するこ

と。 

(6) 放送事業者 

（エルシーブイ㈱、信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野朝

日放送㈱） 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

(7) 長野県情報ネット

ワーク協会 
気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 
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(8) 医師会 

（諏訪郡医師会茅野原 

地区幹事会）、歯科医師 

会（茅野市歯科医師会）、 

看護協会 

災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること。 

(9) 薬剤師会 

（諏訪薬剤師会） 
災害時における救護活動に必要な医薬品等の提供に関すること。 

(10) (一社)長野県 

建設業協会 

（諏訪支部茅野分会） 

災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関すること。 

(11) 建築士協会 

(諏訪支部) 
災害時における応急危険度判定業務の支援に関すること。 

(12) (社福)長野県社 

会福祉協議会（茅野市 

社会福祉協議会） 

ア 災害ボランティアに関すること。 

イ 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）に関すること。 

 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(1) 茅野市区長会 

ア 区域内の地震災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。 

イ 地震災害、その他災害に対する応急処置の協力に関すること。 

ウ 災害時における避難、救助活動の協力に関すること。 

(2) 茅野市消防団 
ア 地震災害時の防火、救出・救護等の消防業務に関すること。 

イ 地震災害情報の収集、伝達及び避難の実施に関すること。 

(3) 信州諏訪農業協同

組合 

ア 県、市が行う地震被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 農作物の地震災害応急対策の指導に関すること。 

ウ 被災農家に対する融資、あっせんに関すること。 

エ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること。 

オ 農産物の需給調整に関すること。 

カ 防災協定に基づく生活物資の調達に関すること。 

(4) 諏訪森林組合 

ア 県、市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

イ 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること。 

ウ 木材の供給と物資のあっせんに関すること。 

(5) 茅野商工会議所 ア 県、市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 
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イ 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること。 

ウ 地震災害時における物価安定の協力に関すること。 

エ 救援物資、復旧資材の確保、あっせんの協力に関すること。 

(6) 病院等医療施設の 

管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 地震災害時における入所者の保護及び誘導に関すること。 

ウ 地震災害時における病人等の収容及び保護に関すること。 

エ 地震災害時における被災負傷者の治療及び助産に関すること。 

(7) 社会福祉施設の管

理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 地震災害時における利用者・入所者の保護、誘導に関すること。 

(8) 茅野市赤十字奉仕

団 

ア 医療等救助、救護活動の協力に関すること。 

イ 被災者に対する炊き出しの協力に関すること。 

(9) 金融機関 被災事業者等に対する資金融資に関すること。 

(10) 学校法人  

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

イ 地震災害時における教育対策に関すること。 

ウ 被災施設の災害復旧に関すること。 

(11) 危険物施設及び高

圧ガス施設の管理者 

ア 安全管理の徹底に関すること。 

イ 防護施設の整備に関すること。 

(12) 諏訪農業共済組合 災害時における共済援助に関すること。 

(13) 諏訪交通安全協会

茅野支部 
災害時における交通規制等混乱防止と緊急車両の誘導に関すること。 

(14) 茅野市防火協会 防災に関する訓練の実施、広報に関すること。 

(15)茅野防犯協会連合会 災害時の犯罪防止に関すること。 

(16) 茅野市建設業会 
ア 防災時の応急措置に関すること。 

イ 協定に基づく応急措置に関すること。 

(17) 茅野市水道事業協

同組合 
ア 災害時の水道施設の応急措置に関すること。 

イ 協定に基づく応急措置に関すること。 

(18) 茅野アマチュア無

線クラブ 
ア 災害時の情報収集、伝達に関すること。 

イ 協定に基づく情報収集、伝達に関すること。 

(19) 自主防災組織 
ア 災害時の初期消火等、初動対応に関すること。 

イ 単位組織での防災訓練に関すること。 

(20)ボランティア協議会 災害ボランティアに関すること。 

(21) 柔道整復師会 

ア 災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること。 

イ 災害時における救護活動に必要な医薬品及び医療機材の提供に関

すること。 
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第５節 被害想定 

 

第１ 過去に発生した災害の特性 

１ 地震災害の被害状況 

「地震災害」とは、地震動によって種々の構造物の被害や地震動による火災、地すべり、洪水

等の二次的災害をいう。 

過去に本地域に被害をもたらした地震は少ないが、県内で発生した主な災害は次表のとおりで

ある。 

○長野県における地震発生状況        平成 29 年 茅野市防災アセスメント調査結果 

番 

 

号 

西 暦 

（日本暦） 
発震時 

主 な 

被害地域 

震央の 

東 緯 

北 緯 

Ｍ 被 害 の 概 要 

１ 
762.6.9 

(宝宇 6.5.9) 
－ 

美濃・飛騨 

・信濃 

137.6 

35.6 
7.4 

被害不詳。罹災者に対し 1 戸につ

き穀物 2 斗(36,000cm3)を賜った。 

２ 
841 

(承和 8 ) 
－ 信濃 

137.8 

36.6 
6.7 

墻家が倒壊した。同年 2月 13 日以

前の地震。 

３ 
887.8.26 

(仁和 3.7.30) 
－ 信濃北部 

138.1 

36.6 
7.4 

山崩れ、河を塞ぎ、のち決壊して

北部 6郡で被害、流死が多かった。 

４ 
1432 

(永亨 4.9.) 
－ 伊那 

－ 

－ 
－ 

長さ 22 間(43.6m)、幅１間半(3m)

ほどの地割を生じた。 

（この場所は現在の下伊那郡天竜

村福島に当たる） 

５ 
1703.12.31 

(元禄 16.11.23) 
2 時 

江戸・関東 

・諸国 

139.8 

34.7 
8.2 

元禄地震 小県郡塩田で潰家 11、

死馬 1、宮の池の厚さ 7 寸(21cm)

ほどの氷みな割れた。高遠城破損、

伊那地方で潰家があった。 

６ 
1707.10.28 

(宝永 4.10.4) 
14 時 五幾七道 

135.9 

33.2 
8.4 

宝永地震 山本・佐竹で被害大き

く、潰家約 300、半潰 55、死者 5

人。飯田で潰家 70（含土蔵）、半

潰 168（含土蔵）、松代で潰家 80、

死者あり。南北両安曇郡にも潰家

があった。 

７ 
1714.4.28 

(正徳 4.3.15) 
22 時 大町 

137.8 

36.7 
6.4 

大町付近に被害甚だしく、全半壊

300 余、死者 56 人、山崩れのため

姫川満水し、潰家の多くは流失、

長野で石垣くずれ、石塔倒れる。 

８ 
1718.8.22 

(享保 3.7.26) 
15 時 

信濃南部・ 

三河 

137.9 

35.3 
6.4 

伊那遠山谷で山くずれ、飯田長久

寺の唐門倒れた。松本で十数日余

震を感じた。 

９ 
1718.10.5 

(享保 3.9.12) 
－ 飯山 

138.4 

36.9 
6.2 

城ならびに民家大破損。多少疑わ

しい。 
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10 
1725.8.14 

(享保 10.7.7) 
14 時 高遠 

138.1 

35.8 
6.1 

高遠城の石垣おびただしく倒れ

る。諏訪及び郷村のうち 36 か村で

潰家多数あり。松本で大地震、上

田・北安曇地方で強震を感じた。 

11 

1748 

(延亨 5.7.26) 

(寛延 1.7.26) 

15 時頃 高遠 
－ 

－ 
－ 

高遠城破損。 

12 

1751.5.20 

(寛延 4.4.25) 

(宝暦 1.4.25) 

2 時 越中・越後 
138.1 

37.1 
6.6 

松代で城破損。領内全体で潰家 45、

半潰 32、山抜け 14 ヶ所、死者 12

人、傷者 42 人。 

13 
1791.7.23 

(寛政 3.6.23) 
20 時 信濃・飛騨 

－ 

－ 
－ 

松本城の塀 30 間(54m)倒れ、多く

の町家、土蔵の壁に亀裂が入る。 

14 
1841.4.22 

(天保 12.3.2) 
12 時過 駿河 

138.5 

35.0 
6.4 

松本酒屋・紺屋に被害あり。 

15 
1847.5.8 

(弘化 4.3.24) 
21 時 

信濃北部

及 

越後西部 

138.2 

36.7 
7.4 

善光寺地震 震災地を通じ死者

12,000 人、潰家 34,000、消失 3,500

という。山くずれ松代領内で

42,000、松本領内 1,900 ヵ所。犀

川が堰止められ数十か村が水没し

た。4 月 13 日に決壊洪水を生じた。 

16 
1847.5.13 

(弘化 4.3.29) 
12 時頃 

越後頚城

郡 

－ 

－ 
6.5 

松代で尼飾山の大岩崩れ落ちる。

城下に潰家なし。 

17 
1853.1.26 

(嘉永 5.12.17) 
－ 信濃北部 

138.1 

36.5 
5.9 

埴化郡上五明村にて 3 戸倒壊 

18 

1854.12.23 

(嘉永 7.11.4) 

(安政 1.11.4) 

9 時頃 
東海・東山 

・南海諸道 

137.8 

34.1 
8.4 

安政東海地震 飯田で破損家 589、

松本で潰家 52、半壊 76、焼失 91、

死者 5人松代藩で住家全壊 152、半

壊 576、死者 5人。諏訪でも多くの

潰家があった。 

19 

1858.4.23 

 

(安政 5.3.10) 

8 時頃 松代 
138.2 

36.6 
5.9 

松代城下で半壊・大破あり。村々

で家が潰れ、半壊になり傷者あり。

山中筋で山崩れ、地裂あり。城内

別状なし。上伊那で有感。 

20 
1858.5.17 

(安政 5.4.5) 
－ 諏訪 

－ 

－ 
－ 

上諏訪で 3～4軒つぶれる。 

疑わしい？ 

21 

1886.7.23 

 

(明治 19) 

1 時頃 
信濃川筋 

信越国境 

138.5 

37.05 
6.1 

東頚城郡仁上村で土蔵 4破損。 

上水内郡昭岡村で家屋・土蔵の倒

壊 2、傾斜 3。その他道路・石垣の

破損、山崩れあり。野沢温泉とま

る。 

22 

1890.1.7 

 

(明治 23) 

15 時 43 分 犀川流域 
137.95 

36.45 
6.3 

東筑摩、生板村で家屋・土蔵の破

損多く、山崩れ、道路破損、石碑

80～90％倒れる。北安曇郡広津村
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で山崩れ、家屋傾斜、山腹の土地

に亀裂を生じた。更級郡信田村・

上水内郡津和・小川・北小川村な

どで壁に亀裂・落石・石碑倒れる

等の小被害。北小川村で死者 1。 

23 
1891.10.28 

(明治 24) 
6 時 38 分 岐阜・愛知 

136.6 

35.6 
8.4 

濃尾地震 家屋全壊 1、半壊 5、死

者 1、傷者 2、道路破損 18。その他

山崩れ、橋梁損落各 1。 

24 
1892.9.9 

(明治 25) 
1 時 42 分 

東筑摩郡 

寿村付近 

－ 

－ 
－ 

寿村にて家屋破損、屋根石落ち、

石碑倒れる。 

25 
1894.6.20 

(明治 27) 
14 時 04 分 

東京湾 

北部 

139.9 

35.7 
7.5 

南佐久地方の千曲川沿岸に亀裂・

崩壊した所多し。 

26 
1897.1.17 

(明治 30) 
5 時 36 分 

上高井郡 

千曲川 

138.2 

36.6 
6.3 

須坂、上高井地方で家屋破損、墓

石転倒、地割等の小被害があった。

4 月 30 日（16 時 02 分）再震。 

27 
1900.7.25 

(明治 33) 
17 時 29 分 

上高井郡 

仁礼村付

近 

－ 

－ 
5.0 

仁礼村仙仁地域で石垣崩壊、岩崩

れ、壁の剥落ち、上地の小亀裂等

あり。8月中旬まで数十回の鳴動を

伴う余震が続いた。群発地震。 

28 
1912.8.17 

(大正 1) 
23 時 22 分 上田付近 

138.25 

36.4 
5.7 

上田で土地の亀裂 3、土壁・石垣の

崩壊 6、屋壁の破損等あり。 

29 
1918.11.11 

(大正 7) 

2 時 58 分 

16 時 03 分 
大町付近 

137.9 

36.4 
6.1 

大町地震 震害は大町及び付近 5

ヶ村に限り、家屋全壊 6、半壊破損

2,852、非住家全壊 16、小断層あり。

2 回目の方が強かった。 

30 
1919.3.29 

(大正 8) 
7 時 41 分 越後中部 

138.5 

37.1 
5.6 

野沢温泉地方で強震。温泉湧出し

口の閉止したものあり、石垣崩壊

天井墜落等の軽微な被害あり。 

31 
1923.9.1 

(大正 12) 
11 時 58 分 関東南部 

139.3 

35.2 
7.9 

関東大地震 千曲川上流域と諏訪

付近で家屋全壊 45、半壊 176。 

32 
1941.3.7 

(昭和 16) 
12 時 00 分 中野付近 

138.4 

36.7 
5.0 

下高井郡穂波村及び夜間瀬村等で

岩石・土砂が崩壊した。 

33 
1941.7.15 

(昭和 16) 
23 時 45 分 

長野市付

近 

138.3 

36.7 
6.2 

死者 5人、住家全壊 29、半壊 115、

非住家全壊 48、半壊 122。（長沼

地震） 

34 
1943.10.13 

(昭和 18) 
14 時 42 分 

野尻湖付

近 

138.2 

36.8 
6.1 

死者 1人、住家全壊 14、半壊 66、

非住家全壊 20、半壊 50。 

（古間地震） 

35 
1944.12.7 

(昭和 19) 
13 時 35 分 熊野灘 

136.2 

33.7 
8.0 

東南海地震 諏訪市で全壊 13、半

壊 49 異常震域とみられる。 

36 
1964.6.16 

(昭和 39) 
13 時 01 分 

新潟県 

粟島付近 

139.2 

38.4 
7.5 

新潟地震 千曲川下流の沿岸地帯

で軽微な被害あり、傷者 2 人、住

家半壊 4、一部破損 25、鉄道被害 

37 
1965.8.3～ 

(昭和 40) 
 松代町   

松代群発地震 地震がはじまって

から 1976 年末までに松代で有感

63,097 回、震度５が 9 回、４が 50
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回。被害を伴った地震は 52 回。全

体で傷者 15、全壊 10、半壊 4、山

（がけ）くずれ 60 件。余震の全エ

ネルギーはＭ＝6.4 に相当。 

38 

1968.9.21 

 

(昭和 43) 

7 時 25 分 
長野県北

部 

138.3 

36.8 
5.3 

信濃町・飯山市・豊田村・三水村・

木島平村等で軽微な被害あり。傷

者 2、住家一部破損 217。 

 

39 

1984.9.14 

 

(昭和 59) 

8 時 48 分 
長野県 

西部 

137.3 

35.5 
6.8 

長野県西部地震 御岳山八合目か

ら下で大きな土砂崩落と鉄砲水が

起こり、死者、行方不明合わせて

29 人を出した。 

40 

1986.12.24 

 

(昭和 61) 

11 時 34 分 
長野県 

東部 

138.3 

36.3 
4.9 

丸子町で石積塀・屋根瓦の崩落、

北御牧村でブロック塀の崩落等が

あった。 

41 

1986.12.30 

 

(昭和 61) 

9 時 38 分 
長野県 

北部 

137.9 

36.6 
5.9 

中条村・信州新町・小川村・大町

市・白馬村・大岡村で住家の一部

破損・道路被害・橋梁被害・水道

被害等があった。 

42 
1987.9.14 

(昭和 62) 
4 時 13 分 

長野県 

北部 

138.4 

36.9 
4.6 

野沢温泉村・栄村で軽微な被害が

あった。 

43 
1993. 4.23 

(平成 5) 
5 時 18 分 

長野県 

西部 

137.5 

35.8 
5.1 

王滝村の県道・村道・林道で直径

20～50 ㎝の落石、書棚ガラス破損

などの軽微な被害。 

44 
1998.7.1 

(平成 10) 
2 時 22 分 

長野県 

北部 

137.9 

36.6 
4.7 

美麻・八坂村の一部で住宅等の

瓦・壁の一部破損、墓石転倒、道

路亀裂などの被害。 

45 
1998.8.7 

(平成 10) 
 

穂高岳～ 

槍ヶ岳付

近 

  

群発地震と雨による地盤のゆるみ

により崩落・落石が起こり、登山

道の通行不能発生。 

46 
1999.1.28 

(平成 11) 
10 時 25 分 

長野県 

中部 

137.9 

36.3 
4.7 

明科町で住家の一部破損（屋根瓦

崩落）、生坂村の山の上部で土砂

崩落などの被害。 

47 
2001.4.3 

(平成 13) 
23 時 57 分 

静岡県 

中部 

138.1 

35.0 
5.1 

阿智村で住家一部破損（屋根瓦崩

落）1 棟。 

48 
2004.10.23 

(平成 16) 
17 時 59 分 

新潟県 

・長野県 

・群馬県 

138.9 

37.3 
6.8 

平成16年(2004年)新潟県中越地震 

栄村・三水村で重傷 1、軽傷 2、中

野市で住家一部損壊 7、豊田村で非

住家被害 1、飯山市・中野市・栄村・

木島平村で農作物被害 

49 
2005.4.23 

(平成 17) 
0 時 23 分 

長野県 

北部 

138.3 

36.6 
4.1 

長野市で軽傷 1 名、須坂市で窓ガ

ラスのひび割れ 4件 

50 
2007.3.25 

(平成 19) 
9 時 41 分 石川県 

136.7 

37.2 
6.9 

能登半島沖地震 

県内最大震度４ 

51 
2007.7.16 

(平成 19) 
10 時 13 分 

新潟県 

・長野県 

138.6 

37.5 
6.8 

平成 19 年（2007 年）新潟県中越沖

地震 飯綱町震度６強 

飯山市・飯綱町・中野市・長野市
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で重傷 6 軽傷 23、飯綱町・飯山市・

中野市・小布施町・長野市・東部

町・上田市で家屋一部破損 356 

52 
2008.6.13 

(平成 20) 
11 時 21 分 

長野県 

南部 

137.7 

35.9 
4.7 

県内最大震度４ 

塩尻市軽傷 1 

54 
2009.8.11 

（平成 21） 
5 時 07 分 静岡県 

138.5 

34.8 
6.5 

駿河湾地震 (2009 年) 

県内最大震度５弱（泰阜村） 

54 
2011.3.11 

(平成 23) 
14 時 46 分 東日本 

142.8 

38.1 
9.0 

東北地方太平洋沖地震 

県内最大震度５弱 

55 
2011.3.12 

(平成 23) 
3 時 59 分 

長野県 

・新潟県 

138.6 

37.0 
6.7 

県内最大震度６強（栄村） 

栄村で死者 3、栄村・野沢温泉村・

長野市で軽傷 12、栄村・飯山市で

全壊 34、栄村で半壊 169、栄村・

飯山市・野沢温泉村で一部損壊 507 

56 2011.8.1 23 時 58 分 静岡県 
138.6 

34.7 
6.1 

震源：駿河湾 

県内最大震度４ 

57 
2011.6.30 

(平成 23) 
8 時 16 分 

長野県 

中部 

138.0 

36.2 
5.5 

県内最大震度５強（松本市） 

松本市で死者 1、重傷 2、軽傷 15、

松本市で半壊 18、松本市・諏訪市

で一部損壊 5,129 

58 
2014.11.22 

(平成 26) 
22 時 08 分 

長野県 

北部 

137.9 

36.7 
6.7 

神城断層地震 

県内最大震度６弱（長野市、小谷

村、小川村） 

長野市・大町市・松川村・白馬村・

小谷村・信濃町・小川村・飯綱町

で重傷 7、軽傷 39、長野市・松本

市・岡谷市・中野市・大町市・飯

山市・安曇野市・白馬村・小谷村・

小川村・飯綱町で全壊80、半壊160、

一部損壊 1,787 

59 
2017.6.25 

(平成 29) 
7 時 02 分 

長野県 

南部 

137.6 

35.9 
5.6 

県内最大震度５強 

住宅一部破損 22 棟 

（注）地名は当時のもの 

 

２ 地震被害の特性 

記録に残る茅野市付近に地震被害があったものについての概要をみると、被害地域は

高遠又は諏訪に限られる。高遠では、中央構造線の局地的な活動によって1700年代に４

回の局地的直下地震が発生している。このような局地的直下型地震は、震央周辺のごく

限られた範囲内で被害が発生するため、茅野市域では被害の記録がない。 

また、元禄地震・安政東海地震・関東大震災・東南海地震といった海域で発生した巨

大地震では、震央から数百キロ離れた地域でも、地盤条件によっては被害が発生する。

これらの地震による被害が記録されている地域は、いずれも諏訪市となっている。諏訪

盆地は糸魚川－静岡構造線上にあり、東西の断層に挟まれた土地が陥没して形成された

諏訪湖周辺には、厚い軟弱地盤が分布しいているため、震源から遠く離れていても被害
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が発生しやすい。また、地震波が断層と直角に近い方向から諏訪盆地に入射すると、反

復反射を重ねて増幅する特性があり、特に東南海地震では異常震域として大きな被害が

発生している。ただし、「東南海大地震記録集（東南海地震体験者の会）」によると永

明国民学校では、体操場が激しく揺れたものの窓ガラスが少し壊れて落ちた程度の被害

との証言が記されており、茅野市内の被害は深刻ではなかった。 

 

３ 茅野市内で震度7が想定される地震 

茅野市内で震度7が想定される地震は、糸魚川－静岡構造線断層帯の地震（全体）及

び糸魚川－静岡構造線断層帯の地震（南側）の2地震である。震度6弱以上の分布は糸魚

川－静岡構造線断層帯の地震（全体）の方が広いが、より強い揺れとなる震度6強及び

震度７の分布は糸魚川－静岡構造線断層帯の地震（南側）の方が広くなっている。また

震度6強及び震度７の分布領域は茅野市内で人口が集中する地域であることがわかる。 

本調査では、茅野市内でより強い揺れの分布が広い『糸魚川－静岡構造線断層帯の地

震（南側）』を想定地震として設定し、各種被害想定を実施した。 

 

長野県が想定した地震一覧 

種
類 

地震名 参考モデル 
長さ 

（km） 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 計算 

ケース Mj Mw 

内
陸
型
（
活
断
層
）
地
震 

①長野盆地西縁断層帯の地震 地震調査委員会(2009) 58 7.8 7.1 4 ケース 

糸魚川－静岡構造線 

断層帯の地震 

②全体 
文部科学省研究開発局 

ほか(2010) 

150 8.5 7.64 1 ケース 

③北側 84 8.0 7.14 1 ケース 

④南側 66 7.9 7.23 1 ケース 

⑤伊那谷断層帯（主部）の 

地震 
地震調査委員会(2009) 79 8.0 7.3 4 ケース 

⑥阿寺断層帯（主部南部） 

の地震 
地震調査委員会(2009) 60 7.8 7.2 2 ケース 

⑦木曽山脈西縁断層帯 

（主部北部）の地震 
地震調査委員会(2009) 40 7.5 6.9 2 ケース 

⑧境峠・神谷断層帯（主部）の

地震 
地震調査委員会(2009) 47 7.6 7.0 2 ケース 

海
溝
型
地
震 

１想定東海地震 中央防災会議(2001) ― ― 8.0 
1 ケース 

+経験的手法 

２南海トラフ巨大地震 
南海トラフの巨大地震 

モデル検討会（2012.8.29） 
― ― 9.0 

2 ケース 

+経験的手法 
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第２ 被害想定 

１ 災害素因の検討 

災害に対する危険性は、災害誘因の特性のみで決まるのではなく、むしろ、当該地域

が持つ災害に対する特性によって大いに異なる。この災害に対する特性に関わる要因を

「災害素因」という。災害素因は「自然的素因」と「社会的素因」とに大別することが

でき、このうち「自然的素因」は、急傾斜地や軟弱地盤といった災害の発生・拡大要因

となる地形・地盤（条件）のことを指し、「社会的素因」とは、木造家屋の密集地域・

危険物施設集中地域といった社会条件によって作られた災害の発生・拡大要因（危険地

域）のことである。 

 

２ 液状化危険度の予測 

(1) 概要 

1987年（昭和62年）の千葉県東方沖地震は、九十九里沖の深さ58kmを震源とする

Ｍ6.7の地震であった。震源がやや深かったことから房総半島の太平洋側でも最大震

度5を記録する程度であったが、九十九里浜沿岸域の多くで液状化現象が発生した。 

1995年（平成7年）の兵庫県南部地震では、ポートアイランドや六甲アイランドの

ような埋立地、沿岸部の岸壁などで軒並み液状化被害が頻発した。 

2000年（平成12年）の鳥取県西部地震でも埋立地や港湾施設で液状化が発生し、

岸壁などが被害を受けた。特徴的であったのは、干拓地に整備された住宅地の住宅

が、地盤の流動化により不同沈下を起こし、大きく傾斜したために全壊となったケ

ースがあったことである。 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、東北地方から関東地方の太平洋沿

岸を中心に広範囲で液状化被害が発生した。震源から遠く離れた地域でも、臨海部

だけでなく内陸部においても液状化が発生し、木造住宅が傾くなどの被害が生じた。 

(2) 予測手法及びその結果 

液状化の予測は、長野県が実施した250mメッシュ単位の液状化被害予測結果を用

い、微地形分類をもとに50ｍメッシュ単位に補間して予測した。 

宮川が流れる周辺地域では、揺れが大きくなる、ちの、宮川地区に液状化危険度

が高い地域が存在する。また、谷底平野が広がる地域でも液状化の危険性がある地

区が確認でき、北山及び豊平地区でやや高い地域が存在する。また沈下量は、最大

で5cm程度が想定される。（沈下が想定される地区・字名） 

・ちの地区：上原 

・宮川地区：新井、中沖、茅野、西茅野 

・豊平地区：上古田 

・北山地区：柏原、湯川 

 

３ 社会的素因の検討 

主に地震災害においては、住宅や都市施設に被害が及ぶと火災や危険物災害等のより高次の災
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害危険を発生させることが多い。ここでは、茅野市における社会的素因を調査・検討することに

より、被害を受けることより高次の災害を発生させる恐れのある地域（加害危険のある地域）を

把握した。具体的には危険物施設や消防水利について、市全域にわたる調査を行った。 

(1) 焼失棟数の予測結果 

糸魚川―静岡構造線断層帯（南側）の地震による炎上出火及び延焼により焼失する棟数は

381 棟と想定された。炎上出火は、ちの地区、宮川地区、金沢地区で 4 件発生し、宮川地区、

金沢地区では隣接するメッシュへ燃え広がる延焼となる出火点が確認された。地区別の焼失棟

数は、ちの地区 4棟、宮川地区で 184 棟、金沢地区で 193 棟と想定された。 

(2) 想定地震における建物被害の総計 

本調査では、揺れ・液状化・土砂災害・火災による建物被害を予測した。 

建物被害は液状化、揺れ、火災、土砂災害など、複数の要因で重複して被害を起こす可能性

がある。本調査では被害要因の重複を避けるため、「液状化→揺れ→土砂災害→火災焼失」の

順番で被害の要因を割り当てるものとした。また、揺れによる半壊被害後に土砂災害の全壊と

なる場合および揺れ、土砂災害による半壊の被害後に火災焼失となる場合は、揺れ、土砂災害

による半壊被害棟数から土砂災害全壊、火災焼失となる棟数を差し引いた（宮川地区、金沢地

区は焼失による影響、玉川地区は土砂災害全壊による影響から揺れによる半壊棟数が減少す

る）。 

想定地震における建物被害の予測結果（総計）を下表に示す。糸魚川―静岡構造線断層帯（南

側）による全壊建物数（焼失含む）は、4,462 件、半壊建物数は 4,608 件と想定された。 

 

想定地震における建物被害の予測結果（総計） 

地区 

液状化 揺れ 土砂災害 火災 合計 

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 焼失 
全壊 

+焼失 
半壊 

ち の 1 4 1,382 1,093 14 38 1 1,398 1,135 

宮 川 0 2 1,447 901 25 48 56 1,528 951 

米 沢 0 0 75 251 7 15 0 82 266 

豊 平 0 1 110 419 11 23 0 121 443 

玉 川 0 0 390 923 15 30 0 405 953 

泉 野 0 0 98 278 6 12 0 104 290 

金 沢 0 0 708 197 7 14 66 781 211 

湖 東 0 0 18 160 1 2 0 19 162 

北 山 0 0 3 120 12 29 0 15 149 

中大塩 0 0 9 48 0 0 0 9 48 

計 1 7 4,240 4,390 98 211 123 4,462 4,608 

 

(3) 危険物施設の分布状況 

危険物施設は、地震時における出火原因のひとつとなる可能性があり、発災時に

は消火困難な状況に陥る可能性は高い。ここでは、危険物施設における施設災害の

危険性を把握するために、茅野市内における危険物施設の分布状況を整理し、危険

物施設の多い地域を抽出することとした。 
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市内の危険物保有施設は、車山・白樺湖周辺・北山・蓼科などの別荘地域と、茅

野駅周辺の市街地地区や上川左岸の工場地域に多く分布している。 

地震の際に出火危険の高い地域は、軟弱地盤上に位置している（地震動が大きく

なる）常時火気使用施設のあるところである。時間帯によっては一般住宅からの出

火危険性も高い。また、出火危険ウエイトの高い製造所・簡易タンク貯蔵所・屋外

貯蔵所・第１種販売取扱所・一般取扱所・少量危険物貯蔵取扱所のうち、市内に立

地するものは一般取扱所および屋外貯蔵所で、１２施設が該当する。 

危険物施設は、火災が発生した場合に延焼を助長する可能性があるため、木造家

屋が密集し出火の可能性が高い地域に、危険物施設が集中するような場合には特に

注意の必要がある。本調査で計測した密集街区には不燃領域率 30％未満の延焼危険

の高い街区に該当する地区はないため、地震動による危険物施設からの出火延焼の

危険性は低いものと思われる。 

(4) 消防水利施設の分布状況 

通常、消防水利は火災発生時の消火活動に用いられる。しかし、大規模地震によ

り、市内で同時多発的に火災が発生した場合には、消防隊のみで鎮火に当たること

は不可能であり、地域住民による初期消火が火災の延焼を防ぐ重要な役割を担うこ

ととなる。 

茅野市における消防水利施設の分布状況をみると、防火水槽は、市内の市街地・

集落・別荘地のほぼ全域がカバーできるように既に配置されており、また地域によ

っては河川水の利用も可能である。 

 

４ 土地利用の変遷の検討 

自然災害は、土地の開発や改変、土地利用状況の変化等に密接に関連しており、土地

利用の変化に従って、発生する災害の状況や危険区域も変化・変質する。 

 

○土地利用の変化に伴う危険地域の拡大状況 

人 工 改 変 に よ っ

て 生 じ た 危 険 区

域 

＊蓼科別荘地をはじめとする別荘群の山地への進出により、山林

の減少、道路面などの不透水面の拡大が土地の保水量の減少を招

き、降雨時において河川の急増水の可能性が生じた。 

＊白樺湖周辺のスキー場や蓼科湖周辺のゴルフ場の開発は、山林

の減少による土地の保水量の減少を招き、これらを集水域に含む

河川は降雨時に急増水の可能性が生じた。 

＊開発地内の別荘地内で、切土・盛土による法面のある取付道路

は、降雨や地震による法面崩壊が発生する可能性がある。 

危険地域へ進出 

した住宅地等 

＊急傾斜地へ進出した別荘群は、土砂を受ける可能性がある。 

＊塩沢・鬼場は河道屈曲部の集落であり洪水時における破堤や氾

濫の被害を受けやすい。 

＊比較的流量の多い支流同士が合流する鋳物師屋・糸萓・上槻木・
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中河原では、豪雨時に河川氾濫の被害を受ける可能性がある。 

＊柏原・北大塩は音無川・桧沢川の谷口がひらけた地域であり、

降雨時には洪水や土石流の危険性がある。 

市 街 地 に お け る

危険要因の集積 

＊茅野駅周辺の段丘上は、人口・家屋とも高密度化している他、

山がちな地形条件から沖積低地への開発が進みつつある。特に、

宮川地区の沖積低地は軟弱な地盤が堆積しているため、地震時の

木造家屋の倒壊等に留意する必要がある。 

＊別荘地の拡大により市街地以外の山地部にも危険物保有施設が

分布している。 

 

第３ 茅野市における防災上の問題点と課題 

被害想定結果をもとに、地域の危険性を総合的に把握し、防災対策上の課題を抽出・

整理した。整理した結果を下表に示す。 

 

○防災課題のまとめ 

予測項目 防災課題 

地震動の予測 糸魚川―静岡構造線断層帯による地震（南側）の地震動の強さは、震度

5 弱から 7 の強い揺れに見舞われる予測となった。市街地部分は震度 6 強

から震度 7の揺れと想定され、この地区は人口集中地区、木造建物密集地

区も含んでいることから、今後このような強地震動に対する防災対策の充

実が必要である。 

液状化の予測 宮川沿いの地域では、ちの、宮川地区に液状化危険度が高い地域が存在

する。また、谷底平野が広がる地域でも液状化の危険性がある地区が確認

でき、北山及び豊平地区でやや高い地域が存在する。また沈下量は、最大

で 5cm 程度が想定される。 

これらの液状化対象地域において大きな建物被害のおそれがあるわけ

ではないものの、液状化しやすさマップの作成や、液状化によるライフラ

イン被害に備えた自助・共助の範囲での対策の促進などといった取組みが

有効である。 

建物被害の予測 市内の全建物棟数は 38,280 棟であり、そのうち木造建物は 29,650 棟

（77.5%）である。昭和 56 年以前の木造建物は 12,159 棟あり、全建物の

34.4%にあたる。 

糸魚川－静岡構造線断層帯の地震（南側）の揺れ・液状化による全壊は

4,241 棟、半壊は 4,397 棟、計 8,638 棟の建物が半壊以上の被害を受ける

予測結果となった。 

木造建物、特に昭和 56 年以前に建築された建物の所有者に対し、耐震

診断の実施を促すよう啓発することや、耐震改修費の助成制度について周

知に努める必要がある。 
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急傾斜地崩壊の 

予測 

市内には急傾斜地崩壊危険箇所が 178 箇所、山腹崩壊危険地区が 11 箇

所あり、このうち糸魚川－静岡構造線断層帯の地震（南側）における危険

度判定で、「危険性Ａ」と評価されたのはそれぞれ 129 箇所、2箇所である。

また、地震による土砂災害による建物被害数は、重複を除いて全壊 98 棟、

半壊 221 棟となった。 

今後、地震に伴う土砂災害のみならず、地震後の降雨による複合的な土

砂災害についても想定・検討する必要がある。また、危険箇所の情報や、

土砂災害のおそれがある場合の避難に関する情報を住民に周知させるよ

う情報伝達に努める必要がある。 

地震火災の予測 冬の 18 時に発生した地震の揺れにより全壊した建物からの出火・延焼、

火気器具・電熱器具からの出火・延焼、電気機器・配線からの出火・延焼

について想定した。結果は 6 箇所で炎上出火が発生し、うち 4箇所で延焼

出火する予測結果となった。延焼は、ちの地区、宮川地区、金沢地区で発

生し、重複を除いた焼失棟数は 123 棟と予測された。 

全壊した木造住宅は火災・延焼の危険性が高く、住民による初期消火の

徹底が望まれる。消火器具の設置を促進するとともに、防災訓練などによ

り初期消火に関する知識や技術の普及を図ることが必要である。 

人的被害の予測 糸魚川－静岡構造線断層の地震（南側）により、建物の倒壊などによる

死者は 221 人、がけ崩れによる死者は 6人、火災による死者は 8人と予測

された。重傷者を含む負傷者は、建物被害を原因とするものが 2,069 人、

がけ崩れによるものが 7人、火災によるものが 8 人となった。 

建物被害の対策として挙げられた住宅の耐震化促進、地震火災の対策と

して初期消火の徹底を推進するほか、室内の家具・家電の転倒防止策の啓

発も必要とされる。また、大量の負傷者に対応するため、迅速な救急・救

助活動と医療搬送体制の整備が必要となる。また、住民主体の初期処置を

可能とするため、救急・救命に必要な応急手当の知識・技術の普及促進や、

医薬品・医療資機材の備蓄といった対策も望ましい。 

ライフライン被害

の予測 

糸魚川－静岡構造線断層の地震（南側）により、停電 32,612 軒、断水

44,192 人、下水道機能支障 52,322 人、都市ガス 590 戸、固定電話 12,885

軒の被害が想定された。 

ライフラインの機能停止は生活支障に直結し、避難者を生み出す原因と

なる。特に、上水道の停止は避難者発生の要因となるため、上水道施設の

耐震化や老朽化した水道管の更新、応急給水の迅速な実施といった対策の

強化が望まれる。また、自助・共助の範囲での対策として自宅内、あるい

は自主防災組織単位での備蓄を促進するよう啓発を行うことも必要であ

る。 

下水道の機能停止では、トイレが使用できないことによる生活環境の不

安や衛生面の悪化による疾病の発生といった問題がある。仮設トイレの設

置や簡易トイレの備蓄などといった対策の促進が望まれる。 



―震災対策編―第１章 総則 第５節 被害想定 

 

J-1-5-12 

交通施設被害 

の予測 

長野県及び茅野市が指定する緊急輸送路の総延長 105km に対し、15 箇所

の道路被害が予測された。緊急車両や防災関係機関の活動利用や避難所に

つながる緊急輸送路の被害は、応急対策活動全般の妨げとなるため、橋梁、

盛土、法面等の点検などを通し、道路被害の抑制に努める必要がある。 

鉄道路線の被害では、総延長 9.9km に対し、28 箇所の被害が予測された。

鉄道の被害は、出張者・観光客等の帰宅困難者の発生要因となりうるため、

鉄道事業者などと協働した対策が望まれる。 

避難者数の予測 避難者数の想定は建物被害と上水道の断水による原因から算出した。 

避難者が最大となる地震発生 2日後には、17,908 人となり、市の人口の

約 32％が避難者となる想定である。そのうち 50%の 8,956 人が避難所避難

者となる。市の全避難所での合計収容人員は、20,739人（基本避難所12,418

人、補完避難所 8,321 人）とされており、全市でみると避難者の収容力は

足りているが、地区ごとでは不足する地区があることが予想された。 

このことから避難者の発生を抑制する必要があり、ライフラインが停止

した場合でも住宅が無事である住民が避難所生活の必要が無いような対

策を講じる必要がある。ライフライン被害での対策と同様、自助・共助レ

ベルでの備蓄を促進するよう啓発に努めることが必要である。 

避難者等に対する

備蓄品 

市では、災害発生に備えて防災倉庫に様々な物品を備蓄している。この

うち、飲料水は 7,080ℓ、備蓄食 6,148 食、毛布 3,100 枚を市内 16 箇所の

備蓄倉庫に保管している。また、給水車 2 台（1,500ℓ）を所持しており、

応急給水にあたる。 

避難者数に対して、公的備蓄の配布の過不足を検討したところ、圧倒的

に不足する結果となった。このことから、公的備蓄に頼り切らないよう、

自助・共助による 3日間の備蓄を強く啓発することが必要である。また、

市としても他自治体、企業と協定を結び、早期に生活必需品が確保できる

体制に努めていくことが必要である。 
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第１節 地震に強いまちづくり 

 

第１ 基本方針 

市内における構造物・施設等について、防災基本計画によるほか、地震防災対策強化地域

においては地震防災基本計画、南海トラフ地震防災対策推進地域においては南海トラフ地震

防災対策推進基本計画に基づき、地震防災に関する措置を実施し、耐震性の確保を図る。 

また、首都直下地震緊急対策区域においては首都直下地震緊急対策推進基本計画に基づき、

地震防災に関する措置を実施し、耐震性の確保を図る。なお、首都直下地震に関する防災対

策に関して、切迫性の高いマグニチュード７クラスの地震は、当面の対応を要する地震とし

て対策を推進するものとし、当面発生する可能性は低いと考えられるマグニチュード８クラ

スの地震は、地域の実情を勘案して必要と認めるときは、長期的な対応を要する地震として

対策を推進するものとする。特に、マグニチュード７クラスの地震については、様々なタイ

プが考えられ、どこで発生するかは分からないことに留意し、県及び市町村の被害が最大と

なるよう想定を行うものとする。 

また、地震防災緊急事業五箇年計画等を作成し、それに基づく事業を推進するとともに、

地域の特性に配慮しつつ、地震に強いまちづくりを図る。地震防災施設の整備に当たっては、

大規模地震も考慮し、効果的かつ重点的な予防対策策の推進を図るとともに、ソフト対策と

ハード対策を組み合わせた効果的な対策の実施に配慮するものとする。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 施設等に耐震性の確保、市土保全機能の増進等地震に強いまちを形成する。 

２ 地震に強い都市構造の形成、建築物の安全化、ライフライン施設等の機能の確保等地震に

強いまちづくりを推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 地震に強い都市基盤づくり 

(1) 現状及び課題 

市内には地震の発生する可能性の高い活断層の糸魚川－静岡構造線があり、急峻な地形、

もろい地質とあいまって、地震による大きな被害が懸念されることから、地震災害に強い

安全な都市基盤の形成に取り組む必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】(市全部局) 

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、地震災害から県土及び県民の生命、身体、 

財産を保護することに十分配慮する。 

(ｲ) 基幹的な交通・通信施設等の整備については、各施設等の耐震設計やネットワークの充

実、航空交通ネットワークの機能強化、施設・機能の代替性の確保、各交通・通信施設

の間の連携の強化等により、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に努める。 
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(ｳ) 地すべり、がけ崩れ防止などによる土砂災害対策の推進及び、森林などの県土保全機能

の維持推進を図るとともに、住宅、学校や病院等の公共施設等の建造物、施設等の耐震

性に十分配慮する。 

(ｴ) 東海地震、東南海・南海地震及び地震防災戦略が対象とする大規模地震以外の地震につ

いて、国が策定した地震防災戦略を踏まえ、第1章第5節「被害想定」を参考に減災目標

及び地震防災対策の実施目標を策定し、関係機関・市民等と一体となった、効果的・効

率的な地震防災対策を推進する。 

(ｵ) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維

持管理に努める。 

イ【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、地震災害から県土及び県民の生命、身体、

財産を保護することに十分配慮するものとする。 

(ｲ) 基幹的な交通・通信施設等の整備については、各施設等の耐震設計やネットワークの

充実、航空交通ネットワークの機能強化等により、大規模災害発生時の輸送・通信手段

の確保に努めるものとする。 

(ｳ) 地すべり、がけ崩れ防止などによる土砂災害対策の推進及び、森林などの県土保全機

能の維持推進を図るとともに、住宅、学校や病院等の公共施設等の建造物、施設等の耐

震性に十分配慮するものとする。 

(ｴ) 東海地震、東南海・南海地震及び地震防災戦略が対象とする大規模地震以外の地震に

ついて、国が策定した地震対策大綱［地震防災対策のマスタープラン（防対策から発災

時の応急対策，復旧・復興対策）］や地震防災戦略（期限を定めて定量的な減災目標を

設定し、減災目標を達成するために必要な数値目標及び具体的な実現方策）を踏まえ、

第1章第5節「被害想定」を基に減災目標を策定するとともに、減災目標を達成するため

の地震防災対策の実施目標を策定し、関係機関・住民等と一体となった、効果的・効率

的な地震防災対策を推進するものとする。 

(ｵ) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な

維持管理に努めるものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

主要な鉄道、道路等の基幹的な交通・通信施設等の整備については、各施設等の耐震

設計やネットワークの充実などにより耐震性の確保に努めるものとする。 

 

２ 地震に強いまちづくり 

(1) 現状及び課題 

都市化の進展、建築物の高層化や多様化、ライフライン等への依存度の増大により地震

の及ぼす被害は多様化しており、地震に強い都市構造、建築物の安全化、ライフライン施

設の耐震化に配慮したまちづくりが必要となっている。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】(市全部課) 
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(ｱ) 地震に強い都市構造の形成 

ａ 避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について災害時の交通

の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行

うとともに、国が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の

取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとする。 

なお、事業の実施については、効率的・効果的に行われるよう配慮する。 

ｂ 不特定多数のものが利用する施設等における安全確保対策及び発災時の応急体

制の整備、利用者への情報伝達体制・避難誘導体制の整備を強化する。 

ｃ 不特定多数の者が利用する施設等における安全確保対策及び発災時の応急体制

の整備、利用者への情報伝達体制・避難誘導体制の整備を強化する。 

ｄ 立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたっ

ては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハ

ード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付けるも

のとする。 

(ｲ) 建築物等の安全化 

ａ 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、

災害時要援護者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、耐震性の確保に特に

配慮する。特に、防災拠点となる公共施設等の耐震化について、数値目標を設定す

るなど、計画的かつ効果的な実施に努める。 

ｂ 住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、基準の遵守の指導等

に努める。 

ｃ 既存建築物の耐震診断・耐震補強等を促進する施策を積極的に実施する。 

ｄ 建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対策、ブロック塀及び家具の転

倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 

ｅ 災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等

により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。 

ｆ 指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に

安全確保対策を進める。 

(ｳ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動など

に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業

用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のライフ

ライン施設や廃棄物処理施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、代替施

設の整備等による代替性の確保を進める。特に、３次医療機関等の人命に関わる重

要施設へのライフラインの重点的な耐震化を進める。 

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供

給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱

の供給設備を設置するよう努める。 
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(ｴ) 地質、地盤の安全確保 

ａ 施設の設置については、崩落、軟弱、液状化等による災害の発生を防止する対策

を適切に実施するほか、大規模開発については、十分な連絡・調整を図る。 

ｂ 個人住宅等の小規模建築物についても、地質、地盤に対応した基礎構造等につい

て普及を図る。 

c 大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及び液状化被害の

危険性を示した液状化ハザードマップを作製・公表するとともに、宅地の安全性の把握

及び耐震化を実施するよう努める。 

(ｵ) 危険物施設等の安全確保 

危険物施設等及び火災の原因となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー

施設等の耐震性の確保、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的実施等を促進する。 

(ｶ) 災害応急対策等への備え 

a 被災時の対応を迅速かつ円滑に行うための備えを平常時より十分に行い、 職員、

市民個々の防災力の向上を図るとともに、人的ネットワークの構築を図る。 

b 指定緊急避難場所、指定避難場所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進にあたり、

公共用地等の活用を図る。 

c 防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機能強化に努める。

(別記参照) 

d 県、市町村との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、迅速かつ効

果的な応急対策等が行えるように努める。また、協定締結などの連携強化に当たっては、

実効性の確保に留意する。 

e 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸

送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど、協力体制を構築し民間事業者の

ノウハウや能力等の活用に努める。 

ｆ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時系

列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。ま

た、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平

時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

g 随意契約の活用による速やかな災害応急隊対策ができるよう、建設業団体等との災害

協定の締結を推進する。 

h 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

i 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるものとす

る。 

イ【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 地震に強い都市構造の形成 

ａ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援物資を届ける

ための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な拠点と高規格道路等

のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強靭で信頼
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性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を

構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指

定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、

電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る。 

ｂ 幹線道路、都市公園、河川、空港など骨格的な都市基盤整備及び防災安全街区の整

備、危険な密集市街地の解消等を図るための都市防災総合推進事業、防災街区整備事業、

土地区画整理事業等による市街地の面的な整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化等に

より、地震に強い都市構造の形成を図るものとする。なお、事業の実施に当たっては、

効率的・効果的に行われるよう配慮するものとする。 

ｃ 不特定多数の者が利用する施設等における安全確保対策及び発災時の応急体制の整

備、利用者への情報伝達体制・避難誘導体制の整備を強化するものとする。 

(ｲ) 建築物等の安全化 

ａ 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、

災害時要援護者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、耐震性の確保に特に配慮

するものとする。特に、県有施設の内、多数の者が利用する学校や防災上重要な拠点と

なる庁舎等で、耐震性能が低い建築物について、平成19年11月に策定した「県有施設耐

震化整備プログラム（平成23年度改定）」及び「第二期県有施設耐震化整備プログラム

(平成28年3月策定)に基づき、計画的な耐震化を推進するとともに、構造躯体の耐震化

に合わせ、天井や建具などの非構造部材や建築設備の耐震改修に努めるものとする。 

県営住宅については、老朽化等の状況を踏まえ、改善、建替え等を実施し、その適正

な維持管理に努めるものとする。 

ｂ 住宅等をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、基準の遵守の指導等

に努めるものとする。 

ｃ 既存建築物の耐震診断・耐震補強等を促進する施策を積極的に実施するものとする。 

ｄ 建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対策、ブロック塀及び家具の転倒

防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図るものとする。 

ｅ 災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等

により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるものとする。 

ｆ 指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に

安全確保対策を進めるものとする。 

(ｳ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動など

に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業

用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のライフ

ライン施設や廃棄物処理施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、代替施

設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。特に、３次医療機関等の人命に関

わる重要施設へのライフラインの重点的な耐震化を進めるものとする。 

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供
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給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱

の供給設備を設置するよう努める。 

ｂ 関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設としての共同溝・電

線共同溝の整備を図るものとする。 

ｃ コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講じるものとする。 

ｄ ライフライン防災連絡会を設置し、関係機関の連携を図るものとする。 

(ｴ) 地質、地盤の安全確保 

ａ 施設の設置に当たっては、崩落、軟弱、液状化等による災害の発生を防止する対策

を適切に実施するほか、大規模開発に当たって十分な連絡・調整を図るものとする。 

ｂ 個人住宅等の小規模建築物についても、地質、地盤に対応した基礎構造等について

普及を図るものとする。 

c 大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及び液状化被害の

危険性を示した液状化ハザードマップを作製・公表するとともに、宅地の安全性の把握

及び耐震化を実施するよう努める。 

(ｵ) 危険物施設等の安全確保 

危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー施設等

の耐震性の確保、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的な実施等を促進する。 

(ｶ) 災害応急対策等への備え 

a 次章以降に掲げる、地震が発生した場合の災害応急対策、災害復旧、復興を迅速かつ

円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々の防災力向上

を図る。 

b 避難場所、避難施設、備蓄など、防災に関する諸活動の推進については、公共用地等

の活用を図る。 

c 防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機能強化に努める。

(別記参照) 

d 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることによ

り、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。また、協定締結などの連携強

化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続き等の確認を行うなど、

実効性の確保に留意する。 

e 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸

送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等

の活用に努める。 

ｆ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時

系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、

平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

g 災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ市町村と救

助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度や救助
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実施市制度の積極的な活用により役割分担を明確化するなど、調整を行っておく。 

h 随意契約の活用による速やかな災害応急隊対策ができるよう、建設業団体等との災害

協定の締結を推進する。 

i 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組む。 

j 大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支援を受け

られるよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要

施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備

蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集整理し、リスト化を行うよう努める。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 地震に強い都市構造の形成 

不特定多数のものが利用する施設等における安全確保対策及び発災地の応急体制

の整備を強化するものとする。 

(ｲ) 建築物等の安全化 

不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、

要配慮者利用施設、医療施設等について、耐震性の確保に特に配慮するものとする。 

(ｳ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフラインの被害は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動など

に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業

用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のライフ

ライン施設や廃棄物処理施設の耐震性の確保を図るとともに、系統の多重化、代替

施設の整備等による代替性の確保を進める。特に、３次医療機関等の人命に関わる

重要施設へのライフラインの重点的な耐震化を進めるものとする。 

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電力供

給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱

の供給設備を設置するよう努める。 

ｂ ライフライン事業者は、災害時に円滑な対応が図られるよう、ライフラインの被

害状況の予測・把握及び緊急時の供給について、あらかじめ計画を作成し、体制を

整備しておくものとする。また、ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な

応援を前提として、あらかじめ事業者間で広域的な応援体制の整備に努めるものと

する。 

c 関係機関との密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設としての共同溝、

電線共同溝の整備を図る。 

d コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講ずるとともに、企業等

における安全確保に向けての自発的な取組を促進するものとする。 

(ｴ) 地質、地盤の安全確保 

施設の設置にあたっては、崩落、軟弱、液状化等による災害の発生を防止する対

策を適切に実施するほか、大規模開発にあたって十分な連絡・調整を図る。 

(ｵ) 危険物施設等の安全確保 
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危険物施設等及び火災の原因となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー

施設等の耐震性の確保、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的実施等 を促進する。 

(ｶ) 災害応急対策等への備え 

a 次章以降に掲げる、地震が発生した場合の災害応急対策、災害復旧、復興を迅速かつ

円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員個々の防災力向上を図るも

のとする。 

b 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進については、

公共用地等の活用を図るものとする。 

c 地方整備局は、防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その

機能強化に努める。(別記参照) 

d 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることによ

り、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努めるものとする。また、協定締結な

どの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続き等の確認を

行うなど、実効性の確保に留意する。 

e 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸

送等）について、あらかじめ協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業

者の管理する施設を把握しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等の活用に努める

ものとする。 

ｆ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時

系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、

平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

g 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後72

時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努める。 

(別記)防災機能を有する道の駅一覧  → 風水害対策編 参照 

 

３ 災害危険箇所の把握 

(1) 現状と課題 

本市区域内における災害危険区域、箇所は長野県地域防災計画に基づくもので、地滑り

危険箇所（長野県建設部所管）６箇所、地すべり危険地区（長野県林務部所管）１箇所、

山腹崩壊危険地区２３箇所、崩壊土砂流危険地区３０箇所、民有林林道における災害発生

危険箇所５箇所、土砂崩壊危険箇所１４箇所、急傾斜地崩壊危険箇所１７９箇所、土石流

危険渓流１１８箇所、砂防指定地１７箇所、重要水防区域２７箇所で合計４２０箇所が把

握されている。 

また、市独自の危険箇所調査では、水防上の危険箇所２５箇所、急傾斜地危険箇所３０

箇所、で合計５５箇所が把握されている。これらの危険区域や箇所は台風や集中豪雨等で

災害に発展することが予想されるので、事前に把握、調査をしておき、災害発生を未然防

止するとともに災害時における迅速、的確な災害対策を実施する。 
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〔資料８〕  茅野市災害危険箇所総括表 

〔資料９〕  県防災計画における災害危険箇所総括表 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】(都市建設部、産業経済部、総務部) 

災害の未然防止のため、次の担当区分により危険箇所の調査を行う。 

(ｱ) 土砂災害警戒区域……………………………… 都市建設部・産業経済部 

（うち土砂災害特別警戒区域）……………… （都市建設部・産業経済部） 

(ｲ) 地滑り危険箇所    農林水産省所管のもの…………… 産業経済部 

国土交通省所管のもの…………… 都市建設部 

(ｳ) 急傾斜地崩壊危険箇所 農林水産省所管のもの…………… 産業経済部 

国土交通省所管のもの…………… 都市建設部 

(ｴ) 土石流危険箇所    農林水産省所管のもの…………… 産業経済部 

国土交通省所管のもの…………… 都市建設部 

(ｵ) 浸水想定区域     国土交通省所管のもの…………… 都市建設部 

(ｶ) 重要水防区域…………………………………………………… 都市建設部  

(ｷ) 水防上重要な水門及びため池…………消防署・産業経済部・都市建設部 

(ｸ) 道路橋梁など……………………………………………………  都市建設部 

(ｹ) 危険物貯蔵所………………………………………………………消防署 

 

(防災関係機関別の危険箇所の把握体制） 

 

 

諏訪建設事務所 

諏訪地域振興局 
（農地整備課） 
（林務課） 

中部森林管理局 土砂災害 

河 川 県管理河川 諏訪建設事務所 

茅野市管理河川 茅野市都市建設部（建設課） 

農業用施設 県管理施設 諏訪地域振興局 
（農地整備課） 

茅野市管理施設 茅野市産業経済部（農林課） 

土地改良区 水利組 

上下水道施設 

茅野市都市建設部（水道課） 

中部森林管理局 

諏訪建設事務所 



 



―震災対策編―第２章 災害予防計画  

 

 

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

第３節 活動体制計画 

第４節 広域相互応援計画 

第５節 救助・救急・医療計画 

第６節 消防・水防活動計画 

第７節 要配慮者支援計画  

第８節 緊急輸送計画 

 

→ 風水害対策編 参照 



 



 
震災対策編 第２章 災害予防計画 第９節 障害物の処理計画 

 

J-2-9-1 

第９節 障害物の処理計画 

 

第１ 基本方針 

地震直後の道路は、法面の崩壊、建築物の崩壊、街路樹、電柱等の倒壊の加えて、放置車

両等の障害物により、一般の交通が不能あるいは困難な状態となることが予想されることか

ら、これらの所有者又は管理者は常日頃、不断の点検を実施するなど、障害物となりうる工

作物の倒壊等を未然に防止するとともに、応急対策について関係機関と事前に対応を協議す

る必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 各種施設等の所有者又は管理者は、災害を未然に防止するための定期点検を行い、その結

果に基づき、適時適切な措置を講じる。 

２ 応急対策に必要な専門的技術者を確保する体制の整備を図る。 

３ 障害物除去体制について、関係機関と事前に対応を協議する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 現状及び課題 

道路、河川等へのパトロールなどの定期点検を行い、必要に応じて措置を講じるとともに、

障害物の除去に当たっては、レッカー車、クレーン車、チェンソーなど各種機械とともに操

作者が必要であるが、これからの確保体制を整備しておく必要がある。 

 

２ 実施計画 

(1)【市が実施する計画】（総務部、都市建設部、産業経済部） 

ア 茅野市建設業協同組合、長野県建設業協会諏訪支部茅野分会等と災害協定を締結し、

応急対策に備える。 

〔資料５０〕災害時における応急対策協力に対する協定書（長野県建設業協会諏訪支部

茅野分会） 

イ 森林組合等林業関係団体と倒木処理について調整し、あらかじめ体制を整備する 

ウ 緊急輸送路とされている基幹道路について、速やかな障害物除去体制の整備を図る 

(2)【県が実施する計画】（各部局） 

ア 倒木処理に係わる市町村の体制づくりを支援する。 （林務部） 

イ 緊急輸送路とされている基幹農道について、速やかな障害物除去体制の整備を市町村

に対して指導する。 （農政部） 

ウ 災害発生時に予想される障害物の所有者及び所轄署と事前に対応を協議する。（建設

部） 

エ 建設業協会等と業務提携を締結し、応急対策に備える。 

オ レッカー車、クレーン車等の保有業者の実態を把握して災害時の協力依頼を行うとと
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もに、排除物件の保管場所確保を行う。（警察本部） 

カ 公共の広場、駐車場など排除物件の保有場所を確保する。 （警察本部） 

キ 業者に対する車両、要員等除去体制及び能力の充実を依頼する。 

(3)【関係機関が実施する計画】 

各機関の施設、設備等を定期的に巡回点検を行い、工作物の倒壊等を未然に防止する 

(4)【市民が実施する計画】 

自己の所有又は管理する施設、設備等について、定期的な点検を行い、工作物の倒壊 

等を未然に防止する。 
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第１０節 避難の受入活動計画 

 

第１ 基本方針 

大地震の発生時には、まず行政、住民及び防災関係機関が一体となって被害軽減のための

措置をとることが重要であるが、崖崩れや火災の延焼などにより、大きな被害を生じるおそ

れがあり、生命に危険が及ぶような場合は、居住者や滞在者等は、速やかに安全な場所に避

難することが必要となる。このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、

地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき要配慮者及び帰宅困難者、滞留旅客（以下「帰宅困

難者等」という。）に配慮した避難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避

難場所及び指定避難所の確保等を図るものとする。 

また、避難所における感染症対策については「ウィズコロナ・アフターコロナ時代」に向

けて大きな課題となっており、かつ、気候変動に伴い自然災害が頻発する中、避難所の生活

環境改善が求められている。そのため、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ（衛生）、Ｋ：キッ

チン（食事）、Ｂ：ベッド等（睡眠））に関する環境の重点的な向上が必要であり、備蓄や

関係団体との協定締結等により発災に備えるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 避難計画を策定し、要配慮者、帰宅困難者等にも配慮した避難体制の確立を図るとともに

情報伝達体制の整備を図る。 

２ 指定緊急避難場所及び指定避難所を指定するとともに避難時のための環境整備を図る。 

３ 県及び市は住宅の確保等を迅速に行うため、体制の整備を図る。 

４ 学校における迅速かつ適切な避難活動のための計画策定を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

(1) 現状及び課題 

阪神・淡路大震災や東日本大震災のような激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の

避難活動が予想され、きめ細かな避難計画が必要とされる。 

また、特に土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設については、避難誘導等の体制を強

化する必要がある。 

ア 県及び市は、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の確立

など防災体制の整備について助言する。 

イ 地域振興局及び市は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災

に備えて、保健所との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリ

アに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。 

ウ 保健所は、自宅療養等開始時に、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提

供するものとする。 

エ 自宅療養者等の避難の確保を図るため、市は、突発災害時等にも自宅療養者等がすぐ
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に避難できるよう、自宅療養者等の避難先の確保に努めるものとする。県は、事前に風

水害などが予想される場合には、感染拡大防止のため、可能な限り宿泊療養施設で自宅

療養者等を受け入れられるよう調整に努めるものとする。 

(2) 実施計画 

ア【県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会）

及び市が実施する計画】 

(ｱ) 県及び市は、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の

確立など防災体制の整備について助言する。 

(ｲ) 県及び市は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な媒体により、親

戚・知人宅等への分散避難や、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養

者等の災害時の対応に関する問い合わせ窓口等の情報を提供するものとする。 

(ｳ) 保健所（長野県健康観察センター）は、陽性判定時又は自宅療養等開始時に、 

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するものとする。 

(ｴ) 自宅療養者等の避難の確保を図るため、市町村は、突発災害時等にも自宅療養 

者等がすぐに避難できるよう、自宅療養者等の避難先として、避難所の専用スペー

ス等（自宅療養者のための避難所で、一般の避難所とは別の建物をいう。又は同一

建物の場合では、他の避難者と分けられた部屋、動線、専用トイレ等をいう。以下

同じ。）の確保に努めるものとする。 また、保健所は、事前に風水害などが予想さ

れる場合は、感染拡大防止のため、可能な限り宿泊療養施設で自宅療養者等を受け

入れられるよう調整に努めるものとする。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

ａ 市は、避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃か

ら住民等への周知徹底に努めるものとする。 

ｂ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格

に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所で

あるかを明示するよう努めるものとする。 

(ｲ) 避難計画の作成 

次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓

練の実施等避難体制の確立に努めるものとする。 

ａ 避難指示の具体的な発令基準及び伝達方法 

ｂ 高齢者等避難を伝達する基準及び伝達方法（避難指示、高齢者等避難について

は第３章第12節を参照） 

ｃ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口、責

任者 

ｄ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

ｅ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

(a) 給食措置 
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(b) 給水措置 

(c) 毛布、寝具等の支給 

(d) 衣料、日用品の支給 

(e) 負傷者に対する救急救護 

ｆ 指定避難所の管理に関する事項 

(a) 避難の受入中の秩序保持 

(b) 避難住民に対する災害情報の伝達 

(c) 避難住民に対する応急対策実施状況の周知徹底 

(d) 避難住民に対する各種相談業務 

ｇ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

(a) 平常時における広報 

〇広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 

〇住民に対する出前講座 

〇防災訓練等 

(b) 災害時における広報 

〇防災行政無線による周知 

〇広報車による周知 

〇避難誘導員による現地広報 

〇住民組織を通じた広報 

〇ＬＣＶとの協定による臨時災害放送 

(ｳ) 避難行動要支援者対策 

市は、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握に努め、避難行動要支援

者名簿を作成し、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上

で、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援者に対する情報伝

達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るもの

とする。 

(ｴ) 帰宅困難者等対策 

帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策

定するとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図

る。なお、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有

無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等につ

いて勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとす

る。 

ウ【県が実施する計画】 

(ｱ) 災害時、県有施設においては、建物の破損等の発生が予想され、職員以外に多数

の在庁者もあることから、各施設の防火管理者は避難対策等に関する計画を策定し

ておくものとする。（県有施設管理部局） 

県は、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の確立な
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ど防災体制の整備について助言する。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農

政部、林務部、建設部、教育委員会） 

(ｲ) 要配慮者利用施設について、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定す

るものとする。（健康福祉部、県民文化部） 

(ｳ) 帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策

定するとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図

る。（危機管理部） 

(ｴ) 帰宅困難者の支援のため、株式会社アップルランド、イオンリテール株式会社東

海・長野カンパニー、合同会社西友、株式会社キラヤ、株式会社ツルヤ、株式会社

ニシザワ、株式会社ベイシア、株式会社マツヤ、株式会社カインズ、株式会社ケー

ヨー、本久ケーヨー株式会社、NPO法人コメリ災害対策センター、株式会社綿半ホー

ムエイド、長野県石油商業組合、株式会社壱番屋、株式会社セブンーイレブン・ジ

ャパン、山崎製パン株式会社、株式会社ファミリーマート、株式会社モスフードサ

ービス、株式会社ローソン、株式会社吉野家、長野県農業協同組中央会、株式会社

ダスキン、大塚製薬株式会社との協定に基づき連携を強化する。（危機管理部・健

康福祉部・農政部） 

(ｵ) 市が策定する避難計画について、市地域防災計画の修正についての助言等により、

要配慮者や帰宅困難者等に配慮した、迅速な避難体制の促進を図るとともに情報伝

達体制の整備を図る。（危機管理部） 

(ｶ) 警察署、交番及び駐在所が発行するミニ広報紙や各種会合出席等の平常時の警察

活動を通じて、地域住民に対して災害時の指定緊急避難場所、指定避難所及び避難

経路及び避難時の留意事項等について周知徹底を図るものとする。（警察本部） 

(ｷ) デパート、劇場等多数の人が集まる場所の管理者に対して、非常の際の誘導要領

の作成、避難経路の明示、照明・予備電源の確保等についての指導を促進する。（危

機管理部、警察本部） 

エ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) それぞれの管理施設についての避難計画を作成し、避難の万全を期する。（全機

関） 

(ｲ) 市の避難計画策定について、それぞれの所管事項について協力するものとする。

（全機関） 

(ｳ) 要配慮者利用施設の管理者は、県及び市の指導等に基づき、施設利用者を安全か

つ適切に避難誘導するため、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定する

とともに、市、地域住民、自主防災組織等との連携の下に、支援協力体制の確立に

努め、避難誘導に係る訓練の実施等により、市、地域住民、自主防災組織等との連

携を強化し、避難体制の確立を図るものとする。 

オ【住民が実施する計画】 

(ｱ) 家族があわてず行動できるよう、次のことを話し合い、家族内の役割分担を決め

ておくものとする。 
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ａ 家の中でどこが一番安全か。 

ｂ 救急医薬品や火気などの点検 

ｃ 幼児や高齢者の避難はだれが責任をもつか。 

ｄ 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路はどこにあるか。 

ｅ 避難する時、誰が何を持ち出すか、非常持出袋はどこにおくか。 

ｆ 家族間の連絡方法と最終的に落ち合う場所はどこにするか。 

ｇ 昼の場合、夜の場合の家族の分担。 

(ｲ) 防災訓練に積極的に参加し、避難行動を実践的に身につけるものとする。 

(ｳ) 指定避難所での生活に最低限必要な食料、水、衣類等生活必需品、医薬品、携帯

ラジオ、携帯電話用モバイルバッテリー等をいつでも持ち出せるように備えておく

ものとする。 

カ【企業等において実施する計画】 

帰宅困難者対策 

(ｱ) 公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が発生し

た場合、従業員等を一定期間事業所等内に留めておくことができるよう、必要な物

資の備蓄等に努めるものとする。 

(ｲ) 駅のターミナルビル等では飲料水、食料、毛布等を配布できる体制を整えるとと

もに、携帯電話等の充電サービスを提供できるよう非常用発電機の整備に努めるも

のとする。 

 

２ 避難場所等の確保 

(1) 現状及び課題 

災害の危険が切迫した場合の住民等の安全を確保するために、その危険から緊急的に逃

れるための避難場所を、あらかじめ指定しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

(ｱ) 市は、公園、公民館、学校等の公共的施設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、

想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、その管

理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定

緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所について、

必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収

容人数等について、住民への周知徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難

所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーシ

ョン等の多様な手段の整備に努めるものとする。なお、指定した指定緊急避難場所、

指定避難所については、市町村地域防災計画に掲載するものとする。 

(ｲ) 指定緊急避難場所については、洪水、崖崩れ、土石流、地すべり、地震、大規模

な火事、内水氾濫（一時的に大量の降雨が生じた場合に下水道等の排水施設又は河

川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水）、噴火に伴う火
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山現象の各現象に対応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺等

に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのあるものがない

場所であって、災害発生時に迅速に指定緊急避難場所の開放を行うことが可能な管

理体制を有するものを指定するものとする。なお、指定緊急避難場所となる都市公

園等のオープンスペースについては、必要に応じ、火災の輻射熱に対して安全な空

間とすることに努めるものとする。 

(ｳ) 市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に

利便を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所の

相互提供等について協議しておくものとする。 

(ｴ) 指定緊急避難場所については、他の市町村からの被災住民を受け入れることがで

きるよう配慮するものとする。 

(ｵ) 市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難

所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法について

あらかじめ定めるよう努めるものとする。 

イ【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

(ｱ) 県有施設について市の指定緊急避難場所の指定に協力する。 

(ｲ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職員は平常時から避難経路上の障

害物の除去等を行い、その確保に努める。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 管理施設について、市町村の指定緊急避難場所の指定に協力するものとする。（全

機関） 

(ｲ) 要配慮者利用施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導するため、

施設利用者の個々の態様に配慮した避難体制の確立を図り、職員及び施設利用者に

周知徹底するとともに、近隣の施設等との密接な連携の下に、災害時における施設

利用者の緊急受入等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

 

３ 避難所の確保 

(1) 現状及び課題 

災害時に被災者の避難及び救援を円滑に実施するために、これらの用に供する適切な施

設を平時から指定しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

(ｱ) 指定避難所については、避難者を滞留するために必要となる適切な規模を有し、

速やかに被災者等を受け入れることが可能な構造又は設備を有する施設であって、

想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な

場所にあるものを指定するものとする。 

(ｲ) 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者、医療的ケ

アを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定 避難
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所を指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、

人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるも

のとする。 

(ｳ) 市は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生

した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、

主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指

定するものとする。 

(ｴ) 指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場

所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に

避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう

努めるものとする。 

(ｵ) 市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくること

がないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際

に、受入れ対象者を特定して公示するものとする。 

(ｶ) 市は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に

調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避

難所へ直接避難することができるよう努めるものとする。 

(ｷ) 市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育の場であることに

配慮するものとする。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを

確認の上、指定避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関

係部局や地域住民等の関係者と調整を図るものとする。 

(ｸ) 市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に

利便を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所、

指定避難所の相互提供等について協議しておくものとする。 

(ｹ) 指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保する

ために、換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努めるものとする。なお、設備の整

備に当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止することを想定した整備に努め

るものとする。 

(ｺ) 避難所の感染症対策については、第３章第１７節「保健衛生、感染症予防活動を

踏まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、

感染者患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携

して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国や独

立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多

くの避難所の開設に努めるものとする。 

(ｻ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難

の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮するものとする。また、
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停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再 生可能エネルギーの活

用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

(ｼ) テレビ、携帯ラジオ等避難者による災害情報の入手に資する機器の整備を図るも

のとする。また、要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行うものとする。 

(ｽ) 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、携帯ト

イレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、パー

ティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感

染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。また、灯油、Ｌ

Ｐガスなどの常設に努めるものとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮

者、女性、子供にも配慮するものとする。 

(ｾ) 避難行動要支援者を安全かつ適切に避難させるため、地域住民の助け合いの力等

による避難行動要支援者一人ひとりの状況に即した避難支援体制を確立する。なお、

災害発生時に避難所となる公共施設については、段差解消やスロープの設置等要配

慮者に配慮した施設整備を行うと共に、必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 

(ｿ) 医療機関、社会福祉施設等との密接な連携の下に、災害発生時における避難行動

要支援者の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

(ﾀ) 公有地はもとより民有地についても極力安全空間の確保に努め、今後開発される

地域においても、その計画が指定緊急避難場所及び指定避難所としての条件を満た

すよう協力を求めていくものとする。 

(ﾁ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）、長野県避難所T

KBスタンダード等を参考として、各避難所の運営マニュアル等の整備に努めるもの

とする。 

(ﾂ) マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識

等の普及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主

体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。特に、夏季

には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努め

るものとする。 

(ﾃ) 指定避難所として指定した学校等の施設については、備蓄のためのスペース確保

や通信設備の整備等に努めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量

の拡大に努めるものとする。 

(ﾄ) 指定避難所については、他の市町村からの被災住民を受け入れることができるよ

う配慮するものとする。 

(ﾅ)  安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避

難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法につい

てあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

(ﾆ) 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避

難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

(ﾇ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保の
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ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努めるものとす

る。 

イ【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

(ｱ) 市の避難所運営の参考となるよう「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令

和４年３月改定）について新たな知見、近年発生した災害の教訓を踏まえ適切な見直

しに努めるとともに、良好な環境の確保のため、特にトイレ（衛生）、キッチン（食

事）、ベッド等（睡眠）については、水準目標(以下「長野県避難所TKBスタンダード」

という。) を示すよう努めるものとする。（危機管理部） 

(ｲ) 県有施設について市の指定避難所の指定に協力する。（県有施設管理部局） 

(ｳ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職員は平常時から避難経路上の障

害物の除去等を行い、その確保に努める。（県有施設管理部局） 

(ｴ) 市が指定避難所として指定した学校等の県有施設については、備蓄のためのスペ

ースや通信設備の整備等に努める。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大

に努めるものとする。（県有施設管理部局） 

(ｵ) 避難所の感染症対策については、第３章第１７節「保健衛生、感染症予防活動」

を踏まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、

感染者患者が発生した場合の対応を含め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必

要な措置を講じるよう努めるものとする。また、必要な場合には、国や独立行政法

人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、市町村による可能な限

り多くの避難所の確保に協力するものとする。 

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、 

マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避 

難の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者への配慮について支援を行うもの 

とする。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可 

能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行うものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 管理施設について、市の指定避難所の指定に協力するものとする。（全機関） 

(ｲ) 要配慮者が利用する施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導する

ため、施設利用者の個々の態様に配慮した避難体制の確立を図り、職員及び施設利

用者に周知徹底するとともに、近隣の施設等との密接な連携の下に、災害時におけ

る施設利用者の緊急受入等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

 

４ 住宅確保体制の整備 

(1) 現状及び課題 

住居の被災により避難生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安定する

よう速やかな住宅の確保が必要となる。このため県及び市は相互に連携し、住宅情報の提

供または住宅の提供を行う体制を整備する必要がある。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する計画】 

(ｱ) 利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災者に住宅を提供する体制を整備するも

のとする。 

(ｲ) 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を

提供する体制を整備するものとする。 

(ｳ) 応急仮設住宅の建設用地については、指定緊急避難場所及び指定避難所との整合

を図りながら候補地を選定し、学校の敷地を用地等として定める場合には、学校の

教育活動に十分配慮するものとする。 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合における、入居者の決定等住宅供給方法等について、

県と相互に連携した体制の整備を図るものとする。 

(ｵ) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する体制を整備するものとする。 

(ｶ) 被災周辺市町村は、利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供

する体制を整備するものとする。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 利用可能な県営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供する体制を整備する。

（建設部） 

(ｲ) 賃貸住宅管理者等から利用可能な賃貸住宅等の情報提供を受け、被災市町村に情

報提供する体制を整備する。（建設部） 

(ｳ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(公社)長野県宅地建物取引業協会、（公社）

全日本不動産協会長野県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会との協定

に基づき連携を強化する。（建設部） 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合、災害救助法第４条第１項第１号に規定する応急仮

設住宅等を提供するため、供給体制の整備を図る。（建設部） 

ａ 賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供する体制

を整備する。 

ｂ (一社)プレハブ建築協会、 (一社)全国木造建設事業協会及び(一社)長野県建設

業協会、（一社）日本RV・トレーラーハウス協会及び（一社）日本ムービングハウ

ス協会との「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき連携を

強化する。 

ｃ 入居者の決定等住宅供給方法等について、市町村と相互に連携した体制の整備図

る。 

 

５ 在宅避難者等の支援 

(1) 現状及び課題 

以下の者については、支援に関する情報が届きにくくなり、生活再建に遅れが生じる恐

れがあるため、速やかに避難先を把握する必要がある。 

ア 在宅避難者（被災者の中で避難所に居場所を確保できず、やむを得ず被災した自宅に

戻って避難生活を送っている者又はライフライン等が途絶した中で不自由な生活を送
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っている者をいう。以下同じ。) 

イ 親戚宅等避難者（親戚・知人宅等避難所以外の多様な避難先へ避難した者をいう。以

下同じ。加えて在宅避難者は不自由な生活が長期化すれば、健康を害する恐れが高まる

ため、住まいの状況を把握し適切な支援につなげる必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】 

(ｱ) 住家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、

避難所での炊き出し等において、半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等

避難者の避難先や住まいの状況を把握し、関係機関で共有できるよう、体制整備に

努めるものとする。 

(ｲ) 避難行動要支援者以外の状況把握 

民生・児童委員、社会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、

地域の支え合い等の協力を得て、プライバシーの保護に十分配慮しつつ、避難行動要

支援者以外についても保健福祉サービスの必要がある者の把握に努めるものとする。 

イ【県が実施する計画】 

在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や住まいの状況を的確に把握できるよう、市

町村とともに調査方法の検討を行った上で、必要な支援に努める。 

 

６ 学校における避難計画 

(1) 現状及び課題 

地震発生時、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下、この節にお

いて「学校」という。）においては、幼児及び児童生徒（以下この節において「児童生徒

等」という）の生命、身体の安全確保に万全を期すとともに、緊急事態に備え迅速かつ的

確に対応できる綿密な保護対策としての防災応急対策を実施する必要があることから、学

校長は、児童生徒等の保護について次の事項に十分留意し、避難対策計画を具体的に定め

ておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市（教育委員会）が実施する計画】 

県が実施する計画の例に準じて、市の防災計画等を踏まえ、適切な対策を行うものと

する。 

イ【県が実施する計画】 

県立の学校においては、多数の児童生徒等を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生

命の安全を確保するために、立地条件等を考慮し学校の実態に即し、避難場所、経路、

時期及び誘導並びにその指示、伝達の方法等、適切な避難対策をたてておく。 

また、私立学校に対し迅速かつ適切な避難行動が図られるよう避難計画の一層の充実

を指導する。 

(ｱ) 防災計画（教育委員会） 

ａ 学校長は、地震災害が発生した場合に児童生徒等の安全を確保するため防災計
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画を作成しておく。なお、この計画作成にあたっては当該市町村、警察署、消防

署及びその他の関係機関と十分協議する。 

ｂ 学校長は、防災計画を作成又は変更したときは、速やかに、県教育委会（以下

「県教委」という。）に報告するとともに、教職員、児童生徒等及び保護者に周

知徹底を図る。 

ｃ 防災計画には、以下の事項を定めておく。 

(a) 地震対策に係る防災組織の編成 

(b) 地震に関する情報の収集と学校、教職員及び保護者への伝達の方法 

(c) 県教委、当該市町村、警察署、消防署及びその他関係機関への連絡方法 

(d) 夜間、休日等における緊急時の教職員等の連絡及び招集方法 

(e) 児童生徒等の避難・誘導と検索の方法 

(f) 児童生徒等の帰宅と保護の方法 

(g) 児童生徒等の保護者への引き渡し方法 

(h) 児童生徒等が登下校の途中で地震にあった場合の避難方法 

(i) 児童生徒等の救護方法 

(j) 初期消火と重要物品の搬出の方法 

(k) 施設・設備の災害予防、危険箇所、危険物（危険動物を含む）の点検方法 

(l) 避難所の開設への協力（施設・設備の開放等） 

(m) 防災訓練の回数、時期、方法 

(n) 教職員、児童生徒等に対する防災上の教育及び保護者に対する広報の実施 

(o) 震災後における応急教育に関する事項 

(p) その他、学校長が必要とする事項 

(ｲ) 施設・設備の点検管理（教育委員会） 

学校における施設・設備の点検管理は以下の事項に留意し、適切に行う。 

ａ 日常的に児童生徒等がよく利用する施設空間（教室、昇降口、階段等）や遊具

等が、地震の作用によりどのような破損につながりやすいかに留意して点検する。 

ｂ 定期的に非常階段、消火栓等の防災施設や薬品庫等の施設・設備を各担当者が

点検する。 

ｃ 設備や備品等の設置方法・場所が適当か、転倒、落下等の防止の措置がされて

いるかについて点検する。 

(ｳ) 防火管理（教育委員会） 

地震災害での二次災害を防止するため防火管理に万全を期する。 

ａ 日常点検は、職員室、給食調理室、用務員室、理科室、家庭科室等火気使用場

所及び器具を点検し、消火用水や消火器等についても点検する。 

ｂ 定期点検は、消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、避難

誘導灯及び貯水槽等の器具・設備等の機能を精密に点検する。 

(ｴ) 避難誘導（教育委員会） 

ａ 避難経路及び避難先は、第一、第二の避難経路及び避難先を設定し、あらかじめ
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保護者に連絡し周知徹底を図る。 

ｂ 防災計画の「児童生徒等の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、以下の

事項に留意する。 

(a) 児童生徒等の行動基準並びに学校や教師の対処、行動を明確にする 

(b) 全職員の共通理解がなされ、個々の分担を明確にする 

(c) 遠足等校外活動中の災害発生等の場合にも対応できるものとする 

(d) 登下校時、在宅時における災害発生時の場合にも対応できるものとする 

(ｵ) 私立学校に対する指導（県民文化部） 

私立学校については、県立学校の対策に準じて整備するよう指導する。 

 



 



―震災対策編―第２章 災害予防計画  

 

 

第１１節 孤立防止対策 

第１２節 食料品等の備蓄・調達計画  

第１３節 給水計画 

第１４節 生活必需品の備蓄・調達計画 

第１５節 危険物施設等災害予防計画 

第１６節 電気施設災害予防計画 

第１７節 都市ガス施設災害予防計画 

第１８節 上水道施設災害予防計画 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第１９節 下水道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

下水道は、水道、電気、ガス等と並び、市民の安全で清潔かつ快適な生活環境の確保のために

必要不可欠なライフラインの一つであり、一日たりとも休むことのできない重要な施設である。

そのため、地震等の災害時においてもライフライン機能を確保し、地震に強いまちづくりに資す

る下水道整備を推進することが肝要である。このため、地震による被害が予想される地域、老

朽化の進んだ施設等については改築、補強に努め、今後建設する施設については、地質、構

造等の状況に配慮し、耐震性の強化等の対策に努める。 

また、被害の予防を図るとともに、被災時における復旧活動を円滑に実施するために、緊

急連絡体制の確立、応急資材の確保、復旧体制の確立を図る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 新耐震基準に基づき、施設の整備、補強、改築を実施する。 

２ 緊急連絡体制、被災時の復旧体制の確立を図る。 

３ 緊急用、復旧用資材の計画的な確保に努める。 

４ 下水道施設台帳の整備・更新を図る。 

５ 管渠及びポンプ施設の排水系統の二重化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

(1) 現状及び課題 

ア 市内の下水道普及率は96％を越え、当初に整備された管路施設で、老朽化基準の30

年を超える古い管渠も、毎年増加をしてきている。これらの管渠の布設替えも含め耐震

構造化や点検等による危険箇所の早期発見、修理補強の必要がある。 

イ 汚水処理施設(白樺湖浄化センター)においては、保有する薬品、燃料等による二次災

害が発生しないよう十二分に配慮する必要がある。 

(2) 実施計画 

【県（諏訪建設事務所)及び市が実施する計画】（都市建設部） 

ア 重要な管路施設及び汚水処理施設のうち、地盤が軟弱な地域に布設されているもの、

老朽化の著しいものから重点的に調査を実施し、必要に応じて補強等の対策を講ずる。 

イ 新たに整備する下水道施設については、土質調査等を実施し、新耐震基準に適合した

耐震対策を講ずる。 

ウ 管路施設の耐震対策 

既存施設の全てに耐震対策を講ずることは困難であるが、ある程度の被害を受けても

下水排除について最小限の機能を確保することは必要である。次のような下水道幹線管

渠を優先して地震対策を講ずるものとする。 

(ｱ) 諏訪湖流域下水道の幹線に直結する公共下水道の幹線管渠 
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(ｲ) 河川、軌道等を横断する幹線管渠 

(ｳ) 復旧が極めて困難と予想される幹線管渠 

(ｴ) 各処理地区の硫化能力を確保するために必要な幹線管渠 

以上の他、既存施設の点検を行い、整備事業当初の老朽化が著しいものについての補

強、更新整備を図っていくものとする。 

エ ポンプ施設､汚水処理施設の地震対策 

ポンプ施設や処理場では震災時においても最低限の機能としての排水機能を確保す

る必要があるので、放流先の状況や地域の実情を十分に考慮した上での簡易処理や消毒

処理についても検討しておくこととする。 

また、停電や断水による二次的災害に対しても速やかな対応ができるよう適切な対策､

工法等の採用により耐震性の向上に努め、被害を最小限に食い止める必要がある。 

 

２ 緊急連絡体制、復旧体制の確立 

(1) 現状及び課題 

災害発生時において、迅速かつ的確に情報を収集し、速やかに応急対策を実施するため、

緊急連絡体制、復旧体制、災害時の緊急的措置等を定めた災害対策要領等をあらかじめ策

定する必要がある。 

また、復旧体制については、水道課及び関係業者の手持ち資機材だけでは対応不十分と

なることが予想されるため、あらかじめ他の地方公共団体との間で広域応援協定や民間事

業者等との災害時の支援協定を締結する必要がある。 

【県(諏訪建設事務所)及び市が実施する計画】（都市建設部） 

ア 災害時の対応を定めた災害対策要領等を策定する。 

イ 災害対策要領等に定められた対応が確実に機能するよう、訓練を実施していくことと

する。 

ウ 復旧体制について、他の地方公共団体との広域応援体制や民間業者との協力体制を確

立しておくこととする。 

 

３ 緊急用、復旧用資材の計画的な確保 

(1) 現状及び課題 

被災時には、被災の状況を的確に把握するため及びライフラインとしての下水道の機能

を緊急的に確保するため、緊急用資機材が必要となるこれらの資機材について、平常時か

ら計画的に購入、備蓄しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

【県(諏訪建設事務所)及び市が実施する計画】（都市建設部） 

発電機､ポンプ､止水栓､テレビカメラ等の緊急用､復旧用資機材を計画的に購入備蓄す

る。 
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４ 下水道施設台帳の整備・拡充 

(1) 現状及び課題 

下水道施設台帳は、下水道の諸施設を適切に管理するため、下水道法においてその調整

及び保管が義務づけられている。 

下水道施設等が震災等により被災した場合、その被害状況を的確に把握するためには、

当該台帳等から確実かつ迅速に、データの検索等ができるようにする必要がある。 

(2) 実施計画 

【県(諏訪建設事務所)及び市が実施する計画】（都市建設部） 

下水道施設台帳の適切な調製･保管に努める。また、必要に応じて台帳の電子化(デー

タベース)を図り、確実かつ迅速なデータ検索等ができるようになるまで情報化を推進す

る。 

 

５ 管渠及び汚水処理施設のバックアップ機能の確保 

(1) 現状及び課題 

下水道は、市民の生活に欠くことのできないものとして、一日たりとも休むことのでき

ない施設であり、万一被災した場合においてもライフラインとしての機能を確保できうる

体制を整えておく必要がある。 

(2) 実施計画 

【県(諏訪建設事務所)及び市が実施する計画】（都市建設部） 

必要に応じての管渠施設の多重系統化､分散化、さらに汚水処理施設の最低限の機能保

持のため、その代替性の確保に努めるものとする。 
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第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

災害時において通信の途絶は、災害応急対策の遅れ、情報の混乱を招くなど社会に与える

影響は非常に大きい。これらを未然に防止するよう機関ごとに予防措置をとる。 

 

第２ 主な取組み 

１ 各機関は緊急時における通信手段の確保、整備を図る。 

２ 県は通信施設の地震対策、災害に強い通信手段の整備及び災害情報処理システムの整備を

図る。  

３ 市は通信施設の地震対策、災害に強い通信手段の整備を図る。 

４ 電気通信事業者は通信施設の地震対策、迅速な情報収集体制の確立を図る。 

５ 放送機関は通信施設の地震・停電対策、災害時の運用体制の確立を図る。 

６ 警察機関は通信機器の風水害対策、情報収集体制の強化を図る。 

７ 通信ケーブルの地中化を推進する。  

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急時のための通信確保 

(1) 現状及び課題 

災害時においては、通信施設の被災、通信量の飛躍的な増大などにより通信回線が一時

的に利用不能または輻輳の発生する恐れがある。このため被災情報の収集伝達、災害対策

に必要な通信を確保するため緊急時用通信施設、機器及び運用体制の確立が必要である。 

(2) 実施計画 

各機関において、有線・無線系および地上・衛星系による通信回線の多ルート化、中枢

機能の分散化、機器の二重化、移動体通信機器の整備を図るほか、緊急時のための通信施

設、機器を整備する。通信施設の整備に当たっては、自機関関係各所はもとより、自機関

以外の防災関係機関との情報伝達できる手段についても配慮するものとする。 

また、非常通信を行う場合に備え、あらかじめ通信を依頼する無線局を選定しておく。

この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、実効性の確保に留意する。 

 

２ 市防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

ア 移動系 

昭和５９年度から導入し、デジタル化の更新事業に伴い、平成２８年度に避難所として

指定している市内全小中学校、保育園、市関係施設、別荘等の管理事務所、市内の全区・

自治会に、トランシーバー型の携帯機を配備し充実を図り、令和４年度末の時点で、基地

局・固定局を含め、２２５台の移動系防災行政無線を運用している。 
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イ 同報系 

(ｱ) 災害時に、全市一斉緊急通報を行うため、昭和６０年度から３ヶ年間整備し、デジタ

ル化への更新工事を平成２７・２８年に実施して、屋外拡声受信装置(子局)は増設分を

含め１８５基設置した。 

また、デジタル化への更新工事に併せ、防災無線を聞くことができる区内放送施設整

備の充実及び同報系戸別受信機の配備を促進し、令和３年度末の時点で、９９の区・自

治会で防災無線を聞くことができる区内放送の整備を完了したが、更に普及を図る必要

がある。 

(ｲ) 同報系戸別受信機を設置していない場合に、市防災行政無線の放送内容を聞き直

すことができる「フリーダイヤル（0120-610254）を開設した。 

ウ 放送が聞こえにくい地域等の解消 

平成１３年度に防災行政無線放送ダイヤル「こうほうちの」を開設し、平成１５年度は

「防災メール配信」を開始、平成１７年１月には「ビーナチャンネル」での配信もできる

ようになり、聞こえにくい地域及び観光客等への災害情報等の配信を図っている。 

エ その他の情報伝達手段 

(ｱ) 市防災行政無線に連動し、内容を文字化してＳＮＳ等で通知するシステムを運用して

いる。通知連動先は以下のとおりである。(令和4年4月現在) 

a 防災行政無線メール配信サービス 

b 茅野市ＬＩＮＥ公式アカウント 

c 信州諏訪ＬＣＶ ＦＭ７６９ 

d 信州防災アプリ 

(ｲ) 諏訪圏域において大規模災害が発生した場合に備え、「臨時災害放送局の開設及

び運用に関する協定」を諏訪広域連合とエルシーブイ（株）で締結している。加え

て、インターネットを利用した「公共情報コモンズシステム」や携帯電話会社３キ

ャリアのサービスである「緊急速報メール（エリアメール等）」を運用している。 

〔資料１３〕市防災行政無線の設置状況 

〔資料１７-２〕臨時災害放送局の開設及び運用に関する協定 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

ア 国から時間的余裕のない事態の発生を知らせる緊急情報(緊急地震速報等)が発せられた

場合に備え、全国瞬時警報システム（J-ALAERT）を整備・運用し、同報系防災行政無線を

自動起動することにより市民へ直接伝達することができるよう、常時運用可能な状態に維

持する。 

イ 市民への情報伝達手段として有効な同報系防災行政無線が、区内放送施設の屋内戸別

受信機で受信できるよう、時限付きで整備に必要な費用の補助金を増額する。 

ウ 同報系防災行政無線の難聴地域については、フリーダイヤル「こうほうちの」、防災

メール配信及びビーナチャンネル等より難聴地域を解消していく。 

エ 防災行政無線が災害時に運用できるように、機器の保守管理を十分に行い、また、耐
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震性の強化に努める。 

オ 移動系防災行政無線の運用について、多くの職員が取り扱えるように、通信訓練を実

施する。この場合、活動体制計画を考慮し、災害時に運用要員が不足しないよう、各部

署において複数の職員に対して訓練（教育）を行う。 

訓練内容 

○ 平常業務における運用を積極的に進める。 

○ 多くの職員を対象に通話試験を実施する。 

○ 他の機関と連携した通信訓練を実施する。 

○ 総合通信訓練を年２回程度実施する。 

○ 通信用マニュアルを作成し関係部署へ配布する。 

カ 市防災行政無線のデジタル化による、地域防災系の防災行政無線の導入を計画的に推

進し、災害時における指定避難所及び緊急時の避難場所との通信手段を構築する。 

また、防災・生活関連機関、自主防災組織などで相互間通信を行える無線施設の整備

を推進する。 

 

３ 県防災行政無線通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

県と市町村及び防災関連機関相互の災害時における迅速かつ的確な情報の収集・伝達を

図るため、地上系防災行政無線及び衛星系防災行政無線を整備している。また、現場の情

報を伝達するため、衛星携帯電話を県機関に配備している。 

今後も設備の老朽化に伴う更新を計画的に行う必要がある。 通信施設については、次

の災害予防対策を行っている。 

ア 各無線通信施設の耐震診断を実施済である。 

イ 各無線局には、非常用電源装置として発動発電機を設置している。 

ウ 各無線局の通信機器の据付にあたっては転倒防止・揺れ止め施工をしている。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき未整備市町村については整備推進を図るほか、

住民への情報伝達手段として有効な同報系並びに防災・生活関連機関、自主防災組織な

どで相互間通信を行える移動系の防災行政無線の整備を図る。また、ＩＰ通信網やケー

ブルテレビ網等の活用を図り、通信施設については、耐震性など災害予防対策を図る。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 幹線系の途絶を防止するため、衛星系を含めた通信経路の多ルート化および中枢 

機能の分散化を図る。（危機管理部、総務部、建設部） 

(ｲ) 被災地との通信確保のため、移動体通信機器、施設の充実化を推進する。（危機 

管理部、建設部） 

(ｳ) 被災情報の迅速な処理、災害予測を図るため、情報処理機器を活用した防災情報 

処理システムについて研究を行う。（危機管理部、建設部） 
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(ｴ) 各無線局において通信機器および予備電源装置の取扱の習熟のため訓練を行う。 

（危機管理部、総務部、建設部） 

(ｵ) 通信機器の動作状態を遠隔監視するほか定期保守点検を実施し、常時運用可能な 

状態に維持する。（危機管理部、総務部、建設部） 

 

４ 電気通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

従来の地震対策は、関東大震災クラス（震度６弱）を想定した災害対策を実施してきた

が、震度７を想定した耐震対策との危機管理体制を整備する必要がある。また、電話の不

通による社会不安や、生活への支障を除去するため、住民等に対して迅速な情報提供が重

要となることから、各関係機関相互の連携を強化する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

東日本電信電話（株）等の電気通信事業者との間において、情報収集系統を確立する

とともに、平常時より連携を強化する。 

イ【県が実施する計画】 

東日本電信電話（株）等の電気通信事業者との間において、情報収集系統を確立する

とともに、平常時より連携を強化する。 

ウ【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱

が実施する計画】 

非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体の被害想定を考慮した基

幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復旧機材の配備、通信ふくそう対

策の推進など、電気通信設備の安全信頼性強化に向けた取り組みを推進することに努める

ものとする。 

また、災害に強い通信サービスの実現に向けて下記の施策を逐次実施するものとする。 

(ｱ) 建物・鉄塔および端末機器等の耐震対策 

a 震度７でも通信設備の機能が最低限維持できるように、建物・鉄塔等耐震診断

を実施し、耐震性の低いものについて、耐震補強を実施するものとする。 

B 事務室設置のシステム等端末設備類の耐震性についても、震度７に耐えられる

よう補強するものとする。 

(ｲ) 電気通信設備の停電対策予備エンジンの配管設備を含めた予備電源装置の耐震確

保、及び蓄電池の維持等の停電対策強化を図るものとする。 

(ｳ) 設備監視体制 通信ネットワークの集中監視・制御センターが被災しても対応でき

るよう、他のセンターからの相互バックアップ機能を確立するものとする。 

(ｴ) 重要ファイルの管理 交換機の運転ファイル、社内情報処理システム等の重要ファ

イルを複数拠点で 分散保管し、信頼性の向上を図るものとする。 

(ｵ) 緊急受付窓口の強化 災害時に多発する故障受付、臨時電話の申込時に迅速に対応

できるよう、緊急 受付窓口体制を確立するものとする。 
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(ｶ) 災害時優先電話の活用 現状の災害時優先電話の範囲を災害対策基本法に基づく、

指定機関の災害対策 の指揮・指導する立場の責任者宅まで拡大するものとする。 

(ｷ) 災害時用公衆電話（特設公衆電話）の早期設置による通信確保指定避難所に合わせ

た災害時用公衆電話（特設公衆電話）設置台数等のマニュ アル化を行い、緊急時に

おける早期通信を確保するものとする。 

(ｸ) 被災状況の早期把握 通信孤立地域を早期に把握し、解消するため、県及び市町村

等防災関係機関との情報連絡体制の強化を図るものとする。 

(ｹ) 危機管理、復旧体制の強化 

a 社内情報連絡ツールの充実 

b 災害発生直後に出勤できる被害調査隊と復旧隊の編成準備・配置 

(ｺ) 電気通信設備の停電対策 移動電源車、移動用発動発電装置の配備及びバックアッ

プ蓄電池による保持に 努めるものとする。 

 

５ 放送施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

ア 日本放送協会（松本支局） 

地震災害に際して放送の送出および受信を確保するため、災害対策を確立して、 対

策措置を円滑に実施し、公共放送としての協会の使命を達成するため平常時から放送所

や機器等の整備に努めている。 

 ・放送施設、局舎の耐震補強 

イ 信越放送㈱ 

地震等の非常災害に備えてラジオ・テレビ放送の送信・受信を確保するために、「地

震・災害緊急放送マニュアル」を作り、「地震報道対策会議」を設置し災害対策を確立

して平常時から対策の円滑な実施が図れるよう心掛け、放送局としての使命を果たすべ

く努力している。 

(ｱ) 放送施設、局舎の補強 

高圧受電設備、自家用発電設備、送信設備の耐震対策は完了している。 

(ｲ) 自家用発電装置は、放送用、一般用と別に備えてあり、放送用は110時間連続運転

可能であり、また無停電装置もラジオ、テレビと別に設置している。 

(ｳ) 衛星を使った移動中継設備ＳＮＧを長野と松本に配備している。 

ウ ㈱長野放送 

災害に際し放送を確保するため、「非常災害時の基本マニュアル」を策定、以下の項

目について放送施設を整備し有事に備えている。 

(ｱ) 演奏所、送信所、各中継所については、できるだけ予備系統を設ける。（放送装

置の現用予備２台化等） 

(ｲ) 上記の放送施設内には、予備電源を設置し、商用電力の停電に備える。 

(ｳ) 上記の放送施設内には、放送設備に耐震対策（固定化）を施す。 

(ｴ) 毎年、冬季前に無電設備の総点検を実施し、劣化機器の洗い出しを行う。 



風水害対策編 第２章 災害予防計画 第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

J-2-21-6 

エ ㈱テレビ信州 

災害の発生に際し、放送を確保するため「非常災害対策要綱」を策定し、放送設備等

の被害を最小限にとどめるよう以下の措置をとっている。  

(ｱ) 局舎の耐震性について 

演奏所、送信所、中継局の建物は、十分耐震構造だが、更新時には見直しをして

万全を期すようにしている。 

(ｲ) 電源設備について 

演奏所、送信所、中継局には、自家発電設備等非常用電源設備を設置している。 

(ｳ) 非常災害対策訓練の実施 

災害時に迅速適切な措置がとれるよう全社規模の訓練を実施している。 

オ 長野朝日放送㈱ 

地震災害などの非常災害が発生または発生する可能性がある場合は、当社「非常災害

対策要領」に基づき、放送の送出および受信を確保し、防災および取材体制の充実を図

る。また、放送設備等については、以下の措置をとっている。 

(ｱ) 社屋の耐震性について 

社屋は平成３年竣工であり新基準により建設されているため耐震性は十分ある。 

(ｲ) 電源設備について 

自家発電及び無停電設備により停電時に備えている。 

(ｳ) 放送設備について 

災害時に必要な情報を早急に最小限の人員で放送できるようにテロップ・ スーパ

ーは準備している。 

カ 長野エフエム放送㈱ 

非常災害等における放送を確保するために、「非常災害対策要領」を策定しこれに基

づいた放送施設の防災対策を実施している。 

(ｱ) 放送施設の耐震固定の実施 

(ｲ) 予備放送設備の整備 

(ｳ) ＣＳ衛星経由によるネットキー局との放送回線の確保 

(ｴ) 非常災害時緊急音声放送割込み設備及びＦＭ文字多重放送の文字「緊急警報情報」

チャンネルの稼働 

キ エルシーブイ㈱ 

非常災害に際し、テレビ・ラジオの放送を確保する為に「緊急時対応マニュアル」を

策定し、以下の措置をとっている。 

(ｱ) 演奏所、ＦＭ送信所、ケーブルテレビヘッドエンド自家発電又は無停電電源装置

を設置し停電時に備えている。 

(ｲ) 線路設備 

各増幅器の給電には、停電時に備えてバッテリーを装備している。 

(ｳ) 非常災害訓練 

非常時には迅速な体制が取れるように訓練を実施している。 
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(2) 実施計画 

ア【日本放送協会が実施する計画】 

平常時から実施している災害予防対策に加えて、施設の補強、放送機器の落下・転倒

防止等の対策を図る。当面は、テレビモニター、パソコンラック（ディスプレイ、プリ

ンター）等の耐震補強対策を行う。また、停電対策として非常電源設備の充実を推進す

る。 

イ【信越放送㈱が実施する計画】 

演奏所などの施設の防護、補強、放送機器などの落下・転倒防止対策を行う。また、

無停電装置のバックアップを図り、老朽化している受電設備の更新、局舎の耐震を加味

した改修、連絡無線網の整備、機能向上を図る。 

ウ【㈱長野放送が実施する計画】 

(ｱ) 定期的な放送施設の補修、点検、補強を行う。 

(ｲ) 予備電源の燃料、バッテリーの定期的な補充点検と更新を行う。 

(ｳ) 陸上移動局等、無線通信機器の増強に努める。 

エ【㈱テレビ信州が実施する計画】 

(ｱ) 災害復旧および取材活動を迅速に進めるための連絡手段（ＶＨＦ無線機等）を充

実させる。 

(ｲ) 演奏所と送信所を結ぶＳＴＬの予備回線を検討している。 

オ【長野朝日放送㈱が実施する計画】 

放送回線・通信回線の拡充を図る。 

(ｱ) 衛星通信基地局に送信装置を追加 

(ｲ) 衛星通信サービスを受けるための設備に可搬型を追加導入し、災害時の通話回線

確保 

(ｳ) 衛星通信車載局の随時の整備点検 

カ【長野エフエム放送㈱が実施する計画】 

(ｱ) 設備の耐震基準（震度４以上）の見直しを行うものとする。 

(ｲ) ＳＴＬ送受信空中線導波菅の耐震フレキシブルへの改修を行うものとする。 

(ｳ) ＦＭ送信空中線給電系の２ルート化を行うものとする。 

(ｴ) 演奏所電源系改修を行うものとする。 

(ｵ) ＳＴＬ非常回線の設置を検討するものとする。 

(ｶ) 非常用送信機設置等を実施する。 

キ【エルシーブイ㈱が実施する計画】 

放送施設が被災した場合は、状況を把握し放送継続のための対応を含めた放送体制を

確保し、早急な復旧を図る。 

(ｱ)コミュニティＦＭ対策 

ａ 演奏所が被災した場合 

予備機器等を使用し、放送の復旧を図る。完全に機能を失った場合は、使用可

能な機器により、親局から直接放送を行う。 
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ｂ 親局、中継局ともに被災した場合 

状況を確認し、親局の復旧を優先し対応する。 

ｃ 中継回線が被災した場合 

本社と親局間については、無線による伝送を行い、放送を確保する。 

(ｲ)ケーブルテレビ対策 

ａ 演奏所が被災した場合 

中継車とヘッドエンドを直接結び、送出する。 

ｂ ヘッドエンドが被災した場合 

予備機器等を使用し、放送の確保に努める。 

ｃ 伝送路が被災した場合 

状況を確認し、復旧作業を行う。 

 

６ 警察無線通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

警察通信施設は、警察本部、各警察署及び無線中継所のそれぞれの設備に耐震対策を実

施している。特に無線中継所にあっては、平成６年度以降に建設されたものは、鉄骨造り

ＡＬＣとする等、耐震性、不燃堅牢性について強化を図っている。また、地震による長期

停電に備え、警察本部、各警察署及び主要無線中継所には、発動発電機が整備されている。

無線多重回線については、２ルート化及びグループ化の構成となり、信頼性の向上を図っ

ている。平成27年度から４ヵ年にわたってヘリコプターテレビシステムの整備を行い、被

災現場における情報収集体制の強化を図っている。災害に強い情報収集並びに連絡体制の

強化を図るため、衛星通信設備の整備を行う。 

(2) 実施計画 

【警察本部が実施する計画】 

ア 県警本部通信施設の機能損傷に対処するため、本部設備の一部２重化、応急用通信機

器の保管場所の整備を推進する。 

イ 災害現場における情報収集活動を効率的に行うため映像機器、映像伝送機器の拡充整

備を行う。 

ウ 情報の同報性、共時性を図るため衛星通信車の導入整備を行う。 

エ 無線中継局および無線基地局の増設整備を行い、サービスエリアの拡張整備を行う。 

 

７ 道路埋設通信施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

架空の通信ケーブルは、地震発生時に倒壊するおそれがあり、倒壊した場合には、交通

を遮断し緊急車両の通行や資材の搬入に支障をきたす。このため、架空から空中化を進め

る必要がある。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（都市建設部） 
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道路管理者として、通信事業者等と調整のついた箇所より、電線共同溝または、共同溝

の整備を行い、通信ケーブルの地中化の推進を図る。 



 



―震災対策編―第２章 災害予防計画  

 

 

第２１節 鉄道施設災害予防計画 

第２２節 災害広報計画 

第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

第２４節 防災都市計画 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第 基本方針 

本市は、その地形・地質から土砂災害が発生する危険がある場所を多く抱えており、地震に

起因する土砂崩壊、地すべり等による被災が懸念される。 

これら土砂災害を防止するため、国、県、市等関係機関が中心となり危険箇所を把握し、地

震防災緊急事業五箇年計画等に基づき、総合的かつ長期的な対策を講ずる。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、防災上の観点からそれらの箇所の土地に 法律に基

づき指定を行い、周知徹底を図るとともに、開発行為の制限や有害行為の防止、防災工事の

推進に加え、適切な警戒避難体制の整備を実施し、住民への周知を図る。 

２ 土砂災害警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わないものとする。地

域の状況等特別な理由があり、やむを得ず新築等行う場合は、土砂災害に備えた対策及び警

戒避難体制を構築する。 

３ 土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、著しい危害が生じるおそれのある区域

を土砂災害特別警戒区域として指定する。  

４ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等について防災対

策を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 地すべり対策 

(1) 現状及び課題 

八ケ岳一帯の山地は八ケ岳熔岩類で覆われ、柳川水系より北部は泥流、車山、八子ケ峰

及び米沢の上部山地は霧ケ峰、諏訪湖周辺火山岩類に覆われている。永明寺山及び米沢の

山地の一部は花崗岩類であり、柳川と宮川を挟んだ標高１，０００メートルより下部は、

火山灰に覆われ、西山一帯は中古生層、ちの地区の平坦地及び米沢の平坦地は沖積層であ

る。永明寺山・米沢山地の一部の花崗岩類は風化が激しいマサ土であり、水に弱く、露出

している場所においては災害の起こる可能性がある。なお、県防災計画に掲載の地すべり

危険箇所は令和5年6月1日現在、６箇所、土砂崩壊危険箇所は１４箇所である｡ 

〔資料６６〕地すべり危険箇所（県防災計画分〕 

〔資料６７〕土砂崩落危険箇所（県防災計画分〕 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等につい

て定めるものとする。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂

災害のおそれのある場合の避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路
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に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、これらの

事項を記載した印刷物（ハザードマップ等）を配布しその他必要な措置をとる。 

(ｳ) 地すべり災害の発生の発生する恐れがある場合に迅速かつ適切な高齢者等避難ま

たは避難指示を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確率

するものとする。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 地すべりの発生するおそれのある箇所を調査し、必要に応じ地すべり防止区域の

指定を行う。（建設部、林務部、農政部） 

(ｲ) 所掌している地すべり防止施設の現況を把握するため、定期的に施設点検を行う。

（建設部、林務部、農政部） 

(ｳ) 点検により地すべりが認められた場合は、移動現象を把握するための観測施設の

整備を図る等適切な処置を講ずる。（建設部、林務部、農政部） 

(ｴ) 地すべりの発生により被害を受けるおそれのある箇所を調査し、調査結果を市町

村へ提供するとともに、住民等に危害が生じるおそれのある区域について土砂災害

警戒区域等の指定を行う。（建設部） 

(ｵ) 地すべり防止工事を要する箇所について、積極的に対策事業を実施する｡（建設部、

林務部、農政部） 

(ｶ) 地すべり防止施設の状況把握に努め、機能が低下した施設については更新・機能

回復を行う。（建設部、林務部、農政部） 

ウ【関係機関が実施する計画】（地方整備局、中部森林管理局） 

(ｱ) 直轄で所掌している地すべり防止施設の現況を把握するため、定期的に施設点検を行うも

のとする。 

(ｲ) 点検により地すべりが認められた場合は、移動現象を把握するための観測施設の整備を図

る等適切な処置を講ずるものとする。 

エ【住民が実施する計画】 

ハザードマップ等についての知識を深めるとともに、避難施設その他の避難場所及び避難路

その他の避難経路の確認をしておくものとする。 

 

２ 山地災害危険対策 

(1) 現状及び課題 

当市の山腹崩壊及び土砂流出の恐れのある山地災害危険区域は、資料のとおりである。

山腹崩壊及び土砂流出の恐れのある山地災害危険地区については、令和５年４月１日現在、

山腹崩壊危険地区８１箇所、崩壊土砂流出危険地区１１８箇所である。 

〔資料６８〕山地災害危険地（県防災計画分〕 

〔資料６９〕山地に起因する災害危険箇所（市調査分〕 

〔資料７０〕民有林道における災害発生危険箇所（県防災計画分〕 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部） 

県と連携し、危険地域の周知を図り、関係住民の理解と協力を得ながら随時調査点検し、
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警戒避難体制の確立を図る。 

イ【県が実施する計画】（林務部） 

山地災害危険地区については、地震による山腹崩壊危険度、断層の有無、落石発生危険

度を加えた地震対策にも留意しており、毎年見直し調査を実施している。また、市町村及

び関係住民の理解と協力を得ながら、常にその状態について把握し、加えて、平成26年度

から航空レーザー測量データを活用して、崩壊等の危険個所の抽出を行っている。 

これらの情報を基に、市町村との連携も図りつつ対策を要する箇所について長野県強靭

化計画の「地域との協働で行う事前防災治山計画」の内容を踏まえ、治山施設整備と森林

整備による災害に強い森林づくりを計画的に推進する。 

ウ【関係機関が実施する計画】（中部森林管理局） 

国有林野内等国が直轄で所掌する山地災害危険地区については、必要に応じて見直しを行い、

対策を要する箇所について、治山施設整備及び森林整備による災害に強い森林づくりを積極的に

推進する。 

 

３ 土石流対策 

(1) 現況及び課題 

本市の地形は、傾斜した火山性扇状地であり、土石流が発生しやすい急峻で脆弱な地質の土

地が多い。また、市内には糸魚川－静岡構造線と中央構造線が縦断していることによる、大

地震が発生した場合、かなりの災害が予想される。現在土石流発生危険渓流は、令和5年6月1

日現在、市調査分２６渓流、県防災計画掲載分１１８渓流である。 

〔資料７１〕土石流危険渓流（県防災計画分） 

〔資料７２〕土石流警戒河川（市調査分） 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等につい

て定める。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂

災害のおそれのある場合の指定緊急避難場所に関する事項及び円滑な警戒避難に必

要な情報を市民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマッ

プ等）を配布しその他必要な措置を講じる。また、急傾斜地崩壊危険箇所を市民に

周知する。 

(ｳ) 土石流災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な高齢者等避難または

避難指示を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立する

ものとする。 

(ｴ) 避難のための立ち退きの万全を図るため指定緊急避難場所、指定避難所、避難経

路及び心得等をあらかじめ市民に周知する。 

(ｵ) 農業用排水施設等について危険箇所を調査し、「土砂崩壊危険箇所台帳」を整備 

する。 
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イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 土石流の発生により被害を受けるおそれのある箇所を調査し、住民等に危害が生

じるおそれのある区域について土砂災害警戒区域等の指定を行い、その結果を市町

村に提供するものとする。 

(ｲ) 砂防工事を要する箇所について、積極的に対策事業を実施するものとする。  

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 直轄で所掌している砂防施設について、定期的に点検を行い施設の現況を把握す

るものとする。 

(ｲ) 土石流による災害を未然に防ぐための予警報システムの整備を図るとともに、土石流監視

装置の整備を図るものとする。 

エ【市民が実施する計画】 

ハザードマップ等についての知識を深めるとともに避難施設その他の避難場所及び

避難路その他の避難経路の確認をしておくものとする。 

 

４ 急傾斜地崩壊対策 

(1) 現状及び課題 

崖崩れ災害を未然に防止し、また災害が発生した場合における被害を最小限度にとどめ

るために、事前措置として平素から危険予防箇所の把握と防災パトロールを強化する必要

がある。 

〔資料７３〕急傾斜地崩壊危険箇所（県防災計画分） 

〔資料７４〕急傾斜地危険箇所（市調査分） 

(2) 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（総務部、企画部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 防災パトロール等、情報の収集、予報、警報の発令及び伝達、周知方法等につい

て定める。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂

災害のおそれのある場合の指定緊急避難場所に関する事項及び円滑な警戒避難に必

要な情報を市民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマッ

プ等）を配布しその他必要な措置を講じる。また、急傾斜地崩壊危険箇所を市民に

周知する。 

(ｳ) 崖崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な高齢者等避難又は避

難指示を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立するも

のとする。 

(ｴ) 避難のための立ち退きの万全を図るため指定緊急避難場所、指定避難所、避難経

路及び心得等をあらかじめ市民に周知する。 

(ｵ) 農業用排水施設等について危険箇所を調査し、「土砂崩壊危険箇所台帳」を整備 

する。 

イ【県が実施する計画】 
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(ｱ) 崖崩れが発生するおそれのある箇所を調査し、必要に応じ急傾斜地崩壊危険区域

に指定し、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為の規制を行う

とともに、必要に応じてその所有者、管理者等に対して擁壁、排水施設、その他必

要な防災工事を施すものなど改善処置をとることを勧告する。また、防止工事とし

て所有者、管理者等が施工することが困難または不適当と認められるもについて、

防止対策事業の推進を図る。（建設部） 

(ｲ) 崖崩れの発生により被害を受けるおそれのある箇所を調査し、調査結果を市町 

村に提供するとともに、住民等に危険が生じるおそれのある区域について、土砂 

災害警戒区域等の指定を行う。（建設部） 

（ｳ） 土砂災害危険箇所台帳等に基づき､緊急度の高いものから補強、改修工事を実施

する。（農政部） 

ウ【関係機関が実施する計画】 

農業用排水路等を管理する団体においては、災害に備えた監視体制を組織化し、非常

事態が発生した場合は、市町村に緊急連絡ができるようにするものとする。 

エ【市民が実施する計画】 

ハザードマップ等についての知識を深めるとともに、避難施設その他の避難場所及び

避難路その他の避難経路の確認をしておくものとする。 

 

５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等対策 

(1) 現状と課題 

急峻な地形が多く、急流河川も多い本市では、土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所

等に立地している要配慮者利用施設がある。これらの地区については、要配慮者対策の観

点から効果的かつ総合的な土砂災害対策の実施が必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、健康福祉部） 

(ｱ) 防災マップ等の配布や研修会等の機会を通じて市民に対して土砂災害警戒区域等

の周知を図っていく。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、利用者の円滑かつ迅速な避

難を確保するため、土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項につ

いて、地域防災計画に定めておくものとする。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等のうち、要配慮者利用施設が所在して

いる箇所については、計画的な事業の推進を図るものとする。（建設部） 

(ｲ) 警戒避難体制の整備を図るため、土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施し、当

該要配慮者利用施設及び市町村へ調査結果を通知するものとする。（危機管理部、

県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 

(ｳ) 市町村地域防災計画書への掲載及び要配慮者利用施設周辺の自主防災組織や近

隣居住者等の協力を得た避難誘導・搬送体制の整備について、関係機関と調整を図
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り、その推進に努めるものとする。 （危機管理部） 

(ｴ) 梅雨時期や台風時期前に、要配慮者利用施設管理者とともに、周辺の危険箇所の

パトロールをおこない、周辺の状況を把握することに努めるものとする。（建設部） 

(ｵ) 要配慮者利用施設に対する災害の未然防止に配慮した農地地すべり防止事業を

推進するものとする。（農政部） 

(ｶ) 要配慮者利用施設に対する農地の保全に関する地すべり危険箇所に関する情報

を提供するものとする。 （農政部） 

(ｷ) 要配慮者利用施設に隣接した山地災害危険地区等のうち緊急に対策を講じる必

要のある箇所について、治山事業を推進するものとする。（林務部） 

(ｸ) 緊急点検調査結果の周知等 （林務部） 

ａ 当該施設が所在する市町村への通知、市町村地域防災計画への掲載について助

言をするものとする。 

ｂ 関係機関との連携・協力し、防災マップ等を利用して施設管理者等に土砂災害

防止に関する情報の提供を行うものとする。 

(ｹ) 土砂災害等が多発する出水期前等に施設に隣接した裏山等において山地の荒廃

状況や治山施設等の状況を把握し、施設管理者等に通知するものとする。（林務部） 

 

６ 土砂災害警戒区域の対策  

(1) 現状と課題 

本市の土砂災害警戒区域は、令和４年６月３０日現在で１２９９箇所の区域が土砂災害

警戒区域に指定されている。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は６

１３箇所あり、区域内に住宅もある。このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、

あるいは市民への情報の提供に留意する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、都市建設部） 

(ｱ) 市民へ土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達体制を整備する。また、土砂災害

警戒区域等における円滑な警戒避難体制の整備に努める。 

(ｲ) 土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。 

ａ 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進 

ｂ 勧告による移転者または移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費によ

る支援及び相談窓口の確保 

(ｳ) 土砂災害警戒区域については、以下の処置をとる。 

ａ 地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに以下の事項について定める。 

(a) 土砂災害に関する情報及び気象警報等の伝達方法 

(b) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路 

(c) 土砂災害に係る避難訓練に関する事項 

(d) 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設の名称及び所在地 
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(e) 要配慮者利用施設及び学校への土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達

に関する事項 

(f) 救助に関する事項 

(g) その他警戒避難に関する事項 

b 土砂災害警戒区域ごとに警戒避難に関するうえで必要な事項を記載した防災

ガイドブックを作成し、それらを市民に周知する。 

(ｴ) やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用施設の新築等を行う場合は、施設

設置者に対して警戒避難体制の構築等について助言を行う。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部） 

(ｱ) 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の推進 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他土砂災害防止のための

対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊、土石流又は地滑り等のおそれのあ

る土地について、地形・地質・降水等の状況及び土地の利用状況等の調査を実施し、

関係市町村の意見を聴いて土砂災害警戒区域等の指定を行う。 

(ｲ) 基礎調査の結果を公表し、住民等への周知に努める。 

(ｳ) 土砂災害特別警戒区域については、以下の措置を講ずる。 

ａ 住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 

ｂ 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進 

ｃ 勧告による移転者または移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費によ

る支援及び相談窓口の確保 

(ｴ) 土砂災害警戒区域については、以下の措置を講ずる。 

区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発表及び伝達、

避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難

体制に関する事項について市町村へ助言する。 

(ｵ) やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用施設の新築等を行う場合は、施設

設置者に対して警戒避難体制の構築等について助言を行う。 

ウ【市民等が実施する計画】  

(ｱ) 平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認した時は、遅滞なく

市長、警察官等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所、避

難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路について把握しておくなど、

日ごろから土砂災害関連情報を収集する。更に土砂災害警戒情報発表に伴いその内

容を理解し自主避難等、避難行動ができるように努めるものとする。  

(ｲ) 土砂災害警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わないものと

する。やむを得ず新築等を行う場合は、警戒避難体制等に関する事項について県、

市に助言を求めるものとする。 
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第２５節 建築物災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

地震による建築物の被害を最小限に抑え、市民の生命、財産等を保護するため、

建築物の耐震性、安全性の向上を図る。また、市内には多数の指定文化財が分布し

ている中で、これら文化財の震災対策や防火対策など安全性の確保についても併せ

て推進する必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 建築基準法の現行耐震基準（昭和５６年）以前に建築された建築物について、耐

震診断を実施し、必要に応じて修繕、補強等耐震対策を講ずる。 

２ 建築物の落下物対策及びブロック塀等屋外構造物による被害の防止対策を講ず

る。 

３ 文化財保護法等により指定された文化財は、災害発生後の火災等に備える。 

 

第３ 計画の内容 

１ 公共建築物 

(1) 現状及び課題 

公共建築物の中には災害発生後、復旧活動の拠点となる建築物も多く、また、

災害時要援護者が利用する建築物も多いことから、特に耐震性が要求される。 

これらの中には昭和５６年以前に建築された建築物もあり、今後計画的に耐震

診断を実施し、必要に応じて耐震改修等を行う。また、地震による被害の軽減

を図るため、緊急地震速報を有効に活用できる体制を構築する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、健康福祉部、教育委員会） 

(ｱ) 市有施設の耐震診断及び耐震改修の実施 

社会福祉施設、病院、市営住宅、市立学校等で、昭和５６年以前に建築

された建築物は、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修等を

行う。  

○市有（営）施設の耐震診断及び耐震改修の実施  

・社会福祉施設及び市営住宅  

昭和５６年以前に建築された施設について耐震診断を実施する。診断後の

改修については、必要な措置を行う。  

・公立学校  

教育委員会が所管する昭和５６年以前に建築された施設について耐震診断

を実施する。診断後の改修については、必要な措置を行う。 
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(ｲ) 防火管理者の設置 

学校、病院等で消防法第８条により定められた防火対象物については、防火管

理者を選任し火災予防等に備える。 

(ｳ) 応急対策実施責任者（施設の管理者）は、施設毎に応急対策に関する実施事項

を定めておく。 

ａ 実施者及び実施の組織 

ｂ 対策実施の方法 

ｃ 災害防止上、特に重点を置くべき箇所 

ｄ 応急措置用資材・機材等の整備点検 

ｅ その他、施設条件に伴う必要な事項 

(ｴ) 緊急地震速報の活用 

市が管理、運営する施設の管理者は、緊急地震速報を受診した際の対応行動に

ついて、あらかじめ明確にしておくとともに、定期的に訓練を実施する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 県有施設の耐震診断及び耐震改修の実施（全機関） 

庁舎、社会福祉施設、病院、県営住宅、県立学校等で、昭和５６年以前に建築さ

れた建築物は、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震新改修等を行う。ま

た、耐震診断の実施状況や実施結果をもとにした、耐震性に係るリストの作成及び

公表を行うものとする。 

(ｲ) 耐震診断・耐震改修のための技術的な指導（建設部） 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断・耐震改修について必要

な指導・助言等をする。 

(ｳ) 防火管理者の設置（全機関） 

学校、病院等で消防法第８条の規定により定められた防火対象物については、防

火管理者を設置し火災に備える。 

(ｴ) 県有施設を新築又は建て替える場合の措置 

県有施設の新築又は建て替えに当たっては、「県有施設の耐震対策要綱に」に基

づき建築する。 

(ｵ) 緊急地震速報の活用 

県が管理、運営する施設の管理者は、緊急地震速報を受診した際の対応行動に

ついて、あらかじめ明確にしておくとともに、定期手に訓練を実施するよう努め

る。（県有施設管理部局） 

イ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 昭和５６年以前に建築された関係機関の建築物は、耐震診断を実施し、必要に

応じて耐震改修等を行う。 
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(ｲ) 防火管理者の設置 

関係機関は、消防法第８条の規定により定められた防火対象物については、防

火管理者を選任し火災予防等に備える。 

 

２ 一般建築物 

(1) 現状及び課題 

昭和５６年度以前に建築された建築物は、比較的耐震性に乏しく倒壊等の恐れがある

ので住宅の耐震診断、耐震改修を実施するなど、地震に対する安全性の向上を図る必要

がある。また、地震保険等は被災者の住宅再建に有効であるので活用を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

（ｱ） 建築士会等の協力を得て、「耐震自己診断表」の作成をし、市民に自己診断の

資料など配布するとともに、知識普及に努める。 

(ｲ) 耐震診断、耐震改修のための支援措置 

ａ 住宅及び市長が指定した民間の避難施設について、県との連携を図り耐震診

断への助成を行う。 

ｂ 賃貸を除く戸建住宅及び共同住宅について、県と連携を図り耐震改修への助

成を行う。 

(ｳ) がけ地近接等危険住宅移転事業計画を策定し、移転事業の推進を図る。 

(ｴ) 特に老朽化住宅が占める割合が大きい地区は、重点的な耐震改修等を推進する。 

(ｵ) 地震保険や共済制度の活用 

地震保険や共済制度は、地震等による被害者の生活の安定に寄与することを目

的とした制度であり、被災者の住宅再建にとって有効な手段であることから、こ

れら制度の普及促進に努める。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部、建設部） 

(ｱ) 耐震診断・耐震改修のための技術的な指導等 

ａ 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断・耐震改修について

必要な指導・助言等をする。 

ｂ 耐震診断・耐震改修の促進を図るため、講習会を実施し耐震診断士を養成す

る。 

(ｲ) 耐震診断・耐震改修のための支援措置 

ａ 住宅・建築物耐震改修総合支援事業による助成 

(a) 住宅、市町村長が指定した民間の避難施設及び特定建築物について、市

町村と連携を図り耐震診断への助成を行う。 

(b) 賃貸を除く戸建住宅及び共同住宅について、市町村と連携を図り耐震改

修への助成を行う。 
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ｂ 住宅金融公庫のリフォームローンにより耐震改修の融資を行う。 

(ｳ) がけ地近接等危険住宅の解消を図るため、関係市町村と調整のうえ、移転事業

の促進を図る。 

(ｴ) 地震保険や共済制度の活用 

地震保険や共済制度は、地震等による被害者の生活の安定に寄与することを目

的とした制度であり、被災者の住宅再建にとって有効な手段であることから、県

はそれらの制度の普及促進に努める。 

ウ【建築物の所有者等が実施する計画】 

(ｱ) 必要に応じて耐震診断を実施し、耐震改修を行うとともに、安全性の確保と建

築物の適正な維持管理に務める。 

(ｲ) ｢わが家の耐震診断表｣を作成し、住宅の自己診断を実施する。 

 

３ 落下物・ブロック塀等 

(1) 現状及び課題 

建築物の外壁タイル、窓ガラス等の落下、ブロック塀等屋外構造物の倒壊及び広告看

板や自動販売機等の屋外設置物の落下・転倒に伴う人的、物的被害を防止する必要があ

る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 落下物及びブロック塀等の安全対策について、普及、啓発を図るため広報活動

を行う。 

(ｲ) 市の補助制度を活用した改修を促進する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 落下物の防止を図るため、定期的に外壁タイル等の状態を点検し、必要に応じ

て改修工事を行うよう指導する。 

(ｲ) ブロック塀等の倒壊を防止するため、技術基準の周知に努めるとともに、既存

のブロック塀等について修繕、補強等の技術指導をする。 

(ｳ) 屋外設置物の落下・転倒による被害を防止するため、管理者及び住民に対し安

全対策について広報活動を行い、意識の啓発を図る。 

ウ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 外壁タイル等及びブロック塀等の状態を点検し、必要に応じて修繕、補

強等を行う。 

(ｲ) 地域における屋外構造物及び屋外設置物の状態をあらかじめ把握し、被

害の防止対策について検討を行うとともに対策を講じるものとする。 
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４ 文化財の災害対策 

(1) 現状及び課題 

文化財は、文化財保護法又は茅野市文化財保護条例等により、その重要なものを

指定し保護することになっている。これらは貴重な国民的財産であり、正しく次世

代に継承していくことが必要である。本市における国、県指定文化財（資料編参

照）のうち、建築物についてはそのほとんどが木造であるため、震災等の災害対策

とともに防災対策に重点を置き、それぞれの文化財の性質・形状及びその環境に応

じて保全を図り、あわせて見学者の生命・身体の安全にも十分注意する。また、建

造物内には未指定の美術工芸品や文書等の文化財が存在している場合が多いた

め、その把握に努め、被災した文化財に対する応急措置に備えておくことが必

要である。 

〔資料 ７７〕茅野市の文化財一覧表 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】 

市町村文化財所管部局は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、

次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図るものとする。 

(ｱ) 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行うも

のとする。 

(ｲ) 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行うものとする。 

(ｳ) 区域内の文化財の所在の把握に努めるものとする。 

イ【県が実施する計画】（教育委員会） 

教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、

次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

(ｱ) 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行

う。 

(ｲ) 防災施設の設置促進と、それに対する助成を行う。 

(ｳ) 被災した文化財に対する応急措置に関する連携体制を整えるとともに、

必要な備品の配備を行う。 

ウ【所有者が実施する計画】 

(ｱ) 防災管理体制及び防災施設の整備（資料編参照）をし、自衛消防隊の確立を図

るものとする。 

(ｲ) 建造物内にある文化財の把握に努めるものとする。 
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第２６節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

震災時に生じる道路及び橋梁の機能障害が災害応急活動等に妨げにならないよ

う、地震に強い道路及び橋梁づくりを行うにあたり構造物・施設等の耐震性を確保

する必要がある。 

構造物・施設等は一般的な地震動（共用期間中１～２度程度発生する確率の地震）

に際して機能に重大な支障が生じないことを目標に設計する。 

道路及び橋梁の基幹的な交通確保の整備にあたってはネットワークを充実させ、

震災に対する安全性の確保を図る。機能に重大な支障が生じた場合は、代替路の確

保及び応急対策により機能の確保を行う。震災後の応急活動及び復旧活動に関し、

各関係機関において相互応援の協定を締結し平常時より連携を強化しておく。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 道路及び橋梁の耐震性を確保する。 

２ 災害危険箇所の把握、改修に努め、震災後の応急活動及び復旧活動に関し、関係

団体との協力体制を整えておく。 

 

第３ 計画の内容 

１ 道路及び橋梁の耐震性の整備 

(1) 現状及び課題 

大震災が発生すると道路は法面崩壊、路肩決壊、路面陥没・亀裂、橋梁・トン

ネル等構造物の破損、電柱等の倒壊、地下埋設物の破損、沿道建築物の落下倒壊

等によって交通不能あるいは困難な状態になると予想される。この対策として

道路管理者は道路・道路施設及び橋梁について耐震性の強化を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 道路及び橋梁災害予防 

ａ 市街地中心の避難場所と主要な都市施設とを有機的に連絡させる道路

整備に努める。 

ｂ 既存の幹線道路及び生活道路は、緊急物資の輸送路及び避難路として重

要であるので、次の予防策を進める。 

・ 道路改良 

・ 道路法面保護 

・橋梁取り付け部強化による落橋防止対策 
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(ｲ) 農道及び橋梁災害予防 

農道は中心市街地を外れ主要幹線道路、生活道路の補完として使用され

ることから、法面崩落対策及びボックス等の取り付け部について対策を講

じ、災害による地区の孤立化を避けるようにする。 

(ｳ) 林道及び橋梁災害予防計画 

林道は山間部等の幹線度道路等の補完として使用されることから、法面

崩落対策、地すべりの対策を十分行い、災害による地区の孤立を避けるよう

にする。 

(ｴ) 道路付帯施設災害予防 

道路付帯施設は、巡視を実施して状況の把握に努め、交通上支障のある施

設の整備を積極的に進める。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 落石等の危険箇所点検（平成８・９年道路防災総点検）に基づき緊急度の高い箇

所から順次整備する。（建設部） 

(ｲ） 橋梁の危険箇所点検（平成８・９年道路防災総点検）に基づき緊急度の高

い橋梁から順次耐震補強を実施する。（建設部） 

(ｳ) 信号機、信号柱等を震災に強い施設にするよう計画的に整備する。また、停

電に備えて信号機電源付加装置を計画的に設置する。（警察本部） 

(ｴ) 道の駅を道路ネットワーク上の防災拠点として整備を進める。（建設部） 

(ｵ) 一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定めて、緊急度の高い箇所から順次

整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する。特に、災害時も含めた安

定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流道路」

の機能強化を推進する。(建設部) 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 緊急輸送道路ネットワーク計画による道路においては、道路防災点検による橋

梁等の耐震補強を社会資本整備重点計画等に基づき計画的に推進する。（地方整

備局） 

(ｲ) 「道路橋示方書」「既設道路橋の耐震補強に関する参考資料」に基づき既存の橋

梁の内、跨線橋・復断面区間等の緊急度の高い橋梁から順次、橋脚等の耐震補強を

推進する。（地方整備局） 

(ｳ) 緊急輸送道路のネットワークにおいては、地震災害応急対策を円滑に実施する

ため、広域的な応急対策の輸送等を考慮し、長野県緊急輸送道路ネットワーク計

画等策定協議会において関係機関と総合的な調整を行うものとする。（地方整備

局） 

(ｴ) 長野県内における供用中の高速道路は中央自動車道・長野自動車道及・上信越
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自動車道及び中部横断自動車道の４路線であり、県内の総延長は３１７．１ｋｍ

である。構造は、高架・橋梁・構造等の状況に応じて耐え得るよう設計されてい

る。日常から、これらの施設の点検調査とこれに基づく補修工事及び耐震診断に

基づく耐震補強を実施し、災害に強い施設の確保に努める。（中日本高速道路㈱） 

(ｵ) 災害応急復旧用各種車両、資機材等の備蓄、拡充に努める。（中日本高速道路

㈱） 

(ｶ) 地震災害等に備え防災訓練を実施する。（中日本高速道路㈱） 

 

２ 関係団体との協力体制の整備 

(1) 現状及び課題 

大震災が発生し道路及び橋梁が被災した場合、速やかに応急復旧活動を行い、

交通の確保を図る必要がある。応急復旧は道路管理者の単独では対応が遅れる

おそれがある。この対策として震災後の応急及び復旧活動に関し、各関係機関

において相互応援の協定を締結し平常時より連携を強化しておく。また、応急

復旧のために建設業協会等と事前に業務協定を締結しておき交通の確保を図る。 

各道路管理者、関係機関及び県は災害時の道路規制情報等について、情報共

有できる体制の整備を行う必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協定を締結し平常時より

連携を強化しておく。 

(ｲ) 応急復旧のために建設業協会等と事前に業務協定を締結しておき交通の

確保を図る。 

(ｳ) 災害時の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び県が情

報共有できる体制の整備に努める。 

〔資料５０〕災害時における応急対策協力に関する協定書(長野県建設業協

会諏訪支部茅野分会) 
イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 現在、関東知事会・中部圏知事会における協定及び新潟県との協定を締結してお

り、より効果的な内容への見直しを図るとともに、訓練の実施等平時から連携強化

に努める。（危機管理部） 
(ｲ) 各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協定を締結し平常時より連携を

強化しておく。（全機関） 

(ｳ) 「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づく活動体制を確認し、訓練

の実施等平時から連携強化に努める。（建設部） 

(ｴ) 災害時の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び市町村が情報共
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有できる体制の整備に努める。(建設部) 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 各関係機関は、それぞれの防災業務計画等の定めるところにより関係機

関との協力体制を整備するとともに、市との協定等に協力する。 

(ｲ) 大震災時における資機材の調達及び応急復旧の協力を要請する場合に備

え、建設業各団体と協定等を締結しておくものとする。（地方整備局） 

(ｳ) 災害時の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び市町村

が情報共有できる体制の整備に努める。 
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第２７節 河川施設等災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

本市は広範囲にわたりしかも急峻な地形ため、中小河川が多く、地震発生に伴い

河川施設等の亀裂・沈下等の破損、または破堤等につながることが想定されるため、

安全度の向上を図るとともに耐震点検、整備等を行い安全の確保に努める。 

〔資料 ７８〕河川の状況 

 

第２ 主な取り組み 

１ 河川、堤防等の安全点検を行い、安全性の不十分なものは、安全性の向上を図る

ため河川改修の促進を図る。 

２ 市防災会議をはじめ、関係管理者と協力体制を強化する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 河川施設災害予防 

(1) 現状及び課題 

地震による河川の被害は、河川堤防の亀裂・沈下・のり面のはらみ・崩れ等

があり、さらにこれらに伴う護岸・水門・橋梁等のコンクリート構造物の亀裂

及び沈下が予想される。特に洪水時に地震が発生した場合には、提体の地震に

対する安全度が低下し、破提つながる恐れがある。諏訪地方には洪水時にいっ

たん破提すれば、背後地に甚大な被害を及ぼす諏訪湖があるため堤防の耐震点

検を行い、安全度の向上を図り、未改修河川の整備が必要である。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

未改修河川については、市の実施計画により河川管理施設の改修整備を促

進する。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 国庫補助事業、県単独事業による河川改修事業を促進し、災害危険箇所

の解消に努める。 

(ｲ) ダム・堤防等の河川管理施設の状況や河道の土砂堆積状況を把握し、必

要に応じて維持的な対策を講ずる。 

 

２ 関係団体との協力体制の整備 

(1) 現状及び課題 

河川施設等の災害に対応するためには、情報の収集等その管理者及び関係団
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体との協力体制が重要である。このため、関係機関との情報交換に努めるほか

相互に協力し、災害防止体制の確立を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

気象情報、災害情報の伝達・収集のため通信体制と伝達系統を整備する。 
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第２８節 ため池災害予防計画 

第１ 基本方針 

下流域に人家や公共施設等がある農業用ため池が大規模地震により被災した場合には、受益農地の

営農に支障をきたすばかりでなく、甚大な被害が生じるおそれがある。このため、適切な維持管理や

監視体制についてため池管理者を指導するとともに、耐震性が確保されていない施設については、耐

震化工事を実施し、災害の発生を未然に防止する。 

 

第２ 主な取組み 

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある防災重点農

業用ため池について、優先して対策に取り組む。 

１ 緊急時の迅速な避難行動につなげる対策 

ハザードマップの作成及び公表により、地域住民にわかりやすい防災情報を提供する。 

２ 施設機能の適切な維持・補強に向けた対策 

防災重点農業用ため池の耐震化工事を推進するとともに、農業用水として利用されなくなったため

池は、所有者等の合意を得た上で、廃止を促進する。決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が

存在し、人的被害を与えるおそれのある「防災重点農業用ため池」について、優先して対策に取り組

む。 

(1) 緊急時の迅速な避難行動につなげる対策 

ハザードマップの作成及び公表により、地域住民にわかりやすい防災情報を提供する。 

(2) 施設機能の適切な維持・補強に向けた対策 

農業用水として利用されなくなったため池は所有者等の合意を得た上で、廃止を促進する。また、

「防災重点農業用ため池」の防災工事を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 現状及び課題 

県内には、1,800余りの農業用ため池が存在し、市町村や土地改良区等により維持管理されている。

これらの半数以上が江戸時代以前の築造であり、下流に人家や公共施設等があるため池が決壊した場

合には、甚大な被害を及ぼすおそれがあることから、適切な維持管理や耐震化工事が必要である。 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する計画】（農政部） 

ア 管理の基本となる県全体の「ため池カルテ」を管理し、毎年度更新する。 

イ 地震耐性評価の結果、耐震性が確保されていないため池について、計画的に耐震化工事を実施

する。 

ウ 市町村が実施するため池ハザードマップ作成を支援する。 

エ 市町村・ため池管理者を対象に、管理体制強化のための研修会を開催する。 

(2)【市町村が実施する計画】 

ア ため池の諸元、改修履歴等を明記した「ため池カルテ」を整備し、変更が生じた場合は、県に

報告するものとする。 
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イ ため池管理者等との緊急連絡網を作成するものとする。 

ウ ため池ハザードマップを作成し、住民に周知するものとする。 

(3)【関係機関が実施する計画】 

ア ため池管理者は、非常事態が発生した場合、直ちに市町村に緊急連絡ができるよう、災害に備

えた監視体制を組織化するものとする。 

イ ため池サポートセンターは、ため池管理者と連携し、定期的に点検を実施するとともに、市町

村に点検結果を報告するものとする。 



震災対策編 第２章 災害予防計画 第２９節 農林水産災害予防計画 

 

J-2-29-1 

第２９節 農林水産災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

地震による農林水産関係の被害は、温室、畜舎、きのこ栽培施設、果樹支柱、養

魚場等生産施設の損壊や立木の倒壊、農産物集出荷貯蔵施設、製材施設、農林水産

物加工施設等の損壊が予想されるとともに、施設被害に伴い、農林水産物の減収や

家畜・水産物の死亡被害なども予想される。 

そこで地震による被害を軽減するため、予防技術対策の充実、森林の整備、生産・

流通・加工施設の安全性の確保等を推進する。 

また、新たな施設の設置にあたっては、活断層等の存在に留意するとともに、被

害を最小限にするための、機械・施設の固定や工法の検討を行うなどの安全対策を

指導する。 

 

第２ 主な取組み 

１ 農作物等災害対策指針により予防技術対策を、諏訪農業農村支援センター、信州

諏訪農業協同組合等と連携し、農業者等に周知徹底を図る。 

２ 長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林づくり指針及び市森林整備計画に

基づき、良好な森林の整備を実施する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 農林水産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

生産施設等の損壊に伴う農作物被害の軽減を図るため、農作物等災害対策指

針を策定し、農業農村支援センター等を通じ予防技術対策の周知徹底を図って

いる。 

集出荷貯蔵施設等においては、建築後かなりの年数が経過するなど耐震性の

劣る施設も見られることから、施設管理者による耐震診断と補修工事が求めら

れる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部） 

農業農村支援センター、農協等と連携し、農業者等に予防技術の周知徹底を

図る。 

イ【県が実施する計画】（農政部） 

(ｱ) 農作物等災害対策指針の充実を図るとともに、農業農村支援センター等

を通じ、市町村、農業団体、農業者等に対し予防技術の周知徹底を図る。 
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(ｲ) 家畜・水産物の死亡等に伴う伝染性疾病の発生及びまん延防止対策を推

進する。 

(ｳ) 集出荷貯蔵施設等における耐震診断や補強工事等の実施を指導する。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 県、市等と連携し、農業者等に予防技術の周知徹底を図る。 

(ｲ) 必要に応じ、集出荷貯蔵施設等における耐震診断や補強工事等を実施し、

施設の安全を確保する。 

エ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 生産施設等における補強工事等を実施し、施設の安全性を確保する。 

(ｲ) 新たな施設の設置にあたっては、活断層等の存在に留意するとともに、

被害を最小限にするための安全対策に努める。 

 

２ 林産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

立木倒壊防止のため、適正な森林造成を図るよう森林整備を実施している。 

林産物生産、流通、加工施設の設置にあたっては、機械、施設等を固定するな

ど安全対策を普及する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部） 

(ｱ) 市森林整備計画に基づき、健全な森林づくりを推進するものとする。 

(ｲ) 県と連携をとって林産物生産、流通、加工現場において、事業者が施設管

理を適切に行うよう指導又は助言する。 

イ【県が実施する計画】（林務部） 

(ｱ) 長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林づくり指針に基づき多様な

森林の整備を図る。 

(ｲ) 健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐等を実施する。 

(ｳ)  林産物生産、流通、加工現場において事業者が施設管理を適切に行うよ

う指導又は助言する。 

(ｴ) 市町村との連携を図りつつ、防災・減災の観点からの森林整備を行うと

ともに、間伐材の利用を推進する。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 国有林の地域別森林計画、国有林野施業実施計画等に基づく適正な森林

施業の実施により、国有林の防災機能の維持向上を推進する。また、治山施

設の整備、適正な流水路の整備・確保により、国有林内からの林産物、土石

等の流出防止に努めるものとする。（中部森林管理局） 
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(ｲ) 指導指針に基づいた適正な森林施行を実施する。 

(ｳ) 関係業界は、県、市と連携をとって林産物生産、流通、加工現場において

安全パトロールを実施する。 

エ【市民が実施する計画】 

(ｱ) 市森林整備計画に基づく、森林整備に協力する。 

(ｲ) 施設の補強等対策の実施に努める。 
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第３０節 積雪期の地震災害予防計画 

  
第１ 基本方針 

積雪期の地震は、他の季節の地震に比較して、より大きな被害を及ぼすことが予想され

るため、市、県及び防災関係機関は、除雪体制の強化、雪崩危険箇所の整備、屋根雪処理

等家屋倒壊の防止、避難体制の整備等、総合的な雪に強いまちづくりを推進するものとし、

積雪期の地震被害の軽減を図る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 地域の特性に配慮しつつ、積雪期の地震に強い市づくりを行う。 

２ 冬期道路交通確保をするための迅速かつ適切な除雪体制の強化を図る。 

３ 適時適切な運転規制及び迅速な除雪による鉄道運行の確保を図る。  

４ ヘリコプター等による航空輸送の確保を図る。 

５ 雪崩発生危険箇所における雪崩対策事業を計画的に実施する。 

６ 建築物の所有者に対し、安全対策の推進についての周知及び雪下ろしが軽減される住宅

の普及を図る。 

７ 積雪時の地震火災時における消防活動の確保に努める。 

８ 積雪時においても市が円滑に避難することができるよう避難場所及び避難路の確保等を

図る。 

９ 冬期の災害に対処できる備蓄等の確保に努める。 

10 スキー場利用客の避難・救助などの対策についての計画を定めるように努める。  

 

第３ 計画の内容 

１ 雪対策の推進 

(1) 現状と課題 

積雪期の地震の災害予防対策は、除排雪体制の整備、雪に強い町づくり等の雪害予防

対策の総合的、継続的推進により確立されるものである。そのため、「茅野市地域防災

計画（雪害対策編）」等を策定し、雪対策を推進している。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、都市建設部） 

「茅野市地域防災計画（雪害対策編）」等に基づき、各防災関係機関が緊密に連携

し、総合的かつ具体的な雪害予防対策の実施を推進する。  

イ【県が実施する計画】（危機管理部） 

「長野県地域防災計画（雪害対策編）」、「長野県総合雪対策計画」及び「長野県雪

害予防実施計画」に基づき、各防災関係機関が緊密に連携し、総合的かつ具体的な
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雪害予防対策の実施を推進する。 
 
２ 道路交通の確保 

(1) 現状と課題 
積雪期の地震においては、雪崩等が発生し、道路交通に支障が生じるおそれが ある

ため、市、県、関係機関は除雪機械及び要員の増強を図り、除雪体制の強化に努めるこ

とが重要である。 
(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 
(ｱ) 市は、除雪体制を整備し、地震時には、道路交通を緊急に確保し、道路機能の

確保を図る。 
(ｲ) 市民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪について呼びかけるものとする。  

イ【県が実施する計画】 
(ｱ) 地震時に道路交通を緊急に確保するため、迅速かつ適切な除雪活動を実施しう

るよう緊急確保路線について除雪機械、除雪要員等の動員並び に連絡系統その

他必要な事項に関し、あらかじめ所要の体制を確立する。（建設部） 
(ｲ) 応急復旧のために建設業界と事前に役割分担を定めておき緊急交通の確保を

図る。（建設部） 
ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 地震時の円滑な道路交通を確保するための除雪体制の整備を行うとともに、降

雪量・積雪量・気温等の気象状況や路面の状況を観測し、これらの情報を迅速か

つ正確に収集、伝達するための機器等の整備を行う。 （地方整備局） 
(ｲ) 地震時の高速道路の交通を確保するため除雪体制を整備するとともに、災害に

よる交通規制の状況の周知を図る。 （中日本高速道路㈱） 
エ【自主防災組織・市民が実施する計画】 

地震時には通常の除雪を実施することが困難となることが想定されるため、住宅の

近く等については自力除雪あるいは圧雪による避難路の確保に努めるものとする。  
 
３ 鉄道運行の確保 

(1) 現状及び課題 
特に積雪時の地震においては、雪崩等の発生により、公共交通網が混乱し、市民生活

や地域経済に大きな影響を与えることが予想されるため、雪害に強い除雪等の体制整備

が必要である。 
(2) 実施計画 【関係機関が実施する計画】（鉄道会社） 

ア 排雪車両及び除雪機械等による除雪体制の強化 

イ 雪崩防止柵、流雪溝等の防融雪施設の整備充実 
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ウ 利用者に対する運行（遅延）情報の提供体制 
 
４ 雪害予防計画 

(1) 現状及び課題 

積雪地帯で発生する雪崩の被害を防止するため、雪崩発生危険箇所における雪崩対策

事業を計画的に実施することが重要である。 

(2) 実施計画  
ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

市内の雪崩危険箇所の住民周知を図るとともに、雪崩対策の事業推進を図るものと

する。 
イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 雪崩危険箇所には、人家、道路、公共施設の保全を目的になだれ防止保安林を

指定して、森林の造成を基本目標に、柵工、植栽工を中心に、その他の阻止工法

の有機的組み合わせにより、対策事業を実施する。（林務部） 
(ｲ) 雪崩危険区域の点検を随時実施し、計画的な対策事業の実施を図るとともに、

防災林としての森林が成林するまでの維持管理についても、市町村及び関係住民

の理解と協力を得ながら、計画的に実施していく。（林務部） 

(ｳ) 雪崩災害から人命・財産を守る雪崩対策事業を実施する。 （建設部） 
(ｴ) 融雪時の出水、雪崩等に伴う土砂流出対策として砂防事業を実施する。（建設部） 
(ｵ) 豪雪地域における液化石油ガス容器の転倒防止措置を徹底するとともに、 設備

破損及び容器流出によるガスの大量漏えいを防止するため、ガス放出防止器の設

置を促進するよう液化石油ガス販売事業者を指導する。 （商工労働部） 
(ｶ) 積雪による園芸施設等の農業用建物の倒壊を防止するよう指導する。 （農政部）  

ウ【関係機関が実施する計画】 
各機関が管理する施設が雪崩の危険区域にある場合、必要に応じ予防措置を講ずる

ものとする。 
 
５ 家屋倒壊の防止  

(1) 現状及び課題 
建築基準法施行規則第９条で指定された多雪区域の建築物の所有者等に対し、建築物

の安全対策の推進について、周知及び指導を行うことが重要である。 
(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 
(ｱ) 建築物の雪害防止のための指導及び啓発を行うものとする。 
(ｲ) 住宅マスタープランに基づき雪に強い住宅の普及、市街地形成の誘導等を行う。  

イ【県が実施する計画】（建設部） 
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(ｱ) 災害を防止するため、多雪区域を重点に建築物の所有者等に対し安全対策を周

知する。 

(ｲ) 多数の者が利用する建築物の所有者等に対し、建築物の維持保全計画の作成及

び定期報告制度の周知を図る。 

(ｳ) 建築物パトロールを実施し、雪害防止のための指導を行う。 

(ｴ) 克雪住宅の対策について、積雪を見込んだ木造住宅の構造方法等を手引きとし

て示すなど、雪に強い住宅建設の促進を図る。 

(ｵ) 豪雪地帯の市町村に対し、住宅マスタープランの策定による克雪住宅等の普及

推進を指導する。 
ウ【建築物の所有者等が実施する計画】 

(ｱ) 建築基準法第１２条第１項に規定する旅館、ホテル、物品販売店舗等多数の者

が利用する建築物の所有者等は、建築物の維持保全計画の作成及び定期報告を行

い、建築物の安全性の確保に努めるものとする。 

(ｲ) 雪下ろし等を行い、建築物の安全性の確保に努めるものとする。 

 

６ 消防活動の確保 

(1) 現状及び課題 

積雪時に地震火災が発生すると、積雪により消防活動が制約され特に消火活動に支障

を来たすことが予想される。 このため、各消防機関は、消防水利の確保と消防施設・

設備の充実を図り、 積雪時の地震火災時における消防活動の確保に努める必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 雪に強い消防資機材の整備拡充を図る。 

(ｲ) 防火水槽および自然水利の取付箇所付近の除雪を励行する。 

(ｳ) 防火水槽の積雪対応型への切り替えを推進する。 

 

７ 避難場所及び避難路の確保 

(1) 基本方針 

積雪時において地震が発生した場合においても市民が円滑に避難することがで きる

よう避難場所および避難路の確保等を図ることが重要である。 

(2) 実施計画 

ア【市及び県が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 積雪および堆雪に配慮した体系的街路の整備 

(ｲ) 小型除雪車の増強による歩道除雪の推進 

(ｳ) 機械による除排雪が困難な人家連たん地域や冬期交通のあい路となる箇所にお

ける重点的に消融雪施設等の整備 
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イ【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 地域の人口および地形、なだれ等の危険性、施設の耐震性・耐雪性等を考慮し、

避難場所をあらかじめ指定するものとする。 

(ｲ) 避難誘導のための標識は、市民が、安全に避難場所に到達することができるよ

う、降積雪の影響を考慮して設置するものとする。 

 

８ 寒冷対策の推進 

(1) 現状及び課題 

豪雪時は、積雪の影響による長期間の停電やライフラインの停止あるいは、 雪崩災

害などにより避難が必要となる場合がある。 寒冷期間においては、避難施設において

暖房が必要になるなど、冬期の災害 に対処できる備蓄等を整えることが重要である。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】（総務部） 

ア 市は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖

房器具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコ

ップ等）の備蓄に努める。 

イ 電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバッ

クアップ設備等の整備に努める。 
ウ 積雪のため応急仮設住宅の早期着工が困難となることが想定されるため、 積雪の

状況により長期避難が必要な場合は、住民の確保対策など避難者の生活確保のための

長期対策を検討する。 

 

９ スキー客等に対する対策 

(1) 現状及び課題 

多数のスキー客が集中するスキー場で大規模な地震が発生した場合、リフト、ゴンド

ラ施設、ロッジ等の損壊や雪崩の発生等により多数のスキー客の被災が懸念される。  

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

スキー場を有する本市にあっては、スキー場利用客の避難・救助・孤立などの対策

について地域防災計画等で定めるように努める。 

イ【スキー場が実施する計画】  

スキー場は、山間地に存するため、地震時に道路が寸断され、多数のスキー客が孤

立する可能性が高い。スキー場関係者はスキー客に対する食料・燃料・医療などの孤

立対策計画 を定めるように努める。 
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第３１節 二次災害の予防計画 

 

第１ 基本方針 

地震発生時に被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等によ

り発生が予想される二次災害を防止することが重要である。有効な二次災害防止活

動を行うためには、そのための日頃からの対策及び活動が必要である。 

 

第２ 主な取組み 

１ 建築物や宅地に係る二次災害予防のため被災建築物応急危険度判定士及び被災

宅地応急危険度判定士（以下「応急危険度判定士」という。）の養成、体制の整備

等を行うとともに、構造物についても二次災害予防のための体制の整備等を行う。 

２ それぞれの危険物施設等に応じた二次災害防止のための措置を講ずる。 

３ 河川施設の整備を図る等の二次災害予防のための措置を講ずる。 

４ 土砂災害危険箇所の把握、緊急点検体制整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 建築物や宅地、構造物に係わる二次災害防止対策 

(1) 現状及び課題 

ア［建築物や宅地関係］ 

災害時において、被災建築物や宅地の余震等による倒壊等の危険から市民

を守り、二次災害を防止するため、被災建築物や宅地の危険度を判定できる

資格者の養成を行う必要がある。 

イ［道路・橋梁関係］ 

地震発生後の余震等による道路・橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ点

検すべき箇所を把握しておくとともに、被災箇所の危険度を判定する基準等

の整備が必要である。 

(2) 実施計画 

ア［建築物関係］ 

(ｱ)【市が実施する計画】（都市建設部） 

被災時に応急危険度判定を行う判定士の受入体制を、下記のとおり整備

する。 

a 応急危険度判定士の派遣要請のための手順の確立 

b 応急危険度判定士の活動のための指揮命令系統の整備 

c 迅速な応急危険度判定を行うため、応急危険度判定士に対して案内及

び説明を行える体制の整備 
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(ｲ)【県が実施する計画】 

a 建築士を対象にした被災建築物応急危険度判定士の養成・登録を行う。 

b 建築士等を対象にした被災宅地応急危険度判定士の養成・登録を行う。 

イ［道路・橋梁関係］ 

(ｱ)【市が実施する計画】（都市建設部） 

a 落石等の点検、盛土点検、橋梁点検等に基づき、重要施設については

あらかじめ位置等を十分把握しておくとともに、施設の点検作業が速や

かに 実施できるようあらかじめ体制を整備しておく。 

b 橋梁点検に基づき緊急度の高い橋梁 から耐震性の強化を順次整備す

る。 

(ｲ)【県が実施する計画】 

a 重要施設については、あらかじめ位置等を十分把握しておくとともに、

施設の点検作業が速やかに実施できる体制を整備しておくよう市町村を

指導する。（林務部） 

b 被災時に落石等の状況や盛土、トンネル及び橋梁等の点検が速やかに

実施できるようあらかじめ体制を整備しておく。（建設部） 

(ｳ)【関係機関が実施する計画】 

それぞれの計画の定めるところにより整備するものとする。 

 

２ 危険物施設に係わる二次災害防止対策 

(1) 現状及び課題 

ア［危険物関係］ 

消防法に定める危険物施設における地震発生時の二次災害の発生及び拡大

を防止するため、施設・設備の耐震性の確保，緩衝地帯の整備、防災応急対

策用資機材の備蓄等を推進するとともに、保安体制の強化も必要である。 

イ［火薬関係］ 

火薬類取扱施設は、地震による直接的被害よりも地震後の火災による火薬

類の誘導等の二次災害の危険性が高く、爆発等による被害を防止するための

危害防止体制の確立が必要である。 

ウ［高圧ガス関係］ 

高圧ガス製造施設、貯蔵所、販売所、及び消費施設等における災害発生時

の対応については、高圧ガス保安法に基づく緊急措置等が定められているが、

被害の拡大を防止するため事業者ごとの保安意識の高揚と自主保安体制の整 

備を一層推進する必要がある。 

エ［液化石油ガス関係］ 
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液化石油ガス一般消費先における地震用安全器具の設置、容器の転倒防止

措置の徹底など、地震対策の促進について液化石油ガス販売業者等に対する

指導を徹底する。 また、消費者が適切な措置を行えるよう、消費者に対す

る啓発も必要である。 

オ［毒物劇物関係］ 

毒物劇物における火災や有毒ガスの発生等の二次災害を予防するため、「毒

物劇物危害防止規定」の作成、流出等の防止施設の整備、及び事故処理剤備

蓄体制の充実が必要である。 

(2) 実施計画 

ア「危険物関係」 

(ｱ)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部） 

a 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設

保安員等に対する保安教育の実施 

b 立入検査の実施等指導の強化 

c 防災応急対策用資機材等の整備についての指導 

d 自衛消防組織の強化についての指導 

e 近隣の危険物取扱事業所との協定の締結の促進等の指導 

f 民間業者等の資機材保有実態の把握に努める。 

(ｲ)【県が実施する計画】（危機管理部） 

a 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設

保安員等に対する保安教育の実施 

b 立入検査の実施等指導の強化についての市町村に対する指導 

(ｳ)【関係機関（危険物取扱事業所）が実施する計画】 

a 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設

保安員等の研修会等への積極的参加 

b 危険物施設の耐震性の向上 

c 防災応急対策用資機材等の整備 

d 自衛消防組織の強化促進 

e 近隣の危険物取扱事業所との相互応援体制の促進 

イ「火薬関係」 

(ｱ)【県が実施する計画】（商工労働部） 

a 行政機関、警察署及び消防署等の関係機関との連絡体制、緊急時の応

援体制の整備及び確立 

b 火薬類取扱施設管理者が講ずべき対策についての指導徹底 

(ｲ)【火薬類取扱施設の管理者が実施する計画】 
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a 日頃から、行政機関、警察署及び消防署等の関係機関との連絡体制を

整備し、緊急応援体制を確立しておくものとする。 

b 日頃から、近隣市民に対して、災害時に火薬類取扱施設に近寄らない

よう周知しておくものとする。 

ウ「高圧ガス関係」 

(ｱ)【県が実施する計画】（商工労働部） 

高圧ガス製造事業者等が、構ずべき対策についての指導の徹底 

(ｲ)【高圧ガス製造事業者等が実施する計画】 

a 高圧ガス貯蔵地盤の不同沈下による災害の防止のため、年１回以上の

不同沈下量の測定の実施 

b 高圧ガス製造施設等における緊急遮断弁、エンジンポンプ、バッテリ

ー等の日常点検による機能の維持 

c 高圧ガス設備の倒壊防止のため、架台及び支持脚の補強、防錆塗装の

実施 

d ガス漏洩の防止のため、ホームのブロック化及びロープ掛け段積をし

ない等の転倒防止措置の実施 

e 近隣市民に対し、災害時に高圧ガス施設に近寄らないことの周知徹底 

f 警察署及び消防署等の関係機関との緊急時の応援体制の確立 

エ「液化石油ガス関係」 

(ｱ)【県が実施する計画】（商工労働部） 

a 液化石油ガス販売事業者等において実施すべき対策についての指導を

徹底するとともに、立入検査を実施し、法令遵守の徹底を図る。 

b 地震発生時の適切な処置について、一般消費者に対する広報活動を実

施する。 

c 学校・病院等の公共施設の管理者に対して、管理体制、安全対策につ

いて、より適正なものとするよう要請する。 

(ｲ)【㈳長野県エルピーガス協会が実施する計画】 

地震発生時に緊急点検活動が速やかに実施できるよう、マニュアル及び

体制を整備するものとする。 

(ｳ)【液化石油ガス販売事業者等が実施する計画】 

a 地震発生時に、容器の転倒によるガスの漏洩事故が発生することの無

いよう、一般消費先の容器について転倒防止措置を徹底するものとする。 

b 地震発生時の燃焼器具の転倒及び燃焼器具への物の落下による火災の

発生、ガスメーター下流のガス漏れを防止するため、一般消費先に対す

る対震自動ガス遮断機（マイコンメーターＳを含む）を設置するものと
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する。 

c 学校・病院等の公共施設の管理者に対して、管理体制、安全対策につ

いて、より適正なものとするよう要請する。 

オ「毒物劇物関係」 

(ｱ)【県が実施する計画】（衛生部） 

a 毒物劇物営業者及び業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者等に対する危

害防止教育の実施 

b 毒物劇物営業者及び業務上取扱者「毒物劇物危害防止規定」の作成、

中和剤・吸収剤等の配置、防液堤等の設置等の指導 

c 二次災害発生時の安全対策についての情報の提供 

d 毒物劇物事故処理剤の整備、充実 

(ｲ)【関係機関が実施する計画】（毒物劇物営業者及び業務上取扱者） 

a 毒物劇物営業者及び業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者等の研修会等

への積極的参加 

b 毒物劇物貯蔵施設の耐震性の向上 

c 防災応急対策用資機材等の整備 

 

３ 河川施設の二次災害予防対策 

(1) 現状及び課題 

地震により河川の堤防護岸等に衝撃が加わった後に、余震、降水等が加わっ

た場合、河川施設等に二次的な災害が発生する可能性がある。今後、さらに河

川施設の整備を進めていく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 河川管理施設の耐震性を向上させる。 

(ｲ) 現在工事中の箇所及び危険箇所等、二次災害の発生が考えられる箇所

を事前に把握しておく。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 補助河川改修事業を推進し、併せて県単独事業も推進して河川の整備を

図る。 

(ｲ) 現在工事中の箇所及び危険箇所等、二次災害の発生が考えられる箇所を

事前に把握しておく。 

 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係わる二次災害予防対策 

(1) 現状及び課題 
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災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地すべり及び渓流に

おける土石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害が発

生する危険がある箇所（土砂災害危険箇所）を予め把握しておくとともに緊急

に点検 実施できるよう体制を整備しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（産業経済部、総務部） 

(ｱ) 情報収集体制の整備 

(ｲ) 警戒避難体制の整備 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 土砂災害危険箇所の把握 

(ｲ) 緊急点検マニュアルの作成及び点検体制の整備 
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第３２節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る。」が防災の基本であり、県、市及び防災関係機関によ

る対策が、有効に機能するためには、食料・飲料水の備蓄など住民が平常時から

災害に対する備えを心がけるとともに、災害発生時には、自らの安全を守るよう

な行動をとることができることが重要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される大地震に対処するためには、住民、企

業及び自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。しか

し、実際に災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時における行動を

経験から学ぶことは、困難である。このため、県、市及び指定行政機関等は、災

害文化の伝承や、体系的な教育により住民の防災意識の高揚を図るとともに、防

災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成、地域

の総合的な防災力の向上に努めるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 住民等に対する実践的な防災知識の普及・啓発活動を行う。 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対して防災知識の普及を図る。 

３ 学校における実践的な防災教育を推進する。 

４ 地方公共団体の職員に対する防災知識の普及・防災意識の高揚を図る。 

５ 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を後世に伝えていく。 

 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

(1) 現状及び課題 

災害発生時に、自らの安全を守るためにはどのような行動が必要か、要配慮

者に対しては、どのような配慮が必要かなど、災害発生時に役立つ実践的な防

災知識を身につけた災害に強い住民を育成することが、被害を最小限にとどめ

るうえで重要である。 

現在も各種の研修、訓練、講演会等の取組みや、広報活動がなされているが、

今後は、防災マップの作成・配布等の、より実践的な活動が必要である。また、

企業等に対する防災知識の普及も重要な課題である。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 県民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマ
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スメディア、県ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次

の事項の啓発活動を行う。 

ａ 最低でも３日分、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、

簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出袋（救急箱、懐中

電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備、

保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対

策 

ｃ 地震及び津波に関する一般的な知識 

ｄ 警報等や、避難指示等の意味や内容 

e 警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にと

るべき行動 

ｆ 地震発生時の地震情報（震度､震源､マグニチュード､地震活動の状況

等）及び津波に関する知識 

g 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危

険性の認識、正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミン

グを逸することなく適切な行動をとること 

h 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、

避難経路等の確認 

i 広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含めた

広域避難の考え方 

j 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影

するなど、生活の再建に資する行動 

ｋ 「自らの命は自らが守る」という「自助」の防災意識 

ｌ 地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて相互に協力し、助け合う

「共助」の防災意識 

ｍ 地震が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救

助活動、応急手当、避難行動、自動車運転の自粛等様々な条件の下で防

災上とるべき行動に関する知識 

ｎ 正確な情報入手の方法 

ｏ 要配慮者に対する配慮 

ｐ 男女のニーズの違いに対する配慮 

ｑ 指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者

や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力

は許されない」という意識 
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ｒ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

ｓ 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知

識 

ｔ 各地域における緊急避難場所及び避難経路に関する知識 

ｕ 避難生活に関する知識 

ｖ 平常時から住民が実施し得る、概ね３日分の生活必需品の備蓄、家具

の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置

の内容や実施方法 

ｗ 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

ⅹ 南海トラフ地震（東海地震を含む）に関する知識 

(a) 南海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した場合や地震

発生の可能性が相対的に高まっていると評価した場合等に、南海ト

ラフ地震臨時情報を気象庁が発表するという知識 

(b) 南海トラフ地震防災対策推進地域においては、南海トラフ地震臨

時情報が発せられた場合にとるべき行動等の知識 

(c) 南海トラフ地震防災対策推進地域においては、南海トラフ地震の

発生形態には多様性があるという知識 

(d) 東海地震に係る地震防災対策強化地域においては、東海地震に関

連する情報、警戒宣言が発せられた場合にとるべき行動等の知識 

ｙ 緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動 

ｚ 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原

則や安否確認手段について平時から積極的に広報するよう努める。 

aa 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることについて 

(ｲ) 市町村に対して防災マップ、地区別防災カルテ、災害時の行動マニュア

ル、ハザードマップ等の作成について促進する。 

(ｳ) 県所有の地震体験車を、貸出計画に基づき市町村等に貸し出し、住民が

地震の恐ろしさを身をもって体験できる機会を提供する。 

(ｴ) 企業等に対しても地域社会の一員として研修会、講演会等への参加を呼

びかける。 

(ｵ) 教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマ

ニュアルの配布、有識者による研修会や講演会、実地研修の開催等により、

防災教育を実施する。 

(ｶ) 住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進の

ため、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。 

(ｷ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携
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して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

(ｸ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に

配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導

し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

を図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大

のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所

開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 上記ア(ｱ)の事項に加え、次の事項について防災知識の普及を図るもの

とする。 

ａ 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

ｂ 各地域における指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路に関する知

 識 

(ｲ) 県所有の地震体験車等を、利用して住民が地震の恐ろしさを身をもって

体験し、どのように行動すべきか身をもって体験できる機会を設けるもの

とする。 

(ｳ) 防災マップ、地区別防災カルテ、災害時の行動マニュアル、ハザードマ

ップ等を作成配布し、徹底した情報提供を行う。 

(ｴ) 自主防災組織における、防災マップ、地区別防災カルテの作成に対する

協力について指導推進するものとする。 

(ｵ) 上記の防災マップ、地区別防災カルテの配布にあたっては、それらが持

っている意味、活用方法について充分な理解が得られるよう啓発の機会を

設定するものとする。この際、被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があ

ることも併せて周知するものとする。 

(ｶ) 教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマ

ニュアルの配布、有識者による研修会や講演会、実地研修の開催等により、

防災教育を実施するものとする。 

(ｷ) 住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進の

ため、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信するもの

とする。 

(ｸ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携

して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

(ｹ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に

配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導

し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟
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を図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大

のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所

開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

ウ【自主防災組織等が実施する計画】 

地区別防災カルテ等は、自主防災組織等が作成に参画することが、きめ細か

な防災情報を掲載するうえからも、防災知識の普及、防災意識の高揚、的確な

災害対応といった観点からも望ましく、自主防災組織等においても、地区別防

災カルテ等の作成に参画するものとする。 

エ【報道機関等が実施する計画】 

報道機関等は、防災知識の普及啓発に努めるものとする。 

オ【住民等が実施する計画】 

各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等へ積極的に参加するととも

に、家庭防災会議を定期的に開き、以下の様な活動を通じて、防災意識を高め

るものとする。 

(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の確認 

(ｲ) 発災時の連絡方法等（連絡方法や避難ルールの取決め等） 

(ｳ) 幼児や高齢者の避難についての役割の確認 

(ｴ) 災害用の非常持出袋の内容、保管場所の確認 

(ｵ) 備蓄食料の試食及び更新 

(ｶ) 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止

対策 

(ｷ) 地域の防災マップの作成 

(ｸ) 地域の防災訓練など自発的な防災活動への参加 

(ｹ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

カ【企業等が実施する計画】 

企業等においても、災害発生時に企業が果たす役割を踏まえた上で、災害時

の行動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練の実施等防災活動を推進

するよう努めるものとする。 

キ【関係機関が実施する計画】 

日本赤十字社長野県支部及び消防機関は、それぞれの普及計画に基づき、住

民を対象に応急手当（救急法）の講習会を実施するものとする。長野地方気象

台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努めるものとする。 

 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及 

(1) 現状及び課題 
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危険物を使用する施設、病院及び社会福祉施設等の要配慮者利用施設、旅館・

ホテル、駅、デパート等不特定多数の者が利用する施設の管理者の発災時の行

動の適否は、非常に重要である。したがって、これらの防災上重要な施設の管理

者等に対する防災知識の普及を積極的に行っていく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

防災上重要な各施設の指導部局は、その管理者等に対して発災時における

行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要

配慮者に対する配慮等防災思想の普及徹底を行う。 

イ【市が実施する計画】 

市町村において管理している防災上重要施設については、その管理者等に

対して発災時における行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのよ

うな危険があるか、要配慮者に対する配慮等防災思想の普及徹底を行うもの

とする。 

ウ【防災上重要な施設の管理者等が実施する計画】 

防災上重要な施設の管理者等は、発災時に適切な行動をとれるよう各種の

防災訓練、防災に関する研修、講習会等に積極的に参加し、防災知識の習得に

努めるとともに、その管理する施設においても防災訓練を実施するものとす

る。 

 

３ 学校における防災教育の推進 

(1) 現状及び課題 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下この節において

「学校」という）において幼児及び児童生徒（以下この節において「児童生徒等」

という）が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い住民を育成

するうえで重要である。そのため、体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防

災教育に関する指導内容の整理、指導時間の確保などを行ったうえで、学校に

おける防災訓練等をより実践的なものにするとともに、学級活動等をとおして、

防災教育を推進する。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する計画】（県民文化部、教育委員会） 

(ｱ) 学校においては、大規模災害にも対処できるように市町村その他関係機

関と連携したより実践的な防災訓練の実施に努めるものとする。 

(ｲ) 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものと

する。 
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(ｳ) 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活

用して以下の事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行

動及び他の人や集団、地域の安全に役立つことができる態度や能力を養う

ものとする。 

ａ 防災知識一般 

ｂ 避難の際の留意事項 

ｃ 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

ｄ 具体的な危険箇所 

ｅ 要配慮者に対する配慮 

(ｴ) 教職員向けの指導資料の活用や研修会の実施等により、教職員の安全・

防災意識の高揚を図るものとする。 

 

４ 地方公共団体の職員に対する防災知識の普及 

(1) 現状及び課題 

防災関係の業務に従事した経験のない職員の防災知識は、必ずしも十分とは

言えない、そこで防災関係の職員はもちろん、それ以外の職員に対しても防災

知識の普及を図っていく。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する計画】 

県及び市は、各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等への参加を通じ

て、防災関係以外の職員に対しても次の事項について防災知識の普及、防災意

識の高揚を図るものとする。 

(ｱ) 地震及び津波に関する一般的な知識 

(ｲ) 地震発生時の地震動及び津波に関する知識 

(ｳ) 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

(ｴ) 地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

(ｵ) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

(ｶ) 地震対策として取り組む必要のある課題 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

(1) 現状及び課題 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていく必要

がある。 

(2) 実施計画 
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ア【県及び市が実施する計画】（危機管理部） 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくた

め、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブ

として広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧で

きるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。 

また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュ

メント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。さら

に、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調

査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害

教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

イ【住民が実施する計画】 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 



震災対策編―第２章 災害予防計画  

 

 

第３３節 防災訓練計画 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

第３５節 自主防災組織等の育成に関する計画 

第３６節 企業防災に関する計画 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

第３８節 災害対策基金等積立及び運用計画 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第３９節 震災対策に関する調査研究及び観測 

 

第１ 基本方針 

地震による災害は、その災害事象が広範かつ複雑であり、震災対策の推進においては、様々な

分野からの調査研究が重要となる。 

既に国においても、地震予知研究をはじめ様々な研究が行われているところであるが、近年の

都市部への人口集中、建物の中高層化、ライフライン施設への依存度の増大等災害要因は一層多

様化しているため、関係各機関においても科学的な調査研究を行い、総合的な地震対策の実施に

結びつけていくことが重要である。 

市においては、さらに最新のデータを用い、科学技術等の進歩に対応した最も有効な手法を活

用した調査研究を検討する必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

市、県各機関が協力し、活断層及び地質の調査、地震に関する情報の収集整理等を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、産業経済部、都市建設部） 

(1) 地域の災害特性や災害危険性を科学的・総合的に把握するため、防災アセスメントを実

施し、その結果を計画の中で明らかにする。 

(2) 国、県また民間等が行う、活断層の調査研究、観測施設の設置等に積極的に協力し、市

内のデータの累積に努める。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部） 

(1) 国が行う、活断層の調査研究、観測施設の設置等に積極的に協力し、県内のデータの累

積に努める。 

(2) 国が行う東南海・南海地震に関する長周期地震動や時間差発生等の調査研究に協力し、

データの収集、累積に努める。 

(3) 松代地震センターの運営参加し、地震関連データの収集、解析に努める。 

(4) 東京大学地震研究所、長野地方気象台から地震活動のデータの提供を受け整理・分析を

行う。 

(5) 被害想定は、社会的条件の変化等によりその内容の更新が必要となるため、必要に応じ、

見直しを図る。 

(6) 古文書の分析等の歴史額等も含めた総合的な研究についても検討する。 
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第４０節 観光地の災害予防計画 

第４１節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第１ 基本方針 

地震が発生し、緊急地震速報を受信した県、市及び放送事業者は、直ちに市民等への伝達に努

めるものとする。災害が発生した場合、各防災関係機関は直ちに災害時における被害状況調査体

制をとり、迅速・的確な被害状況の調査を行う。この場合における調査責任機関、調査報告様式

及び連絡ル－ト等は次による。 

 

第２ 活動の内容 

１ 緊急地震速報の伝達 

(1) 伝達体制及び通信施設、設備の充実 

緊急地震速報を受信した県、市及び放送事業者は、直ちに市民等への伝達が出来るように、

その伝達体制及び通信施設、設備の充実に努める。 

(2) 実施計画 

ア【市及びが県実施する計画】（総務部） 

受信した緊急地震速報を市民及び来庁者に直ちに伝達するため、その伝達体制及び通信施

設、設備の充実を図るよう努める。 

イ【放送事業者が実施する計画】 

緊急地震速報を受信した放送事業者は、直ちに市民等への伝達に努めるものとする。 

 

２ 報告の種別 

(1) 概況速報 

災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又はその他異常と思われる事態（多量

の１１９番通報等）が発生したときは、直ちにその概況を報告する。 

〔様式  １〕被害状況報告（概況速報〕 

(2) 被害中間報告 

被害状況を収集し逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更のあった場合は、その都

度変更の報告をする。 

(3) 被害確定報告 

同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告をする。 

 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施する。調査にあ

たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努める。市は、被害が甚大であ

る等、市において被害調査が実施できないときは、次表の協力機関に定める県現地機関等に応援

を求めるものとし、県現地機関等は速やかに必要な応援を行い、被害情報等の把握に努める。 

諏訪地域振興局長は、被災地における被害の状況から、情報の収集・連絡体制の強化が必要と

認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本部）に情報連絡員(県本部リエゾン)等の応

援派遣を求める。この場合、県危機管理防災課(応援・受援本部)は必要な職員を速やかに派遣す
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る。また、県及び市は自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害

が発生したときは、被害の詳細が把握できない状況であっても、迅速に当該情報の報告に努める。 

市は特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報にあるため、住民登録

や外国人登録の有無にかかわらず、市内の行方不明となった者について、県警察本部の協力に基

づき正確な情報の収集に努める。また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、

関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

調査事項 調査機関 協力機関 

概況速報 市町村 県関係現地機関 

人的及び住家の被害 市町村 地域振興局 

高齢者等避難 

避難指示等避難状況 
市町村 地域振興局 

社会福祉施設被害 施設管理者 保健福祉事務所 

農・畜・養蚕・ 

水産業被害 
市町村 

農業農村支援センター・家畜保

健衛生所・食肉衛生検査書・水

産試験場・農業協同組合 

農地・農業用施設被害 市町村 地域振興局・土地改良区 

林業関係被害 地域振興局・市町村・森林管理署 森林組合 

公共土木施設被害 
建設事務所・砂防事務所・市町村・

地方整備局関係機関 
 

土砂災害等による被害 建設事務所・砂防事務所  

都市施設被害 市町村・流域下水道関係事務所 建設事務所 

水道施設被害 市町村 地域振興局 

廃棄物処理施設被害 市町村・施設管理者 地域振興局 

感染所関係被害 市町村 保健福祉事務所 

医療施設関係被害 施設管理者 保健福祉事務所 

商工関係被害 市町村 
地域振興局・商工会議所・商工

会 

観光施設被害 市町村 地域振興局 

教育関係被害 設置者・管理者・市町村 教育事務所 

県有財産被害 県関係機関  

市町村有財産被害 市町村  

公共事業関係被害 鉄道・通信・電力・ガス等関係機関 地域振興局 

警察調査被害 警察署 市町村・警備業協会 

火災速報 市町村  

水害等速報 水防関係機関  
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  ○調査事項別の担当調査機関及び協力機関 

   風水害対策編第３章第２節「災害情報の収集・連絡活動」（調査事項別の担当調査機関及

び協力機関）を準用する。 

 

４ 被害状況等報告内容の基準 

風水害対策編第３章第２節「災害情報の収集・連絡活動」（被害状況等報告内容の基準表）

を準用する。 

 

５ 災害情報の収集・連絡系統 

(1) 報告様式 

被害状況等の部門別及び被害種別の報告様式は、調査機関より県関係課にいたる報告様式、

県関係課及び関係機関より県危機管理防災課（県災害対策本部等）への報告様式、及び総括表

とからなるが、それぞれの様式は資料編のとおりとする。なお、各報告について最終的な報告

には内訳を添付するものとする。 

(2) 連絡系統 

被害状況等の収集・連絡系統は、本節末「別記」災害情報収集連絡系統に図示するとおりと

する。これらのうち緊急を要する等の場合は、市は直接県関係課に報告し、その後において諏

訪地域振興局等の機関に報告する。 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は次のとおりである。 

ア 被害報告等 

(ｱ) 市の実施事項 

ａ 茅野市防災情報システム及び「別記1」に示す情報集連絡体制とり、本節第２の３にお

いて市が調査機関として定められている事項については被害状況等を調査のうえ、茅野

市防災情報システムと長野県防災情報システムの連携及び本節第２の５に定める様式、

連絡系統「別記2」により県現地機関等に報告するものとする。なお、火災・災害等即報

要領第３直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、消防庁に対しても直接報告す

る。 

ｂ 市における体制のみでは、円滑な情報収集連絡の実施が困難であると認められる場合

は地域振興局長に応援を求めるものとする。 

ｃ 県庁舎の被災、通信の途絶等により、県との情報連絡がとれない場合は、国（総務省

消防庁）に直接被害情報等の連絡を行うものとする。この場合の対象となる災害は(イ)

のｄに定めるとおりとする。 

なお、県との情報連絡が可能となった時点で、直ちに通常ルートに戻すものとする。 

d 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公表や安否情報

の収集・精査等を行う場合に備え、県と連携の上、あらかじめ一連の手続等について整

理し、明確にしておくものとする。(本節末尾【参考】参照) 

(ｲ) 県（本庁）の実施事項 

ａ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、発災後直ちに県警察本部と連携し、ヘリコプ

ターによる画像情報・目視情報等の概括的な情報の収集を行うとともに、得られた被害
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情報等を関係各課、関係機関及び消防庁に報告する。 

ｂ 各課は、市町村単位または施設の種類別に被害状況をとりまとめる。 

ｃ 各課は、とりまとめた被害状況を危機管理防災課（災害対策本部を設置した場合は総

務班。以下同じ。）関係行政機関（本省）、及び関係課に報告するものとする。 

ｄ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、各課及び関係機関の被害状況等をとりまとめ、

すみやかに国（総務省消防庁）、その他関係機関省庁及び関係地方公共団体に報告する

とともに、別節災害広報計画により報道機関に発表する。この場合において、国に報告

すべき災害は次のとおりとする。 

(a) 県において災害対策本部を設置した災害 

(b) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、特に報告の必要があると認め

られる程度の災害 

(c) (a)又は(b)に定める災害になるおそれのある災害 

なお、この国への報告は、消防組織法第40条に基づく災害報告取扱要領（昭和45年4

月10日付消防防第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付消防防第267

号）により行う消防庁への報告と一体的に行うものとする。 

ｅ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、要救助者の迅速な把握による救助活動

の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市町村等と連携の上、安否不明

者等の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな安

否不明者等の絞り込みに努める。その場合に備え、市町村と連携の上、あらかじ

め一連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。(本節末尾【参考】

参照) 

f 危機管理防災課（災害対策本部室）は、掌握した被害状況を必要に応じ自衛隊の連絡

班に連絡する。 

g 危機管理防災課（応援・受援本部）は、地域振興局長から情報連絡員(県本部リエゾン)

等の応援派遣を求められたときは、危機管理部長（災害対策本部室長）の指示により派

遣の要否を決定する。 

h 危機管理防災課（災害対策本部室）は、県等が実施する応急対策等について、長野県防

災情報システム等により、地域振興局、被災市町村、指定地方行政機関、指定公共機関

及び指定地方公共機関へ連絡する。 

ｉ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、市町村において通信手段の途絶等が発生し、

災害情報の報告が十分なされていないと判断するときは、調査のための職員派遣、ヘリ

コプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くして災害

情報等の把握に努める。 

ｊ 国が開催する連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町村等を通じ

て把握した被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うよう努める。 

(ｳ) 県現地機関等の実施事項 

ａ 各課（所）は、市町村の被害状況について、長野県防災情報システム、情報連絡員(地

方部リエゾン)等を通じて収集する。 

ｂ 各機関の管理に属する施設の被害状況をとりまとめる。 
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ｃ 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務管理課及

び県(本庁)の主管課に報告又は連絡する。 

ｄ 地域振興局長は、被害規模が甚大である場合等で市町村及び関係現地機関における

情報収集の円滑な実施が困難であると認められる場合は、県危機管理防災課（応援・

受援本部）に情報連絡員(県本部リエゾン)等の応援派遣の派遣を求める。 

(ｴ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の実施事項各機関は、その所管

する施設について被害状況を調査し、その状況を県危機管理防災課（災害対策本部室）

に連絡するものとする。 

イ 地震情報 

気象庁及び長野地方気象台は、地震発生後、地震に関する情報を次のとおり発表・伝達す

る。 

(ｱ) 緊急地震速報（警報・予報） 

緊急地震速報は、地震の発生直後に震源に近い地震計でとらえた観測データを解析し

て震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要

動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる地震動の警報及び予報である。

県、市、放送事業者は、伝達を受けた緊急地震速報を市防災行政無線(個別受信機を含む。) 

等により住民への伝達を行うものとする。 

住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、市防災行政無線を始とした効果的かつ

確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるも

のとする。 

ａ 緊急地震速報（警報） 

最大震度５弱以上の揺れが推定されたときに、震度４以上の揺れが予想される地域

に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの。一

般にはテレビ等を通じて伝えられる。 

なお地震に対する特別警報は、震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合に

発表される緊急地震速報が該当する。これについては他の特別警報と異なり、県から

市町村への通知、市町村から住民等への周知の措置が義務とはなっていない。 

ｂ 緊急地震速報（予報） 

最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上等と推定されたときに、主に高度利

用者向けとして発表される。 

(ｲ) 震度速報 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの検知時刻を速報 

(ｳ) 地震情報（震源に関する情報） 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。ただし、津波警報または注意報を発表した場

合は発表しない。 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」

旨を付加して、地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。 

(ｴ) 地震情報（震源・震度に関する情報） 
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震度３以上を観測、津波警報・注意報発表または若干の海面変動が予想される、緊急

地震速報（警報）を発表のいずれかに該当する場合に発表する情報。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地域名と市町

村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市

町村名を発表。 

(ｵ) 地震情報（その他の情報） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１以上を観測した

地震回数情報等を発表。 

(ｶ) 地震情報（各地の震度に関する情報） 

震度１以上を観測した場合に発表する情報。 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その地

点名を発表。 

※地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震についてのみ発表し、震度２以下の

地震については、その発生回数を「その他の情報（地震回数に関する情報）」で発表。 

(ｷ) 地震情報（推計震度分布図） 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度データをもとに、

250ｍ四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報として発表。 

(ｸ) 長周期地震動に関する観測情報 

震度３以上を観測した場合に発表する情報。 

高層ビル内での被害の発生可能性等について、地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等を発表。 

ウ 水防情報 

(ｱ) 雨量の通報（システム障害が発生した場合） 

ａ 県水防本部（災害対策本部設置後は水防班。以下同じ。）は、建設事務所長からの通

報をとりまとめ、必要な情報を県危機管理防災課（災害対策本部設置後は災害対策本部

室。以下同じ。）に通報する。 

ｂ 建設事務所長は、各観測員等からの通報を受けて水防本部長に通報するとともに関係

建設事務所長に通報する。 

ｃ 雨量観測員は、「県水防計画書」に定める要領により観測した雨量を、所轄建設事務

所長に通報する。 

(ｲ) 水位の通報（システム障害が発生した場合） 

ａ 県水防本部は、建設事務所長からの通報をとりまとめ、必要な情報を県危機管理防災

課に通報する。 

ｂ 建設事務所長は、各観測員等からの通報を受けて水防本部長に通報するとともに関係

建設事務所長に通報する。 

ｃ 水位観測員は、「県水防計画書」に定める要領により観測した水位を、所轄建設事務
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所長に通報する。 

   

６ 通信手段の確保 

各防災関係機関は、災害発生後、直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生

じた施設の復旧を速やかに行うものとする。また、支障が生じた施設の復旧がなされるまでの

間は、航空機、無人航空機等による目視・撮影、衛星携帯電話、各種移動無線通信機器及びア

マチュア無線等の活用を図る。  

(1)【市が実施する事項】（総務部） 

ア 災害情報の共有並びに通信手段確保のため市防災行政無線及び県防災行政無線の活用を

図る。  

イ 災害情報の共有並びに通信手段確保のため可搬型移動無線、衛星携帯電話等の移動無線

機器の活用を図る。 

ウ 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源

車の貸出要請を行う。  

(2)【県が実施する事項】 

ア 災害情報の共有並びに通信手段確保のため県防災行政無線機を活用し、必要に応じ統制

を行う。（危機管理部）  

イ 災害情報の共有並びに通信手段確保のため可搬型移動無線、衛星携帯電話等の移動系無

線機器の活用を図る。（危機管理部）  

ウ （一社）日本アマチュア無線連盟長野支部との協定に基づく活動を依頼する。 

（危機管理部）  

エ 信越総合通信局に対し、無線局又は有線電気通信設備による通信の確保を要請する。 

（危機管理部） 

オ ＮＴＴ等の電気通信事業者に対し、通信の優先的な取扱いを要請する。 

（危機管理部） 

カ 県消防防災ヘリコプター又は県警ヘリコプターによる テレビ画像情報の送信を行う。

（危機管理部、警察本部） 

(3)【電気通信事業者が実施する事項】  

災害時における県、市町村及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行う。 

〔資料 １５〕アマチュア無線による災害時応援協定 

 

【別記１】茅野市災害収集連絡系統 

風水害対策編第３章第２節「災害情報の収集・連絡活動」［別記１］を準用する。 

【別記２】災害情報収集連絡系統 

風水害対策編第３章第２節「災害情報の収集・連絡活動」［別記２］を準用する。 
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【参考】 災害時における安否不明者の公表の目安について 

 

１ 趣旨 

災害発生時に迅速に要救助者を特定し、人命救助を効果的に行い、多くの人命を守る

ため、災害に巻き込まれた可能性のある方々を特定すること、また、大規模災害発生時

に、安否確認のため家族や知り合い等から問い合わせが殺到し、混乱することを回避す

ることを目的とする。 

ただし、氏名等の公表に当たっては、本人等の権利利益を不当に侵害するおそれがな

いか、個々のケースごとに慎重に判断するものとし、災害発生後48時間以内の公表を目

標とする。 

 

２ 状況 

令和４年８月に県としての考え方を整理したところであるが、その後、令和５年３月

に国の指針が示されたことから、安否不明者等の氏名等の公表や安否情報の収集・精査

に係る一連の手続き等について、改めて整理したものである。 

 

３ 区分ごとの公表の条件 

安否不明者等の氏名等の公表条件は、下表のとおりである。 
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４ 公表主体 

長野県災害対策本部（長野県）において公表するが、市町村が独自に公表することを

妨げるものではない。 

災害時における安否不明者等に対する対応 

 



 



―震災対策編―第３章 災害応急対策計画  

 

 

第２節 非常参集職員の活動 

第４節 ヘリコプターの運用計画 

第５節 自衛隊の災害派遣 

第６節 救助・救急・医療活動 

第７節 消防・水利活動 

第８節 要配慮者に対する応急活動 

第９節 緊急輸送活動 

第１０節 障害物の処理活動 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第３節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害状況等から、被災市単独では十分な応急・復旧

活動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機機関相互及び公共機関等相互にお

いては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する

ものとする。 

 

○海溝型巨大地震が発生した場合、甚大かつ広域的な被害が予想されると同時に、これま

での大規模災害で経験したことのないような広域的な停電や断水の発生、防災拠点の被災、

市町村等の行政機能の喪失、交通インフラの被災による応急対策活動への支障の発生、ガ

ソリン等の燃料を含む各種物資の著しい不足等を含め、事前の想定を超える事態が発生す

るおそれがあることに十分留意しつつ、災害応急対策を行う必要がある。 

○東海地震について警戒宣言が発せられた場合の対応については、「東海地震の地震防災

対策強化地域に係る地震防災基本計画」に定めるところによる。 

○南海トラフ地震について、南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合の対

応については、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に定めるところによる。 

○日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信

された場合の対応については、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計

画」に定めるところによる。 

○大規模地震が発生したときに行う応急対策活動は、本章に定めるところに加え、「大規

模地震・津波災害応急対策対処方針」に定めるところによるほか、別表の左欄に掲げる場

合に行う具体的な広域応急対策活動は、それぞれ右欄に掲げる計画等に定めるところによ

るものとする。 

 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市町村によ

る応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制度に基づく派遣要

請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。なお、被災市町村に

あっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れが生じないよ

うにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメ

ント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、当該市町村の職

員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受入れ

体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行うものとする。 

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行う

とともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相互応援協

定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することとする。職員を

派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当
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たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。また、会議室のレ

イアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保

に配慮するものとする。 

 

①東海地震に関連する情報の１つである東海地震注意情

報が発表された場合 

②東海地震に係る警戒宣言が発せられ、地震災害警戒本

部が設置された場合 

③東海地震が発生し、その災害に対処するために緊急災

害対策本部が設置された場合 

また、事前の情報が発表されることなく、東海地震が突

発的に発生した場合 

・「東海地震応急対策活動要領」（平成15

年12月16日中央防災会議決定、平成18年4

月21日修正） 

・「「東海地震応急対策活動要領」に基づ

く具体的な活動内容に係る計画」（平成16

年6月29日中央防災会議幹事会申合せ、平

成18年4月21日修正） 

①地震発生時の震央地名の区域が、「南海トラフの巨大

地震モデル検討会」において設定された想定震源断層域

と重なる区域であり、中部地方、近畿地方及び四国・九

州地方のいずれの地域においても、震度６強以上の震度

の観測又は大津波警報の発表のいずれかがあった場合 

②「南海トラフの巨大地震モデル検討会」において設定

された想定震源断層域と重なる区域でM８．０以上の地震

が発生し、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）」が発表される可能性がある場合 

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画

（平成26 年3 月28 日中央防災会議決定） 

・「南海トラフ地震における具体的な応急

対策活動に関する計画」（平成27 年3 月

30日中央防災会議幹事会決定、令和４年６

月改定） 

 

東京23 区の区域において、震度６強以上の震度が観測さ

れた場合、又は東京23 区の区域において震度６強以上の

震度が観測されない場合においても、１都３県（埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県）の区域において相当程

度の被害が生じていると見込まれる場合 

・「首都直下地震における具体的な応急対

策活動に関する計画」（平成28年３月29日

中央防災会議幹事会決定、令和４年６月改

定） 

 

①地震発生時の震央地名の区域が、「日本海溝・千島海

溝沿いの巨大地震モデル検討会」において設定された想

定震源断層域と重なる区域であり、青森県、岩手県、宮

城県のいずれの地域においても、震度６弱以上の震度が

観測され、かつ、１道６県（北海道、青森県、岩手県、

宮城県、福島県、茨城県、千葉県をいう。以下本編にお

いて同じ。）のいずれの地域においても、大津波警報の

発表があった場合 

②地震発生時の震央地名の区域が、「日本海溝・千島海

溝沿いの巨大地震モデル検討会」において設定された想

定震源断層域と重なる区域であり、北海道において震度

６強以上の震度が観測され、かつ、１道６県のいずれの

地域においても、大津波警報の発表があった場合 

③ただし、①又は②のいずれにも該当しない場合におい

て、１道６県の地域で相当程度の被害が生じていると見

込まれる場合 

・「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

おける具体的な応急対策活動に関する計

画」（令和5年5月23日中央防災会議幹事会

決定） 
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第２ 主な活動 

１ 被害の規模及び状況に応じ、広域受援計画に基づき速やかに応援を要請する。 

２ 災害覚知時に速やかな応援体制を整える。 

３ 応援要請側の円滑な受入れ体制を確立する。 

４ 応援活動に伴う経費を負担する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 応援要請 

(1) 基本方針 

被災地方公共団体等においては、被害状況等の情報収集を早急に行い、他の地方公共

団体等に対して応援要請を行う必要性の有無を速やかに判断するとともに、必要がある

と認めた場合は、直ちに応援要請、先遣隊の受入等を行い、効果的な応急措置が実施で

きる体制の確立を図るものとする。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】 

(ｱ) 消防に関する応援要請 

ａ 県内市町村に対する応援要請 

市長は、大規模地震災害等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害状

況等から、自己のもつ消防力のみではこれに対処できない、又は、緊急性、地理

的条件、被害状況等により、県内の他市町村等に応援を要請することがより効果

的等必要があると認められる場合は、長野県消防相互応援協定に基づき、速やか

に他の市町村等の長に対し、応援を要請するものとし、その旨知事に連絡するも

のとする。 

ｂ 他都道府県への応援要請 

市長は、前項の場合における相互応援協定に基づく県内の他市町村からの応援

を受けても十分に対処できないと認められるときは、次に掲げる消防組織法第4

4条の規定による他都道府県からの消防の応援を知事に要請するものとする。 

(a) 緊急消防援助隊 

(b) 「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコ

プター 

(c) その他、他都道府県からの消防隊 

(ｲ) 消防以外に関する応援要請 

ａ 他市町村に対する応援要請 

市長は、大規模地震災害等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害

状況等から、自己のもつ人員、物資、資機材等のみでこれに対処できない、又

は、緊急性、地理的条件、被害状況等により、他市町村に応援を要請すること

がより効果的等必要があると認められる場合は、事前に締結されている長野県

市町村災害時相互応援協定に基づき、速やかにブロックの代表市町村の長等に
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対して応援を要請するものとし、その旨知事に連絡するものとする。この場合

において、当該代表市町村（代表市町村が被災した場合は、あらかじめ決めら

れたブロック内の他の市町村）は被災市町村に先遣隊を派遣し、応援の必要性

を判断するものとする。なお、震度６強以上の地震が観測された市町村へは、

自動的にブロックの代表震災対策編 第３章第３節広域相互応援活動市町村が

先遣隊を派遣するものとする。また、被災した市町村は、先遣隊に対し必要な

情報を提供するものとする。ただし、ブロックを構成する市町村の大半が被災

し、当該ブロック内から先遣隊の派遣をおこなうことができない場合は、長野

県市町村災害時相互応援協定に定められた応援ブロックから先遣隊を派遣し、

応援の必要性を判断するものとする。 

〈応援の要請事項〉 

ⅰ 応援を求める理由及び災害の状況 

ⅱ 応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等 

ⅲ 応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等 

ⅳ その他必要な事項 

ｂ 県に対する応援要請等 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、知事等に

対し、前項に掲げる事項を明らかにして、災害対策基本法第68条の規定に基づ

き、応援を求め、又は、災害応急対策の実施を要請するものとする。 

ｃ 指定地方行政機関等に対する職員の派遣要請等 

市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本

法第29条及び第30条の規定により、職員の派遣の要請、又は、あっせんを求め

るものとする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 消防に関する応援要請（危機管理部） 

ａ 市町村長等に対する指示 

知事は、大規模地震災害等の非常事態の場合において、緊急の必要がある時

は、市町村長、市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。）の消防

長又は水防法に規定する水防管理者に対して相互応援協定の実施その他災害防

御の措置に関して必要な指示を行う。 

ｂ 他都道府県に対する応援要請 

(a) 知事は、大規模地震災害等の非常事態の場合において、これらの災害が発

生した市町村長から消防の応援に関して、他都道府県の応援を要請され、か

つ県内の消防力をもってはこれに対処できない、又は緊急性、地理的条件、

被害状況等により、近隣都県に応援を要請することがより効果的等必要があ

ると認められる場合は、次に掲げる事項について、消防組織法第44の規定に

より、速やかに消防庁長官に応援を要請する。また、その結果は要請市町村

長に通知する。 
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〇緊急消防援助隊 

〇「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコ

プター 

〇その他、他都道府県からの消防隊 

(b) 知事は、前項の場合において、災害の規模及び被害の状況等から緊急を要

し、要請を待ついとまがなく、かつ必要があると認められる場合は、速やか

に消防庁長官に応援要請をし、その旨及びその結果を被災市町村長に通知す

る。 

(ｲ) 警察に関する応援要請（警察本部） 

県公安委員会は、災害発生に伴う県内の警備対策等の実施に関し、必要がある

と認めるときは、次の事項を明らかにして、警察庁又は他の都道府県警察に対し、

警察法第60条の規定に基づき、警察災害派遣隊の援助の要求を行うものとする。 

〈援助の要求事項〉 

ⅰ 援助を必要とする理由 

ⅱ 援助を依頼する先の都道府県警察 

ⅲ 援助のための派遣を受けることが必要な人員及び装備 

ⅳ 派遣の日時、場所 

ⅴ 援助を必要とする期間等 

(ｳ) 消防・警察以外に関する応援要請等（危機管理部） 

ａ 市町村長に対する要請 

知事は、市町村において実施する応急措置等が的確かつ円滑に行われるため、

特に必要があると認めるときは、他の市町村に対して応援すべきことを要請す

る。この場合において、知事は次の事項を示さなければならない。 

(a) 応援すべき市町村名 

(b) 応援の範囲又は区域 

(c) 担当業務 

(d) 応援の方法 

ｂ 他の都道府県等に対する応援要請 

(a) 知事は、大規模地震災害等が発生した場合において、その災害応急対策の

実施に当たり、自己のもつ人員、資機材、物資等のみではこれに対処できな

い、又は緊急性、地理的条件、被害状況等により、他の都道府県等に応援を

要請することがより効果的等必要があると認められる場合は、次に掲げる相

互応援協定に基づき、速やかに他の都道府県知事等に応援を要請する。また、

次に掲げる相互応援協定以外の場合にも、一層の連携強化が図られるよう努

めるとともに、国〔総務省〕と協力し，応急対策職員派遣制度（災害マネジ

メント総括支援員による支援を含む。）に基づき，全国の地方公共団体によ

る被災市町村への応援に関する調整を実施するものとする。 

〇「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」全国知事会4
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7都道府県 

〇「震災時等の相互応援に関する協定」 関東地方知事会 １都９県 

〇「災害時等の応援に関する協定」 中部圏知事会 ９県１市 

〇「中央日本四県（新潟県、山梨県、長野県、静岡県）の災害時の相互応援

等に関する協定」 新潟県、山梨県、静岡県 

(b) 知事は、前項の場合における相互応援協定に基づく応援を受けても十分な

災害応急対策が実施できないと認められるときは、次に掲げる事項を明らか

にして、災害対策基本法第74条の規定に基づき、他の都道府県知事等に応援

を要請する。 

〈応援の要請事項〉 

ⅰ 応援を求める理由及び災害の状況 

ⅱ 応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等 

ⅲ 応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等 

ⅳ その他必要な事項 

(c) 大規模災害発生時等に、応援の要求を行うべき適当な相手方が見つからな

い場合や、仮に要求を行ってもなお不十分な場合には、国を介してその他都

道府県に対して応援を要求する。 

ｃ 指定行政機関等に対する応急措置の実施要請等 

(a) 知事は、応急措置を実施するため、又は、県内の市町村の実施する応急措

置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、災

害対策基本法第70条第３項の規定に基づき、指定行政機関の長等に対し道路

の啓開等について、応急措置の実施を要請する。なお、職員の派遣要請につ

いては、「第２節 非常参集職員の活動」による。 

(b) 被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧そ

の他災害応急対策に関する技術的な支援のため、国の緊急災害対策派遣隊（T

EC-FORCE）の出動を要請する。 

ウ【公共機関及びその他事業者が実施する対策】 

公共機関及びその他事業者は、大規模地震災害等の非常事態の場合において、災害

の規模及び被害の状況等から、自己のもつ人員、資機材等のみではこれに対処できな

い、又はできないことが予測される場合は、事前に締結されている相互応援協定等に

基づき、速やかに他の公共機関及びその他事業者に応援を要請をするものとする。 

 

 

２ 応援体制の整備 

(1) 基本方針 

ア 相互応援協定等に基づく迅速な応援 

応援活動は、被災地方公共団体等が必要とする応急措置等を、迅速かつ的確に行う

ことが重要となることから、県、市は、災害時は、事前に締結されている相互応援協
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定等に基づき、速やかに情報収集を行うとともに、応援体制を整え、要請を受けた場

合は、早急に出動する必要がある。 

イ 要請を待たない自主的出動等 

通信の途絶等により要請がない場合でも、災害の規模等から緊急を要し、要請を待

ついとまがないと認められる時は、要請を待たないで自主的に出動等をする必要があ

る。この場合、相互応援協定等により先遣隊を派遣し、情報収集等を行うものとする。 

ウ 県外被災自治体への支援 

県外で大規模災害が発生した場合も、被災した県外地方自治体に対し、県と市が一

体となって支援を行うものとする。 

(2) 実施計画 

ア【県（危機管理部、関係各部局）、市、公共機関及びその他事業者が実施する対策】 

(ｱ) 情報収集及び応援体制の確立 

県、市、公共機関及びその他事業者（以下「応援側」という。）は、災害時は、

速やかに災害規模等の情報収集を行うとともに、応援体制を整え、被災地方公共団

体等（以下「要請側」という。）から要請を受けた場合は、直ちに出動するものと

する。 

(ｲ) 指揮 

応援側は、要請側の指揮の下で、緊密な連携を図りながら応援活動を実施する。 

(ｳ) 自給自足 

応援側は、要請側の負担とならないよう、自給自足の応援体制及び応援期間が

長期に及ぶ場合も想定した職員等の交替について留意するものとする。 

(ｴ) 自主的活動 

通信の途絶等により要請がなく、かつ連絡ができない場合において、災害の規

模等から緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、事前に締結

されている相互応援協定等に基づき、自主的に応援活動を行うものとする。 

イ【長野県合同災害支援チームが実施する対策】 

(ｱ) 長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した県外地方自治体に対し、県

と市が一体となって的確な支援を行うものとする。 

(ｲ) 県及び市は、「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協

定書」（資料編参照）に基づき支援を行うものとする。 

(ｳ) 主な支援内容は以下のとおり。 

ａ 被災県等への職員派遣及び物資の提供 

ｂ 被災者の受入及び施設の提供 

(a) 県内医療機関での傷病者の受入 

(b) 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供 

ｃ その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援 
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３ 受援体制の整備 

(1) 基本方針 

他の地方公共団体等から応援を受ける場合において、応援側地方公共団体等が要請側

地方公共団体等と協力して、円滑かつ効果的な応急措置を実施するためには、要請側地

方公共団体等の円滑な受入れ体制の整備が重要になる。 

(2) 実施計画 

【県（危機管理部、関係各部局）、市、公共機関及びその他事業者が実施する対策】 

円滑な受入れ体制の整備のため、予め、応急対応業務に必要な物資、人員等につい

て、地域防災計画、受援計画、避難所運営マニュアル、業務継続計画等に規定し、不足

が見込まれる場合は、協定等、他からの応援により確保する方法を検討しておくもの

とする。また、応援を受けた場合の配置、指揮命令系統等、応援活動に必要な基本的事

項の整備をするものとする。 

 

４ 経費の負担 

(1) 国から県又は市に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに他都道

府県、他市区町村から県又は市に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は

所定の方法による。(災害対策基本法施行令第18条) 

(2) 前項以外の応援に要した経費は、法令その他に特別の定めがある場合を除き、事前に

締結された相互応援協定等に定められた方法によるものとする。 

 

広域相互応援体制図 

長野県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統 →風水害対策編 参照_ 
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第１１節 避難受入及び情報提供活動 

第１ 基本方針 

地震時においては、建築物の破損、火災、崖崩れ等が予想され地域住民の身体、生命に

大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係る的確な応急対策は第１次的実施責任者

である市町村長が中心に計画作成をしておくものとする。その際、要配慮者についても十

分考慮するものとする。特に、県内には、多くの要配慮者利用施設が土砂災害危険箇所等

に所在しているため、避難指示、警戒区域の設定並びに避難誘導の実施にあたっては、こ

れらの施設に十分配慮するものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 避難指示の実施者は適切にその実施を行い、速やかにその内容を住民に周知する。 

２ 市長等は必要に応じ警戒区域の設定を行う。 

３ 避難誘導に当たっては、要配慮者に配慮し、誘導員は的確な指示を行う。 

４ 市は避難者のために指定避難所を開設し、良好な避難生活を確保する。 

５ 県及び市は、広域的な避難が必要な場合は、速やかな避難の実施に努める。 

６ 県及び市は、速やかに住宅の確保等を行う。 

７ 県、市及び関係機関は、被災者等への的確な情報伝達を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 避難指示 

(1) 基本方針 

地震に伴う災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要と認

められる場合には、住民に対して避難指示を行う。避難指示を行う者は、関係機関相互

に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な協力を得て、災害情報の迅速かつ的確

な収集に努めるとともに、避難指示を行った場合は、速やかにその内容を住民に周知す

るものとする。 

(2) 実施計画 

ア 実施機関 

(ｱ) 避難指示等における実施事項及び実施する機関は以下のとおり。 

実施事項 機関等 根 拠 対象災害 

避難指示 

市町村長 災害対策基本法第60条 災害全般 

水防管理者 水防法第29条 洪水 

知事又はその命

を受けた職員 

水防法第29条 

地すべり等防止法第25条 

洪水及び地すべり 

災害全般 

警察官 
災害対策基本法第61条 

警察官職務執行法第４条 
災害全般 

自衛官 自衛隊法第94条 〃 

指定避難所の開設、受入 市町村長 茅野市地域防災計画 〃 

 



震災対策編 第３章 災害応急対策計画 第１１節 避難受入及び情報提供活動 

J-3-11-2 

(ｲ) 知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことがで

きなくなったときは、前表における市町村長の事務を、市町村長に代わって行う。 

(ｳ) 県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、市町村から求めがあった場合には、

その所掌事務に関し、避難指示の対象地域、判断時期等について助言するものとす

る。 

イ 避難指示の意味 

「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、住民を避難の

ため立ち退かせるためのものを言う。 

ウ 避難指示及び報告、通知等 

(ｱ) 市長及び消防機関の長の行う措置 

ａ 避難指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認めると

きは、次の地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難方向または指定緊急避

難場所を示し、早期に避難の指示を行うものとする。 

(a) 火災が随所に発生し、炎上火災の危険があり人的災害が予測される地域 

(b) 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

(c) 避難路の断たれる危険のある地域 

(d) 爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

(e) 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被害

が予想される地域 

ｂ 報告（災害対策基本法第60条） 

(報 告) 

市  長             知  事 

(地域振興局長経由) 

（報告様式は第１節災害情報の収集・連絡活動第２の４参照） 

※避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、知事に

報告する。 

(ｲ) 水防管理者の行う措置 

ａ 指示 

水防管理者は、洪水のはん濫により危険が切迫していると認めたときは、その

地域内の居住者に対し、避難の立ち退きを指示する。 

ｂ 通知（水防法第29条） 

(通 知) 

水防管理者             警察署長 

(ｳ) 知事又はその命を受けた職員の行う措置 

ａ 洪水のための指示 

水防管理者の指示に同じ 
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ｂ 地すべりのための指示（地すべり等防止法第25条） 

地すべりにより危険が切迫していると認めたときは、その地域内の居住者に

対し、避難の立ち退きを指示する。 

(通 知) 

知事又はその命を受けた職員            警察署長 

 

(ｴ) 警察官の行う措置 

ａ 指示 

二次災害等の危険場所等を把握するため、警察署毎に調査班を編成し、住宅地

域を中心に区域を定めて調査を実施する。把握した二次災害危険場所等について

は、市災害対策本部等に伝達し、避難指示等の発令を促す。さらに、的確な避難

の指示・誘導を行うため、災害警備本部等が各現場における避難の指示・誘導を

一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確保する。 

(a) 住民の生命、身体の安全を最優先とした避難・誘導に努めること。 

(b) 市関係者と緊密な連絡体制を保持すること。 

(c) 市長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市長から要求のあっ

たときは、警察官は災害対策基本法第61条により、必要と認める地域の必要

と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退き又は緊急

安全確保措置を指示する。この避難指示に従わない者に対する直接強制は認

められない。 

(d) 被害発生の危険が急迫した場合には、警察官職務執行法第４条に基づいて

関係者に警告を発し、または避難させる強制手段を講ずる。 

(e) 避難のための指示を行うにあたっては、関係機関と協力し、広報車等によ

り、避難の理由、指定緊急避難場所、避難路等を明確に指示し、迅速な周知

徹底を図る。 

(f) 被災地域、災害危険個所等の現場の状況を把握したうえ、安全な避難経路

を選定し、避難場所へ避難誘導を行う。 

(g) 避難誘導にあたっては、高齢者及び障がい者等避難行動要支援者について

は可能な限り車両等を活用して避難誘導を行うなど、その措置に十分配慮す

る。 

(h) 警察署に一次的に受け入れた避難住民については、市町村等の指定避難所

の整備が整った段階で当該施設に適切に誘導する。 

(i) 被留置者の避難等の措置につき、迅速に判断し、これを的確に実施する。 

ｂ 報告、通知 

(a) 上記ａ(c)による場合（災害対策基本法第61条） 

（報 告）         （通 知） 

警察署長          市 長           知 事 

（地域振興局長経由） 
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(b) 上記ａ(d)による場合（警察官職務執行法第４条） 

（順序を経て報告） 

警察官          公安委員会 

 

(ｵ) 自衛官 

ａ 避難等の措置 

自衛隊法第83条により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察官がその

場にいない場合に限り「(エ)ａ警察官職務執行法第４条による措置」による避難

等の措置をとる。 

ｂ 報告（自衛隊法第94条） 

(報 告) 

自衛官             防衛大臣の指定するもの 

（通 知）         (報 告) 

市 長             知 事 

(地域振興局長経由) 

エ 避難指示の時期 

地震災害時の火災の拡大延焼、ガス等の流出拡散、崖崩れ等により広域的に人命の

危険が予測される場合、その他住民の生命及び身体を災害から保護するため必要とす

る場合に発する。なお、避難指示を解除する場合には、十分に安全性の確認に努める

ものとする。 

オ 避難指示の内容 

避難指示を行うに際して、次の事項を明確にする。 

(ｱ) 発令者 

(ｲ) 発令日時 

(ｳ) 避難情報の種類 

(ｴ) 対象地域及び対象者 

(ｵ) 緊急避難場所 

(ｶ) 避難の時期・時間 

(ｷ) 避難すべき理由 

(ｸ) 住民のとるべき行動や注意事項 

(ｹ) 避難の経路または通行できない経路 

(ｺ) 危険の度合い 

カ 住民への周知 

(ｱ) 避難指示を行った者は、速やかにその内容を市防災行政無線、広報車等のあら

ゆる広報手段を通じ又は直接住民に対し周知する。避難の必要が無くなった場合

も同様とする。特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難

支援計画により、確実に伝達する。 
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(ｲ) 市長以外の指示者は、住民と直接関係している市町村長と緊密な連絡を取り、

周知徹底を図る。 

(ｳ) 市長は、災害による危険地域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知ら

せるため、警鐘、サイレン等による周知方法を定めておき、あらかじめ周知して

おくものとする。 

(ｴ) 避難のため立ち退くべき地域が広範囲であるとき、ラジオ、テレビ放送による

周知がより効果的であるとき、市町村長は、県に連絡し、ラジオ、テレビによる

放送を要請する。県は「災害時における放送要請に関する協定」に基づき放送機

関に対して放送を要請する。要請を受けた放送機関は危険地域の住民に周知徹底

するため、放送時間、放送回数等を考慮して放送する。 

(ｵ) 県及び市は、関係事業者の協力を得つつ、市防災行政無線、Ｌアラート（災害

情報共有システム）、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメデ

ィア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を活用して、警報等の伝達手段の多重化・

多様化に努めるものとする。 

(ｶ) 高齢者等避難・避難指示をはじめとする災害情報の周知のため、防災行政無線

をはじめとして、コミュニティ放送、ケーブルテレビ、有線放送、電子メール等

のほか、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及

び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災害の

状況によっては臨時災害放送局の開設を検討するものとする。 

キ 避難行動要支援者の状況把握及び避難支援 

県及び市は、災害発生後直ちに避難支援計画に基づき、民生・児童委員、自治会、

消防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健福祉サービスの

要否等について迅速かつ的確な把握に努める。また必要に応じて、避難行動要支援者

名簿を活用した避難行動要支援者の避難支援を行うものとする。 

ク 県有施設における避難活動 

地震等災害発生時においては、火災、ガス管の破損等により、来庁者及び職員に被

害を及ぼすおそれがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その際、

要配慮者に十分配慮する。 

(ｱ) 施設の管理者は、災害時において在庁者に危険があると予測される場合又は在

庁者の生命及び身体を災害から保護するために必要な場合は避難の誘導を行う。 

(ｲ) 避難指示は、速やかに内容を庁内放送、消防団員等による伝令等あらゆる広報

手段を通じ周知を行う。 

 

２ 警戒区域の設定 

(1) 基本方針 

災害が発生し又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危

険を防止するため特に必要があると認めるときに警戒区域を設定する。 

(2) 実施計画 
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ア 実施者 

(ｱ) 市長、市職員（災害対策基本法第63条） 

(ｲ) 水防団長、水防団員、消防職員等（水防法第21条） 

(ｳ) 消防吏員、消防団員（消防法第28条） 

(ｴ) 警察官（上記法で各実施者が現場にいない場合、又は依頼された場合） 

(ｵ) 自衛隊法第83条第２項の規定により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（災

害対策基本法第63条第３項－市町村長又はその職権を行う者がその場にいない場

合に限る） 

なお、県は、被災により市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能にな

った場合には、応急措置を実施するため市に与えられた権限のうち、警戒区域を設

定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、

若しくは禁止し、又は当該区域からの退却を命ずる権限、他人の土地等を一時使用

し、又は土砂等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等

で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応

急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、当

該市町村に代わって行う。 

イ 警戒区域設定の内容 

警戒区域を設定するとは、必要な区域を定めてロープ等によりこれを明示し、その

区域への立入を制限、禁止、又はその区域から退去を命ずることをいう。警戒区域の

設定が避難の指示と異なる点は、以下の３点である。 

(ｱ) 避難の指示が対人的にとらえて指示を受ける者の保護を目的としているのに

対し、警戒区域の設定は、地域的にとらえて、立入制限、禁止及び退去命令によ

りその地域の住民の保護を図ろうとするものである。 

(ｲ) 警戒区域の設定は、避難の指示より災害が急迫した場合に行使される場合が多

い。 

(ｳ) 避難の指示についてはその罰則規定が無いのに対し、警戒区域の設定は罰則規

定がある。 

ウ 警戒区域の設定を行った者は、避難の指示と同様、関係機関及び住民にその内容を

周知する。 

エ 上記(2)ア(オ)の自衛官が警戒区域の設定を行った場合は、直ちに、その旨を市町

村長に通知する。 

 

３ 避難誘導活動 

(1) 基本方針 

避難指示を行った者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難誘導に

努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮するものとする。 

(2) 実施計画 

ア【上記１(2)アの実施機関が実施する対策】 
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(ｱ) 誘導の優先順位 

高齢者、障がい者、傷病者、幼児、その他歩行が困難な者、特に避難行動要支援

者を優先するものとする。 

(ｲ) 誘導の方法 

ａ 誘導員は、指定緊急避難場所、経路及び方向を的確に指示するものとする。 

ｂ 誘導経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他災害発生のおそれのある場

所を避け、安全な経路を選定するものとする。 

ｃ 危険地域には、標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置するもの

とする。 

ｄ 浸水地にあっては、舟艇又はロープ等を使用し、安全を期するものとする。 

ｅ 誘導中は、水没、感電等の事故防止に努めるものとする。 

ｆ 高齢者、障がい者、幼児、その他歩行が困難な者及び災害の状況により自力

により立ち退くことが困難な者については、市が車両、舟艇及びヘリコプター

の要請等により移送するものとする。また、地域住民の協力を得ながら、それ

ぞれの態様に十分配慮した迅速かつ適切な避難誘導を行うものとする。 

ｇ 市は、避難行動要支援者の避難については、避難行動要支援者名簿を使用し、

予め定めた避難支援等に携わる関係者の協力を得て行うものとする。 

ｈ 災害地が広範囲で大規模な避難のための移送を必要とし、市において処置で

きないときは、市は所轄の地域振興局を経由して県へ応援を要請するものとす

る。要請を受けた県は、自衛隊の出動を求める等適切な処置を行う。被災市町

村は、状況によっては、直接他の市町村、警察署等と連絡して実施するものと

する。 

ｉ 夜間においては、特に危険を防止するため、投光器などの照明具を最大限活

用するものとする。 

ｊ 誘導員の退避を指示できる通信手段及び受傷事故を防止するための装備の

充実を図るものとする。 

(ｳ) 避難時の携帯品 

避難誘導をする者は、避難立ち退きに当たっての携帯品を必要に応じ、最小限度

（貴重品、必要な食料、衣類、日用品等）とするよう適宜指導するものとする。 

イ【住民が実施する対策】 

(ｱ) 要避難地区で避難を要する場合 

住民等は避難誘導員の指示に従い、電気のブレーカーの遮断、使用中の火気の消

火等出火防止措置をとった後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難するもの

とする。この場合にあっては携帯品は食料、日用品等必要最小限とするものとする。 

(ｲ) 任意避難地区で避難を要する場合 

住民等は、災害が拡大し危険が予想されるときは、(ア)同様出火防止措置をとっ

た後、互いに協力し、安全な場所へ自主的に避難するものとする。この場合にあっ

て、携帯品は食料、日用品等必要最小限とするものとする。 
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４ 避難所の開設・運営 

(1) 基本方針 

市は受入れを必要とする被災者の救出のために指定避難所を設置するとともに、自主

防災組織や施設管理者等の協力を得て、良好な避難生活が行われるように必要な措置を

とる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】 

(ｱ) 災害のため現に被害を受け又は受けるおそれのある者で避難しなければなら

ない者を、一時的に収容し保護するため指定避難所を開設し、住民等に対し周知

徹底を図るものとする。また要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設す

るものとする。指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ

指定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。

 さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものも含め、旅館・ホ

テル等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。 

(ｲ) 災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努

めるものとする。 

(ｳ) 指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所

有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設

し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努

めるものとする。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含

め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。 

(ｴ) 避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認するものとする。 

(ｵ) 避難所を開設したときは、市町村長はその旨を公示し、避難所に受入れるべき

者を誘導し保護するものとする。 

(ｶ) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の者の

協力が得られるように努めるものとする。 

ａ 避難者 

ｂ 住民 

ｃ 自主防災組織 

ｄ 他の地方公共団体 

ｅ ボランティア 

f 避難所運営について専門性を有したＮＰＯ等の外部支援 

(ｷ) 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかから

ないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する

運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとする。 

(ｸ) 避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず食料や水等を受け取

りに来ている避難者等に係る情報の把握に努めるものとする。 
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(ｹ) 避難の長期化など必要に応じ、プライバシーの確保、男女のニーズの違い等に

配慮するものとする。 

(ｺ) 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものであるよう努める

ものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必

要な対策を講じるものとする。また避難の長期化等必要に応じて、プライバシー

の確保状況、段ボールベッド等、パーティション等の活用状況、入浴施設設置の

有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による

巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びご

みの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必

要な措置をとるよう努めるものとする。また必要に応じ、指定避難所における家

庭動物のためのスペースの確保等、同行避難について適切な体制整備に努めるも

のとする。 

(ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、受付

時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、

適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用スペース

等での受け入れを適切に行うものとする。 

(ｼ) 指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違

い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣

室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡

回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女性

や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努めるものとする。 

(ｽ) 指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するた

め、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・浴施設

等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・

ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全

に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の

下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

(ｾ) 災害の規模、避難者の収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて避

難の受入れ及び情報提供活動、ホテル・旅館等への移動を避難者に促すものとす

る。 

(ｿ) 指定避難所への収容及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配慮者の態様

に合わせ、次に掲げる事項に十分配慮し、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等の

協力を得つつ、計画的に生活環境の整備を図るものとする。 

ａ スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい者用携帯便

器の供給等の整備を行うものとする。 

ｂ 介護用品、育児用品等必要に応じた生活必需品の調達確保に努めるものとす

る。 



震災対策編 第３章 災害応急対策計画 第１１節 避難受入及び情報提供活動 

J-3-11-10 

ｃ 災害発生後できる限り速やかに、全ての避難所を対象として要配慮者把握調

査を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービスの提供が開始できる

ように努めるものとする。 

(a) 介護職員等の派遣 

(b) 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 

(c) 病院や社会福祉施設等への受入れ 

ｄ 要配慮者の心身両面の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケア、保健師

等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

ｅ 大画面のテレビ、ファクシミリ、パソコン、ホワイトボード等の設置、アナ

ウンス、外国語・手話通訳者の派遣等要配慮者に対する情報提供体制を確保す

るものとする。 

(ﾀ) 指定避難所の管理運営に当たり、災害の規模が大きく、市において人員が不足

し困難を来した場合、県職員の派遣を要請し、協力を依頼するものとする。 

(ﾁ) 市教育委員会及び学校長は、県が実施する対策の例（イ(エ)参照）に準じて、

市の地域防災計画をふまえ、適切な対策を行うものとする。 

(ﾂ) 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の

途絶による孤立が続くと見込まれる場合には、当該地域に指定避難所を設置・維

持することの適否を検討するものとする。 

(ﾃ) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必

要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、

正確な情報の伝達により、生活環境の確保が図られるよう努めるものとする。 

(ﾄ) 避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、

避難所の開設状況等を適切に県に報告するよう努めるものとする。 

(ﾅ) 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に

関わらず適切に受け入れることとする。 

(ﾆ) 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努

めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連

携に努めるものとする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 市長の報告により、避難所の開設状況を把握し、国〔内閣府〕に共有するとと

もに、市の要請に応じ指定避難所に必要な資機材の調達及びあっせんに努める。

（危機管理部） 

ａ 市からの要請に備え、協定締結先の（一社）日本建設機械レンタル協会長野

支部に調達可能な在庫量等について、主な品目別に確認し、市町村から要請が

あった場合調達及びあっせんを図る。 

ｂ 市からのテントの要請があった場合は、協定締結先の長野県テントシート装

飾工業組合に対し、調達及びあっせんを図る。 

(ｲ) 指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要があると
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認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣する。なお、職員を派遣する際

は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、職員の派遣に当たって

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

(ｳ) 災害の規模、避難者の収容状況、避難の長期化等にかんがみ、被災市町村の区

域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等への受入れが必要である

と判断した場合には、国の政府本部等に支援を要請する。（危機管理部） 

(ｴ) 県立学校における対策（教育委員会） 

ａ 指定避難所としてあらかじめ指定を受けている県立の高等学校及び特別支

援学校が利用される場合、学校長は、できるだけ速やかに学校を開放するもの

とする。そのため、夜間や休業日の災害発生に備え、開錠の方法や、教職員の

緊急の招集方法、連絡方法を周知徹底しておく。また、学校としての教育機能

維持の観点から、あらかじめ指定避難所として使用させる場所についての優先

順位等を定めておく。 

ｂ 学校長は、指定避難所の運営について、必要に応じ市町村に協力する。なお、

市町村の災害対策担当者が配置されるまでの間の教職員の対応方法を明確に

しておき、避難者の受入れ、保護に努める。 

ｃ 幼児及び児童生徒が在校時に地震が発生し、指定避難所として利用される場

合、学校長は、幼児及び児童生徒と避難者との混乱を避けるため、それぞれに

対する情報・指令の伝達に万全を期するとともに、避難所内に避難者と幼児及

び児童生徒のための場所を明確に区分する。 

(ｵ) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必

要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、

正確な情報の伝達により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 指定避難所の運営について必要に応じ市町村長に協力するものとする。 

(ｲ) 被災地の周辺地域の社会福祉施設等においては、入所者・利用者の処遇の継続

を確保した後、余裕スペースなどを活用し、マンパワー等を勘案しながら、要介

護者等援護の必要性の高い者から優先的に、被災者の受入れを行うものとする。 

(ｳ) 日本赤十字社長野県支部は、当該市町村の災害対策本部並びに当該日赤地区

（各市及び郡の日赤窓口）・分区（各町村の日赤窓口）と連携をとり、被災者救

援に協力するものとする。 

ａ 日本赤十字社長野県支部「災害救援物資配分基準」による、毛布・安眠セッ

ト・緊急セットの提供 

ｂ 赤十字防災ボランティアによる労力の提供（炊き出し、救援物資の輸送等） 

(ｴ) 民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、要配慮

者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報については県、市町村に提供する

ものとする。 
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エ【住民が実施する対策】 

指定避難所の管理運営については市町村長の指示に従い、必要に応じて管理運営に

協力するとともに、相互に助け合い良好な環境のもとで避難生活ができるよう努める

ものとする。 

 

５ 広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動 

(1) 基本方針 

広域避難及び広域一時滞在については、県、市町村及び関係機関は相互に連携し、速

やかな避難の実施に努めるものとする。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 広域避難の対応 

a 協議及び調整 

市町村から他の都道府県の市町村への広域避難に関する協議要求があった場

合には、他の都道府県と協議を行うものとする。なお、市町村の広域避難に関

して必要な調整を行うよう努めるものとする。 

ｂ 市町村への助言 

市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当

該地方公共団体における避難者の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域避

難について助言を行うものとする。 

ｃ 実施 

あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基づき、関係者

間で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

ｄ 避難者への情報提供 

避難者のニーズを十分把握するとともに、政府本部、指定行政機関、公共機

関、他の地方公共団体及び事業者と相互に連絡をとりあい、放送事業者を含め

た関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるよ

うに努めるものとする。 

(ｲ) 広域一時滞在の対応 

a 協議及び調整 

市町村から他の都道府県の市町村への広域一時滞在に関する協議要求があっ

た場合には、他の都道府県と協議を行うものとする。また、市町村の行政機能

が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとま

がないと認められるときは、市町村の要求を待たないで、広域一時滞在のため

の協議を当該市町村に代わって行うものとする。なお、市町村の広域一時滞在

に関して必要な調整を行うよう努めるものとする。 

ｂ 市町村への助言 

市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当
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該地方公共団体における被災住民の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域

一時滞在について助言を行うものとする。 

c 広域的避難収容活動の実施 

県は、政府本部が作成する広域的避難収容活動計画に基づき適切な広域的避

難収容活動を実施するものとする。 

イ【市が実施する対策】 

(ｱ) 広域避難の対応 

a 協議等 

災害の予測規模、避難者数にかんがみ、市の区域外への広域的な避難、指定

避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、県

内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県

の市町村への受入れについては、県に対し当該他の都道府県との協議を求める

ほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、自

ら他の都道府県内の市町村に協議することができる。なお、広域避難に関して

必要な調整を行うよう県に求めることができる。 

b 実施 

あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基づき、関係者

間で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

(ｲ) 避難者への情報提供 

避難者のニーズを十分把握するとともに、政府本部、指定行政機関、公共機

関、他の地方公共団体及び事業者と相互に連絡をとりあい、放送事業者等を含

めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できる

ように努めるものとする。 

ウ【運送事業者等の関係事業者が実施する対策(広域避難)】 

(ｱ) 活動実施 

運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に

基づき、国、地方公共団体等の関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避難

を実施するよう努めるものとする。 

(ｲ) 避難者への情報提供 

関係事業者は、避難者のニーズを十分把握するとともに、政府本部、指定行政

機関、公共機関及び地方公共団体と相互に連絡をとりあい、放送事業者等を含め

た関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるよう

に努めるものとする。 

 

６ 住宅の確保 

(1) 基本方針 

住居の被災により避難所生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安

定するよう県及び市は相互に連携し、公営住宅のあっせん等により速やかに住宅の提
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供または住宅情報の提供を行う。なお、災害救助法が適用された場合は県が、適用され

ない場合は必要に応じて市が住宅の提供を行う。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 利用可能な県営住宅等を把握し、被災市町村に情報提供を行う。（建設部） 

(ｲ) 賃貸住宅管理者等から利用可能な賃貸住宅等の情報提供を受けた場合、被災市

町村に情報提供を行う。（建設部） 

(ｳ) (公社)長野県宅地建物取引業協会（公社）全日本不動産協会長野県本部及び（公

社）全国賃貸住宅経営者協会連合会、（一社）全国木造建設事業協会との協定に

基づき、民間賃貸住宅の情報提供及び媒介の協力を求める。（建設部） 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合、市町村と連携し、災害救助法第４条第１項第１

号に規定する応急仮設住宅等を提供する。（建設部） 

ａ 既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本

とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営

住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の

応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ス

トックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応

急的な住まいを早期に確保するものとする。なお、応急仮設住宅を建設する場

合には、二次災害に十分配慮するものとする。 

ｂ 応急仮設住宅等の提供戸数は、全焼、全壊、又は流失戸数以内で市町村長か

ら要請のあった戸数とする。（国から通知があった場合はこの限りでない。） 

ｃ 応急仮設住宅は、県有地又は市町村が提供する敷地等に建設する。 

ｄ (一社)プレハブ建築協会、（一社）全国木造建設事業協会、(一社)長野県建

設業協会、（一社）日本RV・トレーラーハウス協会及び（一社）日本ムービン

グハウス協会との協定に基づき住宅建設を要請する。また、応急仮設住宅の提

供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう、関係業界団体等と

の連絡調整を行うものとする。 

ｅ 入居者の決定は、市町村の協力を得て行う。 

ｆ 応急仮設住宅の維持管理は、原則として市町村長に委任する。 

(ｵ) 市町村からの要請に応じて、生活衛生同業組合（12団体）との協定に基づき、

以下について協力を求める。（健康福祉部） 

ａ 避難所としてのホテル・旅館の提供 

ｂ 食材の供給・炊き出し 

ｃ 入浴、理・美容、クリーニング等の支援 

イ【市が実施する対策】 

(ｱ) 利用可能な公営住宅等を把握し、被災者に提供するものとする。 

(ｲ) 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅

を提供するものとする。 
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(ｳ) 災害救助法が適用された場合、県に対して、災害救助法第４条第１項第１号に

規定する応急仮設住宅等の提供を要請するものとする。 

ａ 応急仮設住宅等の要望戸数は、全焼、全壊、又は流失戸数以内で被災者が居

住に必要な戸数とするものとする。 

ｂ 応急仮設住宅の建設のため、市町村公有地又は私有地を提供するものとする。 

ｃ 被災者の状況調査を行い、入居者決定の協力を行うものとする。 

ｄ 知事の委任を受けて、公営住宅に準じ応急仮設住宅の維持管理を行うものと

する。 

(ｴ) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供するものとする。 

(ｵ) 被災周辺市町村は、利用可能な公営住宅等を把握し、被災市町村に情報提供を

行うものとする。 

(ｶ) 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確

保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心にケア、入居者によるコミュニ

ティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めとする

生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。また、必要に応じて、応急

仮設住宅における家庭動物の受入れにも配慮するものとする。 

 

７ 被災者等への的確な情報伝達 

(1) 基本方針 

被災者のニーズを十分把握し、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切

に提供するよう努めるものとする。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 市は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について住家の

被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、避難所

での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や住まいの状

況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努めるものとする。 

(ｲ) 市自らの調査では避難先が把握出来ない場合は、民生・児童委員、社会福祉協

議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申出の呼びかけ等

により、把握に努めるものとする。 

(ｳ) 県及び市は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の 危険性に

関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医

療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情報、それぞれ

の機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報

等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。

なお、その際、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅

への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した

伝達を行うものとする。 
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(ｴ) 県及び市は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であること

にかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。特に、停

電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援

に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提

供を行うなど、適切に情報提供がなされるものとする。 

(ｵ) 県及び市は、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮

した正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めるものとす

る。 

(ｶ) 県及び市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等

の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関

わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可

能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。この場合において、県及び

市町村は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、警察、消防及び

関係機関と協力して、被災者に関する情報の収集に努めることとする。 

イ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 指定行政機関及び公共機関は、被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、

安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関、スー

パーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情報、それぞれの機関が講じ

ている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等

に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。 

(ｲ) 指定行政機関及び公共機関は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等

が多様であることにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するもの

とする。特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、

被災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や広

報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるものとする。 

(ｳ) 要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した正確な情

報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めるものとする。 
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第１２節 孤立地域対策活動 

第１３節 食料品等の調達供給活動 

第１４節 飲料水の調達供給活動 

第１５節 生活必需品の調達供給活動 

第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

第１７節 遺体の捜索及び処置等の活動 

第１８節 廃棄物の処理活動 

第１９節 社会秩序の維持、物価安定に関する活動 

第２０節 危険物施設等応急活動 

第２１節 電気施設応急活動 

第２２節 都市ガス施設応急活動 

第２３節 上水道施設応急活動 

第２４節 下水道施設応急活動 

第２５節 通信・放送施設応急活動 

第２６節 鉄道施設応急活動 

第２７節 災害広報活動 

第２８節 土砂災害等応急活動 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第２９節 建築物災害応急活動 

 

第１ 基本方針 

地震により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を確保す

るために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずる。 

 

第２ 主な活動 

１ 災害発生後、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握

し必要な措置を講ずる。また、緊急地震速報を有効に活用し、被害の軽減を図る。 

２ 文化財は貴重な国民的財産であることを認識し、被災した場合は見学者の生命・身体

の安全を確保するとともに、文化財の被害状況を把握し被害の拡大防止等の応急措置を

講ずる。また、緊急地震速報を受信した場合は利用者を適切に誘導するとともに、職員

も適切な対応行動をとることにより、被害の軽減を図る。 

 

第３ 活動の内容 

１ 公共建築物 

(1) 基本方針 

災害発生後、復旧活動の拠点となる建築物であるため、速やかに被害状況を把握し

必要な措置を講ずる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部、健康福祉部、都市建設部、教育委員会） 

(ｱ) 庁舎、社会福祉施設、病院、市営住宅、市立学校等については、利用者の避

難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講じる。 

(ｲ) 緊急地震速報受信した場合は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確保す

るよう誘導するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保する等

必要な措置を講ずる。 

(ｳ) 被害状況により応急危険度判定士の派遣要請を行う。 

イ【県が実施する対策】 

 (ウ) 応急危険度判定士の派遣の準備を行う。（建設部） 

(ｱ) 庁舎、社会福祉施設、病院、県営住宅、県立学校等については、利用者の避

難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずる。 

(ｲ) 緊急地震速報を受信した場合は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確保

するよう誘導するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保する

等必要な措置をとる。（県有施設管理部局） 

(ｳ) 応急危険度判定士の派遣の準備を行う。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ず

る。 
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２ 一般建築物 

(1) 基本方針 

災害発生後、建築物の所有者等は、速やかに建築物等の被害状況を把握し必要な措

置を講じる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部、健康福祉部、都市建設部、教育委員会） 

(ｱ) 被害の状況を把握し危険防止のため必要な措置を講じるものとする。 

(ｲ) 被害状況により応急危険度判定士の派遣要請を行い、危険度判定のための班

編成、実施計画を立てる。 

(ｳ) 必要に応じ、住宅事業者の団体と連携して、応急対策により居住継続が可能

な被災住宅の応急修繕を推進する。 

イ【県が実施する対策】 （建設部） 

(ｱ) 応急危険度判定士の派遣の準備を行う。 

(ｲ) 市町村から、被災住宅の危険度判定の支援を要請され、必要があると認められた場合は、

職員を派遣するほか、広域的な支援の調整を行う。職員を派遣する際は、新型コロナウイ

ルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

ウ【建築物の所有者等が実施する対策】 

建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、被害状況を把握し危険箇所への立

入禁止等必要な措置を講じるものとする。 

 

３ 文化財 

(1) 基本方針 

文化財は貴重な国民的財産であるため、被災した場合は見学者の生命・身体の安全を確

保するとともに、被害状況を把握し被害の拡大防止等の応急措置を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市の実施する対策】（教育委員会） 

(ｱ) 市文化財所管部局は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対策に

ついて万全を期すよう指導するものとする。 

(ｲ) 国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措

置その他必要事項について県教育委員会に報告するものとする。 

(ｳ) 被災した建造物内の文化財について、所有者や県教育委員会等の関係機関と連携して

応急措置をとるものとする。 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対策について万全を期すよう、

市文化財所管部局を通じて指導する。 

(ｲ) 国指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置そ

の他必要事項について文化庁に報告する。 

(ｳ) 被災した建造物内の文化財について、所有者や市文化財所管部局等の関係機関と連携
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して応急措置をとる。 

ウ【所有者が実施する対策】 

(ｱ) 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行う。 

(ｲ) 文化財の火災による焼失を防ぐための措置を行う。 

(ｳ) 災害の原因、被害の概要及び応急措置その他必要事項を調査し、市文化財所管部局

へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を文化庁、県教育

委員会、市文化財所管部局の指導を受けて実施する。 

(ｴ) 被災した建造物内の文化財について、県教育委員会や市文化財所管部局等の関係機関と

連携して応急措置をとるものとする。 



 



―震災対策編―第３章 災害応急対策計画  

 

 

第３０節 道路及び橋梁応急活動 

第３１節 河川施設等応急活動 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第３２節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第１ 基本方針  

地震発生時に、被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等により発生が予

想される二次災害を防止するための活動が重要である。  

 

第２ 主な活動 

１ 建築物や宅地に係る二次災害を防止するため被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地応急危

険度判定士（以下「応急危険度判定士」という。）の派遣等の活動を行う。 

また、構造物の二次災害を防止するための活動を行う。 

２ 危険施設等に係る二次災害を防止するため、それぞれの危険物に応じた活動を行う。 

３ 河川施設の二次災害を防止するための活動を行い、被害の拡大を防ぐ。 

４ 危険箇所の緊急点検等の活動を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策 

(1) 基本方針 

ア［建築物や宅地関係］ 

被災した建築物や宅地について余震等による倒壊等の二次災害から市民を守るための措置

を講じる。 

イ［道路及び橋梁関係］ 

道路・橋梁等の構造物についても余震等による倒壊等の二次災害を防止するための措置を

講じる必要がある。 

(2) 実施計画 

ア［建築物関係］ 

(ｱ)【市が実施する対策】（都市建設部） 

a 被災地において、応急危険度判定士が、安全かつ迅速な判定作業が行えるよう次の事

項を整備するものとする。 

(a) 応急危険度判定士の派遣要請 

(b) 応急危険度判定を要する建築物や宅地又は地区の選定 

(c) 市内の被災地域への派遣手段の確保 

(d) 応急危険度判定士との連絡手段の確保 

b 市長は必要に応じ倒壊等の危険のある建築物や宅地について立入禁止等の措置をとる。 

ｃ 災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための

必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措

置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 
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災
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被害状況の取りまとめ 
 
 

判定士の派遣及び活動支援 
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被害報告・派遣要請 
 
 

判定士の派遣 

長
野
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(ｲ)【県が実施する対策】 

災害時において、被災建築物や宅地の余震等による倒壊等の危険から県民を守るため、

被災地に応急危険度判定士を派遣する。また、建築技術者等の派遣等により、積極的に

市町村の活動を支援するものとする。 

(ｳ)【建築物や宅地の所有者等が実施する対策】 

応急危険度判定士により、危険度を判定された建築物や宅地の所有者等は、判定結果

に基づき必要な措置を講ずる。 

イ［道路及び橋梁関係］  

(ｱ)【市が実施する対策】（都市建設部） 

道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバイク等の多

様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、速やかに県に報告し、各

関係機関と連携を図りながら交通規制、応急復旧を行う。 

(ｲ)【県が実施する対策】 

a 林道の重要施設については、管理者である市町村に協力し、状況に応じて速やかに応

急点検を実施する。（林務部） 

b 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバイク等の多

様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道路情報モニター及び官

民の自動車プローブ情報の活用等により情報収集を行う。 （建設部、警察本部、道路

公社） 

c パトロール結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに、必要に応じて迂回道路

の選定を行い、交通規制が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置をとる。

道路及び橋梁に被害が発生した場合は、当該施設管理者へ通報する。 （建設部、警察

本部） 

d 災害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報(以下、「道路情報等」という。)

について、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路側放送等により、迅速かつ的確に

道路利用者に対して一元的な情報提供を行う。また、日本道路交通センターを通じ、住

民、道路利用者等に対して道路情報等及び道路の混雑状況を適時的適切に提供する。(建

設部、警察本部、道路公社） 

e パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急

復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づき、緊急輸送路の機能確

保を最優先に応急復旧工事を行う。 また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工

法は、被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選

択する。 （建設部、警察本部） 

(ｳ)【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 
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a 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、工事事務所、出張所に

おいて自転車やバイク等の多様な移動手段の活用により速やかにパトロール等を実施

するとともに、道路情報モニター及び官民の自動車プローブ情報の活用等により情報収

集を行う。 

b パトロール等による巡視の結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに必要に

応じて迂回道路の選定を行い、交通規制等が必要な箇所は関係機関と調整を図り、必要

な措置を講じる。 

c 災害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報(以下、「道路情報等」という。)

について、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路側放送等により、迅速かつ的確に

道路利用者に対して一元的な情報提供を行う。また、日本道路交通センターを通じ、住

民、道路利用者等に対して道路情報等及び道路の混雑状況を適時的適切に提供する。 

d パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急

復旧計画を策定し、速やかに応急復旧工事を行う。 

 

２ 危険物施設等に係る二次災害防止対策 

(1) 基本方針 

ア［危険物関係］ 

災害の発生後、危険物施設の損傷等による危険物の流出、爆発や火災による被害から関係

者及び市民の安全を確保するため、被害の拡大防止のための活動が必要である。 

イ［火薬関係］ 

火薬類取扱施設は、風水害による直接的被害よりも火薬類の流出・紛失などによる二次災

害の危険性がある。このため、災害時には、火薬類の安全な場所へ移設あるいは施設の監視

等が重要になる。 

ウ［高圧ガス関係］ 

高圧ガス製造施設等は、風水害による漏洩等により周辺住民に対して被害を与える恐れが

ある。被害を最小限にとどめ、周辺住民、従業員に対する危害防止のため、関係機関は相互

に協力し、被害軽減のための活動を行う必要がある。 

エ［液化石油ガス関係］ 

災害発生後の二次災害を防止するためには、液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活

動を効果的に実施することが重要であり、そのためには、他地区から の応援等も含めた体

制が必要である。 

オ［毒物劇物関係］ 

毒物及び劇物を取り扱う者は、毒物劇物保管施設が被害を受け二次災害発生のおそれがあ

る場合は、直ちに保健所、警察署、消防署等関係機関に対して通報するとともに危害防止の

ため必要な処置をとる。県は、事故処理剤の供給等を行うとともに必要な情報の提供を行う。 

(2) 実施計画 

ア「危険物関係」 

(ｱ)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部） 

a 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 
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市長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、市の区域における 

険物施設の管理者等に対し、製造所等の一次停止等を命じる。 

b 災害発生時における連絡 

危険物施設において災害が発生し又は発生する恐れがある場合における連絡体制を

確立する。 

c 危険物施設の管理者等に対する指導 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者

等に対して、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指導する。 

(ｲ)【県が実施する対策】 

a 緊急時における指示及び応援要請（危機管理部） 

危険物施設において火災等が発生した場合は、必要に応じて指示及び応援要請を行う。 

b 避難誘導措置等（警察本部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域

への人、車両の立入を禁止する。 また、移動可能な危険物を他の施設に移動するよう、

危険物施設の管理者等に要請する。 

(ｳ)【関係機関（危険物施設の管理者等）が実施する対策】 

a 危険物施設の緊急時の使用停止等 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をするとともに、

危険物の移送を中止する。 

b 危険物施設の緊急点検 

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施するとと

もに、施設周辺の状況把握にも努める。 

c 危険物施設における災害防止措置 

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切

な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常反応、浸

水等による広域拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤の補強等災害

発生に備えた措置も合わせて講じる。 

d 危険物施設における災害発生時の応急措置等 

(a) 応急措置 

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じ

た初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置

を迅速かつ的確に行う。 

(b) 関係機関への通報 

危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防、警察等関係機関に通報

する。 

e 相互応援体制の整備 

必要に応じて、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危険物取扱

事業所に応援を要請する。 

f 従業員及び周辺地域住民に対する措置 
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消防、警察等関係機関と連携し、広報を行う等、従業員及び周辺地域住民の安全確保

のための措置を行う。 

イ［火薬関係］ 

(ｱ)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに危険区域へ

の人、車両の立ち入りを禁止する。 

(ｲ)【県が実施する対策】 

a 知事は、災害防止のため緊急の必要性があると認められるときは、火薬類取締施設の

管理者等に対し、火薬類取扱施設の一時停止を命じる。（商工労働部） 

b 下記のウの（ア）から（イ）までの応急対策について、火薬類取扱施設の管理者等に

対して指導徹底を図る。 （商工労働部） 

c 関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに危険区域へ

の人、車両の立入を禁止する。また、移動可能な火薬類の他施設への移動及び盗難防止

措置について、火薬類施設の管理者等に対して要請する。さらに、火薬類の運搬規制及

び運搬証明書の発行制限を行う（警察本部） 

(ｳ)【火薬類取扱施設の管理者が実施する対策】 

a 保管又は貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕がある場合は、速やかに安

全な場所に移し、見張りを付け、関係者以外近づけないよう措置するものとす

る。 

b 搬出に余裕がない場合には、火薬庫にあっては、入口、窓を目塗土等で完全

に密閉し、木部は防火措置を講じ、関係機関の協力を得て、爆発により被害を

受ける恐れのある地域では総て立ち入り禁止の措置を講じ、危険区域内の住民

を避難させるものとする。 

ウ［高圧ガス］ 

(ｱ)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部、企画部） 

a 関係機関と連携して、危険区域周辺の災害防止にかかわる広報を実施する。 

b 警戒区域及び消防警戒区域を設定し、区域内住民の避難、誘導を実施する。 

(ｲ)【県が実施する対策】（商工労働部） 

a 下記のウの（ア）から（イ）までの応急対策について、高圧ガス製造事業者

に対して指導徹底を図る。 

(ｳ)【高圧ガス製造事業者が実施する対策】 

a 高圧ガス関係事業所においては、以下の応急対策を実施する。 

(a) 災害時に、高圧ガス製造施設等に関係者以外が立ち入らないように事業

所員を配置させる等侵入防止のための措置を実施する。 

(b) 施設の保安責任者は、災害が発生し又は発生するおそれが有る場合は、

高圧ガス保安法に基づく応急の措置をとるとともに、警察官及び消防機関

に通報する。 

(c) 高圧ガスの漏洩、あるいは爆発等のおそれのある施設の配管の弁類等の
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緊急停止と施設の出火防止の措置をとる。 

(d) 製造作業を中止し、設備内のガスを安全な場所に移し、又は放出し、こ

の作業に必要な作業員の他は退避させる。 

(e) 貯蔵所又は充填容器が危険な状態となったときには、直ちに充填容器を

安全な場所に移す。 

(f) 漏洩ガスが、静電気、摩擦等により発火し、火災が発生した場合には状

況を的確に把握し、初期消火に努める。 

(g) 状況に応じて、従業員、周辺住民に対して火気の取扱を禁止するととも

に、ガスの種類に応じた避難誘導を行い、特に毒性ガスについては風向き

を考慮し人命の安全を図る。 

(h) 状況に応じて、長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に

応援要請する。 

b 高圧ガス運送者は以下の応急対策を実施する。 

(a) 状況に応じて、車両を安全な場所に移動させるとともに、火気を近づけ

ないようにする。 

(b) 輸送している容器が危険な状態になったときには、近隣の住民等を安全

な場所に退避させる。また、通行者に対する交通遮断をし、状況に応じて

安全な場所に退避させる。 

(c) 状況に応じて、長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に

応援要請する。 

エ［液化石油ガス］ 

(ｱ)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】（総務部、企画部） 

周辺住民に対する避難誘導、広報等の活動を行う。 

(ｲ)【県が実施する対策】（商工労働部） 

災害発生時に液化石油ガス一般消費先に対して、速やかに緊急点検活動を実施

するよう、（社）長野県エルピーガス協会に要請する。 

(ｳ)【（一社）長野県ＬＰガス協会が実施する対策】 

災害発生時に液化石油ガス一般消費先に対して、速やかに緊急点検活動を実施

する。 

(ｴ)【液化石油ガス販売事業者が実施する対策】 

自社の液化石油ガス設備を点検し、安全の確保に必要な措置を講ずる。 

オ［毒物劇物関係］ 

(ｱ)【市が実施する対策】（総務部、企画部） 

a 周辺住民に対する避難誘導、広報等の活動を行う。 

b 飲料水汚染のおそれがある場合は、水道事業者と連携をとり、水道使用者、

井戸水使用者に対する通報を行う。 

(ｲ)【県が実施する対策】 

a 毒物劇物営業者及び業務上取扱者に対する対策（衛生部） 
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(a) 災害発生時に速やかに緊急点検活動が実施できるように毒物劇物営業者

及び業務上取扱者に対して指導を実施する。 

(b) 応急点検等の結果、二次災害の危険がある場合には、応急対策について

指導の徹底を図る。 

(c) 応急対策実施に関する関係情報の提供を行う。 

b 緊急時における指示及び応援要請（衛生部） 

毒物劇物取扱施設において災害が発生した場合は、必要に応じて指示及び応

援要請を行う。 

c 避難誘導措置等（警察本部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難誘導措置を実施するとともに、危

険区域内への人、車両の立入を禁止する。 

(ｳ)【関係機関が実施する対策】（毒物劇物営業者及び業務上取扱者） 

a 毒物劇物営業者及び業務上取扱者の緊急点検 

貯蔵設備等の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施

するとともに、貯蔵設備等周辺の状況把握に努める。 

b 毒物劇物貯蔵設備等における災害防止措置 

毒物劇物貯蔵設備等に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、 

毒物劇物の除去等適切な措置を行い、混合による有毒ガスの発生等の防止、タ

ンク破損等による流出、異常反応、浸水等による広域拡散等を防止する。 

c 毒物劇物貯蔵設備等における災害発生時の応急措置等 

(a) 応急措置及び関係機関への通報 

毒物劇物の流出等が発生したときは、中和剤、吸収剤等による除去活動及

び流出拡大防止措置を実施するとともに保健所、警察署又は消防機関へ連絡

する。 

(b) 従業員及び周辺地域住民に対する措置 

保健所、警察署、消防機関及び市と連携し、広報を行う等、従業 員及び

周辺地域住民の安全確保のための措置を行う。 

 

３ 河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止及び再度災害の防止対策 

(1) 基本方針 

地震発生後の洪水又は、余震等により河川施設等に二次的な災害の発生が考えられ

る場合は、危険箇所の点検を行い、その結果必要な応急活動を実施する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部、都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) 河川管理施設に二次的な災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及 

び危険箇所を重点的に巡視する。 

(ｲ) その結果危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や市民に周知を 

図る。 
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(ｳ) 災害防止のため応急工事を実施する。 

(ｴ) 災害発生のおそれがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。 

(ｵ) 必要に応じて水防活動を実施する。 

イ【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 河川管理施設に二次的な災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険

箇所を重点的に巡視する。 

(ｲ) その結果危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図る。 

(ｳ) 災害防止のため応急工事を実施する。 

ウ【市民が実施する対策】 

被害の拡大を防止するため、水防活動に協力する。 

 

４ 山腹、斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策  

(1) 基本方針 

地震発生に伴い、地盤に緩みが生じた場合、その後の余震等により山腹・斜面の土砂崩壊、

地すべり及び渓流における土石流の発生などの危険性があり、これによる二次災害から市民を

守るための措置を講じる。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 緊急点検マニュアルにより土砂災害危険箇所及び施設の点検を実施する。 

(ｲ) 土砂災害の危険がある箇所及び土砂災害防止施設における被害状況の把握を緊急に行

う必要がある場合は、長野県砂防ボランティア協会との協定に基づき応援要請を行う。 

(ｳ) 防災アドバイザー制度を活用する。 

(ｴ) 緊急点検の結果、二次災害発生の危険性が高い箇所について関係者・関係機関に情報

提供を行う。また、必要に応じ応急活動を実施する。 

(ｵ) 県と長野地方気象台と共同で発表する土砂災害警戒情報について、降雨に伴う二次災

害を防止するため、必要に応じて発表基準の引き下げを実施する。 

(ｶ) 専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、

応急対策を行う。 

イ【市町村が実施する対策】 

(ｱ) 緊急点検結果の情報に基づき、避難指示等の必要な措置をとるものとする。 

(ｲ) 専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、

応急対策を行うものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 長野地方気象台が発表する大雨警報等について、降雨に伴う二次災害を防止するた

め、必要に応じて発表基準の引き下げを実施するものとする。（長野地方気象台） 

(ｲ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し、被災状況、

被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早

期復旧その他災害応急対策など、二次災害防止施策に関して被災地方災害の拡大防止

と二次災害の防止活動公共団体等が行う活動に対する支援を実施するものとする。ま
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た、派遣された緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、救助・救急活動を実

施する警察・消防・自衛隊等の部隊が活動する災害現場において活動を実施する場合

には、必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部隊との間で、情報共有及び活動

調整、相互協力を行うものとする。（地方整備局）  
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 (2) 実施計画  

ア 【市が実施する対策】（総務部） 

  緊急点検結果の情報にもとづき、避難勧告等の必要な措置をとるものとする。 

 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

 (ｱ) 緊急点検マニュアルにより土砂災害危険箇所及び施設の点検を実施する。 

 (ｲ) 砂防ボランティア（斜面判定士）の派遣要請をする。 

 (ｳ) 防災アドバイザー制度を活用する。 

 (ｴ) 緊急点検の結果、二次災害発生の危険性が高い箇所について関係者関係機 

関に情報提供を行う。また、必要に応じて応急活動を実施する。 

(ｵ) 県と長野地方気象台と共同で発表する土砂災害警戒情報について降雨に伴 

う二次災害を防止するため、必要に応じて発表基準の引き下げを実施する。 

  

    ウ 【関係機関が実施する対策】（長野地方気象台） 

      長野地方気象台が発表する大雨洪水警報等について、降雨に伴う二次災害を防止 する

ため、必要に応じて発表基準の引き下げを実施する。 
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第３３節 ため池災害応急活動 

 

第１ 基本方針 

地震によるため池決壊の災害を軽減するため、点検の結果、安全管理上必要があると

認めた場合は、速やかに応急措置を行い、ため池の安全を確保する。 

 

第２ 主な活動 

被害状況の的確な把握と被害の拡大防止のために関係機関と調整を図る。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

あらかじめ定めた規模の地震が発生した場合には、対象となるため池について速やかに緊急点

検を実施する。ため池が決壊した場合、又は決壊のおそれが生じた場合は、速やかに位置及び被

害状況を把握するとともに、応急工事を実施する。 

２ 実施計画 

(1) 【市町村が実施する対策】 

ア 地震発生後の緊急点検の結果及び被害が生じた場合の状況は、速やかに県及び関係機関

へ報告するものとする。 

イ 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させるものとする。 

ウ 被害を拡大させないよう、早急に応急工事を実施するものとする。 

(2)【県が実施する対策】（農政部） 

ア 地震発生後の緊急点検の結果を速やかに把握し、国へ報告する。 

イ ため池が決壊した場合等においては、速やかに被害状況について情報を入手し、応急工

事が早急に実施できるよう市及び関係機関に協力する。 

(3)【関係機関が実施する対策】 

ア ため池管理者は、地震発生後にため池の緊急点検を実施し、結果を速やかに市へ報告す

るものとする。 

イ ため池管理者は、地震により堤体に亀裂等が確認され決壊のおそれが生じた場合、緊急

に取水施設を操作し貯留水を放流するものとする。 

ウ ため池管理者は、市が実施する応急対策について協力するものとする。 
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第３４節 農林水産物災害応急活動 

第３５節 文教活動 

第３６節 飼育動物の保護対策 

第３７節 ボランティアの受入れ体制 

第３８節 義援物資及び義援金の受入れ体制 

第３９節 災害救助法の適用 

第４０節 観光地の災害応急対策 

 

→ 風水害対策編 参照 
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災害復旧計画 



 



―震災対策編―第４章 災害復旧計画  

 

 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第２節 迅速な現状復旧の進め方 

第３節 計画的な復興 

第４節 資金計画 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第６節 被災中小企業等の復興 

 

→ 風水害対策編 参照 



 



 
 

震災対策編 
第 ５ 章 

 
 
 
東海地震に関する 
事前対策活動 
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第１節 総則 

 

第１ 計画の目的 

東海地震に係る地震防災対策強化地域に指定された地域では、大規模地震対策特別措置

法第６条第１項の規定に基づき、東海地震に関連する情報及び警戒宣言が発せられた場合

にとるべき対策を定め、当該地域における地震防災体制の推進と充実を図ることを目的と

する。 

 

第２ 東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合の対応方針 

警戒宣言が発せられる前において、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨

の意思決定を行った場合、必要な準備的行動を実施する。 

 

第３ 防災関係機関が地震防災応急対策として行う事務又は業務の大綱 

震災対策編第１章第３節「防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大

綱」のとおり。  
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第２節 東海地震に関連する情報及び警戒宣言発令時の活動体制 

 

第１ 市の体制 

１ 東海地震に関連する情報時の体制 

東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報及び東海地震予知情報が伝達さ

れたとき、または東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場

合は、第３章第２節非常参集職員の活動に基づき配備体制をとり次の業務を行う。 

(1) 地震予知情報等の収集、伝達及び防災対応等に関する広報 

(2) 地震災害警戒本部設置の準備 

(3) 地震防災応急対策の準備及び次の事項 

ア 警戒宣言が発せられた際の対応等の確認 

イ 地震防災応急対策上必要な部隊の派遣・受入れの準備や物資、資機材等の確認 

ウ 管理している施設の緊急点検 

エ 公立学校の児童、生徒の引渡し等の安全確保対策 

 

２ 警戒宣言発令時の体制 

警戒宣言が発せられた時は、「茅野市地震災害警戒本部」を設置し、地域防災計画に定め

るところにより、次の業務を行う。 

(1) 地震予知情報等の収集及び住民、防災関係機関等への伝達 

(2) 自主防災組織、防災関係機関等からの応急対策の状況の収集及び県への報告 

(3) 市内における地震防災対策の実施 

 

第２ 県の体制 

１ 東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報、東海地震予知情報及び警戒宣

言が発せられた場合、県はその情報の内容に応じ必要な活動体制をとる。 

(1) 地震予知情報等の種別と活動体制  

情報の種別  活動体制  業務内容  

東海地震に関連する調査情

報（臨時）  
東海地震観測体制  

○東海地震に関連する調査情報（臨時）の

収集及び伝達  

東海地震注意情報  

（東海地震注意情報に基づ

き政府が準備行動を行う旨

の意思決定を行った場合）  

東海地震注意体制  

○東海地震注意情報等の収集、伝達及び防

災対応等に関する広報  

○地震災害警戒本部設置の準備  

○地震防災応急対策の準備  

・警戒宣言が発せられた際の対応等の確認  

・地震防災応急対策上必要な部隊の派遣・

受入れの準備や物資、資機材等の確認  

・管理している施設の緊急点検 

・必要により県立学校の児童、生徒の引渡

し等の安全確保対策  
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※

 

「

東

海

地

震

に 

「関連する調査情報等」とは「警戒体制をとるべき旨の公示、地震防災応急対策 に係

る措置をとるべき旨の通知、東海地震予知情報、東海地震注意情報及び東海地震に関連

する調査情報（臨時）の内容その他これらに関連する情報」をいう。 

なお、平成29年11月1日から「南海トラフ地震に関する情報」の運用が開始されたこ

とに伴い、東海地震のみに着目した情報(東海地震に関連する情報)の発表は行われない

こととされている。 

(2) 地震災害警戒本部の設置 

警戒宣言が発せられたときは、大規模地震対策特別措置法第１６条に基づき、長野県

地震災害警戒本部を設置する。 

ア 本部の組織  

長野県地震災害警戒本部条例及び同規定に定めるところによる。 

イ 本部の位置及び活動要領 

(ｱ) 地震災害警戒本部は原則として、県庁西庁舎防災センターの災害対策本部室に置

く。 

(ｲ) 地震災害警戒本部は、大規模地震対策特別措置法第１７条第７項、長野県地震防

災強化計画の地震防災応急計画に係る措置及び長野県震災対策応急計画の応急対

策に係る事項を行う。 

 

２ 東海地震発生のおそれがなくなった旨の情報が発表された時並びに警戒宣言が解除され

た時、または他の体制に移行したときは、活動体制を解除するものとする。 

 

３ 職員は、東海地震予知情報、東海地震注意情報及び東海地震に関連する調査情報（臨時）

等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、東海地震注意情報、警戒宣言の発令に接

したときは、動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集する。 

 

第３ 防災関係機関の体制 

１ 東海地震に関連する情報時の体制 

各機関は、東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報が伝達されたとき、

または東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合は、その

所掌事務について、各機関の防災業務計画に基づき警戒宣言の発令に備えて準備を行うもの

とする。 

警戒宣言及び東海地震予知

情報  
東海地震警戒体制  

○地震災害警戒本部の設置  

○地震予知情報等の収集及び伝達 

○地震防災応急対策の実施  

・市、防災関係機関等の地震応急対策状況

の収集及び国への報告  

・県内における地震応急対策の総合調整及

び推進 
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(1) 警戒宣言が発せられた際の対応等の確認 

(2) 地震防災応急対策上必要な資機材等の確認  

(3) 管理している施設の緊急点検 

 

２ 警戒宣言時の体制 

各機関は、活動体制等について各機関の防災業務計画にあらかじめ定めておくものとする。 

また、その所掌事務について発災時に備えて準備を行う。  
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第３節 情報収集伝達計画  

 

第１ 地震予知に関する情報等の伝達 

警戒宣言及び地震予知情報等の伝達については、次により迅速かつ的確に行うものとす

る。 

１ 東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報及び東海地震予知情報 

(1) 伝達系統図 

ア 勤務時間内 

通知

連絡

報告

防
災
行
政
無
線
等
に
よ
る
連
絡

各出先機関

放送機関

市　　　民

気象予警報ＦＡＸ等
防災関連情報

指示

連絡

報告

市　　　長

総務部長

防　災　課

消　防　課

副市長・教育長

各部局主管課

関係各課

指示

 
イ 勤務時間外及び休日 

    

通知

連絡

宿直・日直

気象予警報ＦＡＸ等
防災関連情報

防　災　課 各部局主管課

連絡

防
災
行
政
無
線
等
に
よ
る
連
絡

消　防　課 関係各課

各出先機関

放送機関

市　　　民

市　　　長

報告 指示

総務部長 副市長・教育長

報告 指示
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(2) 勤務時間内の伝達要領 

ア 勤務時間内に、県等から東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報

及び東海地震予知情報を受理した防災課長は、直ちに系統図に従い市長まで報告する。 

イ 庁内職員に対する伝達は、放送設備による一斉庁内放送により行う。 

(3) 勤務時間外、休日の伝達要領 

ア 勤務時間外及び休日に、東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報

及び東海地震予知情報を受理した宿日直職員は、ただちにこの旨を防災課長へ報告す

る。 

イ 報告を受けた防災課長は、系統図に従い市長まで報告し、必要な指示を受け、各部

主管課に伝達する。 

ウ 防災課職員及び各部主管課職員は、速やかに登庁し、情報収集等にあたる。 

 

２ 警戒宣言 

(1) 伝達系統図 

 

通知

連絡

報告

防
災
行
政
無
線
等
に
よ
る
連
絡

各出先機関

放送機関

市　　　民

気象予警報ＦＡＸ等
防災関連情報

指示

連絡

報告

市　　　長

総務部長

防　災　課

消　防　課

副市長・教育長

各部局主管課

関係各課

指示

 

(2) 伝達要領 

ア 警戒宣言は、内閣総理大臣が報道機関を通じて発するので、それにより覚知する。

なお、発する前に、警戒宣言を発することについて閣議決定がなされた旨の通知を

防災課長が受理した場合は、市長の指示により伝達系統図に準じて伝達する。 

イ 警戒宣言後、警戒宣言文及び地震予知情報等の通知を受理した防災課長は、直ち

に系統図に従い市長へ報告するとともに、指示に基づき、一斉庁内放送により庁内

に伝達するとともに、関係機関及び防災行政無線等を活用し市民へも伝達する。 

 

【参考】「東海地震に関連する情報」の発表基準  
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情報名称 情報の発表基準等 

東海地震予知情報 

【発表基準】 

東海地震が発生するおそれがあると認められ、｢警戒宣言｣が発せられた場合（３箇

所以上のひずみ計で有意な変化が観測され、前兆すべりによるものと「判定会」が判

断した場合等） 

東海地震注意情報 

【発表基準】  

観測された現象が東海地震の前兆現象である可能性が高まった場合（２箇所のひず

み計で有意な変化が観測され、前兆すべりによる可能性が高まったと「判定会」が判

断した場合等） 

東海地震に関連する

調査情報（臨時） 

【発表基準】  

観測データに通常とは異なる変化が観測された場合（１箇所のひずみ計で有意な変

化が観測された場合等） 

東海地震に関連する

調査情報（定例） 

【発表基準】  

毎月の定例の「判定会」で調査が行われ、「東海地震」に直ちに結びつくような変

化が観測されていないと判断された場合 

※各情報発表後、東海地震発生のおそれがなくなったと判断された場合は、その旨が各情報で発表される。 

 

第２ 応急対策実施状況等の収集伝達 

市、県、防災関係機関は、相互に連絡をとり、東海地震注意情報に基づき政府が準備行

動を行う旨の意思決定を行った場合及び警戒宣言後の避難状況、応急対策実施状況等の収

集・伝達を行う。なお、県警戒本部が収集する主な情報は、次のとおりである。 

調査事項 報告ルート 

病院の診療状況、救護班の出動体制 
病院管理者―市町村―保健福祉事務所（保健所） 

―県警戒本部（健康福祉部） 

金融機関の営業状況 

金融機関―長野財務事務所―県警戒本部（危機管理部） 

（農協―市町村―地域振興局―県警戒本部）（農政部） 

（労働金庫―県警戒本部）（健康福祉部） 

（その他の金融機関―地域振興局―県警戒本部）（危機管理部） 

主要食料の在庫状況等 関東農政局長野地域センター―県警戒本部（農政部） 

列車の運転状況、旅客の状況 ＪＲ各社―県警戒本部(企画部) 

バスの運転状況、旅客の状況 路線バス会社―県警戒本部（企画部） 

電話等の疎通状況、利用制限の状況 電気通信事業者―県警戒本部（危機管理部） 

救護医療班の出動体制 
日本赤十字社長野県支部―県警戒本部（健康福祉部） 

(社)県医師会―県警戒本部（衛生部） 

道路の交通規制の状況・車両通行状況 

東日本高速道路㈱・中日本高速道路㈱―県警戒本部（建設部） 

地方整備局―県警戒本部（建設部） 

市町村―建設事務所―県警戒本部（建設部） 

緊急輸送車両の確保台数 （社）県トラック協会―県警戒本部（危機管理部） 

避難、救護の状況、旅行者数、社会福祉施設

の運営状況、デパート・スーパーの営業状況 
市町村―地域振興局―県警戒本部（危機管理部） 

幼稚園、小中学校の授業実施状況等 
市町村教育委員会―教育事務所―県警戒本部（教育委員会） 

私立学校―県警戒本部（総務部） 

 



 



震災対策編 第５章 東海地震に関する事前対策活動 第４節 広報計画  

 

J-5-4-1 

第４節 広報計画  

 

第１ 基本方針 

地震予知情報等の周知不徹底あるいは突然の発表等に伴う混乱の発生を未然に防止し、

地震防災応急対策が迅速かつ的確に行われ、被害の軽減に資するよう、各防災関係機関は、

地震予知情報等などに対応する広報計画を作成し、これに基づき、広報活動を実施するも

のとする。なお、強化地域外の居住者等に対しても、的確な広報を行い、これらの者の冷

静かつ適切な対応を促すよう努めるものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 東海地震注意情報受理時の広報 

(1)【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

市は、東海地震注意情報が伝達された場合は、次により広報を行う。 

ア 広報内容 

(ｱ) 東海地震注意情報の内容及び東海地震注意情報に続いて発表される東海地震

に関連する情報の内容 

(ｲ) 関係機関の対応状況など地域住民が行動を的確に判断するための事項  

(ｳ) 強化地域内への不要不急の旅行の自粛等、居住者等が留意すべき事項  

(ｴ) その他必要な事項 

イ 報道機関との応援協力関係 

東海地震注意情報を受理した場合は、以下の協定により、放送機関に要請してテレ

ビ、ラジオ等を通じて住民に呼びかける。 

(ｱ) エルシーブイ株式会社との「災害緊急放送に関する相互協定」及び「臨時災害

放送局の開設及び運用に関する協定」 

(ｲ) ヤフー株式会社との「災害に係る情報発信等に関する協定」 

(2)【県が実施する計画】 

県は、東海地震注意情報が伝達された場合は、次により広報を行う。 

ア 広報内容 

(ｱ) 東海地震注意情報の内容及び東海地震注意情報に続いて発表される東海地震に

関連する情報の内容 

(ｲ) 関係機関の対応状況など地域住民が行動を的確に判断するための事項 

(ｳ) 強化地域への不要不急の旅行の自粛等、居住者等が留意すべき事項 

(ｴ) その他必要な事項 

イ 報道機関との応援協力関係 

東海地震注意情報を受理した場合は、「災害時における放送要請に関する協定」に

より、放送機関に要請してテレビ、ラジオを通じて県民に呼びかける。 
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２ 警戒本部設置時の広報 

(1)【市が実施する計画】（総務部、企画部、市民環境部） 

市は、警戒本部が設置された場合は、県等からの情報を得て、次により広報を行う。 

ア 広報内容 

(ｱ) 警戒宣言及び地震予知情報等 

(ｲ) 主な交通機関運行状況及び道路交通状況 

(ｳ) 車両運転の自粛と運転者のとるべき措置  

(ｴ) ライフラインに関する情報 

(ｵ) 強化地域内外の生活関連情報 

(ｶ) 事業者等がとるべき措置 

(ｷ) 避難対象地域外で耐震性が確保されている小規模小売店に対する営業確保の

呼びかけ 

(ｸ) 家庭において実施すべき事項 

(ｹ) 自主防災組織に対する防災活動の要請 

(ｺ) 犯罪予防等のために住民のとるべき措置 

(ｻ) 金融機関等が講じた措置に関する情報 

(ｼ) その他必要な事項 

イ 広報手段 

公共情報コモンズ、緊急速報メール、ビーナチャンネル、ＦＭラジオ、新聞等で行

うほか、広報車、ホームページ等により実施する。 

また、防災行政無線、同報無線等を活用するほか、状況に応じて自主防災組織の協

力を得て、市民に周知をする。なお、外国人市民等情報伝達について特に配慮を要す

る者に対する対応については、外国語による表示、冊子又は外国語放送など様々な広

報手段を活用して行う。 

ウ 問い合わせ窓口 

市民等の問い合わせに対応できるよう、市に問い合わせ窓口等の体制を整える。 

(2)【県が実施する計画】 

県は、警戒本部が設置された場合は、次により広報を行う。 

ア 広報内容 

(ｱ) 警戒宣言及び地震予知に関する情報等 

(ｲ) 主な交通機関運行状況及び道路交通状況  

(ｳ) 車両運転の自粛と運転者のとるべき措置  

(ｴ) ライフラインに関する情報 

(ｵ) 強化地域内外の生活関連情報 

(ｶ) 事業者等がとるべき措置 

(ｷ) 避難対象地域外で耐震性が確保されている小規模小売店に対する営業確保の

呼びかけ 

(ｸ) 家庭において実施すべき事項 
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(ｹ) 自主防災組織に対する防災活動の要請 

(ｺ) 犯罪予防等のために住民のとるべき措置 

(ｻ) 金融機関等が講じた措置に関する情報 

(ｼ) その他必要な事項 

イ 広報手段 

報道機関の協力を得てテレビ、ラジオ、新聞等で行うほか、ヘリコプター、広報車、

インターネット等により実施する。なお、外国籍市民等情報伝達について特に配慮を

要する者に対する対応については、外国語による表示、冊子又は外国語放送など様々

な広報手段を活用して行う。 

ウ 問い合わせ窓口 

居住者等の問い合わせに対応できるよう、警戒本部に問い合わせ窓口等の体制を整

える。 

エ 報道機関との応援協力関係 

知事は、警戒宣言が発せられた場合は、「災害時における放送要請に関する協定」

により、放送機関に要請してテレビ、ラジオを通じて直接県民に呼びかける。 

(3)【防災関係機関が実施する計画】 

ア 放送機関 

臨時ニュース、特別番組等により迅速かつ的確な情報提供を行うとともに、協定に

基づく報道要請があったときは適切な放送を行う。 

イ 電力供給機関 

報道機関、広報車等を通じ、発災時に備えての電気の安全措置等に関する広報を

行う。 

ウ ガス供給機関 

報道機関、広報車等を通じ、ガス事業者の警戒態勢及び地震発生時のガスに関する

安全喚起について広報を行う。 

エ ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱ 、ソフトバンクモバイル㈱、楽天

モバイル㈱ 

報道機関、広報車等を通じ、通信の疎通状況、利用制限措置等について市民に周

知する。 

オ ＪＲ会社 

報道機関及び駅等における掲示等を通じ、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の運行

規制等の内容や不要不急の旅行を控える必要がある旨、運転状況等について市民に周

知する。 

カ 路線バス会社 

報道機関及び停留所等における掲示等を通じ、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の

運行規制の内容や不要不急の旅行を控える必要がある旨、運転状況等について市民に

周知する。 
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キ 道路管理者 

報道機関、道路情報提供装置等を通じ、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の運行規

制の内容や不要不急の旅行を控える必要がある旨等について市民に周知する。 

ク 水道管理者 

報道機関、広報車等を通じ、緊急貯水及び飲料水確保の指導、発災時の対応等につ

いて市民に周知する。 

ケ その他の防災関係機関状況に応じ、適時適切な広報活動を行う。  
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第５節 避難活動等  

 

第１ 基本方針 

東海地震に関する「警戒宣言」が発せられた場合は、地震発生に伴う被害を最小限にと

どめ、また、避難に伴う混乱、事故を防止することを基本として、迅速、的確な避難措置

を講ずるものとする。 

その際、高齢者、乳幼児、傷病者等に対する支援や外国籍市民、観光客等に対する誘導

など、要配慮者の避難誘導にあたっては、特に配慮し、屋内避難を考慮に入れた対策を講

ずるものとする。 

また、避難指示の対象となるがけ地崩壊危険地域等の範囲（以下「避難対象地区」とい

う。）における避難は、徒歩を原則とする。ただし、徒歩による避難が著しく困難な避難

対象地区（以下「車両避難対象地区」という。）については、必要最小限の車両避難につ

いても検討するなど避難活動の実効性を確保するものとする。 

なお、避難対象地区以外の市民等は、耐震性の確保された自宅での待機等安全な場所で

行動するものとする。このため、あらかじめ自宅の耐震点検等を行い、耐震性を十分に把

握しておくものとする。 

 

第２ 活動内容 

１ 避難指示 

(1)【市が実施する計画】（総務部） 

ア 避難対象地区は、おおむね次の基準によりあらかじめ市長が定める地区とする。 

(ｱ) がけ地、山崩れ崩落危険地区 

(ｲ) 崩落危険のあるため池等の下流地区 

(ｳ) その他市長が危険と認める地域 

イ 避難対象地区の市民等に地域防災無線、インターネット、広報車等の手段を活用し、

地区の範囲、避難場所、避難路及び避難指示の伝達方法等について十分徹底を図るも

のとする。 

ウ 警戒宣言が発せられた時、市長は、避難対象地区に避難指示を行い、また必要と認

める地域に危険防止のための警戒区域の設定を行うものとする。また、市長は、自主

防災組織、市民及び関係者に対し、次の指導を行うものとする。 

(ｱ) 防災用具、非常持出品及び食料の準備 

(ｲ) 避難路の把握及び避難誘導、避難の際の携行品制限 

(ｳ) 避難場所の点検及び収容準備 

(ｴ) 収容者の安全管理 

(ｵ) 負傷者の救護準備 

(ｶ) 避難行動要支援者の避難救護 
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(2)【県が実施する計画】 

ア 地震防災対策強化地域の市町村に対し、避難指示の実施に関する連絡調整及び指導

を行う。（危機管理部） 

イ 警察署は、地元市町村と密接な連携を図り、市町村が行う避難に関する広報、伝達

等の活動に協力する。 （警察本部） 

ウ 警察官は、警戒宣言が発せられた場合は、大震法第２５条に基づき、避難に伴う混

雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、危険事態発生防止

のため、次の事項を実施することができる。 

(ｱ) 危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対する必要

な警告又は指示 

(ｲ) (ｱ)の場合において特に必要な場合における危険な場所への立ち入りの禁止若

しくはその場所からの退去 

(ｳ) (ｱ)の場合において特に必要な場合における危険を生ずるおそれのある道路上

の車両その他の物件の除去その他必要な措置。 

エ 市町村長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市町村長から要求のあっ

たときは、警察官は大規模地震対策特別措置法第２６条で準用する災害対策基本法第

６１条により、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための

立ち退きを指示する。 

オ 次の事項について市町村に協力する。 

(ｱ) 県が管理する施設の開放 

(ｲ) 県が管理する介護施設等への該当者の収容 

(ｳ) 県が把握する物資等の供給、あっせん 

(ｴ) 給水資機材の配備 

(3)【市民が実施する計画】 

平常時から避難地、避難路、避難方法及び家族との連絡方法を確認しておく等地震発

生に備えて万全を期するよう努め、警戒宣言が発せられた場合には、避難対象地区の市

民等は、市長の指示に従いあらかじめ指定された避難地に速やかに避難するものとする。 

 

２ 車両による避難 

(1)【市が実施する計画】（総務部、都市建設部） 

ア 市は、県警察本部、県危機管理部と協議のうえ、あらかじめ避難対象地区のうち、

必要最小限の車両避難を認める地区について、定めておくものとする。 

イ 車両避難対象地区は、山間地等で、避難場所までの距離がおおむね４ｋｍ以上離れ

ているなど、徒歩による速やかな避難が著しく困難な地区であること等を要件とする

ほか、災害時の交通管理に支障のないよう地域の実態に応じて、警察本部、管轄の警

察署と調整しておくものとする。 

ウ 車両避難対象区については、各地域における避難場所の設置等環境の変化に応じて、

その都度必要な検討・見直しを行うものとする。 
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エ 車両を避難に活用する場合は、対象車両、対象人員を確実に把握しておくとともに、

対象車両数や避難場所の駐車スペースを考慮し、具体的な避難の方法等を定めておく

ものとする。 

オ 災害時には、直ちに停車する等、地震情報、交通情報に応じた安全な行動を行うよ

う周知を図るものとする。 

(2)【県が実施する計画】（危機管理部、警察本部） 

市町村が、必要最小限の車両による避難を行う地域について、その実情を把握し、必

要な連絡調整を行う。なお、市町村から事前に車両避難対象地区について協議があった

場合、警察本部及び危機管理部において、基本的事項についての確認を行い、管轄の警

察署において、災害時における交通管理に支障が発生する可能性の有無や避難路におけ

る交通障害発生のおそれの有無等、具体的事項について精査・調整を行う。 

(3)【市民が実施する計画】 

車両による避難を実施する場合は、地震情報、交通情報に応じた安全な行動を心掛け

るとともに、発災時の停車または、避難地における駐車にあたっては緊急通行車両等の

走行を妨げないよう配慮するものとする。 

 

３ 屋内避難 

(1)【市が実施する計画】 （教育委員会、健康福祉部） 

ア 警戒宣言が発せられた場合の避難は、屋外を原則とするが、避難対象地区内の住民

のうち、高齢者、傷病者、幼児等の要配慮者で在宅の者及びその介護等に必要な付添

者については、「東海地震の防災対策強化地域に係る屋内避難施設の選定及び安全確

保のための指針」（以下「屋内避難指針」という。）の基準を満たす避難施設の選定

が可能な場合は、必要に応じて屋内避難の対象とする。 

イ 市は、屋内避難指針に従い、公立小中学校等の公共施設の中から、屋内避難が可能

な施設を選定するとともに、避難対象地域内の屋内避難の対象とすべき者の概数をあ

らかじめ把握しておくものとする。 

ウ 屋内避難が可能な施設の収容力が、屋内避難対象者に対して不足している場合は、

避難対象地区外の知人・親戚宅等への避難も含め要配慮者に配慮した対策を講じるも

のとする。 

(2)【県が実施する計画】 

ア 市町村が、屋内施設を選定する際にその実情を把握し、必要な調整及び助言を行う。 

（危機管理部、建設部） 

イ 県は、屋内避難に適する県有施設の活用について市町村に協力する。（各部局） 

 

４ 要配慮者利用施設における避難対策 

(1)【市が実施する計画】（総務部、健康福祉部） 

市は、避難対象地区内の要配慮者利用施設の有無を確認し、これらの施設が所在して

いる場合は、下記事項に留意しつつ避難方法等を調整しておくものとする。 
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ア 警戒宣言等が発せられた場合の迅速な情報伝達（夜間等を含む） 

イ 徒歩避難困難者の避難についての具体的な避難方法、使用車両等 

ウ 屋内避難指針に適合した施設、知人・親戚宅等、避難先についての検討 

(2)【県が実施する計画】 

県は、避難対象地区内の要配慮者利用施設について状況を把握するとともに、避難対

策等について市町村を指導する。 

(3)【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

要配慮者利用施設の管理者は、市と調整の上、それぞれの施設の耐震性を十分考慮し

て、その利用実態、宿日直者等の有無等に応じて下記事項について定めておくものとす

る。また、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合、

利用者・入所者等の安全確保のために必要な対策を講ずるものとする。 

ア 夜間・休日を含めた連絡体制 

イ 避難行動要支援者の避難方法、使用車両等 

ウ 利用者・入所者の態様に応じた避難先 

 

５ 避難活動 

(1)【市が実施する計画】（総務部、教育委員会、健康福祉部） 

ア 市は、避難の状況、避難所の設置、避難者の数、必要な救助、保護の内容等につい

て状況を把握するとともに、県へ報告するものとする。 

イ 避難所の設置及び運営については、次により行うものとする。 

(ｱ) 避難所の生活が円滑に行えるように、必要に応じて、仮設トイレ、寝具、テン

ト等必要な物品の調達・備蓄等について定めておくものとする。また、避難生活

の維持にあたっては、自主防災組織の協力を得るものとする。 

(ｲ) 避難所で避難生活をする者は、避難指示 

を受けた者、帰宅困難者、滞留旅客等で、居住する場所を確保できない者とする。な

お、帰宅困難者、滞留旅客の保護等のため、帰宅支援等必要な支援を講ずるもの

とする。 

(ｳ) 設置場所は、計画に基づく危険のない場所とする。 

(ｴ) 避難所の設置期間は、警戒宣言が発せられてから解除されるまで又は地震発生

に伴う避難所が設置されるまでの間とする。 

(ｵ) 避難所の運営は、自主防災組織の協力を得て市が行う。 

(ｶ) 避難所には、運営のため必要な市職員を派遣するとともに、必要により、安全

の確保と秩序維持のため、警察官の配置を要請するものとする。 

(2)【県が実施する計画】 

ア 避難生活維持のための食料、生活必需品等の調達等について、市町村からの要請に

基づき、調達、提供及びあっせんについて協力する。 

イ 県は、交通規制等の結果生じる帰宅困難者、滞留旅客に対して市町村が実施する避

難誘導、保護等の活動が円滑に行われるように協力するとともに、必要に応じて市町
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村間の調整等を行う。 

ウ 警察は、市町村と連携し、避難誘導の措置等について協力するものとする。また、

避難所及び避難後の地域の治安維持のためのパトロールを行う。 

(3)【市民が実施する計画】 

住民及び自主防災組織は、避難及び避難地の運営に関し市に積極的に協力するととも

に、役割分担を確立し、相互扶助の精神により自主的な秩序ある避難生活をおくるよう

に努めるものとする。  
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第６節 食料、生活必需品、飲料水の確保計画 

 

第１ 基本方針 

警戒宣言時に必要な食料及び生活必需品は、市民が自主防災活動により確保するものとし、

市及び県は、住民の自助努力で確保できないものについて、緊急物資として斡旋するほか、

物資流通の円滑化に配慮するものとする。なお、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動

を行う旨の意思決定を行った場合、緊急物資の調達及びあっせん等を円滑に実施するため、

利用可能な備蓄物資量の確認、調達可能量の把握等の準備を行うものとする。また、地震発

生時の飲料水確保について、市及び県は必要な措置を講ずるものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 食料及び生活必需品の確保 

(1)【市が実施する計画】（総務部、企画部、産業経済部、教育委員会） 

ア 緊急避難等で非常持出しができなかった市民等に緊急物資の供給の必要が生じたと

きの物資の調達又はあっせんを行うものとする。 

イ 平常時から緊急物資の在庫状況を把握しておくとともに、必要に応じて物資等の供給

協定の締結を行うものとする。 

ウ 県に対する緊急物資の調達又はあっせんの要請を行うものとする。 

エ 市は、避難対象地区以外において市民が、食料等生活必需品を確保し、日常生活の維

持が可能となるよう、小規模小売店等に対し、営業の継続を要請するものとする。また、

上記の要請が可能となるよう、市内における主要な店舗等と警戒宣言時における安全性

を確保しながらの営業のあり方について協議しておくものとする。 

オ 生活必需品等の備蓄について、市民に対して周知するものとする。 

カ 物資拠点の開設準備を行う。 

(2)【県が実施する計画】 （危機管理部、企画部、商工労働部、農政部） 

ア 市町村長の要請に基づき、協同組合長野アークス、松本流通センター協同組合、上田

卸商商業協同組合、飯田卸売商業協同組合、長野県商店街振興組合連合会、諏訪市卸商

業協同組合、長野県化粧品日用品卸組合、長野県商店会連合会、長野県石油商業組合、

（一社）長野県ＬＰガス協会、長野県生活協同組合連合会、長野県農業協同組合中央会、

全国農業協同組合連合会長野県本部と連携して物資の調達を図る。この場合の調達先は、

県と緊急物資の供給協定を締結した物資保有者を中心として、広く各業界に協力を求め

る。 

イ 緊急物資の在庫状況や関係業界からの調達状況を勘案し、国に対して調達又はその準

備措置を要請する。 

ウ 緊急物資の円滑な流通のため、適切な広報を行うとともに、必要により物資の保有者

等に対し、収容命令や保管命令を発する。 

エ 広域物資拠点の開設準備を行う。 
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(3)【関係機関が実施する計画】（農林水産省） 

「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」第４章第11に基づき知事又は市長村長から

の要請を受けて、緊急売卸の措置を講ずるものとする。 

(4)【市民が実施する計画】 

市民は、避難対象地区の内外を問わず、平常時から、食料等生活必需品の備蓄に努める

ものとする。市民は、緊急物資、非常持出品の整備、搬出を行うものとするが、パニック

に陥って買いだめ等に走ることなく、冷静に行動すること。 

 

２ 飲料水の確保計画 

(1)【市が実施する計画】（総務部、企画部、都市建設部） 

ア 市民に対して貯水の励行に関する広報を徹底するものとする。 

イ 応急給水計画に基づき、他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水活動の準備

を行うものとする。 

ウ 水道施設の安全点検を実施し、二次災害防止措置の準備を行うものとする。 

エ 応急復旧体制の準備を行うものとする。 

オ 物資拠点の開設準備を行う。 

(2)【県が実施する計画】 

ア 住民に対して貯水の励行に関する広報を行う。 

イ 市町村が実施する飲料水確保対策を指導する。 

ウ 広域的な応援体制を確立する。  

エ 水道用水供給施設については、飲料水を確保するための必要な措置を講ずる。 

オ 広域物資拠点の開設準備を行う。 

(3)【市民が実施する計画】 

飲料水及び生活用水を、可能な範囲で貯水するものとする。  
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第７節 医療救護及び保健衛生活動計画  

 

第１ 基本方針 

県及び市は、地震発生に備え、関係機関との連携を密にして、医療救護及び保健衛生

活動体制を確立するものとする。なお、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行

う旨の意思決定を行った場合、地震防災応急対策を迅速かつ的確に実施するための準備

的措置を最大限に行うものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 医療救護体制の確立 

地震防災対策強化地域を中心とする地震発生時の人的被害に備え、強化地域以外から

の支援体制を含め、医療救護体制の準備を整えるものとする。 

(1)【市が実施する計画】（健康福祉部、総務部） 

ア 医師会等に対し、救護班の出動準備を要請する。 

イ 医薬品、医療用資機材等の必要量及び医薬品卸業者、薬局等の備蓄量を迅速に把

握し、必要に応じて、県または関係機関に対して供給の要請を行う。 

ウ 救護所等に医薬品、衛生材料、救護用資機材等を配備し、受入体制を整えるもの

とする。 

エ 傷病者の搬送準備をするものとする。 

オ 市民に対し、救護所及び応急救護に携わる指定医療機関の周知を図るものとする。 

(2)【県が実施する計画】 

ア 市町村、日赤長野県支部、医師会等に対して医療救護活動の準備を要請するとと

もに、県立医療機関での医療救護活動の準備を整える。 

イ 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会に対し、備蓄医薬品等の

緊急配分の準備を要請する。 

ウ 強化地域以外の医療関係機関を含め、救護班派遣可能数及び搬送患者受入可能数

を把握する。 

エ 強化地域内の医療搬送拠点の確保を図る。 

(3)【関係機関が実施する計画】 

ア 日本赤十字社長野県支部 

日本赤十字社長野県支部長は、救護資機材等の装備の確認を行い、医療救護班

の出動に備える。県から協力要請があったとき、又は支部長が必要と認めたとき

は、救護班等を派遣するものとする。 

イ （社）長野県医師会、茅野、原医師会 

市町村又は県から協力要請があったとき、又は医師会長が必要と認めたときは、

救護班等を派遣するものとする。 

ウ 災害拠点病院 
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発災に備えて、傷病者の受入体制について万全を期すとともに、関係機関からの

要請により、医薬品、医療用資機材等の提供を行う。 

エ 国立病院、大学病院 

県から協力要請があったとき、又は病院長が必要と認めたときは、救護班を派遣

するものとする。 

オ 長野県医薬品卸協同組合、長野県医療機器販売業協会 

県から緊急配分について要請があった場合は、備蓄医薬品等の指定場所への速や

かな搬送を行い、使用後の迅速な補充を図るものとする。 

カ （社）長野県薬剤師会 

県から要請があったときは、薬剤師班を派遣するものとする。 

 

２ 保健衛生体制の確立 

県及び市は、地震発生に備えて体制を確立するとともに応急用資機材を準備し、市民

は、自己完結の努力をするものとする。 

(1)【市が実施する計画】（都市建設部、市民環境部、健康福祉部） 

し尿処理、ごみ処理、感染症予防等の活動について、資機材を準備するものとする。 

(2)【県が実施する計画】 （健康福祉部） 

保健衛生活動全般の連絡調整を行うとともに、保健所等保健衛生機関での出動準備

を整える。 

(3)【市民が実施する計画】 

し尿処理、ごみ処理等の自家処理に必要な器具を準備し、可能な限り自己完結する。 
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第８節 児童生徒等の保護活動計画  

 

第１ 基本方針 

保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下この節において「学

校」という。）においては、平素から地震予知情報等が発せられた時の対処のための行動等

を指導するとともに、警戒宣言前に提供される情報の内容、通学方法、通学距離、通学時間、

通学路、交通機関の状況等を勘案し、保護者等と密接な連携を図り、幼児及び児童生徒（以

下この節において「児童生徒等」という。）の安全確保を最優先とした対策を講ずるものと

する。なお、学校等においては、地域の特性や学校の置かれた状況等を踏まえ、児童生徒等

の在校時、登下校時、在宅時等の別、学校施設の避難地及び避難所指定等の実態に即した計

画の策定や対策を実施するものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１【市及び私立学校が実施する計画】（教育委員会） 

学校は、児童生徒等が在校中に警戒宣言が発せられた場合、授業又は学校行事を直ちに中

止し、警戒宣言が解除されるまでの間又は地震発生後安全が確認されるまでの間、原則とし

て休校とする。また、児童生徒等が在宅中に警戒宣言が発せられた場合は、登校又は登園し

ないものとする。なお、遠距離通学・通園などの事情により警戒宣言発令後に対策を講じた

のでは児童生徒の安全確保ができないと予想される場合、東海地震注意情報に基づき政府が

準備行動を行う旨の意思決定を行った時点で、必要により授業等を中止し、児童生徒等の帰

宅や保護者の引き渡し等の安全確保対策をとることができるものとする。 

(1) 児童生徒等の安全確保に十分留意し、必要に応じ、教職員が引率してその集団下校や

直接保護者への引き渡しを行う。 

(2) 児童生徒等については帰宅させることを原則とするが、留守家庭、交通機関利用通学

者、避難対象地区内在住者等で、帰宅、引き渡しが困難と考えられる場合は、市町村が

設置した避難地又は学校で保護する。この場合、事前に保護者と打合せのうえ、個々に

ついての対応の仕方を確認しておく。 

(3) 保護にあたっては不安、動揺を与えないように配慮するものとし、保護する児童生徒

の氏名、人数を確実に把握し、市地震災害警戒本部及び県教育委員会へ報告する。 

(4) 保護した児童生徒等の生活に必要な主要食料、水、生活必需品等の確保については、

市地震災害警戒本部と協議のうえ、対策を講ずる。 

(5) 警戒宣言が登下校中に発せられた場合に備え、児童生徒等に対し、以下の事項を徹底

しておく。 

ア ブロック塀、橋、がけ下等の危険箇所から離れる。 

イ 学校か自宅か近い方に急いで避難することを原則とする。 

ウ 交通機関利用者については、その場の指揮者（乗務員、添乗員、車掌等）の指示によ

り行動し、勝手な行動はとらない。 
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２【県が実施する計画】 （教育委員会） 

県立の学校は、市が実施する計画の例に準じて、県の地震防災計画等を踏まえ、適切な対

策を行うものとする。  
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第９節 消防・救急救助等対策  

 

第１ 基本方針 

警戒宣言が発せられた場合、市は、市地域防災計画及び市消防計画に基づき、平常時

の業務を停止又は縮小し、消防・救急救助対策活動を実施する。また、市は東海地震応

急活動要領等に基づく広域的な応援の受入れ準備活動を実施する。 

 

第２ 活動の内容 

１【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】（総務部、企画部） 

(1) 市防災行政無線等による正確な情報の収集及び伝達体制を確立する。 

(2) 警察庁、防衛省及び消防庁の応援部隊を受け入れるため、あらかじめ定めた活動拠

点の施設管理者と連携し、施設を確保する。 

(3) 火災防除のため、現有消防力を有機的に運用し、効果的な警戒を図る。 

(4) 火災発生の防止、初期消火活動については市民等への広報を行う。 

(5) 自主防災組織、自衛消防隊等の消防防災活動に対する指導を実施するものとする。 

(6) 消防団、自主防災組織の協力を得て、消防団屯所、公民館、コミュニティー防災拠

点施設等に配置した資機材等の確認を行う。 

 

２【関係機関が実施する計画】（自衛隊、諏訪広域消防本部） 

(1) 地震予知情報等の収集と伝達体制を確立するものとする。 

(2) 地震に備えての消防部隊の編成強化を行うものとする。 

(3) 資機材及び救急資機材を確保するものとする。 

(4) 迅速な救急救助のための体制確保 

(5) 応援部隊を受け入れるため、あらかじめ定めた前進拠点及び進出拠点の施設管理者

と連携し、施設を確保する。 

(6) 出火防止、初期消火等の広報を行うものとする。(諏訪広域消防本部) 

(7) 施設、事業所等に対し、応急計画の実施を指示するものとする。（諏訪広域消防本

部） 

 

３【県が実施する計画】 (危機管理部、総務部、健康福祉部、警察本部) 

(1) 東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合、消火

薬剤・資機材、救急救助資機材等県が保有する物質、資機材の点検、初動準備を行う

とともに、市町村、各防災関係機関の消防対策用資機材の保有状況及び緊急応急対策

要員の参集状況を確認する。（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(2) 警察庁、防衛省及び消防庁の応援部隊を受入れるため、あらかじめ定めた活動拠点

の施設管理者と連携し、施設を確保する。 （危機管理部、警察本部） 

(3) 迅速な救急救助のため体制を確保する。（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(4) 警戒宣言が発せられた場合、報道機関の協力を得て、住民等に対し、火気使用の自
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粛、消火の準備等火災の発生防止、初期消火などについて広報を行う。（危機管理部、

総務部） 
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第１０節 警備対策 

 

第１ 基本方針 

警戒本部は、警戒宣言が発せられた場合、犯罪及び混乱防止等に関して、主に次の事項を

実施する。 

 

第２ 活動の内容 

【県が実施する計画】（警察本部） 

(1) 正確な情報収集及び伝達 

警備対策を迅速・的確に推進するため、各種情報を積極的に収集するとともに住民に対

して積極的な広報活動を行う。 

(2) 不法事案等の予防及び取締り 

悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯等生活に密着した犯罪の予防、取締りを重

点的に行う。 

(3) 避難地、警戒区域、重要施設等の警戒 

避難地、重要施設等のパトロールの強化、避難所等の巡回を行い、各種犯罪・事故の未

然防止を図り、市民等の不安の軽減に努める。 

(4) 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

民間防犯活動が的確に行われるよう地域の防犯団体や警備業者等の指導及び連携を積極

的に行う。  
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第１１節 防災関係機関の講ずる措置  

 

第１ 基本方針 

防災関係機関は、東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合、平常時の

活動を継続しつつ、情報の内容に応じて連絡用職員の確保など必要な対応をとり、東海

地震注意情報が発表された場合は、相当の職員の参集を行うとともに、相互に連携して

迅速かつ的確な情報収集を実施し、これらの情報の共有を図る。 

また、防災関係機関は、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決

定を行った場合又は警戒宣言が発せられた場合は、災害応急対策及び施設等の応急復旧

対策を実施するために必要な資機材の点検、整備及び配備等の準備を行うものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 電力会社 

(1) 地震災害警戒本部を設置する。 

(2) 電力設備の特別巡視点検を実施し、通信網の確保、要員、資機材の確保を図るとと

もに、その輸送ルートを確立する。 

(3) 社員一人一人が、迅速・的確な行動をとれるよう、個々の行動、役割を記載したカ

ードを全社員が携帯する。 

(4) 訪問者、見学者等の安全避難を図るとともに、テレビ、ラジオ等を通じて利用者に

対する具体的な安全措置についての広報を行う。 

 

２ 通信（東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、楽天モバイ

ル㈱） 

(1) 地震災害警戒本部を設置し、必要人員を配置するとともに、復旧体制を確立する。 

(2) 重要通信を確保するため、通信の疎通状況の監視を強化し、必要により通話規制等

の利用制限措置を講じる。 

(3) 通信の途絶を防止するため、災害対策機器の試験・点検を行う。 

(4) 通信の疎通状況・利用制限措置等について利用者への広報を行う。 

(5) 警戒宣言発令後、災害用伝言ダイヤル・ｉモード災害用伝言板・ｗｅｂ１７１の運

用開始に向けた準備を行うとともに、ふくそうが発生した場合は、速やかに運用を開

始する。なお、注意情報等発出後においても、同様とする。 

 

３ ガス（ガス事業者） 

(1) 速やかに地震災害警戒本部を設置し、非常体制を確立する。 

(2) 工事中のガス工作物については、安全措置を講じて直ちに中止する。 

(3) 巡視、点検を実施し、必要な資機材を確保する。 

(4) 利用者に対し、テレビ、ラジオ、広報車等を通じて、ガス事業者の警戒態勢及び 

地震発生時のガスに関する安全喚起について広報を行う。 
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(5) 警戒宣言が発せられた場合においても、ガスの供給を確保する。 

４ 金融機関 

(1) 警戒宣言が発せられた場合は、その時点から、民間金融機関における窓口業務は停

止するものとする。ただし、預金取扱金融機関においては、普通預金の払戻業務以外

の業務は停止し、その後、店頭の顧客の混雑等の状況を的確に把握し、混乱を起こさ

ないように窓口における払戻業務も停止する。 

(2) 預金取扱金融機関においては、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動

預払機（ＡＴＭ）等において預金の払戻しを継続する等、居住者等の日常生活に支障

をきたさないような措置を講ずるものとする。 

(3) 営業停止等を周知させるため、ポスターの店頭掲示、新聞やインターネット等を活

用して広報を行うものとする。 

※「民間金融機関」とは、「預金取扱金融機関」、「保険会社」、「証券会社」等

をいい、「預金取扱金融機関」とは、銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農

業協同組合等の預金を取扱う機関をいう。 

 

５ 日本郵便㈱信越支社 

(1) 日本郵便㈱信越支社は、非常災害対策本部を設置し、発災に備えて災害応急体制及

び復旧体制等を整える。 

(2) 警戒宣言が発せられた場合は、その時点から支店、郵便局等における業務の取扱い

を停止する。 

(3) 郵便事業㈱は警戒宣言に伴う郵便の業務運営について、報道機関等を通じ広報活動

を行う。 

(4) 強化地域内に所在する支店、郵便局等において、窓口取扱いを行う事務の種類及び

取扱時間並びにその他の必要事項を店頭又は局前等に掲示する。 

(5) 警戒宣言が解除された場合は、遅滞なく平常どおりの業務を行う。  

 



震災対策編 第５章 東海地震に関する事前対策活動 第１２節 売り惜しみ・買い占め等の防止  

 

J-5-12-1 

第１２節 売り惜しみ・買い占め等の防止  

 

第１ 基本方針 

警戒宣言が発せられた場合、悪質商法や、売り惜しみや買い占め等による物価の高騰

等を防ぎ、必要物資の安定供給のための措置が必要である。 

 

第２ 活動の内容 

１【市が実施する計画】（産業経済部、市民環境部） 

(1) 売り惜しみ買い占め及び便乗値上げを防ぐため、生活必需物資等の価格需給動向に

ついて調査、監視を行うものとする。 

(2) 適正な価格若しくは条件による販売、流通を確保するため、関係業界に対して協力

を要請するものとする。 

(3) 情報の不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需物資の価格、

供給状況等について必要な情報を提供するものとする。 

(4) 売り惜しみ買い占め、便乗値上げ、警戒宣言に便乗した悪質商法等に対する消費者

からの相談に対応するため、相談窓口等を設置するものとする。 

(5) 管内又は広域圏で流通業者との連携を図るものとする。 

 

２【県が実施する計画】 

(1) 売り惜しみ買い占め及び便乗値上げを防ぐため、生活必需物資等の価格需給動向に

ついて調査、監視を行う。 

(2) 適正な価格若しくは条件による販売、流通を確保するため関係業界に対して協力を

要請する。 

(3) 情報の不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需物資の価格、

供給状況等について必要な情報を提供するものとする。 

(4) 売り惜しみ買い占め、便乗値上げ、警戒宣言に便乗した悪質商法等に対する消費者

からの相談に対応するため、相談窓口等を設置するものとする。 

(5) 警戒宣言に便乗した悪質商法事犯の取り締まりや広報啓発活動を行うものとする。

（警察本部） 

 

３【市民が実施する計画】 

集団心理的パニックを防ぐため、自ら冷静な消費行動に努めるものとする。  
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第１３節 交通対策  
 

第１ 基本方針 

警戒宣言時には、交通の混乱と交通事故等の発生を防止するとともに、市民等の避難

の円滑と緊急輸送路を確保するため、次に定めるところにより交通の規制等を実施する。 

また、鉄道の運行停止に伴う滞留旅客等に対応するための措置を講じる。なお、県、

公安委員会、道路管理者は、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の交通規制等の情報につ

いて、あらかじめ情報提供するとともに、不要不急の旅行等を控えるよう要請を行うも

のとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 道路に関する事項 

(1)【市が実施する計画】（産業経済部、都市建設部） 

ア 市は、関係業者と連携した滞留旅客対策を行うものとする。 

イ 市は、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の交通規制等の情報について、あらかじ

め情報提供するとともに、不要不急の旅行等を控えるよう要請を行うものとする。 

(2)【県が実施する計画】（警察本部） 

ア 強化地域内での一般車両の走行は極力抑制するものとする。 

イ 強化地域への一般車両の流入は極力制限するものとする。 

ウ 強化地域外への一般車両の流出は、交通の混乱が生じない限り原則として制限し

ないものとする。 

エ 避難路及び緊急輸送路については、優先的にその機能の確保を図るため、原則と

して一般車両の通行を禁止又は制限するものとする。 

オ 高速自動車国道については、一般車両の県内への流入を制限するとともに、強化

地域内におけるインターチェンジからの流入を制限するものとする。 

カ 警察庁指定の広域交通規制対象道路については、必要な交通規制、迂回誘導、自

動車利用の抑制の要請等を行うものとする。 

キ 自動車運転者の執るべき措置の指導 

平素から関係機関と連携して、自動車運転者に対し、次の事項の周知徹底を図る

ものとする。 

○ 警戒宣言が発せられた場合における措置  

走

行

中 

① 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて低速走行に移

行するとともに、カーラジオ等により継続して地震情報及び交通情報を聴取し、

その情報に応じて行動すること。 

② 車両を置いて避難する時は、できる限り路外に停車すること。やむを得ず道路

に置いて避難する時は、道路の左側に寄せて停車させ、エンジンを切り、エンジ

ンキーは付けたままとし、窓は閉め、ドアはロックしないこと。 

避

難

時 

第５節でいう「車両による避難」が認められた地区を除いては、避難のために車両

を使用しないこと。 
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(3)【中日本高速㈱が実施する計画】 

中日本高速㈱は、その防災業務計画に定めるところにより、警戒宣言の対策を実施する

ものとする。 

(4)【路線バス会社が実施する計画】 

ア 主要バスターミナル、営業所及び車内等の旅客に対し、掲示物、放送等により情報を

伝達する。 

イ 警戒宣言の情報を入手したときは、車両の運行を中止し、安全な場所に停車し、旅客

に避難地を教示する。児童・生徒については、学校と連絡をとり、必要な対応措置をと

る。 

 

２ 鉄道に関する事項 

(1)【市が実施する計画】（産業経済部） 

市は、関係事業者と連携した滞留旅客対策等を行うものとする。 

(2)【県が実施する計画】 

県は、規制の結果生じる滞留旅客等の保護のために行う市町村等の活動について、全体

の状況把握に努め、必要な連絡調整を行う。 

(3)【ＪＲ会社が実施する計画】 

ア 東日本旅客鉄道（株） 

(ｱ) 東海地震注意情報発表時の対応 

a 東海地震注意情報が発表された場合は、旅客等に対して、警戒宣言時に列車の運転

を中止すること等状況を説明し、旅行の中止をしょうようする。なお、強化地域の境

界付近を内方に向かって運転中の列車の旅客に対しては、状況により最寄りの駅で強

化地域外へ向かう列車に移乗することを案内する。 

b 東海地震注意情報が発表された場合は、次のとおり列車の運転規制手配を行う。 

(a) 強化地域内を運転中、又は、強化地域内へ進入する予定の貨物列車等について

は、原則として最寄りの貨物駅に抑止を行うが、強化地域外への進出が可能と判

断される場合には運転を継続する。 

(b) 強化地域内を旅行目的としない旅客を主に輸送する列車（夜行寝台列車等）は、

原則として強化地域内への入り込みを規制する。なお、強化地域内を運転中の旅

客列車は、原則としてそのまま運転を継続する。 

(c) 強化地域及び隣接する地域においては、帰宅困難者や滞留旅客軽減のため必要

により輸送力の増強を実施する。 

イ 警戒宣言発令時の対応 

(ｱ) 警戒宣言が発せられた場合は、予め定めた方法により列車の運転状況、旅客の待機

状況等を適宜報道機関等に発表する。 

(ｲ) 駅施設内の旅客及び停車した列車内旅客は、自己の責任において行動を希望する者

を除き、原則として駅施設内又は列車内に残留させる。ただし、列車の停車が長期間と
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なった場合、危険が見込まれるとき及び発災後は地方自治体の定める避難地へ旅客を避

難させる。また、旅客に対し必要に応じ食事のあっ旋を行う。 

(ｳ) 警戒宣言が発せられたときの列車の運転規制手配を次のとおり行う。 

a 強化地域内への列車の入り込みは、原則として規制する。 

b 当該地域内を運転中の列車は、原則として最寄りの安全な駅その他の場所まで安全

な速度で運転して停車させる。 

c 強化地域外においては、運行状況を勘案し、中央本線塩尻駅、小海線小海駅で速度

を制限して折り返し運転を行う。 
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第１４節 緊急輸送 

 

第１ 基本方針 

警戒宣言時における緊急輸送は、地震防災応急対策上必要な、最小限の範囲で実施するも

のとし、各機関と協議の上、地震災害警戒本部が必要な調整を行うものとする。なお、県、

市及び関係機関は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両及びヘリポート等の確保を図る

ものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 緊急輸送の対象 

警戒宣言が発せられた場合、緊急輸送の対象となる人員、物資等の範囲は次のとおりであ

る。 

・ 地震防災応急対策実施要員 

・ 地震防災応急対策の実施に必要な食料、医薬品、防災資機材等の物資、資機材 

・ その他警戒本部長が必要と認める人員、物資又は資機材 

(1)【市が実施する計画】（都市建設部、総務部、企画部） 

ア 市は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両、物資輸送拠点等の確保を図るものと

する。 

イ 市は、必要に応じて、震災対策編第３章第４節「ヘリコプターの運用計画」により、

ヘリコプターの出動を要請する。 

(2)【県が実施する計画】 

ア 交通規制等 

(ｱ) 県公安委員会は、大規模地震対策特別措置法第２４条に基づき地震防災応急対策

に従事する者若しくは地震防災応急対策に必要な物資の緊急輸送その他地震防災応

急対策に係る措置を実施するための緊急輸送を確保するため必要があると認めると

きは、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するものとする。 （警察本部） 

(ｲ) 交通規制課は、隣接県との事前協定に基づいて関係隣接県警察の交通規制を要請

する。 

(ｳ) 交通規制等にあたって必要がある場合は、あらかじめ締結した協定に基づき、（一

社）長野県警備業協会に強力を求める。 

イ 輸送手段の確保 

(ｱ) 市町村からの要請等に基づき、震災対策編第３章第４節「ヘリコプターの運用計

画」により、迅速な運用を図る。（危機管理部） 

(ｲ) 県庁内各部局と連絡調整し、それぞれが管理する車両の中から、長野県地震災害

警戒本部員の活動に必要な車両を確保する。（総務部） 

(ｳ) 緊急輸送を実施するため必要に応じて（公社）長野県トラック協会及び赤帽長野

県自動車運送協同組合に対して「緊急・救援輸送に関する協定書」等に基づき応援

を要請する。（危機管理部） 
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ウ 物資輸送拠点の確保 

県は、緊急輸送を円滑に推進するため、市町村と協議のうえ、必要な物資輸送拠点の

指定等準備を行うものとする。 

(3)【関係機関が実施する計画】 

各関係機関は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両等の確保を図るものとする。 

 

２ 緊急通行車両の確認 

(1)【市が実施する計画】 

地震防災応急対策の円滑な実施のため必要がある場合は、風水害対策編第３章第１０節

「緊急輸送活動」第３の４「緊急通行車両確認事務」に準じ、緊急通行車両の事前届出を

行う。 

(2)【県が実施する計画】 

地震防災応急対策の円滑な実施のため必要がある場合は、震災対策編第３章第９節「緊

急輸送活動」の４「緊急通行車両等確認事務」に準じ、緊急通行車両の確認を行う。 
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第１５節 他機関に対する応援の要請  

 

第１ 基本方針 

警戒宣言が発せられた場合、各機関は地震防災応急対策上の必要に応じて、法令やあらか

じめ締結した協定等に基づき、応援を要請するものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 協定等に基づく応援要請等の準備 

(1)【市が実施する計画】（市全部局） 

市は、災害が発生し、他の市町村等からの協定に基づく応援を受け入れることとなった

場合に備え、要請可能な内容の確認、受援体制を確保するように努めるものとする。 

(2)【県が実施する計画】 

ア 県は、災害が発生し、他の都道府県等からの協定等に基づく応援を受け入れることと

なった場合に備え、要請可能な内容の確認、受援体制を確保するように努めるものとす

る。（危機管理部） 

イ 県は、災害が発生し、他の都道府県からの緊急消防援助隊の応援を受け入れることと

なった場合に備え、消防庁及び代表消防本部等と連絡体制を確保し、受援体制を確保す

るように努めるものとする。 

なお、県は、東海地震注意報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場

合、市町村及び関係機関と連携して、東海地震応急対策活動要領等に基づく広域的な応

援の受入れ準備を行うものとする。 

 

２ 自衛隊に対する地震防災派遣の要請 

(1)【市が実施する計画】（総務部） 

ア 市長は、必要があるときは、知事に対し、次の事項を明らかにして自衛隊の地震防災

派遣を要請する。 

(ｱ) 派遣を要請する事由 

(ｲ) 派遣を要請する期間 

(ｳ) 派遣を希望する区域 

(ｴ) の他参考となるべき事項 

(2)【県が実施する計画】 

ア 知事（地震災害警戒本部長）は、必要があるときは、国の地震災害警戒本部長（以下

「本部長」という。）（内閣総理大臣）に対し、次の事項を明らかにして自衛隊の地震

防災派遣を要請する。 

(ｱ) 派遣を要請する事由 

(ｲ) 派遣を要請する期間 

(ｳ) 派遣を希望する区域 

(ｴ) その他参考となるべき事項 
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イ 地震防災派遣を要請する場合は、これに先立って、陸上自衛隊第１３普通科連隊に、

地震防災派遣を要請する予定である旨、また要請内容について明らかにし、事前準備を

依頼する。連絡先は、震災対策編第３章第５節「自衛隊の災害派遣」のとおり。（時間

内は第三科、時間外は駐屯地当直司令） 
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第１６節 事業所等対策計画  

 

第１ 基本方針 

警戒宣言が発せられた場合、あらかじめ地震防災計画を定め、それぞれ関係機関へ届出す

べき施設又は事業（大規模地震対策特別措置法第7条1項に規定された施設又は事業で政令で

定めるもの）の管理者、又は運営者（以下「事業所等」という）は、地震災害の未然防止と

社会的混乱を避けるため、次の事項を基本として必要な措置をとるものとする。 

なお、強化地域外の事業所等や一定規模以下の施設及び事業所にあっても、警戒宣言時の

対応措置をあらかじめ定めておくものとする。これらの事業所等においては、東海地震注意

情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合、建物等の耐震性や立地条件、

営業や利用状況などを判断して、警戒宣言時の地震防災応急対策を円滑に実施するための確

認又は準備的措置を行うものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１【事業所等が実施する計画】 

(1) 施設内の防災体制の確立 

ア 防災責任者などを中心にして、地震災害を未然に防止し、又は軽減するための体制を

確立する。 

イ 地震予知情報等必要な情報を正確に入手し、顧客や従業員等に迅速かつ正確に伝達し、

避難誘導や安全確保のための措置を講ずる。 

ウ あらかじめ定められた分担に従って地震防災応急対策を実施する。 

(2) 応急保安措置の実施 

地震防災応急計画に基づいて、防災体制を整える。 

ア 火気使用を自粛する。 

イ 落下物による被害等防災上の点検を行い必要があれば、応急修理を実施する。 

ウ 消火器具等の消防施設を点検し、出火に備える。 

なお、夜間、休日等時間外に警戒宣言が発せられた時は、地震防災応急計画に基づい

て、ただちに出社し、あらかじめ定めてある応急対策を行うこととする。 

２【従業員の帰宅措置】 

事業所等においては、応急保安措置を講じた後は、保安要員を残し避難を開始する。この

場合、従業員数、道路交通状況、警戒宣言が発せられた時刻等を考慮して、帰宅経路にかか

る状況を確認したうえで、相互協力し時差退社させるものとする。ただし、帰宅にあたって

は、徒歩又は自転車によるものとし、原則として自家用車による帰宅はしないものとする。

 なお、強化地域内では、鉄道、バス等の運行が停止されるので、帰宅方法等について適切

な措置を講じておくものとする。  
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第１節 総則  

 

第１ 目的 

「南海トラフ地震に関する事前対策活動」は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法第３条の規定に基づく南海トラフ地震に係る地震防災対策推進地域（以下、

「推進地域」という。）を中心に、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、後発地震に

備えるためにとるべき対策を定め、防災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

第２ 防災関係機関が地震防災応急対策として行う事務又は業務の大綱 

震災対策編第１章第３節「防災上重要な機関の実施責任者と処理すべき事務又は業務の大

綱」のとおり。 

 

第３ 南海トラフ地震臨時情報について 

１ 南海トラフ地震に関連する情報の名称及び発表条件 

 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象 が南海ト

ラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場

合、または調査を継続している場合 

○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説情報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況等を発

表する場合。 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合にお

ける調査結果を発表する場合（ただし、臨時情報を発表する場合

を除く。） 

※すでに必要な防災対策がとられている際は、調査を開始した旨

や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があ

る。 

南海トラフ地震臨時情報は、情報名の後に、「調査中」、「巨大地震警戒」、「巨大地

震注意」、「調査終了」のキーワードを付記し、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

等の形で情報発表される。 
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２ 異常な現象を観測した場合の情報発表までの流れ 

 

(★)：調査が2時間程度以上に及ぶ場合等において、調査の継続状況を「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」

により複数回発表することがある。 

※1：南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生した場合(半割れケース 

※2：南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上、Ｍ8.0未満の地震が発生した場合又は

南海トラフの想定震源域内のプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でM7.0

以上の地震が発生した場合(一部割れケース) 

※3：ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状況が明らかに変化し

ているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合(ゆっくりすべりケース) 

気象庁報道発表資料より 

 

第４ 推進地域 

本県における推進地域は、次のとおり指定されている。

また、本章において特段の記述がない限り「市町村」と

は、「推進地域内市町村」を示すものとする。 

 

 

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、茅野市、

川上村、南牧村、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、

箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、

高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売

木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊岡村、大鹿村、上松

村、南木曽村、大桑村、木曽町 

  

    

 

その他地域 

地震防災対策推進地域 
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第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制  

 

第１ 市の体制 

１ 南海トラフ地震臨時情報(調査中)発表時の体制：事前配備 

南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されたときは、茅野市地域防災計画等に定めると

ころにより活動体制（事前配備）をとり、次の業務を行う。 

(1) 南海トラフ地震臨時情報(調査中)の収集及び伝達 

(2) 住民等に密接に関係のある事項の伝達 

(3) 活動体制：事前配備とし、警戒・対策本部を設置 

(4) 地震防災応急対策の準備 

ア 茅野市防災情報システムの準備・統括 

イ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意・警戒)が発表された場合の対応等の確認 

ウ 地震防災応急対策上必要な部隊の派遣・受入れの準備や物資・資機材等の確認 

エ 管理している施設の緊急点検 

オ 公立学校の児童、生徒の引渡し等の安全確保対策 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等発表時の体制：警戒配備 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたときは、茅野市地域防災計画等に定

めるところにより活動体制（警戒配備）をとり次の業務を行う。 

(1) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の収集及び伝達 

(2) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容等の広報 

(3) 後発地震に対して注意する措置の実施 

(4) 活動体制：警戒配備とし、災害対策本部設置の準備 

(5) 地震防災応急対策の準備 

ア 茅野市防災情報システムの運用(長野県防災情報システムとの連携） 

イ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の対応等の確認 

ウ 地震防災応急対策上必要な部隊の派遣・受入れの準備や物資・資機材等の確認 

エ 管理している施設の緊急点検 

オ 公立学校の児童、生徒の引渡し等の安全確保対策 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等発表時の体制 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表されたときは、災害対策本部を設置し、茅

野市地域防災計画等に定めるところにより活動体制（非常配備）をとり次の業務を行う。 

(1) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の収集及び伝達 

(2) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の内容等の広報 

(3) 活動体制：非常配備とし、「茅野市災害対策本部」を設置 

(4) 地震防災応急対策の準備 
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ア 茅野市防災情報システムの運用(長野県防災情報システムとの連携・報告) 

イ 後発地震に対して注意する措置の実施 

ウ 自主防災組織、防災関係機関等からの応急対策の状況の収集及び県への報告 

エ 市内における災害応急対策に係る措置の実施 

 

４ 活動体制の終了時期 

災害応急対策の係る措置をとるべき期間が終了したしたときは、活動体制を解除する。 

 

５ 職員の参集 

職員は、南海トラフ地震臨時情報の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、南海ト

ラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等の発表に接したときは、動員命令を待つことなく、自己

の判断により定められた場所に参集する。 

 

第２ 県の体制 

１ 南海トラフ地震臨時情報の種類ごとの活動体制 

情報名 活動体制 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報

(調査中) 

警戒・ 

対策本部 

○警戒・対策本部の設置 

○南海トラフ地震臨時情報(調査中)の収集及び伝達 

○住民等に密接に関係のある事項の広報 

南海トラフ地震臨時情報 

(巨大地震注意)等（※１） 

警戒・ 

対策本部 

○警戒・対策本部の設置 

○南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の収集及び伝達 

○南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容等の広報 

南海トラフ地震臨時情報 

(巨大地震警戒)等（※２） 

災害対策

本部 

○災害対策本部の設置 

○南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の収集及び伝達 

○南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の内容等の広報 

○後発地震に対して警戒する措置の実施 

※１ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等・・・ 

災害応急対策に係る措置をとるべき旨の通知、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容そ

の他これらに関連する情報 

※２ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等・・・ 

災害応急対策に係る措置をとるべき旨の通知、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の内容そ

の他これらに関連する情報 

 

２ 活動体制 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合、長野県災害対策本部を設置し、南海

トラフ地震臨時情報(調査中)及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合、長

野県危機警戒・対策本部設置要綱に基づき、警戒・対策本部を設置する。 
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３ 活動体制の終了時期 

災害応急対策の係る措置をとるべき期間が終了したしたときは、活動体制を解除する。 

 

４ 職員の参集 

職員は、南海トラフ地震臨時情報の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、南海トラフ地震

臨時情報(巨大地震警戒)等の発表に接したときは、動員命令を待つことなく、自己の判断により定め

られた場所に参集する。 

 

第３ 防災関係機関の体制 

１ 南海トラフ地震臨時情報(調査中)発表時の体制 

各機関は、必要に応じて担当職員の緊急参集、情報の収集及び共有、地域住民等に密接に関係のあ

る事項に関する周知、その他必要な措置を行うものとし、その情報伝達の経路、体制及び方法につい

て定める。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等発表時の体制 

各機関は、各機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達されるようその経路及び方法を

推進計画に明示する。この場合において、勤務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に

行われるよう留意する。また、各機関は、その実情に応じ災害に関する会議に準じた組織を設置する

ものとし、その組織内容等必要な事項を定める。 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等発表時の体制 

各機関は、各機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達されるようその経路及び方法を

推進計画に明示する。この場合において、勤務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に

行われるよう留意する。また、各機関は、その実情に応じ災害に関する会議に準じた組織を設置する

ものとし、その組織内容等必要な事項を定める。 
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第３節 情報の収集伝達計画  

 

第１ 南海トラフ地震臨時情報発表時の伝達 

南海トラフ地震臨時情報の伝達については、次により迅速かつ的確に行う。 

１ 伝達系統図 

(1) 勤務時間内  

 

(2) 勤務時間外 
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２ 勤務時間内の伝達要領 

(1) 勤務時間内に、県・気象庁等から南海トラフ地震臨時情報を受理した防災課長は、直ちに系統図

に従い市長へ報告するとともに、防災行政無線等により市民、出先機関、防災関係機関へ伝達する。 

(2) 庁内職員に対する伝達は、放送設備による一斉庁内放送により行う。 

 

３ 勤務時間外、休日の伝達要領 

(1) 勤務時間外及び休日に、県・気象庁等から南海トラフ地震臨時情報を受理した宿日直者は、直ち

にこの旨を防災課長へ報告する。 

(2) 報告を受けた防災課長は、課職員の登庁を指示するとともに、系統図に従い市長へ報告し、必要

な指示を受ける。 

(3) 防災課職員は速やかに登庁し、防災行政無線等により市民、出先機関、防災関係機関へ伝達する。 

なお、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等発表時には、各部局連絡担当者を通じて配備職

員の参集指示を伝達する。 

 

第２ 応急対策実施状況等の情報収集・伝達 

県、市、防災関係機関は、相互に連絡を取り、南海トラフ地震臨時情報発表時に実施する後発地震

に対して注意する措置及び災害応急対策に係る措置等の状況の収集を行う。この場合において、これ

らの情報が正確かつ迅速に県災害対策本部等に集約する措置をとる。なお、県災害対策本部が収集す

る主な情報は、次のとおりである。 

 

調査事項 報告ルート 

都市施設の状況 各施設管理者－市町村－建設事務所－県災害対策本部(建設部) 

電話等の疎通状況、 

利用制限の状況 
電気通信事業者－県災害対策本部(危機管理部) 

金融機関の営業状況 

金融機関－長野財務事務所－県災害対策本部（危機管理部） 

（農協－市町村－地域振興局－県災害対策本部）（農政部） 

(労働金庫－県災害対策本部)(健康福祉部) 

（その他の金融機関－地域振興局－県災害対策本部）（危機管理部） 

道路の交通規制の状況・車両

通行状況 

東日本高速道路(株)・中日本高速道路（株）－県災害対策本部（建設部） 

地方整備局－県災害対策本部(建設部) 

市町村－建設事務所－県災害対策本部(建設部) 

列車の運転状況、旅客の状況 ＪＲ各社－県災害対策本部(企画振興部) 

滞留旅客等の状況 市町村－地域振興局－県災害対策本部(危機管理部) 
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第４節 広報計画  

 

第１ 基本方針 

県、市町村及び防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報に関して、その発表される情報の種類に

応じて広報計画を作成し、これに基づき、広報活動を実施する。 

 

第２ 活動の内容 

１【市が実施する計画】（総務部・企画部・市民環境部） 

茅野市は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、次により広報を行う。 

(1) 広報内容 

ア 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報(調査中)の内容 

(ｲ) 推進地域内への不要不急の旅行の自粛等住民等に密接に関係のある事項 

イ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容 

(ｲ) 交通に関する情報 

(ｳ) ライフラインに関する情報 

(ｴ) 生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 

(ｵ) 後発地震に備えるための基本的な防災対応 

日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防災対応をとること等 

ウ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の内容 

(ｲ) 交通に関する情報 

(ｳ) ライフラインに関する情報 

(ｴ) 生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 

(ｵ) 後発地震に備えるための基本的な防災対応 

日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防災対応をとること等 

(2) 広報手段 

テレビ及びラジオ等を活用するほか、同報系無線による情報伝達を実施する。この場合において、

地域の自主防災組織やその他の公共的団体等の協力を得るなどの多様な手段を用いる。なお、外国

人等特に配慮を要する者に対する広報については、外国語放送等様々な広報手段を活用して行う。 

(3) 問い合わせ窓口 

住民等からの問い合わせに対応できるよう、警戒・対策本部、災害対策本部に問い合わせ窓口等

の体制を整備する。 

(4) 報道機関との応援協力関係 

市長は、南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合は、「災害緊急放送に関する相互協定」、「臨時

災害放送局の開設及び運用に関する協定」により、放送機関（ＬＣＶ(株)）に要請してテレビ、ラ
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ジオを通じて直接住民に呼びかける。 

 

２【県が実施する計画】(危機管理部、企画振興部) 

県は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、次により広報を行う。 

(1) 広報内容 

ア 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報(調査中)の内容 

(ｲ) 住民等に密接に関係のある事項 

イ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の内容 

(ｲ) 交通に関する情報 

(ｳ) ライフラインに関する情報 

(ｴ) 生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 

(ｵ) 後発地震に備えるための基本的な防災対応 

日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防災対応をとること等 

ウ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の内容 

(ｲ) 交通に関する情報 

(ｳ) ライフラインに関する情報 

(ｴ) 生活関連情報等地域住民等に密接に関係のある事項 

(ｵ) 後発地震に備えるための基本的な防災対応 

日頃からの地震への備えを再確認する等、できるだけ安全な防災対応をとること等 

(2) 広報手段 

テレビ及びラジオ等を活用するほか、同報系無線による情報伝達を実施する。この場合において、

地域の自主防災組織やその他の公共的団体等の協力を得るなどの多様な手段を用いる。なお、外国

人等特に配慮を要する者に対する広報については、外国語放送等様々な広報手段を活用して行う。 

(3) 問い合わせ窓口 

住民等からの問い合わせに対応できるよう、警戒・対策本部に問い合わせ窓口等の体制を整備す

る。 

(4) 報道機関との応援協力関係 

知事は、南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合は、「災害時における放送要請に関する協定」

により、放送機関に要請してテレビ、ラジオを通じて直接県民に呼びかける。 

(5) 推進地域外の住民等に対する広報 

推進地域外の住民等に対しても、南海トラフ地震臨時情報の内容、交通対策の実施状況について

的確な広報を行い、これらの者に冷静かつ適切な対応を促す。 

 

３【防災関係機関が実施する計画】 

防災関係機関においては、前記に準じた、内容、手段、方法により県及び市町村等から得た情報等
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について広報を実施するとともに、その有する責務に応じて住民に広報する。 

また、広報活動を実施するに当たっては、報道機関との事前協定の締結等その的確かつ迅速な実施

を可能にする措置を考慮する。 

(1) 放送機関 

臨時ニュース、特別番組等により迅速かつ的確な情報提供を行うとともに、協定に基づく報道要

請があったときは適切な放送を行う。 

(2) 電力供給機関 

報道機関、広報車等を通じ、発災時に備えての電気の安全措置等に関する広報を行う。 

(3) ガス供給機関 

報道機関、広報車等を通じ、ガス事業者の警戒態勢及び地震発生時のガスに関する安全喚起につ

いて広報を行う。 

(4) ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱ 、ソフトバンクモバイル㈱ 

報道機関、広報車等を通じ、通信の疎通状況、利用制限措置等について市民に周知する。 

(5) ＪＲ会社 

報道機関及び駅等における掲示等を通じ、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の運行規制等の内容

や不要不急の旅行を控える必要がある旨、運転状況等について市民に周知する。 

(6) 路線バス会社 

報道機関及び停留所等における掲示等を通じ、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の運行規制の内

容や不要不急の旅行を控える必要がある旨、運転状況等について市民に周知する。 

(7) 道路管理者 

報道機関、道路情報提供装置等を通じ、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の運行規制の内容や不

要不急の旅行を控える必要がある旨等について市民に周知する。 

(8) 水道管理者 

報道機関、広報車等を通じ、緊急貯水及び飲料水確保の指導、発災時の対応等について市民に周

知する。 

(9) その他の防災関係機関 

状況に応じ、適時適切な広報活動を行う。 
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【参考】   県・市から住民、企業等への防災対応の呼びかけについて 

県及び推進地域に指定されている本市は、ホームページ、防災行政無線、広報車、SNS等により、住民に

対して、以下について広報を行い、併せて、一定期間※、日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備え

の再確認を促すとともに、できるだけ安全な行動をとることなどについて呼びかけを行う。また、推進地

域内の企業等に対しても、適切な防災対応をとるよう呼びかけを行う。 

※「一定期間」の目安 

・半割れケースの場合 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」発表から２週間 

・一部割れケースの場合 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」発表から１週間 

・ゆっくりすべりケースの場合 ｢南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)｣発表からすべりが収まったと

評価されるまでの期間 

ア 住民への防災対応の呼びかけ（第６節、第７節関連） 

臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）が発表された際に住民が取るべき防災対応について、以

下の観点を踏まえ、住民一人ひとりが防災対応を検討・実施することを基本とし、県及び市は必要な情

報提供を行う等、防災行動を促す。 

○ 日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備えの再確認等、個々の状況に応じて、一定期間地震発

生に注意した行動をとること。また、一定期間できるだけ安全な防災行動をとること。 

○ 「臨時情報（巨大地震警戒）」が発表されたときは、さらに次の防災対応をとること。 

・土砂災害に対する防災対応 

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域内に居住する住民は、個々の状況に応じて、自主避難を

含め、身の安全を守る等の防災対応を検討する。 

・住宅の倒壊、地震火災に対する防災対応 

耐震性の不足する住宅に居住する住民は、自主避難を含め検討する。また、器具の使用を控えるこ

と等により、火災の発生を防止する。 

イ 観光客への防災対応の呼びかけ（第７節関連） 

推進地域内の観光客に対して、後発地震に備え、必要な情報の収集や地震発生時の注意点の再確認を

行うことを呼びかける。 

ウ 推進地域外の住民等への防災対応の呼びかけ（第７節関連） 

住民及び観光客に対し、「地震に備えた行動」を求めるが、「冷静な対応を行う」ことを合わせて呼

びかける。 

エ 企業等への防災対応の呼びかけ（第８節関連） 

日頃からの地震への備えを再確認する等、個々の状況に応じて適切な防災対応を実施したうえで、で

きる限り事業を継続することを基本とする。そのため、以下の対策を行う。 

※南海トラフ臨時情報（巨大地震警戒）発表後、一部地域の被害等を踏まえ、人的・物的資源が一部

制限されている中で、企業活動を１週間どのように継続するか検討する。 

※南海トラフ地震臨時情報の内容等については、各企業内等において確実に情報が伝達されるよう、

その経路及び方法を具体的に定める。 

※各企業等の防災対応を迅速かつ的確に実施するため、所要要員の確保について検討するとともに、

必要に応じ指揮機能を持った組織を設置する。 
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第５節 災害応急対策をとるべき期間  

 

第１ 基本計画 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、あらかじめ定める災害応急対策をとるべき期間の間、

災害応急対策を実施する。 

 

第２ 災害応急対策をとるべき期間 

災害応急対策をとるべき期間は、発表された南海トラフ地震臨時情報の種類に応じて、次のとおり

とする。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合 

南海トラフ沿いの想定震源内のプレート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．０未満又はプレート境界

以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲でＭ７．０以上の地震(ただし、太平洋プレー

トの沈み込みに伴う震源が深い地域は除く)が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定

震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界

面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経

過するまでの期間、後発地震に対して注意する措置を行う。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合 

南海トラフ沿いの想定震源内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の発生から１週間、後発

地震に対して警戒する措置を行う。また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置を

行う。 
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第６節 避難対策等  

 

第１ 基本方針 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合にとるべき避難対策等について、あら

かじめ検討を行い、計画に明示する。検討を行うに当たっては、避難行動の方法や避難先の選定に関

する意向について、必要に応じて住民の意見を十分に聴くものとする。 

 

第２ 地域住民等の避難行動等 

１ 土砂災害に対する避難行動等 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合にとるべき後発地震に対する警戒措置

について、主に土砂災害警戒区域内に居住する住民と意見交換を行いながら、身の安全を守る等の防

災対応の検討を促す。 

また、主に土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対しては、施設管理者に対して、入居者の身

の安全を守る等の防災対策の検討を促す。 

 

２ 住宅の倒壊、地震火災に対する避難行動等 

推進地域内に位置する茅野市の住宅の耐震化は、突発的に発生する大規模地震への備えにもつなが

ることから、日頃からその対策の重要性を、住民に呼びかけ、積極的に耐震化を推進する。 

また、現に耐震性の不足する住宅に居住し、不安のある住民に対しては、知人宅や親類宅への避難

について、あらかじめ検討を促す。 

 

第３ 避難先の確保 

１ 避難所の受入れ人数の把握 

(1) 住民が避難する場合は、知人宅や親類宅等への避難を促すことを基本とするが、それが難しい住

民に対して、あらかじめ避難者数を想定しておく。 

(2) 要配慮者については、福祉避難所など健常者とは異なる避難所の確保が必要となるため、健常者

と要配慮者を分けて人数を想定しておく。 

(3) 宿泊者、観光目的の滞留旅客等については、宿泊施設等関係者と、運航している公共交通機関の

最寄りの乗降場所まで輸送する等帰宅方法をあらかじめ検討しておき、必要に応じて、帰宅できな

い見込み数を想定の受入れ人数に加えておく。 

 

２ 避難所候補リストの作成 

(1) 避難所は、市が定める地域防災計画等既存の計画において整理されている指定避難所を参考に検

討する。 

(2) 後発地震の発生に伴う土砂災害、耐震性の不足等の想定される危険を避ける観点から、後発地震

の発生時に想定される様々なリスクに対して、できるだけ安全な施設を避難所として利用する。 

(3) 各避難所の収容人数については、1週間を基本とした防災対応期間中の避難生活に支障を来さな
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い広さを確保することを念頭に、避難者一人当たりの面積を適切に定め、各避難所で確保できる面

積に応じた収容人数を整理する。 

(4) 避難所候補リストを作る際は、以下の例も参考に、避難所として使用する優先順位の検討に必要

な情報を整理する。 

ア 施設名、住所、面積、収容人数 

イ 管理者、管理者の連絡先(複数名選定を推奨) 

ウ 耐震性(想定される最大震度に対する建物の安全性)の有無 

エ 非構造部材の落下防止対策の有無 

オ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所か否か 

カ 学校の状況(授業継続又は休校) 

キ 周辺の避難場所からの移動距離 

ク 要配慮者の受入れ可否(福祉避難所としての機能を有しているか 

ケ 冷暖房、テレビ、パーティション等の設置状況 

コ 食料、日用品等の備蓄状況及び近隣の食料、日用品等を確保できる商店の状況 

 

３ 避難所の選定 

推進地域内のである茅野市は、避難所の選定について次の事項に留意して、避難所の選定を行う。 

(1) 前項で作成した避難所候補リストに基づき、要配慮者に対しては、避難所の環境が整っている避

難所を割り当てる、要配慮者以外の住民に対しては居住地域の近くの避難所を割り当てる等、住民

のニーズや各施設の状況を踏まえた利用者の属性や居住地域に応じた避難所を選定する。 

(2) いかなる避難先であっても、地震発生時のあらゆるリスクを完全に除去することは困難なため、

住民にそれを理解してもらった上で避難を実施してもらう必要があることに留意する。 

 

４ 避難所が不足する場合の対応 

(1) 検討結果として避難所の不足が見込まれる場合は、市内の広域の避難や、旅館、ホテル、企業の

会議室等民間施設の利活用、周辺市町村と連携した避難等、さらなる避難先の確保を行う。 

(2) 住民に対しては、避難所としてなるべく知人宅や親類宅等を活用することをさらに呼びかけ、必

要があれば避難方法の意向調査を再度行い、想定される避難所の利用者等を精査した上で、避難計

画を検討する。 

(3) あらゆる検討を行った上で、それでも避難所が確保できない場合は、避難所の廊下やロビー等の

活用、グラウンドや駐車場での車中泊やテント泊などあらゆる手段の検討を行う。 

(4) 避難生活に伴うエコノミークラス症候群等、健康への影響が懸念されることから、避難者の健康

に十分に配慮する。 

(5) 災害等の状況に応じて、社会福祉施設等の空きスペースの活用や定員を超過して要配慮者等を受

入れることについて検討する。なお、定員を超過して受入れる場合も入居者等の処遇に支障が生ず

ることのないように十分に配慮する。 
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第４ 避難所の運営 

避難所の運営は、避難者が自ら行うことを基本とし、推進地域内である茅野市は、住民とともに、

あらかじめ避難所を運営する際の体制や役割について検討を行う。また、被災後の避難ではないため、

必要最小限のものを各自で準備することを基本とする。 
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第７節 住民の防災対応  

 

第１ 基本方針 

大規模地震の発生時期等を明確に予測できないこと、地震発生時のリスクは、住んでいる地域の特

性や建物の状態、個々人の状況により異なるものであることから、地震発生可能性と防災対応の実施

による日常生活への影響のバランスを考慮しつつ、一人ひとりが、自助に基づき、災害リスクに対し

て、「より安全な防災行動を選択」していくという考え方を社会全体で醸成していくことが重要である。 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、日常生活を行いつつ、住民一人ひとりが防災対応を検

討・実施することを基本とし、その際、県及び市は必要な情報提供を行う等その検討・実施について

支援を行う。 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報発表前に実施する事項 

１ 推進地域内 

住民は、南海トラフ地震臨時情報発表時に、あわてて水・食料等の備蓄や家具の固定をすることが

ないよう、日頃からの突発地震への備えについて住民一人ひとりが検討・実施する。 

 

第３ 南海トラフ地震臨時情報発表後に実施する事項 

１ 推進地域内 

(1) 住民は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、家具の固定状況、非常用持出袋、避難場所

や避難経路、家族との安否確認方法等の、日頃からの地震への備えを再確認することにより、後発

地震が発生した場合に被害軽減や迅速な避難行動を図る。 

(2) 観光客は、観光を行いつつ、後発地震に備え、必要な情報の収集や地震発生時の注意点を再確認

する。 

(3) 住民及び観光客は、日常生活を行いつつ、地震が発生した場合に危険性が高い場所を避ける、で

きるだけ安全な部屋で就寝する等、個々の状況に応じて、可能な範囲で、一定期間、できるだけ安

全な行動をとる。また、ハザードマップ等を活用し土砂災害等の危険性の高い地域を把握する。日

常的に通行する道路周辺のブロック塀の倒壊等の危険性等を確認しておく等、地震に対して警戒す

る。 

 

２ 推進地域外 

住民及び観光客は、想定される震度や被害が相対的にに小さいことから、地震に備えた行動を求め

るが、冷静な対応を行う。 
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第８節 企業等対策計画  

 

第１ 基本方針 

企業等は、地震発生時期等の確度の高い予測は困難であり、完全に安全な防災対応を実施すること

は現実的に困難であることを踏まえ、日頃からの地震への備えを再確認する等警戒レベルを上げるこ

とを基本に、個々の状況に応じて適切な防災対応を実施した上で、できる限り事業を継続することを

基本とする。 

 

第２ 企業等の防災対応の検討 

１ 防災対応を検討する手順 

南海トラフ地震臨時情報が発表された際にとるべき防災対応について、以下の手順に従って検討す

る。 

(1) 南海トラフ地震を想定して策定している自社の事業継続計画（ＢＣＰ）を確認し、自社の脆弱性

をまず把握する。 

(2) その上で、今回検討する防災対応の前提となる、南海トラフ地震臨時情報発表時の社会状況等の

諸状況を確認する。 

(3) これらを踏まえて、南海トラフ地震臨時情報発表時に、情報別にとるべき防災対応を具体的に検

討する。 

 

２ 南海トラフ地震に関するＢＣＰの確認 

(1) 南海トラフ地震に関するＢＣＰは、後発地震に備えてとるべき防災対応を検討する際に有効であ

るため、その確認を実施する。 

(2) ＢＣＰ未策定の企業については、速やかに策定することのほか、事前の防災・減災対策を講ずる

など、防災対応力を強化することが望ましい。 

 

３ 防災対応検討の前提となる諸条件の確認 

(1) 南海トラフ地震臨時情報の種類ごとに、発表時に想定されるライフラインの状況等を確認し、事

業継続に当たっての影響を想定する。 

(2) 個々の企業等の地理的条件を確認し、防災対応を検討する際に踏まえるべき、自社の位置におる

住民の行動を把握する。 

 

４ 企業等の防災対応(巨大地震注意対応)の検討 

(1) 企業等の南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等発表時の防災対応について、個々の状況に応

じて、日頃からの地震への備えを再確認する等、後発地震に備えて注意した防災対応を検討する。 

 

５ 企業等の防災対応(巨大地震警戒対応)の検討 

(1) 必要な事業を継続するための措置 
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南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等発表後、一部地域の避難や被害を踏まえ、人的・物的

資源が一部制限されている中で、企業活動を1週間どのように継続するか検討する。 

(2) 日頃からの地震への備えの再確認等警戒レベルを上げる措置 

企業等は、突発地震に備えて、日頃から対策を行っておくことが重要であり、その上で、南海ト

ラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合に、これらの日頃からの地震への備えを再確

認し、地震が発生した場合に速やかに必要な防災対応が行えるようにしておく。 

また、日頃からの地震への備えの再確認の例は、以下の措置とし、これらの措置については、後

発地震への備えとして、企業等の立地する地理的条件や業種の違いに関わらず、すべての企業等が

検討することが望まししい。 

ア 安否確認手段の確認 

イ 什器の固定・落下防止対策の確認 

ウ 災害物資の集積場所等の災害拠点の確認 

エ 発災時の職員の役割分担の確認 

(3) 施設及び設備等の点検 

地震が発生した場合に被害が生ずるおそれのある施設及び緊急的に移動しないといけない設備

等について点検に関する措置を検討する。 

また、社会的に及ばず影響の大きな不特定多数の者が利用する施設、危険物を取扱う施設等を管

理又は運営する企業については、第三者に危害を及ぼさないよう必要な点検を確実に実施する。 

(4) 地震に備えて普段以上に警戒する措置 

地震による被害軽減や早期復旧を図るため、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等発表時に

行う日頃からの地震への備えの再確認等に加え、個々の企業等の状況を考慮した上で必要に応じて、

同情報発表後に後発地震発生に備えて普段以上に一定期間継続的に警戒した防災行動を行う措置

を検討する。 

一定期間継続的に実施する警戒措置の例は、以下の措置とし、これらの措置のうち、突発地震に

備えた防災対策に加え、既存のＢＣＰ等も参考に、同情報発表時に実施することで一時的に企業活

動が低下するものであったとしても、後発地震が発生した場合にトータルとして被害軽減・早期復

旧できる措置があれば、その実施を推奨する。 

ア 荷物の平積み措置 

イ 燃料貯蔵や車両燃料の常時満タン化 

ウ サプライチェーンにおける代替体制の事前準備 

エ 製品在庫の増産や原材料・部品の積み増し 

オ ヘルメットの携行の徹底 

カ 定期的な重要データのバックアップ 

キ 速やかに作業中断するための準備 

(5) 地域への貢献 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等発表時には、普段から取り組んでいる企業活動の延長

として、企業の強みを活かして、地域において取られている避難等の防災対応に対する支援を地方

公共団体と連携して実施する。 
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また、それぞれの企業等において、日頃からの自主防災組織との協働体制を構築し、非常食や資

機材の提供等について検討する。さらに、避難誘導や要配慮者に対する支援等を実施することがで

きる体制を検討しておく。 

(6) 情報の伝達 

南海トラフ地震臨時情報の内容等については、各企業内等において、確実に情報が伝達されるよ

う、その経路及び方法を具体的に定める。この場合、勤務時間内及び勤務時間外等の時間帯に応じ、

伝達が確実に行われるよう留意する。 

(7) 防災対応実施要員の確保等 

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合に、各企業等の防災対応の実施に必

要な要員については、伝達方法及び伝達手段の実態を勘案しながら、実施する防災対応の内容、そ

の作業量、所要時間等を踏まえて、具体的な所要要員の確保について検討する。 

また、各企業等の防災対応を迅速かつ的確に実施するため、必要に応じ指揮機能を持った組織を

設置し、指揮命令系統、職務分担等の当該組織の内容を明確にし、企業内容をあらかじめ周知する。 
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第９節 防災関係機関のとるべき措置 

 

第１ 基本方針 

防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、個々の状況に応

じて、後発地震に対して警戒する措置を行うものとし、その措置についてあらかじめ計画に定めるも

のとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 消防機関等 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、消防機関及び消防

団が出火及び混乱の防止等につき、その対策を実施するものとする。 

 

２ 警備対策 

県警察本部は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、次の事項

を重点として犯罪及び混乱の防止に関する措置を講ずるものとする。 

(1) 正確な情報の収集及び伝達 

(2) 不法事案等の予防及び取締り 

(3) 地域防犯団体、警備事業等の行う民間防犯活動に対する指導 

 

３ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

(1) 水 道 

県及び市は、飲料水の供給が、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に

おいても災害応急対策の実施をはじめとするすべての活動の基礎となるべきものであることから、

飲料水の供給の継続を確保することが不可欠であるため、必要な飲料水を供給するために必要な体

制を整備するものとする。 

(2) 電 気 

電力事業者は、電気の供給が、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合に

おいても災害応急対策の実施をはじめとするすべての活動の基礎となるべきものであることから、

電気の供給の継続を確保することが不可欠であるため、必要な電力を供給するために必要な体制を

整備するものとする。 

(3) ガ ス 

ガス事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合においても、ガス

の供給を継続するものとし、必要なガスを供給するために必要な体制を整備するものとする。また、

ガス事業者は、ガス発生設備、ガスホルダーその他の設備について、安全確保を実施するとともに、

後発地震の発生に備えて、緊急に供給を停止する等の措置を講ずる必要がある場合には、これを実

施するものとする。 

(4) 通 信 

電気通信事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合においても、
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災害応急対策活動や安否確認の基礎となる通信の確保を行うことが不可欠であるため、通信の維持

に関する必要な体制の確保に加え、災害用伝言サービス等の安否確認に利用されるサービスの活用

に向けた当該サービスの運用、周知等を実施するものとする。 

(5) 放 送 

ア 放送は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確かつ迅速な伝達のために不可欠の

ものであるため、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確かつ迅速な報道に努めるも

のとする。この場合において、放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の発

表及び後発地震の発生に備えて、事前に関係機関等と密接な連携をとり、実態に即応した体制の

整備を図るものとする。 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、放送事業者は各計画主体と協

力して、推進地域内の地域住民等に対して冷静な対応を呼びかけるとともに、交通に関する情報、

ライフラインに関する情報、生活関連情報、火災防止等、後発地震に備えた被害軽減のための取

組等、地域住民等が防災行動等をとるために必要な情報の提供に努めるよう留意するものとする。

また、推進地域外の地域住民等に対しても、交通に関する情報、後発地震の発生に備えた準備等、

冷静かつ適切な対応を促すための情報の提供に努めるよう留意するものとする。 

なお、情報の提供に当たっては、聴覚障害者等の情報入手に資するよう、テレビにおける字幕

放送等の活用に努めるものとする。 

 

４ 金融対策 

計画主体である金融機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合及び後

発地震の発生に備えた、金融業務の円滑な遂行を確保するための要員の配置計画等の準備措置を実施

するものとする。 

 

５ 交 通 

(1) 道 路 

ア 県警察本部は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の運転者のとる

べき行動の要領について定め、地域住民等に周知するものとする。 

イ 県及び市は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表さ

れた場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供するものとする。 

(2) 鉄 道 

鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、安全性に留意し

つつ、運行するために必要な対応を実施するものとする。なお、鉄道事業者は、南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震警戒）等が発表される前の段階から、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

等が発表された場合の運行規制等の情報についてあらかじめ情報提供するものとする。 

 

６ 防災関係機関が自ら管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

県及び市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合において、後発地震に

備えた自らが管理等を行う施設等に関する対策として、施設利用者の安全確保及び機能確保のため、
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速やかに点検等を行うものとする。なお、具体的な対策は施設毎に定めるものとし、県又は市以外が

管理する施設の管理者においても対策を講じるものとする。 

(1) 防災上重要な施設に関する対策 

県及び市は、特に、後発地震の発生後においても、防災上重要な施設（災害応急対策の実施上大

きな役割を果たすことが期待できるもの）について、その機能を果たすため、体制を整えるととも

に、必要な措置を講ずるものとする。 

ア 道路等（橋梁、トンネル、砂防施設、法面、林道等を含む）【建設課、農林課等】 

危険度が特に高いと予想されるものについて、通行止め等、管理上必要な措置を行う。 

イ 河川・ダム 

a 河川【建設課】 

水位計、監視カメラ等の動作確認等、施設の管理上必要な操作、非常用発電装置の準備、点検

準備、その他の措置を行う。 

b ダム【建設課・農林課等】 

施設点検、貯水量の調整等に係る操作方法の確認等の措置を行う。 

ウ ため池・用水路【農林課】 

施設点検、貯水量の調整等に係る操作方法の確認等の措置を行う。 

エ 松本空港【県企画振興部】 

滑走路閉鎖・空港内への立入規制、空港内の被害状況の把握、エプロンの使用制限等の必要な

措置を行う。 

オ 庁舎、合同庁舎その他災害応急対策上重要な施設【各部局】 

非常用発電設備、無線通信機器等通信手段の確認、消防団の活動確認等を行う。また、災害対

策本部等運営に必要な資機材及び緊急車両等の確保を行う。 

(2) 多数の者が出入りする施設に関する対策 

学校、社会福祉施設、社会教育施設、社会体育施設、博物館、美術館、図書館、動物園等の多数

の者が出入りする施設の管理上の措置の共通事項として以下の対応を行うものとする。 

・入場者等への情報伝達 

・入場者等の安全確保のための退避等の措置 

・施設の防火点検及び設備、備品等の転倒・落下・破損防止措置 

・出火防止措置 

・水、食料等の備蓄 

・消防設備の点検、整備 

・非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピューターなど情報を入手する

ための機器の整備 

また、以下のとおり各施設の管理上の措置を行うものとする。 

ア 県立高等学校・特別支援学校等【県教育委員会】 

日頃からの地震への備えを再確認するとともに、後発地震による災害リスクを考慮し、児童生

徒や教職員等の身の安全を守ることを最優先に、各校の判断により安全確保のための適切な措置

を行う。 
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なお、「臨時情報（巨大地震警戒）」が発表されたときは、次の対応とする。 

・推進地域内のうち土砂災害警戒区域等に所在する学校については、学校での災害リスクを考慮

し、原則臨時休業とする（１週間程度）。 

・上記以外の学校については、土砂災害警戒区域等を経由して通学する児童生徒等について、通

学の安全が確保できない場合には登校させないなど、安全確保のための措置を行う。 

イ 県立学校【県教育委員会以外の各部局が所管する学校等】 

後発地震発生による災害リスクを考慮し、児童生徒等に対する安全確保のための措置を行う。 

ウ 保育園、小・中学校等【こども部】 

児童生徒等の年齢も考慮の上、地域や家庭環境に応じた対応を行い、後発地震発生による災害

リスクを考慮した安全確保のための措置を行う。 

エ 社会福祉施設【健康福祉部】 

重度障がい者、高齢者等、移動することが困難な者等について、個々の状況に応じた安全確保

のための必要な措置を行う。 

オ 病院・診療所等【健康福祉部】 

患者・入所者の安全確保及び避難に備えた対応の確認、施設点検、患者搬送計画の策定等の必

要な措置を行う。また、搬送増加が想定される負傷者の受入れ等に備えた必要な措置を行う。 

カ 上下水道施設【水道課・環境課】 

処理機能の確保等、施設の管理上必要な操作、非常用発電装置の準備、点検その他の措置を行

う。 

キ 警察本部の所管する施設(警察署、警察学校、運転免許センター等)  

車両、資機材の被災を防止する措置を行うとともに、非常用電源設備の点検、来庁者に対する

安全確保のための必要な措置を行う。 

(3) 工事中の公共施設、建築物、その他【各部課】 

後発地震発生時の対応について、各監督員が現場代理人等と情報を共有し、工事中断の判断や資

機材の落下防止等、工事中の建築物その他の工作物又は施設について安全確保上必要な措置を行う。 

(4) 防災関係機関は、各施設について、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場

合の緊急点検、巡視の実施必要箇所を選定し、必要な実施体制を整備するものとする。 



震災対策編 第６章 関係機関との連携協力の確保 第１０節   

 

J-6-10-1 

第１０節 関係機関との連携協力の確保 

 

第１ 基本方針 

防災対応の実効性を高めるためには、企業等が防災対応を検討・決定する際、防災対応の期間の経

過後にも大規模地震発生の可能性がなくなるわけではないことや、防災対応の内容によっては企業活

動に影響が出てくること等を踏まえ、あらかじめ従業員等一人一人が考え、防災対応を実行すること

の意義を理解しておくことが重要である。 

また、県、市、防災関係機関及び企業等の各主体の防災対応は様々なところで相互に関係するため、

地域内で各主体の防災対応が調和を図りながら実行できるよう、防災対応を検討・決定する段階から、

必要に応じて、南海トラフ特措法に基づく南海トラフ地震防災対策推進協議会等、情報共有や協議等

を行う場を地域で整備・活用するものとする。 

 

第２ 交通インフラやライフライン 

日常生活に密接に関係する交通インフラやライフラインについては、あらかじめ検討した防災対応

について、地域住民や利用者等に周知するものとする。また、自社の防災対応についてステークホル

ダーに事前に周知しておくものとする。 

 

第３ 滞留旅客等に対する措置 

１【市が実施する計画】 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における滞留旅客等の保護の

ため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を講ずるものとする。 

 

２【防災関係機関が実施する計画】 

防災関係機関で南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における滞留旅客等

の避難誘導及び保護を実施すべき機関においては、対策等の結果生じる滞留旅客等に対する具体的な

避難誘導、保護並びに食料等のあっせん、市が実施する活動との連携体制等の措置を講ずるものとす

る。 
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第１１節 地震防災上必要な教育及び広報活動計画 

 

第１基本方針 

県及び市は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、住民があわてて地震対策をとることがないよ

う、機会を捉えて、日頃からの地震への備え等について周知することが重要である。 

また、住民は南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、日常生活を行いつつ、一定期間、できるだけ

安全な行動をとることが重要であり、普段以上に地震に備えて警戒するという心構えを持つことが必要で

ある。 

そのため、県及び市は、南海トラフ地震臨時情報の発表により、大規模地震の発生の可能性が相対的に

高まったと評価された場合、直ちに地震が起きるといった誤解により、避難者の殺到等の社会的混乱が発

生しないように努めるとともに、あらゆる機会を捉えて、南海トラフ地震臨時情報等の内容や、情報が発

表された場合に取るべき対応について広報に努め、実際に防災対応をとる際に、住民が情報を正しく理解

し、あらかじめ検討した対応を冷静に実施できるよう広報を行うものとする。 

 

第２ 計画の内容 

１ 職員等に対する防災上の教育 

(1)【県が実施する計画】 

県は、職員等に対して、その果たすべき役割等に相応した地震防災上の教育を実施するものとし、

次の内容をその実施内容として行う。 

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ地

震（巨大地震警戒）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

イ 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動に関する知識 

ウ 地震に関する一般的な知識 

エ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的に

とるべき行動に関する知識 

オ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に職員等が

果たすべき役割 

カ 南海トラフ地震対策として現在講じられている対策に関する知識 

キ 南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

(2)【市及び防災関係機関が実施する計画】 

市及び防災関係機関は、その職員等に対して、その果たすべき役割等に相応した地震防災上の教

育を実施するものとし、その教育内容は前記(1)に準じた内容として実施するものとする。 

 

２ 住民等に対する防災上の教育 

(1)【県が実施する計画】 
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県は、過去に発生した東南海・南海地震等による被害の状況や、今後の南海トラフ地震により想

定される被害、南海トラフ地震に係る防災意識の普及・啓発に努めるとともに、地域住民等が国か

らの指示が発せられた場合等に的確な判断に基づいた行動ができるよう、教育・広報を実施し、そ

の内容は次のとおりとする。 

また、県は推進地域内外の住民等が南海トラフ地震に対する防災意識を向上させ、これに対する

備えを充実させるために必要な措置を講ずる。 

さらに、教育及び広報の実施に当たって、ラジオ、テレビ、映画、新聞等を含む媒体を利用する

ほか、可能な限り地域の実情を反映した具体的な内容とするよう考慮する。 

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震警戒）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

イ 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動に関する知識 

ウ 地震に関する一般的な知識 

エ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合の出火防止

対策、近隣の人々と協力して行う救助・避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に

関する知識 

オ 正確な情報の入手方法 

カ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

キ 各地域における土砂災害警戒区域等に関する知識 

ク 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

ケ 地域住民等自ら実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必需品の備蓄、

家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容や実施方法 

コ 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

(2)【市が実施する計画】 

市は、過去に発生した東南海・南海地震等による被害の状況や、今後の南海トラフ地震により想

定される被害、南海トラフ地震に係る防災意識の普及・啓発に努めるとともに、地域住民等が国か

らの指示が発せられた場合等に的確な判断に基づいた行動ができるよう、教育・広報を実施する。 

この場合において、地域の自主防災組織の育成及びその活用、各種の商工団体、PTA、その他の公

共的団体等の協力を得るなどの多様な手段を用い、できるだけ住民等の立場を考慮した具体的な教

育・広報を実施するものとし、前記(1)に準じた内容を実施内容として行うものとする。また、教育・

広報を行う場合は次の事項に留意して行うものとする。 

ア ラジオ、テレビ、映画、新聞等を含む媒体を利用するほか、可能な限り地域の実情を反映した

具体的な内容とするよう考慮するものとする。 

イ 地震対策の実施上の相談窓口を設置する等具体的に地域住民等が地震対策を講ずる上で必要と

する知識等を与えるための体制の整備について留意するものとする。 

ウ 現地の地理に不案内な観光客等に対しては、パンフレットやチラシを配付したり避難誘導看板

を設置したりするなどして、避難場所や避難経路等についての広報を行うよう留意するものとす

る。 
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第１節 計画作成の趣旨  

１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第４２条の規定及び原子力災害

対策特別措置法(平成１１年法律第１５６号)に基づき、原子力事業所の事故等による放射性

物質の拡散又は放射線の影響に対して、東日本大震災における原子力災害等を教訓に、国、

県の各防災関係機関、原子力事業者及び市が相互に協力し、総合的かつ計画的な防災対策を

推進することを目的に策定する。 

 

２ 定義 

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところに

よる。 

(1) 「放射性物質」とは、原子力基本法第３条に規定する核燃料物質、核原料物質及び放射

性同位元素等による放射線障害の防止等に関する法律第２条第２項に規定する放射性同

位元素並びにこれらの物質により汚染されたものをいう。 

(2) 「原子力災害」とは、原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という。) 第２条第

１号に規定する被害をいう。 

(3) 「原子力事業者」とは、原災法第２条第３号に規定する事業者をいう。 

(4) 「原子力事業所」とは、原災法第２条第４号に規定する工場又は事業所をいう。 

(5) 「特定事象」とは、原災法第10条第１項に規定する政令第４条第４項各号に掲げる事象

をいう。 

(6) 「原子力緊急事態」とは、原災法第２条第２号に規定する事態をいう。 

(7) 「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、傷病者、外国人、児童、乳幼児、妊産婦等、必

要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなど

の災害時の一連の行動をとるために支援を要する者をいう。 

(8) 緊急事態の区分 

ア 警戒事態（ＡＬ） 

原子力発電所所在地市町村で震度６弱以上の大地震や大津波などにより原子力施設で

異常事象の発生又はその恐れがある段階 

イ 施設敷地緊急事態（ＳＥ） 

原子力施設で全交流電源喪失などの事象が発生し、住民に放射線による影響が生じる

可能性がある段階 

ウ 全面緊急事態（ＧＥ） 

原子力施設で冷却機能喪失などの事象が発生し、住民に放射線による影響が生じる可

能性が高い段階 

 

３ 計画の性格 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、茅野市防災会議が作成する「茅野市

地域防災計画」の「原子力災害対策編」として、原子力災害に対処すべき事項を中心に定め
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るものとする。なお、この計画(原子力災害対策)に定めのない事項については、「茅野市地

域防災計画(風水害対策編、地震対策編)」によるものとする。 

 

４ 計画の推進及び修正 

この計画は、防災に係る基本的事項を定めるものであり、各機関はこれに基づき実践的細

部計画等を定め、その具体的推進に努める。 

また、防災に関する学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ、その

時々における防災上の重要課題を把握し、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、毎年検

討を加え、必要に応じて修正を加え、本計画に的確に反映させていくものとする。 

 

５ 計画の対象とする災害 

長野県内には、原子力事業所が存在せず、また、他県にある原子力事業所に関する「予防

的防護措置を準備する区域（原子力事業所から概ね半径５km）」及び「緊急防護措置を準備

する区域（原子力事業所から概ね30km圏内）」にも市の地域は含まれないが、東日本大震災

における原子力災害では放射性物質が緊急防護措置を準備する区域より広範囲に拡散し、住

民生活や産業に甚大な被害をもたらしている。 

こうした経過を踏まえ、次の各号に掲げる事故により、放射性物質又は放射線の影響が広

範囲に及び、市内において放射性物質等による緊急事態に伴う屋内退避又は避難が必要とな

ったとき、またそのおそれのあるときを想定して、災害に対する備え、応急対策及び復旧・

復興を行う。 

(1) 国内の原子力施設の事故による災害 

(2) 周辺国の原子力施設の事故による災害 

(3) 核燃料物質等輸送中の事故による災害 

 

 

第２節 防災の基本方針 

近隣の原子力事業所所在県、原子力事業所等からの情報収集及び県との連絡体制を確保し、

住民等への連絡体制の整備、モニタリング体制の整備、健康被害の防止、緊急時における退

避・避難活動等、原子力災害に対応した防災対策を講じる。 

 

 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 実施責任 

(1) 県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに県民の生命、身体

及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関

等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方

公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。 
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(2) 市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、市の地域並びに地域住

民の生命、身体及び財産を保護するために指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地

方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

(3) 原子力事業者 

原子力事業者は、原災法第３条の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の

措置をとるとともに、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及

び原子力災害の復旧に関し、誠意を持って必要な措置をとる。 

(4) 防災関係機関 

指定地方行政機関、陸上自衛隊第13普通科連隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び

公共的団体等は、他の災害対策と同様に、相互に協力し、防災活動を実施又は支援するも

のとする。 

 

２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

(1) 県及び市が特に原子力災害対策として処理すべき事務又は業務 

ア 放射性物質の拡散又は放射線の影響に関する情報等の伝達、災害の情報収集及び被害

調査に関すること。 

イ 原子力事業所所在県（以下｢所在県｣という。）及び本県に隣接する県（以下「隣接県」

という。）との連携に関すること。（県） 

ウ 原子力事業者、原子力防災専門官との連携に関すること。（県） 

エ 自衛隊、国の専門家等の原子力災害派遣要請に関すること。（県） 

オ 住民等の屋内退避、避難及び立入制限に関すること。 

カ 環境放射線モニタリング（以下「モニタリング」という。）等に関すること。 

キ 健康被害の防止に関すること。 

ク 飲料水、飲食物の摂取制限に関すること。 

ケ 農林畜水産物の採取及び出荷制限に関すること。 

コ 原子力防災に関する訓練の実施、知識の普及及び広報に関すること。 

サ 消防本部の放射線対応能力の向上に関すること。 

シ 汚染物質の除去等に関すること。 

ス その他原子力防災に関すること。 

(2) 原子力事業者各々が処理すべき事業又は業務 

(中部電力(株)、東京電力ホールディングス(株)等) 

ア 原子力施設の防災管理に関すること。 

イ 従業員等に対する教育、訓練に関すること。 

ウ 関係機関に対する情報の提供に関すること。 

エ 放射線防護活動及び施設内の防災対策に関すること。 

オ 原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること。 

カ 原子力災害時における通報連絡体制の整備に関すること。 
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キ 国、県、市町村及び関係機関の実施する防災対策活動に対する協力に関すること。 

ク 汚染物質の除去に関すること。 
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第１節 災害に対する備え 

市は、災害発生時の放射性物質の拡散又は放射線の影響に対する第３節に掲げる応急対策

が迅速かつ円滑に行われるよう平常時から準備するほか、以下の対応を行う。 

なお、モニタリング等に関しては、本県原子力災害時における環境放射線等のモニタリン

グに必要な体制等に関する「原子力災害発生時における長野県放射線モニタリング基本指針」

を定め、今後、本指針に基づく実施要領等を整備する。 

また、複合災害が発生した場合においても人命の安全を第一とし、自然災害による人命へ

の直接的なリスクが極めて高い場合等には、自然災害に対する避難行動をとり、自然災害に

対する安全が確保された後に、原子力災害に対する避難行動をとることを基本とする。 

 

１ モニタリング等 

市は、県と相互に連携しながら、災害時における影響評価に用いるための比較データを収

集・蓄積するため、平常時からモニタリングを計画的に実施する。（市民環境部） 

県は、「長野県地域防災計画原子力災害対策編に係る空間放射線モニタリング等実施要領」

に基づき対応する。(県環境部) 

 

２ 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

(1) 市は、広域的な避難に備えて他の市町村と指定避難所の相互提供等についての協議を行

うほか、県外避難を想定した市町村間での相互応援協定等の締結に努める。 

(2) 市は、施設管理者の同意を得て、放射線に対して防護効果の高いコンクリート建家を施

設管理者等の同意を得て、退避所及び指定避難所とするよう努める。 

 

３ 健康被害の防止 

(1) 市は、県と相互に連携しながら、人体に係る汚染検査体制の把握及び準備、医薬品の在

庫状況やメーカーからの供給見通しの把握を行う。（健康福祉部） 

(2) 国、県等から災害時備蓄医薬品(安定ヨウ素剤)配布の指示に対応するため準備体制を整

えておく。（健康福祉部） 

 

４ 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発 

災害時に的確な行動をとるためには平常時から原子力災害や放射能に対する正しい理解を

深めることが重要であることから、県、市及び原子力事業者は、住民等に対し必要に応じて

次に掲げる項目等の原子力防災に関する知識の普及啓発を行う。（危機管理室、関係部局） 

(1) 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

(2) 原子力災害とその特殊性に関すること 

(3) 放射線防護に関すること 

(4) 国・県・市が講じる対策の内容に関すること 

(5) 屋内退避、避難に関すること 

(6) 原子力災害時にとるべき行動及び留意事項等に関すること 
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５ 原子力防災に関する訓練の実施 

県及び市は、必要に応じて原子力防災に関する訓練を実施する。（危機管理室） 

(1) 緊急時モニタリング訓練 

(2) 緊急被ばく医療訓練 

(3) その他、必要な訓練 

 

６ 消防本部の放射線対応能力の向上 

(1) 県は、消防学校における放射線防護資機材を充実させる。 

(2) 消防本部員は、県消防学校が行う教育訓練を受け、消防職員に対し必要な知識及び技術

能力の向上を図る。（消防本部、市消防課） 
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第１節 基本方針 

放射性物質の拡散又は放射線の影響から、住民の生命、身体、財産を保護するため、県、

市、防災関係機関はできる限り早期に的確な応急対策を実施する。 

なお、大規模災害と原子力発電所に係る事故等が同時期に発生した場合には、情報収集・

連絡活動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等の防護活動、緊急輸送活動等に支障が出る

可能性があることを踏まえて対応する。 

 

 

第２節 情報の収集・連絡活動 

１ 情報の収集及び連絡体制の整備 

(1)【県・関係事業者が実施する事項】 

ア 新潟県、静岡県等に立地する原子力発電所で警戒事態、施設敷地緊急事態又は全面緊

急事態が発生した場合、県は、国、所在県、隣接県及び原子力事業者に対し情報の提供

を求め、又は必要に応じて所在県、オフサイトセンター等に職員を派遣するなど自ら情

報収集活動を実施し、事故の状況、その他県内への影響を把握する。 

イ 収集した情報は、必要に応じて随時市町村、防災関係機関に連絡する。（総務部、企

画課、市民環境部） 

ウ 警戒事態、施設敷地緊急事態又は全面緊急事態が発生した場合、速やかに職員を非常

参集させ、情報の収集・連絡に必要な要員を確保・配備する。（危機管理部、環境部） 

エ 東京電力ホールディングス株式会社及び中部電力株式会社は、それぞれ県とあらかじ

め定めた通報連絡事項が発生した場合は、速やかに県へ通報連絡を行う。また、県は他

の原子力事業者との通報連絡体制の整備に努める。 

(2)【市が実施する事項】 

ア 警戒事態、施設敷地緊急事態又は全面緊急事態が発生した場合、速やかに職員を非常

参集させ、情報の収集・連絡に必要な要員を確保・配備する。（総務部、企画部） 

イ 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び市内において

原子力緊急事態宣言（原子力災害対策特別措置法）に係るに緊急事態応急対策実施区域

になった場合、市は原子力災害合同対策協議会へ職員を出席させ、原子力事業所の状況、

モニタリング情報、住民の屋内退避・避難等の状況及び国、所在県、県の緊急事態応急

対策活動の状況を把握するとともに、市が行う応急対策について必要な調整を行う。（総

務部、企画部） 

ウ 県と連携を密にして情報の把握に努める。（関係部局） 

エ 必要に応じ情報連絡のため各避難所等との通信手段を確保する。（総務部、企画部 

 

２ 通信手段の確保 

(1) 県及び市は、必要に応じ情報連絡のための通信手段を確保する。（危機管理部、警

察本部） 

(2) 県は、必要に応じ電気通信事業者に対して県、市、防災関係機関等の重要通信の確
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保を要請する。要請を受けた電気通信事業者は、防災関係機関の重要通信の確保を優

先的に行う。（危機管理部） 

 

 

第３節 活動体制 

１ 市の活動体制 

(1) 警戒本部の設置 

ア 設置基準 

市長は、次に掲げる場合、警戒本部を設置し、事故に関する情報収集及び情報提供を

行う。 

(ｱ) 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、市内にお

いて屋内退避又は避難が必要となるおそれのあるとき。 

(ｲ) その他市長が必要と認めたとき。 

イ 組織 

茅野市災害対策本部条例に定める組織に準ずるところによるほか、次の表による。 

○組 織 

段階の説明 
災害対応 

参集範囲 組織の体制（警戒本部） 

原子力事業所の事故に

より放射性物質又は放射

線の影響が広範囲に及び、

市内において屋内退避又

は避難が必要となるおそ

れのあるとき。または、市

長が必要と認めたとき。 

・全部長 

・全ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ所長 

・全課長 

・本部事務局職員 

・各課庶務担当係長 

・避難所担当職員 

・広報担当職員 

・本部長：市長 

・副本部長：副市長・教育長 

・本部員 

全部長 

茅野市社会福祉協議会事務局

長消防署長等 

・対策本部事務局 

・本部連絡員 

ウ 所管事務 

茅野市地域防災計画 第３章 第３節 「地震災害警戒本部・災害対策本部事務分掌」

の組織及び事務分掌のほか、次の表による。 

○事 務 

担当部 班名 事務分掌 

企画部 

総務部 

企画班・秘書広報班・ﾊﾟｰﾄ

ﾅｰｼｯﾌﾟのまちづくり推進

班・会計班・選監事務局班 

・避難所(市域外)の確保に関すること。 

総務班 ・職員の被爆管理に関すること。 

財政班 ・市域外避難時の避難車輌の確保に関すること。 

防災班・消防班 ・避難経路の設定、避難誘導に関すること。 

市民環境部 

税務班・収納班・市民班 ・汚染除去作業 

生活環境班・美ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ班 ・放射能モニタリングの実施及び収集データの管理に

関すること。 

・放射性物質による汚染調査に関すること。 
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・県の実施する緊急時モニタリングに対する協力に関

すること。 

健康福祉部 

地域福祉推進班・茅野市社

会福祉協議会班 

・災害時要援護者の安否確認に関すること。 

保健班・全保健福祉ｻｰﾋﾞｽｾ

ﾝﾀｰ班 

・緊急被爆医療に関すること。 

・農林水産物の摂取制限に関すること。 

産業経済部 

産業振興班・農林班・商工

班・観光班・農業委員会事

務局班 

・農林水産物の出荷制限に関すること。 

・県の実施する放射能濃度の測定に関する協力に関す

ること。 

都市建設部 
建設班・都市計画班・水道

班 

・県の実施する緊急時モニタリングに対する協力に関

すること。 

こども部 

生涯学習部 

こども班・幼児教育班・学

校教育班・生涯学習班・文

化財班・スポーツ健康班 

・避難所等においての放射能モニタリングに関するこ

と。 

エ 警戒対策本部の廃止 

概ね次の基準による。 

(ｱ) 災害対策本部が設置されたとき。 

(ｲ) 市長が市内において屋内退避又は避難のおそれがなくなったと認めたとき。 

(2) 災害対策本部の設置 

ア 設置基準 

市長は、次に掲げる状況になった場合、災害対策本部を設置する。 

(ｱ) 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、市内にお

いて原子力緊急事態に伴う屋内退避又は避難が必要となったとき。 

(ｲ) その他市長が必要と認めたとき。 

イ 組織 

茅野市災害対策本部条例に定める組織に準ずるところによるほか、次の表による。 

○組 織 

段階の説明 
災害対応 

参集範囲 組織の体制 

原子力事業所の事故によ

り放射性物質又は放射線

の影響が広範囲に及び、市

内において屋内退避又は

避難が必要となったとき。

または、市長が必要と認め

たとき。 

・全職員 

・本部長：市長 

・副本部長：副市長・教育長 

・本部員 

全部長等 

茅野市社会福祉協議会事務局 

茅野市議会事務局長 

・対策本部事務局 

・本部連絡員 

ウ 所管事務 

警戒対策本部に準ずる。 

エ 災害対策本部の廃止 

概ね次の基準による。 

(ｱ) 市内において屋内退避又は避難の必要がなくなったとき。 
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(ｲ) 市長が、原子力災害に関する対策の必要がなくなったと認めたとき。 

 

 

第４節 モニタリング等 

原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、県内において屋

内退避又は避難が必要となるおそれのあるときから、次の対応を行う。 

なお、モニタリング等に関しては、本県原子力災害時における環境放射線等のモニタリン

グに必要な体制等に関する「原子力災害発生時における長野県放射線モニタリング基本指針」

を定め、今後、本指針に基づく実施要領等が整備される。 

１ 災害時のモニタリング 

(1) 県は、国、所在県、原子力事業者等が実施する緊急時モニタリングの結果を収集すると

ともに、必要に応じて測定箇所、頻度等を増やしてモニタリングを実施する。結果は県ホ

ームページで公表するとともに、関係市町村、防災関係機関に必要に応じ連絡するほか、

特に必要な場合は安全規制担当省庁等に連絡する。（環境部、危機管理部） 

(2) 市は、必要に応じてモニタリングを実施するとともに、県が実施するモニタリングが円

滑に行われるよう協力する。 

 

２ 放射性物質濃度の測定 

(1) 県は、あらかじめ定めた放射性物質濃度測定の実施体制に基づき、水道水、食品、大気

浮遊塵、降下物の測定を重点的に行うとともに、その他の測定を必要に応じて実施し、結

果を県ホームページで公表する。（関係部局） 

(2) 市は、必要に応じて放射性物質濃度の測定を実施するとともに、県が実施する測定が円

滑に行われるよう協力する。 

 

 

第５節 健康被害防止対策 

市は、必要に応じて人体に係るスクリーニング及び除染、医薬品の確保、健康相談を実施

する。（健康福祉部） 

 

 

第６節 住民等への的確な情報伝達 

１ 住民等への情報伝達活動 

(1) 住民等に対する情報提供及び広報を多様な媒体を活用して迅速かつ的確に行う。 

情報提供及び広報に当たっては、要配慮者、一時滞在者等に情報が伝わるよう配慮する

とともに、国や原子力事業者と連携し情報の一元化を図り、情報の空白時間がないよう定

期的な情報提供に努める。（危機管理部、企画振興部） 

(2) 県は、報道機関の協力を得て、原子力災害に関する情報を広く県内外に向けて提供し、

原子力災害に伴う社会的混乱や風評被害を未然に防ぎ、あるいはその軽減に努める。（危

機管理部、企画振興部） 
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２ 情報の伝達 

(1) 迅速・的確な情報の伝達 

市は、原子力事業所の事故により放射性物質の拡散又は放射線の影響が広範囲に及ぶお

それがあるときは、利用可能なあらゆる通信手段を活用し、住民に迅速、的確に情報を伝

達する。（総務部、企画部） 

(2) 伝達する情報 

提供するべき情報は、情報の発信元を明示し、事故の状況、避難の必要性、住民がとる

べき行動、モニタリングの観測値等を広報する。（総務部、企画部） 

(3) 情報提供の継続 

状況に変化がない場合においても情報を定期的に発信し、情報の空白時間をなくして住

民の不安を払拭する。（総務部、企画部） 

(4) 情報提供の留意事項 

ア 国、県、関係機関と相互に連携し、情報を共有化し情報の一元化を図り、住民に情報

を伝達する。（総務部、企画部） 

イ 要配慮者及び一時滞在者等に、確実に情報が伝わるよう十分に配慮を行う。 

(5) 住民等からの問い合わせに対する対応 

市は、放射線に関する相談窓口を設置し、住民等からの健康相談、食品の安全等に関す

る相談、農林畜水産物の生産等に関する相談等の問い合わせに対応する。（関係部局） 

(6) 風評被害の未然防止 

市は、報道機関の協力を得て、原子力災害に関する情報を広く市内外に向けて提供し、

原子力災害に伴う社会的混乱や風評被害の未然防止及び軽減を図る。（総務部、企画部） 

 

 

第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

１ 屋内退避及び避難誘導 

(1) 県及び市は、県内において原子力緊急事態が宣言され原災法第１５条第３項に基づき内

閣総理大臣から屋内退避又は避難に関する指示があった場合、住民等に次の方法等で情報

を提供する。（総務部、関係部局） 

ア 報道機関を通じたラジオ、テレビ、新聞などによる報道 

イ 警察署・交番等での情報提供、パトロールカーによる巡回、広報活動 

ウ 消防本部・消防団の消防車等による広報車等による広報活動 

エ 市の防災行政無線や広報車等による広報活動 

オ 市教育委員会等を通じた小中学校への連絡 

カ 電気・ガス・通信事業者、鉄道事業者、各種団体の協力による広報活動 

キ インターネット、ホームページを活用した情報提供 

 

 (2) 市長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があったとき、又は原
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子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において人の

生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認め

るときは、住民等に対する屋内退避又は避難の指示の措置を講ずる。（総務部、関係部局） 

ア 屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な指示を行う。

必要に応じてあらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を

確認し、かつ管理者の同意を得た上で、退避所又は避難所を開設する。 

イ 避難誘導に当たっては、要配慮者とその付添人の避難を優先する。特に放射線の影響

を受けやすい妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 

ウ 退避・避難のための立ち退きの指示を行った場合は、警察、消防等と協力し、住民等

の退避・避難状況を的確に把握する。 

エ 退避所又は避難所の開設に当たっては、退避所又は避難所ごとに避難者の早期把握に

努めるとともに、情報の伝達、食料、水等の配布等について避難者、住民、自主防災組

織等の協力を得て、円滑な運営管理を図る。 

オ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原子力災害が発生した場

合、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、住民

等の生命・健康を守ることを最優先とする。具体的には、避難又は一時移転を行う場合

には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため，避難所等における感染者と

それ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生

等の感染対策を実施する。 

 

なお、「原子力災害対策指針（最新改定日:令和４年７月６日）」で示されている屋内

退避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

地表面からの放射線、再浮遊した放射性

物質の吸入、不注意な経口摂取による被ば

く影響を防止するため、住民等を数時間内

に避難や屋内退避等させるための基準 

500μSｖ/ｈ（地上１

ｍで計測した場合の

空間放射線量率※２） 

数時間内を目途に区域を

特定し、避難等を実施。（移

動が困難な者の一時屋内退

避を含む） 

地表面からの放射線、再浮遊した放射性

物質の吸入、不注意な経口摂取による被ば

く影響を防止するため、地域生産物※３の摂

取を制限するとともに、住民等を１週間程

度内に一時移転※４させるための基準 

20μSｖ/ｈ（地上１ｍ

で計測した場合の空

間放射線量率） 

１日内を目途に区域を特

定し、地域生産物の摂取を

制限するとともに１週間程

度内に一時移転を実施 

※１ 「初期設定値」とは、緊急事態当初に用いる値であり、地上沈着した放射性核種組

成が明確になった時点で必要な場合には改訂される。 

※２ 実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地

上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。 

※３ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産され

た食品であって、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べ

た牛の乳）をいう。 

※４ 「一時移転」とは、緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率は低い地域
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ではあるが、日常生活を継続した場合の無用な被ばくを低減するため、一定期間のう

ちに当該地域から離れるために実施する措置をいう。 

 

２ 広域避難活動 

(1) 市は、市域外に避難を行う必要が生じた場合は、他の市町村に対し収容先の供与及びそ

の他災害救助の実施協力を要請する。また、県に対して避難先の調整及び輸送ルートの調

整を要請する。（総務部） 

(2) 市の区域を越えて避難を行う必要が生じた市町村（以下「要避難市町村」という。）か

らの要請に基づき避難者を受け入れる場合は、避難所を開設するとともに必要な災害救助

を実施する。 

(3) 要避難市町村は、避難者の把握、住民等の避難先の指定を行い、あらかじめ定めた避難

輸送方法等により避難させる。 

(4) ＪＲ会社、鉄道会社、路線バス会社等は、県、市町村と連携し、避難者の輸送を行う。 

(5) 自衛隊は、県及び市と協力し、避難者の輸送に関する援助を行う。 

(6) 県及び市は、必要に応じ、国〔原子力規制委員会等〕の協力を得ながら、原子力災害医

療協力機関、原子力事業者、原子力災害拠点病院、高度被ばく医療支援センター等の支援

の下、避難者等が避難又は一時移転し避難所等に到着した後に、避難者等の甲状腺被ばく

線量モニタリングを行うものとする。 

 

３ 屋内退避又は避難を指示等した区域における交通の規制及び立入制限等の措置 

県は、市長が屋内退避又は避難を指示等した区域について、外部から車両等が進入しない

よう指導するなど、交通の規制及び立入制限等必要な措置をとるよう関係機関に要請する。

（危機管理部、警察本部） 

４ 避難所の開設・運営 

茅野市地域防災計画 風水害対策編 第３章 第１２節 第３ に準じる。 

 

 

第８節 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送活動 

(1) 緊急輸送体制の確立 

茅野市地域防災計画 風水害対策編 第３章 第１０節に準じるほか、次による。 

ア【県が実施する事項】 

(ｱ) 関係市町村及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、必要に

応じて調整を行う。（危機管理部） 

(ｲ) 人員、車両等に不足が生じたときは、次表の関係機関に支援を要請するとともに、

必要に応じて隣接県に支援を要請する。（危機管理部） 

イ【市が実施する事項】 

(ｱ) 緊急輸送の円滑な実施を確保するため、各交通輸送事業者及び県、他市町村等に対
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して人員、車両等の支援を要請する。（総務部、企画部） 

(ｲ) 各交通輸送事業者等の輸送能力を超える場合及び迅速な避難が必要な場合は、県に

対して自衛隊の災害派遣を要請する。（総務部） 

(ｳ) 避難者の輸送に当たっては、県公安委員会及び警察等から交通情報の提供を受ける。

（総務部） 

輸送内容 関係機関 

モニタリング要員  

各種資機材  

(公社)長野県トラック協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等）  

自衛隊  

避難住民等  

(公社)長野県バス協会  

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等）  

自衛隊  

 

２ 緊急輸送のための交通路確保 

(1) 県公安委員会は、緊急輸送のための交通路確保について、被害の状況、緊急度、重要度

を考慮し、交通規制を実施するとともに交通情報の提供を行う。（警察本部） 

(2) 警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報、その他警察が保有する手段等により、

交通状況の把握に努めるとともに、国等から派遣される専門家及び緊急事態応急対策活動

を実施する機関の現地への移動に関して、適切に対応する。（警察本部） 

 

 

第９節 飲料水・飲食物の摂取制限等 

１ 飲料水、飲食物の摂取制限 

(1) 県は、国の指示、要請及び県が実施する災害時モニタリングの結果に基づき、原子力規

制委員会及び厚生労働省が示す飲食物摂取制限に関する指標を超え、又は超えるおそれが

あると認められる場合は、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂

取制限等必要な措置を関係市町村又は水道事業者に指示又は要請する。（環境部、危機管

理部） 

(2) 市又は水道事業者は、国及び県からの指示があったとき又は放射線被ばくから地域住民

を防護するために必要があると判断するときは、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用

禁止、汚染飲食物の摂取制限等必要な措置をとる。（都市建設部） 

 

２ 農林畜水産物の採取及び出荷制限 

(1) 県は、国の指示及び要請に基づき、農林畜水産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者

等に汚染農林畜水産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を自ら行うか、関係市町村に

指示する。（農政部、林務部） 

(2) 市は、国及び県からの指示があったとき又は放射線被ばくから地域住民を防護するために必要が

あると判断するときは、農林畜水産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等に汚染農林畜水産物

の採取の禁止、出荷制限等必要な措置をとる。（産業経済部） 
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３ 経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際の基準 

対   象 放射性ヨウ素 

飲料水 
３００ ベクレル／キログラム以上 

牛乳・乳製品 

野菜類(根菜・芋類を除く)、 

殻類、肉、卵、魚、その他 
２，０００ ベクレル／キログラム以上 

(「原子力災害対策指針（令和４年７月６日）」より) 

 

対    象 放射性セシウム 

飲料水 １０ ベクレル／キログラム以上 

牛乳 ５０ ベクレル／キログラム以上 

一般食品 １００ ベクレル／キログラム以上 

乳児用食品 ５０ ベクレル／キログラム以上 

(厚生労働省令及び告示より) 

 

 

第１０節 県外からの避難者の受入れ活動 

１ 避難者の受入れ 

(1) 緊急的な一時受入れ 

ア 県は、県境を越えて避難する者が発生した都道府県（以下「避難元都道府県」という。）

と連携し、必要に応じて次の対応を行う。なお、受入れに当たっては、要配慮者及びそ

の家族を優先する。（関係部局） 

(ｱ) 県の有する施設を一時的な避難所として、当分の間提供する。 

(ｲ) 市町村に対しその保有する施設を、県の対応に準じて避難所として設置するよう要

請する。 

イ 市は、県に準じた対応を実施するよう努める。 

 (ｱ) 県の要請を受けた場合は、市の保有する施設を一時的な避難所として、提供すると

ともに必要な災害救助を実施する。（関係部局） 

(ｲ) 受入れに当たっては、要配慮者及びその家族を優先する。（関係部局） 

(2) 短期的な避難者の受入れ 

ア 県は、避難元都道府県と連携し、必要に応じて次の対応を行う。（関係部局） 

(ｱ) 被災自治体から避難者受入れの要請があった場合には、まず、緊急的な一時受入れ

と同様に、県又は市の施設で対応する。 

(ｲ) (ｱ)による受入れが困難な場合、市町村と協議の上、県内のホテル・旅館等を県が

借り上げて、避難所とする。 

イ 市は、県に準じた対応を実施するよう努める。 

(ｱ) 被災自治体から避難者受入れの要請があった場合には、緊急的な一時受入れに準じ

て市の施設で対応する。（関係部局） 

(ｲ) 市の施設で受入れが困難な場合、県と協議の上、市内の旅館・ホテル等を市が借り
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上げて、避難所とする。（関係部局） 

(3) 中期的な避難者の受入れ 

ア 県は、避難元都道府県と連携し、必要に応じて次の対応を行う。（関係部局） 

(ｱ) 避難者に対しては、県営住宅への受入れを行う。また、市営住宅等の受入情報につ

いて提供を行う。 

(ｲ) 民間賃貸住宅を県が借り上げ、応急仮設住宅として提供する。 

(ｳ) 長期的に本県に居住する意向のある者については、住宅、仕事等の相談に対応する

など、定住支援を行う。 

イ 市は、県に準じた対応を実施するよう努める。 

(ｱ) 市は、県との協議の上、必要に応じて民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅とし

て提供する。（総務部、関係部局） 

(ｲ) 長期的に本市に居住する意向のある者については、住宅、仕事等の相談に対応する

等の定住支援を行う。（関係部局） 

 

４ 避難者の生活支援及び情報提供 

(1) 市は、市内に避難を希望する避難者に対しては、住まい、生活、医療、教育、介護等の

多様なニーズを把握し、必要な支援を行う。（関係部局） 

(2) 市は、県を通じて避難者に関する情報を避難元県及び避難元市町村に対して情報を提供

する。（総務部、企画部） 

(3) 市は、県から提供された避難者に関する情報を活用し、避難元市町村からの情報及び

県・市が実施する避難者支援に関する情報を避難者に提供する。（総務部、企画部） 
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第１節 災害からの復旧・復興 

１ 基本方針 

市は、復旧・復興対策を行うため、国、県、原子力事業者、関係機関等と連携しながら、

必要な復旧・復興対策を行う。 

 

２ 活動の内容 

(1) 放射性物質による汚染の除去等 

市は、国が示す除染の方針に沿って、国が実施する汚染廃棄物の処理及び除染作業に協

力するとともに、必要に応じて汚染廃棄物の処理及び除染作業を行う。（関係部局） 

(2) 事故由来放射性物質を放出した原子力事業者は、環境の汚染への対処に関し、誠意をも

って必要な措置をとる。 

 

３ その他災害後の対応 

(1) 各種制限措置の解除 

県及び市が行う災害時モニタリング等の調査、専門家の意見等を踏まえ、災害応急対策

として実施された屋内退避又は避難、立入制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及

び農林畜水産物の採取・出荷制限等の各種制限措置の解除を行う。（関係部局） 

(2) 緊急時モニタリングの実施と公表 

市は、県及び関係機関と協力して緊急時モニタリングを行い、その結果を速やかに住民

に公表する。（総務部、企画部、市民環境部） 

(3) 風評被害の軽減 

市は、報道機関等の協力を得て、原子力災害による風評被害等の未然防止及び影響を軽

減するため、国、県、関係機関等と協力して、農林水産業、地場産業等の適正な流通の促

進、観光客の減少防止のための広報活動を積極的に行う。（経済産業部） 

(4) 健康相談体制 

市は、心身の健康に関する相談窓口を開設し、相談に応じるとともに、正確な情報を提

供して、住民等の不安軽減を図る。（健康福祉部） 
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第５章 核燃料物質等輸送事故災害への対応 

核燃料物質等の輸送中に係る事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、県内

において原子力緊急事態に伴う屋内退避若しくは避難が必要となったとき、又はそのおそれの

あるときを想定して、災害に対する備え、応急対策及び復旧・復興を行う。 

なお、下記以外の項目については「第２章災害に対する備え」「第３章災害応急対策」「第

４章災害からの復旧・復興」を準用する。 

 

１ 原子力事業者及び原子力事業者から核燃料物質等の運搬を委託された者の対応 

運搬中に事故が発生した場合、次の措置を迅速かつ的確に行う。また、事故が発生した場

合に備え、事故時の応急措置、事故時対応組織の役割分担、携行する資機材等を記載した運

搬計画書、迅速に通報を行うために必要な非常時連絡表等を作成するとともに、運搬を行う

際にはこれらの書類、必要な非常通信用資機材及び防災資機材を携行する。 

(1) 安全規制担当省庁、警察及び消防機関に対する迅速な報告・通報 

(2) 消火・延焼防止 

(3) 立入禁止区域の設定 

(4) 避難のための警告 

(5) 汚染の拡大防止及び除去 

(6) 放射線の遮蔽 

(7) 放射線障害を受けたおそれのある者等の救出及び避難支援等の応急の措置 

 

２ 警察及び消防機関の対応 

(1) 警察は、事故の通報を受けた際に、事故の状況に応じて、警察職員の安全確保を図りな

がら、事業者と相互に協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等必要な措置を実施する

ために必要な体制を整備する。また、警察は、県等防災関係機関に対する通報、連絡体制

を整備する。 

(2) 消防機関は、事故の通報を受けた際に、事故の状況に応じて、消防機関の安全確保を図

りながら、事業者と相互に協力して、火災の消火、救助、救急等必要な措置を実施するた

めに必要な体制を整備する。また、市町村、防災関係機関に対する通報、連絡体制を整備

する。 
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第１節 計画作成の趣旨 

 

第１ 計画の目的 

この計画は、県民生活に甚大な被害を及ぼすおそれのある大規模な災害に備え、対処する

ため、雲仙岳噴火災害、御嶽山噴火災害など過去の大規模な災害の経験を教訓に、社会構造

の変化を踏まえ、県、市町村、公共機関、事業者及び県民が相互に協力し、総合的かつ計画

的な防災対策を推進することにより、かけがえのない県民の生命、身体及び財産を災害から

保護することを目的とする。 

 

第２ 計画の性格 

この計画は、災害対策基本法第40条に基づき、長野県防災会議が作成する「長野県地域防

災計画」及び茅野市防災会議が作成する「茅野市地域防災計画」の「火山災害対策編」とし

て、大規模な火山災害に対処すべき事項を中心に定めるものとする。 

 

第３ 計画の推進及び修正 

この計画は、防災に係る基本的事項等を定めるものであり、各機関はこれに基づき実践的

細部計画等を定め、その具体的推進に努めるものとする。 

また、防災に関する学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ、その

時々における防災上の重要課題を把握し、災害対策基本法第40条の規定に基づき、毎年検討

を加え、必要に応じて修正を加え、本計画に的確に反映させていくものとする。 

 

第４ 茅野市強靭化地域計画の総合目標、基本目標を踏まえた防災計画の作成等 

茅野市強靱化地域計画は、大規模災害等に対する市域の脆弱性を克服し、事前防災及び減

災その他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国土強靱化の観点から本市に

おける様々な分野の指針となる計画として「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靱化法」第13条に基づき策定されている。このため、地方公共団

体及び地方指定公共機関は、茅野市の国土強靱化に関する部分については、茅野市強靱化地

域計画の総合目標「市民の生命・財産・生活を守り抜き、活力ある地域を持続する」

を基本とし、基本目標(事前に備えるべき目標)は以下のとおりである。 

 

Ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ 被災者や負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

Ⅲ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能を確保すること 

Ⅳ 生活・経済活動に必要なライフライン等を確保すること 

Ⅴ 二次的な被害を発生させないこと 

 

以上を踏まえ、本計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図るものとする。 
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第２節 災害発生直前対策 

 

第１ 基本方針 

火山災害の発生の恐れがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるよう、あらかじめ

市民に対する、情報伝達体制、避難誘導体制を整備しておく必要がある。 

 

第２ 計 画 

１ 市民に対する噴火警報・予報等の伝達体制の整備 

(1) 噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報及び火山活動解説資料の伝達経路につ

いては、別紙１のとおりであるが、市は、県及び気象台、周辺市町村、関係機関との連

携をとりながら、火山活動に異常が生じた場合には、情報伝達活動が円滑に行えるよう

体制の整備を図るものとする。 

(2) 別紙１(1)の伝達経路により、噴火警報・予報及び火山の状況に関する解説情報の通報

を受けた時は、必要により住民等に対する広報活動を行うものとする。 

 

２ 避難誘導体制の整備 

(1)【県及び市が実施する計画】 

ア 県及び市は、火山噴火等により、住民の生命、身体等に、危険が生じるおそれのある

場合に、迅速かつ円滑に避難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成してお

く必要がある。 

イ 県及び市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、

他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在

における被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送

事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定め

るよう努めるものとする。 

(2)【市が実施する計画】 

指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難及び広域一時滞在の

用にも供することについて定めるなど、広域避難者を受け入れることができる施設等をあ

らかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

(3)【関係機関が実施する計画】 

第11節「避難収容活動計画」参照 

 

３ 広報計画 

(1) 火山の状況に関する解説情報 

火山性地震の回数など火山活動の状況を知らせる場合に発表する。 

(2) 火山活動解説資料 

防災活動の利用に適合するよう火山観測の成果、統計及び調査の成果等を編集した資料

で定期的に、または必要に応じ作成し発表する。火山活動解説資料の伝達系統図は、別紙
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１(2)のとおり。 

(3) 噴火警報等 

ア 噴火警報 

気象業務法第13条の規定により、気象庁地震火山部火山監視・情報センターが、居住

地域や火口周辺に重大な影響を及ぼす噴火の発生が予想される場合に、予想される影響

範囲を付した名称で発表する。なお、活動火山対策特別措置法第21条第１項に規定され

る火山現象に関する情報は，噴火警報として取り扱う。 

イ 噴火予報 

気象業務法第13条の規定により，気象庁地震火山部火山監視・情報センターが，火山

活動が静穏（平常）な状態が予想される場合に発表する。また、噴火警報の解除は，噴

火予報で発表する。 

 

○噴火警報及び噴火予報の発表基準等（横岳） 

予報及び警報の名称 略称 発 表 基 準 警戒事項等 

噴火警報（居住地域） 

又は噴火警報（山麓） 
噴火警報 

居住地域又は山麓に重大な被害を及ぼす

噴火が発生する可能性が高まってきている

と予想される場合 

居住地域厳重警戒 

又は山麓厳重警戒 

噴火警報（火口周辺） 
火口周辺 

警報 

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす

噴火が発生すると予想される場合 
入山規制 

火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生する

と予想される場合 
火口周辺規制 

噴火予報 ― 火山活動が静穏な状態が予想される場合 平常 

 

４ 異常現象の通報 

市民は、噴煙や噴石、鳴動や降灰など火山に関する異常を発見した場合は、ただちに市長又

は警察官に通報するものとする。市長等は、市民から災害発生のおそれのある異常現象の通報

を受けた時は、その旨を速やかに関係機関に伝達するものとする。 

異常現象の通報系統図は、別紙２のとおり。 
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別紙１ 噴火警報・予報等の通報伝達系統 

 

(1) 噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報の伝達系統図 

（注）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第７条第１項の規定に基づく法定通

知機関。 

＊東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の関係市町村への伝達は、「噴火

警報・予報」に限る。 

(2) 火山活動解説資料の伝達系統図 

 

 

 

 

（注）「関係機関」とは、各市町村地域防災計画に定める、市町村の機関（現地機関、消防団、小中学

校など）及び防災上関連のある機関をいう。 

 

別紙２ 異常現象の通報系統図 
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第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１ 実施責任 

１ 県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身

体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関

等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公

共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。 

 

２ 市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、市の地域並びに地域住民

の生命、身体及び財産を保護するために指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地方公

共団体の協力を得て防災活動を実施する。  

 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護する

ため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するととも

に、県及び市町村の活動が円滑に行われるよう勧告、指導助言等の措置をとる。  

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 

指定公共機関及び指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性に鑑み自ら防災活

動を実施するとともに、県及び市の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。  

 

５ 火山防災協議会 

火山防災協議会は、警戒避難体制の整備に必要な事項について、当該火山における統一的

な防災体制の検討・整備を行う。 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 長野県 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長野県 

(1) 県防災会議、県警戒本部及び県災害対策本部に関すること。 

(2) 防災施設の新設、改良等整備に関すること。 

(3) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること。 

(4) 噴火警報等に関する伝達、情報収集及び被害調査に関すること。 

(5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(6) 火山災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関すること。 

(7) 火山防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること。 

(8) 自衛隊の災害派遣要請・撤収に関すること。 
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(9) その他火山防災に関すること。 

 

２ 市 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

茅野市 

(1) 市防災会議、市警戒本部及び市災対本部に関すること。 

(2) 防災施設の新設、改良等整備に関すること。 

(3) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること。 

(4) 噴火警報等に関する伝達、情報収集及び被害調査に関すること。 

(5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。 

(6) 火山災害時における保健衛生、文教及び交通対策に関すること。 

(7) 火山防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること。 

(8) 公共的団体の指導、自主防災組織の育成指導に関すること。 

(9) その他防災に関すること。 

 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

関東管区警察局 

(1) 管区内各県警察の実施する災害警備活動の連絡調整に関すること。 

(2) 他管区警察局及び管区内防災関係機関との連携に関すること。 

(3) 警察通信施設の整備及び防護並びに警察通信統制に関すること。 

(4) 災害時における管区内各県警察の相互援助の調整に関すること。 

関東財務局 

(長野財務事務所) 

(1) 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。 

(2) 災害時における金融機関の緊急措置の指示に関すること。 

関東信越厚生局 
(1) 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること。 

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。 

関東農政局 

(長野支局) 

(1) 災害予防対策 

ア ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に関

すること。 

イ 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、土砂崩壊防止、

農業用河川工作物、湛水防除、農地侵食防止等の施設の整備に関すること。 

(2) 応急対策 

ア 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。 

イ 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること。 

ウ 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること。 

エ 災害時における農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関

すること。 

オ 土地改良機械及び技術者等の把握、緊急貸出及び動員に関すること。 

(3) 復旧対策 

ア 災害発生後はできる限り速やかに査定を実施し、農地、農業用施設等につ

いて特に必要がある場合の緊急査定の実施に関すること。 

イ 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。 

中部森林管理局 

(1) 防災上の治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適正化に関すること。 

(2) 林野火災の予防及び発生時の応急措置に関すること。 

(3) 災害応急対策用材の供給に関すること。 
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関東経済産業局 

(1) 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること。 

(2) 被災商工鉱業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

(3) 被災中小企業の振興に関すること。 

中部経済産業局 電気の供給の確保に必要な指導に関すること。 

関東東北産業保安監督

部 

(1) 火薬類、高圧ガス､液化石油ガス､ガスなど危険物等の保安に関すること。 

(2) 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること。 

中部近畿産業保安監督

部 
電気の保安に関すること。 

北陸信越運輸局 
災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送のあっせん並びに船舶及び

自動車による輸送の確保に関すること。 

東京航空局 

(東京空港事務所松本

空港出張所) 

(1) 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するために必要な措

置に関すること。 

(2) 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。 

(3) 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。 

東京管区気象台 

(長野地方気象台) 

(1) 噴火警報等の伝達、解説に関すること。 

(2) 防災知識の普及に関すること。 

(3) 災害防止のための統計調査に関すること。 

信越総合通信局 

(1) 災害時における通信・放送の確保に関すること。 

(2) 非常通信に関すること。 

(3) 非常災害時における臨時災害放送局の開局等の臨機の措置に関すること。 

(4) 災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車及び臨時災害放送局用機

器の貸出に関すること。 

長野労働局 
(1) 工場、事業場における自主的な避難、救助等の教育訓練に関すること。 

(2) 被災労働者及び被災事業主に対する応急対策の実施に関すること。 

関東地方備局 

北陸地方整備局 

中部地方整備局 

(1) 災害予防 

ア 所管施設の耐震性の確保 

イ 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

ウ 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

エ 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 

オ 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

(2) 応急・復旧 

ア 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

イ 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

ウ 所管施設の緊急点検の実施 

エ 緊急を要すると認められる場合の申し合わせに基づく自主的な応急対策

の実施 

中部地方環境事務所 

(1) 有害物質の漏洩及び石綿の飛散防止に関すること。 

(2) 災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進に関するこ

と。 

関東地方測量部 

(1) 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること。 

(2) 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること。 

(3) 地殻変動の監視に関すること。 
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４ 陸上自衛隊 第13普通科連隊 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

第13普通科連隊 

(1) 災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関すること。 

(2) 災害時における応急復旧活動に関すること。 

 

５ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

日本郵便㈱信越支社 

(1) 災害時における郵便業務の確保、郵便業務に係る災害対策特別事務取扱い

及び援護対策等に関すること。 

(2) 災害時における窓口業務の確保に関すること。 

ＪＲ会社 

(東日本旅客鉄道㈱(長野支社) 

(1) 鉄道施設の防災に関すること。 

(2) 災害時における避難者の輸送に関すること。 

日本貨物鉄道㈱ 

（関東支社長野支店） 
災害時における鉄道貨物による救助物資等の輸送の協力に関ること。 

電気通信事業者 

(東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバ

イル㈱) 

(1) 電気通信設備の保全に関すること。 

(2) 災害非常通話の確保及び気象通報の伝達に関すること。 

日本銀行 

(松本支店) 

(1) 金融機関の支払いに対する現金の準備に関すること。 

(2) 損傷通貨の引換えに関すること。 

日本赤十字社 

（長野県支部） 

(1) 医療、助産等救助、救護に関すること。 

(2) 災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること。 

(3) 義援金の募集に関すること。 

国立病院機構 

(関東信越ﾌﾞﾛｯｸ) 
医療、助産等救助、救護に関すること。 

日本放送協会 

(長野放送局) 
気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

日本通運㈱ 

(長野支店) 
災害時における、貨物自動車による救援物資等の輸送の協力にすること。 

電力会社 

(中部電力㈱、中部電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱) 

(1) 電力施設の保全、保安に関すること。 

(2) 電力の供給に関すること。 

中日本高速道路㈱ 中央自動車道、長野自動車道(岡谷ＪＣＴ～安曇野ＩＣ)の防災に関すること。 

 

６ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

土地改良区 
(1) ため池、ダム及び水こう門の防災に関すること。 

(2) 排水機場の改良及び復旧に関すること。 

ガス会社 

（諏訪瓦斯㈱、帝石パイプライン㈱、) 

(1) ガス施設の保全、保安に関すること。 

(2) ガスの供給に関すること。 
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路線バス会社等 
(アルピコ交通㈱、（公社）長野県バス協会) 

災害時における路線バスによる避難者の輸送の協力に関すること。 

貨物自動車運送事業者 
((公社)長野県トラック協会) 

災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に関すること。 

放送事業者 
(信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野朝日放送㈱、エルシーブイ㈱、) 

Ｌアラートを経由した、気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

長野県情報ネットワー

ク協会 
気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること。 

医師会、歯科医師会、

看護協会 
災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること。 

薬剤師会 災害時における救護活動に必要な医薬品等の提供に関すること。 

(一社) 

長野県ＬＰガス協会 
液化石油ガスの安全に関すること。 

(一社) 

長野県建設業協会 
災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関すること。 

(社福)長野県社会福祉

協議会 

(1) 災害ボランティアに関すること。 

(2) 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）に関すること。 

 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

農業協同組合 

(1) 県、市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

(2) 農作物の災害応急対策の指導に関すること。 

(3) 被災農家に対する融資、あっせんに関すること。 

(4) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること。 

(5) 農産物の需給調整に関すること。 

森林組合 

(1) 県、市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

(2) 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること。 

(3) 木材の供給と物資のあっせんに関すること。 

漁業協同組合 

(1) 県、市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

(2) 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること。 

(3) 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧に関すること。 

商工会、商工会議所等

商工業関係団体 

(1) 県、市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

(2) 被災組合員の融資、あっせんの協力に関すること。 

(3) 災害時における物価安定の協力に関すること。 

(4) 救助物資、復旧資材の確保、あっせんの協力に関すること。 

病院等医療施設の 

管理者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

(2) 災害時における入院者の保護及び誘導に関すること。 

(3) 災害時における病人等の収容及び保護に関すること。 

(4) 災害時における被災負傷者の治療及び助産に関すること。 

社会福祉施設の 

管理者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

(2) 災害時における利用者・入所者の保護及び誘導に関すること。 

金融機関 被災事業者等に対する資金融資に関すること。 

学校法人 
(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

(2) 災害時における教育対策に関すること。 
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(3) 被災施設の災害復旧に関すること。 

危険物施設及び高圧ガ

ス施設の管理者 

(1) 安全管理の徹底に関すること。 

(2) 防護施設の整備に関すること。 

青年団、婦人会等 県、市が行う災害応急対策の協力に関すること。 

 

８ その他 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

火山防災協議会 

火山災害警戒地域毎の警戒避難体制の整備に関すること。 

ア 噴火に伴う現象（主に、噴石、火砕流、融雪型火山泥流といった噴火直後

に人的被害につながり得る噴火現象を想定。火山の実情に応じ、火山ガスや

降灰後の土石流なども含む。）と及ぼす影響の推移を時系列で示した「噴火

シナリオ」に関すること。 

イ 影響範囲を地図上に示した「火山ハザードマップ」に関すること。 

ウ 噴火シナリオや火山ハザードマップを基に、噴火活動の段階に応じた入山

規制や避難等の防災行動を定めた「噴火警戒レベル」に関すること。 

エ 避難場所、避難経路、避難手段等を示した具体的な「避難計画」等の一連

の警戒避難体制に関すること。 

オ 登山者や旅行者を想定した訓練の実施に関すること。 

カ 火山活動の変化等をより早期に把握するため、山小屋の管理人等からの情

報が気象庁や大学等の火山監視観測・調査研究機関に速やかに伝達される体

制に関すること。 
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第１節 火山災害に強いまちづくり 
 

第１ 基本方針 

茅野市は、地域の特性に配慮しつつ、火山災害に強いまちづくりを行う。 

長野県内及び近隣には１０の活火山があり、茅野市にはそのうちの一つ、北八ヶ岳の横岳

(北横岳)がある。活火山の定義が変更され活火山に指定されたものであり、警戒を要する状

態にはないとはいえ距離的にも、爆発・噴火の規模によっては、火砕流、溶岩流、降灰等の

被害が考えられるため、常に万全の注意を払い、災害発生時には迅速かつ的確な応急対策を

とる必要がある。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 交通・通信施設の火山災害に対する安全性の確保、治山、治水、砂防事業等の総合的、計

画的推進等災害に強いまちを形成する。  

 

２ 総合的災害対策の推進等による火山災害に強いまちづくりを推進する。  

 

第３ 計画の内容 

１ 火山災害に強いまちづくり  

(1) 現状及び課題  

県内には、概ね過去１万年以内に噴火した火山10が活火山に指定され、現在活発な噴気

活動のある火山（警戒を要する活火山）が６つあり、火山災害による大きな被害が懸念さ

れることから、火山災害に強い安全な県土の形成に取り組む必要がある。  

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（全部局）  

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、火山災害から県土及び県民の生命、身体、

財産を保護することに十分配慮する。  

(ｲ) 基幹的な交通・通信施設等の整備については、各施設等の耐震設計や代替性を確保

するための道路ネットワークの充実、航空交通ネットワークの機能強化、施設・機能

の代替性の確保、各交通・通信施設の間の連携の強化等により、大規模災害発生時の

輸送・通信手段の確保に努める。 

(ｳ) 住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物、施設の安全性の確保等に努める。 

(ｴ) 火山災害に強い市域の形成を図るため、治山、治水、砂防事業等を総合的、計画的

に推進する。  

(ｵ) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維

持管理に努める。 

(ｶ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、火山防災

協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公共団体との協力体制

の構築に努めるとともに、他の地方公共団体との応援協定を締結するなど、災害時の
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具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。 

イ【市が実施する計画】  

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、火山災害から市土及び住民の生命、身体、

財産を保護することに十分配慮するものとする。  

(ｲ) 基幹的な交通・通信施設等の整備については、各施設等の耐震設計やネットワーク

の充実等により、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に努めるものとする。 

(ｳ) 住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物・施設の安全性の確保等に努めるものと

する。 

(ｴ) 火山災害に強い市土の形成を図るため、治山、治水、砂防事業等を総合的、計画的

に推進するものとする。  

(ｵ) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維

持管理に努めるものとする。 

(ｶ) 一部の火山現象については、発生後、短時間で居住地域に到達する可能性があるこ

とから、生命に危険のある現象の発生前に、住民等の避難を行うことができる体制の

構築に努めるものとする。 

(ｷ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、火山防災

協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公共団体との協力体制

の構築に努めるとともに、他の地方公共団体との応援協定を締結するなど、災害時の

具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】（交通・通信施設管理機関）  

基幹的な交通・通信施設等の整備については、ネットワークの充実等により、大規模

災害発生時の輸送・通信手段の確保に努めるものとする。 

 

２ 火山災害に強いまちづくり  

(1) 現状及び課題  

都市化の進展に伴う、人口の密集、危険地域への居住地の拡大、及びライフライン等へ

の依存度の増大により火山災害の及ぼす被害は多様化しており、災害に強いまちづくりが

必要となっている。  

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（全部局）  

(ｱ) 災害に強いまちの形成  

ａ 必要に応じ、各火山について噴火現象等を想定し、適切な土地利用への誘導を行

うとともに、警戒避難対策に必要な機器の整備を図り、警戒避難体制の強化・拡充

を図る。  

ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短時間に多数の住民等の避

難が必要になる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形特性を表した地理情報

の整備の推進、あらかじめ避難のための道路等の整備推進に努める。  

ｃ 登山者や旅行者等火山を訪れる人々(以下「登山者等」という。) に対する適切な

情報提供と安全対策の構築に努める。 
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ｄ 火山防災協議会の場を活用する等により、退避壕・退避舎等の必要性について検

討し、退避壕・退避舎等の整備推進を図る。  

ｅ 適切な土地利用の誘導、警戒避難対策の推進、住民等への情報提供等を効果的に

行うため、各火山の特性を考慮した火山に関するハザードマップの整備の促進を図

る。  

ｆ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援物資を届ける

ための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な拠点と高規格道路等

のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強靭で信頼

性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を

構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指

定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、

電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る。 

(ｲ) 火山災害に対する建築物等の安全性 

不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、

要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、火山災害に対する安全性の確

保に特に配慮する。 

(ｳ) ライフライン施設の機能の確保  

ａ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動な

どに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、

工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のラ

イフライン施設の火山災害に対する安全性の確保を図るとともに、系統多重化、代

替施設の整備等による代替性の確保を進める。  

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼動することにより、電力供

給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱

の供給設備を設置するよう努めるものとする。  

ｂ コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講ずるとともに、企業等

における安全確保に向けての自発的な取組を促進する。 

(ｴ) 降灰対策 

活動火山対策特別措置法に基づく施策等を推進することにより、火山噴火に伴う降

灰が火山周辺地域の住民の生活等に及ぼす支障を軽減することに努める。 

(ｵ) 災害応急対策等への備え  

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行

うための備えを平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々の防災力の向上、

人的ネットワークの構築を図る。 

ｂ 噴火に伴う火砕流等は発生から短時間で居住地域に到達する恐れがあり、噴火発

生前から住民等へ避難指示等を行わなければならない場合がありえる事に十分留意

して災害応急対応を講じる。 

ｃ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地等の活用を図る。 
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ｄ 防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機能強化に努め

るものとする。（別記参照） 

ｅ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど協力体制を構築し、連携

強化を進めることにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。 

また、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、災害時の連絡先、

要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意する。 

ｆ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハウや

能力等の活用に努める。 

ｇ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時系

列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。 

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、

平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

ｈ 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災

害協定の締結を推進するものとする。  

ｉ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組

むものとする。  

ｊ 電気事業者と協力し、大規模停電発生時に電源車の配備等の円滑な支援を受けら

れるよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重

要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況等を収

集・整理し、リスト化を行うよう努めるものとする。  

ｋ 火山災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、火山災害の要因となる現象

（火砕流、溶岩流、融雪型火山泥流、噴石、降灰等）とその規模が多様であること

を考慮し、現象の影響が及ぶ範囲と程度を想定し、その想定結果に基づき対策を推

進する。 

ｌ 火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の調査、火山

地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去の災害履歴等をより正

確に調査する。 

ｍ 火山災害はその要因となる現象が多様であること、現象の推移等の把握や予測が

難しいことから、日頃より、火山防災協議会等の枠組みを活用し、国等関係機関、

火山専門家等と相互に連携して、避難体制の構築等の火山災害対策の推進に努める。 

ｎ 災害時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ市町村と救

助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度や

救助実施市制度の積極的な活用により役割分担を明確化するなど、調整を行ってお

くものとする。 

(ｶ) 火山災害警戒地域の指定  

ａ 活動火山対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が火山の爆発による人的災害を

防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域として指

定した場合、その警戒地域が長野県にあった時は、想定される火山現象の状況に応
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じた警戒避難体制の整備に関し、必要な協議を行うための火山防災協議会を組織す

る。なお、県内の市町村が、火山災害警戒地域に含まれない火山防災協議会に任意

に参加する場合は県も任意に火山防災協議会に参加することができる。  

ｂ 火山防災協議会では、警戒避難体制の整備に必要な事項について、当該火山にお

ける統一的な防災体制を検討するため、「噴火シナリオ」「火山ハザードマップ」

「噴火警戒レベル」「避難計画」等の一連の警戒避難体制について協議するものと

する。  

ｃ 火山災害警戒地域の指定があったときは、県地域防災計画において次の事項を定

めるものとする。  

(a) 火山現象の発生及び推移に関する情報収集・伝達や予警報の発令・伝達に関す

る事項  

(b) 警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備その他の避難のための措置につ

いて市町村長が行う通報及び警告を定める際の基準となるべき事項  

(c) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路を定める際の基準と

なるべき事項  

(d) 避難・救助に係る広域調整に関する事項  

(e) その他必要な警戒避難体制に関する事項  

ｄ 県防災会議は、県地域防災計画において、活動火山対策特別措置法第５条第一項

の事項について、定めるときは火山防災協議会の意見を聴くものとする。 

e 火山災害警戒地域（平成28年２月22日指定）  

 

火山名 県名 市町村名 

浅間山 長野県、群馬県 
小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、 

長野原町、嬬恋村 

焼岳 長野県、岐阜県 松本市、高山市 

乗鞍岳 長野県、岐阜県 松本市、高山市 

御嶽山 長野県、岐阜県 上松町、木曽町、王滝村、高山市、下呂市 

草津白根山 長野県、群馬県 高山村、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町 

新潟焼山 長野県、新潟県 小谷村、糸魚川市、妙高市 

弥陀ヶ原 富山県※ 富山市、上市町、立山町※ 

※弥陀ヶ原の火山防災協議会に長野県及び大町市は任意で参加している。 

(ｷ) 避難施設緊急整備地域 

内閣総理大臣が長野県内で火山の爆発により住民等の生命又は身体に被害が生じ

る又は生じるおそれがある地域でその被害を防止するための施設を緊急に整備する

必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定したとき、県は国の基本指針に基

づき、住民等の速やかな避難のための必要な施設を緊急に整備するための計画を作成

する。計画の作成にあたっては、関係市町村長の意見をあらかじめ聞くものとする。 

イ【市が実施する計画】  

(ｱ) 火山災害に強いまちの形成  

ａ 必要に応じ、各火山について噴火現象等を想定し、適切な土地利用への誘導を行
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うとともに、警戒避難対策に必要な機器の整備を図り、警戒避難体制の強化・拡充

を図るものとする。  

ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短時間に多数の住民等の避

難が必要になる場合があることを勘案し、あらかじめ避難のための道路等の整備の

推進に努めるものとする。その際、各火山の特性を十分考慮するものとする。  

ｃ 登山者等に対する適切な情報提供と安全対策の構築に努めるものとする。 

ｄ 火山防災協議会の場を活用する等により、退避壕・退避舎等の必要性について検

討し、退避壕・退避舎等の整備推進を図るものとする。  

ｅ 適切な土地利用の誘導、警戒避難対策の推進、住民等への情報提供等を効果的に

行うため、各火山の特性を考慮した火山に関するハザードマップの整備を推進する

ものとする。  

ｆ 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。 

ｇ 火山災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、火山災害の要因となる現象

（火砕流、溶岩流、融雪型火山泥流、噴石、降灰等）とその規模が多様であること

を考慮し、現象の影響が及ぶ範囲と程度を想定し、その想定結果に基づき対策を推

進するものとする。 

ｈ 火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の調査、火山

地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去の災害履歴等をより正

確に調査するものとする。 

ｉ 火山災害はその要因となる現象が多様であること、現象の推移等の把握や予測が難しいこ

とから、日頃より、火山防災協議会等の枠組みを活用し、国等関係機関、火山専門家等と相

互に連携して、避難体制の構築等の火山災害対策の推進に努めるものとする。 

(ｲ) 火山災害に対する建築物等の安全性 

不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、

要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、火山災害に対する安全性の確

保に特に配慮するものとする。  

(ｳ) ライフライン施設等の機能の確保 

ａ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動な

どに支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、

工業用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のラ

イフライン施設の火山災害に対する安全性の確保を図るとともに、系統多重化、代

替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼動することにより、電力供

給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱

の供給設備を設置するよう努めるものとする。 

ｂ コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業等

における安全確保に向けての自発的な取組を促進するものとする。 

(ｴ) 降灰対策 

活動火山対策特別措置法に基づく施策等を推進することにより、火山噴火に伴う降
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灰が火山周辺地域の住民の生活等に及ぼす支障を軽減することに努めるものとする 

(ｵ) 災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行

うための備えを平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々の防災力の向上を

図るものとする。 

ｂ 噴火に伴う火砕流等は発生から短時間で居住地域に到達する恐れがあり、噴火発

生前から住民、登山者等へ避難指示等を行わなければならない場合がありえる事に

十分留意して災害応急対応を講じるものとする。 

ｃ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地等の活用を図るものとする。 

ｄ 防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機能強化に努め

るものとする。（別記参照） 

ｅ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど協力体制を構築し、連携

強化を進めることにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努めるもの

とする。 

また、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、災害時の連絡先、

要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。 

ｆ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハウや

能力等の活用に努めるものとする。 

ｇ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時系

列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。ま

た、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平

時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

ｈ 随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災

害協定の締結を推進するものとする。  

ｉ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組

むものとする。 

(ｶ) 火山災害警戒地域の指定  

ａ 活動火山対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が火山の爆発による人的災害を

防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域として指

定した場合、その警戒地域が茅野市にあった時は、想定される火山現象の状況に応

じた警戒避難体制の整備に関し、必要な協議を行うための協議会を組織する。なお、

火山災害警戒地域に含まれない場合も、火山防災協議会に任意に参加できるものと

する。  

ｂ 火山災害警戒地域の指定があったときは、市地域防災計画において次の事項を定

めるものとする。 

(a) 火山現象の発生及び推移に関する情報収集・伝達や予警報の発令・伝達に関す

る事項  
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(b) 警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備その他の避難のための措置につ

いて市長が行う通報及び警告に関する事項  

(c) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項  

(d) 避難・救助に係る広域調整に関する事項  

(e) その他必要な警戒避難体制に関する事項  

(f) 避難促進施設に関する事項 

また、警戒地域内の不特定かつ多数の者が利用する施設又は要配慮者利用施設で

噴火等の火山現象の発生時に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある

ものについて、避難促進施設として、これらの施設の名称及び所在地を定めるもの

とする。名称及び所在地を定めたこれらの施設について、市は、火山現象発生時に

当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、市地域防災計画に

おいて、火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定める

ものとする。なお、避難促進施設に指定された施設は、避難確保計画を作成しなけ

ればならない。 

c 火山防災協議会では、警戒避難体制の整備に必要な事項について、当該火山におけ

る統一的な防災体制を検討するため、「噴火シナリオ」「火山ハザードマップ」「噴

火警戒レベル」「避難計画」等の一連の警戒避難体制について協議するものとする。 

d 市防災会議は、市地域防災計画において、活動火山対策特別措置法第６条第１項の

事項について、定めるときは火山防災協議会の意見を聴くものとする。  

e 市地域防災計画に基づき、火山災害警戒地域における円滑な警戒避難を確保する上

で必要な事項を住民、登山者等に周知させるため、火山防災協議会における検討を踏

まえ、火山現象の影響及び範囲を図示した火山ハザードマップに避難対象地域、避難

場所や避難経路、避難手段といった避難計画の内容、噴火警戒レベルの解説や情報伝

達に関する事項など、住民や登山者等に必要な防災上必要な情報を付加した火山防災

マップの配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

(ｷ) 避難経路の設定 

住民、登山者等が安全に避難できるように、避難対象地域から避難所等までの避難

経路を明確に定めておくものとする。避難経路の設定にあたっては火山防災協議会が

定める避難計画に基づき定めるものとする。  

(ｸ) 避難促進施設の指定 

市防災会議は、避難促進施設の指定にあたり、各火山防災協議会において検討を行う火山

現象影響範囲を踏まえるものとする。ただし、具体的な基準が各火山防災協議会に

おいて検討された場合には、その基準を基本とする。 

現在、火山防災協議会で定めている避難促進施設指定基準は以下のとおり。  

ａ 御嶽山における避難促進施設指定基準  

(a） 対象施設  

・活火山法施行令第１条第１項及び第２項に該当する施設 

・宗教施設は活火山法施行令に定めがないため、施設の利用実態を踏まえ市長が

判断する。 
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(b) 対象範囲 

・剣ヶ峰南西斜面の火口（地獄谷火口）から４ｋｍの範囲 

・市長は、融雪型火山泥流等、地域の実情を考慮して、アに定める対象範囲を拡

大させることができるものとする。 

ｂ 乗鞍岳における避難促進施設指定基準 

(a) 対象施設 

・活火山法施行令第１条第１項及び第２項に該当する施設 

・宗教施設は火山法施行令に定めがないため、施設の利用形態を踏まえて市長が

判断する。  

(b) 対象範囲 

・想定河口域から４ｋｍの範囲内にある施設  

・市長は、融雪型火山泥流等、地域の実情を考慮して、アに定める対象範囲を拡

大させることができるものとする。  

ウ【関係機関が実施する計画】（全機関）  

(ｱ) 火山災害に強いまちの形成 

ａ 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、

要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、火山災害に対する安全性の

確保に特に配慮するものとする。 

ｂ 登山者等に対する適切な情報提供と安全対策の構築に努めるものとする。 

ｃ 火山災害警戒地域に指定されている活火山以外の活火山においても、噴火により

人的被害が発生するおそれがあることから、必要と認める地域については、警戒避

難体制を整備するものとし、地域防災計画において、警戒地域において定めるべき

事項も踏まえながら各地域の実情に応じて必要な事項を定めるものとする。 

(ｲ) ライフライン施設の機能の確保  

a ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動など

に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業

用水道、電気、ガス、石油・石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のライフラ

イン施設の火山災害に対する安全性の確保を図るとともに、系統多重化、代替施設の

整備等による代替性の確保を進めるものとする。  

また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼動することにより、電力供給

や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供

給設備を設置するよう努めるものとする。 

ｂ コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業等

における安全確保に向けての自発的な取組を促進するものとする。 

ｃ ライフライン事業者は，災害時に円滑な対応が図られるよう，ライフラインの被

害状況の予測・把握及び緊急時の供給について，あらかじめ計画を作成し，体制を

整備しておくものとする。また，ライフライン施設の応急復旧に関して，広域的な

応援を前提として，あらかじめ事業者間で広域的な応援体制の整備に努めるものと

する。 
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(ｳ) 災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行

うための備えを平常時より十分行うとともに、職員個々の防災力の向上、人的ネッ

トワークの構築を図るものとする。 

ｂ 噴火に伴う火砕流等は発生から短時間で居住地域に到達する恐れがあり、噴火発

生前から住民、登山者等へ避難指示等を行わなければならない場合がありえる事に

十分留意して災害応急対応を講じるものとする。 

ｃ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地等の活用を図るものとする。 

ｄ 地方整備局は防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け、その機

能強化に努めるものとする。（別記参照） 

ｅ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど協力体制を構築し、連携

強化を進めることにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努めるもの

とする。また、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の

連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。 

ｆ 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハウや

能力等の活用に努めるものとする。 

ｇ 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を時系

列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。ま

た、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平

時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

ｈ 病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発

災後72時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。

  

 

（別記）防災機能を有する道の駅一覧  → 風水害対策編参照 

 

エ【火山防災協議会が実施する計画】 

活動火山対策特別措置法第4条に基づく火山防災協議会は、火山災害の特徴に応じた警

戒避難体制を整備するため、関係する都道府県及び市町村が一堂に会し、かつ、火山現

象について専門的知見を有する様々な者が参画して、「火山単位」の統一的な警戒避難

体制について下記事項の協議を行うものとする。 

(ｱ) 噴火に伴う現象（主に、噴石、火砕流、融雪型火山泥流といった噴火直後に人的被

害につながり得る噴火現象を想定。火山の実情に応じ、火山ガスや降灰後の土石流な

ども含む。）と及ぼす影響の推移を時系列で示した「噴火シナリオ」 

(ｲ) 影響範囲を地図上に示した「火山ハザードマップ」 

(ｳ) 噴火シナリオや火山ハザードマップを基に、噴火活動の段階に応じた入山規制や避

難等の防災行動を定めた「噴火警戒レベル」 
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(ｴ) 避難場所、避難経路、避難手段等を示した具体的な「避難計画」等の一連の警戒避

難体制 

(ｵ) 登山者や旅行者を想定した訓練の実施 

(ｶ) 火山活動の変化等をより早期に把握するため、山小屋の管理人等からの情報が気象

庁や大学等の火山監視観測・調査研究機関に伝達される体制 

(ｷ) 退避壕・退避舎等の整備の必要性についての検討 
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第２節 災害発生直前対策 

 

第１ 基本方針 

火山災害の発生の恐れがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるよう、あらかじめ

市民に対する、情報伝達体制、避難誘導体制を整備しておく必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 火山の異常を把握した際、住民、登山者等に対して行うわかりやすい情報提供及び情報伝

達手段の体制強化を図る。 

２ 住民の避難誘導体制を整備する。  

 

第３ 計画の内容 

１ 住民、登山者等に対する情報の伝達体制の整備 

住民に対する情報の伝達体制の整備、噴火警報等の発表の基準、伝達の経路については、

第３章第１節「災害直前活動」のとおりである。 

県及び市は、気象台、市町村、関係機関との連携をとりながら、火山活動に異常が生じた

際に、登山者等及び山小屋駐在者、登山ガイド等、日頃から山と接している関係者（以下「火

山関係者」という）への情報伝達活動が円滑に行えるよう体制の整備を図るものとする。  

 

２ 避難誘導体制の整備  

ア【県及び市が実施する計画】  

(ｱ) 県及び市は、火山噴火等により、住民の生命、身体等に、危険が生じるおそれのある

場合に、迅速かつ円滑に避難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成してお

く必要がある。 

(ｲ) 県及び市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよ

う、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時

滞在における被災住民（以下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう

運送事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を

定めるよう努めるものとする。 

イ【市が実施する計画】 

指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難及び広域一時滞在の用

にも供することについて定めるなど、広域避難者を受け入れることができる施設等をあら

かじめ決定しておくよう努めるものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

第11節「避難収容活動計画」参照 
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第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第１ 基本方針 

災害時には各機関が出来る限り早期に的確な対策を行うことが求められるところであり、

そのためには迅速、確実な情報の収集が必要である。 

県、市町村、関係機関等を結ぶ情報収集・連絡体制の整備、その情報が確実に伝達される

通信手段の整備を進めるとともに、防災関連情報の収集蓄積に努めわかりやすい情報提供、

災害危険性の周知や災害予測システムの研究に役立てるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 防災関係機関は、情報収集ルートの設定等情報収集・連絡体制の整備を図るとともにわか

りやすい情報提供、関係機関の連携強化に努める。 

２ 県・市は、防災関連情報のデータベース化を図り、火山に関するハザードマップの作成や

地理情報システムの構築に努める。 

３ 確実に情報が伝達されるよう情報伝達手段の多ルート化等を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

(1) 現状及び課題 

情報の収集は、災害対策の適否を左右する重要な要素であり、迅速性確実性が求められ

る。県、市、防災関係機関は、災害時の情報収集体制をあらかじめ整備するとともに、相

互の連絡を緊密にするよう努めていくことが必要である。また、火山に関する情報（以下

「火山情報」という。）を一般の人々が行動に結び付けることができるよう分かりやすい

内容にすることが必要である。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 市と連携し、火山情報が確実に伝達できるよう、関係機関及び火山関係者との情報

共有を図る。（危機管理部）  

(ｲ) 関係機関と協力し、噴火警戒レベル１の段階も含めた防災対応について検討を行

う。  

(ｳ) 情報収集ルートを、あらかじめ設定する。（第３章災害応急対策計画第２節災害情

報の収集・連絡活動参照）（危機管理部） 

また、災害発生直後、被害が甚大な市町村等を早期に把握するため、県が情報収集

する内容及び目標時間を予め定めると共に、関係機関に周知するものとする。(全部局) 

(ｴ) 円滑な情報収集の確保を図るため、毎年訓練を実施する。（危機管理部） 

(ｵ) 映像による情報を収集するため、ヘリコプターテレビシステムの効果的運用を推進

する。（警察本部） 

(ｶ) 道路交通状況を把握するため、交通監視用カメラの整備を推進する。（警察本部） 
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(ｷ) 毎年防災関係機関における情報収集・連絡担当者名簿を作成し、関係機関に配布す

る。（危機管理部） 

(ｸ) 噴火及び泥流等の状況を把握するため、監視カメラ、雨量計等を設置する。（建設

部） 

(ｹ) 情報を一元的に収集・伝達する「長野県防災情報システム」の効果的運用を推進す

る。（危機管理部） 

(ｺ) 「長野県防災情報システム」により関係機関との情報共有、連携強化に努める。（危

機管理部） 

(ｻ) 災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求めることがで

きる仕組みの構築に努める。（危機管理部） 

(ｼ) 噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、臨時の発表であることを明記し

た火山の状況に関する解説情報（以下「火山の状況に関する解説情報（臨時）」とい

う。）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制の整備に努める。 

(ｽ) 火山防災情報の登山者への伝達をより確実にするため、防災行政無線、サイレン、

緊急速報メール、登録制メール、登山口等における掲示、山小屋の管理人等を介した

情報伝達など、地域の状況を踏まえながら、情報伝達手段の多様化を図る。 

(ｾ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公表や安否情

報の収集・精査を行う場合に備え、市町村等と連携の上、あらかじめ一連の手続等に

ついて整理し、明確にしておくものとする。（危機管理部） 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 県及び関係機関と連携し、最新の火山情報が確実に伝達できるよう、火山関係者と

の情報共有を図るものとする。  

(ｲ) 関係機関と協力し、噴火警戒レベル１の段階も含めた防災対応について検討を行う

ものとする。  

(ｳ) 被害状況等の把握及び被害調査は、関係機関、団体、住民組織等の協力を求めて実

施するものとするが、あらかじめ情報収集ルート、担当者、目標時間等を定めておく

ものとする。 

(ｴ) 円滑な情報収集機能の確保を図るため、毎年訓練を実施するものとする。 

(ｵ) 公共施設（学校、公民館等）を情報通信の拠点とした市内におけるネットワークの

整備について研究するものとする。 

(ｶ) 総合的な情報収集を行うため「モニター情報制度」の設置を研究するものとする。 

(ｷ)  情報収集手段としてクラウド型による「茅野市防災情報システム」等、ネットワ

ークの活用を推進するものとする。 

(ｸ)  「長野県防災情報システム」と「茅野市防災情報システム」の連携により県及び

関係機関との情報共有、連携強化に努めるものとする。  

(ｹ) 災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求めることがで

きる仕組みの構築に努めるものとする。 

(ｺ) 噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、火山の状況に関する解説情報（臨

時）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制を整備するものと
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する。 

(ｻ) 火山防災情報の登山者への伝達をより確実にするため、防災行政無線、サイレン、

緊急速報メール、ＳＮＳ、登録制メール、登山口等における掲示、山小屋の管理人等

を介した情報伝達など、地域の状況を踏まえながら、情報伝達手段の多様化を図るも

のとする。  

ウ【気象庁が実施する計画】 

(ｱ) 火山活動の状態をわかりやすく伝え、地方公共団体の的確な防災対応に資するよ

う、火山活動に応じて警戒が必要な範囲ととるべき防災対応を5段階に区分して発表

する噴火警戒レベルの設定及び改善について火山防災協議会での検討を通じて進め

ると共に、噴火警戒レベルの引上げや引下げの基準について、科学的知見に基づく精

査を行ない、火山防災協議会と事前に調整、情報共有した上で公表する。 

(ｲ) 火山活動の変化を観測した場合、火山の状況に関する解説情報（臨時）を迅速に発

表し、火山活動の変化の事実に加え、火山機動観測による緊急観測の実施などの対応

状況を明確に公表し、県等に伝達するものとする。また、火山活動が変化しているこ

とを理解できるよう分りやすい説明を加えて発信するものとする。 

(ｳ) 気象庁、内閣府、県、市町村は、火山の状況に関する解説情報（臨時）に盛り込む

べき具体的な文言、情報伝達方法、情報に応じた現地の関係機関の防災対応、手順に

ついてあらかじめ火山防災協議会において検討し定めておくものとする。 

エ【防災関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 県及び市、関係機関と連携し、最新の火山情報が確実に伝達できるよう、火山関係

者との情報共有を図るものとする。  

(ｲ) 関係機関と協力し、噴火警戒レベル１の段階も含めた防災対応について検討を行う

ものとする。  

(ｳ) 火山情報を地元の関係者や一般の人々が行動に結びつけることができるよう情報

提供に努めるものとする。（長野地方気象台）  

(ｴ) 被害状況等の把握調査を行うため、あらかじめ情報収集ルート、担当者等を定めて

おくものとする。 

(ｵ) 円滑な情報収集機能の確保を図るため、毎年訓練を実施するものとする。 

(ｶ) 火山防災協議会において、噴火警戒レベルの引き下げの考え方についてあらかじめ

検討し、関係機関で共有する。 

(ｷ) 火山活動の変化等をより早期に把握するため、山小屋の管理人等からの情報が気象

庁や大学等の火山監視観測・調査研究機関に速やかに伝達されるような仕組みを、火

山防災協議会において整備するものとする。  

 

２ 情報の分析整理 

県及び市は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集蓄積、情報

形式の標準化に努めるとともに、「長野県防災情報システム」及び「茅野市防災情報システ

ム」等ネットワークの活用により災害情報等共有化、住民への周知を図り、これらの蓄積さ

れた情報をベースに情報分析要員等の育成・活用等を図るものとする。また、火山防災協議
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会の構成員である火山専門家等の意見を活用できるよう努め、被害予測や的確な初動体制の

確立等の災害対策に資するほか、総合的な防災情報を網羅したマップの作成や地理情報シス

テムの構築に努めるものとする。 

 

３ 通信手段の強化 

(1) 現状及び課題 

過去の災害時においては、情報通信施設が被災し、情報通信が困難になったり不能とな

るケースがあった。災害対策にとって、情報収集は欠かせない前提条件であり情報通信手

段は多ルートで設定することが求められる。また、火山情報の伝達は、火山周辺の情報イ

ンフラが必ずしも充実しているとは限らないため、特に登山者等への伝達を確実にする

ため、伝達手段の多重化が必要である。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 地上系及び衛星系の防災行政無線について、老朽化した設備の更新を行い、耐震性

の強化や非常用電源設備の整備を図るとともに、機器の定期的な検査等、適時適切な

維持管理を行い円滑な通信の確保を図る。（危機管理部） 

(ｲ) 災害時にアマチュア無線局の協力により情報提供が得られる体制を構築する。（危

機管理部） 

(ｳ) 火山災害時を想定した非常通信訓練を行う。（危機管理部、警察本部） 

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の

移動系の応急対策機器の整備を図る。（危機管理部、警察本部） 

(ｵ) 東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を

効果的に活用するよう努める。また、災害用として配備されている無線電話等の機器

については、その運用方法等について習熟しておくこと。また、ＩＰ電話を利用する

場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図ること。  

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 防災行政無線を整備し、老朽化した設備の更新を図るものとする。 

(ｲ) 非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備を耐震性のある堅

固な場所への設置するよう努めるものとする。 

(ｳ) 災害時にアマチュア無線局の協力により情報の提供が得られる体制を構築するよ

う努めるものとする。 

(ｴ) 火山災害時を想定した非常通信訓練を行うものとする。 

(ｵ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の移動系の応急対策機

器の整備を図るものとする。 
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第４節 活動体制計画 

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、迅速かつ円滑な応急対策を実施するためには、事前の活動体制の整

備が重要となる。このため、職員の非常参集体制の整備、防災関係組織の整備等災害時にお

ける活動体制の整備を図るものとする。  

 

第２ 主な取組み 

１ 職員による配備活動体制の整備、災害時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動マ

ニュアル等の整備を推進する。 

２ 防災会議を設置し、その円滑な運営を図るとともに、火山近隣地域の火山防災協議会の総

合調整を行う。 

３ 防災中枢機能を果たす施設の安全性の確保、代替施設の確保等、災害時の防災中枢機能の

確保を図る。 

４ 複合災害発生の可能性を認識し、備えを充実する。 

５ 業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図る。 

 

第３ 計画の内容  

１ 職員の参集・活動体制 

(1) 現状及び課題  

災害による被害の拡大を防ぐためには、より迅速な職員の参集による情報収集及び応

急対策への着手が必要となる。 

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（全部局）  

(ｱ) 災害に関する情報等を迅速に把握するため、関係機関との連携を強化する。  

(ｲ) 職員によるより迅速な配備活動体制を整備し、特に勤務時間外においても迅速な対

応ができる体制とする。また、必要に応じ見直しを行う。（詳細は第３章第３節 非

常参集職員の活動に掲載） 

(ｳ) 大規模災害発生時には職員への連絡が取れない状況となることを想定し、指示によ

らない参集方法を検討する。 

(ｴ) 災害時に講ずべき対策等を体系的に整理した職員の応急対策活動マニュアル等の

整備推進及びマニュアルに基づく訓練の実施を図る。 

(ｵ) 応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修機関等及び地方公共団体の研修制

度・内容の充実、大学の防災に関する講座等との連携、専門家の知見の活用等により、

人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるよう

な仕組みを平常時から構築することに努めるものとする。 

(ｶ) 過去の災害対応の振り返りを行い、必要に応じて活動体制の見直しを図る。見直し
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においては、初動期だけでなく応急期から復旧期にかけての活動体制についても検討

するものとする。また、体制の見直しについては、訓練等を通じＰＤＣＡサイクルの

観点から改善を図る。 

(ｷ) 発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、

災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 職員による非常参集及び活動体制を整備し、必要に応じ見直しを行うものとする。

その際、参集基準及び参集対象者の明確化、連絡手段の確保、参集途上での情報伝達

手段の確保等について検討するものとする。また、勤務時間外においても迅速な対応

ができる体制とするものとする。 

(ｲ) 災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急対策活動マニュアル等の整

備推進及びマニュアルに基づく訓練の実施を図るものとする。  

(ｳ) 応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修機関等及び地方公共団体の研修制

度・内容の充実、大学の防災に関する講座等との連携、専門家の知見の活用等により、

人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるよう

な仕組みを平常時から構築することに努めるものとする。 

(ｴ) 発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、

災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。  

ウ【関係機関が実施する計画】（全機関）  

(ｱ) 職員による非常参集及び活動体制を整備し、必要に応じ見直しを行うものとする。 

その際、参集基準及び参集対象者の明確化、連絡手段の確保、参集途上での情報伝達

手段の確保等について検討するものとする。また、勤務時間外においても迅速な対応

ができる体制とするものとする。 

(ｲ) 応急対策活動マニュアル等の整備推進及びマニュアルに基づく訓練の実施を図る

ものとする。  

(ｳ) ライフライン事業者は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経

験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備

に努めるものとする。  

 

２ 組織の整備  

(1) 現状及び課題  

住民生活に様々な被害をもたらす災害に対しては、各組織の防災体制の整備とともに

組織間の応援協力体制が重要となる。現在、県、市にそれぞれ防災会議が設置されている

が、その円滑な運営により、防災関係機関の連携強化を図る必要がある。 

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（危機管理部）  

(ｱ) 県防災会議 

災害対策基本法第14条に基づき長野県防災会議を設置し、地域防災計画を必要によ

り修正するとともに計画の実施を推進する。防災会議は、知事を会長とし、防災関係
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機関の長又は県職員のうちから任命された委員、専門委員をもって組織し、委員の属

する機関の職員のうちから幹事を任命し、委員を補佐する。組織内の部会として地震

対策部会、火山対策部会等を有する。 

(ｲ) 地震対策部会 

災害対策基本法施行令第７条第４号及び長野県防災会議条例第４条１項の規定に

基づき、長野県防災会議に地震対策部会を設置し、地域防災計画における地震対策の

具体的樹立を行う。  

(ｳ) 火山対策部会 

災害対策基本法施行令第７条第４号及び長野県防災会議条例第４条１項の規定に

基づき、長野県防災会議に火山対策部会を設置し、地域防災計画における火山対策の

具体的樹立を行う。 

(ｴ) 火山防災協議会 

「活動火山対策特別措置法」第4条第2項に規定されている、国、市町村、防災機関、

火山専門家、その他観光関係の団体等と連携し、噴火時の避難体制等の検討を共同で

行うための協議会（以下「火山防災協議会」という）を設置し、火山防災体制の整備

を行う。また、必要に応じて、検討事項に応じた部会（コアグループ等）を設置する

など、円滑な検討に資する体制整備を行う。 

ａ 御嶽山火山防災協議会 

御嶽山周辺の関係市町村、県、関係機関、火山専門家等が連携し、火山防災対策

の特殊性を踏まえ、御嶽山の火山防災対策の強化を図るため、警戒避難体制の整備

等の検討を行う。 

ｂ 浅間山火山防災協議会 

浅間山周辺の関係市町村、県、関係機関、火山専門家等が連携し、火山防災対策

の特殊性を踏まえ、浅間山の火山防災対策の強化を図るため、警戒避難体制の整備

等の検討を行う。 

ｃ 焼岳火山防災協議会 

焼岳周辺の関係市町村、県、関係機関、火山専門家等が連携し、火山防災対策の

特殊性を踏まえ、焼岳の火山防災対策の強化を図るため、警戒避難体制の整備等の

検討を行う。 

ｄ 新潟焼山火山防災協議会 

新潟焼山周辺の関係市町村、県、関係機関、火山専門家等が連携し、火山防災対

策の特殊性を踏まえ、新潟焼山の火山防災対策の強化を図るため、警戒避難体制の

整備等の検討を行う。 

ｅ 弥陀ヶ原火山防災協議会 

弥陀ヶ原周辺の関係市町村、県、関係機関、火山専門家等が連携し、火山防災対

策の特殊性を踏まえ、弥陀ヶ原の火山防災対策の強化を図るため、警戒避難体制の

整備等の検討を行う。 

ｆ 乗鞍岳火山防災協議会 

乗鞍岳周辺の関係市町村、県、関係機関、火山専門家等が連携し、火山防災対策
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の特殊性を踏まえ、乗鞍岳の火山防災対策の強化を図るため、警戒避難体制の整備

等の検討を行う。 

ｇ 草津白根山防災会議協議会 

草津白根山周辺の関係市町村、県、関係機関、火山専門家等が連携し、火山防災

対策の特殊性を踏まえ、草津白根山の火山防災対策の強化を図るため、警戒避難体

制の整備等の検討を行う。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 災害対策基本法第16条に基づき、市防災会議を設置し、それぞれの地域の災害特性

及び地域特性に対応した市地域防災計画の作成及び修正を行い、その計画の実施を推

進するものとする。 

(ｲ) 火山防災協議会 

「活動火山対策特別措置法」第4条第2項に規定されている、国、市町村、防災機関、

火山専門家、その他観光関係の団体等と連携し、噴火時の避難体制等の検討を共同で

行うための協議会（以下「火山防災協議会」という）を設置し、火山防災体制の整備

を行う。また、必要に応じて、検討事項に応じた部会（コアグループ等）を設置する

など、円滑な検討に資する体制整備を行うものとする。  

＊現在、茅野市が直接連携する火山防災協議会はない。 

ウ【関係機関が実施する計画】  

(ｱ) 県の地域を管轄し、又は県の地域内にある防災関係機関は、防災業務計画及び防災

計画等の円滑な実施を図るため、自らの組織を整備するとともに、県、市町村及び他

の防災関係機関が必要とする協議会、連絡会議等の組織の整備に協力するものとする。 

(ｲ) 火山防災協議会 

「活動火山対策特別措置法」第4条第2項に規定されている、国、市町村、防災機関、

火山専門家、その他観光関係の団体等と連携し、噴火時の避難体制等の検討を共同で

行うための協議会（以下「火山防災協議会」という）を設置し、火山防災体制の整備

を行う。また、必要に応じて、検討事項に応じた部会（コアグループ等）を設置する

など、円滑な検討に資する体制整備を行うものとする。 

ａ 御嶽山火山防災協議会 

ｂ 浅間山火山防災協議会 

ｃ 焼岳火山防災協議会 

ｄ 新潟焼山火山防災協議会  

ｅ 弥陀ヶ原火山防災協議会  

ｆ 乗鞍岳火山防災協議会  

ｇ 草津白根山防災会議協議会 

 

３ 防災中枢機能等の確保 

(1) 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害に対する

安全性の確保等に努める必要がある。また、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシス
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テムや電動車の活用を含めた自家発電設備、LPガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備

や、通信途絶時に備えた衛星通信の整備等非常用通信手段の確保が必要である。さらに、

施設の点検、補強等を実施する他、施設使用不能時に応急対策の中心となる代替施設の確

保を図る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 県庁舎の点検を実施し、災害時の危険個所を把握し、補強等を実施する。（総務部） 

(ｲ) 県庁西庁舎に整備した災害対策本部室（防災センター）及び県警災害警備本部の機

能を活用し、迅速かつ的確な応急対策活動を実施できるようにする。（危機管理部、

総務部、警察本部） 

(ｳ) 県庁舎被災時に防災中枢機能を確保するため、県合同庁舎等を代替施設、合同現地

対策本部としてあらかじめ想定し、電気設備、通信設備等防災関係機能強化に向けた

検討を行う。（危機管理部、総務部） 

(ｴ) 長期間の停電時や、通信途絶の状況を想定した設備の整備を検討する。（危機管理

部、総務部）  

(ｵ) 警察署の装備品倉庫等を建設することにより、活動体制の強化を図る。（警察本部） 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及

び災害に対する安全性の確保等に努めるものとする。また、上記施設が機能不全とな

った場合の防災中枢機能確保体制の構築について検討を行うものとする。 

(ｲ) 長期間の停電時や、通信途絶の状況を想定した設備の整備を検討するものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】（全機関） 

防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保等に努めるも

のとする。 

 

４ 複合災害への備え 

(1) 現状及び課題 

同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害

が深刻化し、災害応急対策が困難になる状況の発生可能性を認識し、備えを充実する。 

(2) 実施計画 

【県（危機管理部）、市及び関係機関が実施する計画】 

災害対応にあたる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先

発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性が

あることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行う対応計画にあらかじめ定めるとと

もに、外部からの支援を早期に要請することも定めるものとする。 

 

５ 業務継続性の確保 

(1) 現状及び課題 

災害時の災害応急対策等の実施や、優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要
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となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対

応力の強化を図る｡ 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 業務継続計画を策定し、業務継続性の確保を図る。 

(ｲ) 実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教

育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の

見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行う。 

イ【市及び関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 業務継続計画を策定し、業務継続性の確保を図るものとする。 

(ｲ) 実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教

育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の

見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行うものとする。 



―火山災害対策編―第２章 災害予防計画  

 

 

第５節 広域相互応援計画 

第６節 救助・救急・医療計画 

第７節 消防・水防活動計画 

第８節 要配慮者支援計画 

第９節 緊急輸送計画 

第 10 節 障害物の処理計画 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第１１節 避難の受入活動計画 

 

第１ 基本方針 

災害の発生時には、まず行政、住民及び防災関係機関が一体となって被害軽減のための措

置をとることが重要であるが、火山噴火や火災の延焼などにより、大きな被害を生じるおそ

れがあり、生命に危険が及ぶような場合は、居住者や滞在者、登山者や旅行者等火山を訪れ

る人々（以下「登山者等」という。）等は、速やかに安全な場所に避難することが必要とな

る。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮者及び帰宅困難

者、滞留旅客、（以下「帰宅困難者等」という。）、登山者等に配慮した避難計画の作成、

各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所及び指定避難所の確保等を図るものとす

る。また、避難所における感染症対策については「ウィズコロナ・アフターコロナ時代」に

向けて大きな課題となっており、かつ、気候変動に伴い自然災害が頻発する中、避難所の生

活環境改善が求められている。そのため、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ（衛生）、Ｋ：キ

ッチン（食事）、Ｂ：ベッド等（睡眠））に関する環境の重点的な向上が必要であり、備蓄

や関係団体との協定締結等により発災に備えるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 避難計画を策定し、要配慮者、帰宅困難者等、登山者等にも配慮した避難体制の確立を図

るとともに情報伝達体制の整備を図る。 

２ 安全な指定緊急避難場所及び指定避難所を指定するとともに避難時のための環境整備を

図る。 

３ 県及び市町村は住宅の確保等を迅速に行うため体制の整備を図る。 

４ 学校における迅速かつ適切な避難活動のための計画策定を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

(1) 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな避難計画

が必要とされる。また、特に火山災害予想区域内の要配慮者利用施設については、避難誘

導等の体制を強化する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会）

及び市町村が実施する計画】  

(ｱ) 県及び市は、火山防災協議会等における検討を通じた火山災害予想区域内の要配慮

者利用施設に対して、警戒避難体制の確立など防災体制の整備について指導する。 

(ｲ) 県及び市は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な媒体により、親戚・

知人宅等への分散避難や、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の
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災害時の対応に関する問い合わせ窓口等の情報を提供するものとする。 

(ｳ) 保健所（長野県健康観察センター）は、陽性判定時又は自宅療養等開始時に、自宅

療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するものとする。 

(ｴ) 自宅療養者等の避難の確保を図るため、市は、突発災害時等にも自宅療養者等がす

ぐに避難できるよう、自宅療養者等の避難先として、避難所の専用スペース等（自宅

療養者のための避難所で、一般の避難所とは別の建物をいう。又は同一建物の場合で

は、他の避難者と分けられた部屋、動線、専用トイレ等をいう。以下同じ。）の確保

に努めるものとする。また、保健所は、事前に風水害などが予想される場合は、感染

拡大防止のため、可能な限り宿泊療養施設で自宅療養者等を受け入れられるよう調整

に努めるものとする。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 災害発生時、県有施設においては、建物の破損等の発生が予想され、職員以外に多

数の在庁者もあることから、各施設の防火管理者は避難対策等に関する計画を策定し

ておく。（県有施設管理部局） 

県は、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の確立など

防災体制の整備について指導する。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、

林務部、建設部、教育委員会） 

(ｲ) 要配慮者利用施設について、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定す

る。（健康福祉部、県民文化部） 

(ｳ) 帰宅困難者等や登山者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難

計画を策定するとともに、帰宅困難者等や登山者等に確実に情報伝達できるよう必要

な体制の整備を図る。（危機管理部） 

(ｴ) 帰宅困難者の支援のため、株式会社アップルランド、イオンリテール株式会社東

海・長野カンパニー、合同会社西友、株式会社キラヤ、株式会社ツルヤ、株式会社ニ

シザワ、株式会社ベイシア、株式会社マツヤ、株式会社カインズ、株式会社ケーヨー、

本久ケーヨー株式会社、NPO法人コメリ災害対策センター、株式会社綿半ホームエイ

ド、長野県石油商業組合、株式会社壱番屋、株式会社セブンーイレブン・ジャパン、

山崎製パン株式会社、株式会社ファミリーマート、株式会社モスフードサービス、株

式会社ローソン、株式会社吉野家、長野県農業協同組合中央会、株式会社ダスキン、

大塚製薬株式会社との協定に基づき連携を強化する。（危機管理部・健康福祉部・農

政部） 

(ｵ) 市が策定する避難計画について、市地域防災計画の修正についての助言等により、

要配慮者、帰宅困難者等に配慮した、迅速な避難体制の促進を図るとともに情報伝達

体制の整備を図る。（危機管理部） 

(ｶ) 市及び関係機関と連携し、登山者等に最新の火山情報が確実に伝達できるよう、火

山関係者との情報共有を図る。（危機管理部） 

(ｷ) 警察署、交番及び駐在所が発行するミニ広報紙や各種会合出席等の平常時の警察活

動を通じて、地域住民に対して災害発生時の指定緊急避難場所、指定避難所、避難経

路及び避難時の留意事項等について周知徹底を図る。（警察本部） 
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(ｸ) デパート、劇場等多数の人が集まる場所の管理者に対して、非常の際の誘導要領の

作成、避難経路の明示、照明・予備電源の確保等についての指導を促進する。（危機

管理部、警察本部） 

ウ【市が実施する計画】 

(ｱ) 避難計画の作成 

次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓練

の実施等避難体制の確立に努めるものとする。 

ａ 避難指示の具体的な発令基準及び伝達方法 

ｂ 高齢者等避難の発令基準及び伝達方法 

（避難指示・高齢者等避難については風水害対策編第３章第１２節を参照） 

ｃ 指定緊急避難場所の対象となる異常現象の種類 

ｄ 指定緊急避難場所及び指定避難所名称、所在地、対象地区及び対象人口、責任者 

ｅ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

ｆ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項  

(a) 給食措置  

(b) 給水措置  

(c) 毛布、寝具等の支給  

(d) 衣料、日用品の支給  

(e) 負傷者に対する救急救護 

ｇ 指定避難所の管理に関する事項  

(a) 避難受入れ中の秩序保持  

(b) 避難住民に対する災害情報の伝達  

(c) 避難住民に対する応急対策実施状況の周知徹底  

(d) 避難住民に対する各種相談業務  

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項  

(a) 平常時における広報 

○ホームページ、SNSによる周知 

○広報紙、掲示板、パンフレット等の発行  

○住民に対する巡回指導  

○防災訓練等  

(b) 災害時における広報  

○ホームページ、SNSによる周知  

○広報車による周知  

○避難誘導員による現地広報  

○住民組織を通じた広報 

なお、市は、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めることがで

きるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておく等、必要な準備を整えておく

ものとする。また、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場

合等やむを得ないときは、「緊急安全確保」を構ずべきことにも留意するものとする。 
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(ｲ) 避難行動要支援者対策 

市は、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握に努め、避難行動要支援者

名簿を作成し、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、

あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援者に対する情報伝達体制

の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。 

(ｳ) 帰宅困難者等対策 

帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策定

するとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るも

のとする。なお、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票

の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等に

ついて勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めるものとす

る。 

(ｴ) 登山者等対策 

県及び関係機関と連携し、最新の火山情報が確実に伝達できるよう、火山関係者と

の情報共有を図るものとする。 

エ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) それぞれの施設管理者は、避難計画を県及び市の指導に基づき作成し、避難の万全

を期するものとする。（全機関） 

(ｲ) 市の避難計画策定について、それぞれの所管事項について協力するものとする。

（全機関） 

(ｳ) 要配慮者利用施設の管理者は、県及び市の指導等に基づき、施設利用者を安全かつ

適切に避難誘導するため、施設利用者の個々の態様に応じた避難計画を策定するとと

もに、避難誘導に係る訓練の実施等により、市、地域住民、自主防災組織等との連携

を強化、避難体制の確立を図るものとする。 

(ｴ) 指定行政機関及び指定地方行政機関は、市町村から避難指示等を発令する際の助言

を求められた場合は、その所掌事務に関して必要な助言を行うものとする。 

(ｵ) 県及び市町村、関係機関と連携し、登山者等に最新の火山情報が確実に伝達できる

よう、火山関係者との情報共有を図るものとする。 

オ【住民が実施する計画】 

(ｱ) 家族があわてず行動できるよう、次のことを話し合い、家族内の役割分担を決めて

おくものとする。 

ａ 家の中でどこが一番安全か。 

ｂ 救急医薬品や火気などの点検 

ｃ 幼児や高齢者の避難はだれが責任をもつか。 

ｄ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路はどこにあるか。 

ｅ 避難する時、誰が何を持ち出すか、非常持出袋はどこにおくか。 

ｆ 家族間の連絡方法と最終的に落ち合う場所はどこにするか。 

ｇ 昼の場合、夜の場合での家族の分担。 

(ｲ) 防災訓練に積極的に参加し、避難行動を実践的に身につけるものとする。 
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(ｳ) 避難所での生活に最低限必要な食料、水、衣類等生活必需品、医薬品、携帯ラジオ、

マスク等をいつでも持ち出せるように備えておくものとする。 

カ【企業等において実施する計画】 

○帰宅困難者対策 

公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が発生した場

合、従業員等を一定期間事業所等内に留めておくことができるよう、必要な物資の備蓄

等に努めるものとする。 

 

２ 避難場所の確保 

(1) 現状及び課題 

災害の危険が切迫した場合の住民等の安全を確保するために、その危険から緊急的に

逃れるための避難場所を、あらかじめ指定しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 県有施設について市町村の指定緊急避難場所の指定に協力する。（県有施設管理部

局） 

(ｲ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職員は平常時から避難経路上の障害

物の除去等を行い、その確保に努める。（県有施設管理部局） 

(ｳ) 火山防災協議会の場を活用する等により、退避壕・退避舎等の必要性について検討

し、退避壕・退避舎等の整備推進を図る。（危機管理部） 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 市は、公園、公民館、学校等の公共的施設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、

想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、その管理

者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊

急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所について、必要

な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数

等について、住民への周知徹底を図るものとする。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホー

ムページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。 

なお、指定した指定緊急避難場所、指定避難所については、市地域防災計画に掲載

するものとする。 

(ｲ) 指定緊急避難場所については、洪水、崖崩れ、土石流、地すべり、地震、大規模な

火事、内水氾濫（一時的に大量の降雨が生じた場合に下水道等の排水施設又は河川そ

の他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水）、噴火に伴う火山現象

の各現象に対応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が

発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのあるものがない場所であ

って、災害発生時に迅速に指定緊急避難場所の開放を行うことが可能な管理体制を有

するものを指定するものとする。 

なお、指定緊急避難場所となる都市公園等のオープンスペースについては、必要に
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応じ、火災の輻射熱に対して安全な空間とすることに努めるものとする。 

(ｳ) 火山防災協議会の場を活用する等により、退避壕・退避舎等の必要性について検討

し、退避壕・退避舎等の整備推進を図る。 

(ｴ) 市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に

利便を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所の相

互提供等について協議しておくものとする。 

(ｵ) 緊急避難場所については、他の市町村からの被災住民を受け入れることができるよ

う配慮するものとする。 

(ｶ) 市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所

へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあら

かじめ定めるよう努めるものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 管理施設について、市の指定緊急避難場所の指定に協力するものとする。（全機関） 

(ｲ) 要配慮者利用施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導するため、施

設利用者の個々の態様に配慮した避難体制の確立を図り、職員及び施設利用者に周知

徹底するとともに、近隣の施設等との密接な連携の下に、災害発生時における施設利

用者の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

(ｳ) 火山活動によって、登山者等の生命及び身体に被害が生じ又は生ずる恐れがある火

口周辺の施設管理者及び所有者等は、それぞれの火山の特性について、専門家等の意

見を踏まえ、退避豪等の整備や山小屋等の既存施設の補強等について、努めることと

する。 

 

３ 避難所の確保 

(1) 現状及び課題 

災害発生時に被災者の避難及び救援を円滑に実施するために、これらの用に供する適

切な施設を平時から指定しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 市の避難所運営の参考となるよう「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和

４年３月改定）について新たな知見、近年発生した災害の教訓を踏まえ適切な見直し

に努めるとともに、良好な環境の確保のため、特にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、

ベッド等（睡眠）については、水準目標(以下「長野県避難所TKBスタンダード」とい

う。) を示すよう努めるものとする。（危機管理部） 

(ｲ) 県有施設について市町村の指定避難所の指定に協力する。（県有施設管理部局） 

(ｳ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職員は平常時から避難経路上の障害

物の除去等を行い、その確保に努める。（県有施設管理部局） 

(ｴ) 市が指定避難所として指定した学校等の県有施設については、備蓄のためのスペー

スや通信設備の整備等に努める。（県有施設管理部局） 

(ｵ) 避難所の感染症対策については、第３章第１７節「保健衛生、感染症予防活動」を
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踏まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感

染者患者が発生した場合の対応を含め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必要な

措置を講じるよう努めるものとする。 

また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等

の活用を含めて、市による可能な限り多くの避難所の確保に協力するものとする。 

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マ

ット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実

施に必要な施設・設備の整備、要配慮者への配慮について支援を行うものとする。ま

た、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの

活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行うものとする。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 指定避難所については、避難者を滞留するために必要となる適切な規模を有し、速

やかに被災者等を受け入れることが可能な構造又は設備を有する施設であって、想定

される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所に

あるものを指定するものとする。 

(ｲ) 市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者、医療

的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避

難所を指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、

人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるも

のとする。 

(ｳ) 市は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生し

た場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主と

して要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定す

るものとする。 

(ｴ) 指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場所

と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難

することが不適当である場合があることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努め

るものとする。 

(ｵ) 市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることが

ないよう、必要に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、

受入れ対象者を特定して公示するものとする。 

(ｶ) 市は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調

整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所

へ直接避難することができるよう努めるものとする。 

(ｷ) 市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育の場であることに配

慮するものとする。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを確認

の上、指定避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局

や地域住民等の関係者と調整を図るものとする。 
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(ｸ) 市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に

利便を有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所、指

定避難所の相互提供等について協議しておくものとする。 

(ｹ) 指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するた

めに、換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努めるものとする。なお、設備の整備に

当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止することを想定した整備に努めるもの

とする。 

(ｺ) 避難所の感染症対策については、第３章第１７節「保健衛生、感染症予防活動」を

踏まえ、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感

染者患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等

の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。 

(ｻ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マ

ット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実

施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮するものとする。また、停電

時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用を含

めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

(ｼ) テレビ、携帯ラジオ等避難者による災害情報の入手に資する機器の整備を図るもの

とする。また、要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行うものとする。 

(ｽ) 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、携帯トイ

レ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド等の簡易ベ

ッド（以下「段ボールベッド等」という。）、パーティション、炊き出し用具、毛布

等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物

資等の備蓄に努めるものとする。また、灯油、ＬＰガスなどの常設に努めるものとす

る。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子どもにも配慮するものと

する。 

(ｾ) 避難行動要支援者を安全かつ適切に避難させるため、地域住民の助け合いの力等に

よる避難行動要支援者一人ひとりの状況に即した避難支援体制を確立する。なお、災

害発生時に避難所となる公共施設については、段差解消やスロープの設置等要配慮者

に配慮した施設整備を行うと共に、必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 

(ｿ) 医療機関、社会福祉施設等との密接な連携の下に、災害発生時における避難行動要

支援者の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。 

(ﾀ) 公有地はもとより民有地についても極力安全空間の確保に努め、今後開発される地

域においても、その計画が指定緊急避難場所及び指定避難所としての条件を満たすよ

う協力を求めていくものとする。 

(ﾁ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）、長野県避難所T

KBスタンダード等を参考として、各避難所の運営マニュアル等の整備に努めるものと

する。 
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(ﾂ) マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等

の普及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的

に指定避難所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。特に、夏季には熱

中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものと

する。 

(ﾃ) 指定避難所として指定した学校等の施設については、備蓄のためのスペース確保や

通信設備の整備等に努めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡

大に努めるものとする。 

(ﾄ) 指定避難所については、他の市町村からの被災住民を受け入れることができるよう

配慮するものとする。 

(ﾅ) 安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避難

所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあ

らかじめ定めるよう努めるものとする。 

(ﾆ) 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難

所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

(ﾇ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

(1) 現状及び課題 

住居の被災により避難生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安定す

るよう速やかな住宅の確保が必要となる。このため県及び市は相互に連携し、住宅情報の

提供または住宅の提供を行う体制を整備する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 利用可能な県営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供する体制を整備する。

（建設部） 

(ｲ) 賃貸住宅管理者等から利用可能な賃貸住宅等の情報提供を受け、被災市町村に情報

提供する体制を整備する。（建設部） 

(ｳ) 賃貸住宅等の情報体制強化のため、(公社)長野県宅地建物取引業協会、（公社）全

日本不動産協会長野県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会との協定に基

づき連携を強化する。（建設部）  

(ｴ) 災害救助法が適用された場合、災害救助法第４条第１項第１号に規定する応急仮設

住宅等を提供するため、供給体制の整備を図る。（建設部） 

ａ 賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供する体制

を整備する。 

ｂ (一社)プレハブ建築協会、(一社)全国木造建設事業協会及び、(一社)長野県建設

業協会、（一社）日本RV・トレーラーハウス協会及び（一社）日本ムービングハウ

ス協会との「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき連携を



 火山災害対策編 第２章第１１節 避難の受入活動計画  

P-2-11-10 

強化する。 

ｃ 入居者の決定等住宅供給方法等について、市町村と相互に連携した体制の整備を

図る。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災者に住宅を提供する体制を整備するもの

とする。 

(ｲ) 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提

供する体制を整備するものとする。 

(ｳ) 応急仮設住宅の建設用地については、指定緊急避難場所及び指定避難所との整合を

図りながら候補地を選定し、学校の敷地を用地等として定める場合には、学校の教育

活動に十分配慮するものとものとする。 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合における、入居者の決定等住宅供給方法等について、

県と相互に連携した体制の整備を図るものとする。 

(ｵ) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する体制を整備するものとする。 

(ｶ) 被災周辺市町村は、利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供す

る体制を整備するものとする。 

 

５ 学校における避難計画 

(1) 現状及び課題 

火山の噴火等により災害が発生するおそれのある地域の幼稚園、小学校、中学校、高等

学校及び特別支援学校（以下この節において「学校」という）においては、幼児及び児童

生徒（以下この節において「児童生徒等」という）の生命、身体の安全確保に万全を期す

とともに、緊急事態に備え迅速かつ的確に対応できる綿密な保護対策としての防災応急

対策を実施する必要があることから、学校長は、児童生徒等の保護について次の事項に十

分留意し、避難対策計画を具体的に定めておく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

県立の学校においては、多数の児童生徒等を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生

命の安全を確保するために、立地条件等を考慮し学校の実態に即し、避難の場所、経路、

時期及び誘導並びにその指示、伝達の方法等、適切な避難対策を立てておく。また、私

立学校に対し迅速かつ適切な避難行動が図られるよう避難計画の一層の充実を指導する

ものとする。 

(ｱ) 防災計画（教育委員会） 

ａ 学校長は、火山災害等が発生した場合、又は発生するおそれのある場合に児童生

徒等の安全を確保するため防災計画を作成しておくものとする。なお、この計画作

成に当たっては当該市町村、警察署、消防署及びその他の関係機関と十分協議する。 

ｂ 学校長は、防災計画を作成又は変更したときは、速やかに、県教育委員会（以下

「県教委」という。）に報告するとともに、教職員、児童生徒等及び保護者に周知

徹底を図る。 
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ｃ 防災計画には、以下の事項を定めておく。 

(a) 火山災害対策等に係わる防災組織の編成 

(b) 火山災害対策等に関する情報の収集と学校、教職員及び保護者への伝達の方法

(c) 県教委、当該市町村、警察署、消防署及びその他関係機関への連絡方法 

(d) 夜間、休日等における緊急時の教職員等の連絡及び招集方法 

(e) 児童生徒等の避難・誘導と検索の方法 

(f) 児童生徒等の帰宅と保護の方法  

(g) 児童生徒等の保護者への引渡方法  

(h) 児童生徒等が登下校の途中で火山災害等にあった場合の避難方法  

(i) 児童生徒等の救護方法  

(j) 初期消火と重要物品の搬出の方法  

(k) 施設、設備の災害予防、危険箇所、危険物（危険動物を含む。）の点検方法  

(l) 避難所の開設への協力（施設・設備の開放等） 

(m) 防災訓練の回数、時期、方法  

(n) 教職員、児童生徒等に対する防災上の教育及び保護者に対する広報の実施  

(o) 火山災害時等における応急教育に関する事項  

(p) その他、学校長が必要とする事項  

(ｲ) 施設・設備の点検管理（教育委員会） 

学校における施設・設備の点検管理は以下の事項に留意し、適切に行う。 

ａ 日常的に児童生徒等がよく利用する施設空間（教室、昇降口、階段等）や遊具等

が火山噴火等の衝撃によりどのような破損につながりやすいかに留意して点検する 

ｂ 定期的に非常階段、消火栓等の防災施設や薬品庫等の施設・設備を各担当者が点

検する。 

ｃ 設備や備品等の設置方法・場所が適当か、転倒、落下等の防止の措置がされてい

るかについて点検する。 

(ｳ) 防火管理（教育委員会） 

火山災害等での二次災害を防止するため防火管理に万全を期する。 

ａ 日常点検は、職員室、給食調理室、用務員室、理科室、家庭科室等火気使用場所

及び器具を点検し、消火用水や消火器等についても点検する。 

ｂ 定期点検は、消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、避難誘

導灯及び貯水槽等の器具・設備等の機能を精密に点検する。 

(ｴ) 避難誘導（教育委員会） 

ａ 避難経路及び避難先は、第一、第二の避難経路及び避難先を設定し、あらかじめ

保護者に連絡し周知徹底を図る。 

ｂ 防災計画の「児童生徒等の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、以下の

事項に留意する。 

(a) 児童生徒等の行動基準並びに学校や教師の対処、行動を明確にする 

(b) 全職員の共通理解がなされ、個々の分担を明確にする 

(c) 遠足等校外活動中の災害発生等の場合にも対応できるものとする 
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(d) 登下校時、在宅時における災害発生時の場合にも対応できるものとする 

(ｵ) 私立学校に対する指導（県民文化部） 

私立学校については、県立学校の対策に準じて整備するよう指導する。 

イ【市（教育委員会）が実施する計画】 

県が実施する計画の例に準じて、市町村の防災計画等を踏まえ、適切な対策を行うものとする。 



―火山災害対策編―第２章 災害予防計画  

 

 

第 12節 孤立防止対策 

第 13 節 食料品等の備蓄・調達計画 

第 14 節 給水計画 

第 15 節 生活必需品の備蓄・調達計画 

第 16 節 危険物施設等災害予防計画 

第 17 節 電気施設災害予防計画 

第 18 節 都市ガス施設災害予防計画 

第 19 節 上水道施設災害予防計画 

第 20 節 下水道施設災害予防計画 

第 21 節 通信・放送施設災害予防計画 

第 22 節 鉄道施設災害予防計画 

第 23 節 災害広報計画 

第 24 節 土砂災害等の災害予防計画 

第 25 節 防災都市計画 

第 26 節 建築物災害予防計画 

第 27 節 道路及び橋梁災害予防計画 

第 28 節 河川施設等災害予防計画 

第 29 節 ため池災害予防計画 

第 30 節 農林水産物災害予防計画 

第 31 節 二次災害の予防計画 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第３２節 防災知識普及計画 

 

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、県、市及び防災関係機関による対策が、

有効に機能するためには、食料・飲料水の備蓄など住民が平常時から災害に対する備えを心

がけるとともに、災害発生時には、自らの安全を守るような行動をとることができることが

重要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、企業及び自主防

災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。しかし、実際に災害が発生す

る頻度はそれほど高くないため、災害時における行動を経験から学ぶことは困難である。 

このため、県、市及び指定行政機関等は、災害文化の伝承や、体系的な教育により住民の

防災意識の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害

に強い住民の育成等地域の総合的な防災力の向上に努めるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 住民、登山者や旅行者等火山を訪れる人々（以下「登山者等」という。）に対する実践的

な防災知識の普及・啓発活動を行う。 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対して防災知識の普及を図る。 

３ 学校における実践的な防災教育を推進する。 

４ 地方公共団体の職員に対する防災知識の普及・防災意識の高揚を図る。  

５ 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を後世に伝えていく。 

 

第３ 計画の内容  

１ 住民等に対する防災知識の普及活動  

(1) 現状及び課題 

災害発生時に、自らの安全を守るためにはどのような行動が必要か、災害時、要支援に

対しては、どのような配慮が必要かなど、災害発生時に役立つ実践的な防災知識を身につ

けた災害に強い住民を育成することが、被害を最小限にとどめるうえで重要である。 

現在も各種の研修、訓練、講演会等の取組みや、広報活動がなされているが、今後は、

防災マップの作成・配布等の、より実践的な活動が必要である。 

また、企業等に対する防災知識の普及も重要な課題である。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 県民、登山者等に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマ

スメディア、県ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓

発活動を行う。 

ａ 最低でも３日分、可能な限り１週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易ト

イレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出袋（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾
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電池等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や避難所での飼養についての準備等の家庭での

予防・安全対策 

ｃ 警報等や、避難指示等の意味や内容 

ｄ 警報等発表時や避難指示、高齢者等避難の発令時にとるべき行動 

ｅ 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、

正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切

な行動をとること 

ｆ 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路

等の確認 

ｇ 広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の

考え方 

ｈ 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、

生活の再建に資する行動 

ｉ 火山噴火、火山災害に関する一般的な知識 

ｊ 「自分の命は自分で守る」という「自助」の防災意識 

ｋ 地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて相互に協力し、助け合う「共助」の

防災意識 

ｌ 様々な条件下（登山中、家屋内、路上、自動車運転中等）で災害時にとるべき行

動に関する知識 

ｍ 正確な情報入手の方法 

ｎ 要配慮者に対する配慮 

ｏ 男女のニーズの違いに対する配慮  

ｐ 指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者や支援者が

性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」という

意識  

ｑ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容  

ｒ 平常時から住民が実施しうる出火防止等の対策の内容  

ｓ 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確

認手段について 

ｔ 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることについて 

(ｲ) 警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、市町村が行う印刷物

（ハザードマップ等）の作成配布について協力する。  

(ｳ) 企業等に対しても地域社会の一員として研修会、講演会等への参加を呼びかける。 

(ｴ) 教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するマニュアルの配布、火山

防災エキスパート、火山専門家等の有識者による研修会や講演会、実地研修の開催

等により、防災教育を実施する。 

(ｵ) 登山者等に対し観光関係の事業者を通じて防災知識の普及啓発を図るものとする。

また、パンフレット、関連施設等を通じて火山災害履歴や防災に関する知識の普及
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を図る。 

(ｶ) 住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に

関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。 

(ｷ) 住民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を

図る。  

(ｸ) 国及び地方公共団体は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関

係機関と連携して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

(ｹ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居

住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の災害時の

避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。また、新

型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に

備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 上記ア(ア)の事項に加え、次の事項について防災知識の普及を図るものとする。  

ａ 各地域における避難対象地区に関する知識 

ｂ 各地域における指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路に関する知識  

(ｲ) 火山現象の影響及び範囲を図示した火山ハザードマップや、火山ハザードマップに

噴火警報等の解説、指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路、避難の方法及び住民

への情報伝達の方法等の防災上必要な情報を記載した火山防災マップを用いて火山

災害の危険性を周知するものとする。 

(ｳ) 自主防災組織における、防災マップ、地区別防災カルテの作成に対する協力につい

て指導推進するものとする。 

(ｴ) 上記の防災マップ、地区別防災カルテの配布に当たっては、それらが持っている意

味、活用方法について充分な理解が得られるよう啓発の機会を設定するものとする。

この際、被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることも併せて周知するものとす

る。 

(ｵ) 教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマニュアルの

配布、火山防災エキスパート等の有識者による研修会や講演会、実地研修の開催等に

より、防災教育を実施するものとする。 

(ｶ) 登山者等に対し観光関係の事業者を通じて防災知識の普及啓発を図るものとする。

また、パンフレット、関連施設等を通じて火山災害履歴や防災に関する知識の普及を

図る。 

(ｷ) 住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に

関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信するものとする。 

(ｸ) 住民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を

図る。 

(ｹ) 大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践

型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

(ｺ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居
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住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の災害時の避

難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。また、新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、

感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

ウ【自主防災組織等が実施する計画】 

地区別防災カルテ等は、自主防災組織等が作成に参画することが、きめ細かな防災情

報を掲載するうえからも、防災知識の普及、防災意識の高揚、的確な災害対応といった

観点からも望ましく、自主防災組織等においても、地区別防災カルテ等の作成に参画す

るものとする。 

エ【気象台が実施する計画】 

(ｱ) 火山に関する情報を住民が容易に理解できるよう、噴火警報・予報、噴火警戒レベ

ル、火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報、降灰予報、火山活動解説資料

等の火山情報の解説に努め、報道機関等の協力を得て、県民に迅速かつ正確な情報を

伝達するものとする。 

(ｲ) 登山者等が活火山に訪れる際に、事前にその火山の活動状況について情報を得たう

えで、登山するかどうか自ら判断することができるように、気象庁ホームページ等で

火山情報の周知に努める。 

(ｳ) 登山者等が遅延なく防災対応が取ることができるよう、平時から火山観測データを

公表するものとする。 

オ【報道機関等が実施する計画】 

報道機関等は、防災知識の普及啓発に努めるものとする。 

カ【住民等が実施する計画】 

各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等へ積極的に参加するとともに、家庭防

災会議を定期的に開き、以下の様な活動を通じて、防災意識を高めるものとする。 

(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の確認 

(ｲ) 発災時の連絡方法等（連絡方法や避難ルールの取決め等） 

(ｳ) 幼児や高齢者の避難についての役割の確認 

(ｴ) 災害用の非常持出袋の内容、保管場所の確認 

(ｵ) 備蓄食料の試食及び更新 

(ｶ) 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

(ｷ) 地域の防災マップの作成 

(ｸ) 地域の防災訓練など自発的な防災活動への参加 

(ｹ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

キ【登山者等が実施する計画】 

自らの安全を確保するため、長野県登山安全条例に基づき、噴火のおそれに関する情

報の収集、関係者との連絡手段の確保、登山届（登山届、登山計画書、登山カード等を

いう。以下同じ。）提出等行うものとする。 

ク【企業等が実施する計画】 

企業等においても、災害発生時に企業が果たす役割を踏まえた上で、災害時の行動マ
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ニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練の実施等防災活動を推進するよう努めるも

のとする。 

ケ【関係機関が実施する計画】 

日本赤十字社長野県支部及び消防機関は、それぞれの普及計画に基づき、住民を対象

に応急手当（救急法）の講習会を実施するものとする。 

 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及 

(1) 現状及び課題 

危険物を使用する施設、病院及び社会福祉施設等の要配慮者利用施設、旅館・ホテル、

駅、デパート、地下街等不特定多数の者が利用する施設の管理者の発災時の行動の適否は、

非常に重要である。したがって、これらの防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識

の普及を積極的に行っていく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

防災上重要な各施設の指導部局は、その管理者等に対して発災時における行動の仕方、

避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配慮者に対する配慮等

防災思想の普及徹底を行う。 

イ【市が実施する計画】 

市において管理している防災上重要施設については、その管理者等に対して発災時に

おける行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配

慮者に対する配慮等防災思想の普及徹底を行うものとする。 

ウ【防災上重要な施設の管理者等が実施する計画】 

防災上重要な施設の管理者等は、発災時に適切な行動をとれるよう各種の防災訓練、

防災に関する研修、講習会等に積極的に参加し、防災知識の習得に努めるとともに、そ

の管理する施設においても防災訓練を実施するものとする。 

 

３ 学校における防災教育の推進 

(1) 現状及び課題 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下、この節において「学校」

という）において幼児及び児童生徒（以下、この節において「児童生徒等」という）が正

しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い住民を育成するうえで重要である。 

そのため、体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内容の整理、

指導時間の確保などを行ったうえで、学校における防災訓練等をより実践的なものにす

るとともに、学級活動等をとおして、防災教育を推進する。 

(2) 実施計画 

【県及び市町村が実施する計画】（県民文化部、教育委員会） 

ア 学校においては、大規模災害にも対処できるように市町村その他関係機関と連携した

より実践的な防災訓練の実施に努めるものとする。 

イ 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとする。 
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ウ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用して以下の

事項等について指導を行い、自らの安全を確保するための行動及び他の人や集団、地域

の安全に役立つことができる態度や能力を養うものとする。 

(ｱ) 防災知識一般  

(ｲ) 避難の際の留意事項 

(ｳ) 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

(ｴ) 具体的な危険箇所 

(ｵ) 要配慮者に対する配慮 

エ 教職員向けの指導資料の活用や研修会の実施等により、教職員の安全・防災意識の高

揚を図るものとする。 

 

４ 地方公共団体の職員に対する防災知識の普及 

(1) 現状及び課題 

防災関係の業務に従事した経験のない職員の防災知識は、必ずしも十分とは言えない。

そこで防災関係の職員はもちろん、それ以外の職員に対しても防災知識の普及を図って

いく。 

(2) 実施計画 

【県及び市が実施する計画】 

県及び市は、各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等への参加を通じて、防災関

係以外の職員に対しても次の事項について防災知識の普及、防災意識の高揚を図るもの

とする。 

ア 火山災害等に関する一般的な知識 

イ 火山災害等が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識  

ウ 職員等が果たすべき役割 

エ 火山災害等対策として現在講じられている対策に関する知識 

オ 今後火山災害等対策として取り組む必要のある課題 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

(1) 現状及び課題 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する計画】（危機管理部） 

過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイ

ブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう

地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。 

また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュメント等）

の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。さらに、災害教訓の伝承の

重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種

資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 
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イ【住民が実施する計画】 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 



 



火山災害対策編―第２章 災害予防計画  

 

 

第３３節 防災訓練計画 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

第３５節 自主防災組織等の育成に関する計画 

第３６節 企業防災に関する計画 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

第３８節 災害対策基金等積立及び運用計画 

 

→ 風水害対策編 参照 
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第３９節 火山災害対策に関する調査研究及び観測 

 

第１ 基本方針 

火山災害にあっては、その災害事象が激甚かつ長期に及ぶことがあり、災害対策の推進に

当たっては、様々な分野からの調査研究が重要となる。既に、国においても、噴火予知をは

じめ様々な研究が行われているところであるが、近年の都市部への人口集中、ライフライン

施設への依存度の増大、観光客の増加等災害要因は一層多様化しているため、関係各機関と

連携し、科学的な調査研究を行い、総合的な火山災害対策の実施を図る。 

また、平成26年9月27日の御嶽山の噴火を受け、監視及び火山活動に関する情報発表に必要

な観測体制の強化を図る。 

 

第２ 主な取り組み 

１ 県・市・各機関が協力し火山災害等に関する情報集整理等を行う。 

 

２ 水蒸気噴火の兆候をより早期に把握するための観測体制の強化を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１【県が実施する計画】（危機管理部） 

(1) 国等が行う観測施設の設置等に積極的に協力し、県内のデータの累積に努める。 

(2) 古文書の分析等の歴史学等も含めた総合的な研究について検討する。(危機管理部） 

 

２【市が実施する計画】 

(1) 地域の災害特性や災害危険性を科学的・総合的に把握するため、防災アセスメントを実

施し、その結果を計画の中で明らかにするものとする。 

(2) 国等が行う、観測施設の設置等に積極的に協力し、市内のデータの累積に努めるものと

する。 

 

３【関係機関が実施する計画】 

(1) 各機関がそれぞれ行った火山災害対策等に関する調査研究のデータについて、必要が

あれば、県、市への提供について協力するものとする。 

(2) 国等が行う、観測施設の設置等に積極的に協力するものとする。 

(3) 水蒸気噴火の先行現象を確実に検知しその兆候の早期把握に努めるものとする。 

ア 火口付近への観測施設の増強 

イ 水蒸気噴火の兆候をより早期に把握できる手法の開発 

ウ 地元の専門家や日頃山を見ている人など現地からの情報を収集できるネットワークの

構築 

エ 火山活動の監視と評価をより的確に行うことのできる人材の確保及び育成 



 火山災害対策編 第２章 第３９節 火山災害対策に関する調査研究及び観測  

P-2-39-2 

(4) 本県に関係する気象庁が常時監視する活火山の観測は以下のとおり実施されている。  

ア 浅間山 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で

観測データの監視を行っているほか、定期的に、又は必要に応じて現地観測を実施して

いる。そのほか、長野県、国土地理院、関東地方整備局、防災科学技術研究所、東京大

学地震研究所浅間火山観測所が必要な観測を行っている。 

イ 御嶽山 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で

観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、

長野県、岐阜県、国土地理院、中部地方整備局、防災科学技術研究所、名古屋大学が必

要な観測を行っている。 

ウ 焼岳 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で

観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、

国土地理院、北陸地方整備局、防災科学技術研究所、京都大学防災研究所等が必要な観

測を行っている。 

エ 乗鞍岳 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で

観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、

国土地理院、防災科学技術研究所、名古屋大学が必要な観測を行っている。 

オ 草津白根山 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、全球測位衛星システム（ＧＮＳＳ）等）

を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測

を実施している。そのほか、国土地理院、関東地方整備局、防災科学技術研究所、東京

工業大学、草津町が必要な観測を行っている。 

カ 新潟焼山 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、全球測位衛星システム（ＧＮＳＳ）等）

を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測

を実施している。そのほか、国土地理院、防災科学技術研究所、東京大学地震研究所、

新潟県が必要な観測を行っている。 

キ 弥陀ヶ原 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、全球測位衛星システム（ＧＮＳＳ）等）

を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測

を実施している。そのほか、国土地理院、防災科学技術研究所、京都大学が必要な観測

を行っている。 

ク 横岳(北八ヶ岳) 

気象庁が常時監視する活火山の対象には指定されていない。現在、警戒すべき活動は

認められない。 
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第４０節 観光地の災害予防計画 

 

 

第１ 基本方針 

観光地の災害対策については、地理状況に不案内な観光客が多数存在する状況にあるため、

地域住民による自主防災組織での応援体制の整備を図る。御嶽山噴火災害では登山者に多く

の被害が発生したことから、登山者等の安全確保対策を推進するとともに安全確保対策の推

進に当たっては、各火山防災協議会での検討結果を踏まえたものとする。また、近年増加し

ている外国人旅行者について防災対策の一層の充実を図る。 

 

第２ 主な取組み 

１ 県、市、関係機関、観光施設の管理者は、相互の連携により、災害時の観光客の安全確保

策を推進する。 

 

２ 外国人旅行者のために、避難場所や避難経路標識等の簡明化、多言語化や情報提供体制の

整備など災害発生時の防災環境づくりに努める。 

 

３ 火山噴火時の登山者等の安全確保を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 観光地での観光客の安全確保 

(1)【県及び市が実施する計画】 

ア 観光地での災害発生時の県、市、関係機関、関係団体間の連絡体制を整備する。（観

光部） 

イ 火山防災協議会において、避難場所、避難経路、避難手段等を協議し、あらかじめ住

民、山小屋関係者等に周知を図る。 

ウ 火山災害時の登山者の把握、安否確認等を早期に行うため、登山計画書の届出につい

て十分な周知を図る。 

(2)【市が実施する計画】 

ア 観光地の自治組織、観光施設の管理者に働きかけ、自主防災組織を設置し、災害時の

観光客への避難体制を整備するものとする。 

イ それぞれの観光地に起こりうる災害を想定し、組織体制、連絡体制、防災設備、通信

設備の整備や避難訓練を行うものとする。 

ウ 火山防災協議会において、避難場所、避難経路、避難手段等を協議し、あらかじめ住

民、山小屋関係者等に周知を図る。 

エ 火山災害時の登山者の把握、安否確認等を早期に行うため、登山計画書の届出につい

て十分な周知を図る。 
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２ 外国人旅行者の安全確保策 

(1)【県が実施する計画】（県民文化部、観光部） 

研修会により、災害時の通訳ボランティアを養成し、事前登録するなど、災害時の活用

体制を整備する。 

(2)【県及び市が実施する計画】（観光部） 

ア 災害時に外国人旅行者へ避難場所や避難経路を周知するため、避難経路標識の簡明化、

多言語化を推進するものとする。 

イ関係機関、関係団体等と連携し、外国人旅行者に対する情報提供体制の整備を行うもの

とする。 

(3)【市が実施する計画】 

観光地の観光案内所で災害時の外国人旅行者避難誘導体制を整備するものとする。 

(4)【関係機関が実施する計画】 

ア 観光施設の管理者は施設内の避難経路標識に外国語の併記や外国語版の防災パンフレ

ットを作成するなど外国人旅行者の災害時安全確保を推進するものとする。 

イ 駅、ホテルなど多くの人が集まる場所においては、外国語による避難情報の提供、避

難場所や避難経路の標識の簡明化、多言語化など外国人旅行者に配慮した情報提供体制、

避難誘導体制の整備を図るものとする。 

 

３ 登山者等の安全確保 

(1)【県が実施する計画】（危機管理部、観光部） 

ア 火山への登山者等に対し、看板の設置等により、緊急時の対応方法等の周知に努める。

（観光部） 

イ 火山防災協議会において、退避壕・退避舎等の必要性について検討し、退避壕・退避

舎等の整備推進を図る。（危機管理部）  

ウ 火山における救助活動に必要となる火山ガス検知器の配備に努める。（危機管理部） 

エ 噴火災害から登山者等を守るため、防災用品（ヘルメット等）の配備に努める。（観

光部） 

オ 火山活動に変化があった場合及び火山噴火の発生時には、迅速かつ速やかに登山者等

及び火山関係者に情報伝達ができる体制の構築に努める。 

(2)【市が実施する計画】 

ア 火山への登山者等に対し、看板の設置等により、緊急時の対応方法等の周知に努める

ものとする。 

イ 火山防災協議会において、退避壕・退避舎等の必要性について検討し、退避壕・退避

舎等の整備推進を図る。  

ウ 噴火災害から登山者等を守るため、防災用品（ヘルメット、マスク等）の配備に努め

るものとする。 

エ 火山における救助活動に必要となる火山ガス検知器の配備に努めるものとする。 

オ 火山活動に変化があった場合及び火山噴火の発生時には、迅速かつ速やかに登山者等

及び火山関係者に情報伝達ができる体制の構築に努めるものとする。 



 火山災害対策編 第２章第４０節 観光地の災害予防計画  

P-2-40-3 

(3)【関係機関が実施する計画】 

ア 観光施設の管理者は火山災害の発生を想定し、防災用品（ヘルメット、マスク等）や

避難体制の整備に努めるものとする。 

イ 火山活動に変化があった場合及び火山噴火の発生時には、迅速かつ速やかに登山者等

及び火山関係者に情報伝達ができる体制の構築に努めるものとする。 

ウ 県及び市と連携し、最新の火山情報が確実に伝達できるよう、火山関係者との情報共

有を図るものとする。 



 



―火山災害対策編―第２章 災害予防計画  

 

 

第 41節 住民及び事業者による地区内の防災活動の
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第１節 火山災害に強いまちづくり 
 

第１ 基本方針 

火山災害については、その活動状況から、噴火等の災害発生の危険性を予測することが可

能であり、噴火警報・予報等の伝達、迅速な避難誘導等、災害発生直前の対策が重要である。

また要配慮者については、迅速に避難できるよう対策を行うことが必要である。 

 

第２ 主な活動 

１ 噴火警報・予報等を迅速に住民に対して伝達する。 

２ 噴火警報・予報で発表される噴火警戒レベルや警戒事項等に応じた防災対応を行う。 

３ 必要に応じて警戒区域を設定し、住民に対する避難指示等を発令する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 噴火警報・予報等の住民等に対する伝達対策 

(1) 基本方針 

火山活動等に異常が見られ、噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報・噴火速報及び

火山の状況に関する解説情報（臨時）が発表された時は、住民、登山者等に対して情報の

迅速な伝達活動を実施する。 

(2) 実施計画 

ア 特別警報発表時の対応（下記内容以外はイと同じ） 

(ｱ)【県が実施する対策】 

・市町村への通知 

火山噴火に対する特別警報は、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場

合の噴火警報（居住地域）が該当する（噴火警戒レベルを運用している火山では噴火

警戒レベル4以上）。 

気象に関する警報・注意報は、衛星系防災行政無線の一斉ＦＡＸにより全市町村に

より発信しているが、長野地方気象台から特別警報発表又は解除の通知があった場合

は、併せて、県危機管理防災課から地域振興局を通じて速やかに当該市町村への電話

連絡を行う。 

(ｲ)【市が実施する対策】 

・住民等への周知の措置 

県、消防庁、東日本電信電話㈱から特別警報の発表又は解除の通知を受けた場合又

は自ら知った時は、直ちにその内容を住民、所在の官公署に周知する措置をとるもの

とする。 

なお、周知に当たっては、関係事業者の協力を得つつ、市防災行政無線、Ｌアラート（災害

情報共有システム）、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセ

グ放送等あらゆる広報手段を通じて、迅速かつ的確に行うよう努めるものとする。 

イ 噴火警報・火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等発表時の対応 

(ｱ)【県が実施する対策】 
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火山現象による災害が発生するおそれのある場合、県は以下の措置をとる。 

ａ 噴火警報、火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等の伝達を受けた場

合は、地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対し

てとるべき措置について、指定地方行政機関、指定地方公共機関、市町村その他の

関係者に対し、必要な通報又は要請をする。 

ｂ 噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報、噴火速報、火山の状況に関する解説

情報及び火山活動解説資料の各市町村及び関係事務所等への伝達 

ｃ 関係市町村に対する助言 

(a) 噴火警報・予報、降灰予報、火山ガス予報、噴火速報及び火山の状況に関する

解説情報の住民、登山者等への広報 

(b) 登山禁止措置についての広報 

(ｲ)【長野地方気象台が実施する対策】 

a 気象庁が発表する次に示す噴火警報・予報、噴火速報、火山の状況に関する解説情

報（臨時）、降灰予報、火山ガス予報、噴火に関する火山観測報、火山の状況に関す

る解説情報及び火山活動解説資料を、各関係機関に通報及び確実に伝達すると共に、

県、関係市町村等へ必要な解説を行うものとする。 

b 噴火警報・予報等の通報伝達系統図は、別紙１のとおり。通報及び伝達を行う噴火

警報・予報は、本文の対象市町村等に長野県内の市町村を含んだものとする。また、

火山の状況に関する解説情報及び火山活動解説資料もこれに準ずる。なお、活動火山

対策特別措置法第12条の規定に該当する情報とは、「噴火警報」、「火山の状況に関

する解説情報（臨時）」、「噴火速報」をいう。 

c 噴火警報・予報 

・噴火警報(居住地域)・噴火警報(火口周辺) 

気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、

融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間

的猶予がほとんどない火山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必

要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」

に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴火警

報（火口周辺）」として発表する。 

・噴火予報 

気象庁が、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴火警報

には及ばない程度と予想される場合に発表する。 

d 噴火警戒レベル 

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住

民等の「とるべき防災対応」を５段階に区分した指標である。気象庁が、噴火警報・

予報に付して発表する。国の防災基本計画（火山災害対策編）に基づき、各火山の地

元の都道府県等は、火山防災協議会を設置し、平常時から噴火時の避難について共同

で検討を実施する。噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災

対応」を設定し、市町村・都道府県の「地域防災計画」に定められた火山で、噴火警
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戒レベルは運用される。長野県及び近隣の活火山の噴火警戒レベル運用状況及び噴火

警戒レベルが運用されている火山の噴火警戒レベルを下表に示す。 

 

長野県及び近隣の活火山の噴火警戒レベル運用状況 

区分 火山名 

噴火警戒レベルが運用されている火山 

浅間山、草津白根山※、御嶽山、焼岳、新潟焼山 

乗鞍岳、弥陀ヶ原 

※「白根山（湯釜付近）」および「本白根山」のそれぞ

れについて噴火警戒レベルを運用 

噴火警戒レベルが運用されていない火山 横岳、アカンダナ山、妙高山 

(a) 噴火警戒レベルが運用されている火山 

種別 名称 対象範囲 火山活動の状況 
レベル 

（キーワード） 

特別

警報 

噴火警報 

(居住地域) 

又は 

噴火警報 

居住地域及びそれ

より火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生、あるいは切迫している状

態にある 

５ 

（避 難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生すると予想される（可能性

が高まってきている） 

４ 

（高齢者等避

難） 

警報 

噴火警報 

(火口周辺) 

又は 

火口周辺警報 

火口から居住地域

近くまでの広い範

囲の火口周辺 

居住地域の近くまで重大な影響を

及ぼす（この範囲に入った場合には

生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あ

るいは発生すると予想される 

３ 

（入山規制） 

火口から少し離れ

たところまでの火

口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲

に入った場合には生命に危険が及

ぶ）噴火が発生、あるいは発生する

と予想される。 

２ 

（火口周辺規

制） 

予報 噴火予報 火口内等 

火山活動は静穏。火山活動の状態に

よって、火口内で火山灰の噴出等が

みられる。（この範囲に入った場合

には生命に危険が及ぶ） 

１ 

（活火山である 

ことに留意） 

(b) 噴火警戒レベルが運用されていない火山 

種別 名称 対象範囲 火山活動の状況 警戒事項等 

特別

警報 

噴火警報 

(居住地域) 

又は 

噴火警報 

居住地域及びそれ

より火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生、あるいは発生すると予想

される 

居住地域 

厳重警戒 

警報 

噴火警報 

(火口周辺) 

又は火口周辺

警報 

火口から居住地域

近くまでの広い範

囲の火口周辺 

居住地域の近くまで重大な影響を

及ぼす（この範囲に入った場合には

生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あ

るいは発生すると予想される 

入山危険 
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火口から少し離れ

たところまでの火

口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲

に入った場合には生命に危険が及

ぶ）噴火が発生、あるいは発生する

と予想される 

火口周辺 

危険 

予報 噴火予報 火口内等 

火山活動は静穏 

火山活動の状態によって、火口内で

火山灰の噴出等がみられる。（この

範囲に入った場合には生命に危険

が及ぶ） 

活火山であるこ

とに留意 

 

ｅ 火山の状況に関する解説情報 

気象庁が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していない、または、

噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後

の活動の推移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引き上げや、「警戒

が必要な範囲」の拡大を行う可能性があると判断した場合等に、火山活動の状況や

防災上警戒・注意すべき事項を伝えるため、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」

を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、又は、噴火警報

を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみ

られるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合に、「火山の状況

に関する解説情報」を適時発表する。 

ｆ 噴火速報 

気象庁が、登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち早く

伝え、身を守る行動をとってもらうために、火山活動を24時間体制で観測・監視し

ている火山を主な対象として発表する。 

ｇ 降灰予報 

気象庁が、噴火により、どこにどれだけの量の火山灰が降るか（降灰量分布）や、

風に流されて降る小さな噴石の落下範囲の予測を伝えるために発表する。 

ｈ 火山ガス予報 

居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガス

の濃度が高まる可能性のある地域を発表する情報。 

ｉ 火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報、噴火速報、降灰予報及び火山ガ

ス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするための情報等で、気象庁が発表す

る。 

・火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況や防災上、警戒・注意すべき事項等につい

て解説するため、随時及び定期的に発表する資料。 

・月間火山概況 

前月一ヶ月間の火山活動の状況等を取りまとめたもので、毎月上旬に発表する。 
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・噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻、噴煙高度、噴煙の

流れる方向、噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後直ちに知らせる情報。 

(ｳ)【市が実施する対策】 

ａ 県から噴火警報、火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等の伝達を受

けた場合は、市地域防災計画の定めるところにより、伝達を受けた事項を市防災行

政無線、サイレン、緊急速報メール、登録制メール、登山口等における掲示、山小

屋の管理人等を介した情報伝達等により、関係機関、放送事業者等、住民、登山者

等へ伝達するものとする。また、放送事業者等は、伝達を受けた噴火警報等につい

て、住民、登山者等への伝達に努めるものとする。 

なお、市は、特別警報にあたる噴火警報（噴火警戒レベルを運用している火山で

は噴火警戒レベル４以上、噴火警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報（居

住地域）」）の伝達を受けた場合は、これを直ちに住民、登山者等に伝達するもの

とする。 

ｂ 住民から噴火等の災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けた時は、その旨

を速やかに長野地方気象台及び関係機関に伝達するものとする。 

(ｴ)【住民が実施する対策】 

火山に関する以下の様な異常を発見した者は、ただちに市長又は警察官に通報する

ものとする。 

ａ 噴煙：噴煙の増加または減少、色の変化 

ｂ 火口付近の状態：噴気活動の活発化、新噴気孔出現、硫黄などの昇華物の顕著な

付着、硫黄溶融、地割れの出現、火口底の地形変化 

ｃ 地熱地帯の状態：地熱地帯の出現または拡大、地温の上昇、草木の立ち枯れ 

ｄ 鳴動：異常音の発生 

ｅ 火山性地震：有感地震の発生 

ｆ 温泉、湧水：新温泉の湧出、湯量の増加または減少、温度・色等の変化の変化 

ｇ 河川、湖沼、井戸などの異常：変色、混濁、発泡、温度の変化、水位の変化、沿

岸魚類の移動 

ｈ その他：火映、異常臭、動物の異常行動、動物の死体など 

異常現象の通報系統図は、別紙２のとおり。 

 

２ 防災対応等 

(1) 基本方針 

噴火警戒レベルが運用されている火山では、噴火警報・予報で発表される噴火警戒レベ

ルに応じて定められた防災対応を行う。噴火警戒レベルが運用されていない火山では、レ

ベルが運用されている火山に準じて、その噴火警報・予報に記載されている影響範囲など

に応じた防災対応を行う。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 
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市及び防災関係機関が行う防災対応について、必要に応じて協力援助する。 

イ【長野地方気象台が実施する対策】 

通報及び伝達を行った噴火警報・予報等について、必要に応じて関係機関に対し解説

を行うものとする。 

ウ【市が実施する対策】 

(ｱ) 噴火警戒レベルが運用されている火山では、関係機関と連携を取りながら、レベル

に応じて各市町村の地域防災計画等で定められた防災対応を行う。噴火警戒レベルが

運用されている火山のレベルに応じた防災対応は、各市町村の地域防災計画等で定め

るものとする。 

(ｲ) 噴火警戒レベルが運用されていない火山では、噴火警戒レベルが運用されている火

山前項に準じて、噴火警報・予報で発表される警報対象範囲等に応じた防災対応を行

うものとする。 

 

３ 警戒区域の設定、避難指示等 

(1) 基本方針 

火山噴火等により、住民の生命、身体等に危険が生じるおそれのある場合には、必要に

応じて、警戒区域の設定、避難指示等を発令するなど適切な避難誘導を実施し、災害の発

生に備える。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

火山現象による災害が発生するおそれのある場合、県は以下の措置をとる。 

(ｱ) 本庁各部の警戒体制の強化 

(ｲ) 隣接県との情報の共有 

(ｳ) 地域振興局 

ａ 警戒体制の強化 

ｂ 火山防災協議会等の開催 

ｃ その他 

(ｴ) 関係市町村に対する助言 

ａ 災害対策本部の事前設置等警戒体制の強化 

ｂ 登山禁止措置 

ｃ その他 

(ｵ) 防災関係機関への要請 

ａ 警戒体制の強化 

ｂ その他 

イ【市が実施する対策】 

(ｱ) 災害が発生するおそれのある場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止

するため特に必要があると認めるときは、平常時からの火山防災協議会等における検

討結果に基づき、入山規制、避難指示等の発令、警戒区域の設定等を行うものとする。

警戒区域の設定に当たっては気象庁の発表する噴火警報・予報（噴火警戒レベルを含
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む）に応じたものとなるよう、あらかじめ定めるよう努めるものとする。 

(ｲ) 市は、災害が発生するおそれのある場合には、必要に応じ避難所を開設し、住民等

に対して周知徹底を図る。また、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、

必要がある場合は管理者の同意を得て避難所とするものとする。 

(ｳ) 避難指示等の伝達に当たっては、関係事業者の協力を得つつ、災害が発生するおそ

れのある場合には避難指示等の発令を行い、適切な避難誘導を実施する。住民に対す

る警戒区域の行政無線、Ｌアラート（災害情報共有システム）、広報車等あらゆる広

報手段を通じて、対象地域の住民に対する迅速かつ的確な伝達に努めるものとする。 

(ｴ) 情報の伝達、避難誘導の実施に当たっては、避難行動要支援者に対して配慮するよ

う努めるものとする。 

(ｵ) 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路の所在、火山の活動状況の概要等、避難

に資する情報の提供を行うよう努めるものとする。 

(ｶ) 警戒区域、避難指示等の解除をする場合には、国や火山専門家の助言を踏まえるな

ど、十分に安全性の確認に努めるものとする。 

ウ【住民が実施する対策】 

避難の際には、出火防止措置をとったうえで、食料、日常品等の備蓄物資を携行する

ものとする。 
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別紙 １ 噴火警報・予報等の通報伝達系統 

(1) 噴火警報・予報等の伝達系統図 

注１：二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号及び第９条の規定に基

づく法定伝達先 

注２：二重線の経路は、気象業務法第１５条の２によって、特別警報の通知もしくは周知の

措置が義務付けられている伝達経路 

注３：太線及び二重線の経路は、火山現象警報、火山現象特別警報、火山の状況に関する解

説情報(臨時の発表であることを明記したものに限る。)及び噴火速報が発表された際に、

活動火山対策特別措置法第１２条によって、通報又は要請等が義務付けられている伝達

経路 

(2) 火山活動解説資料の伝達系統図 

 

注１：「防災関係機関」とは、気象庁が整備した防災情報提供装置を利用している国の機関、電力会

社、鉄道会社及び公益法人等をいう。 

注２「関係機関」とは、各市町村地域防災計画に定める、市町村の機関（現地機関、消防団、小中学校

など）及び防災上関連のある機関をいう。 
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別紙 ２ 異常現象の通報系統図（点線は副系統を示す。） 
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第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第１ 基本方針 

災害が発生した場合、各防災関係機関はただちに災害時における被害状況調査体制をとり、

迅速・的確な被害状況の調査を行うものとする。この場合における調査責任機関、調査報告

様式及び連絡ルート等は次によるものとする。 

 

第２ 活動の内容 

１ 報告の種別 

(1) 概況速報 

災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、またはその他異常と思われる事態

（大量の119番通報等）が発生したときは直ちにその概況を報告するものとする。 

(2) 被害中間報告 

被害状況を収集し逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更のあった場合はそ

の都度変更の報告をするものとする。 

(3) 被害確定報告 

同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告するものとする。 

 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

(1) 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施する。 

(2) 調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努めるものと

する。 

(3) 市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、次表の協力機

関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速やかに必要な応援

を行い、被害情報等の把握に努める。  

(4) 諏訪地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の強化が必

要であると認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本部）に情報連絡員（県本

部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。この場合、県危機管理防災課（応援・受

援本部）は必要な職員により情報収集チームを構成し速やかに派遣するものとする。 

(5) 職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の

派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。また、会

議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な

空間の確保に配慮するものとする。 

(6) 県・市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が

発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被

害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に努めるものとする。  

(7) 市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるため、

住民登録の有無にかかわらず、当該市の区域内で行方不明となった者について、県警察本
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部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助者の迅速な把握の

ため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うものとす

る。 

 

調査事項 調査機関 協力機関 

概況速報 市 県関係現地機関 

人的及び住家の被害 市 地域振興局 

高齢者等避難・避難指示 

緊急安全確保等避難状況 
市 地域振興局 

農・畜・養蚕・水産業被害 市 

農業農村支援センター・家畜保健衛生所･

食肉衛生検査所・水産試験場・農業協同組

合 

社会福祉施設被害 施設管理者 保健福祉事務所 

農地農業用施設被害 市 地域振興局・土地改良区 

林業関係被害 
地域振興局・市 

森林管理署 
森林組合 

公共土木施設被害 建設事務所・砂防事務所・市・地方整備局関係機関 

土砂災害等による被害 建設事務所・砂防事務所 

都市施設被害 市 建設事務所 

水道施設被害 市 地域振興局 

廃棄物処理施設被害 市・施設管理者 地域振興局 

感染症関係被害 市 保健福祉事務所 

医療施設関係被害 施設管理者 保健福祉事務所 

商工関係被害 市 地域振興局・商工会議所・商工会 

観光施設被害 市 地域振興局 

教育関係被害 設置者・管理者・市 教育事務所 

県有財産被害 県関係機関  

市有財産被害 市  

公益事業関係被害 
鉄道・通信・電力・ガ

ス等関係機関 
地域振興局 

警察調査被害 警察署 市・警備業協会 

火災速報 市  

危険物等の事故による被害 市  

水害等速報 水防関係機関  
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３ 被害状況等報告内容の基準 

この計画における被害の程度区分の判定は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか次

表のとおりとする。 

被害種類 認定基準 

死 者  
当該災害が原因で死亡し、遺体を確認したもの、または遺体を確認することが

できないが死亡したことが確実なものとする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 

重傷者 軽傷者  

災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち、

「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは１月未

満で治療できる見込みのものとする。 

住 家  
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどう

かを問わない。 

非住家  

住家以外の建築物をいうものとする。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。 

ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家と

する。 

住家全壊 

(全焼・全流失) 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒

壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通

りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流

失した部分の床面積がその住家の延床面積の70％以上に達した程度のものまた

は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ

の住家の損害割合が50％以上に達した程度のものとする。 

住家半壊 

(半焼) 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の

損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的に

は、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未満のもの、または住家の主

要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損

害割合が20％以上50％未満のものとする。 

一部損壊  
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のも

のとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床上浸水  
住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の

たい積により一時的に居住することができないものとする。 

床下浸水  床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

罹災世帯  

災害により全壊、半壊および床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できな

くなった生計を一にしている世帯とする。例えば寄宿舎、下宿その他これに類す

る施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯

として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱

うものとする。 

罹災者  罹災世帯の構成員とする。 

 

４ 災害情報の収集・連絡系統 

(1) 報告様式 

被害状況等の部門別及び被害種別の報告様式は、調査機関より県関係課にいたる報告

様式、県関係課及び関係機関より危機管理防災課（災害対策本部室）への報告様式、及び
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総括表とからなるが、それぞれの様式は資料編に掲載のものとする。なお、各報告につい

て最終的な報告には市町村別内訳を添付するものとする。 

(2) 連絡系統 

被害状況等の収集・連絡系統は、本節末「別記」災害情報収集連絡系統に図示するとお

りとする。これらのうち緊急を要する等の場合は、市町村は直接県関係課に報告し、その

後において地域振興局等の機関に報告する。 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は次のとおりであ

る。 

ア 被害報告等 

(ｱ)【県（本庁）の実施事項】 

ａ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、発災後直ちに県警察本部等と連携し、ヘ

リコプターによる画像情報・目視情報等の概括的な情報の収集を行うとともに、得

られた被害情報等を関係各課、関係機関及び消防庁に報告する。 

ｂ 各課は、市町村単位または施設の種類別に被害状況をとりまとめる。 

ｃ 各課は、とりまとめた被害状況を危機管理防災課（災害対策本部室）、関係行政

機関（本省）、及び関係課に報告するものとする。 

ｄ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、各課及び関係機関の被害状況等をとりま

とめ、すみやかに国（総務省消防庁）、その他関係省庁及び関係地方公共団体に報

告するとともに、別節災害広報計画により報道機関に発表する。この場合において、

国に報告すべき災害は次のとおりとする。 

(a) 県において災害対策本部を設置した災害 

(b) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、特に報告の必要があると

認められる程度の災害 

(c) (a)又は(b)に定める災害になるおそれのある災害 

なお、この国への報告は、消防組織法第40条に基づく災害報告取扱要領（昭和

45年4月10日付消防防第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付

消防災第267号）により行う消防庁への報告と一体的に行うものとする。 

ｅ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、要救助者の迅速な把握による救助活動の

効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市町村等と連携の上、安否不明者等

の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな安否不明

者等の絞り込みに努める。 

ｆ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、掌握した被害状況を必要に応じ自衛隊の

連絡班に連絡する。 

ｇ 危機管理防災課（応援・受援本部）は、地域振興局長から情報連絡員（県本部リ

エゾン）等の応援派遣を求められたときは、危機管理部長（災害対策本部室長）の

指示により派遣の要否を決定する。  

ｈ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、県等が実施する応急対策等について、長

野県防災情報システム等により、地域振興局、被災市町村、指定地方行政機関、指
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定公共機関及び指定地方公共機関へ連絡する。 

ｉ 危機管理防災課（災害対策本部室）は、市町村において通信手段の途絶等が発生

し、被害情報の報告が十分なされていないと判断するときは、調査のための職員派

遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を

尽くして被害情報等の把握に努める。 

ｊ 国が開催する連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町村等を

通じて把握した被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うよう努め

る。 

(ｲ)【県現地機関等の実施事項】 

ａ 各課（所）は、市町村の被害状況について、長野県防災情報システム、情報連絡

員（地方部リエゾン）等を通じて収集する。  

ｂ 各機関の管理に属する施設の被害状況をとりまとめる。 

ｃ 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務管理（・

環境）課及び県（本庁）の主管課に報告又は連絡する。 

ｄ 地域振興局長は、被害規模が甚大である場合等で市町村及び関係現地機関におけ

る情報収集の円滑な実施が困難であると認められる場合は、県危機管理防災課（応

援・受援本部）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。 

(ｳ)【市の実施事項】 

ａ あらかじめ定められた「茅野市地域防災計画」等における情報収集連絡体制をと

り、第２の２において市が調査機関として定められている事項については被害状況

等を調査のうえ、第２の４に定める様式及び連絡系統により県現地機関等に報告す

るものとする。なお、「火災・災害等即報要領第３直接即報基準」に該当する災害

が発生した場合は、消防庁に対しても直接報告するものとする。 

ｂ 市における体制のみでは、円滑な情報収集連絡の実施が困難であると認められる

場合は地域振興局長に応援を求めるものとする。 

ｃ 県庁舎の被災、通信の途絶等により、県との情報連絡がとれない場合は、国（総

務省消防庁）に直接被害情報等の連絡を行うものとする。この場合の対象となる災

害は(ｱ)のｄに定めるとおりとする。なお、県との情報連絡が可能となった時点で、

直ちに通常ルートに戻すものとする。 

(ｴ) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の実施事項 

各機関は、その所管する施設について被害状況を調査し、その状況を県危機管理防

災課（災害対策本部室）に連絡するものとする。 

(ｵ) 「長野県防災情報システム」と「茅野市防災情報システム」の連携により、関係機

関との情報共有、連携強化に努めるものとする。 

イ 水防情報 

(ｱ) 雨量の通報（長野県河川砂防情報ステーションにシステム障害が発生した場合） 

ａ 県水防本部（災害対策本部設置後は水防班。以下同じ。）は、建設事務所長から

の通報をとりまとめ、必要な情報を県危機管理防災課（災害対策本部設置後は災害

対策本部室。以下同じ。）に通報する。 



 火山災害対策編第３章 第２節 災害情報の収集・連絡活動  

P-3-2-6 

ｂ 建設事務所長は、各観測員等からの通報を受けて水防本部長に通報するとともに

関係建設事務所長に通報する。 

ｃ 雨量観測員は、「県水防計画書」に定める要領により観測した雨量を、所轄建設

事務所長に通報する。 

(ｲ) 水位の通報（システム障害が発生した場合） 

ａ 県水防本部は、建設事務所長からの通報をとりまとめ、必要な情報を県危機管理

防災課（災害対策本部室）に通報する。 

ｂ 建設事務所長は、各観測員等からの通報を受けて水防本部長に通報するとともに

関係建設事務所長に通報する。 

ｃ 水位観測員は、「県水防計画書」に定める要領により観測した水位を、所轄建設

事務所長に通報する。 

ウ 噴火に関する情報 

噴火口の位置は、その後の火山現象の影響範囲の予測や、避難対象地域の判断等に重

要であることから、気象庁、地方公共団体等は、噴火後速やかに噴火口の特定、噴火に

伴い発生した火山現象の種類及び規模の把握に努める。 

 

５ 通信手段の確保 

各防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能の確認を行うとともに、支障が

生じた施設の復旧をすみやかに行うものとする。また、支障が生じた施設の復旧がなされる

までの間は、航空機、無人航空機等による目視・撮影、衛星携帯電話、各種移動無線通信機

器及びアマチュア無線等の活用を図る。  

(1)【県が実施する事項】 

ア 県防災行政無線を活用し、必要に応じ統制を行う。（危機管理部） 

イ 可搬型移動無線、衛星携帯電話等の移動系無線機器の活用を図る。（危機管理部） 

ウ（一社）日本アマチュア無線連盟長野支部との協定に基づく活動を依頼する。（危機管

理部） 

エ 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電

源車の貸出要請を行う。（危機管理部） 

オ ＮＴＴ等の電気通信事業者に対し、通信の優先的な取扱いを要請する。（危機管理部） 

カ 県消防防災ヘリコプター又は県警ヘリコプターによるテレビ画像情報の送信を行う｡

（危機管理部、警察本部） 

(2)【市が実施する事項】 

ア 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため市町村防災行政無線及び県防災行政無線

の活用を図るものとする。 

イ 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため可搬型移動無線、衛星携帯電話等移動無

線機器の活用を図るものとする。 

ウ 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車の貸

出要請を行う。 
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(3)【電気通信事業者が実施する事項】 

災害時における県、市町村及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行うものとする。 

 

別 記 災害情報収集連絡系統 

→風水害対策編第３章第２節参照 
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第３節 非常参集職員の活動 

第４節 広域相互応援活動 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

第６節 自衛隊の災害派遣 

第７節 救助・救急・医療活動 

第８節 消防・水防活動 

第９節 要配慮者に対する応急活動 

第 10 節 緊急輸送活動 

第 11 節 障害物の処理活動 

第 12 節 避難受入れ及び情報提供活動 

第 13 節 孤立地域対策活動 

第 14 節 食料品等の調達・供給活動 

第 15 節 飲料水の調達・供給活動 

第 16 節 生活必需品の調達・供給活動 

第 17 節 保健衛生、感染症予防活動 

第 18 節 遺体の捜索及び処置等の活動 

第 19 節 廃棄物の処理活動 

第 20 節 社会秩序の維持、物価安定に関する活動 

第 21 節 危険物施設等応急活動 

第 22 節 電気施設応急活動 

第 23 節 都市ガス施設応急活動 

第 24 節 上水道施設応急活動 
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第 25節 下水道施設応急活動 

第 26 節 通信・放送施設応急活動 

第 27 節 鉄道施設応急活動 

第 28 節 災害広報活動 

 

→ 風水害対策編 参照 



 火山災害対策編 第３章第２９節 土砂災害等応急活動  

P-3-29-1 

第２９節 土砂災害等応急活動 

 

第１ 基本方針 

火山噴火により土砂災害等が発生した場合、再度の災害及び規模の拡大に備え、的確な避

難、応急工事等がスムーズにできるよう現場での早急かつ適切な判断を行う。 

 

第２ 主な活動 

被災、降灰等の規模を早急に調査し、土石流、泥流等現象ごとに今後考えられる状況、情

報を提供し火山噴火緊急減災対策砂防計画等に基づき関係機関が連携して応急工事を進め

る。 

 

第３ 活動の内容 

１ 土砂流出、泥流対策 

(1) 基本方針 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難情報を提供するとと

もに被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ) 危険区域等の情報を各機関と共有するとともに応急工事を実施する。 

(ｲ) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

(ｳ) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被

害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用等に

よる情報提供に努めるものとする。 

イ【国が実施する対策】（地方整備局） 

(ｱ) 河川勾配が10度以上ある区域のおおむね５割以上に１㎝以上の降灰等が堆積し、お

おむね10戸以上の人家に被害が想定される場合は、緊急調査を実施するものとする。 

(ｲ) 緊急調査の結果に基づき土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を

関係自治体の長に通知するものとする。 

(ｳ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し、被災状況、

被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早

期復旧その他災害応急対策など、施設・設備の応急復旧活動に関して被災地方公共団

体等が行う活動に対する支援を実施するものとする。また、派遣された緊急災害対策

派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、救助・救急活動を実施する警察・消防・自衛隊等

の部隊が活動する災害現場において活動を実施する場合には、必要に応じて、合同調

整所等を活用し、当該部隊との間で、情報共有及び活動調整、相互協力を行うものと

する。 

ウ【市が実施する対策】 

(ｱ) 火山活動の状況を伝え、的確な警戒避難体制を敷くものとする。 
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(ｲ) 警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じ避難指示等の措置を講じるとるものとす

る。 

(ｳ) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請するものとする。 

(ｴ) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害

状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用等による

情報提供に努めるものとする。 

エ【住民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従うものとする。 
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第 30節 建築物災害応急活動 

第 31 節 道路及び橋梁応急活動 

第 32 節 河川施設等応急活動 

第 33 節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

第 34 節 ため池災害活動 

第 35 節 農林水産物災害応急活動 

第 36 節 文教活動 

第 37 節 飼養動物の保護対策 

第 38 節 ボランティア活動の受入れ体制 

第 39 節 義援物資及び義援金の受入れ体制 

第 40 節 災害救助法の適用 

第 41 節 観光地の災害応急対策 

 

→ 風水害対策編 参照 
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雪害対策編 

第１章 災害予防計画 

 

基本方針  

豪雪に対する災害予防活動の円滑な推進を図り、雪害による地域経済活動の停滞防止及び市民の生活環境

の維持向上に資するため、高速道路、主要幹線道路等の交通確保及び鉄道等の輸送、電力、通信の確保並び

に緊急時に対処するための医療等の確保を図り、雪害予防の万全を期する。 

なお、本計画を円滑に実施するため、毎年、茅野市雪対策連絡会議において協議し、「茅野市雪害予防実

施計画」を定める。  

 

第１節 雪害に強いまちづくり 

 

第１ 基本方針  

地域の特性に配慮しつつ、大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立、雪崩災害

等の雪害に強いまちづくりを行う。  

 

第２ 主な取組み 

１ 地域の特性に配慮しつつ、雪害に強いまちづくりを行う。 

２ 冬期道路交通確保のための迅速かつ適切な除雪体制の強化を図る。 

３ 適時適切な運転規制及び迅速な除雪による鉄道運行の確保を図る。 

４ 雪崩発生危険箇所における雪崩対策事業を計画的に実施する。 

５ 電力供給設備の雪害対策による電力供給の安定確保を図る。 

６ ガス供給施設の安全性の確保及び緊急時の点検体制の整備を図る。 

７ 雪害時における通信確保のための電気通信設備の予防対策及び復旧体制の整備を図る。 

８ 雪害時における医療を確保するための体制の整備を図る。  

９ 雪害による農林産物の被害を防ぐための適切な技術指導、復旧啓発を図る。 

10 建築物の所有者等に対し、安全対策の推進についての周知を図る。 

11 雪害時における児童生徒の安全確保及び冬期における児童生徒の教育の確保を図る。 

12 文化財の積雪による被害、損傷からの保護を図る。 

13 雪害時における警備体制の確立及び交通規制を行う。 

14 雪害に関する知識について市民に対して普及・啓発を図る。  

 

第３ 計画の内容 

１ 雪害に強いまちづくり 

(1) 現状及び課題 

地域の特性に配慮しつつ、雪害に強いまちづくりを行う。 
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(2) 実施計画 

ア【県、市及び関係機関が実施する計画】 

県、市及び地方整備局、地方運輸局等を中心とする関係機関は、車両の滞留状況や開放の見通し

等に関する道路管理者が有する情報等から、積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開

放に長時間を要すると見込まれる場合には、相互に連携の上、支援体制を構築し、滞留車両の乗員

に対し救援物資の提供や避難所への一時避難の支援等を行うよう努めるものとする。 

イ【市が実施する計画】（市全部局） 

(ｱ) 大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪（以下「集中的な大雪」

という。）時においても、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避する

ことを基本的な考え方として、計画的・予防的な通行止め、滞留車両の排出を目的とした転回

路の整備等道路ネットワーク全体としてその機能への影響を最小限度とするため、地域の実情

に応じて道路の整備を行うよう努めるものとする。 

(ｲ) 雪害に強い郷土の形成を図るため、除雪、防雪、凍雪害の防止に係る事業を総合的計画的に

推進する。 

(ｳ) 雪崩による災害を防止するための施設等の整備及び雪崩、融雪等による水害・土砂災害を防

止するための事業等を推進するものとする。 

(ｴ) 積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域において道路交通の確保が必要であると認められ、国

土交通省から指定された道路において、スノーシェッド、防護柵、消雪施設等防雪施設の整備

並びに路盤改良、流雪溝の整備等を行うものとする。 

(ｵ) 消流雪用水の確保、除排雪機能の高い河川・渓流の整備、通信ケーブルの地中化等の施策を

行うものとする。 

ウ【県が実施する計画】 

(ｱ) 大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪（以下「集中的な大雪」

という。）時においても、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避する

ことを基本的な考え方として、計画的・予防的な通行止め、滞留車両の排出を目的とした転回

路の整備等を行うよう努めるものとする。 

(ｲ) 雪害に強い郷土の形成を図るため、除雪、防雪、凍雪害の防止に係る事業を総合的計画的に

推進する。 

(ｳ) 雪崩による災害を防止するための施設等の整備及び雪崩、融雪等による水害・土砂災害を防

止するための事業等を推進する。 

(ｴ) 積雪寒冷の度が特に甚だしい地域において道路交通の確保が必要であると認められ、国土交

通省から指定された道路において、スノーシェド、防護柵、消雪施設等防雪施設の設備並びに

路盤改良、流雪溝の整備等を行う 

(ｵ) 消流雪用水の確保、除排雪機能の高い河川・渓流の整備、通信ケーブルの地中化等の施策を

行う。 

(ｶ) 道路管理者は、関係機関等と連携し、大雪時の道路交通を確保するための合同実動訓練を実

施する。 

 

２ 道路交通の確保計画 
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(1) 現状及び課題 

県内の冬期道路交通を確保するため、市、県、関係機関は除雪機械及び要員の整備を図り、除雪体

制の強化に努める。県、市及び関係機関は日頃から情報を共有し、特に短時間に強い降雪が見込まれ

る場合等においては、道路管理者相互の連携の下、迅速・適切に対応するよう努めるものとする。 

(2) 実施計画 

ア【県、市及び関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 豪雪時の迅速かつ適切な除雪活動のため、県、市及び関係機関は連絡会議を設置し連携を図

る。 

(ｲ) 豪雪時に病院、学校などへアクセス道路、バス路線を確保するため、迅速かつ適切な除雪活

動を実施するよう、県、市及び関係機関が調整の上、除雪優先路線の選定を行う。 

(ｳ) 集中的な大雪に対しては、国（国土交通省）、地方公共団体及び高速道路事業者は人命を最

優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え方として、車両

の滞留が発生する前に関係機関と調整の上、計画的・予防的な通行規制を行い、集中的な除雪

作業に努めるものとする。 

(ｴ) 集中的な大雪等に備えて、他の道路管理者をはじめ地方公共団体その他関係機関と連携して、

地域特性や降雪の予測精度を考慮し、地域や道路ネットワークごとにタイムラインを策定する

よう努めるものとする。 

イ【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 市は除雪体制を整備し、豪雪時には道路交通を緊急に確保し、道路機能の確保を図るととも

に、除雪活動に著しい影響を与えるおそれがある支障木の伐採等の対策を行う。 

(ｲ) 常設雪捨場及び臨時雪捨場の指定、設置を行い、市民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪

について呼びかけるとともに排雪場所の周知を図る。 

(ｳ) 除雪機械は充分な整備を行い、本市の実情に合う機械により除雪体制が効果的に行えるよう、

民間の除雪機械の保有状況等を把握しておく。 

(ｴ) 熟練したオペレータの高齢化や減少等、地域に必要な除雪体制確保の課題に対応

するため、契約方式の検討を行うなど担い手となる地域の建設業者の健全な存続に

努める。 

(ｵ) 市町村は、雪処理中の事故による死者を減らすため、地域コミュニティ単位の共助による雪

処理活動の仕組みづくりを推進する。また、住民が安全な除雪作業を行えるよう、技術指導や

講習会を行うとともに、事故の防止に役立つ道具や装備品、これらの安全な使用方法等の普及

の促進を図る。さらに、気温が上がって雪が緩みやすくなった時など、事故が起こりやすいタ

イミングに合わせて、安全対策の実施について注意喚起を図ることとする。 

ウ【県が実施する計画】 

(ｱ) 豪雪時に道路交通を緊急に確保するため、迅速かつ適切な除雪活動を実施しうるよう緊急確

保路線について除雪機械、除雪要員等の動員並びに連絡系統、排雪場所の設定その他必要な事

項に関し、あらかじめ所要の体制を確立するとともに、除雪活動に著しい影響を与えるおそれ

がある支障木の伐採等の対策を行う。(建設部) 

(ｲ) 豪雪時に迅速かつ適切な交通規制を行うため、道路管理者、警察が連携体制を整備する。(建

設部、警察本部) 
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(ｳ) 豪雪時に県と市町村が相互に連携して除雪できる体制を整備する。(建設部) 

(ｴ) 豪雪時には豪雪地域、小雪地域等の県内地域間で資機材の融通等を図る。(建設部) 

(ｵ) 豪雪時に隣接県と相互に連携して除雪できる体制を整備する。(建設部) 

(ｶ) 応急復旧のために建設業界と事前に役割分担を定めておき交通の確保を図る。 

(ｷ) 有料道路における交通確保(道路公団) 

除雪機械及び要員の確保を図り、除雪体制の強化に努めるとともに、除雪活動に著しい影響

を与える恐れがある支障木の伐採等の対策を行う。 

(ｸ) 熟練したオペレータの高齢化や減少等、地域に必要な除雪体制確保の課題に対 

応するため、契約方式の検討を行うなど担い手となる地域の建設業者の健全な存続

に努める。 

(ｹ) 県は、雪処理中の事故による死者を減らすため、地域コミュニティ単位の共助による雪処理

活動の仕組みづくりを推進する。また、住民が安全な除雪作業を行えるよう、技術指導や講習

会を行うとともに、事故の防止に役立つ道具や装備品、これらの安全な使用方法等の普及の促

進を図る。さらに、気温が上がって雪が緩みやすくなった時など、事故が起こりやすいタイミ

ングに合わせて、安全対策の実施について注意喚起を図ることとする。 

エ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 一般国道（指定区間）について、国土交通省計画により除雪を行う。なお、除雪上必要とす

る資機材の現況及び操作人員について、常時把握する。（地方整備局） 

(ｲ) 円滑な道路交通を確保するための除雪機械の整備、及び除雪活動に著しい影響を与えるおそ

れがある支障木の伐採等の対策を行うとともに、降雪量・積雪量・気温等の気象状況を観測し、

これらの情報を迅速かつ正確に収集・伝達するための機器等の整備を行う。（地方整備局） 

(ｳ) 高速道路の交通を確保するための除雪体制の整備、及び除雪活動に著しい影響を与えるおそ

れがある支障木の伐採等の対策を行うとともに、降雪による交通規制の状況の周知や早期通行

止め解除に向けた弾力的な交通規制に努める。 （中日本高速道路（株）） 

(ｴ) 道路管理者と連携し、バスの安全な運行に努める。（路線バス会社） 

(ｵ) 豪雪時に滞留車両の発生を抑制するため、関係機関は連携して除雪及び情報連絡体制の強化、

道路利用者・一般住民への情報発信・交通規制を行うものとする。 

オ【市民が実施する計画】 

厳しい気象条件の下での早朝ないし夜間からの除雪作業等は困難を極めるものであるので、次

のことについて円滑な除雪作業の環境整備に協力するとともに、住宅の近く等については自力除

雪に努める。 

(ｱ) 路上駐車等の除雪の妨げになるような行為はしない。 

(ｲ) 道路除雪後、除雪された雪が凍結する前に、住宅・車庫等から道路までの通路を確保する。 

(ｳ) 道路状態を悪化させるため、道路への雪出しは行わない。 

(ｴ) 下流において溢れる原因となるため、水路への雪捨てを行わない。 

 

３ 鉄道運行確保計画（鉄道会社）  

(1) 基本方針 

冬期間における鉄道等の公共交通機関の役割は重要であり、雪によって公共交通網が混乱すると、
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市民生活や地域経済に大きな影響を与えることも予想されるため、雪害に強い除雪等の体制整備が必

要である。なお、市とも事前に打合せ等を行って、日頃の連絡協力体制を密にして、除雪等について

は協力を得るなどして運転不能という不測の事態を極力避ける。 

(2) 実施計画  

ア【関係機関が実施する計画】（ＪＲ東日本） 

(ｱ) 排雪車両及び除雪機械の増強等による除雪体制の整備 

(ｲ) 雪崩防止柵、流雪溝等の防融雪施設の整備充実 

(ｳ) 利用者に対する通行（遅延）情報の提供体制の整備 

(ｴ) 降雪により転倒、落下等のおそれがある支障木の伐採 

 

４ 雪崩災害予防計画  

(1) 基本方針 

積雪地帯で発生する雪崩の被害を防止するため、雪崩発生危険箇所における雪崩対策事業を計画的

に実施する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、産業経済部） 

市内の危険箇所における雪崩対策の事業推進を図る。 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 雪崩危険箇所には、人家、道路、公共施設の保全を目的になだれ防止保安林を指定して、森

林の造成を基本目標に、柵工、植栽工を中心に、その他の阻止工法の有機的組み合わせにより、

対策事業を実施する。（林務部） 

(ｲ) 雪崩危険地区の点検を随時実施し、計画的な対策事業の実施を図るとともに、防災林として

の森林が成林するまでの維持管理についても、市町村及び関係住民の理解と協力を得ながら、

計画的に実施していく。（林務部） 

(ｳ) 除排雪機能又は融雪時の出水、雪崩等に伴う土砂流出対策として砂防事業を実施する。（建

設部） 

(ｴ) 雪崩災害から人命・財産を守るため、雪崩防止柵の設置等、雪崩対策事業を実施する。（建

設部） 

(ｵ) 豪雪地域における液化石油ガス一般消費設備について、液化石油ガス容器の転倒防止措置を

徹底するとともに、設備破損及び容器流出によるガスの大量漏洩を防止するため、ガス放出防

止器の設置を促進するよう、液化石油ガス販売事業者を指導する。 （商工労働部） 

ウ【関係機関が実施する計画】 

各機関が管理する施設が雪崩の危険区域にある場合、必要に応じ予防措置を講ずる。 

 

５ 電力の確保 

(1) 基本方針 

電力供給設備を雪害から守り、安定した電力の供給を確保するため必要な施策の強化を行う。 

(2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する計画】（中部電力株式会社） 
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(ｱ) 発電設備、変電設備については、積雪の多い地域の電気設備の屋内化及び充電部・露出部の

隠ぺい化を実施する。また、構内巡視路・機器周辺へ の融雪装置の設置、機器架台のかさ上

げ、防雪カバー等を設置する。 

(ｲ) 送電設備については、積雪の多い地域及び市街地については、鉄塔の耐雪強化設計又は電線

の難着雪化を行う。 

(ｳ) 配電設備については、以下の対策を行う。 

ａ 電線の太線化 

ｂ 難着雪化電線の使用 

ｃ 支持物の強化 

ｄ 冠雪対策装柱の採用 

ｅ 雪害対策支線ガードの採用 

ｆ 支障木の伐採 

 

６ ガス施設の安全確保 

(1) 基本方針 

豪雪時におけるガス供給設備の破損を防ぐための措置の徹底及び雪害発生時の緊急点検活動体制

の整備を図る。 

(2) 実施計画 

【県が実施する計画】 

ア 豪雪時に、液化石油ガス供給設備の破損が生じないよう、建物の切妻側や軒下等に設置するか、

収納庫又は雪囲い等によって保護するとともに、容器の転倒防止措置を徹底するよう、液化石油ガ

ス販売業者を指導する。（産業労働部） 

イ 豪雪地域においては、排気筒が折れないよう保護措置を講ずるとともに、設備破損によるガスの

大量漏洩を防止するため、ガス放出防止器の設置を促進するよう、液化石油ガス販売事業者を指導

する。 （産業労働部） 

ウ 雪害発生時に液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動を実施するための緊急主導体制の構

築について、（一社）長野県エルピーガス協会を指導する。各支部内で対応できる災害の場合のほ

か、他支部等からの応援を得て実施する大規模災害の場合についても整備を要請する。特に、病院、

指定避難所となる学校・公民館等及び大規模な容器置場を有する施設等については、最優先で実施

するよう要請する。排気筒折損、供給管破損等のほか、積雪に囲まれた空間へのガスの滞留と室内

への流入等に特に注意するよう要請する。 （産業労働部） 

 

７ 通信の確保  

(1) 基本方針 

雪害時における通信の確保を図るため、線路設備、孤立防止用無線設備の巡回点検整備を行うほか、

非常用可搬型無線機並びに移動用電源装置の整備等必要な措置を実施する。 

(2) 実施計画 

【関係機関が実施する計画】（東日本電信電話株式会社長野支社） 

ア 電気通信設備の予防措置 



 雪害対策編 第１章 災害要望計画  

S-1-7 

雪害の恐れのある地域の電気通信設備等について、支障木の伐採、耐雪構造化及び通信網の整

備を推進し、災害の未然防止を図る。 

 

８ 医療の確保 

(1) 基本方針 

豪雪地帯における医療の確保を図るため、へき地診療所の整備等を行う。 

(2) 実施計画 

【市及び県が実施する計画】（市：健康福祉部 県：健康福祉部） 

ア へき地診療所整備事業の実施 

イ 患者輸送車整備事業の実施 

 

９ 農林産物対策計画 

(1) 基本方針 

雪害による農林産物の被害を防ぐため、生産者等に対する適切な技術指導を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市及び県が実施する計画】（市：産業経済部 県：農政部・林務部） 

(ｱ) 水稲、麦、果樹、野菜、花き及び飼料作物等に対する予防技術の指導を行う。（市：産業経

済部 県：農政部） 

(ｲ) 雪害に対処するため、水稲、麦、果樹、野菜、花き及び飼料作物等に対する必要な応急対策

技術の指導を行う。 （市：産業経済部 県：農政部） 

(ｳ) 積雪による園芸施設等の農業建物の倒壊を防止するよう指導する。（農政部） 

(ｴ) 健全な森林を育成するため、適地適木による森林造成及び適正な除伐、間伐の実行等に対す

る技術指導を行う。また、被害立木については、森林病虫害の発生を未然に防ぐために、適正

な処理を行うよう指導、支援する。 （市：産業経済部 県：林務部） 

 

１０ 建築物対策 

(1) 基本方針 

建築基準法施行細則第９条で指定された多雪区域の建築物の所有者等に対し、建築物の安全対策の

推進について、周知及び指導を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 建築物の雪害防止のための指導及び啓発を行うものとする。 

(ｲ) 住宅マスタープランに基づき雪に強い住宅の普及、市街地形成の誘導等を行う。 

イ【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 災害を防止するため、多雪区域を重点に建築物の所有者等に対し安全対策を周知する。 

(ｲ) 多数の者が利用する建築物の所有者に対し、建築物の維持保全計画の作成及び定期報告制度

の周知を図る。 

(ｳ) 建築物パトロールを実施し、雪害防止のための指導を行う。 

(ｴ) 豪雪地帯の市町村に対し、住宅マスタープランの策定による克雪住宅等の普及推進を指導す
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る。 

ウ【建築物の所有者等が実施する計画】 

(ｱ) 建築基準法第１２条第１項に規定する旅館、ホテル、物品販売店舗等多数の者が利用する建

築物の所有者は、建築物の維持保全計画の作成及び定期報告を行い、建築物の安全性の確保に

努める。 

(ｲ) 雪下ろし等を行い、建築物の安全性の確保に努める。 

１１ 授業の確保等 

(1) 基本方針 

小学校、中学校、高等学校、保育園及び幼稚園（以下この節において「学校等」という。）におい

ては児童生徒及び幼児等（以下この節において「児童生徒等」という。）の生命、身体の安全確保に

万全を期するとともに、冬期における児童生徒等の教育を確保するための対策を講ずる。  

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（教育委員会）  

(ｱ) 児童生徒等の通学のための危険を排除し、安心して学習に専念できるように、必要がある場

合冬期分校及び冬期寄宿舎を設置するものとする。 

(ｲ) 県が実施する対策に準じて、市の防災計画等をふまえ適切な対策を行うものとする。 

イ【県が実施する計画】（教育委員会） 

(ｱ) 県立の学校においては、以下の対策を実施する。 

ａ 建設時に想定された施設の耐久度を上回る積雪が生じると破損する恐れがあるので、定期

的な施設点検を実施し、危険箇所の補強修理、施設の壁面や基礎等を防護するための雪囲い

をする等の処置を講ずる。 

ｂ 豪雪地帯あるいは山間地にある学校の施設の改築及び新増築については、豪雪を考慮した

ものとする。 

ｃ 学校長は、緊急時、消防車・救急車などが校内まで進入できるような通路及び避難経路・

避難場所の確保に配慮する。 

ｄ 学校長は、緊急時、児童生徒及び保護者に対し確実かつ迅速に連絡できる体制を整備する。 

ｅ 特別支援学校において、学校長は、児童生徒等の通学の便を考慮し、冬期間の寄宿舎の受

け入れに配慮する。 

 (ｲ) 県教育委員会は、冬期分校及び冬期寄宿舎の設置を行う市町村に対して、学級編成の認可等

を行う。 

 

１２ 文化財の保護 

(1) 基本方針  

文化財については、文化財保護法又は文化財保護条例等により、その重要なものを指定・登録し保

護することになっている。これらは貴重な国民的財産であり、正しく次世代に継承していくことが必

要である。本市における国・県指定文化財の中で、多雪地区あるいは山間地にある文化財建築物等に

ついては、積雪による破損や損傷のおそれがあるため適切な対策を講ずる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（教育委員会） 
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所有者又は管理者に対して、積雪による文化財の破損あるいは損傷の危険防止のための必要な

措置を講ずるよう指導するとともに、常にその実状を把握するよう努める。 

イ【県が実施する計画】（教育委員会） 

市町村教育委員会を通じ所有者又は管理者に対して、積雪による文化財の破損あるいは損傷の

危険防止のための必要な措置を講ずるよう指導する。 

ウ【所有者等が実施する計画】  

定期的な点検を行い、危険箇所の応急修理、建造物の側面や土台を防護するための雪囲いを行う

等の処置を講ずる。  

 

１３ 警備体制の確立 

(1) 基本方針  

関係機関と緊密な連絡の下に諸対策を推進し、災害発生時に効果的な活動ができる体制の構築に平

素から努める。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

諏訪広域消防、茅野市消防団ほか関係機関と密接な連絡のもとに、災害発生時に円滑で効果的な

行動がとれる体制をとる 

イ【県が実施する計画】（警察本部） 

(ｱ) 警備措置  

ａ 危険地域等の調査 

(a) 調査対象  

ⅰ 雪崩災害危険箇所 

ⅱ 交通途絶地域 

ⅲ 融雪災害危険地域 

ⅳ 地すべり災害危険箇所 

(b) 調査事項  

ⅰ 危険地域の状況  

ⅱ 危険、被害予想 

ⅲ 警備措置（事前観測体制、危険状態伝達体制、警備体制、危険排除措置、避難措置等）  

 

１４ 雪害に関する知識について市民に対して普及・啓発を図る。 

(1) 基本方針 

雪害は、降雪・積雪の状況、気温等からある程度その発生を予測することができるため、市民の適

切な活動及び市民相互の支えあい活動により、被害を未然に防いだり、軽減したりすることも可能で

ある。このため、市民に対する雪害に関する知識及び雪害を予測する体制の普及・啓発並びに地域で

連携して支援する体制の整備が必要であるとともに、集中的な大雪が予測される場合は、市民一人ひ

とりが非常時であることを理解して、降雪状況に応じて不要・不急の道路利用を控える等、主体的に

道路の利用抑制に取り組むことが重要である。 

(2) 実施計画 
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ア【市が実施する計画】（総務部、企画部） 

降積雪時の適切な活動や除雪作業の危険性と対応策等について、住民に対して周知を図るとと

もに、防災マップ等により、雪崩危険箇所等の周知を図るものとする。特に、豪雪地帯において

は、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の促進や除排雪の安全を確保するための装備の普

及、克雪に係る技術の普及等を図るものとする。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を地域で連携して支援する体制を整えるも

のとする。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部・警察本部） 

(ｱ) 次の項目についてテレビ、ラジオ等のマスメディアや、防災研修会、防災講演会、パンフレット

等により広く県民に対して防災知識の普及を図る。特に、豪雪地帯においては、既存住宅に対する

命綱固定アンカーの設置の促進や除排雪の安全を確保するための装備の普及、克雪に係る技術の普

及等を図る。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯に対して、地域で連携して支援する体制があるこ

とを普及・啓発する。 

ａ 雪害に関する警報・注意報等に対する知識 

ｂ 住宅周辺等の自主的除雪を心がける等の防災思想の普及 

ｃ 住宅周辺等の自主的除雪の際の屋根からの落雪への注意  

ｄ 屋根の雪下ろしの際の転倒防止への注意 

(ｲ) 市町村に対して防災マップ、地区別防災カルテ、災害時の行動マニュアル等の作成について

指導するとともに、自主的除雪に不安のある高齢者世帯の除雪を支援するため要配慮者世帯の

状況に応じた、地域住民の支え合いによる支援体制を整えるよう働きかける。 

(ｳ) 地域の実情に応じ、各種研修等を通じて、大雪時も含め冬期に運転する際の必要な準備につ

いて、車両の運転者への周知に努める。 

(ｴ) 集中的な大雪が予測される場合において、計画的・予防的な通行規制や不要・不急の道路利

用を控えることが重要であることについて、周知に努めるものとする。 
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※ 参考 過去に発生した大雪の状況 

発生年月日 積雪量 被害状況 

大正元年 ５６ｃｍ 不明 

昭和３年 ６３ｃｍ 不明 

昭和６年 ５３ｃｍ 不明 

昭和１２年 ５２ｃｍ 不明 

平成１０年１月 ８日 

１月１２日 

１月１５日 

３５ｃｍ 

１４ｃｍ 

４５ｃｍ 

１月１５日 茅野市雪害対策本部設置 

（対策・被害） 

・小・中学校臨時休校 

・人的被害 

３件（雪下ろし中の転落等） 

・建物被害 

倉庫倒壊２棟 

・交通関係 

路線バス・ＪＲ線全面運休、中央自動車道通行止め 

・被害額 

農林関係77,100千円、市道の除雪80,000千円 

その他42,000千円 

平成１３年1月２７日 ７０ｃｍ １月２７日 茅野市雪害対策本部設置 

（対策・被害） 

・人的被害 

２件（雪下ろし中の転落等） 

・交通関係 

路線バス・ＪＲ線全面運休、中央自動車道通行止め 

・被害額 

農林関係15,491千円、市道の除雪154,30千円 

その他7,860千円 

平成２６年２月 ８日 

２月１５日 

４５ｃｍ 

５７ｃｍ 

２月１５日 茅野市雪害対策本部設置 

（対策・被害） 

・避難所開設 

金沢、宮川地区（滞留車両乗務員。乗客用） 

・人的、建物被害なし 

・交通関係 

Ｒ20に滞留車両約400台 

福祉バスビーナちゃん、路線バス・ＪＲ線全面運休 

中央自動車道の通行止め 

・農業被害：甚大（約７億円） 
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第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興の備え 

 

第１ 基本方針  

雪害においては、被害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、それを最小限に抑える応急活動を

行うことが被害全体の規模を小さくすることにもつながる。このため、雪害が発生し、又は発生するお

それがある場合には、迅速かつ円滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施する必要があるが、そのた

めの備えとして体制等の整備を行うことが必要である。  

 

第２ 主な取組み 

１ 気象警報・注意報等の市民に対する伝達体制を整備 

２ 迅速かつ効果的な道路除雪活動の実施 

３ 雪害時における鉄道の運行を確保するための活動の実施 

４ 雪害時における通信を確保するための活動の実施 

５ 豪雪地帯住民の安全確保を図るための活動の実施 

６ 冬期における児童生徒の教育の確保 

７ 文化財に積雪による破損等のおそれがある場合の応急活動の実施 

８ 警備体制の確立による応急活動の実施 

９ 雪崩災害の発生及び拡大を防止するための活動の実施 

 

第３ 計画の内容 

救助・救急・医療活動を迅速に行うためにも、被害の拡大を防止し、緊急物資を被災者に供給するた

めにも、交通を確保し、緊急輸送を行う必要がある。このため、迅速かつ効果的な除雪活動が求められ

る。また、病院、学校などの主要施設へのアクセス道路や地域として必要なバス路線を確保するため、

迅速かつ効果的な除雪活動を行う必要がある。 

除雪活動を迅速かつ効果的に行うためには、路線の性格、降雪量、積雪深、交通障害の程度、除雪能

力などを勘案し、作業量及び緊急度に応じた体制をとる。なお、関連する他の道路との整合は常に図る

ものとする。 

１ 市民に対する情報の伝達体制の整備 

気象警報・注意報等の伝達は、第２章災害応急対策計画第１節「災害直前活動」の「伝達系統」のと

おりであるが、防災関係機関は、円滑で速やかな情報の伝達ができるように、体制の整備を図る。  

２ 緊急輸送関係 

(1) 基本方針 

迅速かつ円滑な災害応急対策を行うためには、緊急輸送体制の整備が必要である。このため、各機

関は、除雪体制の強化等の雪害に対する安全性の確保を図る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部、産業経済部） 

(ｱ) スノーシェッドの設置、除雪体制の強化等の雪害に対する安全性の確保 

(ｲ) 信号機、情報板等の道路交通関連施設について雪害に対する安全性の確保を図る。（警察本部） 
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３ 避難収容関係 

(1) 基本方針 

公民館、学校等の避難施設としての使用が予想される施設の建設にあたっては、雪崩等の災害に対

する安全性、寒さに対する配慮等を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、企画部、教育員会、都市建設部） 

(ｱ) 公民館、学校等の公共施設は、雪崩のおそれがない場所へ設置する。 

(ｲ) 避難施設等における暖房設備の設置等の寒さに対する配慮を行う。 

(ｳ) 応急仮設住宅等の設置に適した、雪崩の恐れがない場所を把握する。 

(ｴ) 市は、平常時から、高齢者等の要配慮者の住居その他関連施設について、状況の把握に努め、

除雪が困難であったり、危険な場合においては、必要に応じ、消防機関、自主防災組織、近隣

居住者等との連携協力により除雪支援や避難誘導を行う体制の整備・再点検を行うこととする。 

 

４ 雪処理関係 

(1) 基本方針 

雪害が発生するおそれがあり通常の除排雪の体制では人材、機材が不足する可能性を想定して、各

機関は、雪処理の担い手となる、地域住民、ボランティア、建設業団体の受け入れ等に関する体制の

構築に努めるものとする。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、都市建設部、健康福祉部） 

(ｱ) 豪雪に備えた地域住民による支援のための仕組み作りを推進するものとする。 

(ｲ) ボランティアを地域で受け入れるための体制作りを図るものとする。 

(ｳ) 社会福祉協議会が行うボランティアの事前登録の推進について、市民に対する啓発普及を図

る等その支援に努めるものとする。 

(ｴ) 建設業団体等と連携して除排雪に必要な機械の確保を図るものとする。 

イ【県が実施する計画】（危機管理部、社会部） 

(ｱ)豪雪に備えた地域住民による支援のための仕組み作りを推進する。 

(ｲ) 社会福祉協議会が行うボランティアの事前登録の推進について、市民に対する啓発普及を図

る等その支援に努める。 

(ｳ) 建設業団体と連携して除排雪に必要な機械の確保を図る。 

ウ【社会福祉協議会等ボランティア関係団体が実施する計画】 

(ｱ) ボランティア事前登録の推進を図るものとする。 

(ｲ) 除雪ボランティア活動環境の整備に努めるものとする。 
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雪害対策本部の設置 （茅野市災害対策本部及び茅野市地震災害警戒本部に関する条例） 

 

１ 設置基準 

市長は、大雪により道路交通が遮断され、建物、農業用施設等に被害が発生するなど、市民生活に多大

な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるときは、除雪対策を中心に庁内体制を強化するため、雪害対策本

部を設置する。 

 

２ 組 織 

雪害対策本部の組織及び事務分掌は、「各部の所掌事務」に定めるところによる。 

 

３ 各部の活動要領 

(1) 雪害対策本部室は、原則として市役所３階事務室及び会議室に置く。 

(2) 本部員（各部長）は、情報の収集及び伝達の体制を強化するとともに、関係機関からの情報を本部連

絡員を通じ、本部事務局（防災課）に報告する。 

(3) 本部事務局長（防災課長）は、各部からの情報を取りまとめ、随時本部長に報告する。 

(4) 本部長（市長）は、大雪による被害の状況、市の対策及び市民への要請事項等を報道機関の協力を得

て周知する。 

(5) 本部長は、必要に応じ本部員会議を招集する。 

(6) 各部長は、所属の課長を指揮し、所掌事務を遂行する。 

(7) 各部長は、必要に応じ所属の職員のうちから本部連絡員を指名し、本部室に派遣する。 

 

４ 本部員会議 

(1) 本部員会議は、原則として第２応接室で開催する。 

(2) 本部員は、所掌事項に関する必要な資料を本部員会議に提出する。  

(3) 本部員は、本部員会議の招集の必要を認めるときは、本部事務局に申し出る。 

 

５ 雪害対策本部の廃止 

本部長は、大雪に係る応急対策が概ね完了した場合で通常の体制で対処できると判断したとき、又は災

害対策本部が設置された場合は、本部を解散する。 

 

 

第３節 観測・予測体制の充実 

 

第１ 基本方針 

雪を克服するため、また雪をより有効に利用するため、降雪量など雪に関するより迅速かつ

正確な情報提供ができる体制が必要とされる。また、複数の観測機関の協力による市民に対す

る情報提供体制の整備が必要である。 
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第２ 主な取組み 

１ 降積雪等に関する観測・予測体制の充実・強化を図る。 

２ 市民に対する情報の提供体制を整備する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 観測・予測体制の充実強化 

(1) 基本方針 

降積雪状況を素早く把握できる体制づくりを進めるとともに、降積雪のデータの保存・

整理を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市及び県が実施する計画】（都市建設部、総務部） 

(ｱ) 応急対策等に活用するため、降積雪に関するデータを保存・整理する。 

(ｲ) 長野地方気象台からの情報収集の他、オンラインによる気象状況の正確な把握がで

きる体制の整備に努める。（市：総務部 県：危機管理部） 

(ｳ) 冬期における運行規制及び気象情報・路面情報等を集中管理し、道路利用者に雪道

情報を迅速かつ正確に提供するための体制の整備を図る。（市：都市建設部、県：建

設部） 

(ｴ) 広域的な道路管理上必要な観測点で、観測を実施するものとする。(市：総務部、県：

建設部) 

(ｵ) 道路管理者は、降雪予測等から通行規制範囲を広域的に想定して、できるだけ早く

通行規制予告発表するものとする。その際、当該情報が入手しやすいよう多様な広報

媒体を活用し、日時、迂回経路等を示すものとする。また、降雪予測の変化に応じて

予告内容の見直しを行うものとする。 

イ【関係機関が実施する計画】 

降雪予測の充実を図るとともに、気象業務法に基づく気象警報・注意報並びに情報を各

機関へ速やかに伝達する。（長野地方気象台） 

 

２ 情報提供体制の充実 

(1) 基本方針 

各機関相互の情報交換を促進するとともに、情報提供システムづくりを推進する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部） 

(ｱ) 有線テレビジョン放送、屋外文字放送、コミュニティFM放送等を活用し、地域に密

着した情報を提供するため、事業者との協力関係の構築を図る。 

(ｲ) 市ホームページ、ビーナチャンネル、インターネットポータル会社等を活用し、市

民に対して各種の情報を提供する体制の整備を進める。 

イ【県が実施する計画】 
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(ｱ) 地域衛星通信ネットワークによる情報の多ルート化 

(ｲ) 災害対策本部室の設置に伴う新しい通信技術を利用した情報システムの整備 

(ｳ) インターネットポータル会社等の活用による情報の提供 

(ｴ) 道路の通行規制等が行われている場合、道路利用者に対してビーコン、情報板等に

よる迅速な情報提供 
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第２章 災害応急対策計画 

第１ 基本方針  

本章では、雪害が発生した場合、または発生するおそれがある場合の対応について、他の

災害と共通する部分は除き、雪害に特有なものについて定める。 

 

 

第１節 災害直前活動 

 

第１ 基本方針 

雪害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、気象警報・

注意報等の迅速な伝達や避難誘導により、災害を未然に防止するための活動を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 雪に関する気象警報・注意報等の円滑な伝達 

２ 市民の避難誘導等 

 

第３ 計画の内容 

１ 気象警報・注意報等の伝達活動 

(1) 現状及び課題 

長野地方気象台から発表される気象警報・注意報等について、関係機関に伝達を行うと

ともに、迅速な活動体制をとる。なお、活動体制については、風水害等対策編の活動体制

計画及び非常参集職員の活動を参照。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（総務部、全市部局） 

雪に関する気象警報・注意報の伝達系統伝達とは、他の気象警報・注意報と同様に行

われるが、市においては、以下のとおり行う。 

（勤務時間内） 
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（勤務時間外） 

      

 (2) 実施計画 

イ【関係機関が実施する対策】 

気象業務法に基づく気象警報・注意報並びに情報を各機関へ速やかに伝達する。（長

野地方気象台） 

 

○長野地方気象台が発表する警報・注意報 

ア 気象警報基準 

種類 発   表   基   準 

暴 風 平均風速 17ｍ／ｓ以上 

暴風雪 平均風速 17ｍ／ｓ以上 雪を伴う。 

大 雪 中部 諏訪地域 12時間の降雪の深さ20㎝以上 

 

イ 気象注意報基準 

種類 発   表   基   準 

風 雪 平均風速 13ｍ／ｓ以上 雪を伴う。 

大 雪 中部 諏訪地域 12時間の降雪の深さ10㎝以上 

なだれ 

表層なだれ：積雪が50㎝以上あって降雪の探さが20㎝以上で、風速10m／s

以上又は、積雪が70㎝以上あって降雪の深さが30㎝以上 

全層なだれ：積雪が70㎝以上あって最高気温が平年より５℃以上、又は日降

水量が15㎜以上 

着氷・着 雪 著しい着氷、着雪が予想されるとき。 

融 雪 
１ 積雪地域の日平均気温が10℃以上 

２ 積雪地域の日平均気温が６℃以上で、日降水量が20㎜以上 

注※１ 発表基準欄に記載した数値は、長野県における過去の災害発生頻度と気象条件との関
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係を調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際のおおむねの目

安です。  

※２ 警報・注意報は、その種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな警

報・注意報が発表されるときは、これまで継続中の警報・注意報は自動的に解除され、

または更新されて新たな警報・注意報に切り替えられる。  

※３ 情報の取扱いについて警報・注意報等の伝達系統に準じて行うものとする。  

 

２ 市民の避難誘導等 

(1) 基本方針 

ア 積雪・降雪・融雪等の状況を勘案し、避難が必要とされる場合には、適切な避難誘導

を実施する。 

イ 道路管理者は、過去の車両の立ち往生や各地域の降雪の特性等を踏まえ、立ち往生等

の発生が懸念されるリスク箇所をあらかじめ把握し、計画的・予防的な通行規制区間を

設定する。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（総務部） 

(ｱ) 市は、市民の避難が必要とされる場合には、避難指示等を行う。また、要配慮者に

配慮した避難誘導等を実施するものとする。 

(ｲ) 状況に応じて、ヘリコプターによる避難を検討し、必要と認められる場合は、県に

要請する。 

(ｳ) 住民への避難指示等の伝達に当たっては市町村防災行政無線を始めとした効果的

かつ確実な伝達手段を複合的に活用し，対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努

めるものとする。 

イ【県が実施する対策】 

市町村からヘリコプターの出動について要請があった場合は、震災対策編第３章第５

節「ヘリコプターの運用計画」によりヘリコプターを派遣する。 

 

 

第２節 除雪等の実施と雪崩災害の防止活動 

 

第１ 基本方針  

雪害においては、被害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、それを最小限に抑える応急活動

を行うことが被害全体の規模を小さくすることにもつながる。  

このため、適切な除雪の実施、雪崩災害の防止活動が必要である。  

 

第２ 主な活動  

１ 迅速かつ効果的な道路除雪活動の実施  

２ 雪害時における鉄道の運行を確保するための活動の実施  

３ 雪害時における通信を確保するための活動の実施  

４ 豪雪地帯住民の安全確保を図るための活動の実施  
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５ 冬期における児童生徒の教育の確保  

６ 文化財に積雪による破損等のおそれがある場合の応急活動の実施  

７ 警備体制の確立による応急活動の実施  

８ 雪崩災害の発生及び拡大を防止するための活動の実施  

 

第３ 活動の内容 

１ 除雪等活動 

(1) 基本方針 

救助・救急・医療活動を迅速に行うためにも、被害の拡大を防止し、緊急物資を被災者に供給す

るためにも、交通を確保し、緊急輸送を行う必要がある。このため、迅速かつ効果的な除雪活動が

求められる。また、病院、学校などの主要施設へのアクセス道路や地域として必要なバス路線を確

保するため、迅速かつ効果的な除雪活動を行う必要がある。 

除雪活動を迅速かつ効果的に行うためには、路線の性格、降雪量、積雪深、交通障害の程度、除

雪能力などを勘案し、作業量及び緊急度に応じた体制をとる。なお、関連する他の道路との整合を

常に図る。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する計画】（都市建設部） 

(ｱ) 市は、それぞれの計画の定めるところにより除雪体制を整備し、豪雪時には道路交通を緊

急に確保し道路機能の確保を図るものとする。 

(ｲ) 市町村は、家屋倒壊による被害を防止するため、住民に対し、屋根の雪下ろしを督励する

とともに、必要に応じ支援を行うよう努めるものとする。 

 

 

≪除雪路線と出動基準≫ 

「除雪路線」・「排雪路線」を設定し、冬期間の道路管理を行う。 

種 別 選定基準 

除雪路線 

（幹線道路、バス路線） 

主要幹線（バス路線を含む）、主要幹線間を結ぶ路線及び各集落を結

ぶ路線（除雪路線＝茅野市道認定路線から選定） 

排雪路線 

豪雪時のみ実施 

除雪路線の排雪が必要になった段階で、幹線道路から実施 

（除雪路線＝茅野市道認定路線から選定） 

 

「除雪作業の出動基準」：車両の通行により圧雪状態になる前、路線の雪を側方に押しやるこ

とを目的 とする。  

区 分 出動基準（道路上の積雪量） 作業終了時間（目安） 出動判断  

除雪路線 １０ｃｍ 
通勤、通学の時間帯前の完

了をめざす。 
除雪業者判断 
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≪市民が行う除雪体制≫ 

＜市民への除雪協力依頼＞  

１ 除雪路線以外の道路（生活道路）の除雪  

２ 歩道、横断歩道橋の除雪  

３ ゴミステーション、消火栓まわり等道路以外の必要箇所の除雪  

４ 道路への雪出しの禁止  

５ 路上駐車の禁止  

６ 水路への雪捨て禁止  

７ 機械での除雪後、各戸の玄関前の雪の除雪  

 

＜凍結防止剤の提供＞  

凍結防止剤を必要とする地域には、希望があれば区・自治体単位で提供します。  

「用意する場所」：市役所、北山・金沢コミュニティセンター 

 

＜排雪用トラックの提供＞  

区、自治会で公道の除雪活動を行う場合は、ダンプトラックを提供します。 

 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 路上の障害物の除去、除雪、応急復旧等の実施について、道路管理者、警察は必要に応じ

て消防機関及び自衛隊の協力を得て必要な措置をとる。 その場合、緊急輸送道路の確保を最

優先に応急復旧や代替路の設定等を実施すること。あわせて、道路の通行規制等が行われて

いる場合、道路利用者に対してピーコン、情報版等により迅速に情報提供すること。 

(ｲ) 国県道の緊急除雪体制の確保 （建設部） 

「豪雪災害時における道路交通確保のための緊急措置要領」及び連絡会議で確認した実施内

容により緊急確保路線及び除雪優先道路の除雪を行う。 

(ｳ) 道路管理者、警察が連携し、豪雪時に迅速かつ適切な交通規制等の実施 （建設部） 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

道路交通の確保のため、国道工事事務所長が除雪量など適切に判断して随時除雪の出動を実施

する。なお、除雪に関する機関は、除雪についての情報を随時交換し、相互に協力するとともに、

民間機関の所有する除雪機械の出動について必要のつど応援協力を要請し、除雪が早期適切に実

施できるよう措置する。 

 

２ 鉄道運行計画（ＪＲ東日本） 

(1) 基本方針 

雪害時における輸送対策については、地域住民、観光客の足を守るという観点にたって、可能な

限りの機動力及び人力を動員して除雪に努め、鉄道輸送の信頼度を高めることを基本的な考え方と

し、雪害時の輸送確保に対処していく。このためには、的確な気象情報の把握により降雪が激しく

なる前に、適時適切な運行規制を行い、常に早めの除雪体制により、少なくとも通勤通学列車と、

観光客等が多く利用する列車については、極力運転を確保する。 

(2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する対策】（鉄道各社） 

(ｱ) 除雪作業には、除雪車両及び除雪機械等を適正配備し、機械による除雪と人力による除雪
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の総力を結集してこれにあたる。 

(ｲ) 列車の運転を確保するため、降雪状況に応じて、排雪列車を優先的に運行し、一般列車の

運行規制を実施する。 

(ｳ) 雪崩発生危険箇所には、防護施設の整備を行うとともに、警戒に努め、必要に応じ予算措

置を行い、安全運転の確保を図る。 

(ｴ) 雪害時においては、旅客の安全と輸送秩序の維持に万全を期するため、必要に応じ給食・

医療等の手配を行うが非常時においては、市町村・住民に協力を求めて、給食・医療等万全

を期する。 

(ｵ) 雪害時において旅客の生命、身体に危険がおよび社内において対応が不可能となった場合

は、状況に応じて消防機関に応援要請を行う。自衛隊については自衛隊法に基づき長野県知

事に対して自衛隊の派遣を要請する。 

 

３ 通信の確保 

(1) 基本方針 

雪害時における通信の確保を図るため、必要な応急措置を実施する。 

(2) 実施計画 

【関係機関が実施する対策】（東日本電信電話（株）） 

ア 電気通信設備の復旧体制 

(ｱ) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害の規模その他の状況により、必要な

災害対策組織を配置し、通信の疎通確保と迅速な復旧に努める。 

(ｲ) 応急復旧に必要な物資については、支店保有の資材を使用し、不足を生じる時は、他支店に

保有する資機材を使用する。また、通信の疎通を確保し、被災した設備を迅速に復旧するため、

あらかじめ保管場所を指定し、災害対策用機器及び車両を配備する。 

(ｳ) 災害のために通信が途絶し、又は通信が著しく輻輳したときは定められた復旧順位により応

急復旧措置を実施する。 

 

４ 市民の安全対策、福祉対策 

(1) 基本方針 

雪下ろしや除雪作業の際の安全の確保を図り、高齢者世帯等の雪下ろし等の実施が困難な世帯の

安全確保のための雪害救助員の派遣を行う。 

さらに降雪が続き広域的除雪支援が必要な場合は、広範囲な地域住民による支援やボランティア

による支援を行う。 

(2) 実施計画 

ア【市（健康福祉部）、県（危機管理部）、社会福祉協議会等が実施する対策】 

(ｱ) 市民による自力除雪の際の危険防止について注意喚起等の広報活動を実施する。 

(ｲ) 広範囲な地域住民の参加及びボランティア等による雪処理のための支援を実施する。 

イ【県が実施する対策】 （危機管理部） 

特別豪雪地帯市町村の高齢者世帯、傷病・障がい者世帯等に対して、市町村が行う、雪害救助

員の派遣に対して支援を行い、人命の安全と生活の安定確保を図る。 

 

５ 授業の確保等 

(1) 基本方針 

小学校、中学校、高等学校、保育園及び幼稚園（以下この節において「学校等」という。）にお

いては、児童生徒及び幼児等（以下この節において「児童生徒等」という。）の生命、身体の安全
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確保に万全を期すとともに、冬期における児童生徒等の教育を確保するための対策を講じる。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】（教育委員会） 

(ｱ) 市立の学校においては、以下の対策を実施する。 

ａ 学校長は、天候の急変に際して市教育委員会と密接な連絡のうえ、始業、終業時刻の繰

り上げ、繰り下げ等適切な変更措置をとる。 

ｂ 学校長は、豪雪による交通機関の停止又は遅延に際しては、遠隔地通学児童生徒等の実

態を踏まえ、授業日の振替、始業・終業時刻の変更等、学校運営について弾力的に対応す

る。 

ｃ 学校長は、山間部から通学する児童生徒等の生命保護のため、雪崩発生のおそれがある

ときは気象情報等を伝達するなど事故防止に努める。 

ｄ 積雪が一定量を超えると施設等の耐久度により破損するおそれがあるので、学校長はこ

れを防止するため雪下ろしを実施する。なお、雪下ろしのいとまがない場合には、一時建

物の使用を禁止するなどの措置を講ずる。 

イ【県が実施する対策】（教育委員会） 

県立の学校においては、以下の対策を実施する。 

(ｱ) 学校長は、児童生徒及び保護者に対し確実かつ迅速に連絡体制を執る。 

(ｲ) 学校長は、天候の急変に際して県教育委員会と密接な連絡の上、始業、終業時刻の繰り上

げ、繰り下げ等適切な変更措置をとる。 

(ｳ) 学校長は、豪雪による交通機関の停止または遅延に際しては、遠隔地通学児童生徒等の実

態を踏まえ、授業日の振替、始業・終業時刻の変更等、学校運営について弾力的に対応する。 

(ｴ) 学校長は、山間部から通学する児童生徒等の生命保護のため、雪崩発生のおそれがあると

きは気象情報等を伝達するなど事故防止に努める。 

(ｵ) 積雪が一定量を超えると施設等の耐久度により破損するおそれがある場合、学校長は、こ

れを防止するため雪下ろしを実施する。なお、雪下ろしのいとまがない場合には、一時建物

の使用を禁止する等の措置を講ずる。 

 

６ 文化財の保護 

(1) 基本方針 

文化財については、文化財保護法又は文化財保護条例等により、その重要なものを指定・登録し

保護することになっている。これらは貴重な国民的財産であり正しく次世代に継承していくことが

必要である。 

本市における指定文化財のなかで、山間地にある文化財建造物等について積雪による破損や損傷

のおそれがある場合は、必要な措置を講ずる。 

(2) 実施計画 

ア【所有者等が実施する対策】 

積雪量が一定量を超えると、文化財建造物等の耐久度により破損や損傷のおそれがある場合、

これを防止するため時期を逸しないよう雪下ろしを実施する。 

 

７ 警備体制の確立 

(1) 基本方針 

関係機関と緊密な連絡の下に諸対策を推進し、雪害が発生し又は発生するおそれがある場合には、

早期に警備体制を確立して、人命の保護を第一義とした活動に努める。 

(2) 実施計画  
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ア【市が実施する対策】 

諏訪広域消防茅野消防署、茅野市消防団等防災関係機関と連絡を密にし被害が最小限におさま

るよう努める。 

イ【県が実施する対策】（警察本部） 

(ｱ) 警備措置 

ａ 事前措置 

(a) 事前情報の収集と情勢判断  

(b) 警備体制の確立  

(c) 装備資器材等の確保 

(d) 関係機関との連絡協調 

(e) 広報活動の実施 

ｂ 雪害発生時の措置 

(a) 雪害情報の収集・被害の調査等 

・事前情報 

・雪害発生時の情報 

・関係機関に対する連絡 

 

(b) 避難措置等 

・雪崩予想箇所等危険区域の警戒 

・市町村長の行う「避難指示」に対する必要な助言及び協力  

・避難誘導 

・避難後の措置 

(c) 罹災者の救出（救護）活動 

・人命救助活動 

・関係機関の行う救護活動に対する協力 

ｃ 雪害発生後の措置 

(a) 犯罪の予防・取締 

(b) 行方不明者の捜索・死体の見分 

(c) 各種紛争事案に対する措置 

(d) 他機関の行う応急対策実施に対する協力 

(e) 広報の実施 

・雪害の状況 

・今後の見通し 

・復旧措置の状況 

・罹災者の収容状況 

(ｲ) 交通の確保（規制）措置 

ａ 道路交通の実態把握 

ｂ 関係機関との連絡協調 

ｃ 所要の交通規制の実施、迂回・誘導措置 

ｄ 交通整理・取締員の配置 

ｅ 交通情報の収集・提供 

ｆ 交通安全施設等の視認性の向上 

ｇ 交通規制等の広報 
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８ 雪崩災害の発生及び拡大の防止 

(1) 基本方針 

本市は、急峻な地形が多く、雪崩等の災害が発生する蓋然性が高く、適切な応急対策を実施する

必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【市が実施する対策】 

(ｱ) 雪崩災害の発生の防止、軽減を図るため、県等と連携を図りながら雪崩危険箇所の点検を実

施する。 

(ｲ) 危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や市民に周知を図り、適切な応急対策

を実施する。 

(ｳ) 雪崩災害が発生した場合は、早急に被害状況や今後の被害の拡大の可能性等について現地調

査を行い、必要に応じて応急工事を実施するものとする。 

イ【県が実施する対策】（建設部、林務部） 

(ｱ) 雪崩災害の発生の防止、軽減を図るため、専門技術者等を活用して、雪崩危険箇所の点検

を実施する。 

(ｲ) 危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図り、適切な応急対

策を実施する。 

(ｳ) 雪崩災害が発生した場合は、早急に被害状況や今後の被害の拡大の可能性等について現地

調査を行い、必要に応じて応急工事を実施するものとする。 

ウ【中部森林管理局が実施する対策】 

雪害が発生した場合、土木及び林業用機械について市町村等から要請があった場合、協力する。  

 
 

第３節 避難収容活動にあたっての雪害災害等に対する措置 

 

第１ 基本方針 

災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、安全が確保されるまでの間、被

災者の当面の居所を確保する必要があるが、避難収容等の活動にあたっては、雪害の特性に

応じた配慮を行う。 

 

第２ 主な活動 

避難収容等の活動にあたっては、雪崩等の危険箇所について配慮する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

雪害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合の避難収容等の活動にあたっては、

雪崩等の危険箇所について十分に配慮して行う。 

２ 実施計画 

(1)【市が実施する計画】（市全部局） 

ア 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ別紙１の活動体制をとる。 
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イ 避難誘導にあたっては、市民に対して雪崩等の危険箇所の所在等の避難に資する情報

を提供する。 

ウ 指定避難所の開設にあたっては、雪崩等の危険箇所に配慮して、できる限り安全性の

高い場所に設置する。 

(2)【県が実施する対策】 

応急仮設住宅の建設が必要な場合は、雪崩等の危険箇所に配慮して、できる限り安全性

の高い場所に設置する。 
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雪害における連絡体制 
(1) 災害発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

   

(2) 一般被害情報等の収集・連絡 

   

(3) 応急対策活動情報 

    

※ この図は、茅野市地域防災計画のよる連絡体制だけでなく、防災基本計画に定られた、国の機

関や県・市町村等との連絡体制まで含めた体制の概要を図示したものである。 
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別紙 1 雪害時の活動体制基準 
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航空災害対策編 

第１章 災害予防計画 
 

基本方針 

航空運送事業者等の運航する航空機の墜落等の大規模な事故による多数の死傷者の発生を予防し、また万

が一の事故発生に備えて、迅速かつ円滑な災害応急対策がとれるよう、情報の収集・連絡体制の整備を行う

とともに、捜索、救助、救急、消火活動を行う関係機関の資機材の整備等に努め、航空災害の予防に万全を

期する。 

 

第１節 情報の収集・連絡体制の整備 

 

第１ 基本方針 

県・市及び航空運送事業者等は、情報の収集・連絡体制の整備、情報の分析整理について必要な体制

の整備を図るものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 関係機関及び機関相互における情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに、発災現場等や民間企業、

報道機関、住民等からの情報収集体制の整備を行う。 

２ 機動的な情報収集活動を行うための航空機、無人航空機、車両、画像情報収集の整備を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

(1) 基本方針 

県・市及び航空運送事業者等は、情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日の場合等におい

ても対応できる体制の整備を図る。また、報道機関や住民等からの情報の収集体制の整備を行う。 

(2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する計画 

(ｱ) 松本空港の離着陸機及び長野県内の航空機の運航状況について、可能な限り把握に努めるとと

もに、県、航空運送事業者への連絡体制の整備を図るものとする｡（東京航空局） 

(ｲ) 航空機の安全運航に関係する松本空港の気象状況について的確な実況監視を行い関係機関へ伝

達する体制を整備するものとする。（東京航空地方気象台松本航空気象観測所） 

イ【県が実施する計画】 

(ｱ) 空港内の事故について「松本空港消火救難対策実施要領」の定める緊急時通報網が円滑に機

能するよう常に見直しを図る。（企画振興部） 

(ｲ) 住民から消防機関等を通じ入った災害情報を、東京航空局や救難調整本部へ伝達する方法等

をあらかじめ定めておく。（危機管理部、企画振興部、警察本部） 
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２ 情報収集を行うための情報収集手段の整備 

(1) 基本方針 

航空機が消息をたつ等、遭難が予想される場合は、上空からの捜索が有効である。機動的な情報収

集が行えるよう、航空機等の有効利用ができる体制づくりを行う。 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 消防防災ヘリコプターの活用について、緊急運航要綱等にあらかじめ定める。（危機管理部） 

(ｲ) 県警ヘリコプターによる、ヘリコプターテレビ画像伝送システムを利用した情報収集体制を

整えておく。（警察本部） 

イ【関係機関が実施する計画】 

航空運送事業者においては、災害情報の収集及び連絡に必要な、情報収集機材の整備に務める

ものとする。 

 

 

第２節 災害応急体制の整備 

 

第１ 基本方針 

県・市及び航空運送事業者は、あらかじめ、非常時の職員の体制、救助・救急医療、消火活動に必要

な体制の整備を図るものする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 非常参集体制の整備及び関係機関の連携体制をあらかじめ整備する。 

２ 空港管理者、消防・警察機関及び医療機関は救急救助用の資機材の整備、医療資機材の備蓄等に務め

る。 

３ 関係者への的確な情報伝達活動を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 非常参集体制の整備及び関係機関の連携体制 

(1) 基本方針 

県・市及び航空運送事業者は、非常参集体制の整備及び防災関係機関相互の連携体制をあらかじめ

整備しておく。 

(2) 実施計画 

【県が実施する計画】 

ア 職員による迅速な配備活動体制を整備し、特に勤務時間外においても迅速な対応ができる体制と

する。また、必要に応じて見直しを行う。（危機管理部） 

イ 空港内及びその周辺の事故について「松本空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定

書」及び「松本空港医療救護活動に関する協定書」に基づき、松本広域消防局と松本広域圏救急・

災害医療協議会を交えた定期的な訓練を実施する。（企画振興部） 
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ウ 消防機関同士の相互応援体制が円滑に行われるよう、風水害対策編第２章第５節「広域相互応援

計画」に定めるとおり、緊急消防援助隊の出動を想定した人命救助活動の支援体制の整備を行う。

（危機管理部） 

 

２ 救急救助用の資機材の整備、医療資機材の備蓄 

(1) 基本方針 

県、市、医療機関等の救助、救急関係機関は、各種活動を迅速、的確に実施するため、必要な資機

材の整備に努める。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 空港管理者は空港内の事故に備えるため、消防車両、救難機材等の整備を行うとともに、消

防主管部局は消防防災ヘリコプターによる救助、救急活動に必要な資機材の整備を行う。（危

機管理部、企画振興部） 

(ｲ) 空港管理者は、空港内の事故で負傷者が多数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医

療資機材等の備蓄に努める。（企画振興部） 

(ｳ) 空港内の事故に備えるため、空港管理者は医療機関、消防との連絡体制の整備を図るととも

に、医療機関は相互の連絡・連携体制について計画を策定するよう努める。（企画振興部、健

康福祉部） 

イ【市が実施する計画】 

市は、救助工作車、救急車、照明車等の車両、その他応急措置の実施に必要な救急救助用資機材

の整備に努めるものとする。 

 

３ 関係者への的確な情報伝達活動 

(1) 基本方針 

空港管理者及び航空運送事業者は、航空事故に関する情報を常に伝達できるよう体制の整備を行う。 

(2) 実施計画 

【県が実施する計画】 

ア 空港管理者は空港内での事故に関する情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設、設備の整

備を電気通信事業者等との連携を図りながら整備する。（企画振興部） 

イ 空港管理者は空港内での事故について家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらか

じめ航空運送事業者と連携をとりながら計画をしておく。（企画振興部） 

ウ 空港外の事故については、風水害対策編第２章第23節「災害広報計画」に準じて体制を整備する。

（危機管理部） 
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第２章 災害応急対策計画 
 

基本方針 

航空機の墜落等の大規模な事故により多数の死傷者が発生した場合に迅速かつ的確に捜索、救助、消火等

の応急対策を行い、被害を最小限に止めることを目的とする。 

 

第１節 情報の収集・連絡・通信の確保 

 

第１ 基本方針 

県・市及び航空運送事業者等は、事故発生の情報及び被害の状況について情報を得た場合は速やかに

情報の収集、関係機関への連絡にあたるものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 県は国土交通省から得た情報を、関係市町村等へ連絡する。 

２ 県及び市町村は、航空機や無人航空機、画像情報による情報収集を行うとともに、被害規模に関する

概括的情報を関係機関へ報告する。 

３ 県及び市は、応急対策の活動状況を相互に連絡し合うとともに、国土交通省等非常災害対策本部との

情報交換に努める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 関係市町村等への連絡等 

(1) 基本方針 

県は国土交通省等から得た災害発生情報について市町村等に速やかに連絡し、情報収集体制の確立

を早期に行う。 

(2) 実施計画 

ア【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 松本空港の離着陸機の事故を覚知した場合及び長野県内の航空機の災害発生情報を得た場合

は速やかに県への連絡を行うものとする。（東京航空局） 

(ｲ) 松本空港及びその周辺における航空機災害発生情報を得た時は、必要に応じ松本空港におけ

る気象状況の臨時観測を行い、関係機関に伝達を行うものとする。（東京航空地方気象台松本

航空気象観測所） 

イ【県が実施する対策】 

(ｱ) 空港内の事故について「松本空港消火救難対策実施要領」の定める緊急時通報により速やか

に現地関係機関に出動の要請を行う等体制を整える。（危機管理部、企画振興部、警察本部） 

(ｲ) 災害発生情報について、速やかに関係消防本部に連絡するとともに、地域振興局を通じ市へ

連絡を行う。（危機管理部） 
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２ 情報の収集及び報告 

(1) 基本方針 

県及び市は、航空機や無人航空機、画像により情報を収集した場合や、住民から災害発生直後の１

次情報を得た場合は直ちに関係機関へ報告を行う。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

(ｱ) 空港内の事故について「松本空港消火救難対策実施要領」の定める緊急時通報系統の定めると

ころにより収集した情報を速やかに集約し、関係する国の機関（国土交通省、関係省庁）へ報告

を行う。（危機管理部、企画振興部、警察本部） 

(ｲ) 航空機事故等の災害発生の情報を得た場合は、必要に応じてヘリコプターによる情報収集を行

う。（危機管理部、警察本部） 

(ｳ) 地域振興局は市町村を通じて得た災害発生直後の１次情報を速やかに、危機管理防災課へ報告

する。 

イ【市が実施する対策】 

市は、人的被害の状況を収集するとともに、被害規模に関する概括的な情報を含め、把握できた

範囲から直ちに地域振興局へ連絡するものとする。 

 

３ 応急活動対策の情報収集 

(1) 基本方針 

県及び市は、応急対策の実施状況について相互に情報交換を行うとともに、広域応援体制の必要性

について随時国土交通省または非常災害対策本部に対して連絡を行う。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

県は指定行政機関を通じ、国土交通省又は非常災害対策本部が設置された場合は本部に対して随

時応急対策の活動状況、対策本部の設置状況を連絡するとともに、非常災害対策本部等から得た情

報を、市町村等へ提供する。（危機管理部、企画振興部、警察本部） 

イ【市が実施する対策】 

市は応急対策の活動状況、対策本部の設置状況、応援の必要性を県に連絡するものとする。 

 

 

第２節 活動体制の確立 

 

第１ 基本方針 

地方公共団体、関係機関等は災害発生後、速やかに活動体制の確立を図るため、必要な措置をとるも

のとする。 
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第２ 主な活動 

１ 職員の非常参集、情報収集連絡体制等を確立し、必要に応じて災害対策本部を設置する。 

２ 被害等の規模によっては、必要に応じて広域応援の要請を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立、災害対策本部の設置 

(1) 基本方針 

発災を覚知した場合は、速やかに関係職員を参集するとともに、情報収集連絡体制の確立のために

必要な措置をとる。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

風水害対策編第３章第３節「非常参集職員の活動」に定めるところにより、関係職員は早期参集

を行うとともに、想定される災害の規模を勘案し、必要に応じて、災害対策本部を設置する。（危

機管理部） 

イ【市が実施する対策】 

市の定める非常参集計画に基づき早期参集を行うとともに、想定される災害規模により必要に応

じて災害対策本部を設置するものとする。 

 

２ 広域応援体制への早期対応 

(1) 基本方針 

被害規模により、広域応援体制をとる必要があることから、あらかじめ締結された広域応援協定に

基づき速やかに受援体制を整える。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する対策】 

県及び市は、災害の規模等により、被災地方公共団体の活動のみでは、充分な応急活動が行えな

い場合は、風水害対策編第３章第４節「広域相互応援活動」において定めるところにより、応援要

請を行うとともに、応援を受け入れるための受援体制を早急に整えるものとする。 

 

 

第３節捜索、救助・救急及び消火活動 

 

第１ 基本方針 

事故による災害が発生した場合には、関係機関は速やかに相互に連携して捜索、消火、救助、医療活

動を実施する。 

 

第２ 主な取組み 
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１ 航空機の遭難等の情報を得た場合は、ヘリコプター等多様な手段を活用した捜索活動を実施する。 

２ 空港管理者等は、航空災害が発生した場合は消防機関と連携した消火活動を実施するとともに必要に

応じて、関係機関への応援要請を行う。 

３ 関係機関等の協力を得て医療活動を実施する。 

４ 緊急通行車両の通行を確保するため、交通規制を適切に実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 関係機関による、ヘリコプター等多様な手段を活用した捜索活動の実施 

(1) 基本方針 

東京救難調整本部から、航空機の遭難情報を得た場合は速やかに、ヘリコプター等を活用した捜索

活動を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

東京救難調整本部から航空機の遭難情報を得た場合は、関係省庁との情報交換を密にして、関係

消防機関への捜索、市町村へ情報の収集を指示するとともに、必要に応じてヘリコプター等による

捜索活動を実施する。（危機管理部、警察本部、企画振興部） 

イ【市が実施する対策】 

県から災害の発生情報を得た場合は、消防機関においては速やかに非常備消防団と連携した捜索

活動に着手し、得た情報は、県へ連絡するものとする。 

 

２ 消火、救助活動の実施 

(1) 基本方針 

災害の発生箇所が確認された場合は、速やかに被害状況の把握を行うとともに、あらかじめ定めら

れた救助計画等により、消火、救助・救急活動を行い、必要に応じて広域応援体制をとる。 

(2) 実施計画 

【県が実施する対策】 

ア 空港内で発災した場合は、「松本空港消火救難対策実施要領」に基づき、空港管理者は速やかに

各班長に必要な指示を行うとともに消防、警察、医療機関等の関係機関に状況の報告、出動の要請

を行い、「松本空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定書」に基づき活動を実施する

ものとする。（企画振興部） 

イ 空港外で発災した場合は、風水害対策編第３章第７節「救助・救急・医療活動」及び第８節「消

防・水防活動」に定めるところにより救助・救急活動及び消火活動を実施する。 

ウ 災害の規模等により、広域応援の実施が必要と認められる場合は、前述したとおり、風水害対策

編第３章第４節「広域相互応援活動」に定めるところにより要請を行うものとし、必要に応じて第

６節「自衛隊の災害派遣」に定めるところにより要請する。（危機管理部） 

 

３ 医療活動の実施 

(1) 基本方針 

多数の負傷者への応急処置や救急搬送に対応するため、地域医師会や日本赤十字社長野県支部、自
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衛隊等の関係機関の協力を得て、迅速かつ的確な医療救護活動を実施する。 

(2) 実施計画 

【県が実施する対策】 

ア 空港管理者は空港内の事故について「松本空港医療救護活動に関する協定書」に基づき活動する。

（企画振興部） 

イ 自衛隊や日本赤十字社の協力が必要な場合は、所要の要請を行うとともに不足が見込まれる医薬

品がある場合は調達に必要な措置をとる。（危機管理部、健康福祉部） 

ウ 空港外で発生した事故の場合には、風水害対策編第３章第７節「救助・救急・医療活動」に定め

るところにより、医療活動を実施する。 

 

４ 緊急車両の通行確保と交通規制の実施 

(1) 基本方針 

被害状況に応じて、緊急車両の優先通行を図るため、必要な交通規制を実施する。 

(2) 実施計画 

【県が実施する対策】 

緊急車両の通行を確保するため、一般車両の通行禁止や応援車両の交通誘導を実施する。また、緊

急車両が特定の道路に集中し、渋滞等が発生しないように、必要に応じて、ヘリコプター等により、

上空からの規制を実施する。（警察本部） 

 

 

 

第４節 関係者等への情報伝達活動 

 

第１ 基本方針 

被災家族等からの問い合わせに的確に対応できるように、必要な人員の配置等により対応する。 

 

第２ 主な活動 

１ 被災家族等に対する的確な情報伝達活動を実施する。 

２ 一般住民に対する的確な情報伝達活動を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災家族への情報伝達活動 

(1) 基本方針 

被災家族等のニーズを十分把握し、災害の状況、安否状況、医療機関などの情報をきめ細かに正確

に提供する。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

(ｱ) 県及び航空運送事業者は相互に連絡をとりあいながら、航空災害の状況、安否情報、収容医



 航空災害対策編 第２章 災害予防計画 

A-2-6 

療機関の状況を逐一把握し、家族等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。こ

のために、必要な人員を配置し、放送事業者、通信社、新聞、インターネットポータル会社等

の協力を得ながら随時情報の更新を行う。 

(ｲ) 空港外で発生した事故については、風水害対策編第３章第28節「災害広報活動」に定めると

ころにより、被災者の家族等に対する広報活動を実施する。 

イ【関係機関が実施する対策】 

航空運送事業者は搭乗者名簿の提供等を速やかに行い、積極的に情報を提供するものとする。 

 

２ 一般住民への情報伝達活動 

(1) 基本方針 

地域住民はもとより、交通機関を利用する一般住民にも随時情報の提供を行う。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

(ｱ) 県及び航空運送事業者は相互に連絡をとりあいながら、航空災害の状況、安否情報、収容医

療機関の状況を逐一把握し、家族等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。こ

のために、必要な人員を配置し、放送事業者、通信社、新聞、インターネットポータル会社等

の協力を得ながら随時情報の更新を行う。 

(ｲ) 空港外で発生した事故については、風水害対策編第３章第28節「災害広報活動」に定めると

ころにより、住民等に対する広報活動を実施する。 

イ【関係機関が実施する対策】 

航空運送事業者は航空機の運航等交通機関利用者、一般住民の必要な情報の提供を行うものとする。 

 

 

 

航空災害における連絡体制 

(1) 航空事故情報等の連絡 
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(2) 航空機事故発生直後の第１次情報等の収集・連絡 

 

 

(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

 

 

(4) 応急対策活動情報の連絡 

 
※この図は、長野県地域防災計画による連絡体制だけでなく、防災基本計画に定められた、 
国の機関や市町村との連絡体制まで含めた体制の概要を示したものである。 
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道路災害対策編 

第１章 災害予防計画 
 

基本方針 

自然災害や道路事故等では、多数の死傷者の発生、道路の寸断といった災害が生じることから、道路交通

の安全を確保し、道路利用者及び住民の生命身体を保護するため、道路災害予防活動の円滑な推進を図る。  

 

第１節 道路交通の安全のための情報の充実 

 

第１ 基本方針 

自然災害・事故等で生じる道路（橋梁等を含む）の機能障害を最小限に抑えるよう、各関係機関にお

いて情報交換を図る等、平常時より連携を強化しておく。 

 

第２ 主な取組み 

関係各機関の情報連絡体制、連携を強化し、気象警報・注意報等の的確な発表、伝達の実施に努める。  

 

第３ 計画の内容 

１ 気象警報・注意報等の的確な発表、伝達等 

(1) 基本方針 

道路利用者に対する気象警報・注意報等の周知不足が大災害に発展した場合も多く、情報収集とと

もに、道路利用者に情報を周知することが求められる。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 道路管理者は、気象庁による気象、地象、水象に関する情報を有効に活用するために、平常時

から長野地方気象台、県警等関係機関との連携を強化しておく。また、道路利用者に気象警報・

注意報等を迅速に提供するための体制の整備を図る。（建設部、道路公社） 

(ｲ) 道路管理者及び警察本部は、道路交通の安全確保のための情報収集、連絡体制及び情報伝達体

制の整備を図る。（建設部、警察本部、道路公社） 

イ【関係機関が実施する計画】 

気象業務法に基づく気象警報・注意報並びに情報を各関係機関へ速やかに伝達するものとする。

（長野地方気象台） 



 道路災害対策編 第１章 災害予防計画 

D-1-2 

第２節道路（橋梁等を含む）の整備 

 

第１ 基本方針 

自然災害・事故等で生じる道路（橋梁等を含む）の機能障害を最小限に抑えるよう安全に配慮した道

路（橋梁等を含む）整備を行う。また、気象条件により自然災害・事故等の発生のおそれがあるときは、

未然にこれを防ぐ施設を整備する。 

 

第２ 主な取組み 

道路（橋梁等を含む）の自然災害・事故等に対する安全性を確保するため、危険箇所の点検を実施し、

道路（橋梁等を含む）の整備を図る。  

 

第３ 計画の内容 

１ 道路（橋梁等を含む）の自然災害・事故等に対する安全性の確保 

(1) 基本方針 

自然災害・事故が発生した場合、道路（橋梁等を含む）は、落石、法面崩壊、道路への土砂流出、

道路決壊、橋梁等重要構造物の破損、電柱等の倒壊、事故車両等によって交通不能あるいは交通困難

な状態になる場合も予想される。この対策として各道路管理者並びに警察等関係機関は、道路（橋梁

等を含む）について自然災害・事故等に対する対策の強化を図る必要がある。 

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 自然災害・事故が予測される危険箇所の点検実施に努め、緊急度の高い箇所から順次整備する。

（林務部、農政部、建設部、道路公社） 

(ｲ) 橋梁点検に基づき緊急度の高い橋梁から耐震性の強化を順次整備する。（建設部、道路公社）  

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 市は、それぞれの施設整備計画により災害に対する安全性に配慮し、整備を行うものとする。 

(ｲ) 自然災害・事故等が発生した場合に救助工作車等の大型車が通行可能なよう、道路の拡幅等

整備を図るものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 自然災害・事故等が予測される危険個所等について現場点検の実施に努め、緊急度の高い箇

所から逐次必要な対策を実施するものとする。（地方整備局、東日本高速道路㈱・中日本高速

道路㈱） 

(ｲ) 災害応急復旧用各種車両、資機材等の備蓄、拡充に努めるものとする。（地方整備局、東日

本高速道路㈱・中日本高速道路㈱） 
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第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

第１ 基本方針 

自然災害・事故等が発生した場合に備えて、平常時から情報の収集・連絡体制、災害応急体制の整備

を図る。  

 

第２ 主な取組み 

１ 関係各機関において緊急に必要となる相互支援について、連携の強化等、災害応急体制を整備する。 

２ 関係者への的確な情報伝達活動を行う。  

 

第３ 計画の内容 

１ 災害応急体制の整備 

(1) 基本方針 

自然災害・事故等により、道路（橋梁等を含む）が被災した場合、速やかに応急復旧活動を行い、

交通の確保を図る必要があるが、各機関単独では対応が遅れる恐れがある。この対策として被災後の

応急復旧及び復旧活動に関し、各関係機関において緊急時の相互応援が必要な場合に備えて、平常時

から連携を強化しておく必要がある。 

また、医療機関の患者受入状況及び活動体制について、消防を含めた関係機関が把握できる体制を

整えるとともに、日頃から関係機関の連係を密にし、災害時の医療情報が速やかに入手できるよう努

める必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 現在、関東知事会・中部圏知事会における協定及び中央日本四県との協定を締結しており、

訓練の実施等平常時から連携強化に努める。（危機管理部） 

(ｲ) 自然災害・事故等発生時に速やかに交通規制、交通誘導等ができるよう、訓練等を通じて普

段から災害応急体制の整備を図る。（警察本部） 

(ｳ) 各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協定を締結し平常時から連携を強化しておく。

（全機関） 

(ｴ) 応急復旧に関して、建設業協会等と事前に災害時における応急対策業務に関する協定を締結

し、交通の確保を図る。（建設部、道路公社、警察本部） 

(ｵ) 地域医療センターを中心に、被害者の受入状況、医療スタッフの状況等、迅速な情報交換と

効率的な被害者の移送を確保するための整備を図る。また、県立病院間での支援協力を行うた

め、連絡体制を整備する。（健康福祉部） 

(ｶ) 被災が広範囲にわたり、他都道府県からの救護班等の応援が必要になった場合を想定し、他

都道府県との広域相互応援体制に関する整備を行う。（危機管理部、健康福祉部） 

イ【市が実施する計画】  

市は、それぞれの地域防災計画等の定めるところにより関係機関との協力体制を整備するととも

に、傷病者の移送についても医療機関の連携がとれるよう関係機関を交え、調整を行うものとする。 
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ウ【関係機関が実施する計画】  

(ｱ) 各関係機関は、それぞれの防災業務計画等の定めるところにより協力体制を整備するととも

に、県、市の協定等に協力するものとする。（全機関） 

(ｲ) 自然災害・事故等の発生時において、資機材の調達及び応急復旧が緊急に必要となる場合に

備え、事前に必要な措置をとっておくものとする。（地方整備局） 

(ｳ) 医療機関は、あらかじめ近隣の医療機関との協力体制の整備を図るものとする。（医療機関）  

(ｴ) (一社)長野県医師会は、他の都道府県の医師会との応援体制の整備を図るものとする。 

（医師会） 

 

２ 関係者への的確な情報伝達体制の整備 

(1) 基本方針 

道路管理者は、道路事故に関する情報を常に伝達できるよう体制の整備を行う。 

(2) 実施計画 

道路管理者は、道路事故に関する情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設、設備の整備を、

放送事業者等との連携を図りながら整備するものとする。 
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第２章 災害応急対策計画 

 

基本方針  

自然災害・事故等が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、救急・救助活動を行う。また、必要に応

じ迂回道路の選定、交通規制等の災害応急対策をとり、被害を最小限に食い止めるとともに、応急復旧工事

を行う。被害が甚大な場合は、必要に応じて相互に支援を行うことにより処理する。  

 

第１節 発災直後の情報の収集･提供･連絡及び通信の確保 

 

第１ 基本方針 

自然災害・事故等が発生した場合、迅速に被害状況等を把握しその後の救急・救助活動や応急対策に

資するようにする。  

 

第２ 主な活動 

情報不足による混乱の発生及び被害の拡大を防止するため、災害情報の収集・提供・連絡活動を実施

する。  

 

第３ 活動の内容  

１ 災害情報の収集・提供・連絡活動の実施 

(1) 基本方針 

災害発生時に迅速な情報を収集することは、災害応急対策を実施する上で重要である。このため、

迅速な情報の収集・提供・連絡活動を実施する。また、被害拡大の防止等を図るため、道路利用者へ

の情報提供に努める。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

(ｱ) 道路（橋梁等を含む）の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、パトロール等を実施す

るとともに、道路情報モニター等からの情報収集を行う。また異常が発見され、災害が発生する

おそれがある場合に、道路利用者にその情報を迅速に提供するための体制の整備を図る。 （建設

部、道路公社、警察本部） 

(ｲ) 収集した情報に基づき、交通規制の実施、迂回路の選定及び情報の提供を行う。（建設部、道

路公社、警察本部） 

イ【市が実施する対策】 

パトロール等の結果や通報、市町村防災行政無線等により入手した情報を、県防災行政無線等を活

用して、速やかに県、関係各機関へ通報するものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 道路の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、道路管理者は速やかにパトロールを実施す

るとともに、道路情報モニター等からの情報収集に努めるものとする。（地方整備局、東日本高速
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道路㈱・中日本高速道路㈱） 

(ｲ) 道路管理者はパトロール等の結果、災害の発生又はその恐れがある場合、速やかに県、市、関係

各機関へ通報するものとする。また、市や県、他の機関等から入手した応報を道路復旧に活用する

などお互いに協力するものとする。（地方整備局、東日本高速道路㈱・中日本高速道路㈱） 

 

 

第２節救急・救助・消火活動 

 

第１ 基本方針 

道路災害が発生した場合には、負傷者の救急・救助活動を迅速かつ円滑に実施するため、各関係機関

が協力体制を確立する。 

 

第２ 主な活動  

県・市及び関係各機関は、道路事故発生に際して互いに連携し、迅速な救急・救助活動に努める。  

 

第３ 活動の内容  

１ 救急・救助活動 

(1) 基本方針 

道路災害発生時においては、何をおいても人命を第一とし、迅速な救急・救助活動に努める。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する対策】 

「風水害対策編」第３章「災害応急対策計画」第７節「救助・救急・医療活動」及び第８節「消防・

水防活動」に定めるとおり救助・救急・消火活動を実施するものとする。 

イ【道路管理者が実施する対策】 

事故発生直後における負傷者の救急・救助活動を行うよう努めるとともに、各関係機関の行う救

急・救助活動に可能な限り協力するものとする。 

 

 

第３節 災害応急対策の実施 

 

第１ 基本方針 

各機関は、自然災害・事故等が発生した場合は、災害応急対策を円滑かつ強力に推進するため、法令

及び防災計画並びに当該機関の防災に関する計画の定めるところによってその活動体制に万全を期する

ものとする。また、必要に応じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、速やかに道路利

用者に周知せしめる。 

  

第２ 主な活動 
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１ 道路管理者、指定行政機関、地方公共団体、公共機関等それぞれが、路上障害物除去、緊急輸送路確

保等の応急活動を実施する。また、被害の拡大を防ぎ緊急交通路を確保するため、交通規制、迂回道路

の設定等の措置をとるとともに、被害の拡大等を防ぐため、道路利用者等に情報を提供する。 

２ 関係機関の間で整備した業務協定等に基づく応急活動を実施する。 

 

第３ 活動の内容  

１ 道路管理者、指定行政機関、地方公共団体、公共機関等の応急活動の実施 

(1) 基本方針 

自然災害・事故等が発生した場合には、速やかに道路障害物除去等の応急活動を実施し、被害を最

小限度にとどめるとともに、二次災害を防ぐために交通規制等を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

(ｱ) パトロール等の点検結果や、発見者の通報等をもとに、速やかに路上の障害物の除去等の応

急活動を実施するとともに、二次災害を防ぐための交通規制、迂回路の設定等の応急活動を実

施する。災害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報について、道路情報板、路側放

送等により、迅速かつ的確に道路利用者に対して情報提供を行う。（建設部、警察本部、道路

公社） 

(ｲ) 迅速に立入禁止区域を設定するとともに通行者、通行車両等に対する交通規制及び避難誘導

を的確に行う。また、二次災害の防止及び緊急交通路を確保する必要があると認める場合は、

災害対策基本法第76条の規定に基づき、被災地域の範囲を区域とし、あるいは通行可能な緊急

規制対象道路の区間を緊急交通路として指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止または

制限する。（警察本部） 

イ【市が実施する対策】 

行政区域内の道路（橋梁等を含む）の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を

図りながら交通規制、応急復旧を行い、交通の確保に努めるものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) パトロール等の点検結果や道路情報モニター等からの情報をもとに、必要に応じて迂回道路

の選定を行い、交通規制等が必要な箇所は関係機関と調整を図り、必要な措置をとるものとす

る。（地方整備局、東日本高速道路㈱・中日本高速道路㈱） 

(ｲ) 災害発生箇所、内容、通行規制状況等の情報について、道路情報板、路側放送等により、迅

速かつ的確に道路利用者に対して関係機関の一元化した情報提供を行うものとする。（地方整

備局、東日本高速道路㈱・中日本高速道路㈱） 

２ 関係機関の協力体制の確立 

(1) 基本方針 

関係各機関が協力して活動することは、災害応急対策を実施するうえで有効である。このため各機

関が相互に情報を共有し、協力して災害応急対策活動を実施する体制を確立する。 
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(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

パトロール等の点検結果や通報等の情報を、速やかに防災行政無線等を利用して市、関係各機関

へ通報する。また、入手した情報をもとに、お互いに必要な人員資材を融通し合うことにより、効

率的な人員資材の運用に努める。（危機管理部、建設部、警察本部、道路公社） 

イ【市が実施する対策】 

必要物資等について速やかに県に要請するなど、県と連絡を密にし、協力して効率的な人員資材

の運用に努めるものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】  

パトロール等による点検の結果や通報等の情報を、速やかに県、市、関係各機関へ通報する。また、

市や県、他の関係機関等から入手した情報を道路復旧に活用するなどお互いに協力して、より効率的

な人員資材の運用に努めるものとする。（地方整備局、東日本高速道路㈱・中日本高速道路㈱） 

 

 

第４節 関係者への情報伝達活動 

 

第１ 基本方針 

被災家族等からの問い合わせに的確に対応できるように、必要な人員の配置等により対応する。  

 

第２ 主な活動 

被災家族等に対する的確な情報伝達活動を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

被災家族等に対する的確な情報伝達活動 

１ 基本方針 

被災家族等のニーズを十分把握し、災害の状況、安否状況、医療機関などの情報をきめ細かに正確に

提供する。 

２ 実施計画 

ア【県、市、関係機関が実施する対策】 

道路事故災害の状況、安否状況、医療機関などの状況を把握し、家族等に役立つ正確かつきめ細かな

情報を適切に提供する。このために、必要な人員を配置し、放送事業者、通信社、新聞、インターネッ

トポータル会社等の協力を得ながら随時情報の更新を行うものとする。 
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第５節 道路（橋梁等を含む）の応急復旧活動 

 

第１ 基本方針 

道路管理者は、迅速かつ的確に道路（橋梁等を含む）の応急復旧を行い、早期に道路交通の確保に努

めるものとする。 

 

第２ 主な活動 

道路交通の早期回復のため、道路（橋梁等を含む）の応急復旧工事、交通安全施設等の応急復旧活動

を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

迅速な道路（橋梁等を含む）の応急復旧工事、交通安全施設等の応急復旧活動 

１ 基本方針 

道路管理者は、被害の状況、本復旧までの工期施工量等を勘案し、迅速かつ的確な道路（橋梁等を含

む）の応急復旧を図るものとする。 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】 

ア パトロール等の点検結果等をもとに、速やかに被災道路の応急復旧工事を行う。応急復旧対策の

工法は、被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等考慮して適切な方法を選択する。

応急対策業務に関して、必要に応じて災害時における応急対策業務に関する協定等に基づき、建設

業者団体等に協力を要請する。（建設部、道路公社） 

イ 信号機の倒壊等が発生した場合、信号機施工業者との連携による緊急補修を行うとともに、滅灯

信号機については可搬式発動発電機により速やかな電源確保を行う。また、道路標識の倒壊、損壊

については、重要な標識から優先して、補修や移動式標識の設置による応急対策を実施する。（警

察本部） 

(2)【市が実施する対策】 

パトロール等の点検結果等をもとに、被災道路の応急復旧工事を行う。応急復旧対策の工法は、被

害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮して適切な方法を選択するものとする。 

(3)【関係機関が実施する対策】 

ア パトロール等の点検結果等をもとに、被災道路の応急復旧工事を行う。応急復旧対策の工法は、

被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮して適切な方法を選択するものとす

る。（地方整備局、東日本高速道路㈱・中日本高速道路㈱） 

イ 県からの「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づく要請に対して、公共施設の応急

復旧工事等の活動を実施するものとする。（建設業者団体等）  
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道路災害における連絡体制 

 

(1) 道路災害等事故情報の連絡 

 

   

 

(2) 道路事故発生直後の第１次情報等の収集・連絡 
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(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

   

 

(4) 応急対策活動情報の連絡 

   

※ この図は、長野県地域防災計画による連絡体制だけでなく、防災基本計画に定められた、 
国の機関や市町村等との連絡体制まで含めた体制の概要を図示したものである。 
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鉄道災害対策編 
 

本編において災害とは、災害対策基本法及び同法施行令の規定に基づく、大規模な事故を要因とする被害

の発生をいい、具体的には、鉄道における列車の衝突等に起因する多数の死傷者等の発生といった、大規模

な鉄道事故による被害をいう。 

 

第１章 災害予防計画 

基本方針 

大規模な鉄道事故に備えて、鉄道及び車両等の安全を確保し、利用者及び住民等の生命及び身体を保護す

るため、予防活動の円滑な推進を図る。 

 

 

第１節 鉄道交通の安全のための情報の充実 

第１ 基本方針 

踏切道における自動車との衝突、置石等による列車脱線等の外部要因による事故を防止するため、踏

切道の安全通行や鉄道事故防止に関する知識を広く一般に普及する必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

県及び鉄道事業者等は鉄道事故防止のための知識の普及に努める。 

 

第３ 計画の内容 

事故防止のための知識の普及 

１ 基本方針 

外部要因による事故を防止するため、鉄道事故防止等に関する知識を広く一般に普及する必要がある。  

２ 実施計画 

【県及び鉄道事業者が実施する計画】（警察本部、鉄道会社） 

全国交通安全運動等の機会を捉えて、ポスターの掲示、チラシ類の配布等の広報・啓発活動を行うよ

う努めるものとする。 

 

 

第２節 鉄道施設・設備の整備・充実等 

 

第１ 基本方針 

大規模鉄道事故の防止のためには、軌道・踏切等の施設や安全のための設備の整備・充実を図るとと

もに、鉄道施設周辺の安全を確保する必要がある。また、被害がさらに拡大することを防止するため、
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あらかじめ適切な措置をとる必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 県、市、道路管理者及び鉄道事業者は、踏切道の改良のため必要な対策を講じる。 

２ 鉄道事業者は、鉄道施設の保守を適切に実施するとともに、運転保安設備等の整備・充実に努めるほ

か、鉄道事故による被害の拡大を防止するため、あらかじめ必要な対策を講じる。 

３ 県、市及び道路管理者は、鉄道施設周辺の安全を確保するために必要な対策を講じる。 

４ 県及び市は、鉄道事故による住民生活への支障等を防止するために必要な措置をとる。 

 

第３ 計画の内容 

１ 踏切道の保守・改良 

(1) 基本方針 

鉄道事故を防止するため、踏切道の保守・改良等に万全を期す必要がある。 

(2) 実施計画 

【県、市、道路管理者及び鉄道事業者が実施する計画】 

踏切道の改良のため、以下の対策の実施に努めるものとする。 

ア 踏切道の立体交差化 

イ 踏切道の構造の改良 

ウ 踏切保安設備の整備 

 

２ 施設・設備の整備 

(1) 基本方針 

鉄道事故を防止するため、軌道及び列車防護施設・保安設備等の点検・整備等に万全を期す必要が

ある。 

(2) 実施計画 

ア【鉄道事業者が実施する計画】 

事故を防止するとともに、事故の発生に際し、迅速かつ円滑な措置をとることができるよう、以下

の対策を行うものとする。 

(ｱ) 線路・路盤等の施設の適切な保守 

(ｲ) 線路防護施設の整備の推進 

(ｳ) 列車集中制御装置（CTC）の整備、自動列車停止装置（ATS）の高機能化等の運転保安設備の整

備・充実 

(ｴ) 諸施設の新設及び改良 

(ｵ) 列車防護用具、災害用資材及び非常用器材等の整備 

(ｶ) 救援車・作業車等の整備 

(ｷ) 建築限界の確認 

(ｸ) 保安設備の点検・整備 

イ【東日本旅客鉄道㈱が実施する計画】 

復旧機材の保管場所及び主要部品をあらかじめ定めておくものとする。 
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ウ【東海旅客鉄道㈱が実施する計画】 

非常用具及び応急工事用具、材料は、年２回以上の点検を行い、整備しておくとともに、これを使

用したときは、その都度点検しておくものとする。また、これらの保管箇所及び数量を関係社員に周

知しておくものとする。 

エ【しなの鉄道㈱が実施する計画】 

防災業務計画の実施計画において、災害等の防止に関し重要と認める施設、火気使用施設及び危険

物貯蔵施設等の点検・巡視について定めるものとする。 

 

３ 鉄道施設周辺の安全の確保 

(1) 基本方針 

鉄道事故を防止するため、鉄道施設周辺の安全を確保するための適切な措置をとる必要がある。 

(2) 実施計画  

ア【県及び市が実施する計画】 

大規模事故に対する鉄道施設の安全を確保するため、鉄道施設周辺における危険個所の把握、防

災工事の実施等の土砂災害対策を講じるものとする。 

イ【鉄道事業者が実施する計画】 

鉄道事業者は、植物等が鉄道施設に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合等には、所要の手

続きを行った上で、伐採等を行うなど、鉄道の輸送の安全確保に努めるものとする。 

 

４ 被害の拡大を防止するための事前の措置 

(1) 基本方針 

大規模事故が発生した際に、さらなる被害の拡大を防ぐために、あらかじめ適切な措置をとってお

く必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する計画】 

主要な鉄道施設の被災による、広域的な経済活動への支障及び住民生活への支障並びに地域の孤

立化を防止するため、主要な交通網が集中している地域について土砂災害対策等を重点的に実施す

るものとする。 

イ【鉄道事業者が実施する計画】 

(ｱ) 鉄道事業者及び関係機関等の所有する応急用建設機材の配置状況及び数量等を把握するとと

もに、事故発生時においてこれらを緊急に使用できるよう、その方法等を定めるよう努めるも

のとする。 

(ｲ) 事故等の発生により、走行する列車の運行に支障が生ずるおそれのあるときには、鉄道施設

及びその周辺の監視強化を行い、輸送の安全確保に努めるものとする。 

ウ【北陸信越運輸局が実施する計画】 

(ｱ) 鉄道事業者に対し、事故災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講ずることができるよ

う、また、自然災害又は列車の脱線その他の鉄道事故による線路又は建築限界の支障によって

被害がさらに拡大することを防止するため、異常時における列車防護その他の手段による関係

列車の停止手配の確実な実施及び防護無線その他の列車防護用具の整備に努めるとともに、建
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築限界の確保や保安設備の点検等の運行管理体制の充実に努めるよう指導する。 

(ｲ) 鉄道事業者に対し、土砂災害等からの鉄道の保全を図るため、トンネル、雪覆、落石覆その

他の災害等防止設備等の点検及び除雪体制の整備等、積雪等に対する防災体制の確認を行うよ

う努めるとともに、災害により列車の運転に支障が生ずるおそれのあるときには、当該線路の

監視等に努めるよう指導する。 

(ｳ) 鉄道事業者に対し、大型の台風が接近・上陸する場合など、気象状況により列車の運転に支

障が生ずるおそれが予測されるときは、一層気象状況に注意するとともに、必要により計画的

に列車の運転を休止するなど、安全の確保に努めるよう指導する。また、利用者への情報提供

のあり方については、①利用者等への情報提供の内容・タイミング・方法、②計画運休の際の

振替輸送のあり方、③地方自治体への情報提供の仕方など、鉄道事業者等と行った検討結果を

踏まえ、国土交通省において作成したモデルケースを参考に各鉄道事業者において情報提供タ

イムラインをあらかじめ作成しておくよう指導する。 

 

 

第３節 鉄道車両の安全性の確保 

 

第１ 基本方針 

大規模鉄道事故を防止するためには、鉄道車両の安全性をより一層向上させることが重要であり、そ

のため鉄道事業者は、検査体制の充実に努める必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

鉄道事業者は、検査体制を充実させるため、検査精度の向上及び検査データの科学的分析等に努める。 

 

第３ 計画の内容 

検査体制の充実 

１ 基本方針 

鉄道車両の安全性をより一層向上させるため、検査体制の充実に努める必要がある。  

 

２ 実施計画 

(1)【鉄道事業者が実施する計画】（鉄道会社） 

ア 新技術を取り入れた検査機器の導入を進めることにより、検査精度の向上を図るものとする。 

イ 車両の故障データ及び検査データを科学的に分析し、その結果を車両の保守管理内容に反映させ

るよう努めるものとする。 

(2)【北陸信越運輸局が実施する計画】 

鉄道車両の検査については、IT 技術等の新技術を取り入れた検査機器の導入を促進して検査精度の

向上を図るとともに、新技術の導入に対応して研修担当者の教育訓練内容の充実を図る。また、車両

の故障データ及び検査データを科学的に分析し、保守管理へ反映させることにより車両故障等の予防

を図る。 
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第４節 鉄道交通に携わる人材の育成 

 

第１ 基本方針 

大規模鉄道事故及びそれによる被害の拡大を防止するためには、鉄道の運行に携わる者の資質をより一

層高めることが重要であり、人材の育成に努める必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

鉄道事業者は、乗務員等に対する教育成果の向上を図るとともに、検査担当者等の教育訓練の充実に

努める。 

 

第３ 計画の内容 

人材の育成 

１ 基本方針 鉄道の運行に携わる者の資質をより一層高めるため、人材の育成に努める必要がある。  

２ 実施計画 

(1)【鉄道事業者が実施する計画】 

ア 乗務員及び保安要員に対する教育成果の向上を図るとともに、適性検査の定期的な実施に努める

ものとする。 

イ 車両の安全性をより一層高めるため、検査修繕担当者の教育訓練内容の充実に努めるものとする。 

(2)【東日本旅客鉄道㈱が実施する計画】 

鉄道事故に備え、次の事項について社員に徹底しておくものとする。 

ア 事故の応急措置及び復旧方法 

イ 事故情報の伝達及び旅客誘導方法 

ウ 非常招集の範囲及び方法 

エ 復旧用具の整備 

オ その他必要と認める事項 

(3)【東海旅客鉄道㈱が実施する計画】 

鉄道事故に備え、あらかじめ次の事項についての具体的な応急復旧体制を定め、訓練の実施等によ

り、社員に徹底しておくものとする。 

ア 旅客の救出、救護要請及び医療機関に対する連絡・誘導 

イ 旅客の誘導、連絡及び案内 

ウ 社員の非常招集の範囲及び連絡方法 

エ 事故応急復旧の作業分担 

オ 応急復旧用機器及び材料の整備 

(4)【北陸信越運輸局が実施する計画】 

鉄道事業者に対し、乗務員及び保安要員に対する教育訓練体制と教育内容について、教育成果の向
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上を図るとともに、科学的な適性検査の定期的な実施に努めるよう指導する。 

 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

第１ 基本方針 

大規模鉄道事故の発生に際して、迅速かつ円滑な応急対策を実施し、復旧・復興に備えるために、あ

らかじめ体制等の整備を行う必要がある。事故発生時においては、被害情報や負傷者の受入体制等の情

報を、関係機関が迅速かつ適切に入手することが不可欠であるため、情報伝達ルートの多重化、情報交

換のための収集・連絡体制の明確化等について、事前に連携体制を確立する必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 県、市町村及び鉄道事業者は、迅速・確実な情報収集・連絡体制の整備を図る。 

２ 鉄道事業者は、事故発生時の重要通信の確保及び外部機関との情報連絡手段の確保のため、必要な措

置をとる。 

３ 県、市町村及び鉄道事業者は、応急措置のための救急救助体制、初期消火体制及び旅客避難体制の整

備に努める。 

４ 県、市町村及び医療機関等は、日頃から相互の連携を密にし、応援・協力体制の確立を図る。 

５ 県、市町村、道路管理者及び鉄道事業者は、緊急輸送活動のための体制の整備を図る。 

６ 鉄道事業者は、事故の発生を想定した訓練を実施し、迅速かつ円滑な対応方法の確立に努める。 

７ 鉄道事業者は、事故復旧に備え、人員の応援計画及び復旧資材の調達計画を定める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

(1) 基本方針 

事故発生時の迅速かつ円滑な情報収集・伝達のため、日頃から関係機関相互の連絡を緊密にし、情

報収集・連絡体制をあらかじめ整備しておく必要がある。 

(2) 実施計画 

【県、市町村及び鉄道事業者が実施する計画】 

ア 事故発生時の円滑な応急対策のため、迅速かつ確実な情報収集・伝達が行われるよう、日頃から

相互の連絡を緊密にし、体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

イ 特に、鉄道事故を引き起こすおそれのある浮き石、落石等を発見した場合に、必要に応じて相互

に連絡を取り合うための連絡体制を、事前に確立するものとする。 

 

２ 通信手段の確保等 

(1) 基本方針 

事故発生時の迅速かつ円滑な情報収集・伝達のため、外部機関との情報連絡手段を確保する必要が

ある。 
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(2) 実施計画 

ア【鉄道事業者が実施する計画】 

(ｱ) 事故発生時の重要通信の確保のため、指令電話及び列車無線等の整備に努めるものとする。 

(ｲ) 外部機関との情報連絡手段を確保するため、無線電話又は災害時優先電話の整備に努めるも

のとする。 

イ【北陸信越運輸局が実施する計画】 

(ｱ) 関係省庁、公共機関、地方公共団体とともに、また、鉄道事業者を指導して、それぞれの機

関及び機関相互間において情報の収集・連絡体制の整備を図る。その際、夜間、休日の場合等

においても対応できる体制の整備を図る。 

(ｲ) 鉄道事業者に対し、事故災害時の重要通信の確保のために指令電話、列車無線等並びに外部

機関との災害時の情報連絡手段を確保するための無線設備又は災害時優先電話の整備に努める

よう指導するとともに、関係鉄道事業者に対し、衛星携帯電話や鉄道専用電話等の導入等につ

いて、早期に対応するよう指導する。その際、電気通信事業者の協力を得ることに努めるよう

指導する。 

(ｳ) 非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信

の確保に関する対策の推進を図る。この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、

実効性の確保に留意する。  

(ｴ) 収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の

意見を活用できるよう努める。 

 

３ 救助・救急・消火活動のための体制の整備 

(1) 基本方針 

事故発生時における迅速かつ円滑な救助・救急・消火活動のため、適切な体制を整備し、関係機関

相互の連携を強化する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 消防防災ヘリコプターの導入による航空消防防災体制の確立を図る。 

(ｲ) ドクターヘリによる救急搬送体制の確立を図る。 

(ｳ) 市、消防機関等と連携し、火災予防運動、防災訓練等を通じて、住民等に対して災害発生時

における火気の取扱い、消火器具等の常備及びその取扱方法等、防火思想、知識の普及啓発を

図る。 

イ【市が実施する計画】 

風水害対策編第２章「災害予防計画」第６節「救助・救急・医療計画」及び第７節「消防・水防

活動計画」に定めるとおり体制の整備等に努めるものとする。 

ウ【鉄道事業者が実施する計画】 

(ｱ) 事故発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるとともに、県・市及び消防

機関との連携の強化に努めるものとする。 

(ｲ) 火災による被害の拡大を最小限に留めるため、初期消火のための体制の整備に努めるととも

に、県・市及び消防機関との連携の強化に努めるものとする。 



 鉄道災害対策編 第１章 災害予防計画 

T-1-8 

(ｳ) 事故発生時における混乱を防止し、秩序を維持するために、駅構内及び列車等における、旅

客の誘導等に関する実施要領を定めるよう努めるものとする。 

(ｴ) 鉄道事業者は，所要の手続きを行った上で，隣接地等を復旧作業に必要な資材置場や土石の

捨場等として一時的に使用することなどにより，鉄道の迅速な復旧に努めるものとする。 

 

４ 消防及び医療機関相互の連絡体制の整備 

(1) 基本方針 

医療機関の患者受入状況及び活動体制について、消防を含めた関係機関が把握できる体制を整える

とともに、日頃から関係機関の連携を密にし、事故発生時の医療情報が速やかに入手できるよう努め

る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｱ) 地域災害医療センターを中心に、被害者の受入状況及び医療スタッフの状況等、迅速な情報

交換のため、広域災害救急医療情報システムの利用を推進するとともに効率的な被害者の移送

を確保するための整備を図る。 

(ｲ) 県立病院間での支援協力を行うため、連絡体制を整備する。 

(ｳ) 市事故対策本部等へ警察官の派遣を行うとともに、関係機関との緊密な連絡と、相互の協力

関係の確立を図る。 

(ｴ) 被災が広範囲にわたり、他都道府県からの救護班等の応援が必要になった場合を想定し、他

都道府県との広域相互応援体制に関する整備を行う。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 消防機関・医療機関相互の情報交換が円滑に実施されるよう、あらかじめ具体的な連絡体制を整

備するとともに、傷病者の移送についても医療機関の連携がとれるよう関係機関を交え、調整を行

うものとする。 

(ｲ) 近隣市町村に所在する消防機関・医療機関への協力要請方法について、事前に定めておくものと

する。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 医療機関は、あらかじめ近隣の医療機関との協力体制の整備を図るものとする。 

(ｲ) (一社)長野県医師会は、他の都道府県の医師会との応援体制の整備を図るものとする。 

 

５ 緊急輸送活動のための体制の整備 

(1) 基本方針 

事故発生時の応急活動に必要な人員・資機材等の輸送のため、道路交通管理体制を整備するととも

に、緊急自動車の整備等に努める必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県、市及び道路管理者が実施する計画】 

県、市及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設について、災害時の道路交通管

理体制の整備に努めるものとする。 

イ【鉄道事業者が実施する計画】 
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事故発生時の応急活動のために必要となる人員又は応急資機材等の輸送のための緊急輸送計画

を定めておくとともに、緊急自動車の整備に努めるものとする。 

 

ウ【東海旅客鉄道㈱が実施する計画】 

緊急自動車の配置所所長は、台帳を備えつけ、責任者を指定しておくとともに、年３回以上又は

出動の都度整備を行い、あわせてその機能状況を記録しておくものとする。 

 

６ 防災訓練の実施 

(1) 基本方針 

事故発生時に適切な行動をとることによって、被害を最小限にとどめるためには、具体的な状況を

想定した日頃からの訓練が重要である。 

(2) 実施計画 

【鉄道事業者が実施する計画】 

事故の発生を想定した情報伝達訓練を実施するとともに、県及び市町村の防災訓練に積極的に参

加するよう努めるものとする。 

 

７ 事故復旧への備え 

(1) 基本方針 

事故発生時の復旧作業に備え、あらかじめ計画を定めておく必要がある。 

(2) 実施計画 

【鉄道事業者が実施する計画】 

鉄道事業者は、施設及び車両の迅速かつ円滑な復旧に備え、人員の応援計画及び復旧資材の調達計

画をあらかじめ定めておくものとする。 

 

 

第６節 再発防止対策の実施 

 

第１ 基本方針 

鉄道事故が発生した場合には、類似・同種の事故の再発を防止することが極めて重要であり、そのた

め、徹底的な原因究明により再発防止を図る必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

鉄道事業者は事故の再発防止のため、その原因を究明し、究明した成果を安全対策に反映させるよう

努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 事故原因の究明等 

(1) 基本方針 
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鉄道事故の再発防止のため、その原因を究明し、安全対策に反映させるよう努める必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【鉄道事業者が実施する計画】 

(ｱ) 事故発生直後の施設、車両その他の事項に関し、事故発生の直接又は間接の要因となる事実

について、関係機関の協力を得て調査を進め、事実の整理を行うものとする。 

(ｲ) 事故の原因が判明した場合には、その成果を速やかに安全対策に反映させることにより、同

種の事故の再発防止に努めるものとする。 

イ【東海旅客鉄道㈱が実施する計画】 

(ｱ) 事故復旧に従事する者は、事故の原因調査に協力するものとする。 

(ｲ) 事故復旧に従事する者は、関係物件を保持するとともに、現場見取り図、写真等必要な資材

を提供するものとする。 

ウ【しなの鉄道㈱が実施する計画】 

(ｱ) 災害等の原因に関係があると認められる物件については、復旧作業を遅らせない範囲で速や

かに関係者の立会いのもと調査を実施し、必要に応じて見取り図の作成、写真の撮影等を行い、

原因を究明するものとする。 

(ｲ) 証拠物件については、拾得場所、状況、時間等を記した札等をつけるなどして、その保存に

努めるものとする。 

エ【北陸信越運輸局が実施する計画】 

鉄道事業者とともに事故災害の発生後、その徹底的な原因究明を行うために必要となる事故災害

発生直後の施設、車両その他の事項に関し、事故災害発生の直接又は間接の要因となる事実につい

て、警察機関、消防機関等の協力を得て運輸安全委員会が行う調査の支援を行う。 
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第２章 災害応急対策計画 

 

基本方針 

本章では、大規模鉄道事故が発生した場合の対応について、他の災害と共通する部分は除き、鉄道事故に

特有のものについて定めるものとする。 

 

第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

第１ 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合には、正確な情報を迅速に収集し伝達することが極めて重要であり、

そのため、情報収集・連絡体制を整備する必要がある。 

 

第２ 主な活動 

１ 鉄道事故情報等については、鉄道事業者から収集し、関係市町村及び関係機関に円滑かつ迅速に伝達

する。 

２ 大規模鉄道事故発生直後の人的被害等の第１次情報、一般被害情報及び応急対策の活動情報等につい

ては、各関係機関が速やかにこれを調査・収集し、被害規模に関する概括的な情報を含め、把握できた

範囲から直ちに伝達する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 鉄道事故情報等の連絡 

(1) 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した際に、速やかに初動体制を確立するため、事故発生の情報を直ちに収集

し伝達する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 伝達系統は「鉄道災害における連絡体制」のとおり。 

イ【県、市及び鉄道事業者が実施する対策】 

(ｱ) 県、市及び鉄道事業者は、鉄道事故を引き起こすおそれのあるものを発見した場合には、あ

らかじめ定めた連絡体制に基づき、必要に応じて互いに連絡を取り合うものとする。 

(ｲ) 発見又は連絡に基づき、県及び市はただちに、警戒体制の強化、避難指示の発令、避難誘導

の実施、災害の未然防止活動の実施等、被害の発生を防止するため必要な措置をとるものとす

る。 

(ｳ) 発見又は連絡に基づき、鉄道事業者はただちに、危険防止措置、警戒体制の強化等、必要な

措置をとるものとする。 

ウ【県及び東海旅客鉄道㈱が実施する対策】 

(ｱ) 県及び東海旅客鉄道株式会社は、斜面の浮き石、落石等を発見した場合には「斜面災害対策

連絡体制」に基づき、必要に応じて互いに連絡を取り合うものとする。 
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(ｲ) 発見又は連絡に基づき、県はただちに、警戒体制の強化、避難指示の発令、避難誘導の実施、

災害の未然防止活動の実施等、被害の発生を防止するため必要な措置をとるものとする。 

(ｳ) 発見又は連絡に基づき、東海旅客鉄道株式会社はただちに、危険防止措置、警戒体制の強化

等、必要な措置をとるものとする。 

エ【北陸信越運輸局が実施する対策】 

鉄道事業者に対し、発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び対策本部設

置等必要な体制をとるよう指導する。 

 

２ その他各種情報等の収集・連絡 

(1) 基本方針 

事故発生後の第１次情報（被害速報等）をはじめ、応急対策のために必要な各種の情報を、迅速か

つ円滑に収集し伝達する必要がある。 

(2) 実施計画 

事故発生直後の第１次情報、一般被害情報及び応急対策活動情報等についての伝達系統は、「鉄道

災害における連絡体制」のとおり。 

 

 

第２節 活動体制及び応援体制 

 

第１ 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合において、適切な事故応急対策を実施するためには各関係機関が速や

かに活動体制を整える必要がある。 

 

第２ 主な活動 

１ 鉄道事業者は、被害の拡大の防止のため、発災後速やかに必要な措置をとり、必要な体制をとる。 

２ 県及び市は、あらかじめ締結された広域応援協定等に基づき、被害の規模等により必要に応じて、応

援を要請し又は応援を実施する。 

３ 県及び市は、被害の状況等に応じて必要があれば直ちに、自衛隊に災害派遣を要請するための手続を

とる。 

 

第３ 活動の内容 

１ 鉄道事業者の活動体制 

(1) 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合、鉄道事業者は速やかに活動体制を整え、適切な応急対策を実施す

る必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【鉄道事業者が実施する対策】 

(ｱ) 被害拡大防止措置 
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ａ 関係列車の非常停止の手配 

ｂ 乗客の避難 

(ｲ) 活動体制の確立 

ａ 職員の非常招集 

ｂ 情報収集連絡体制の確立 

ｃ 対策本部の設置 

イ【東日本旅客鉄道㈱が実施する対策】 

(ｱ) 事故が発生したときは、列車防護等応急手配を講ずるとともに、併発事故の防止に努めるも

のとする。 

(ｲ) 事故が発生したときは、必要により現地対策本部を設けるものとする。 

(ｳ) 列車の脱線、線路の故障等により、輸送に著しく影響を及ぼすおそれがある事故が発生した

場合は、必要により対策本部を設けるものとする。 

ウ【東海旅客鉄道㈱が実施する対策】 

(ｱ) 非常招集の事故が発生したときは、飯田支店内に事故対策本部を、事故現場に事故復旧本部

を設置するものとする。 

(ｲ) 対策本部と復旧本部との間に、情報連絡を直接行うための臨時直通回線、ＦＡＸ等必要な情

報連絡設備を設置するものとする。 

エ【しなの鉄道㈱が実施する対策】 

(ｱ) 輸送に著しい影響を及ぼす重大な災害等が発生した場合又は発生するおそれがある場合並び

に死傷者が生じるような災害等が発生した場合は、必要に応じ災害対策本部を設置するものと

する。 

(ｲ) 災害等現場での応急措置及び復旧の指揮命令系統の統一、調整を図るため、必要に応じ、現

地対策本部を設置するものとする。 

オ【長野電鉄㈱が実施する対策】 

災害等が発生し、人命もしくは財産の被害が極めて大きく、あるいは事業の公共性に重大な影響

を及ぼし、全社的に緊急対策を必要とするときは、災害対策本部を設置するものとする。 

カ【アルピコ交通㈱が実施する対策】 

(ｱ) 事故が発生した場合、その対策及び復旧の指揮命令の統一と調整を図るため事故対策本部及

び事故復旧本部を開設するものとする。 

(ｲ) 事故対策本部は、事故の復旧、動員、救護の計画及び応急輸送対策並びに広報事務その他を

処理するものとする。 

(ｳ) 復旧本部は、事故現場における死傷者の救出、応急救護、応急処置、財産の保全、復旧計画

及び復旧、事故原因調査及び状況の連絡、その他を処理するものとする。 

キ【北陸信越運輸局が実施する対策】 

(ｱ) 鉄道事業者に対し、発災後速やかに、災害の拡大の防止のため、関係列車の非常停止の手配、

あらゆる手段を用いた乗客の避難等の必要な措置を講ずるよう指導する。 

(ｲ) 鉄道事業者に対し、その管理する鉄道施設等の被害状況の早急な把握、被災した鉄道施設等

の迅速な応急復旧を行わせる。この場合、必要に応じて、応急復旧に係わる事業者間の広域的

な応援体制が的確に機能するよう指導する。 
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(ｳ) 鉄道事業者に対し、事故災害等が発生した場合には、鉄道利用者に対して復旧の見通し等に

ついて適切な情報提供に努めるよう指導する。 

 

２ 広域応援体制 

(1) 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合には、その被害の状況等に応じて、県・市町村は広域応援を要請し、

また他の県・市からの要請に応じて応援を行う。 

(2) 実施計画 

【県及び市が実施する対策】 

ア 鉄道事故が発生した場合、その被害の規模等に応じて、他県・他市町村に応援を求めるものとす

る。 

イ 他県・他市町村における大規模鉄道事故の発生を覚知したときは、速やかに応援体制を整えるも

のとする。 

 

３ 自衛隊派遣要請 

(1) 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合において、被害の状況等に応じて必要があれば直ちに、県は自衛隊

に災害派遣を要請する。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

鉄道事故が発生した場合、その被害の規模等により必要があれば直ちに、風水害対策編第３章「災

害応急対策計画」第６節「自衛隊の災害派遣」に定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を

要請する。 

イ【市が実施する対策】 

鉄道事故が発生した場合、その被害の規模等により必要があれば直ちに、風水害対策編第３章「災

害応急対策計画」第６節「自衛隊の災害派遣」に定めるところにより、県に対して自衛隊の災害派

遣を要請するよう求めるものとする。 

 

 

第３節 救助・救急・消火活動 

 

第１ 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合には、負傷者等の救急・救助活動及び初期消火活動を迅速かつ円滑に

実施するため、各関係機関が強力に連携する必要がある。 

 

第２ 主な活動 

県、市及び鉄道事業者は、鉄道事故発生に際して互いに連携し、迅速な救急・救助・消火活動に努め

る。 
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第３ 活動の内容 

救急・救助・消火活動 

１ 基本方針 

救急・救助・消火活動を迅速かつ円滑に実施するため、県・市及び鉄道事業者等が強力に連携する必

要がある。  

 

２ 実施計画 

(1)【県及び市が実施する対策】 

風水害対策編第３章「災害応急対策計画」第７節「救助・救急・医療活動」及び第８節「消防・水

防活動」に定めるとおり救助・救急消火活動を実施するものとする。 

(2)【鉄道事業者が実施する対策】 

事故発生直後における負傷者の救急・救助活動を行うとともに、各関係機関の行う救急・救助活動

に可能な限り協力するよう努めるものとする。事故発生直後における初期消火活動を行うとともに、

各関係機関の行う消火活動に可能な限り協力するよう努めるものとする。 

(3)【しなの鉄道㈱が実施する対策】 

ア 救援列車の運転手配 

イ 救急車等の派遣要請 

ウ 他鉄道事業者への派遣要請 

(4)【アルピコ交通㈱が実施する対策】 

ア 事故救援のための救援列車の運行手配 

イ 救援班の派遣 

ウ 他事業者の車両・クレーン車の派遣要請 

(5)【北陸信越運輸局が実施する対策】 

ア 鉄道事業者に対し、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うよう努めるととも

に、救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう指導する。 

イ 鉄道事業者に対し、事故災害発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消火活

動を実施する各機関に可能な限り協力するよう指導する。 

 

 

第４節 緊急交通路及び代替交通手段の確保 

 

第１ 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合には、緊急通行車両の通行のための緊急交通路を確保するとともに、

鉄道利用者の生活に支障のないよう代替交通手段を確保する必要がある。 

 

第２ 主な活動 

１ 県は、緊急交通路を確保するため、交通規制を行う。 
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２ 鉄道事業者は、代替交通手段の確保に努める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 緊急交通路の確保 

(1) 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合には、緊急通行車両の通行のための緊急交通路を確保する必要があ

る。 

(2) 実施計画 

【県が実施する対策】（警察本部） 

緊急通行車両の通行を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うもの

とする。 

 

２ 代替交通手段の確保 

(1) 基本方針 

大規模鉄道事故が発生した場合には、鉄道利用者の生活に支障のないよう代替交通手段を確保する

必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【鉄道事業者が実施する対策】 

(ｱ) 他路線への振替え輸送 

(ｲ) バス代行輸送 

(ｳ) 被災していない鉄道事業者の協力による代替輸送 

イ【北陸信越運輸局が実施する対策】 

(ｱ) 鉄道事業者に対し、事故災害が発生した場合には、他の路線への振替輸送、バス代行輸送等

代替交通手段の確保に努めるよう指導し、被災していない関係鉄道事業者においては、可能な

限り、代替輸送について協力するよう指導する。 

(ｲ) 緊急自動車の通行に支障を及ばさないよう、優先して開放する踏切の指定に向けた関係者間

の協議や地震後の踏切の状況等に関する情報共有のための緊急連絡体制などを整備する。 

 

 

第５節 関係者等への情報伝達活動 

 

第１ 基本方針 

被災者家族等からの問い合わせに的確に対応できるように、災害の状況、安否状況等の情報をきめ細

かに正確に提供する。また、地域住民はもとより、交通機関を利用する一般住民にも随時情報の提供を

行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 被災者家族等に対する的確な情報伝達活動を実施する。 
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２ 一般住民に対する的確な情報伝達活動を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災者家族等への情報伝達活動 

(1) 基本方針 

被災者家族等からの問い合わせに的確に対応できるように、必要な人員の配置等により、災害の状

況、安否状況、医療機関などの情報をきめ細かに正確に提供する。 

(2) 実施計画 

ア【県、市及び鉄道事業者が実施する対策】 

県、市及び鉄道事業者は相互に緊密な連絡をとりあいながら、鉄道事故の状況、安否情報、収容医

療機関の状況を逐一把握し、家族等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。このため

に、必要な人員を配置し、放送事業者、通信社、新聞社、インターネットポータル会社等の協力を得

ながら随時情報の更新を行う。 

イ【北陸信越運輸局が実施する対策】 

鉄道事業者、関係機関等と連携の下、鉄道交通における事故災害の発生による乗客の被災者等に

対する情報提供等の支援を行うための体制を整備し、必要なマニュアル等の策定、乗客の被災者等

への支援に携わる職員に対する教育訓練の実施、関係機関等とのネットワークの形成等を図るもの

とする。 

 

２ 一般住民への情報伝達活動 

(1) 基本方針 

鉄道事故現場周辺の地域住民はもとより、交通機関を利用する一般住民に対して、随時情報の提供

を行う。 

(2) 実施計画 

ア【県、市及び鉄道事業者が実施する対策】 

県、市及び鉄道事業者は相互に緊密な連絡をとりあいながら、鉄道事故の状況、安否情報、収容医

療機関の状況を逐一把握し、家族等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。 

このために、必要な人員を配置し、放送事業者、通信社、新聞社、インターネットポータル会社等

の協力を得ながら随時情報の更新を行うものとする。 
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鉄道災害における連絡体制 

(1) 鉄道事故情報等の連絡 

   

 

 

(2) 鉄道事故発生直後の第１次情報等の収集・連絡 
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(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

   

 

(4) 応急対策活動情報の連絡 

   

※この図は、長野県地域防災計画による連絡体制だけでなく、防災基本計画に定められた、 
国の機関や市町村との連絡体制まで含めた体制の概要を示したものである。 
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危険物等災害対策編 

第１章 災害予防計画 

 

基本方針 

危険物等の漏洩・流出、火災、爆発による大規模な事故が発生した場合、危険物等施設関係者及び周辺住

民等に重大な被害をもたらすおそれがあることから、安全性の向上や災害応急体制の整備を図り、危険物等

による災害を未然に防止する。 

 

第１節 危険物等関係施設の安全性の確保 

 

第１ 基本方針 

危険物等関係施設における災害の発生を防止するため、法令で定める技術基準の遵守、自主保安体制

の強化、保安管理及び危険物等に関する知識の向上等により、安全性の確保を図る。また、危険物等関

係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性並びに被害想定の確認を行うと

ともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災のため必要な措置の

検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努めるものとする。  

 

第２ 主な取組み 

危険物等関係施設における安全性の確保を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 危険物等関係施設の安全性の確保 

(1) 基本方針 

［危険物関係］ 

県内の消防法に定める危険物施設は、製造所、貯蔵所及び取扱所がある。これらの施設は消防法に

基づく許可、検査を受けて、位置・構造・設備の技術上の基準に適合するよう設置されている。また、

危険物の貯蔵及び取扱いについては、取扱者制度及び技術基準が定められており、物的・人的両面か

らの規制が行われている。 

危険物による災害の発生を防止するためには、法令の遵守及び立入検査の実施により、施設・設備

の安全性の確保を図るとともに、自衛消防組織の設置、定期点検・自主点検の実施及び保安教育の実

施等、保安体制の強化を図る必要がある。 

 

［火薬関係］ 

県内の火薬類取扱施設は、煙火製造所、火薬庫及び庫外貯蔵庫があり、更に火薬類の消費場所にお

いては、火薬類取扱所及び火工所がある。これらの施設は、火薬類取締法に基づき許可を受けて設置

されており、保安物件に対する保安距離及び構造基準等が確保されている。また、火薬類の取扱いに
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関しては、資格者及び詳細な技術基準が定められている。 

しかし、災害が発生した場合は、爆発等により、周辺住民等に多大な被害を及ぼすおそれがあるこ

とから、危害防止体制の確立が必要である。 

 

［高圧ガス関係］ 

県内には、高圧ガス製造施設、貯蔵所、販売所及び消費施設等がある。これらの施設は、いずれも

高圧ガス保安法の規定に基づく技術上の基準によって設計され、学校及び人家等の保安物件に対する

保安距離を確保して設置されている。また、高圧ガスの取扱いについては、高圧ガス製造保安責任者

等資格者の選任及び製造、消費の基準等が詳細に定められている。 

しかし、災害の発生を防止するために事業者ごとの保安意識の高揚と自主保安体制整備を一層推進

する必要がある。 

 

［毒物劇物関係］ 

県内における毒物及び劇物取締法に基づく、毒物及び劇物の製造業、輸入業、販売業（以下「営業

者」という。）及び届出を要する業務上取扱者等に対しては、保健所等による監視により災害防止の

ため、「危害防止規程の策定」等について指導を実施している。また、届出を要しない毒物劇物業務

上取扱者に対しては、実態を把握するとともに立入等により指導を実施しているが、新規取扱者に対

する実態把握が難しい状況である。また、研修会等の開催により、営業者、業務上取扱者及び関係機

関への指導を実施している。 

(2) 実施計画 

［危険物関係］ 

ア【県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｱ) 市に対し、危険物施設における保安体制の強化及び安全性の向上について指導する。 

(ｲ) 消防法に定める危険物取扱者に対する保安講習を実施するとともに、危険物施設の管理者等

関係者を対象に保安管理技術の向上を図るため、消防機関等関係機関と連携し、講習会、研修

会等を実施する。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 規制及び指導の強化 

ａ 危険物施設の設置又は変更の許可に当たっては、事故の発生防止に十分考慮した位置、構造

及び設備とするよう、設置者（申請者）に対する指導を強化するものとする。 

ｂ 既設の危険物施設については、施設の管理者に対し、施設の安全確保について再点検を求め

るほか、必要に応じて、改修、改造、移転等の指導、助言を行い、安全性の向上を図るものと

する。 

ｃ 立入検査等の予防査察については、次に掲げる事項を重点に随時実施するものとする。 

(a) 危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理状況 

(b) 危険物施設における貯蔵、取扱い、移送、運搬及び予防規程の作成等安全管理状況  

(ｲ) 自衛消防組織の整備促進 

緊急時における消防機関との連携等、総合的な防災体制をあらかじめ整えておくため、危険

物施設の管理者に対し、自衛消防組織等の自衛消防体制の整備について指導するものとする。 
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ウ【関係機関（危険物取扱事業所）が実施する計画】 

(ｱ) 危険物施設の定期点検・自主点検を実施し、施設の安全管理に努めるものとする。 

(ｲ) 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等は研修会等へ

積極的に参加し、保安管理技術の向上に努めるものとする。 

(ｳ) 緊急時における消防機関との連携等、総合的な防災体制を整えるため、自衛消防組織等の自

主的な自衛体制を整備するものとする。 

 

［火薬関係］ 

【県が実施する計画】（産業労働部） 

ア 火薬類取扱施設の管理者等に対し、立入検査及び保安検査を実施し、法令に基づく技術基準の徹

底を図る。 

イ 火薬類災害防止実験会及び保安教育講習会等において、事故及び盗難防止対策の徹底を図る。 

 

［高圧ガス関係］ 

ア【県が実施する計画】（産業労働部） 

(ｱ) 液化石油ガス製造施設及び一般高圧ガス製造施設に対する保安検査を年１回実施し、法令で定

める技術上の基準に適合するよう要請する。 

(ｲ) 高圧ガス製造施設、貯蔵所、販売所及び消費施設等に対し、立入検査を随時実施し、法令で定

める技術上の基準等の遵守についての徹底を図る。 

(ｳ) 高圧ガス製造事業者等に対し、下記ウの実施について指導する。 

イ【関係機関が実施する計画】（高圧ガス協会、指定保安検査機関） 

高圧ガス協会長野県冷凍教育検査事務所、同協会長野県ＣＥ検査所及び指定保安検査機関は、法令

で定められた期間ごとに、該当する高圧ガス施設に対し、保安検査を確実に実施し、法令で定められ

た技術上の基準に適合させるように事業者等を指導するものとする。 

ウ【高圧ガス製造事業者等が実施する計画】 

(ｱ) 高圧ガス貯蔵地盤の不同沈下による災害の防止のため、年１回以上の不同沈下量の測定を実

施するものとする。 

(ｲ) 高圧ガス製造施設等における緊急遮断弁、エンジンポンプ、バッテリー等の日常点検により

機能を維持するものとする。 

(ｳ) 高圧ガス設備の倒壊防止のため、架台及び支持脚の補強、防錆塗装を実施する。 

(ｴ) ガス漏洩の防止のため、ホームのブロック化及びロープ掛け段積をしない等の転倒防止措置

を実施するものとする。 

 

［毒物劇物関係］ 

ア【県が実施する計画】（健康福祉部） 

(ｱ) 営業者及び業務上取扱者に対して、「毒物劇物危害防止規定」の作成、中和剤・吸着剤等の

配置、防液堤等の設置等を指導する。 

(ｲ) 災害の発生防止及び発生時に迅速に対応するため、研修会を開催し、関係機関に対して指導

を行う。 
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イ【関係機関が実施する計画】（毒物劇物営業者及び業務上取扱者） 

毒物劇物営業者及び業務上取扱者は、毒物劇物取扱責任者等の研修会等へ積極的に参加するものと

する。 

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

第１ 基本方針 

危険物等関係施設における災害発生時の被害を最小限に抑えるためには、迅速かつ円滑に災害応急対

策及び災害復旧を実施する必要があるが、そのために平常時から防災関係機関相互の連携及び応急対策

用資機材の備蓄等の災害応急体制を整備することが必要である。 

 

第２ 主な取組み 

１ 危険物等関係施設における災害応急体制の整備を図る。 

２ 危険物等大量流出時における応急対策用資機材の整備を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 危険物等関係施設における災害応急体制の整備 

(1) 基本方針 

危険物等関係施設における災害発生時の対応は、それぞれの関係法令において緊急措置の実施及び

関係機関への通報等が定められているが、災害の拡大を防止するため、関係機関の連携の強化等保安

体制の整備を一層推進する必要がある。 

(2) 実施計画 

［危険物関係］ 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 危機管理部が実施する計画 

市町村に対し、危険物施設における災害応急体制の整備について指導する。 

(ｲ) 警察本部が実施する計画 

関係機関等と連携を図り、危険物施設の実態を把握するともに、災害発生時における住民の

避難誘導方法等について指導する。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 消火資機材の整備促進 

市は、多様化する危険物に対応する化学消火薬剤等の備蓄及び化学消防車等の資機材の整備

を図るものとする。 

(ｲ) 相互応援体制の整備 

近隣の危険物取扱い事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し、関係機関との連携の

強化について指導するものとする。 

(ｳ) 県警察との連携 

消防法で定める危険物施設の設置または変更の許可をした際は、警察に対してその旨通報し、

連携を図るものとする。 
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ウ【関係機関（危険物取扱事業所）が実施する計画】 

近隣の危険物取扱い事業所との相互応援に関する協定を締結する等、関係機関との連携を強化す

るものとする。 

 

［火薬関係］ 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 産業労働部が実施する計画 

災害時の緊急体制等の整備について、火薬類取扱施設の管理者等に対し、下記のイに掲げる

事項の指導徹底を図る。 

(ｲ) 警察本部が実施する計画 

関係機関等と連携を図り、火薬類取扱施設の実態を把握するともに、災害発生時における住

民の避難誘導方法等について指導する。 

イ【火薬類取扱施設の管理者が実施する計画】 

(ｱ) 自主保安体制の整備 

災害時における従業員の任務を明確にするとともに、社内防災訓練を行うよう努めるものと

する。 

(ｲ) 緊急連絡体制の整備 

行政機関、警察署及び消防署等の関係機関との連絡体制を整備するとともに、緊急時の応援

体制の確立に努めるものとする。 

 

［高圧ガス関係］ 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 産業労働部が実施する計画 

ａ 長野県高圧ガス地域防災協議会に対し、高圧ガス事業所及び高圧ガスの移動等における災害

の発生又は拡大を防止するために、一層の防災体制の充実を図るよう要請する。 

ｂ 高圧ガス製造施設等に対し、災害時における従業員の任務を明確にし、急時の措置及び連絡

体制について整備を図るよう指導する。また、災害防止訓練の実施を推進する。 

ｃ 災害の拡大を防止するため、消防、警察及びその他関係機関への応援体制の確立を図る。 

ｄ 災害発生状況を把握するため、地域振興局等への空気呼吸器の配備などの現地確認体制の整

備を図る。 

ｅ 災害時における応急供給体制を確立するよう指導する。 

ｆ 事業者間をわたる協力体制を整備するよう長野県高圧ガス団体協議会に対し依頼する。 

(ｲ) 警察本部が実施する計画 

関係機関等と連携を図り、高圧ガス施設の実態を把握するともに、災害発生時における住民

の避難誘導方法等について指導する。 

イ【関係機関が実施する計画】（高圧ガス協会、指定保安検査機関） 

高圧ガス協会長野県冷凍教育検査事務所、同協会長野県ＣＥ検査所及び指定保安検査機関は、法

令で定められた期間ごとに、該当する高圧ガス施設に対し、保安検査を確実に実施し、法令で定め

られた技術上の基準に適合させるように事業者等を指導するものとする。 



 危険物等災害対策編 第１章 災害予防計画 

K-1-6 

ウ【高圧ガス製造事業者等が実施する計画】 

警察署及び消防署等の関係機関との緊急時の応援体制を確立するものとする。 

 

［毒物劇物関係］ 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 健康福祉部が実施する計画 

ａ 災害発生緊急通報系統を作成する。 

ｂ 中毒事故発生時における治療情報等の提供を行う。 

ｃ 災害発生状況を把握するため、保健所等に空気呼吸器等を配備するとともに体制整備を図る。 

(ｲ) 警察本部が実施する計画 

毒物、劇物保管貯蔵施設の所在地、名称及び危険物の種類・貯蔵量についての情報連絡体制

を確立し、施設の実態を把握するともに、災害発生時における住民の避難誘導方法等について

指導する。 

イ【関係機関が実施する計画】（長野県医薬品卸協同組合） 

緊急時の処理剤の確保体制の整備を図るものとする。 

 

２ 危険物等の大量流出時における防除体制の整備 

(1) 基本方針 

危険物等の河川等への大量流出時に備えて、防除資機材の整備等が行われているが、迅速かつ円滑

な防除活動を実施するため、活動体制の整備を一層推進する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 行政機関、警察署、消防署等の関係機関との連絡体制の整備や、災害応急体制の整備につい

て事業者等に対して指導する。（危機管理部、健康福祉部） 

(ｲ) 毒物劇物事故処理剤の備蓄品目・数量について、各種災害に対応できる適正備蓄数量である

かを随時検討し、必要に応じて備蓄品目・数量について充実を図るとともに備蓄場所の整備、

備蓄品目の充実のため、財政的支援を行う。（健康福祉部） 

(ｳ) オイルフェンス等油防除資機材の整備状況を調査し、消防、警察等の関係機関に対する情報

提供を行う。（危機管理部） 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 危険物施設の管理者に対し、危険物の流出時の拡大防止対策に必要なオイルフェンス等の資

機材の整備、備蓄促進について指導するものとする。 

(ｲ) 消防法で定める危険物施設の設置または変更の許可をした際は、警察に対してその旨通報し、

連携を図るものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】（河川管理者、水道事業者、危険物等施設の管理者） 

(ｱ) 危険物等の流出時の拡大防止対策に必要なオイルフェンス等の資機材の整備、備蓄を図るも

のとする。 

(ｲ) 関係機関が相互に協力して対策を実施できるよう、緊急時の連絡体制を構築するものとする。 

(ｳ) 給水車、給水タンク及び水道事業者相互の水道連結管の整備促進を図るとともに、他の事業体
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等との相互応援体制を整備するものとする。（水道事業者） 
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第２章 災害応急対策計画 

 

基本方針 

本章では、危険物等による災害が発生した場合の対応について、他の災害と共通する部分は除き、危険物

等災害に特有のものについて定めるものとする。また、道路におけるタンクローリー等の横転事故に対する

対応についても、別に定める交通規制等の活動を除いて、本章の各節に定めるところによるものとする。 

 

 

第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

第１ 基本方針 

危険物等による大規模な事故が発生した場合、被害状況及び関係機関が実施する応急対策の活動情報

は効果的に応急対策を実施する上で不可欠であるため、関係機関は効果的な通信手段・機材を用いて、

情報の収集・連絡を迅速に行うことが必要である。 

 

第２ 主な活動 

効果的な応急対策を実施するため、災害情報の収集・連絡を迅速に行う。 

 

第３ 活動の内容 

災害情報の収集・連絡活動 

１ 基本方針 

危険物等による大規模な事故が発生した場合、効果的に応急対策を実施するため、情報の収集・連絡

を迅速に行う。  

 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】 

ア 危険物等による大規模な事故が発生し、事業者、市町村等からの連絡を受けた場合、それぞれの

危険物の取扱規制担当省庁へ連絡する。 

イ 危険物等の取扱規制担当省庁から情報を受けた場合、これを市町村へ連絡する。 

ウ 市町村等からの情報収集を行うとともに必要に応じて情報収集チームを派遣する等の活動を行う。 

(2)【市が実施する対策】 

人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集し、概括的情報を含め、県に連絡するものとする。 

(3)【事業者が実施する対策】 

危険物等による大規模な事故が発生した場合、それぞれの危険物に応じて県の関係部局、警察署、

消防署等に連絡するものとする。 
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第２節 災害の拡大防止活動 

 

第１ 基本方針 

危険物等施設に災害が発生した場合、当該施設関係者及び周辺住民等に重大な被害をもたらすおそれが

あることから、当該施設にあっては、的確な応急点検及び応急措置等を速やかに実施し、災害の拡大の防

止を図るものとする。また、関係機関においても相互に協力し、迅速かつ的確な応急措置をとり、当該施

設による災害拡大防止及び被害の軽減を図るものとする。 

 

第２ 主な活動 

危険物等災害時の被害拡大防止のため、危険物等の種類に応じた応急対策を実施する。 

 

第３ 活動の内容 

危険物等施設における災害拡大防止応急対策 

１ 基本方針 

［危険物関係］ 

危険物等施設の災害時において、危険物施設の損傷等による危険物の流出、爆発及び火災の発生等被

害の拡大防止のため応急対策を実施し、当該施設の関係者及び周辺住民の安全を確保する。 

 

［火薬関係］ 

火薬類取扱施設の災害時には、火薬類の誘爆あるいは火薬庫の倒壊等による火薬類の盗難・紛失など

による被害拡大の二次災害の危険性が高い。 

このため、発災時には、火薬類の安全な場所への移設あるいは施設の監視等が重要になる。 

 

［高圧ガス関係］ 

高圧ガス製造施設等における災害時には、火災、爆発、漏洩等により周辺住民に対し大きな被害を与

えるおそれがある。災害による被害を最小限にとどめ、従業員並びに周辺住民に対する危害防止を図る

ため、関係機関は相互に協力し、これらの施設の被害を軽減するための対策を確立する必要がある。 

 

［毒物劇物関係］ 

毒物及び劇物を取り扱う者は、毒物劇物保管貯蔵施設等で、毒物劇物が飛散し、もれ、流れ出、しみ

出又は地下に浸透し、保健衛生上の危害が発生した場合は、直ちに的確な情報を保健所・警察署又は消

防機関に通報するとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な措置をとる。 

また、県は、事故発生時に緊急に必要とされる中和剤、吸収剤等の速やかな供給を行う。 

 

［タンクローリー等の横転事故関係］ 

道路におけるタンクローリー等の横転事故等により危険物等が漏洩した場合は、道路管理者、警察本

部等は、交通規制等を実施するほか、その他の活動については、第２章の各節において定めたところに

より実施する。 
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２ 実施計画 

［危険物関係］ 

(1)【県が実施する対策】 

ア 緊急時における指示及び応援要請（危機管理部） 

危険物施設において火災等が発生した場合は、必要に応じて指示及び応援要請を行う。 

イ 避難誘導措置等（警察本部） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人、車

両の立入を禁止する。また、移動可能な危険物を他の施設に移動するよう、危険物施設の管理者等

に要請する。 

(2)【市が実施する対策】 

ア 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

市長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、当該市の区域における危険物

施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命じるものとする。 

イ 災害発生時等における連絡 

危険物施設において災害が発生した場合における連絡体制を確立するものとする。 

ウ 危険物施設の管理者等に対する指導 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、

当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう次項に掲げる項目について指導するものとする。 

(3)【関係機関（危険物施設の管理者等）が実施する対策】 

ア 危険物施設の緊急時の使用停止等 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をするものとする。 

イ 危険物施設の緊急点検 

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施するとともに、施設

周辺の状況把握にも努めるものとする。 

ウ 危険物施設における災害拡大防止措置 

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切な措置をと

り、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常反応、浸水等による広域拡散等

を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤の補強等災害発生に備えた措置も合わせて講じ

るものとする。 

エ 危険物施設における災害発生時の応急措置等 

(ｱ) 応急措置 

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じた初期消火、

延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置を迅速かつ的確に行うもの

とする。 

(ｲ) 関係機関への通報 

危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防、警察等関係機関に通報するものとす

る。 
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オ 相互応援体制の整備 

必要に応じて、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の取扱事業所に応援を要

請するものとする。 

カ 従業員及び周辺地域住民に対する措置 

消防、警察等関係機関と連携し、広報を行う等、従業員及び周辺地域住民の安全確保のための措

置をとるものとする。 

 

［火薬関係］ 

(1)【県が実施する対策】 

ア 知事は、災害拡大防止のため緊急の必要性があると認められるときは、火薬類取扱施設の管理者

等に対し、火薬類取扱施設の一時停止を命ずる。（産業労働部） 

イ 下記（２）の応急対策について、火薬類取扱施設の管理者等に対して指導徹底を図る。（産業労

働部） 

ウ 関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに危険区域への人、車両

の立入を禁止する。また、移動可能な火薬類の他施設への移動及び盗難防止措置について、火薬類

施設の管理者等に対して要請する。（警察本部） 

(2)【火薬類取扱施設の管理者が実施する対策】 

ア 保管又は貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕がある場合には、速やかに安全な場所に移し、

見張りを付け、関係者以外近づけないよう措置するものとする。搬出が危険な場合又は搬出の余裕

がない場合には、火薬類を付近の水槽等に沈めるものとする。 

イ 搬出に余裕がない場合には、火薬庫にあっては、入口、窓を目塗土等で完全に密閉し、木部は防

火措置をとり、関係機関の協力を得て、爆発により被害を受けるおそれのある地域は総て立入禁止

の措置をとり、危険区域内の住民を避難させるものとする。 

 

［高圧ガス関係］ 

(1)【県が実施する対策】 

ア 下記の（２）の応急対策について、高圧ガス製造事業者等に対して指導徹底を図る。（産業労働

部） 

イ 関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人、車

両の立入を禁止する。また、移動可能な容器等を他の施設に移動するよう、関係者等に要請する。

（警察本部） 

(2)【高圧ガス製造事業者等が実施する対策】 

ア 施設の保安責任者は、災害が発生した場合は、高圧ガス保安法に基づく応急の措置をとるととも

に警察署及び消防機関に通報するものとする。 

イ 高圧ガスの漏洩、あるいは爆発等のおそれのある施設配管の弁類等の緊急停止と施設の応急点検

と出火防止の措置をとるものとする。 

ウ 製造作業を中止し、設備内のガスを安全な場所に移し、又は放出し、この作業に必要な作業員の

他は退避させるものとする。 

エ 貯蔵所又は充填容器が危険な状態となったときには、直ちに充填容器を安全な場所に移すものと
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する。 

オ 漏洩ガスが、静電気、摩擦等により発火し、火災が発生した場合には、状況を的確に把握し、初

期消火に努めるものとする。 

カ 状況に応じて、従業員、周辺住民に対して火気の取扱いを禁止するとともに、ガスの種類に応じ

た避難誘導を行い、特に毒性ガスについては風向きを考慮し人命の安全を図るものとする。 

キ 状況に応じて、長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所（資料編参照）に応援要請

するものとする。 

 

［毒物・劇物関係］ 

(1)【県が実施する対策】 

ア 飛散し、もれ、流れ出、又は地下に浸透した毒物・劇物の種類、量等を確認する。（健康福祉部） 

イ 警察署、消防機関と連携して、毒物・劇物による汚染区域の拡大防止に必要な措置、危険区域の

設定、立入禁止の措置及び中毒防止方法の広報を行う。（健康福祉部） 

ウ 飲料水汚染のおそれがある場合、市町村等へ連絡する。（環境部） 

エ 中和剤、吸収剤の速やかな供給を図る。（健康福祉部） 

オ 応急対策実施に関する関係情報の提供を行う。（健康福祉部） 

カ 災害発生時に速やかに緊急点検活動が実施できるように毒物劇物営業者及び業務上取扱者に対し

て指導を実施する。（健康福祉部） 

キ 応急点検等の結果、二次災害の危険がある場合には、応急対策について指導の徹底を図る。（健

康福祉部） 

ク 毒物劇物取扱施設において災害が発生した場合は、必要に応じて指示及び応援要請を行う。（健

康福祉部） 

ケ 関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人、車

両の立入を禁止する。（警察本部） 

(2)【市が実施する対策】 

ア 周辺住民に対して緊急避難、広報活動を行うものとする。 

イ 飲料水汚染のある場合、水道事業者と連携して、水道使用者、井戸水使用者に対し通報を行うも

のとする。 

ウ 消防機関において、中和剤、吸収剤等の使用による毒物劇物の危害除去を行うものとする。 

(3)【営業者及び業務上取扱者が実施する対策】 

ア 毒物劇物営業者及び業務上取扱者の緊急点検 

貯蔵設備等の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施するとともに、貯蔵

設備等周辺の状況把握に努めるものとする。 

イ 毒物劇物貯蔵設備等における災害拡大防止措置 

毒物劇物貯蔵設備等に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、毒物劇物の除去等適切

な措置をとり、混合による有毒ガスの発生等の防止、タンク破損等による流出、異常反応、浸水等

による広域拡散等を防止するものとする。 
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ウ 毒物劇物貯蔵設備等における災害発生時の応急措置等 

(ｱ) 応急措置及び関係機関への通報 

毒物劇物の流出等が発生したときは、中和剤、吸収剤等による除去活動及び流出拡大防止措置

を実施するとともに保健所、警察署又は消防機関へ連絡するものとする。 

(ｲ) 従業員及び周辺地域住民に対する措置 

保健所、警察署、消防機関及び市町村と連携し、広報を行う等、従業員及び周辺地域住民の

安全確保のための措置をとるものとする。 

(4)【水道事業者等が実施する対策】 

取水箇所に異常が確認された場合は、直ちに取水を停止し、水質検査により安全を確認した後、取

水を再開するものとする。 

 

［タンクローリー等の横転事故関係］ 

【県が実施する対策】 

(1) パトロール等による情報、発見者の通報等をもとに、二次災害を防ぐための交通規制、迂回路の設

定等の応急活動を実施する。災害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報について、道路情

報板、路側放送等により、迅速かつ的確に道路利用者に対して情報提供を行う。（建設部、道路公社、

警察本部） 

(2) 迅速に立入禁止区域を設定するとともに通行者、通行車両等に対する交通規制及び避難誘導を的確

に行う。また、二次災害の防止及び緊急交通路を確保する必要があると認められる場合は、災害対策

基本法第76条の規定に基づき、被災地域の範囲を区域とし、あるいは、通行可能な緊急規制対象道路

の区間を緊急交通路として指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止または制限する。（警察本

部） 

 

［共通事項］ 

【県及び市が実施する対策】 

危険物等の漏洩・流出、火災、爆発等により、負傷者等が発生した場合は風水害対策編第３章第７節

「救助・救急・医療活動」に定めるところにより救助・救急活動等を実施するものとする。 

 

 

第３節 危険物等の大量流出に対する応急対策 

 

第１ 基本方針 

危険物等が河川等に大量流出した場合、周辺住民への健康被害を与える恐れがあるため、県及び関係

機関は、密接に連携をとりつつ、適切な応急対策を迅速に実施し、被害の拡大防止を図るものとする。 

 

第２ 主な活動 

危険物等の除去及び環境モニタリングを実施する。 
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第３ 活動の内容 

危険物等大量流出時における応急対策 

１ 基本方針 

危険物等が河川等に大量流出した場合、危険物等の除去及び環境モニタリングを実施し、周辺住民へ

の影響を最小限に抑えるものとする。また、その際、水質汚濁対策連絡協議会等既存の組織を有効に活

用し、迅速に対応するものとする。 

 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、環境部） 

ア 流出した危険物等の種類、量等を確認する。 

イ 環境モニタリングを実施する。 

ウ 飲料水汚染のおそれのある場合、市町村等へ連絡する。（環境部） 

エ 毒物劇物の中和剤、吸収剤の速やかな供給を図る。（健康福祉部） 

(2)【市が実施する対策】 

ア オイルフェンス、中和剤、吸収剤等の使用による危険物等の除去活動及び流出拡大防止措置をと

るものとする。 

イ 飲料水汚染のある場合、水道事業者と連携して、水道使用者、井戸水使用者に対し通報を行うも

のとする。 

ウ 環境モニタリングを実施するものとする。 

(3)【関係機関が実施する対策】（河川管理者、水道事業者、危険物等施設の管理者等） 

ア 危険物等の流出が発生したときは、オイルフェンス、中和剤、吸収剤等の使用による危険物等の

除去活動及び流出拡大防止措置を迅速かつ的確に行うものとする。（河川管理者、危険物等施設の

管理者等） 

イ 危険物等の流出の事態を発生させた場合又は発見した場合は、速やかに消防、警察、保健所等関

係機関に通報するものとする。（危険物等施設の管理者等） 

ウ 取水箇所に異常が確認された場合は、直ちに取水を停止し、水質検査により安全を確認した後、

取水を再開するものとする。（水道事業者） 
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危険物災害における連絡体制 

 

 

(1) 危険物等事故情報の連絡 

   

 

 

 

(2) 危険物等の大規模な事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 
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(3) 一般被害情報等の収集・連絡 

   

 

 

(4) 応急対策活動情報の連絡 

   

※この図は、長野県地域防災計画による連絡体制だけでなく、防災基本計画に定められた、国の機関や市町

村との連絡体制まで含めた体制の概要を示したものである。 
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大規模な火事災害対策編 

第１章 災害予防計画 

 

基本方針 

近年は、建築物の高層化、住宅地の密集化等により、市街地における火災は大規模化する危険性が増して

いる。このため、大規模な火事災害に対する災害予防活動の円滑な推進を図り、火事災害による地域経済活

動の停滞防止及び住民・建物等の被害を最小限にするため、災害に強いまちづくりを形成するものとする。 

 

第１節 災害に強いまちづくり 

 

第１ 基本方針 

県及び市は、地域の特性に配慮しつつ大規模な火事災害発生による被害を最小限にすることを考慮し

た災害に強いまちづくりを行うものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 大規模な火事災害に強いまちの形成 

２ 火災に対する建築物の安全化 

 

第３ 計画の内容 

１ 大規模な火事災害に強いまちの形成 

(1) 基本方針 

県及び市は、地域の特性に配慮しつつ、大規模な火事災害に強い県づくり市町村づくりを行うもの

とする。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、大規模な火事災害から県土及び県民の生命、身体、

財産を保護することに十分配慮する。（全部局） 

(ｲ) 都市防災対策の検討、防火地域等の指定等にあたり、市町村へ助言を行う。（建設部） 

(ｳ) 市町村が実施する市街地再開発事業計画及び住環境整備事業計画について、協議、調整し事

業が適正に施行されるよう助言を行う。（建設部） 

(ｴ) 大規模な火事災害時における指定緊急避難場所としての防災機能を有する公園整備に努める。

（建設部） 

(ｵ) 幹線道路について、避難路及び延焼遮断帯としての機能を有する広幅員街路網の計画的整備

に努める。（建設部） 
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(ｶ) 計画的に市街地整備を行うため土地区画整理事業等を積極的に推進することにより、健全な

市街地の造成と防災機能の一層の充実を図る。 

このため、事業の推進に向けて市町村へ助言を行う。（建設部） 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、大規模な火事災害から市土及び住民の生命、身体、

財産を保護することに十分配慮するものとする。 

(ｲ) 都市計画法に基づき、建築物の密度が高く、火災危険度の高い市街地において、防火地域・

準防火地域を定めるものとする。 

(ｳ) 都市計画法等に基づく市街地再開発事業計画及び住環境整備事業計画を策定するものとする。 

(ｴ) 大規模な都市における都市防災構造化事業計画を策定するものとする。 

(ｵ) 「緑の基本計画」等の策定にあたり、防災対策に資する効果的な公園緑地、防災遮断帯等の

配置計画を検討し、都市公園の積極的な整備に努めるものとする。 

(ｶ) 市道について、国県道との連携を図りながら、避難路及び延焼遮断帯としての必要な街路整

備に努めるものとする。 

(ｷ) 木造密集地や、公共施設の整備の立ち遅れている地域を重点に、防災性の高い街づくりを実

現するため、市街地開発計画を積極的に推進するものとする。 

(ｸ) 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（密集市街地整備法）」に基づき、

防災上危険な密集市街地について、防災機能の確保等、整備を総合的に推進するものとする。 

 

２ 火災に対する建築物の安全化 

(1) 基本方針 

大規模な火事災害による建築物の被害を最小限に抑え、県民の生命、財産等を保護するため、建築

物の耐火性を確保し安全性の向上を図る。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 建築基準法に基づき、用途、規模、地域により、耐火性能を確保し、避難上の安全確保が要

求される建築物について、耐火構造または準耐火構造とするように指導する。（建設部） 

(ｲ) 防火地域・準防火地域以外の市街地について指定する建築基準法第２２条区域内の建築物の

屋根の不燃化等を促進するよう指導する。（建設部） 

(ｳ) 学校、病院等で消防法第８条の規定により定められた防火対象物については、防火管理者等

を選任し火災に備える。（全機関） 

(ｴ) 消防法は、防火対象物の関係者に対し、防火対象物の用途等に応じてスプリンクラー設備等

の消火設備、警報設備、避難設備その他消防活動に必要な設備の設置のほか、消防用設備等の

点検及び報告、防火管理者の選任、消防計画書の作成及びそれに基づく避難訓練の実施等の義

務を課しているが、その履行を促進するものとする。（危機管理部） 

市教育委員会を通じ、所有者又は管理者に対して、文化財の管理・保護について指導と助言

を行い、防災施設の設置促進とそれに対する助成を行い、各種文化財の防災を中心とした保護

対策を推進し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。（教育委員会） 
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イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 建築基準法に基づき、規模等により、建築物を耐火構造・準耐火構造とするように指導する

ものとする。 

(ｲ) 防火地域・準防火地域以外の市街地において、建築基準法第２２条区域の指定により、指定

区域内の建築物の屋根の不燃化を促進するものとする。 

(ｳ) 学校、病院等で消防法第８条の規定により定められた防火対象物については、防火管理者等

を選任し火災に備えるものとする。 

(ｴ) 消防法は、防火対象物の関係者に対し、防火対象物の用途等に応じてスプリンクラー設備等

の消火設備、警報設備、避難設備その他消防活動に必要な設備の設置のほか、消防用設備等の

点検及び報告、防火管理者の選任、消防計画書の作成及びそれに基づく避難訓練の実施等の義

務を課しているが、その履行を促進するものとする。 

(ｵ) 所有者又は管理者に対して、文化財の管理・保護について指導と助言を行い、防災施設の設

置促進とそれに対する助成を行い、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進し、防災思

想の普及、防災力の強化等の徹底を図るものとする。 

 

 

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

 

第１ 基本方針 

大規模な火事災害が発生した場合には、迅速かつ円滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施する必

要があるが、そのための備えとして体制等の整備を行うことが必要である。 

 

第２ 主な取組み 

１ 救助・救急用資機材の整備 

２ 消防及び医療機関相互の連絡体制の整備 

３ 消火活動の計画 

４ 避難誘導計画の整備 

 

第３ 計画の内容 

１ 救助・救急用資機材の整備 

(1) 基本方針 

救助工作車の及び救急自動車については、一定の充足及び高規格化が果たされているが、更なる促

進が必要である。また、消防団、自主防災組織等を中心とした救助・救急活動に必要な資機材の整備、

分散配置及び平常時からの訓練の実施も必要である。また、災害時に備え、救助・救出用資機材の整

備を図るとともに、災害時に借受けが必要な資機材及び不足が見込まれる資機材については、あらか

じめ借受け先を定めておく必要がある。 

(2)実施計画 

ア【県が実施する計画】（危機管理部、警察本部） 
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(ｱ) 消防防災ヘリコプターを中心とした航空消防防災体制の確立を図る 

(ｲ) 市町村において、救助工作車、救急自動車の充足及び装備の整備並びに救急自動車の高規格

化が促進されるよう、「市町村消防施設整備計画」の見直しに関する助言を行う。 

(ｳ) 市町村において、消防団詰所、公民館、コミュニティ防災拠点施設等に救助・救急資機材の

備蓄を行い、消防団、自主防災組織を中心に、住民の協力を得て、発災当初の救助・救急活動

を行う体制の整備及び平常時からの訓練の実施が行われるよう指導する。 

(ｴ) 警察本部及び警察署は、発災時の迅速な救助体制の確立を図るとともに、ヘリコプター及び

レスキュー車、投光車、トイレカー、ファイバースコープ等の装備資機材を整備する。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 救助工作車は、消防力の整備指針による台数の整備を図るとともに、「救助隊の編成、装備

及び配置の基準を定める省令」に基づき、装備の整備を計画的に図るとともに、高規格化を促

進するものとする。その際、救急救命士の計画的配置にも努めるものとする。 

(ｲ) 消防団詰所、公民館、コミュニティ防災拠点施設等に救助・救急資機材の備蓄を行い、消防

団、自主防災組織を中心に、住民の協力を得て、発災当初の救助・救急活動を行う体制の整備

を図るものとする。また、平常時から住民に対して、これらを使用した、救助方法及び応急手

当等の指導を行とともに、定期的に訓練を実施するものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 日本赤十字社が策定した、主要救護装備基準、救護班１個班あたりの救護装備等の基準に基

づき計画的に装備を進めるものとする。（日本赤十字社長野県支部） 

(ｲ) 赤十字病院に、救護用資機材等の輸送用車両及び救護要員の個人装備等の整備を進めるもの

とする。（日本赤十字社長野県支部） 

(ｳ) 大規模災害等に際して、人命救助活動が実施できる人命捜索救助システムを導入するものと

する。 

 

２ 消防及び医療機関相互の連絡体制の整備 

(1) 基本方針 

災害時においては、被害情報や患者の受入体制等の情報を関係機関が、適切・迅速に入手すること

が不可欠である。そのためには、関係機関による情報伝達ルートの多重化、情報交換のための収集・

連絡体制の明確化等について事前に連携体制を確立しておく必要がある。また、医療機関の患者受入

状況、被害状況及び活動体制について、消防を含めた関係機関が把握できる体制を整えるとともに、

日頃から関係機関の連携を密にし、災害時の医療情報が速やかに入手できるよう努める必要がある。 

このほか、陸路が混乱した場合、ヘリコプターを利用した広域輸送の重要性が今後更に高まるもの

と思われるため、緊急輸送関係機関との事前の調整が必要である。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 地域災害医療センターを中心に、被害者の受入状況、医療スタッフの状況、医療施設の被害

の状況等、迅速な情報交換と効率的な被害者の移送を確保するための整備を図る。（健康福祉

部） 

(ｲ) 県立病院間での支援協力を行うため、連絡体制を整備する。（健康福祉部） 
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(ｳ) 市町村において、大規模な火事災害発生時の救助、救急活動が、的確かつ円滑に行われるよ

う、市消防計画における救助・救急計画及び救急業務計画並びに救助活動計画の作成について

助言する。（危機管理部） 

(ｴ) 市町村災害対策本部へ警察官の派遣を行うとともに、関係機関との緊密な連絡と、相互の協

力関係の確立を図る。（警察本部） 

(ｵ) 被災が広範囲にわたり、他都道府県からの救護班等の応援が必要になった場合を想定し、他

都道府県との広域相互応援体制に関する整備を行う。（危機管理部、健康福祉部） 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 大規模な火事災害発生時の救助、救急活動が的確かつ円滑に行われるよう、市消防計画にお

ける救助・救急計画及び救急業務計画並びに救助活動計画を次に掲げる事項に留意し作成する

ものとする。 

ａ 出動区分及び他機関への要請（ヘリコプターを含む）等 

ｂ 最先到着隊による措置 

ｃ 現場指揮本部の設置基準、編成、任務等 

ｄ 応急救護所の設置基準、編成、任務等 

ｅ 各活動隊の編成と任務 

ｆ 消防団の活動要請 

ｇ 通信体制 

ｈ 関係機関との連絡 

ｉ 報告及び広報 

ｊ 訓練計画 

ｋ その他必要と認められる事項 

(ｲ) 消防機関・医療機関相互の情報交換が円滑に実施されるよう、あらかじめ具体的な連絡体制

を整備するとともに、傷病者の移送についても医療機関の連携がとれるよう関係機関を交え、

調整を行うものとする。また、近隣市町村に所在する消防機関・医療機関への協力要請方法に

ついても、事前に定めておくものとする。 

(ｳ) 関係機関の協力を得て、市町村消防計画における救助・救急計画及び救急業務計画並びに救

助活動計画に基づく訓練を毎年１回以上実施するものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 医療機関は、あらかじめ近隣の医療機関との協力体制の整備を図るものとする。 

(ｲ) (一社)長野県医師会は、他の都道府県の医師会との応援体制の整備を図るものとする。 

 

３ 消火活動の計画 

(1) 基本方針 

大規模な火事災害時等において、消火活動が迅速かつ的確に実施できるように消防力等の整備及び

活動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める 
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(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ｱ) 市町村に対し、市町村消防計画の作成について助言を行い、消防機関において、消防力の強

化、活動体制の整備及び予防消防の充実強化が図られ、大規模な火事災害等に迅速かつ効果的

に活動できる体制の整備を促進する。（危機管理部） 

(ｲ) 市町村等と連携し、火災予防運動、防災訓練等を通じて、住民等に対して、災害発生時にお

ける火気の取扱い、消火器具等の常備及びその取扱い方法等、防火思想、知識の普及啓発を図

る。（危機管理部） 

(ｳ) 消防水利として活用される河川施設、農業水利施設及び防火水槽の整備を推進する。（農政

部、建設部） 

イ【市が実施する計画】 

「市消防計画の基準」に基づいて消防計画を作成し、大規模な火事災害が発生した場合において、

消防機関が災害に迅速かつ効果的に対処できるように、組織及び施設の整備拡充を図るとともに、

防災活動の万全を期するものとする。その際、次に掲げる事項は、重点的に取り組むものとする。 

(ｱ) 防力の強化 

「消防力の整備指針」に適合するように、消防施設、設備及び人員の増強を図るとともに、そ

の近代化を促進するものとする。特に、発災初期において、地域に密着して重要な役割を果たす

消防団員は、減少の傾向にあるので、消防団活性化総合整備事業等を活用した消防団の施設、設

備の充実等により、消防団員の士気高揚及び初期消火体制の整備を図るとともに、啓発活動によ

る青年層、女性層の加入促進を図り、消防団活性化の推進と育成強化を図るものとする。また、

消防の広域再編による、広域消防体制の推進を図るものとする。 

(ｲ) 消防水利の多様化及び適正化 

「消防水利の基準」に適合するように、消防水利施設等の整備を図るとともに、その適正な配

置に努めるものとする。その際、大規模な火事に備え、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽の

整備、河川・農業用用排水路等自然水利の活用及び水泳プール、ため池等の指定消防水利として

の活用等による消防水利の多様化を図るものとする。 

(ｳ) 消防機関及び自主防災組織等の連携強化 

発災初期における消火、救助活動等は、住民・事業所等による自主防災組織の自発的な活動

及び消防団による活動が重要となることから、地域の実情に応じた自主防災組織の結成を促進

するとともに、既存の大規模な組織については、細分化し、きめ細かな活動のできる体制とす

るものとする。また、当該組織等の活動拠点施設、資機材の整備及びリーダー研修の実施等に

よる育成強化を図るとともに、防災訓練の実施等により、平常時から消防本部、消防団及び自

主防災組織の連携強化を図り、一体となって当該災害等に対処できる体制の構築を図るものと

する。 

(ｴ) 火災予防 

ａ 防火思想、知識の普及 

大規模な火事災害発災時における同時多発火災を防止するため、関係団体等と協力し、消防

訓練等各種行事及び火災予防運動を実施するほか広報媒体等を通じて、住民等に対する消火器

具等の常備及びその取扱い方法等、防火思想、知識の普及啓発を図るものとする。 
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ｂ 防火管理者制度の効果的な運用 

消防法第８条に規定する、学校、病院、工場等の防火対象物の設置者等に対し、防火管理者

の選任を指導するとともに、防火管理者が当該防火対象物についての消防計画を作成し、当該

計画に基づく消火訓練等の実施、消防用設備等の点検整備及び火気の管理等を行い、出火防止

及び出火時の初期消火、避難体制の整備を図るよう指導するものとする。また、消防法第４条

に規定する予防査察を防火対象物の用途、規模に応じて計画的に実施し、常に当該区域内の防

火対象物の実態を把握するとともに、火災予防上危険な場合又は火災発生時に人命に危険があ

る場合は必要な措置命令を行い、予防消防の一層の強化を図るものとする。 

ｃ 危険物保有施設への指導 

科学実験室等を有する学校、企業及び研究機関並びに薬局等多種類の危険物を少量保有する

施設の管理者に対し、次に掲げるような混触発火が生じないよう、管理の徹底に努めるよう指

導するものとする。 

(a) 可燃物と酸化剤の混合による発火 

(b) 黄リン、金属ナトリウム等の保護液の流出による発火 

(c) 金属粉、カーバイト等禁水性物質の浸水による発火 

(ｵ) 活動体制の整備 

大規模な火災発生時における、消火、救助及び救急活動等が迅速かつ的確に実施できるよう、

活動計画を定めるものとする。特に関係機関との連携に留意した初動時における活動体制及び情

報収集体制の整備を図るものとする。また、大規模な同時多発火災に対して、消防力の効率的な

運用を図るため、重要防御地域、延焼防止線の設定等の、火災防御計画等を定めるものとする。 

(ｶ) 応援協力体制の確立 

大規模な火災災害発生時において、自らの消防力のみでは対処できない又は対処できないこと

が予測される等緊急の必要がある場合、予め締結されている相互応援協定等に基づき、他の地方

公共団体に応援を要請する体制及び応援を受け入れる体制を確立するものとする。また、他の地

方公共団体から応援を要請された場合の応援体制についても確立するものとする。 

 

４ 避難誘導計画 

(1) 基本方針 

市は、大規模な火事災害時等における避難誘導に係る計画をあらかじめ定める。 

(2) 実施計画 

【市が実施する計画】 

(ｱ) 市は、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成し、訓練を行うものとする。また防災訓練

の実施や防災マップの作成・配布等により、その内容の住民等に対する周知徹底を図るための措置

をとるものとする。 

(ｲ) 市は、木造住宅密集地域外等の大規模な火災の発生が想定されない安全区域内に立地する施設等

であって、災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するものを、大

規模な火事災害時の指定緊急避難場所として指定するものとする。なお指定緊急避難場所となる都

市公園等のオープンスペースについては、必要に応じ、大規模火災の輻射熱に対して安全な空間と

することに努めるものとする。 
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第２章 災害応急対策計画 

 

基本方針 

本章では、大規模な火事災害が発生した場合の対応について、他の災害と共通する部分は除き、大規模な

火事災害に特有のものについて定めるものとする。 

 

 

第１節 消火活動 

 

第１ 基本方針 

大規模な火事災害発生時においては、建築物の直接的な被害とともに、二次的に発生し、多くの人的、

物的被害を及ぼす同時多発火災に対する初期消火、延焼拡大防止活動及び救助・救急活動等の消防活動

を、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ効果的に実施する。また、自らの消防力のみで

は、十分な応急措置が実施できない、又は実施することが困難と認められるときは、相互応援協定等に

基づき、速やかに他の地方公共団体等に応援を要請し、応急措置に万全を期する。 

 

第２ 主な活動 

二次的に発生する同時多発火災による被害の拡大を防止するため、初期消火、延焼拡大防止活動及び

救助・救急活動等の消防活動を行う。 

 

第３ 活動の内容 

消火活動 

１ 基本方針 

大規模な火事災害発生時においては、二次的に発生する同時多発火災による被害の拡大防止を図る必

要があり、まず住民等による火災発生防止対策及び火災発生時の初期消火活動が重要になる。 また、当

該火災が発生した場合、消防機関は、関係機関、自主防災組織等と連携し、自らの消防力及び必要に応

じて他の地方公共団体に応援を要請し、延焼拡大防止及び救助・救急等の消防活動を行うものとする。  

 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】（危機管理部） 

ア 知事は、被害状況等を速やかに把握し、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村（消防の事

務を処理する一部事務組合を含む。）の消防長に対して、相互応援協定の実施その他消防活動に関

し、必要な指示をするとともに、市町村長等からの要請又は必要に応じて、他の地方公共団体への

応援要請等を風水害対策編第３章第４節により行う。 

イ 市町村長の要請に基づき、消防防災ヘリコプター等による偵察、消火活動及び救助活動等を実施

する。 

(2)【市が実施する対策】 
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ア 消火活動関係 

(ｱ) 出火防止及び初期消火 

住民及び事業者等に対し、出火防止及び初期消火の徹底についての広報を行うものとする。 

(ｲ) 情報収集及び効率的部隊配置 

管轄区域内の火災発生状況、消火栓・防火水槽等の被害状況及び県警察・道路管理者との連

携、出動隊の報告等による道路状況等の情報収集を速やかに実施し、重点的、効果的な部隊の

配置を行うものとする。 

特に大規模な同時多発火災発生時においては、あらかじめ定めた火災防ぎょ計画等により、

重要防ぎょ地域等の優先等、消防力の効率的運用を図るものとする。また、関係機関及び自主

防災組織等と連携して、迅速かつ的確な消火活動を行うものとする。 

(ｳ) 応援要請等 

ａ 市長（消防の事務を処理する一部事務組合の長を含む。）は、速やかな被害状況等の把握を

行い、当該状況から、消火活動に関して、自らの消防力のみでは対処できない、又は対処でき

ないことが予測される等緊急の必要があると認めるときは、他の地方公共団体等に対する応援

要請等を風水害対策編第３章第４節により行うものとする。 

ｂ 市長は、ヘリコプターの支援を求めようとするときは、風水害対策編第３章第５節により要

請するものとする。 

イ 救助・救急活動 

大規模な火事災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわたることから、

住民、自主防災組織等の協力及び県警察、医療機関等関係機関との連携を図るとともに、必要に応

じて、相互応援協定に基づく応援要請等を速やかに行い、迅速かつ的確な救助・救急活動を行うも

のとする。なお、本項については、風水害対策編第３章第７節に定める。 

(3)【住民、事業所及び自主防災組織等が実施する対策】 

ア 初期消火活動等 

住民等は、火災が発生した場合は、積極的な初期消火活動の実施及び消防機関への協力に努める

ものとする。また、自主防災組織等においても初期消火活動を実施するとともに、消防機関に協力

して延焼拡大の防止に努めるものとする。 

イ 救助・救急活動 

自発的に負傷者の救助・救急活動を行うとともに、消防機関等に協力するものとする。 

 

 

第２節 避難誘導活動 

 

第１ 基本方針 

大規模な火事災害により被害が生じた場合、建築物の所有者等は、建築物内の利用者の安全を把握し、

必要な措置をとる。 
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第２ 主な活動 

災害発生後、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置

をとる。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

公共建築物については、災害発生後、復旧活動の拠点ともなる建築物であるため、速やかに被害状況

を把握し、必要な措置をとる。また、その他の建築物についても適切な避難誘導活動を実施する。 

避難誘導活動においては、特に高齢者、障がい者、妊産婦等要配慮者に配慮した措置をとる。  

 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】（全機関） 

庁舎、社会福祉施設、病院、県営住宅、県立学校等については、利用者の避難誘導を行うとともに、

速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとる。 

(2)【市が実施する対策】 

庁舎、社会福祉施設、病院、市営住宅、市立学校等については、利用者の避難誘導を行うとともに、

速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとるものとする。 

(3)【建築物の所有者等が実施する対策】 

利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとるものとする。 
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第３章 災害復旧・復興計画 

 

基本方針 

被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より安全性に配慮した地域

振興のための基礎的な条件づくりを目指すため、復旧・復興の基本方向を決定し、その推進に当たり、必要

な場合は、他の地方公共団体の支援を要請する。 

 

第１節計画的復興の進め方 

第１ 基本方針 

大規模な火事災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における被災地域の

再建方針として、更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決を図る計画的復興を目指すにあた

っては、復興計画を作成し、住民の理解をもとめながら、住民の安全と環境保全等にも配慮した防災ま

ちづくりを実施する。 

 

第２ 主な活動 

複数の機関が関係し、高度化、複雑化及び大規模化する復興事業を可及的速やかに実施するための復

興計画を作成し、体制を整備する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 復興計画の作成 

(1) 基本方針 

被災地域の再建にあたり、更に災害に強いまちづくりを目指し、都市構造及び産業基盤の改変を要

するような、多機関が関係する高度、複雑及び大規模な復興事業を、可及的速やかに実施するための

復興計画を作成するものとする。 

当該計画には、持続可能なまちづくりの視点から、生活・自然環境、医療福祉、地域産業等の継続

を考慮する必要がある。また、当該計画の迅速・的確な作成と遂行のため、地方公共団体間及び国と

の連携等調整を行う体制の整備を図るものとする。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

被災市町村、関係機関等との連携及び国との調整を行うとともに、住民の理解を得ながら、迅速

かつ的確に被災地域を包括する復興計画を作成する。 

イ【市が実施する対策】 

関係機関等との連携及び県との調整を行うとともに住民の理解を得ながら、迅速かつ的確に被災

地域を包括する復興計画を作成するものとする。 

ウ【関係機関が実施する対策】 

県、市町村等と連携を図り、整合性のある事業計画の作成に努めるものとする。 
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大規模な火事災害における連絡体制 

(1) 大規模な火事発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

   

(2) 一般被害情報等の収集・連絡 

   

(3) 応急対策活動情報の連絡 

   

※この図は、長野県地域防災計画による連絡体制だけでなく、防災基本計画に定められた、国の機関や市町

村との連絡体制まで含めた体制の概要を示したものである。 
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林野火災対策編 

第１章 災害予防計画 

 

基本方針  

林野火災は、多くの場合、気象、地形、水利等極めて悪い条件のもとにおいて発生し、また、山林の特殊

性として発見も遅れ、貴重な森林資源をいたずらに焼失するばかりでなく、気象条件によっては、消防活動

従事者の人命を奪うような危険性や、人家への延焼等大きな被害に及ぶ可能性が少なくないので、火災時に

おける消防活動が迅速かつ適切に実施できるよう、活動体制等の整備を図る。  

 

 

第１節 林野火災に強い地域づくり 

 

第１ 基本方針  

県及び市は、林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域において、地域の特性に配慮しつつ、林野

火災対策に係る総合的な事業計画を作成し、その推進を図るものとする。  

 

第２ 主な取組み  

１ 関係機関等と連携を図り、林野火災対策計画を確立する。  

２ 林野火災対策計画に基づく予防対策を実施する。  

 

第３ 計画の内容  

１ 林野火災対策計画の確立  

(1) 基本方針  

関係機関等と連携を図り、林野火災対策計画を作成し、林野火災の発生防止及び発生時における活

動体制の確立を図る。  

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（危機管理部、林務部） 

市町村に対し、林野火災対策計画の作成について助言し、予防対策の万全を期す。 

イ【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】  

関係機関と緊密な連携をとり、林野火災対策計画の確立を図るものとし、計画の作成に当たって

は、森林の状況、気象条件、地理、水利の状況、森林施業の状況等を調査検討の上、次の事項等に

ついて計画するものとする。 

(ｱ) 特別警戒実施計画  

ａ 特別警戒区域  

ｂ 特別警戒時期  

ｃ 特別警戒実施要領  
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(ｲ) 消防計画  

ａ 消防分担区域  

ｂ 出動計画 

ｃ 防ぎょ鎮圧要領  

(ｳ) 資機材整備計画  

(ｴ) 防災訓練の実施計画  

(ｵ) 啓発運動の推進計画  

 

２ 予防対策の実施  

(1) 基本方針 

林野火災対策計画に基づき、地域住民等に対する防火思想の普及啓発、巡視、指導の徹底及び消火

資機材、消防施設の整備を図り、林野火災の発生の防止及び発生時の応急対策に万全を期す。 

(2) 実施計画  

【県、市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する計画】  

市及び諏訪広域消防茅野消防署は、林野火災予防のため、次の事業を行うものとする。 

ア 防火思想の普及  

(ｱ) 防災関係機関の協力を得て、入山者、地域住民、林業関係者等に対し、林野火災予防の広報、

講習会等の行事等を通して、森林愛護及び防火思想の徹底を図る。  

(ｲ) 林野火災予防協議会の設置等の推進を図るものとする。  

(ｳ) 自主防災組織の育成を図るものとする。  

イ 予防資機材及び初期消火資機材並びに消防施設の整備  

(ｱ) 林野火災発生の危険性の高い地域を林野火災特別地区として指定し、その地域の実態に即し

た対策事業を推進するものとする。  

(ｲ) 林野火災予防マップ作成の推進を図るものとする。  

(ｳ) 防火管理道の作設、防火線・防火帯の設置及び消防用貯水ダム（治山ダムへの開閉装置の設

置）、防火水槽の設置等消防施設の整備を図るものとする。  

(ｴ) 自動音声警報機等の予防資機材、水のう付き手動ポンプ等の初期消火機材及び空中消火機材、

空中消火薬剤等の消火機材の整備を推進するものとする。  

ウ 山地防災ヘルパー、災害時等における協定締結者及び現地出張した職員等による巡視  

エ 林野所有（管理）者に対する指導  

(ｱ) 火の後始末の徹底  

(ｲ) 防火線・防火樹帯の設置  

(ｳ) 自然水利の活用による防火用水の確保  

(ｴ) 地ごしらえ、焼畑等火入れ行為をするに当たっては、森林法に基づくほか、消防機関との連

絡方法を確立するものとする。 

(ｵ) 火災多発期における見回りの強化  

(ｶ) 消火のための水の確保等  

オ 応援体制の確立 

長野県消防相互応援協定、長野県市町村災害時相互応援協定、諏訪地域広域市町村 圏災害
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時の相互応援協定及び大規模災害発生時における相互応援に関する協定（甲州街道沿線１２

市）に基づく応援体制の整備 

 

第２節 林野火災防止のための情報の充実 

第１ 基本方針  

林野火災予防活動を効果的に実施するため、気象警報・注意報等の正確かつ迅速な把握のための体制

を整備する。  

 

第２ 主な取組み  

１ 気象警報・注意報等の発表等気象に関する情報の収集体制の整備に努める。  

２ 林業関係者、報道機関、住民等からの情報など、多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努める。  

 

第３ 計画の内容  

１ 気象情報の収集体制の整備  

(1) 基本方針  

気象警報・注意報等の発表等気象状況を正確かつ迅速に把握できる体制を整備し、気象状態の変化

に対応した予防対策を講ずる。 

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】  

長野地方気象台からの情報の収集のほか、オンラインによる気象実況の正確な把握ができる体制

の整備に努める。  

イ【市が実施する計画】 

長野地方気象台からの気象警報・注意報等を迅速かつ正確に収集できる体制の整備に努めるもの

とする。 

ウ【関係機関が実施する計画】（長野地方気象台） 

(ｱ) 気象業務法に基づく気象警報・注意報並びに情報を各機関へ速やかに伝達するものとする。 

(ｲ) 火災気象通報業務に関する協定に基づき通報様式により県に通報するものとする。 

 

２ 林野火災関連情報等の収集体制の整備 

(1) 基本方針 

防火広報、警戒活動を効果的に実施するため、林野火災多発時期における監視パトロール等により、

入山者の状況等の把握可能な体制を確立する。 

(2) 実施計画  

【県及び市が実施する計画】 

林野火災の発生しやすい時期において、広報車、県警ヘリ等により、林野火災の発生危険性が高い

地域を中心としたパトロールを実施することによって、入山者の状況等が把握できる体制を確立する

ものとする。  
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第３節迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

 

第１ 基本方針  

林野火災が発生した場合には、迅速かつ円滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施する必要がある

ため、そのための備えとして所要の体制の整備を行うこととする。  

 

第２ 主な取組み  

１ 情報収集体制及び関係機関相互間等の連絡体制の整備を図る。 

２ 関係機関の迅速な初動体制を確保するため、災害応急体制の整備を図る。  

３ 消火活動の実施に必要な資機材の整備に努める。  

４ 防災関係機関等と防災訓練を実施する。  

 

第３ 計画の内容  

１ 情報の収集・連絡関係  

(1) 基本方針  

災害現地及び関係機関相互の通信手段を確保し円滑な連絡体制を整備する。また、必要に応じヘリ、

車両等を現地に派遣し、被害状況を迅速に把握する体制を整備する。 

(2) 実施計画 

【県及び市が実施する計画】 

防災行政無線、携帯電話を整備するとともに、これら無線機器の不感地帯に対応した通信機器につ

いても整備を進めるものとする。また、状況に応じてヘリ又は車両による現地情報の収集体制を整備

するものとする。 

 

２ 災害応急体制の整備関係 

(1) 基本方針 

関係機関職員の林野火災発生時における非常参集体制及び相互の応援体制の確認を平常時から行

い、発災時に迅速な活動ができる体制の確保を図る。 

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（危機管理部） 

林野火災発生時の職員の参集等活動体制の確認を行う。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 職員の参集等活動体制の確認を行うものとする。 

(ｲ) 長野県消防相互応援協定、長野県市町村災害時相互応援協定等の要請方法について確認を行

うものとする。  

 

３ 消火活動関係  

(1) 基本方針 
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消防水利及び林野火災消火用資機材の点検整備を実施し、迅速な出動が可能な体制の確保を行う。  

(2) 実施計画  

ア【県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｱ) 市町村に対し、消防水利の多様化とともに、適切な配置について助言を行う。 

(ｲ) 林野火災の初期消火を実施するため、消防防災ヘリコプターの迅速な出動体制を確保する。  

(ｳ) 林野火災空中消火資機材を備蓄し、空中消火を実施する消防機関に貸与する。  

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 消防本部、消防団及び自主防災組織との連携強化を図り、消防水利の確認、消防資機材の点

検整備等を実施し、消防体制を強化するものとする。 

(ｲ) 空中消火基地及び取水用河川、湖沼等の利用可能状況を把握するものとする。 

 

４ 防災関係機関等の防災訓練の実施  

(1) 基本方針 

消防機関及び関係機関が参加し、実践的な消火等の訓練等を実施する。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｱ) 総合防災訓練において自衛隊及び広域応援を想定した訓練を実施する。  

(ｲ) 空中消火資機材の取扱いに関する講習会を実施する。 

イ【市が実施する計画】 

(ｱ) 防災訓練において自衛隊の派遣及び広域応援を想定した訓練を実施するものとする。 

(ｲ) 消防職員、消防団員等を対象とした空中消火資機材の取扱いに関する講習等を実施するものと

する。 
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第２章 災害応急対策計画 

 

基本方針  

林野火災発生時においては、関係機関が連携して、初期消火、延焼拡大防止に努めるとともに、速やかな

情報の収集、状況分析を行い、必要に応じて消防防災ヘリコプターの要請等迅速かつ的確な消防活動を行う。  

 

第１節 林野火災の警戒活動 

 

第１ 基本方針  

火災警報の発令等、林野火災発生のおそれがあるときは、巡視、監視を強化し地域住民及び入林者に

対して火災に対する警戒心を喚起し、火気取扱いの指導取締りを行って、火災の発生を防止するととも

に、応急体制を準備する。  

 

第２ 主な活動  

林野火災の発生のおそれがある場合、火災予防広報活動を強化するとともに、火の使用制限等を行う。  

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

林野火災の発生の恐れのある時期に多様な広報手段を利用し、林野火災予防の広報活動を集中的に実

施する。 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】（危機管理部、林務部） 

気象状況等により、林野火災発生のおそれがある場合は、広報車、テレビ、ラジオ等により入林者

等に対し火気の取扱いの自粛等の広報等を行うとともに、巡視、監視を強化して、火災の発生を防止

する。 

(2)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】 

ア 火入れによる出火を防止するため、森林法（昭和26年法律第249号）に基づく市長の許可は、時期、

許可条件等について事前に消防機関と十分協議するものとする。また、火入れの場所が隣接市町村

に近接している場合は、関係市町村に通知するものとする。 

イ 火入れ、たき火、喫煙等の制限  

(ｱ) 気象状況が悪化し、林野火災発生のおそれがある場合は、入林者等に火を使用しないよう要

請するものとする。 

(ｲ) 長野地方気象台から気象警報・注意報等を受けたとき、又は気象状況が火災予防上危険であ

ると認めるときは、火災に関する警報の発令、住民及び入林者への周知、火の使用制限、消防

機関の警戒体制の強化等必要な措置をとるものとする。 

(ｳ) 火災警報の住民及び入林者への周知は、打鐘、サイレン、掲示標、吹出し、旗等消防信号に
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よる信号方法及び広報車による巡回広報のほか、テレビ、ラジオ、有線放送等を通じ、周知徹

底するものとする。  

 

第２節 発災直後の情報の収集・連絡体制 

 

第１ 基本方針 

林野火災の状況について迅速かつ的確な情報の収集のための、関係機関相互の連絡体制を確保する。  

 

第２ 主な活動  

災害情報の収集及び連絡体制を確保する。  

 

第３ 活動の内容  

１ 基本方針 

現地との通信連絡体制を確保し、正確な災害情報の収集に努め、報告する。  

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】（危機管理部、警察本部） 

ア ヘリコプターによるヘリテレ等を使用した上空からの情報収集の実施  

イ 関係機関とのホットラインの設置  

ウ 現地情報収集チームの派遣  

(2)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】  

ア ヘリコプターによる偵察の要請 

イ 職員の災害現場への派遣 

ウ 各所管施設等の被害状況の把握 

 

 

第３節 活動体制の確立 

 

第１ 基本方針  

関係機関の連携の下、迅速かつ的確な消火活動を実施するための体制を確保する。  

 

第２ 主な活動  

１ 災害情報の収集・連絡を実施する。 

２ 事業者の消火活動に対する協力体制を確立する。  

 

第３ 活動の内容  

１ 災害情報の収集・連絡体制 

(1) 基本方針 
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現地との通信連絡体制を確保し、正確な災害情報の収集に努める。 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部、林務部、警察本部） 

(ｱ) ヘリコプターによるヘリテレ等を使用した上空からの情報収集の実施 

(ｲ) ホットライン等による関係機関からの情報収集の実施 

(ｳ) 現地情報収集チームによる現地情報の収集 

(ｴ) 消防庁への火災即報の送信(必要に応じて林野庁、関係省庁への報告)  

イ【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】  

(ｱ) 職員の災害現場への派遣及び状況報告  

(ｲ) 消防本部からの県への火災即報の送信  

(ｳ) 状況に応じ、消防防災ヘリ等の応援要請の実施 

 

２ 林野所有（管理）者の活動体制 

(1) 基本方針 

林野所有（管理）者は、消防機関の消火活動が円滑かつ効果的に実施できるよう支援を行うものと

する。 

(2) 実施計画 

ア【県及び市が実施する対策】 

林業関係者に対し、消防機関、警察等との連携を図り、初期消火及び情報連絡等の協力を求めるも

のとする。 

イ【林野所有（管理）者等が実施する対策】 

初期消火を実施するとともに、消防水利、火災現場への進入経路等の情報提供について協力を行う

ものとする。 

 

第４節 消火活動 

 

第１ 基本方針  

被害の拡大を最小限にくい止めるため関係機関が連携して消火活動を実施する。  

 

第２ 主な活動 

地上からの消火活動に加え、火災の拡大のおそれがある場合は、ヘリによる空中消火活動を実施する。  

 

第３ 活動の内容  

１ 基本方針 

林野火災発生時においては、関係機関が連携して、初期消火、延焼拡大防止に努めるとともに、速や

かな情報の収集、状況分析を行い、必要に応じて広域な応援等を得て、迅速かつ的確な消防活動を行う。  

２ 実施計画  

(1)【県が実施する対策】（危機管理部、林務部） 
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県は、林野火災の状況を的確に把握し、次に掲げる事項について、応急措置をとるとともに、市町

村に対し助言を行うものとする。 

ア 通報連絡 

林業関係機関及び林業関係団体に通報し、必要と認めるときは､(イ)､(ウ)、(エ)､に掲げる応援

機関に通報し、応援を得て、消火活動を実施するものとする。 

イ 市町村相互応援 

林野火災は、多数の消火人員を動員する必要があるので、火災の拡大にともない、当該市町村の

みでは消火できないと判断したときは、市町村の相互応援協定により、応援状況を勘案しつつ、他

市町村に対し応援を指示するものとする。  

ウ 広域航空消防応援 

広域航空消防応援を必要とするときは、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」

により要請するものとする。（資料編参照） 

エ 自衛隊派遣要請 

自衛隊の派遣を必要とするときは、風水害対策編 第３章「災害応急対策計画」第６節「自衛隊

の災害派遣」により、要請するものとする。 

オ 林野火災空中消火 

消防防災ヘリコプター等による空中消火を実施する。 

(2)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】 

市は、林野火災の発生場所、風向及び地形等現地の状況によって常に臨機の措置をとる必要がある

ので、消火活動に当たっては、次の事項を検討して、最善の方途を講ずるものとする。 

ア 出動部隊の出動区域 

イ 出動順路と防ぎょ担当区域 

ウ 携行する消防機材及びその他の器具 

エ 指揮命令及び連絡要領並びに通信の確保 

オ 応援部隊の集結場所及び誘導方法 

カ 応急防火線の設定 

キ 救急救護対策 

ク 住民等の避難 

ケ 空中消火の要請 

(3)【関係機関が実施する対策】（中部森林管理局） 

ア 国有林火災の場合の通報連絡 

国有林又は国有林附近の林野火災を覚知した森林管理署等は、速やかに関係消防機関に通知する

とともに、火災の拡大防止に努めるものとする。 

イ 広域消火活動のため、自衛隊の派遣を必要とするときは、風水害対策編 第３章「災害応急対策計

画」第６節「自衛隊の災害派遣」により、知事に要請するものとする。 
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第５節 二次災害の防止活動 

 

第１ 基本方針 

林野火災により、荒廃した箇所においては、その後の降雨等により、倒木の流下、山腹・斜面の土砂

崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生などの危険性があるため、これらによる二次災害から県

民を守るための措置をとる。  

 

第２ 主な活動 

二次災害発生を防止する措置をとるとともに、関係機関への情報提供をおこなう。  

 

第３ 活動の内容 

二次災害の防止  

１ 基本方針 

危険箇所について速やかに調査を行い、二次災害の防止に必要な応急措置をとる。  

 

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】 

ア 林務部が実施する対策 

機能を失った森林に原因する二次災害の発生予想・影響等について調査し、危険性が高い箇所に

ついて、関係者・関係機関に情報提供を行うとともに、土砂災害等の防止対策を検討する。 

イ 建設部が実施する対策  

(ｱ) 緊急点検マニュアルにより、土砂災害危険箇所及び施設の点検を実施する。 

(ｲ) 必要に応じ、斜面判定士の派遣要請をする。 

(ｳ) 緊急点検の結果、二次災害発生の危険性が高い箇所について、関係者・関係機関に情報提供

を行う。また、必要に応じ応急活動を実施する。 

(2)【市及び諏訪広域消防茅野消防署が実施する対策】 

緊急点検結果の情報に基づき、警戒避難体制の整備等必要な措置をとるものとする。 
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第３章 災害復旧計画 
 

第１ 基本方針  

林野火災跡地の復旧と林野火災に強い森林づくりへの改良普及を行う。  

 

第２ 主な活動  

森林機能の回復及び林野火災に強い森林づくりを行う。  

 

第３ 活動の内容  

１ 基本方針 

事業者による森林機能の回復及び林野火災に強い森林づくりを支援する。  

２ 実施計画 

(1)【県が実施する対策】（林務部） 

ア 保安林及び保安林の指定を行い管理していく必要のある公益的に重要な森林においては、土

砂の移動を防止するための柵工・土留工などの施設と組み合わせて植栽し、森林を造成する。  

イ 寡雨地帯においては、森林の延焼を防止又は軽減することを目的に防火林帯（防火樹林帯及

び空間地帯）の造成等について検討する。 

(2)【市が実施する対策】 

寡雨地帯や消防水利の悪い地域においては、林野火災に強い森林づくりへの検討を行うととも

に関係者等に対する普及啓発を行うものとする。 
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林野火災における連絡体制 

(1) 林野火災発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

   
(2) 一般被害情報等の収集・連絡  

   

(3) 応急対策活動情報の連絡 

   

 

※この図は、長野県地域防災計画による連絡体制だけでなく、防災基本計画に定められた、 
国の機関や市町村との連絡体制まで含めた体制の概要を示したものである。 


